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 重大事故等対処施設における火災防護に係る 

基準規則等への適合性について 

 

1．概 要 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則」（以下，「設置許可基準規則」という。）第四十一条では，重大事故等対処

施設に関する火災による損傷防止について，以下のとおり要求されている。 

 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を

損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消

火設備を有するものでなければならない。 

 

 

 設置許可基準規則第四十一条の解釈には，以下のとおり，重大事故等対処施

設に関する火災による損傷防止の適用に当たっては，設置許可基準規則第八条

第一項の解釈に準じるよう要求されている。 

 

第４１条（火災による損傷の防止） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずるものとする。 
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 設置許可基準規則第八条第一項の解釈には，以下のとおり，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火災防護に係る審査

基準」という。）に適合することが要求されている。 

 

第８条（火災による損傷の防止） 

１ 第８条については、設計基準において発生する火災により、発電用原子炉施設の安全性

が損なわれないようにするため、設計基準対象施設に対して必要な機能（火災の発生防止、

感知及び消火並びに火災による影響の軽減）を有することを求めている。 

また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」とは、安全施設が安全機能

を損なわないことを求めている。 

したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火災に対して、発電用原子

炉施設に対して必要な措置が求められる。 

 

２ 第８条については、別途定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準」（原規技発第 1306195 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））に適

合するものであること。 

 

 

次章以降では，柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の重大事故等対処施設

に対して講じる内部火災防護対策が，火災防護に係る審査基準に適合している

ことを示す。 
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2．火災防護に係る審査基準の要求事項について 

 火災防護に係る審査基準では，火災の発生防止，火災の感知及び消火設備の

設置をそれぞれ要求している。 

 

2.1．基本事項 

［要求事項］ 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及

び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類

に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮し

た火災防護対策を講じること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、

系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

②放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認すること。また、

上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を

参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか

否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運

転管理の段階において確認する必要がある。 

 

 本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求で

あることを考慮すると，重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築

物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す火災区域

の分離に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火

災防護対策を講じる。 

 なお，火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には，これらの知見

も反映した火災防護対策に取り組んでいく。 
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(1) 火災防護対象 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケーブ

ルを火災防護対象とする。 

重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防護対策については，

火災防護計画に定めて実施するが，その内容については「2.1.1．火災発生防

止」及び「2.1.2．火災の感知，消火」に記載のとおりである。 

（補足 41-2） 

 

(2) 火災区域及び火災区画の設定 

建屋内と屋外の重大事故等対処設備を設置するエリアについて，重大事故

等対処施設と設計基準対象施設の配置も考慮して，火災区域及び火災区画を

設定する。 

原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋の建屋内

の重大事故等対処設備を設置する火災区域は，3 時間耐火に設計上必要なコ

ンクリート壁厚である 123mm より厚い 140mm 以上の壁厚を有するコンクリー

ト壁又は火災耐久試験により 3 時間以上の耐火能力を有することを確認した

耐火壁（強化石膏ボード，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ）により他の

区域と分離する。 

原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋の火災区

域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災

区域を適用する。 

屋外については，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，重

大事故等対処設備を設置する区域を，「(1) 火災防護対象」において選定する

機器等と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮して，

資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行う。本管理

については，火災防護計画に定める。 

（補足 41-3） 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

（8 条－1） 
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2.1.1．火災発生防止 

2.1.1.1．原子炉施設内の火災発生防止 

［要求事項］ 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講

じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下

の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講じること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただ

し、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでな

い。 

② 配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損なうことが

ないように配置すること。 

③ 換気 

換気ができる設計であること。 

④ 防爆 

防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施すこと。 

⑤ 貯蔵 

安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発火性物質又は

引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞留する蒸気

又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とする

こと。また、着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合には、

静電気を除去する装置を設けること。 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。ただし、災

害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように、水素

を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、

その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発すること。 

(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉の安全性を

損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講じること。 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護継電器と遮

断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であるこ

と。 
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（参考） 

(1) 発火性又は引火性物質について 

発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、高圧ガス保安

法で定められる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気体、発

火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が含まれる。 

(5) 放射線分解に伴う水素の対策について 

BWR の具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管に

おける混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン（平成１７年１０月）」に

基づいたものとなっていること。 

 

 重大事故等対処施設は，以下のとおり，火災の発生を防止するための対策を

講じる。 

 

(1) 火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域には，以下の火災発生防止対策を講じる。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危険

物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして

定められている水素，窒素，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃性で

ある「水素」を対象とする。 

 

①  漏えいの防止，拡大防止 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置

する火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について以下に示

す。 
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○ 発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における，発火性

又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する機器（以下，「油内

包機器」という。），常設代替交流電源設備及び可搬型重大事故等対処設

備のうち潤滑油及び燃料油を内包する設備（可搬型代替注水ポンプ，電

源車等）は，溶接構造，シール構造の採用により漏えいの防止対策を講

じる設計とするとともに，堰等を設置し，漏えいした潤滑油及び燃料油

が拡大することを防止する設計とする。なお，機器の軸受には潤滑油が

供給されており加熱することはない。万一軸受が損傷した場合には，当

該機器は過負荷等によりトリップするため軸受は異常加熱しないこと，

オイルシールにより潤滑油はシールされていることから，潤滑油が漏え

いして発火するおそれはない。（表 41-1-1，図 41-1-1～41-1-2） 

油内包機器からの漏えいの有無については，日常の油保有機器の巡

視により確認する。 

油内包機器に対する拡大防止対策を添付資料１に示す。 

 

以上より，火災区域内に設置する油内包機器については，漏えい防

止対策を講じているとともに，添付資料１に示すとおり拡大防止対策を

講じていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考

える。 

 

 

表 41-1-1：建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域等における 

油内包機器の漏えい防止，拡大防止対策 

 

油内包機器のある建屋等 漏えい防止，拡大防止対策 

原子炉建屋 堰 

タービン建屋 堰 

コントロール建屋 堰 

廃棄物処理建屋 堰 

常設代替交流電源設備 側溝 

荒浜側高台保管場所・大湊側高台保管場所 

（可搬型重大事故等対処設備設置場所） 
側溝 

（参考）免震重要棟 堰 
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図 41-1-1：溶接構造，シール構造による漏えい防止対策概要図 

 

 

 

図 41-1-2：堰による拡大防止対策概要図 

 

 

 

潤滑油 

 軸受 
 ガスケット  ガスケット 

 シール構造 
 （ラビリンスシール等） 

 
 
 
 
 

液面監視 

（油面計） 
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○ 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における，発火性

又は引火性物質である水素を内包する機器（以下，「水素内包機器」と

いう。）は，溶接構造等による水素の漏えいを防止する設計とする。 

なお，充電時に水素が発生する蓄電池については，機械換気を行う

とともに，蓄電池設置場所の扉を通常閉運用とすることにより，水素の

拡大を防止する設計とする。 

水素内包機器からの漏えいの有無については，日常の水素内包機器

の巡視により確認する。 

 

・ 水素ガスボンベ 

「⑤貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベは，

ボンベ使用時に作業員がボンベ元弁を開操作し，通常時は元弁を閉と

する運用とするよう設計する。 

 

以上より，火災区域内に設置する水素内包機器については，漏えい

防止対策を講じているとともに，「③換気」に示すとおり拡大防止対策

を講じていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと

考える。 

 

○ 発火性又は引火性物質を内包するその他の設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する火災区域における，発火性

又は引火性物質を内包するその他の設備として，通信用の PHS，スピー

カー，予備 UPS 等に附属するリチウムイオン電池がある。これらの電池

は発火性又は引火性物質の内包量は少量であることから，火災防護計画

にしたがって可燃物管理を行う。 

 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質を内包する

その他の設備については，発火性又は引火性物質の内包量が少ないこと，

可燃物管理を行うことから，十分な保安水準が確保されているものと考

える。 

 

 

 

 



- 41-1-10 - 

 

②  配置上の考慮 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する油内包機器，

水素内包機器を設置する火災区域に対する配置上の考慮について以下に示

す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備 

油内包機器の火災により，重大事故等に対処する機能が損なわれな

いよう，油内包機器と重大事故等対処施設は，壁等の設置及び離隔によ

る配置上の考慮を行う設計とする。油内包機器の配置状況を補足 41-3

の添付資料１に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

水素内包機器の火災により，重大事故等に対処する機能が損なわれ

ないよう，水素内包機器と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配

置上の考慮を行う設計とする。水素内包機器の配置状況を補足 41-3 の

添付資料１に示す。 

 

以上より，火災区域内に設置する油内包機器及び水素内包機器について

は，重大事故等に対処する機能がすべて損なわれないよう配置上の考慮が

なされていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考

える。 

 

 

③  換気 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置

する火災区域に対する設備の換気について以下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備 

油内包機器を設置する建屋内の火災区域は，火災の発生を防止する

ために，原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機等空調機器による

機械換気を行う設計とする。また，屋外の火災区域及び非常用ディーゼ

ル発電機燃料移送系ケーブルトレンチについては自然換気を行う設計

とする。重大事故等対処施設を設置する建屋内の各油内包機器に対する

換気設備を添付資料１に示す。 
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添付資料１において，重大事故等対処施設（詳細は補足 41-2 参照）

の油内包機器は，耐震 S クラス又は基準地震動によっても機能を維持

（以下，「Ss 機能維持」という。）する設計とし，かつ 2.1.1.1(1)①「漏

えいの防止，拡大防止」に示すように漏えい防止対策を実施するため基

準地震動によっても油が漏えいするおそれはないこと，潤滑油を内包す

る設備については万一機器故障によって油が漏えいしても，重大事故発

生時の原子炉建屋内の最高温度（約 100℃，IS-LOCA 発生時）と比べて

も引火点が十分高く（参考資料１参照）火災が発生するおそれは小さい

ことから，これらの機器を設置する場所の換気設備の耐震性は，Ss 機

能維持とする設計とはしない。 

 

なお，免震重要棟緊急時対策所については，免震重要棟が Ss 機能維

持となる設計としていないことから，免震重要棟の換気設備の耐震性に

ついても，Ss 機能維持とする設計とはしない。 

 

以上より，火災区域内に設置する油内包機器については，機械換気

ができる設計とすること，潤滑油内包機器の換気設備については機能が

喪失しても安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことから，火災防護

に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

○ 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

水素内包機器である蓄電池及び水素ガスボンベを設置する火災区域

は，火災の発生を防止するために，以下に示すとおり，重大事故等対処

施設を設置する火災区域については常設代替交流電源設備又は電源車

からも給電できる非常用電源から供給される送風機及び排風機による

機械換気を行う設計とする。（表 41-1-2） 
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・ 蓄電池 

蓄電池を設置する場所は機械換気を行う設計とする。特に，重大事

故等対処施設である AM 用直流 125V 蓄電池を設置する火災区域は，常

設代替交流電源設備からも給電できる非常用母線から給電される耐震

2 クラス設計の排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度

を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の蓄電池を設置する火災区域は，

電源車からも給電できる耐震 S クラス設計の排風機による機械換気を

行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

 

なお，免震重要棟の蓄電池を設置するエリアは，通常時は常用電源

から供給される換気設備で機械換気を行うことによって，水素濃度を

燃焼限界濃度以下とするよう設計する。なお，本機械換気設備の耐震

性は免震重要棟と同等としている。 

 

・ 水素ガスボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域

は，原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による機械換気を行

うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 
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表 41-1-2：水素を内包する設備を設置する場所の換気設備 

 

水素を内包する設備を設置する場所 換気設備 耐震クラス 

直流 125V 蓄電池室 

コントロール建屋直流 125V蓄電池６

A 室非常用送排風機（６号炉） 

コントロール建屋計測制御電源盤区

域送排風機（６号炉，７号炉） 

S 

ＡＭ用直流 125V 蓄電池室 

原子炉建屋ＡＭ用直流 125V蓄電池室 

排風機（６号炉） 

非常用ディーゼル発電機電気品区域

送風機（６号炉） 

非常用ディーゼル発電機電気品区域 

送排風機（７号炉） 

S 

３号炉 直流 125V 蓄電池室 
非常用ディーゼル発電機電気品区域 

送排風機 
S 

格納容器雰囲気モニタ校正用 

水素ガスボンベ設置箇所， 
原子炉区域・タービン区域送排風機 C 

（参考）免震重要棟蓄電池室 免震重要棟換気空調設備 C 

 

 

水素内包機器を設置する火災区域は，水素濃度が燃焼限界濃度以下

の雰囲気となるよう送風機及び排風機で換気されるが，送風機及び排風

機は多重化して設置する設計とするため，動的機器の単一故障を想定し

ても換気は可能である。 

フィルタベント水素濃度計モニタ校正用水素ガスボンベは，設備の

仕様上，ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である 4％以下とすること

ができないことから，常時は建屋外に保管し，ボンベ使用時のみ建屋内

に持ち込みを行う運用とする。さらに，校正の際にはボンベを固縛する

こと，通常は元弁を閉としていること，元弁を開操作する際は，作業員

は携帯型水素濃度計によって水素漏えいの有無を測定することとし，水

素が漏えいした場合でも速やかに元弁を閉操作し漏えいを停止するこ

とができるとともに，作業終了時や漏えい確認時には速やかに元弁を閉

操作することを手順に定める。 
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なお，校正に伴い水素ガスの使用は約 30 分，校正作業についてフィ

ルタベント水素濃度計モニタは６号及び７号炉とも原子炉建屋 3 階で

行う設計とする。 

 

以上より，火災区域内に設置する水素内包機器については，機械換

気ができる設計としていること，蓄電池室の換気設備については非常用

電源より給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保してい

ること，その他の水素内包設備の換気設備については機能が喪失しても

安全機能に影響を及ぼすおそれは小さいことから，火災防護に係る審査

基準に適合しているものと考える。 

 

 

④  防爆 

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，爆発性の雰囲気を形

成するおそれのある設備を設置する火災区域に対する防爆対策について以

下に示す。 

 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における油内包機器は，

「2.1.1.1(1)①漏えいの防止，拡大防止」で示したように，溶接構造，

シール構造の採用により潤滑油及び燃料油の漏えいを防止するととも

に，万一漏えいした場合を考慮し堰を設置することで，漏えいした潤滑

油及び燃料油が拡大することを防止する設計とする。 

なお，潤滑油が設備の外部から漏えいしても，これらの引火点は重

大事故発生時の原子炉建屋内の最高温度（約 100℃，IS-LOCA 発生時）

よりも十分高く（参考資料１参照），機器運転時の温度よりも高いため，

可燃性蒸気となることはない。 

引火点等の確認結果を参考資料１に示す。 

また，重大事故等対処施設で燃料油である軽油を内包する軽油タン

ク，常設代替交流電源設備地下燃料タンクは屋外に設置されており，可

燃性蒸気が滞留することはない。 

 

したがって，潤滑油及び燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれ

はない。 
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○ 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域における水素内包機器は，

2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」で示したように，溶接構造等

の採用により水素の漏えいを防止する設計とする。また，2.1.1.1(1)

③「換気」で示したように機械換気を行う設計とするとともに，水素ガ

スボンベについては使用時を除き元弁を閉とする運用とする。 

したがって，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条

及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とならないた

め，当該火災区域に設置する電気・計装品を防爆型とする必要はなく，

防爆を目的とした電気設備の設置も必要ない。 

なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設

備に関する技術基準を定める省令」第十条，第十一条に基づく接地を施

す。 

以上より，油内包機器及び水素内包機器を設置する火災区域は，爆

発性雰囲気とならず，防爆型の電気・計装品を使用する必要はない。 

 

 

⑤  貯蔵 

本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要

求であることを考慮すると，重大事故等対処施設を設置する火災区域にお

ける発火性又は引火性物質の貯蔵に対して要求していることから，該当す

る火災区域に設置される貯蔵機器について以下に示す。 

 

貯蔵機器とは供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，重

大事故等対処施設を設置する火災区域にある，発火性又は引火性物質であ

る潤滑油及び燃料油の貯蔵容器としては，常設代替交流電源設備，常設代

替交流電源設備の地下燃料タンク，非常用ディーゼル発電機の燃料ディタ

ンク及び軽油タンクがある。常設代替交流電源設備，常設代替交流電源設

備の地下燃料タンク，タンクの容量（約 50 ㎥）に対して，常設代替交流電

源設備を 3 日間連続運転するために必要な量（約 47 ㎥）を考慮し，貯蔵量

が約 47～50 ㎥となるよう管理している。燃料ディタンクについては，非常

用ディーゼル発電機を 8 時間連続運転するために必要な量を貯蔵すること

を考慮した設計とする。軽油タンクについては， 1 基あたり非常用ディー

ゼル発電機 2 台を 7 日間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考

慮した設計とする。 
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なお，免震重要棟の非常用電源用軽油タンクについては，容量（30 ㎥）

に対して，非常用電源設備を 3 日間連続運転するために必要な量（約 29.7

㎥）を考慮し，貯蔵量が約 29.7～30 ㎥となるよう管理している。 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域にある，発火性又は引火性物質

である水素の貯蔵機器としては，格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガス

ボンベがあり，このボンベは供給単位である容器容量 47 リットル又は 10

リットルのボンベごとに，各々の計器の校正頻度（1 回/約 2 ヶ月）及び計

器不具合等の故障対応を想定した上で 1 運転サイクルに必要な量，さらに

事故後，ガスボンベを交換せずに一定期間（100 日間）連続監視できるよ

う校正に必要な量を考慮し貯蔵する。 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域における発火性又は

引火性物質を貯蔵する機器については，運転に必要な量にとどめて貯蔵す

ることとしていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているもの

と考える。 
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(2) 可燃性の蒸気・微粉への対策 

本要求は，「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区

域における可燃性の蒸気，可燃性の微粉及び着火源となる静電気」に対して

要求していることから，該当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の

蒸気又は可燃性の微粉への対策を以下に示す。 

 

油内包機器は，「(1)④防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気を発生するおそ

れはない。 

また，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まな

い運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用

する作業場所において，換気，通風，拡散といった措置を行うとともに，建

屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

さらに，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉

じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆

発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭

素中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃

性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。 

以上の設計により，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出する

ための設備を設置する必要はなく，電気・計装品を防爆型とする必要はない。 

 

一方，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるおそ

れがある設備を設置しない設計とする。なお，火災区域にある電気設備の必

要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める

省令」第十条，第十一条に基づく接地を施しており，静電気が溜まるおそれ

はない。 

 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備，

及び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置

しないことから，火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものと

考える。 
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(3) 発火源への対策 

原子炉施設には金属製の本体内に収納する等の対策を行い，設備外部に出

た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。 

また，原子炉施設には高温となる設備があるが，高温部分が他の可燃物を

加熱しないように配置すること，保温材で覆うこと等により，可燃性物質と

の接触防止や潤滑油等可燃物の加熱防止を行う設計とする。（表 41-1-3） 

 

以上より，原子炉施設には設備外部に火花を発生する設備を設置しないこ

と，高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うことから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

表 41-1-3：高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

 

高温となる設備 最高使用温度 
過熱防止 

対策 

主蒸気系配管 302℃ 保温材設置 

圧力容器バウンダリ 302℃ 保温材設置 

ほう酸水注入系配管 66℃ 保温材設置 

残留熱除去系配管 182℃ 保温材設置 

高圧炉心注入系配管 104℃ 保温材設置 

原子炉隔離時冷却系機器，配管 302℃ 保温材設置 

原子炉冷却材浄化系配管 302℃ 保温材設置 

所内蒸気系，所内蒸気戻り系配管 204℃ 保温材設置 

原子炉給水系配管 230℃ 保温材設置 

所内温水系配管 85℃ 保温材設置 
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(4) 水素対策 

本要求は，「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対して要求してい

ることから，該当する設備を設置する火災区域に対する水素対策について以

下に示す。 

 

水素内包機器を設置する場所は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」

に示すように，水素内包機器は溶接構造等とすることにより雰囲気への水素

の漏えいを防止するとともに，2.1.1.1(1)③「換気」に示すように，機械換

気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。

また，水素の漏えいを検知できるように水素濃度検出器等を設置する設計と

する。 

蓄電池を設置する火災区域は，充電時において蓄電池から水素が発生する

おそれがあることから，当該区域に可燃物を持ち込まないこととする。また，

蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，水素の燃焼限界濃度である 4vol%

の 1/4 以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。（図 41-1-3～

41-1-4） 

 

一方，以下の設備については水素濃度検出器とは別の方法にて水素の漏え

いを管理している。 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域について

は，2.1.1.1(1)①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように，通常時は元弁

を閉とする運用としていること，2.1.1.1(1)③「換気」に示す機械換気によ

り水素濃度を燃焼限界以下とするよう設計することから，水素濃度検出器は

設置しない。（表 41-1-4） 

 

なお，免震重要棟に設置する緊急時対策所用の蓄電池室については，当該

室の水素発生量を評価した結果，設置場所の水素濃度は水素の燃焼限界濃度

である 4vol%よりも低い 0.4%程度とするよう設計することから，水素濃度検

出器は設置しない。（表 41-1-4） 

 

以上より，水素内包設備を設置する火災区域は水素濃度が燃焼限界濃度以下

となるように機械換気を行うとともに，水素漏えいによって水素濃度が燃焼限

界濃度以上となる可能性があるものについては，漏えいが発生した場合は中央

制御室に警報を発する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適

合しているものと考える。 
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表 41-1-4：水素濃度検出器の設置状況 

 

水素を内包する設備を設置する場所 水素検出方法 

直流 125V 蓄電池室 水素濃度検出器を設置 

ＡＭ用高所蓄電池室 水素濃度検出器を設置 

３号炉 直流 125V 蓄電池室 水素濃度検出器を設置 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガス 

ボンベ設置箇所， 

 

水素濃度検出器は設置しない 

（ボンベ内の全量が漏えいしても設置

場所の水素濃度は 0.1%未満） 

（参考）免震重要棟蓄電池室 

水素濃度検出器は設置しない 

（水素発生量を評価した結果，設置場所

の水素濃度は 0.4%程度） 
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図 41-1-3：蓄電池室水素濃度検出器の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-4：蓄電池室内の水素濃度検出器設置状況 

 

ダクト口 
７号炉 ＡＭ用直流125V蓄電池室 

【蓄電池室】 

水素濃度検出器 

【中央制御室】 

警報器 
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(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

放射線分解により水素が発生する火災区域における，水素の蓄積防止対策

としては，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス（水

素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年 10 月）」に基づき，水

素の蓄積を防止する設計とする。蓄積防止対策の対象箇所については，ガイ

ドラインに基づき図 41-1-5 のフローにそって選定したものである。なお，ガ

イドライン制定以前に経済産業省指示文書｢中部電力㈱浜岡原子力発電所第

１号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について（平成 14 年 5

月）｣を受け，水素の滞留のおそれがある箇所に対して対策を実施している。

ガイドライン制定以降，これらの対策箇所はフロー上 STEP1 の水素滞留のお

それがない場所となり，追加の対策が必要な箇所についてはガイドラインに

基づき抽出・対策を実施している。（表 41-1-5，図 41-1-6） 

蓄電池により発生する水素の蓄積防止対策としては，蓄電池を設置する火

災区域は，2.1.1.1(4)「水素対策」に示すように，水素内包機器は溶接構造

等とすることにより雰囲気への水素の漏えいを防止するとともに，機械換気

を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

 

以上より，放射線分解等による水素の蓄積防止対策を実施していることか

ら，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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図 41-1-5：水素対策の対象選定フロー 
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表 41-1-5：放射線分解による水素蓄積防止対策の実施状況 

 

対策箇所 対策内容 対策実施根拠 実施状況 

原子炉圧力容器 

ヘッドスプレイ 

配管 

 

 

主蒸気暖気ライン 

（K6 のみ） 

 

• 原子炉圧力容器 

ヘッドスプレイ 

配管にベント 

配管を追設 

•  
・主蒸気暖気ライ

ンの枝管の隔離

弁位置を変更 

(社) 火力原子力発電技術協会 

｢BWR 配管における混合ガス（水素･

酸素）蓄積防止に関するガイドライ

ン｣（平成 17 年 10 月） 

実施済 

蒸化器入口配管 

• 温度評価 

• ベント配管の 

設置 

経済産業省指示文書 

｢中部電力㈱浜岡原子力発電所第１

号機の余熱除去系配管破断に関する

再発防止対策について｣ 

（平成 14 年 5 月） 

実施済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-6：ベント配管の設置例 
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(6) 過電流による過熱防止対策 

原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策について以下に示

す。 

電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因す

る過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器により故

障回路を早期に遮断する設計とする。 

次頁に，柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の重大事故等対処施設の電

気系統（設計基準対象施設の電気系統は除く）における保護継電器及び遮断

器の設置箇所を示す。（図 41-1-7～41-1-9） 

 

以上より，原子炉施設内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実施し

ていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 41-1-26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
4
1
-
1
-
7
：

６
／

７
号

炉
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

電
気

系
統

に
お

け
る

 

保
護

継
電

器
及

び
遮

断
器

の
設

置
箇

所
 

非
常

用
高
圧

母
線

7
D

A
M
用

動
力

変
圧
器

D
/
G

非
常

用
所
内

電
気

設
備

【
区

分
Ⅰ
】

(
7B
)

(
7A
)

動
力

変
圧
器

動
力

変
圧
器

A
M用

M
CC
 
7
B

非
常

用
低
圧

母
線

7D
-
1

非
常

用
低
圧

母
線

7
C
-
1

7号
炉

M
CC
 
7
C系

D
/
G

M

代
替
所

内
電

気
設

備

M
A
M用

直
流

1
2
5V
充

電
器

M
CC
 
7
D
系

非
常

用
所

内
電

気
設
備

【
区

分
Ⅱ

】

A
M
用

切
替
盤

緊
急

用
電

源
切

替
箱

断
路

器

非
常

用
高
圧

母
線

7C

緊
急

用
電

源
切

替
箱

接
続

装
置

※
本
単
線
結
線
図
は
，
今
後
の

検
討
結
果
に
よ
り
変
更
と
な
る

可
能
性
が
あ
る

非
常

用
高
圧

母
線

6
D

A
M用

動
力

変
圧
器

D
/G

非
常

用
所
内

電
気

設
備

【
区

分
Ⅰ
】

(
6
B)

(
6
A)

動
力
変

圧
器

動
力

変
圧
器

【
凡

例
】

：
ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機

：
非
常

尾
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電

機

：
遮
断

器

：
断
路

器

：
配
線

用
遮
断

器

：
接
続

装
置

：
電
動

切
替
装

置

：
切
替

装
置

G
T
G

D
/
G

A
M用

M
CC

 6
B

非
常

用
低
圧

母
線

6D
-1

非
常

用
低
圧

母
線

6C
-1

6
号
炉

M
C
C 
6
C
系

D
/
G

M

代
替

所
内

電
気

設
備

M
A
M用

直
流

1
2
5V
充

電
器

M
C
C 

6D
系

非
常

用
所
内

電
気

設
備

【
区

分
Ⅱ
】

A
M用

切
替
盤

G
TG

予
備

G
T
G

G
T
G

予
備

電
源 車

第
一

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機

第
二

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

M

緊
急
用

電
源
切

替
箱

断
路
器

非
常
用

高
圧

母
線

6
C

緊
急

用
電

源
切

替
箱

接
続

装
置

緊
急

用
断
路

器

M
M

G
T
G

緊
急

用
高
圧

母
線

大
湊
側

緊
急

用
高

圧
母

線

M
C
C：

モ
ー

タ
・

コ
ン
ト

ロ
ー
ル

・
セ

ン
タ



- 41-1-27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
4
1
-
1
-
8
：

６
号

炉
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

電
気

系
統

に
お

け
る

 

保
護

継
電

器
及

び
遮

断
器

の
設

置
箇

所
 

 



- 41-1-28 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
4
1
-
1
-
9
：

７
号

炉
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

電
気

系
統

に
お

け
る

 

保
護

継
電

器
及

び
遮

断
器

の
設

置
箇

所
 



- 41-1-29 - 

 

2.1.1.2．不燃性・難燃性材料の使用 

［要求事項］ 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材

料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」と

いう。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必

要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における

火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生するこ

とを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物のうち、

主要な構造材は不燃性材料を使用すること。 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用す

ること。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、チャコ

ールフィルタについては、この限りでない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難

な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有す

る構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講じられて

いる場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、

不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他

の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 

 

(3) 難燃ケーブルについて 

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱

源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自

己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202 

 



- 41-1-30 - 

 

 本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求で

あることを考慮すると，重大事故等対処施設に対する不燃性材料及び難燃性材

料の使用を要求していることから，これらの対応について(1)～(6)に示す。 

 ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は以下のいずれかの

設計とする。 

・ 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下，「代

替材料」という。）を使用する設計とする。 

・ 構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が

技術上困難であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因し

て他の重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するた

めの措置を講じる設計とする。 

 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設のうち，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の

筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設

備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料，

又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とする。（図 41-1-10） 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料

の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒

されることはなく，これにより他の重大事故等対処施設を構成する機器等に

おいて火災が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料では

ない材料を使用する設計とする。また，金属に覆われたポンプ及び弁等の駆

動部の潤滑油（グリス），並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置される電

気配線は，発火した場合でも他の重大事故等対処施設を構成する機器等に延

焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計

とする。 

ケーブルトレイ内のケーブルの固縛材は難燃性のものを使用する設計とす

る。なお，本固縛材は可燃物量がわずかであること，ケーブルは後述のとお

り難燃ケーブルを使用していること，万一火災により固縛材が外れても垂直

に布設されたケーブルはトレイの水平部分等で支持されていることから，他

の安全機能を有する機器に影響を及ぼすおそれはない。 
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内部溢水対策で使用している止水剤についても難燃性のものを使用する。

水密扉の止水パッキンは，自己発火性がないこと，水密扉は常時閉運用であ

り扉外周部に設置されたパッキンは扉本体から押さえつけられている状態で

あるため大半は外部に露出していないこと，水密扉は通行部であるため周囲

に可燃性物質を内包する設備がないこと，当該構成材の量は微量であること

から，他の構築物，系統又は機器に火災を生じさせるおそれは小さいものの，

火災発生防止の観点から難燃性の止水パッキンを使用する設計とする。 

 

以上より，重大事故等対処施設の主要な構造材は不燃性材料を使用してい

ること，これ以外の構築物，系統及び機器は基本的に不燃性材料又は難燃性

材料を使用する設計としていること，一部，配管のパッキン類やポンプ及び

弁等の駆動部の潤滑油（グリス），盤内部に設置された電気配線は不燃性材料

又は難燃性材料ではない材料を使用しているものがあるが，発火した場合で

も他の安全機能を有する機器等に延焼しないことを確認していることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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図 41-1-10：主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況 

 

ポンプ，配管，支持構造物の例 ケーブルトレイ，電線管の例 

電源盤の例 
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(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設のうち，屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である

絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。（図 41-1-11） 

以上より，安全機能を有する屋内の変圧器及び遮断器は，火災防護に係る

審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-11：屋内の遮断器の例 

 

真空遮断器の例（M/C） 

気中遮断器の例（P/C） 配線用遮断器の例（MCC） 

配線用遮断器の例（ブレーカー） 
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(3) 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験により自己消火性

（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合は

IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計と

する。難燃ケーブルの使用状況を添付資料２に示す。 

 

ただし，一部のケーブルについては製造中止のため自己消火性を確認する

UL 垂直燃焼試験を実施できない。このケーブルについては，UL 垂直燃焼試験

と同様の試験である ICEA 燃焼試験の結果と，同じ材質のシースを持つケーブ

ルで実施した UL 垂直燃焼試験結果より，自己消火性を確認する設計とする。 

また，核計装用ケーブルは，微弱電流・微弱パルスを扱うため，耐ノイズ

性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とす

る。放射線モニタ用ケーブルについても，放射線検出のためには微弱電流又

は微弱パルスを扱う必要があり，核計装用ケーブルと同様に耐ノイズ性を確

保するため，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い

絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。 

 

これらケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，

耐延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足することが困

難である。 

このため，核計装用ケーブル及び放射線モニタ用ケーブル等は，火災を想

定した場合にも延焼が発生しないよう，以下のとおり対応することによって，

IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延

焼防止性能を確保する設計とする。 

・ 上記ケーブルを専用電線管に収納するとともに，電線管の両端は，電線

管外部からの酸素供給防止を目的とした耐火性を有するシール材によ

る処置を行う。これにより，電線管内は外気から容易に酸素が供給され

ない閉塞した状態となるため，上記ケーブルに火災が発生してもケーブ

ルの燃焼に必要な酸素が不足し,燃焼の維持ができなくなる。このため，

すぐに自己消火し，ケーブルは延焼しない。 

 

なお，免震重要棟内緊急時対策所については，重大事故等対処施設の機能

を有するケーブルについては，実証試験により自己消火性及び延焼性を確認

した難燃ケーブルを使用する設計とする。 
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以上より，重大事故等対処施設の機能を有する機器等に使用するケーブル

については，基本的に火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。

一部のケーブルについては，代替する実証試験によって難燃性が確認されて

おり，火災防護に係る審査基準に適合しているものと同等と考える。また，

一部の核計装ケーブル及び放射線モニタ用ケーブルは，実証試験により難燃

性が確認できないものがあるが，専用電線管への布設及び難燃性の耐熱シー

ル材処置によりケーブルの延焼を防止する対策を実施することから，十分な

保安水準が確保されているものと考える。 

 

 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する機器等のうち，換気空調設備のフィルタは，

下表に示すとおり「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方法）」又は「JACA 

No.11A-2003（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団法人 日本

空気清浄協会））」（試験概要は補足 41-1 添付資料３）を満足する難燃性材料

を使用する設計とする。 

（表 41-1-6，図 41-1-12） 

難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料３に示す。 

なお，下表に示すフィルタはコンクリート製の室内又は金属製の構造物内

に設置しており，フィルタ周辺には可燃物はなく，運用面での管理を実施す

ることから火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。 

 

 運用管理の概要 

換気設備のフィルタを設置している部屋は下記の運用とする。 

①点検資機材の仮置き禁止エリアとする。 

②他エリアの機器を当該エリアに持ち込み点検することを禁止する。 

③火気取扱い禁止エリアとする。 

④但し，当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気（溶接機）を使

用する場合は，当該空調の系統隔離（全停止），フィルタ全数を取り外

し室外に搬出し火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。 

 

換気設備のフィルタの廃棄においては下記の運用とする。 

①チャコールフィルタは，固体廃棄物として処理を行うまでの間，ドラ

ム缶で収納し保管する。 

②HEPA フィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，不燃シートに

包んで保管する。 
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  上記運用については，火災防護計画で定めるとともに，関連するマニュア

ル・ガイド類に反映することとする。 

 

以上より，安全機能を有する機器等のうち，チャコールフィルタを除く換

気空調設備のフィルタは難燃性のフィルタを使用することとしていること

から，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

表 41-1-6：重大事故等対処施設を構成する機器等のうち， 

換気空調設備のフィルタ 

 

フィルタの種類 

（チャコールフィルタ以外） 
材質 性能 

プレフィルタ ガラス繊維 難燃性 

HEPA フィルタ ガラス繊維 難燃性 

給気フィルタ 
ガラス繊維 難燃性 

不織布 難燃性 

  ※給気フィルタ：バッグフィルタ，中性能粒子フィルタなど，空調内の異物を除去

するためのフィルタの総称。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-12：６号炉原子炉建屋３階 非常用ディーゼル発電機(B) 

エアフィルタ室の概要 
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(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する機器等に対する保温材は，ロックウール，

ガラス繊維，ケイ酸カルシウム，パーライト，金属等，平成 12 年建設省告示

第 1400 号に定められたもの，又は建築基準法で不燃材料として定められたも

のを使用する設計とする。保温材の使用状況を添付資料４に示す。 

 

以上より，重大事故等対処施設を構成する機器等に対する保温材には不燃

性材料を使用していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているも

のと考える。 

 

 

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する機器等を設置する建屋の内装材は，ケイ酸

カルシウム等，建築基準法に基づく不燃性材料を使用する。また，中央制御

室の床のカーペットは，消防法施行規則第四条の三に基づき，第三者機関に

おいて防炎物品の試験を実施し，防炎性能を有することを確認した材料を使

用する。 

一方，管理区域の床には耐放射線性・除染性を確保するため，ケーブル処

理室・計算機用無停電電源室の床には防塵性を確保するため，原子炉格納容

器内の床，壁には耐腐食性，耐放射線性，除染性の確保を目的として難燃材

料であるコーティング剤を塗布する設計とする。このコーティング剤は，旧

建設省告示第 1231 号第２試験又は ASTM E84 に基づく難燃性が確認された塗

料であること，不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること，加熱源

を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと，原子炉格納容器内を含む建

屋内に設置する安全機能を有するに機器等は不燃性又は難燃性の材料を使用

し周辺には可燃物がないことから，当該コーティング剤が発火した場合にお

いても他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい。

また，原子炉格納容器内に設置する原子炉の安全停止に必要な機器は不燃性

又は難燃性の材料を使用し周辺には可燃物がない。 

このため，耐放射線性・除染性・防塵性及び耐腐食性を確保するためにコ

ンクリート表面に塗布するコーティング剤には，旧建設省告示第 1231 号第２

試験又は ASTM E84 に基づく難燃性が確認された塗料を使用する設計とする。 
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なお，免震重要棟内緊急時対策所の床については，一部不燃性が確認され

ていない材料を使用するが，免震重要棟内緊急時対策所は他の重大事故等対

処施設，設計基準対象施設とは独立した建屋内に設置されていることから，

万一当該対策所内のコーティング剤が発火した場合でも他の重大事故等対処

施設，設計基準対象施設を構成する機器に延焼しない。 

建屋内装材の使用状況を添付資料５に示す。 

 

以上より，安全機能を有する機器等を設置する建屋の内装材について，耐

放射線性，除染性又は防塵性を確保するため，一部，不燃性材料ではないコ

ーティング剤を使用するが，発火した場合においても他の構築物，系統又は

機器において火災を生じさせるおそれは小さいことから，火災防護に係る審

査基準に適合しているものと同等と考える。 
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2.1.1.3．落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止 

［要求事項］ 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が

発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。 

(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設置すると

ともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること。なお、耐震設

計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定））

に従うこと。 

 

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然現象と

しては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有

無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象

のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温

（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

 

これらの自然現象のうち，津波，竜巻（風（台風）含む）及び地滑りについ

ては，それぞれの現象に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれないように防護することで火災の発生を防止する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大事故等対処設備

は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。 

低温（凍結），降水，積雪，及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の

影響については，火源が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，

火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮

すると，火源が発生する自然現象ではない。 

 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）含む）について，これらの現象

によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計と

する。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。 
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(1) 落雷による火災の発生防止 

発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防

止するため，地盤面から高さ 20m を超える建築物には建築基準法に基づき「JIS 

A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠した避雷設備を設置する設計

とする。なお，これらの避雷設備は，耐震性が耐震 S クラス又は Ss 機能維持

の建屋又は排気筒に設置する設計とする。 

また，送電線については架空地線を設置する設計とするとともに，「2.1.1.1 

原子炉施設の火災発生防止 (6)過電流による過熱防止対策」に示すとおり，

故障回路を早期に遮断する設計とする。（図 41-1-13～41-1-14） 

常設代替交流電源設備のうちガスタービン発電機（燃料地下タンク含む）

は，落雷による火災発生を防止するため，避雷設備を設置する設計とする。

さらに，ガスタービン発電機の制御回路等に避雷器を設置し，落雷から設備

を保護する設計とする。（図 41-1-13） 

可搬型重大事故等対処施設（車両）は，車両に落雷しても，車体が金属で

あることから，車体及びタイヤを通して大地に落雷の電流が放電される。こ

のため，車両に火災が発生する可能性は低い。なお，可搬型重大事故等対処

施設（車両）は高台の２箇所(荒浜側、大湊側)に分散配置しており，落雷に

より片側に駐車している車両に故障が発生しても，他方に同じ機能を有した

車両を配備していることから可搬型重大事故等対処施設（車両）のすべての

機能が喪失することはない。（補足 41-3 添付資料１） 

 

以上より，原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災の発

生防止対策を実施する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に

適合しているものと考える。 
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（排気筒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（常設代替交流電源設備） 

 

図 41-1-13：避雷設備の設置例 

 

避雷設備 
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避雷設備設置箇所 

 ・６，７号炉原子炉建屋（棟上導体） 

 ・６，７号炉タービン建屋（棟上導体） 

 ・６／７号炉廃棄物処理建屋（棟上導体） 

 ・６，７号炉排気筒 

・３号炉原子炉建屋（棟上導体） 

・３号炉排気筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-14：避雷設備の設置対象建屋等 
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(2) 地震による火災の発生防止 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に

設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止す

る設計とする。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造

及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い設計する。 

また，重大事故等対処施設の設置場所にある油内包の耐震 B クラス，C クラ

ス機器等は，基準地震動により油が漏えいしないよう設計する。 

 

以上より，重大事故等対処施設は，地震による火災の発生防止対策を実施

する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているもの

と考える。 

 

 

(3) 森林火災による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，外部火災影響評価（発電所敷地外で発生す

る森林火災の影響評価）を行い，森林火災による原子炉施設への延焼防止対

策として発電所敷地内に設置した防火帯（幅 20m）で囲んだ内側に配置する

ことで，火災の発生を防止する設計とする。 

屋外の火災区域の一部は防火帯に近接しているが，当該箇所における森林

火災時の輻射強度は最大でも 1.3kw/m2 程度※であり，常設代替交流電源設備

や可搬型重大事故等対処施設である車両に影響を及ぼすような輻射強度では

ないことを確認している。 

※石油コンビナートの防災アセスメント指針（平成 25 年 3 月 消防庁特殊災害室）では，人が長

時間さらされても苦痛を感じない輻射強度を 1.6 kw/m2としている。 

なお，防火帯と，６号及び７号炉の燃料設備（D/G 軽油タンク），常設代替

交流電源設備の燃料地下タンクを設置する火災区域は，重ならない配置設計

とする。（図 41-1-15） 

一方，防止でも緩和でもない重大事故等対処施設であるモニタリング・ポ

スト用発電機については防火帯で囲んだ外側に配置しているが，万一森林火

災が発生しても，重大事故等対処施設である可搬型モニタリングポストによ

って放射線量の測定機能を確保することができる。 

 

以上より，屋外の重大事故等対処施設は，森林火災による火災の発生を防

止する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているも

のと考える。 
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以上より，屋外の重大事故等対処施設は，竜巻（風（台風）含む）による火

災の発生を防止する設計としていることから，火災防護に係る審査基準に適合

しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-15：防火帯と燃料設備（D/G 軽油タンク）・常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機一式，燃料地下タンク含む）の位置関係 
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2.1.2．火災の感知，消火 

2.1.2.1．早期の火災感知及び消火 

［要求事項］ 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築

物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計

であること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想

される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置する

こと。 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機

能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の

誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

 

（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発するこ

と）を防止するための方策がとられていること。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、煙感知器と炎感知器の

ような組み合わせとなっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することが

できる受信機を用いられていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃

度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。 

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、自動試

験能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用

いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当該システムが適切に設

置されていること。 
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 本要求は，重大事故等対処施設を火災から防護することを目的とした要求で

あることを考慮すると，以下のとおり，重大事故等に対処するために必要な機

能を有する構築物，系統及び機器に対する火災の影響を限定し，以下のとおり

早期の火災感知及び消火を行える設計とする。 

 

(1) 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画の

火災を早期に感知するために設置する設計とする。 

（補足 41-4） 

 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，

以下を踏まえて設置する設計とする。 

 

①  火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，

取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙す

ること等，予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計と

する。 

原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取付面高さ等の環

境条件や予想される火災の性質を考慮して，アナログ式の煙感知器及び熱

感知器を設置する設計とする。なお，火災感知器の設置箇所については，

消防法施行規則第 23 条に基づく設置範囲にしたがって設置する設計とす

る。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，建屋内に

設置する火災感知器設備については感知器を一つずつ特定できる機能を有

する設計とする。屋外エリアの一部については，炎感知器，赤外線感知機

能を備えた熱感知カメラ又は煙吸引式感知器を設置する設計としており，

これらは火災を感知した個々の感知器を特定せずエリア毎の警報を発報す

るが，監視対象エリアは屋外又は洞道の大空間であり，警報確認後の現場

確認において火災源の特定が可能であることから適用可能とする。また，3

号炉原子炉建屋緊急時対策所用電源車のケーブルを布設する屋外の電線管，

常設代替交流電源設備（第二ガスタービン発電機）のケーブルを布設する

洞道については，光ファイバケーブル式熱感知器を設置する。光ファイバ

ケーブル式熱感知器はエリア毎の警報を発報するが，中央制御室に設置し

た火災受信機において，センサ用光ファイバケーブルの長手方向に対して

約 2m 間隔で火源の特定が可能であり，早期の消火活動を行うことができる

ことから適用可能とする。 
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② 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況（温度，煙濃度）を監視し，

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナロ

グ式で，かつ火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類

の煙感知器と熱感知器を基本として設置する設計とする。炎感知器は非ア

ナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生

じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。ここで，

アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」ものと定

義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的なエリアを示

す。 

 

○ 原子炉建屋オペレーティングフロア 

原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となってい

るため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知

は困難である。このため，アナログ式の「光電分離型煙感知器」，及び

非アナログ式の「炎感知器」を消防法に準じて監視範囲に死角が無いよ

うに設置する設計とする。なお，炎感知器は非アナログ式であるが，誤

作動防止対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機

一式,燃料地下タンク含む）設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設

置エリア，モニタリング・ポスト用発電機エリア，非常用ディーゼル発

電機燃料移送系ポンプエリア」で使用する炎感知器と同様である。 

原子炉建屋オペレーティングフロアに設置する火災感知器の設置概

要を図 41-1-16～41-1-17 に示す。 

 



- 41-1-48 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-16：原子炉建屋オペレーティングフロアの火災感知器の設置概要 
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図 41-1-17：光電分離型煙感知器設置概要 
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○ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置

する設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量

環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性があ

る。このため，通常運転中，窒素封入により不活性化し火災が発生す

る可能性がない期間については，原子炉格納容器内の火災感知器は，

起動時の窒素封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する

運用とする。 

 

○ 常設代替交流電源設備ケーブル布設エリア 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要を図

41-1-18 に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルについて，屋外の

露出電線管布設となる部分については，屋外であるため，エリア全体の

火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器

による火災感知は困難である。また，降水等の浸入により火災感知器の

故障が想定される。このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及

び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を，監視範囲に死角がないように

設置する設計とする。なお，炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動

防止対策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,

燃料地下タンク含む）設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設置エリ

ア，モニタリング・ポスト用発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃

料移送系ポンプエリア」で使用する炎感知器と同様である。屋外のその

他部分については，火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設し

て布設し，建屋内においてはアナログ式の異なる 2 種の感知器（煙及び

熱感知器）を設置する火災区域又は火災区画に布設することにより，火

災を早期感知可能な設計とする。 

第二ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要を図

41-1-19 に示す。屋外ケーブル布設エリアには，荒浜側及び大湊側の開

削洞道と荒浜～大湊間のシールド洞道がある。このうち，荒浜側及び大

湊側の開削洞道は随所に設置されている換気塔からの雨水の浸入によ

って高湿度環境になりやすく，一般的なアナログ式の煙感知器（光電ス

ポット型）による火災感知に適さない。このため，異なる 2 種の感知器

として，湿気の影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式の

熱感知器，及び防湿対策を施した煙吸引式のアナログ式煙感知器を設置

する設計とする。荒浜～大湊間のシールド洞道は，雨水が浸入するよう

な換気塔が設置されておらず，湿気による誤作動のおそれがないことか
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ら，異なる 2 種の感知器としてアナログ式の光ファイバケーブル式熱感

知器と一般的なアナログ式の煙感知器（光電スポット型）を設置する設

計とする。また，建屋内においては，アナログ式の異なる 2 種の感知器

（煙及び熱感知器）を設置する火災区域又は火災区画に布設することに

より，火災を早期感知可能な設計とする。 
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図 41-1-18：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-19：第二ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要図
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○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチの火災感知器  

について 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチはハッチから

の雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的なアナログ式

の煙感知器（光電スポット型）による火災感知に適さない。このため，

異なる 2 種の感知器として，湿気の影響を受けにくいアナログ式の光

ファイバケーブル式熱感知器，及び防湿対策を施した煙吸引式のアナ

ログ式煙感知器を設置する設計とする。 

 

一方，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境条件等を考慮すると，

上記とは異なる火災感知器を設置する設計とする。 

 

○ 蓄電池室 

充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万が一の水素濃度の

上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，

かつ固有の信号を発する異なる種類の防爆型の煙感知器・熱感知器を設

置する設計とする。 

これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしながら，蓄電

池室内には蒸気を発生する設備等はなく，換気空調設備により安定した

室内環境を維持していることから，蒸気等が充満するおそれはなく，非

アナログ式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また，換気

空調設備により安定した室温（最大 40℃）を維持していることから，

火災感知器の作動値を室温より高めの 70℃と一意に設定する非アナロ

グ式の熱感知器であっても誤作動する可能性は低い。このため，水素に

よる爆発のリスクを低減する観点から，防爆型の非アナログ式火災感知

器を設置する設計とする。 
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○ 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）

設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・ポ

スト用発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリア 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含

む）設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・

ポスト用発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリ

アは屋外であるため，エリア全体の火災を感知する必要があるが，火災

による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。また，

降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式

の屋外仕様の炎感知器を，監視範囲に死角がないように設置する設計と

する。炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策として以下の

機能を有する。 

     ・平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変化)

を把握でき，感知原理に「赤外線３波長式」(物質の燃焼時に発生す

る特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報す

る）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設置する場合は外

光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋

外に設置する場合は屋外仕様を採用するとともに，太陽光の影響に

対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置することで誤作動

を防止する設計とする。 

 

また，常設代替交流電源設備，可搬型重大事故等対処施設，モニタ

リング・ポスト発電機，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプにつ

いては，これらの感知器によって火災が感知できる範囲に設置又は保管

する。感知器の感知範囲と設備の設置・保管場所の関係を補足 41-4 の

添付資料３に示す。 
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○ 常設代替交流電源設備燃料地下タンク 

常設代替交流電源設備設置エリアには上述のとおり炎感知器と熱感

知カメラを設置する設計とする。これらに加えて，常設代替交流電源設

備燃料地下タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気

を形成していることから，タンク内部の空間部に非アナログ式の防爆型

熱感知器を設置する設計とする。防爆型の熱感知器については，外部環

境温度を考慮した温度を設定温度とすることで誤作動防止を図る設計

とする。感知器設置の概要を図 41-1-20 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-20：常設代替交流電源設備燃料地下タンクの 

火災感知器の設置概要 

 

（参考）免震重要棟地下軽油タンク 

免震重要棟地下軽油タンク設置エリアは屋外であるため，火災によ

る煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。また，降

水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，エリア全

体の火災を感知するために，屋外仕様の炎感知器及び熱感知カメラを設

置する。
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○ 格納容器フィルタベント設置エリア 

格納容器フィルタベントエリアは，上部が外気に開放されていること

から，当該エリアで火災が発生した場合は，煙は屋外に拡散する。また，

降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，当該エ

リアに設置する機器の特性を考慮し，制御盤内にアナログ式の煙感知器

を設置する設計とし，格納容器フィルタベント設置エリア全体を感知す

る屋外仕様の炎感知器を設置する設計とする。これらの感知器の選定理

由を以下に示す。 

 

格納容器フィルタベントエリアに設置される機器は，フィルタベント

容器，制御盤等である。 

フィルタベント容器は鋼製であり，配管取り合い部等のフランジには

無機物のパッキンを使用している。さらに，通常，容器内部は窒素ガス

が充填されていることから火災が発生する可能性はない。 

制御盤は，屋外環境に設置することから，密閉性の高い水密構造を採

用している。制御盤内の回路は過電流保護のため，配線用遮断器やヒュ

ーズを適切に設置する設計とするが，万一制御盤内で火災が発生した場

合は，制御盤が密閉構造であるため，煙は制御盤外に排出され難い構造

である。 

その他，水位，流量等の信号を現場の検出器から現場制御盤・計装ラ

ックを経由して中央制御室に信号を伝送するケーブルを布設している

が，ケーブルは難燃ケーブルを使用する設計としており，電線管布設と

することから火災発生の可能性は低い。 

以上を踏まえ，火災が発生する可能性がある制御盤内にアナログ式の

煙感知器を設置する設計とする。 

また，上記の機器は，屋外に設置されることから，当該エリアで火災

が発生した場合，煙が大気に拡散するため，煙感知器では火災の感知が

期待できない。さらに，フィルタベント装置が稼働した場合，フィルタ

ベント容器外面温度が 100℃程度に上昇することが想定され，熱感知器

が誤作動する可能性があること，熱感知器が誤動作しないよう動作温度

が高いものを選定すると検知速度が遅くなり早期検知が困難となるこ

とから，熱感知器は適切ではない。 
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以上を踏まえ，異なる種類の感知器として屋外仕様の炎感知器を選定

する。炎感知器は当該エリア全体をカバーできるよう配置する設計とす

る。炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常

設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）

設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・ポ

スト用発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリ

ア」で使用する炎感知器と同様である。（図 41-1-21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-21：格納容器フィルタベント設置エリアの火災感知器 
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○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア 

非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリアは屋外であるため，エリ

ア全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，

煙感知器による火災感知は困難である。また，降水等の浸入により火

災感知器の故障が想定される。さらに，軽油タンク内部は燃料の気化

による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリアには非アナロ

グ式の屋外仕様の炎感知器を設置することに加え，タンク内部の空間

部に防爆型の非アナログ式熱感知器を設置する設計とする。炎感知器

は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常設代替交流

電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置エリ

ア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・ポスト用

発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリア」で

使用する炎感知器と同様である。また，防爆型の熱感知器については

非アナログ式であるが，軽油タンク最高使用温度（約 66℃）を考慮し

た温度を設定温度（約 80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とす

る。 

 

○ 主蒸気管トンネル室 

主蒸気トンネル室については，通常運転中は高線量環境となることか

ら，アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災

感知器の故障が想定される。このため，放射線の影響を受けないよう検

出器部位を当該エリア外に配置するアナログ式の煙吸引式感知器を設

置する設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱

感知器を設置する。熱感知器は非アナログ式であるが，作動温度を周囲

温度より高い温度で作動するものを選定することで誤作動防止を図る

設計とする。 
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○ 3 号炉原子炉建屋緊急時対策所用電源車ケーブル布設エリアの火災感

知器について 

電源車ケーブルの布設エリアのうち，電線管が屋外に露出する部分

は，電線管にアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設置する

とともに，屋外仕様の炎感知器を設置する。 

炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常

設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）

設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・

ポスト用発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエ

リア」で使用する炎感知器と同様である。 

 

 

③  火災感知設備の電源確保 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は，

全交流電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約 70

分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計と

する。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知

設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用

電源より供給する設計とする。 
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④  火災受信機盤 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備

の火災受信機盤には，以下の４つがある。 

 

火 災 受

信機 

配 置

場所 

電源供給 監視エリア 作動した火災感

知器を１つずつ

特定できる機能 

防 災 監

視 操 作

盤・受信

機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯建屋内（原子炉建屋，タービン建

屋，コントロール建屋，廃棄物処

理建屋，緊急用高圧母線室） 

◯格納容器フィルタベント設置エリ

ア（煙感知器） 

◯常設代替交流電源設備ケーブル布

設エリア（煙感知器） 

有り 

   ◯常設代替交流電源設備設置エリ

ア，可搬型重大事故等対処施設設

置エリア，非常用ディーゼル発電

機燃料移送ポンプエリア，格納容

器フィルタベント設置エリア，非

常用ディーゼル発電機軽油タンク

エリア，常設代替交流電源設備ケ

ーブル布設エリア（屋外の一部）

（炎感知器） 

◯常設代替交流電源設備ケーブル布

設エリア，主蒸気管トンネル室（煙

吸引式感知器） 

◯常設代替交流電源設備ケーブル布

設エリア，非常用ディーゼル発電

機燃料移送系ケーブルトレンチ，

（光ファイバケーブル式熱感知

器） 

無し 

（炎感知器及び

煙吸引式感知

器はエリア毎

の警報を発報

するが監視エ

リアが大空間

であることか

ら現場確認に

より火源を特

定可能。 

光ファイバケ

ーブル式熱感

知器はエリア

毎の警報を発

報するが受信

機において約

2m 間隔で火源

を特定可能。） 
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火 災 受

信機 

配 置

場所 

電源供給 監視エリア 作動した火災感

知器を１つずつ

特定できる機能 

屋 外 エ

リ ア 熱

感 知 カ

メ ラ 火

災 受 信

機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯常設代替交流電源設備設置エリ

ア・可搬型重大事故等対処施設設

置エリア，非常用ディーゼル発電

機燃料移送ポンプエリア，常設代

替交流電源設備ケーブル布設エリ

ア（屋外の一部）（熱感知カメラ） 

無し 

（熱感知カメラ

はエリア毎の

警報を発報す

るが監視エリ

アが大空間で

あることから

現場確認によ

り火源を特定

可能。） 

原 子 炉

建 屋 オ

ペ レ ー

テ ィ ン

グ フ ロ

ア 煙 感

知 器 受

信機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯原子炉建屋オペレーティングフロ

ア（煙感知器） 

有り 

 

 

原 子 炉

建 屋 オ

ペ レ ー

テ ィ ン

グ フ ロ

ア 炎 感

知 器 受

信機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯原子炉建屋オペレーティングフロ

ア（炎感知器） 

有り 

 

 

 

ただし，３号炉緊急時対策所で発生した火災は，３号炉の中央制御室に

設置されている火災感知設備の受信機で監視する設計とする。また，免震

重要棟で発生した火災は，免震重要棟の執務エリア等で監視する設計とす
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る。また，モニタリング・ポスト用発電機エリアで発生した火災は，正門

警備所で監視する設計とする。これらの受信機が動作した際は，すみやか

に６号及び７号炉の中央制御室に連絡することとする。 

また，受信機盤は，構成されるアナログ式の受信機により以下のとおり，

火災発生場所を特定できる設計とする。 

 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つ

ずつ特定できる設計とする。 

○ 水素の漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生

が想定される軽油タンク内及び常設代替交流電源設備燃料地下タンク

に設置する非アナログ式の防爆型の火災感知器，及び主蒸気管トンネル

室内の非アナログ式熱感知器を１つずつ特定できる設計とする。 

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室に設置

し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の熱感知

器及び煙感知器を１つずつ特定できる設計とする。ただし，誤作動防止

として起動時の窒素封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除

外する運用とする。 

屋外の常設代替交流電源設備設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設

置エリア，格納容器フィルタベント設置エリア，非常用ディーゼル発電

機燃料移送系ポンプエリア，非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア，

モニタリング・ポスト用発電機エリア，常設代替交流電源設備ケーブル

布設エリア（屋外の一部）を監視する非アナログ式の炎感知器，アナロ

グ式の熱感知カメラの感知エリアを１つずつ特定できる設計とする。な

お，屋外エリア熱感知カメラ火災受信機盤においては，火災発生場所は

カメラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設

計とする。 

○ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知

器の感知エリアを１つずつ特定できる設計とする。 

○ 常設代替交流電源設備ケーブル布設エリア及び 3 号炉原子炉建屋緊急

時対策所用電源車ケーブル布設エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移

送系ケーブルトレンチを監視する光ファイバケーブル式熱感知器の感

知エリアを１つずつ特定できる設計とする。 

光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した受信機におい

てセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特

定が可能である。常設代替交流電源設備ケーブルを布設する洞道及び電

線管においては，可燃物がケーブルのみであることから，ケーブル近傍

にセンサ用光ファイバケーブルを布設することで，火災の早期感知及び

火源特定が可能となる。 
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以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する

火災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮し

た火災感知器の設置，異なる種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電

源からの受電，火災受信器盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一部非

アナログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施する。炎感

知器及び熱感知カメラについては作動した火災感知器を１つずつ特定できる

機能はないが，火災発生場所をエリア毎に特定できる機能を有しており，火災

感知後の現場確認において火災源の特定が可能である。また，光ファイバケー

ブル式熱感知器は火災発生場所をエリア毎に特定できる機能に加え，中央制御

室に設置した受信機においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し

約 2m 間隔で火源の特定が可能である。 
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(2) 消火設備 

［要求事項］ 

(2) 消火設備 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、

系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放

射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による

固定式消火設備を設置すること。 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火

災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところ

には、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計である

こと。 

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互

の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、

系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、

爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさ

ないように設置すること。 

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を

備えること。 

⑦ 移動式消火設備を配備すること。 

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であるこ

と。 

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置

して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。 

⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。 

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計である

こと。 

⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させ

る設計であること。 

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれの

ある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出

入通路に設置すること。 
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［要求事項］ 

（参考） 

(2) 消火設備について 

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能

となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動

装置を設置することは差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自

動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設

備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン 1301 を除きガス系

消火設備が設けられていないことを確認すること。 

④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能

を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に

分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設

備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機

能を喪失することがないことをいう。 

⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和

53 年通商産業省令第 77 号）第８５条の５」を踏まえて設置されていること。 

⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量を基

に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設

備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会(NRC)が定め

る Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide1.189 では

1,136,000 リットル（1,136 m3）以上としている。 
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 消火設備は，以下に示すとおり，重大事故等対処設備を設置する火災区域又

は火災区画の火災を早期に消火する設計とする。 

（補足 41-5） 

 

 なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現場

の制御盤の警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。 

 消火設備は以下を踏まえて設置する設計とする。 

 

①  重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設

備 

重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火

設備は，火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満及び放射線の影

響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して

設計する。 

 

a. 火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となる

場所の選定 

建屋内の重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画は，

基本的に火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困

難となる場所として選定する。 

 

b. 火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となら

ない場所の選定 

建屋内の重大事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画のう

ち，消火活動が困難とならないところを以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満及び放射線の影響により消火活動が

困難とはならないものとする。 

 



- 41-1-67 - 

 

○ 中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，常駐する運転員・

職員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能で

あり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一火災によって煙が

発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙

が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は

火災区画として選定する。（添付資料６） 

なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，速やかな火災発生

場所の特定が困難であると考えられることから，固有の信号を発する異

なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室から

の手動操作による早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハ

ロン 1301）を設置する設計とする。 

 

○ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合でも，原子炉格納

容器の空間体積（約 7,300m3）に対してパージ用排風機の容量が

22,000m3/h であり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

 

 

○ 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区域

又は火災区画 

補足 41-5 の添付資料 13 に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を

少なくすることで煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難

とはならない箇所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不要な

可燃物を持ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施するとともに，点

検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシー

トによる養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。なお，可燃物の状

況については，重大事故等対処施設以外の構築物，系統及び機器も含め

て確認する。 

 

なお，常設代替交流代替電源設備用ケーブル布設エリアについては，以下

に示す通り，屋外においては消火活動が困難とならない場所として選定し，

建屋内においては固定式ガス消火設備により消火可能な設計とする。 
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○ 常設代替交流電源設備用ケーブル布設エリア 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要を図

41-5-3 に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルは，屋外の一部にお

いては火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して布設する。

その他の屋外箇所については電線管に布設することとし，煙の充満及び

放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。建屋内に

おいては固定式ガス消火設備を設置する火災区域又は火災区画に布設す

ることにより，火災発生時においても早期消火可能な設計とする。 

第二ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要を図

41-5-4 に示す。屋外ケーブル布設エリアには，荒浜側及び大湊側の開削

洞道と荒浜～大湊間のシールド洞道がある。洞道内には換気設備（給気

ファン，排気ファン並びに換気塔）を設置することから，万が一火災が

発生した場合においても洞道内に煙が充満するおそれがなく消火活動が

困難とならない場所として選定する。洞道内については，随所に設置し

た換気塔から火災源にアクセスし，粉末消火器または二酸化炭素消火器

を用いた消火活動を行う設計とする。また，建屋内においては固定式ガ

ス消火設備を設置する火災区域又は火災区画に布設することにより，火

災発生時においても早期消火可能な設計とする。 

なお，第一ガスタービン発電機及び第二ガスタービン発電機の建屋内

のケーブル布設エリアについては，非常用ディーゼル発電機用ケーブル

の布設エリアと重複しない設計とする。 

 

また，第一ガスタービン発電機と第二ガスタービン発電機は想定する

共通要因故障に対する頑強性が異なっている。第一ガスタービン発電機

は電路を電線管で設置しているが，原子炉建屋から 100m 離れていないた

め，航空機衝突時に機能を維持できない可能性がある。第二ガスタービ

ン発電機は洞道電路で，洞道の支持基盤に地すべり断層が確認されてい

ることから，地震時機能維持をできない可能性がある。このため，重大

事故等の状況に応じて使用できるガスタービン発電機を用いることとし

ている。 
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図 41-1-22：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-23：第二ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要図 
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一方，免震重要棟について，消火活動が困難とならないところを以下に

示す。 

 

○ 免震重要棟内緊急時対策所 

免震重要棟内緊急時対策所２階は，常駐する職員によって火災感知

器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前

に消火可能であること，万一火災によって煙が発生した場合でも排煙設

備によって容易に排煙が可能であることから，消火活動が困難とならな

い場所として選定する。（添付資料６） 

 

○ 免震重要棟ガスタービン発電機室，設備機械室 

免震重要棟ガスタービン発電機室，設備機械室は，常駐する職員に

よって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火

災が拡大する前に消火可能であること，万一火災によって煙が発生した

場合でも，ガスタービン発電機室については２箇所の扉を開放すること

によって容易に排煙が可能であること，設備機械室は室内容積が小さい

ため扉開放後は扉の外側から消火器又は移動式消火設備で消火が可能

であることから，消火活動が困難とならない場所として選定する。 

上記部屋の消火活動について，消火活動として，２箇所の扉の開放，

消火器，移動式消火設備の使用といった消火戦略(Pre-Fire Plan)を作

成することを火災防護計画の関連文書に定める。 
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c. 火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となる

場所に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難とな

る火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による

固定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とす

る。なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則

を踏まえハロゲン化物消火剤とする。ハロゲン化物消火剤の種類につい

ては，施工性等によって使い分ける。 

図 41-1-24 に全域ガス消火設備の概要を示す。本消火設備を自動起

動とする場合は，単一の感知器の誤作動によって消火設備が誤作動する

ことのないよう，２つ以上の煙感知器又は２つ以上の熱感知器の動作を

もって消火する設計とする。さらに，中央制御室からの遠隔手動起動又

は現場での手動起動による消火を行うことができる設計とする。 

なお，全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，火

災防護に係る審査基準「2.2.1 (1)②」に基づき設置が要求される「固

有の信号を発する異なる種類の感知器」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-24：全域ガス消火設備の概要 
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ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行

う設計とする。 

 

○ 原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロア 

原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，火災発生時の煙

の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定で

きないことから，原子炉建屋通路部の火災荷重の大きい可燃物（油保有

機器，重大事故等対処施設のケーブルトレイ）に対しては，自動又は中

央制御室からの手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火設

備を設置し消火を行い，これ以外の可燃物については可燃物が少ないこ

とから消火器で消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則

を踏まえハロゲン化消火剤とする。設備の概要図を図 41-1-25 に示し，

具体的な設備の詳細を補足 41-5 に示す。 

 

 

○ 非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室 

非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタ

ンク室は，人が常駐する場所ではないことから，ハロゲン化物消火剤を

使用する全域ガス消火設備は設置せず，全域自動放出方式の二酸化炭素

消火設備を設置する設計とする。また，自動起動について，万一室内に

作業員等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感知器及び熱感知器の両方

の動作をもって消火する設計とする。 
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（a）油内包機器消火の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)電気品消火設備の例（ケーブルトレイを例示） 

 

図 41-1-25：局所ガス消火設備の概要 

 

 

消火配管

火災感知チューブ

不燃材シート

消火用
ガスボンベ

圧力
スイッチ

動作検出信号

中央制御室
監視盤

ケーブルトレイ

消火ノズル

ケーブル
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d. 火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難となら

ない場所に設置する消火設備 

 

○ 中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難とな

らない中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所には，全域ガス消

火設備等は設置せず，消火器で消火を行う設計とする。中央制御盤内又

は３号炉原子炉建屋緊急時対策所の制御盤内の火災については，電気機

器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。なお，中央制御室床

下フリーアクセスフロアは，固有の信号を発する異なる種類の火災感知

設備（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作により早

期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置

する設計とする。 

 

○ 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合でも，原子炉格

納容器の空間体積（約 7,300m3）に対してパージ用排風機の容量が

22,000m3/h であることから，煙が充満しないため，消火活動が可能で

ある。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う

設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

冷温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器につ

いては，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火

剤を配備する設計とする。設置位置については原子炉格納容器内の各

フロアに対して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規則に

定めるところの 20m 以内の距離に配置する。また，原子炉格納容器全

体漏えい率検査及び起動中においては，原子炉格納容器内から消火器

を撤去し，原子炉格納容器全体漏えい率検査の期間中及び起動時にお

ける窒素置換完了までの間，各フロア単位での必要量を所員用エアロ

ック室に配置し，残りの消火器については所員用エアロック室近傍に

配置する。原子炉格納容器内の火災発生時には，初期消火要員，自衛

消防隊員が建屋内の消火器を持って現場に向かうことを定め，定期的

に訓練を実施する。 

原子炉格納容器内での消火栓による消火活動を考慮し，所員用エア

ロック室及び機器搬入ハッチ室近傍（原子炉建屋地下 2 階及び 2 階）

に必要な数量の消火ホースを配備する設計とする。 
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定期検査中において，原子炉格納容器内での点検において，火気作

業，危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計画にて定める管理

手順に従って消火器を配備する。 

 

○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難とな

らない火災区域又は火災区画のうち，中央制御室，３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区画について

は，消火器で消火を行う設計とする。これらの火災区域又は火災区画

に対する消火器の配備については，消防法施行規則第六，七条に基づ

き各フロアの床面積から算出される必要量の消火器を建屋通路部に設

置することに加え，可燃物の少ない火災区域又は火災区画の入口扉の

近傍に配備する設計とする。 

 

○ 屋外の火災区域 

屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備により消火

を行う設計とする。 

（図 41-1-26） 

 

○ 常設代替交流代替電源設備用ケーブル布設エリア 

常設代替交流代替電源設備用ケーブル布設エリアについては，消火器

で消火を行う設計とする。 

 

また，火災発生時の煙の充満及び放射線の影響により消火活動が困難

とならない免震重要棟内緊急時対策所については，全域ガス消火設備等

は設置せず，消火器で消火を行う。 
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図 41-1-26：屋外の火災区域へのアクセスルート 
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②  消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

消火用水供給系の水源は，５号，６号及び７号炉共用のろ過水タンク（約

1,000 ㎥）を２基設置し，多重性を有する設計とする。（図 41-1-27） 

消火用水供給系の消火ポンプは，電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆

動消火ポンプを１台ずつ設置し，多様性を有する設計とする。なお，消火

ポンプについては外部電源喪失時であっても機能を喪失しないよう，ディ

ーゼル駆動消火ポンプについては起動用の蓄電池を配備する設計とする。 

 

 

 
 

図 41-1-27：消火用水供給系の概要 

 

 

 

 

No.３ろ過水タンク

１，０００m3 

No.４ろ過水タンク 

１，０００m3 

電動機駆動消火ポンプ 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ディーゼル燃料タンク 

容量：200L ディーゼルエンジン 
出力 126PS 
燃料消費量 約0.23l／PS・h  

常用電源より  

５号機へ  

６号機屋内消火栓 

６号機屋外消火栓 

定期的に切替  

６号機泡消火設備 

原液タンク 

７号機屋内消火栓 

７号機屋外消火栓 

７号機泡消火設備 

＊ハッチングは動的機器を示す 
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③  系統分離に応じた独立性の考慮 

本要求は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画におけ

る消火設備への要求であることを考慮すると，常設重大事故防止設備と設

計基準事故対処設備，又は可搬型重大事故防止設備と常設重大事故防止設

備・設計基準事故対処設備が単一の火災によって同時に機能喪失しないよ

う，区分分離や位置的分散を図る設計とする。これらの設備がある火災区

域又は火災区画に設置する二酸化炭素消火設備及び全域ガス消火設備は，

以下に示すとおり，上記の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた

設計とする。 

 

なお，補足説明資料「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護

指針について」参考資料２に示すとおり，常設重大事故防止設備について

は設計基準事故対処設備と位置的分散を図る設計とする。また，可搬型重

大事故防止設備についても常設重大事故防止設備・設計基準事故対処設備

と位置的分散を図る設計とする。これらの機器が設置される火災区域に対

する消火設備として固定式消火設備，消火器，移動式消火設備のいずれか

を用いる設計とし，それぞれの消火設備は基準地震動に対する耐震性を確

保するとともに，互いに独立し影響しない設計とする。 

固定式消火設備については重大事故防止設備とその代替する機能を有す

る設計基準事故対処設備を設置した火災区域間で独立して設置し，電源に

ついても各固定式消火設備にバッテリーを配備し，異なる火災区域で同時

に固定式消火設備が機能喪失しない設計とする。加えて上記のとおり，重

大事故防止設備（常設，可搬）については代替する設計基準対処設備と必

要な位置的分散を図り，異なる火災区域に設置することで固定式消火設備

を共用しない設計とする。ただし，常設代替直流電源設備のうち常設重大

事故防止設備である蓄電池 A 系と設計基準対処設備である蓄電池 B，C，D

系といった一部の電源設備等においては異なる火災区域に設置されている

が，消火設備を選択弁方式による固定式消火設備で共用している。これら

については，図 41-1-28 に示すとおり消火に必要なボンベと容器弁の数に

対して１本多くボンベと容器弁を独立して設けることにより，容器弁が単

一故障した場合であっても必要な消火剤量が確保され，同時に機能を喪失

することのない設計とする。また，容器弁の作動信号についても動的機器

の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。なお，静的機器で

ある消火配管については 24 時間以内の単一故障想定は不要であり，また基

準地震動で損傷しないよう設計するため，多重化しない設計とする。 
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また，消火器については各フロアの床面積に対して消防法施行規則第六，

七条にて要求される容量を通路部に配置することに加えて，消火活動を行

う各火災区域内外に別途１本以上を配備し，単一故障により必要量を下回

らない設計とする。なお，58 条の計装設備が設計基準対処設備と同じ火災

区域に設置されているが，上記のとおり必要本数に１本以上を加えた消火

器を配置することから，単一故障により機能が失われることはない。 

移動式消火設備については，屋外の消火設備として用いる設計とする。

屋外に配置された軽油タンクが設計基準対処設備と常設重大事故防止設備

を兼ねる設備であること，常設重大事故防止設備であるガスタービン発電

機ならびに可搬型重大事故防止設備である電源車がともに屋外に設置され

ていることから，複数の独立した消防車を配備し，同時に消火設備の機能

が喪失しない設計とする。 

以上により，消火設備の系統分離に応じた独立性を確保し，動的機器の

単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。 

 各設備に用いる消火設備と同じ消火設備を使用する場合の独立性につい

て表 41-1-7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-28：系統分離に応じた独立性を考慮した消火設備の概要図 

・・・・・・

消防法等の規定に基づく消火に
必要なボンベ

単一故障を考慮し
設置するボンベ

容器弁

火災防護対象機器　A系 火災防護対象機器　B系

選択弁 選択弁

・・・・・・

消防法等の規定に基づく消火に
必要なボンベ

容器弁

火災防護対象機器　B系

選択弁

火災防護対象機器　B系

：可燃物のイメージ

：火災防護対象機器のイメージ

凡例
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表 41-1-7：各設備に対する消火設備と消火設備間の独立性について 

 

設計基準対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設備 

固定式

消火設

備 

消火器 

移動式

消火設

備 

固定式

消火設

備 

消火器 

移動式

消火設

備 

固定式

消火設

備 

消火器 

移動式

消火設

備 

設計

基準

対処

設備 

固定式

消火設

備 

― ― ― 

火災区

域毎に

独立し

て設置 

※１ ※１ 

火災区

域毎に

独立し

て設置 

※１ ※１ 

消火器  ― ― ※１ 

必要数

＋１以

上を配

備 

 ※１ ※１ 

必要数

＋１以

上を配

備 

※１ 

移動式

消火設

備 

  ― ※１ ※１ 

複数の

消防車

を配備 
※１ ※１ 

複数の

消防車

を配備 

常設

重大

事故

防止

設備 

固定式

消火設

備 

   ― ― ― 

火災区

域毎に

独立し

て設置 

※１ ※１ 

消火器     ― ― ※１ 

必要数

＋１以

上を配

備 

※１ 

移動式

消火設

備 

  

 

  ― ※１ ※１ 

複数の

消防車

を配備 

可搬

型重

大事

故防

止設

備 

固定式

消火設

備 

      ― ― ― 

消火器        ― ― 

移動式

消火設

備 

        ― 

※１：異なる消火設備であり，設備間の影響はないため，単一故障により同時に機能喪失しない。 
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④  火災に対する二次的影響の考慮 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する二酸

化炭素消火設備及び全域ガス消火設備は，火災が発生している火災区域又

は火災区画からの火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流

出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生していない重大事故

等対処施設に及ぼさない設計とする。 

また，これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火対象となる機器が設

置されている閉鎖された部屋とは別のエリアに設置し，火災による熱の影

響を受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁に

よりボンベの過圧を防止する設計とする。 

 

 

⑤  想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

油火災（発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料油を内包する設備

や燃料タンクからの火災）が想定される非常用ディーゼル発電機室及び非

常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室には，消火性能の高い二酸化炭素

消火設備を設置しており，消防法施行規則第十九条に基づき算出される必

要量の消火剤を配備する設計とする。 

その他の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置

する全域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備については，消防法施行規

則第二十条並びに試験結果に基づき，単位体積あたり必要な消火剤を配備

する設計とする。特に，複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量

は，複数の消火対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以

上となるよう設計する。 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規則第

六～八条に基づき算出される必要量の消火剤を配備する設計とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑦消火用水の最大放水量

の確保」に示す。 
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⑥  移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」

第八十三条第五号に基づき，恒設の消火設備の代替として消火ホース等の

資機材を備え付けている化学消防自動車（２台，泡消火薬剤 500 リットル

／台），泡消火薬剤備蓄車（１台，泡消火薬剤 1,000 リットル／台），水槽

付消防自動車（１台，水槽 2,000 リットル／台）及び消防ポンプ自動車（１

台）を配備する設計とする。また，500 リットルの泡消火薬剤を配備する

設計とする。（図 41-1-29） 

自衛消防隊が 24 時間待機している自衛消防隊建屋は，火災感知器（熱，

煙）及び受信機を設置することから，駐車している車両に火災が発生して

も,火災の感知が可能である。また，自衛消防隊が 24 時間待機しているこ

とから，速やかな消火活動が可能である。 

自衛消防隊建屋には，化学消防自動車（１台），水槽付消防自動車（１

台），泡消火薬剤備蓄車（１台），泡消火剤（1,500 リットル）を配備，荒

浜側高台の保管場所には，化学消防自動車（１台），消防ポンプ自動車（１

台）,泡消火剤（1,000 リットル）を配備し位置的に分散配備する。これに

より，万一，自衛消防隊建屋に配備した消防自動車が出動不可能な場合で

も，消防隊員が自衛消防隊建屋から荒浜側高台保管場所に 10 分以内に到着

することすることで，当該場所に保管している消防ポンプ自動車を用いた

速やかな消火活動が可能である。（図 41-1-30） 
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図 41-1-29：移動式消火設備の例 

 

化学消防車（1 号） 化学消防車（2 号） 

水槽付消防自動車 泡消火薬剤備蓄車 

泡消火薬剤 消防ポンプ自動車 
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図 41-1-30：移動式消火設備の配置の概要 
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⑦  消火用水の最大放水量の確保 

消火用水供給系の水源の供給先は屋内，屋外の各消火栓である。屋内，

屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関す

る基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満

足するよう，2 時間の最大放水量（120 m3）を確保する設計とする。また，

消火用水供給系の水源は５号炉，６号炉，７号炉で共用であるが，万一５

号炉，６号炉，７号炉それぞれ単一の火災が同時に発生し消火栓による放

水を実施した場合に必要となる360 m3に対して，十分な水量である2,000 m3

を確保する設計とする。 

 

  ・消防法施行令第十一条の要求 

      屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130ℓ/min×2 時間 

              ＝31.2m3 

 

 ・消防法施行令第十九条の要求 

    屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350ℓ/min×2 時間 

             ＝84.0m3 

   従って，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消火栓必要 

  水量の総和となり，31.2m3＋84.0m3＝115.2m3≒120m3 
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⑧  水消火設備の優先供給 

消火用水供給系は，復水補給水系へ送水するラインと接続されているが，

復水補給水系隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供給

を優先する設計とする。また，飲料水系等と共用する場合には，隔離弁を

設置し通常全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。

なお，現時点では水道水系とは共用していない。（図 41-1-31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-31：消火用水供給系の優先供給の概略図 
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⑨  消火設備の故障警報 

消火用水供給系の消火ポンプ，ガス消火設備は，下表に示すとおり電源

断等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。 

（表 41-1-8） 

なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な

現場の制御盤警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修

を行う。 

 

表 41-1-8：消火設備の主な警報 

 

設 備 主な警報要素 

消火 

ポンプ 

電動機駆動 
• 故障 

• 主管圧力低 

• 現場盤電源断 

ディーゼル駆動 • 異常 • 現場盤電源断 

全域固定式 

消火設備 

ハロン 1301 消火設備 
• 火災検知 

• 起動 

• 故障一括 

• ガス放出 

HFC 消火設備 
• 火災検知 

• 起動 

• 故障一括 

• ガス放出 

局所固定式

消火設備 

ハロン 1301 消火設備 
• 火災検知 

• 起動 

• 故障一括 

• ガス放出 

FK-5-1-12 消火設備※ • ガス放出  
※火災検知については火災区域に設置された感知器又は消火設備のガス放出信号により中操に警報発報。 

      また，動作原理を含め極めて単純な構造であることから故障は考えにくいが，誤動作についてはガス

放出信号により確認可能。 
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⑩  消火設備の電源確保 

消火用水供給系のうち，電動駆動消火ポンプは常用電源から受電する設

計とするが，ディーゼル駆動消火ポンプは，外部電源喪失時でもディーゼ

ル機関を起動できるように蓄電池により電源を確保する設計とし，外部電

源喪失時においてもディーゼル機関より消火ポンプへ動力を供給すること

によって消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。 

（図 41-1-32） 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する二酸

化炭素消火設備，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備（ケーブルトレ

イ用の消火設備を除く）は，外部電源喪失時にも消火が可能となるよう，

非常用電源から受電するとともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄

電池も設ける設計とする。ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は，作動

に電源が不要な設計とする。 

 

 

 

図 41-1-32：消火設備の電源確保の概要 
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⑪  消火栓の配置 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火

栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九

条（屋外消火設備に関する基準）に準拠し，屋内は消火栓から半径 25m の

範囲を考慮して配置し，屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消火活

動を考慮して配置することによって，全ての火災区域の消火活動に対処で

きるように配置する設計とする。（補足 41-5 添付資料９，10） 

 

 

⑫  固定式消火設備等の職員退避警報 

固定式消火設備である二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備は，作動

前に職員等の退出ができるように警報または音声警報を吹鳴し，20 秒以上

の時間遅れをもってガス又は二酸化炭素を放出する設計とする。また，二

酸化炭素消火設備については，人体への影響を考慮し，入退室の管理を行

う設計とする。（図 41-1-33） 

局所ガス消火設備のうち発火性又は引火性物質である潤滑油及び燃料

油を内包する設備に設置するものについては，消火剤に毒性がないが，消

火時に生成されるフッ化水素が周囲に拡散することを踏まえ，設備作動前

に退避警報を発する設計とする。また，局所ガス消火設備のうちケーブル

トレイ，電源盤，制御盤に設置するものについては，消火剤に毒性がなく，

消火時に生成されるフッ化水素は延焼防止シートを設置したケーブルトレ

イ内，又は金属製筐体で構成される盤内に留まり，外部に有意な影響を及

ぼさないため，設備作動前に退避警報を発しない設計とする。 
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図 41-1-33：全域ガス消火設備の職員退避警報装置の例 
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⑬ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそれがあることか

ら，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と非管理区域の境界に

堰等を設置するとともに，各フロアの建屋内排水系によって液体廃棄物処

理系に回収し，処理する設計とする。 

 

 

⑭ 消火用非常照明 

建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，

移動及び消火設備の操作を行うため，消防法で要求される消火継続時間 20

分に現場への移動等の時間(最大約 1 時間)も考慮し，12 時間以上の容量の

蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。（図 41-1-34） 

消火用非常照明器具の配置を添付資料７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-34：消火用非常照明の設置例 

 

以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計とすることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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2.1.2.2．地震等の自然現象への対策 

［要求事項］ 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっ

ても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること 

 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C クラスの機器が設置されてい

る場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器である原子炉

の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されるところであるが、その

際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、

火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよう、設計

に当たっては配置が考慮されていること。 

 

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然現象と

しては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有

無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象

のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温

（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち落雷については，「2.1.1.3(1) 落雷による火災の発

生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。 

低温（凍結）については，「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能を維持

する設計とする。風（台風）に対しては，「(2)風水害対策」に示す対策により

機能を維持する設計とする。地震については，「（3）地震対策」に示す対策によ

り機能を維持する設計とする。 
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上記以外の津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響及び生物学的事象

については，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す

対策により機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策

について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 

(1) 凍結防止対策 

屋外に設置する火災感知設備，消火設備は，柏崎刈羽原子力発電所におい

て考慮している最低気温-17℃に対して，-20℃まで気温が低下しても使用可

能な火災感知設備，消火設備を設置する設計とする。 

屋外消火設備の配管は保温材等により凍結防止対策を図る設計とする。 

屋外消火栓本体はすべて，凍結を防止するため，通常はブロー弁を常時開

として消火栓本体内の水が排水され，消火栓を使用する場合に屋外消火栓バ

ルブを回転させブロー弁を閉にして放水可能とする双口地上式（不凍式消火

栓型※1）を採用する設計とする。（図 41-1-35～41-1-39） 

 

 

                         
※1 管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせず，常に給水を止めることなく，管や機器内

に滞留する凍結前の水を自動的に管外に排水させ，凍結による閉塞や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付

けているもの。 
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図 41-1-37：屋外消火配管への保温材設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1-38：不凍式消火栓の設置状況 
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図 41-1-39：不凍式消火栓の構造の概要 

 

消火水圧消火水圧

 

排水弁レバー排水弁レバー
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(2) 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成するポンプ等の機器は，風水害に対して

その性能が著しく阻害されることがないよう，火災区域外の防潮壁が設置さ

れた建屋内に配置する設計とする。二酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備，

局所ガス消火設備についても，風水害に対してその性能が著しく阻害される

ことがないよう，原子炉建屋・タービン建屋・コントロール建屋等の建屋内

に配置する設計とする。 

また，電動駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプを設置しているポ

ンプ室の壁，扉については，風水害に対してその性能が著しく阻害されるこ

とがないよう浸水対策を実施する設計とする。（図 41-1-40） 

なお，屋外の火災感知設備は，火災感知器の予備を保有し，風水害の影響

を受けた場合にも，早期に取替を行うことにより当該設備の機能及び性能を

復旧する設計とする。 
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図 41-1-40：消火ポンプ設置エリアの浸水対策 
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 (3) 地震対策 

 ① 地震対策 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備

及び消火設備は，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて機能を維持で

きる設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置される，油

を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器は，基準地震動により油

が漏えいしない設計とする。 

 

 ② 地盤変位対策 

屋外消火配管は，基本的に地上またはトレンチに設置し，地震時におけ

る地盤変動に対して，その配管の自重や内圧，外的荷重を考慮しても地盤

沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を 1m 許容する設計とする。 

また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へのフレキシブル継

手を採用する設計や，建屋等の取り合い部における消火配管の曲げ加工（地

震時の地盤変位を配管の曲げ変形で吸収）を行う設計とする。（図 41-1-41） 

さらに，屋外消火配管が破断した場合でも消防車を用いて屋内消火栓へ

消火水の供給ができるよう，建屋に給水接続口を設置している。 

 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，地震対策及び地盤変位対策を実施

する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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図 41-1-41：地盤変位対策の実施例 

 

 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

上記の自然現象を除き，柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉で考慮すべ

き自然現象については，2.1.1.3．で記載のとおり，津波，竜巻，降水，積雪，

地滑り，火山の影響及び生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火

災により感知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は早

期の取替，復旧を図る設計とするが，必要に応じて火災監視員の配置や，代

替消火設備の配備等を行い，必要な性能を維持することとする。 

 

 

フレキシブル 

継手 
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2.1.2.3．消火設備の破損，誤動作及び誤操作による安全機能の確保 

［要求事項］ 

2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作に

よって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操

作による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」

により確認すること。 

 

（参考） 

原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下の溢水を想定 

することとしている。 

a. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水 

b. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの

放水による溢水 

c. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水 

 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水として、以下 

が想定されていること。 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水 

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水 

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水 

 

二酸化炭素は不活性であること，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で

使用するハロゲン化物消火剤は電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設

備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に

影響を与えないため，火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には，二

酸化炭素消火設備，全域ガス消火設備，局所ガス消火設備を選定する設計とす

る。 

なお，非常用ディーゼル発電機は，非常用ディーゼル発電機室に設置する二

酸化炭素消火設備の破損，誤作動又は誤操作によって二酸化炭素が放出される

ことによる窒息を考慮しても機能が喪失しないよう，外部より給気を取り入れ

る設計とする。 

消火設備の放水等による溢水等は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影響が

ないよう設計する。 
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以上より，固定式消火設備については，設備の破損，誤動作又は誤操作によ

っても電気及び機械設備に影響を与えないこと，消火設備の放水等による溢水

等に対しては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないことを確認している

ことから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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2.2．個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

［要求事項］ 

3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 火災防護対策の設計においては、2. に定める基本事項のほか、安全機能を有する構

築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じること。 

 

（参考） 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策として、NRC が

定める Regulatory Guide 1.189 には、以下のものが示されている。 

(1) ケーブル処理室 

① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。 

② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅 0.9 m、高さ 1.5 m 分離すること。 

(2) 電気室 

電気室を他の目的で使用しないこと。 

(3) 蓄電池室 

① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。 

② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにすること。 

③ 換気機能の喪失時には制御室に警報を発する設計であること。 

(4) ポンプ室 

煙を排気する対策を講じること。 

(5) 中央制御室等 

① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置すること。 

② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りではない。 

なお、防炎性については、消防法施行令第４条の３によること。 

(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備 

消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講じること。 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、隔離できる

設計であること。 

② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物処理設備に

回収できる設計であること。 

③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び HEPA フィル

タなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵すること。 

⑤  放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講じること。 
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以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防護対

策を実施する。 

 

 

 (1) ケーブル処理室 

ケーブル処理室は全域ガス消火設備により消火する設計とするが，消火活

動のため２箇所の入口を設置する設計とし，ケーブル処理室内においても消

火要員による消火活動を可能とする。（図 41-1-42） 

また，ケーブル処理室の火災の影響軽減のための対策として，安全機能を

有する蓋なしの動力ケーブルトレイ間の最小分離距離は，水平方向 0.9m，垂

直方向 1.5m として設計する。 
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図 41-1-42：ケーブル処理室の入口設置状況 
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(2) 電気室 

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

 

(3) 蓄電池室 

蓄電池室は以下のとおりと設計する。 

・ 蓄電池室には蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やインバータは設置し

ない設計とする。（図 41-1-43） 

・ 蓄電池室の換気設備は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指

針(SBA G 0603 -2001)」に基づき，水素ガスの排気に必要な換気量以上

となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素濃度を 2vol%以下

の 0.8vol%程度に維持する設計とする。（表 41-1-9） 

・ 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警報を発報する

設計とする。 

 

なお，上記の実施内容については，免震重要棟の蓄電池室についても同様

の設計とする。 
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図 41-1-43：蓄電池の設置状況 

 

 

７号炉 ＡＭ用直流125V蓄電池室 ６号炉 ＡＭ用直流125V蓄電池室 

３号炉 緊急時対策所蓄電池室 （参考）免震重要棟内緊急時対策所蓄電池室 
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表 41-1-9：蓄電池室の換気風量 

 

６号炉 ７号炉 

蓄電池 

必要 

換気量 

[㎥/h] 

空調 

換気風量 

[㎥/h] 

蓄電池 

必要 

換気量 

[㎥/h] 

空調 

換気風量 

[㎥/h] 

DC125V6A 1590 2700*1 DC125V7A 1590 3600 

DC125V6A-2 1325 1400 DC125V7A-2 1325 1350 

DC125V6B 994 1300 DC125V7B 994 1000 

DC125V6C 994 1000 DC125V7C 994 1500 

DC125V6D 729 1200 DC125V7D 729 1600 

AM 用 125V 795 800 AM 用 125V 795 800 

*1：常用の空調設備の風量。非常用の空調設備の風量は 1600 ㎥/h 

 

３号炉 （参考）免震重要棟 

蓄電池 

必要 

換気量 

[㎥/h] 

空調 

換気風量 

[㎥/h] 

蓄電池 

必要 

換気量 

[㎥/h] 

空調 

換気風量 

[㎥/h] 

DC125V3A 1325 1400 電源室（2） 214 920 

 

 

(4) ポンプ室 

重大事故等対処設備に該当するポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙

の充満により消火困難な場所には，消火活動によらなくても迅速に消火でき

るよう固定式消火設備を設置する。 

また，火災が発生したポンプ室内に設置される重大事故等対処設備は火災

の影響を受けている可能性があるため，運転操作では当該室に入室せず，当

該室外に設置される構築物，系統及び機器により操作を行う設計とする。 

なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のために運転員や消防隊

員がポンプ室に入る場合については，消火直後に換気してしまうと新鮮な空

気が供給され，再発火するおそれがあることから，十分に冷却時間を確保し

た上で，可搬型の排煙装置を準備し，扉の開放，換気空調系，可搬型排煙装

置により換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する

設計とする。 
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(5) 中央制御室等 

中央制御室は以下のとおり設計する。 

・ 中央制御室を含む火災区域の境界には，防火ダンパを設置する設計とす

る。 

・ 中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の防炎性を満足す

るカーペットを使用する設計とする。 

 

(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であり，ラックに燃料

を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること，及びステンレス鋼の中

性子吸収効果によって未臨界性が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，気中に設置している設備（ピット構造で上部

は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが，消火活動により消火水が噴霧

され，水分雰囲気に満たされた最適減速状態となっても未臨界性が確保され

る設計とする。 

 

 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物処理設備は，以下のとおり設計す

る。 

・ 放射性廃棄物処理設備，放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域の管

理区域用換気設備は，環境への放射性物質の放出を防ぐ目的でフィルタ

を通して排気筒へ排気する設計とする。また，これらの換気設備は，放

射性物質の放出を防ぐため，空調を停止し，風量調整ダンパを閉止し，

隔離できる設計とする。 

・ 放水した消火水の溜り水は，建屋内排水系により液体放射性廃棄物処理

設備に回収できる設計としている。 

・ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，濃縮廃液は，固体廃棄物と

して処理を行うまでの間，密閉された金属製の槽・タンクで保管する設

計とする。 

・ 放射際物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物として処理する

までの間，ドラム缶に収納し保管する設計とする。 

・ 放射性物質を含んだ HEPA フィルタは，固体廃棄物として処理するまで

の間，不燃シートに包んで保管する設計とする。 

・ 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において，冷却が必要

な崩壊熱が発生し，火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設

計とする。 
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2.3．火災防護計画について 

［要求事項］ 

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員の体制

を含めた火災防護計画を策定すること。 

 

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認すること。また、

上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を

参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか

否かを確認することができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運

転管理の段階において確認する必要がある。 

 

火災防護計画について 

1. 原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を策定して

いること。 

2. 同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的とし

て実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制が定

められていること。なお、ここでいう組織体制は下記に関する内容を含む。 

① 事業者の組織内における責任の所在。 

② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。 

③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。 

3. 同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するため、以下の 3

つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策

が含まれていること。 

① 火災の発生を防止する。 

② 火災を早期に感知して速やかに消火する。 

③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停止及び低温

停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する構築物、系統及び機器を防護

する。 

4. 同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。 

① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。 

② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災

の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概要が記載されていること。 
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原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計画

を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，

責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災

防護対策を実施するために必要な手順等について定めるとともに，原子炉施

設の安全機能を有する機器等については，火災の発生防止，火災の早期感知

及び消火並びに火災の影響軽減の 3 つの深層防護の概念に基づき，必要な火

災防護対策を行うことについて定める。重大事故等対処施設については，火

災の発生防止，並びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定め，そ

の他の原子炉施設については，消防法等に基づき設備等に応じた火災防護対

策を行うことについて定める。 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等につ

いて定める。（８条-別添 1-資料 1） 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油及び燃料油の 

拡大防止対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 41-1-114 - 

添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

漏えいした潤滑油及び燃料油の拡大防止対策について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉において，ポンプ等の油内包機器から

漏えいした潤滑油及び燃料油の拡大防止対策について示す。 

 

 

2．要求事項 

 漏えいの拡大防止措置は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に

係る審査基準」（以下，「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 火災発生

防止」の 2.1.1 に基づき実施することが要求されている。 

 火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じ

た設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は，以下

の事項を考慮した，火災発生防止対策を講じること。 

① 漏えいの防止，拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策，拡大防止対策を講じること。ただし，

雰囲気の不活性化等により，火災が発生するおそれがない場合は，この限りでない。 
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3．漏えい拡大防止対策について 

重大事故等対処施設を有する機器等の設置場所にあるポンプ等の油内包機器

のうち，耐震 S クラスの機器は，基準地震動により損壊しないよう耐震性を確

保できており，また，耐震 B，C クラスの機器については，基準地震動により損

壊しないよう耐震性を確保する設計とする。 

さらに，重大事故等対処施設を設置する火災区域にあるポンプ等の油内包機

器から機器の故障等により油が漏えいした場合については，機器の周囲に設置

した堰，又は機器周辺のドレンラインを通して床ドレンサンプへ回収し，漏え

い油の拡大を防止する対策を講じる。重大事故等対処施設を設置する火災区域

にあるポンプ等の油内包機器の油保有量と堰の容量を表１～３に示す。また，

堰の設置状況を図１に示す。 
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表１ 火災区域内の油内包機器と堰の容量（６号炉） 

 

 

 

部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

R-1-1 
RHR(A)ﾎﾟﾝﾌﾟ･

熱交換器室 
有 

残留熱除去系

ポンプ(A) 
S タービン 32 208 以上 178 

24000 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

残留熱除去系

封水ポンプ(A) 
S タービン 32 208 以上 0.6 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-2 
RHR(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ･

熱交換器室 
有 

残留熱除去系

ポンプ(B) 
S タービン 32 208 以上 178 

21150 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

残留熱除去系

封水ポンプ(B) 
S タービン 32 208 以上 0.6 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-3 
RHR(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ･

熱交換器室 
有 

残留熱除去系

ポンプ(C) 
S タービン 32 208 以上 178 

22560 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

残留熱除去系

封水ポンプ(C) 
S タービン 32 208 以上 0.6 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-4 
RCIC ﾎﾟﾝﾌﾟ･蒸

気ﾀｰﾋﾞﾝ室 
有 

原子炉隔離時

冷却系ポンプ 
S タービン 32 208 以上 380 16320 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-5 
HPCF(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
有 

高圧炉心注水

系ポンプ(B) 
S タービン 32 208 以上 245 13020 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-6 
HPCF(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
有 

高圧炉心注水

系ポンプ(C) 
S タービン 32 208 以上 245 108300 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-7 R/B B3F 通路 有 
制御棒駆動水

ポンプ(A)(B) 
B(Ss) タービン 46 210 以上 210/台 247/台 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-1

5 

CUW 逆洗水移

送ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
有 

CUW逆洗水移送

ポンプ(A)(B) 
C(Ss) タービン 46 210 以上 1.45/台 6420 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-1-1

9 

SPCU ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ,CUW 系非再

生熱交換器漏

洩試験用ﾗｯｸ

室 

有 SPCU ポンプ B（S） タービン 32 208 以上 1 9835 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-4-2 D/G(A)室 有 

ディーゼル発

電機(A) 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 23600 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)燃料油ド

レンユニット 
C(Ss) 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 200 23600 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 23600 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

※1 原子炉の安全停止に必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち， 

火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

※2 タービン○○等の○○は ISO 粘度グレードを示す一般名称。（但し，NKS オイルについては規格番号）一般名称で分類されないものは製品名を記載。 

※3 一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載 
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部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

R-4-3 D/G(B)室 有 

ディーゼル発

電機(B) 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 17500 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)燃料油ド

レンユニット 
C(Ss) 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 200 17500 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 17500 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-4-4 D/G(C)室 有 

ディーゼル発

電機(C) 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 22800 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)燃料油ド

レンユニット 
C(Ss) 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 200 22800 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 22800 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-4-2

8 

CUW ﾌﾟﾘｺｰﾄﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･ﾀﾝｸ室 
有 

FPC,CUWF/D プ

リコートポン

プ 

C タービン 46 210 以上 0.7 24.2 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-5-1

6 
FPC ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 

FPC ポンプ

(A)(B) 
B(Ss) タービン 32 208 以上 1/台 9216 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

R-6-1 R/B 3F 通路 有 

SLC ポンプ(A) S 

ダフニーメ

カニックオ

イル 68 

255 

66 185 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 
ダフニーメ

カニックオ

イル 150 

272 

SLC ポンプ(B) S 

ダフニーメ

カニックオ

イル 68 

255 

66 232 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 
ダフニーメ

カニックオ

イル 150 

272 

R-6-2 
DG(A)燃料ﾃﾞｨ

ﾀﾝｸ室 
有 

ディーゼル燃

料ディタンク

(A) 

S 軽油 45 18000 20900 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6-6 DG(A)補機室 有 
DG(A)空気圧縮

機(1)(2) 
C(S) 

 

フェアコー

ル A100 

 

275 9/台 2890 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6-9 DG(C)補機室 有 
DG(C)空気圧縮

機(1)(2) 
C(S) 

フェアコー

ル A100 
275 9/台 1581 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 
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部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

R-6-1

1 

DG(B)燃料ﾃﾞｨ

ﾀﾝｸ室 
有 

ディーゼル燃

料ディタンク

(B) 

S 軽油 45 18000 19200 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6-1

6 

DG 排気管(C)

室(3F) 
有 

ディーゼル燃

料ディタンク

(C) 

S 軽油 45 18000 19500 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6-2

3 
DG(B)補機室 有 

HWH温水ループ

ポンプ(A)(B) 
C(Ss) タービン 32 208 以上 1.7/台 32200 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

DG(B)空気圧縮

機(1)(2) 
C(S) 

フェアコー

ル A100 
275 9/台 3636 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-6-2

4 
SGTS 室 有 

SGTS 活性炭充

填排出装置ブ

ロアユニット 

- 

(点検

設備) 

ダフニーメ

カニックオ

イル 46 

244 0.7 6933 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

SGTS 活性炭充

填排出装置分

離器ユニット 

- 

(点検

設備) 

タービン 22 190 以上 3 6933 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

非常用ガス処

理系排風機

(A)(B) 

S タービン 46 210 以上 14/台 6933 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-2 
TCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱

交換器室 
有 

TCW ポンプ

(A)(B)(C） 
C(Ss) タービン 32 208 以上 5.9/台 70544 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-1

0 

電解鉄ｲｵﾝ供

給装置室 
無 

電解鉄イオン

供給ポンプ 
C タービン 32 208 以上 0.5 55650 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-2

0 

C 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

室 

有 

原子炉補機冷

却水系ポンプ

(C)(F) 

S タービン 32 208 以上 2.8/台 26400 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

T-1-5

2 

低圧復水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

低圧復水ポン

プ(A)(B)(C) 
B タービン 32 208 以上 1020 255737 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-5

7 

CD 再循環ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

CD 再循環ポン

プ 
C タービン 32 208 以上 0.7 1779 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-5

8 

CF 逆洗水移送

ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
無 

CF 逆洗水移送

ポンプ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.45/台 3090 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-5

9 

高圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

高圧ヒーター

ドレンポンプ

(A)(B)(C) 

B タービン 32 208 以上 753 58000 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-6

8 

低圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 

低圧ヒーター

ドレンポンプ

(A)(B)© 

B タービン 32 208 以上 27 1180 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-1-7

7 

復水再回収ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ室 
無 

復水再回収ポ

ンプ 
B タービン 46 210 以上 0.75 3450 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 
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部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

T-2-5

1 

IA･SA 圧縮機ﾕ

ﾆｯﾄ室 
無 

IA 除湿装置ユ

ニット(A)(B) 
C 

フェアコー

ル A68 
248 11/台 

23075 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

IA 空気圧縮機

ユニット

(A)(B) 

C 
フェアコー

ル A68 
248 48/台 

SA 空気圧縮機

ユニット

(A)(B) 

C 
フェアコー

ル A68 
248 48/台 

T-2-5

5 

復水器真空ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ室 
無 

復水器真空ポ

ンプ用封水ポ

ンプ 

B タービン 46 210 以上 0.58 104832 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-2-6

1 
油受けﾀﾝｸ室 無 

油受けタンク B タービン 32 208 以上 98000 

294960 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

油移送ポンプ B タービン 32 208 以上 3 

制御油貯油タ

ンクユニット 
B 

ファイヤク

エル EHC 
254 762 

EHC冷却水回収

ポンプ 
B タービン 46 210 以上 1.05 

オイルフラッ

シング用フィ

ルタ 

B タービン 32 208 以上 72 

T-2-6

2 

高圧制御油圧

ﾕﾆｯﾄ室 
無 

EHC制御油圧ユ

ニット 
B 

ファイヤク

エル EHC 
254 3000 

T-2-6

5 

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油

ﾀﾝｸ(B)室 
無 

RFP-T主油タン

ク(B) 

 

B 

タービン 32 208 以上 

7600 

118921 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

RFP-T油移送ポ

ンプ(B) 

 

B 1 

RFP-T補助油タ

ンク(B) 

 

B 140 

T-2-6

6 
油清浄機室 無 

油清浄機 C 

タービン 32 208 以上 8000 

111678 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

タービンろ過

ポンプ 
C 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

T-2-6

7 

RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油

ﾀﾝｸ(A)室 
無 

RFP-T主油タン

ク(A) 
B 

タービン 32 208 以上 

7600 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

RFP-T油移送ポ

ンプ(A) 
B 1 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

RFP-T補助油タ

ンク(A) 
B 140 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

T-3-1 

A 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 

有 

原子炉補機冷

却水系ポンプ

(A)(D) 

S タービン 32 208 以上 2.8/台 

26400 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

原子炉補機冷

却海水系ポン

プ(A)(D) 

S タービン 46 210 以上 30/台 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 
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部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

T-3-2 

B 系 RCW ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ･熱交換器

及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 

有 

原子炉補機冷

却水系ポンプ

(B)(E) 

S タービン 32 208 以上 2.8/台 

13120 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

原子炉補機冷

却海水系ポン

プ(B)(E) 

S タービン 46 210 以上 30/台 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

T-3-3 
C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ

室 
有 

原子炉補機冷

却海水系ポン

プ(C)(F) 

S タービン 46 210 以上 30/台 3700 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

T-3-4 TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 
TSW ポンプ

(A)(B)(C) 
C タービン 46 210 以上 5.9/台 8658 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-3-5 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(A)室 
無 

循環水ポンプ

(A) 
C タービン 46 210 以上 1500 

38322 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C T-3-6 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(B)室 
無 

循環水ポンプ

(B) 
C タービン 46 210 以上 1500 

T-3-7 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ

(C)室 
無 

循環水ポンプ

(C) 
C タービン 46 210 以上 1500 

T-3-5

0 
T/A B1F 通路 無 

高圧復水ポン

プ(A)(B)(C) 
B タービン 32 208 以上 1470 20951 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

電動機駆動原

子炉給水ポン

プ(A)(B) 

B タービン 32 208 以上 1100/台 7515 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-3-6

1 

ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原

子炉給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 

無 

タービン駆動

原子炉給水ポ

ンプ(A)(B) 

B タービン 32 208 以上 15200 182455 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-4-6

1 
主油ﾀﾝｸ室 無 

タービン主油

タンク 
C 

タービン 32 208 以上 

31800 

88880 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

主油フラッシ

ングポンプ 
C 110 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

主タービン油

冷却器(A)(B) 
C 2862/台 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

主タービンオ

ーバーフロー

サイト 

C 7 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-4-5

1 
主油ﾀﾝｸ室 無 

発電機密封油

制御装置 
C タービン 32 208 以上 4980 6992 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

T-4-6

3 

OG 排ｶﾞｽ抽出

器室 
無 排ガスブロア B 

FBK オイル

RO68 
255 2.6 3521 

原子炉区域・タ

ービン区域送

排風機 

C 

C-1-3 

6 号機

HECW(A)(C)冷

凍機室 

有 

HECW 冷凍機

(A)(C) 
S タービン 68 212 以上 80/台 5775 

C/B 計測制御電

源盤区域送排

風機 

S 

HECW ポンプ

(A)(C) 
S タービン 46 210 以上 1.75/台 5775 

C/B 計測制御電

源盤区域送排

風機 

S 
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部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

C-1-4 

6 号機

HECW(B)(D)冷

凍機室 

有 

HECW 冷凍機

(B)(D) 
S タービン 68 212 以上 80/台 7125 

C/B 計測制御電

源盤区域送排

風機 

S 

HECW ポンプ

(B)(D) 
S タービン 46 210 以上 1.75/台 7125 

C/B 計測制御電

源盤区域送排

風機 

S 

RW-B3

F-01 

ＨCＷサンプ

ルポンプ室 
無 

HCWサンプルポ

ンプ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.45/台 2700 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-04 

ＨCＷ蒸留水

ポンプ室 
無 

HCW蒸留水ポン

プ 
C タービン 46 210 以上 1.05 1500 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-06 

濃縮廃液ポン

プ室 
無 

濃縮廃液ポン

プ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.75/台 6510 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-07 

ＬCＷサンプ

ルポンプ室 
無 

LCWサンプルポ

ンプ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.45/台 3520 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-11 

ＨＳＤ収集ポ

ンプ室 
無 

HSD収集ポンプ

(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 2.05/台 3350 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-12 

ＬCＷ収集ポ

ンプ室 
無 

LCW収集ポンプ

(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.75/台 9990 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-14 

ＨCＷ収集ポ

ンプ室 
無 

HCW収集ポンプ

(A)(B)(C) 
C タービン 46 210 以上 2.05/台 12370 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-15 

サンプリング

ラック室 
無 

使用済樹脂槽

デカントポン

プ(A)(B) 

C タービン 46 210 以上 1.05/台 2010 
廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-17 

スラッジ移送

ポンプ室 
無 

スラッジ移送

ポンプ 
C タービン 46 210 以上 1.45 5790 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-21 

CＵＷ 粉末

樹脂沈降分離

槽デカントポ

ンプ室 

無 

CUW粉末樹脂沈

降分離槽デカ

ントポンプ

(A)(B) 

C タービン 46 210 以上 1.05/台 6040 
廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-22 

７号機、６号

機 復水移送

ポンプ室 

有 
MUWC ポンプ

(A)(B)(C) 
B(Ss) タービン 32 208 以上 1.5/台 36000 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-B3

F-26 

７号機 ＨＮ

CＷ冷凍機室 
無 

凝縮水回収設

備凝縮水移送

ポンプ(A)(B) 

C タービン 46 210 以上 1.05/台 79900 
RW 電気品区域

送排風機 
C 

RW-B2

F-07 

６号機 ＨＮ

CＷ冷凍機室 
無 

HNCW 冷凍機

(A)(B)(C)(D)(

E) 

C タービン 68 212 以上 180/台 

96897 

RW 電気品区域

送排風機 
S 

HNCW ポンプ

(A)(B)(C)(D)(

E) 

C タービン 46 210 以上 2.15/台 
RW 電気品区域

送排風機 
S 
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部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震 

ｸﾗｽ 

RW-B1

F-04 
通路 無 

HCW中和装置苛

性ソーダポン

プ(A)(B) 

C 

ボンノック

M-150 
242 

3.3/台 400 
廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

パントルク

B 
189 

HCW中和装置硫

酸ポンプ

(A)(B) 

C 

ボンノック

M-150 
242 

3.5/台 370 
廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

パントルク

B 
189 

CONW シール水

ポンプ(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.45/台 3110 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-M2

F-13 

ＬCＷろ過

塔・弁室 
無 

LCW通水ポンプ

(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 1.05/台 5110 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

RW-3F

-06 

ＲＷ/Ｂ 排

気処理装置室 
無 

RIP-MG セット

(A)(B) 
C タービン 46 210 以上 2000/台 31324 

MG セット室送

風機 
C 

DGFO-

01 

軽油タンクエ

リア 
有 

6号炉軽油タン

ク(A)(B) 
S 軽油 45 

565000/

台 
1204000 

自然換気（屋

外） 
－ 
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表２ 火災区域内の油内包機器と堰の容量（７号炉） 

 

 

 

部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

R-B3F

-01 

ＲＨＲ(Ａ)ポ

ンプ・熱交換

器室 

有 

RHR ポンプ(A) S 

タービン

46 
210 以上 

210 

22500 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
タービン

68 
212 以上 

RHR 封水ポンプ

(A) 
S 

タービン

46 
210 以上 0.85 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-02 

ＲＣＩＣポン

プ・タービン

室 

有 RCIC ポンプ S 
タービン

32 
208 以上 245 15260 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-03 

ＨＰＣＦ(C)

ポンプ室 
有 HPCF ポンプ(C) S 

タービン

46 
210 以上 420 12000 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-04 

RHR ポンプ

(C)・熱交換器

室 

有 

RHR ポンプ(C) S 

タービン

46 
210 以上 

210 

19200 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
タービン

68 
212 以上 

RHR 封水ポンプ

(C) 
S 

タービン

46 
210 以上 0.85 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-10 

ＲＨＲ(Ｂ)ポ

ンプ・熱交換

器室 

有 

RHR ポンプ(B) S 

タービン

46 
210 以上 

210 

28160 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
タービン

68 
212 以上 

RHR 封水ポンプ

(B) 
S 

タービン

46 
210 以上 0.85 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-11 

ＨＰＣＦ(Ｂ)

ポンプ室 
有 HPCF ポンプ(B) S 

タービン

46 
210 以上 420 20880 

 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-13 

ＳＰＣＵポン

プ室 
有 SPCU ポンプ B(Ss) 

タービン

32 
208 以上 3 1748 

 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-B3F

-18 

CＵＷ逆洗水

移送ポンプ・

配管室 

無 

CUW 逆洗水移送

ポンプ(A) 
C 

タービン

46 
210 以上 1.45 

6350 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

CUW 逆洗水移送

ポンプ(B) 
C 

タービン

46 
210 以上 1.45 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

※1 原子炉の安全停止に必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち， 

火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

※2 タービン○○等の○○は ISO 粘度グレードを示す一般名称。（但し，NKS オイルについては規格番号）一般名称で分類されないものは製品名を記載。 

※3 一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載 



 

- 41-1-124 - 

部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

R-B3F

-25 

R/B 地下 3 階

通路 
有 

CRD ポンプ(A) B(Ss) 
タービン

32 
208 以上 220 419 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

CRD ポンプ(B) B(Ss) 
タービン

32 
208 以上 220 419 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-1F-

03 
ＤＧ(Ａ)室 有 

DG(A)ディーゼ

ル発電機本体 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 21400 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 21400 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)燃料油ド

レンユニット

（ポンプ、タン

ク、配管） 

C(Ss) 
ディーゼル

機関用油 
250 以上 184 21400 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-1F-

08 
ＤＧ(C)室 有 

DG(C)ディーゼ

ル発電機本体 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 23100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 23100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)燃料油ド

レンユニット

（ポンプ、タン

ク、配管） 

C(Ss) 
ディーゼル

機関用油 
250 以上 184 23100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-1F-

14 
ＤＧ(B)室 有 

DG(B)ディーゼ

ル発電機本体 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 2100 24000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)潤滑油補

給タンク 
S 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 1800 24000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)燃料油ド

レンユニット

（ポンプ、タン

ク、配管） 

C(Ss) 
ディーゼル

機関用油 
250 以上 184 24000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-1F-

20 

CUW プリコー

トポンプ・タ

ンク室 

有 
CUW プリコート

ポンプ 
B(Ss) 

タービン

46 
210 以上 2.15 3.6 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 



 

- 41-1-125 - 

部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

R-2F-

17 
FPC ポンプ室 有 

FPC ポンプ

(A)(B) 
B（Ss) 

タービン

32 
208 以上 3/台 7289 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

R-3F-

01 

Ｒ／Ｂ地上３

階通路 
有 

SLC ポンプ(A) S 

ダフニーメ

カニックオ

イル 68 

255 

66 106 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
ダフニーメ

カニックオ

イル 150 

272 

SLC ポンプ(B) S 

ダフニーメ

カニックオ

イル 68 

255 

66 

 
135 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 
ダフニーメ

カニックオ

イル 150 

272 

R-3F-

02 

ＤＧ(Ａ)燃料

デイタンク室 
有 

DG(A)燃料デイ

タンク 
S 軽油 45 18000 22000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-3F-

05 

ＤＧ(Ａ)補機

室 
有 

DG(A)空気圧縮

機(1) 

 

C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

14300 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(A)空気圧縮

機(2) 

 

C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-3F-

09 

 

 

ＤＧ(Ｃ)補機

室 
有 

DG(C)空気圧縮

機(1) 

 

C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

3100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(C)空気圧縮

機(2) 
C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-3F-

11 

ＤＧ(Ｃ)燃料

デイタンク室 
有 

DG(C)燃料デイ

タンク 
S 軽油 45 18000 21700 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

R-3F-

14 

ＤＧ(Ｂ)燃料

デイタンク室 
有 

DG(B)燃料デイ

タンク 
S 軽油 45 18000 24100 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 



 

- 41-1-126 - 

部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

R-3F-

17 

ＤＧ(Ｂ)補

機・ＨＷＨ熱

交換器室 

有 

DG(B)空気圧縮

機(1) 
C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

9000 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

DG(B)空気圧縮

機(2) 
C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 9 

非常用ディー

ゼル発電機電

気品区域送排

風機 

S 

HWH 温水ループ

ポンプ(A)(B) 
C(Ss) 

フェアコー

ル A100 
275 2.05/台 8500 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B2F

-07 

高圧給水加熱

器ドレンポン

プ室 

無 
高圧ドレンポ

ンプ(A)(B)(C) 
B 

タービン

32 
208 以上 372.6/台 42819 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B2F

-10 

低圧復水ポン

プ室 
無 

復水再回収ポ

ンプ 
B 

タービン

32 
208 以上 0.8 153443 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

低圧復水ポン

プ(A)(B)(C) 
B 

タービン

46 
210 以上 145/台 179550 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B2F

-12 

CF 逆洗水ポン

プ室 
無 

CF 逆洗水移送

ポンプ(A)(B) 
B 

タービン

46 
210 以上 1.75/台 6550 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B2F

-19 

低圧給水加熱

器ドレンポン

プ室 

無 
低圧ドレンポ

ンプ(A)(B)(C) 
B 

タービン

32 
208 以上 5.3/台 242490 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-01 
油清浄機室 無 

油清浄機 C 
タービン

32 
208 以上 8000 

44392 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

タービンろ過

ポンプ 
C 

タービン

32 
208 以上 1.5 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

油フラッシン

グフィルタ 
C 

タービン

32 
208 以上 80 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-03 

RFPT 主油タン

ク(A)室 
無 

給水ポンプタ

ービン主油タ

ンク(A) 

B 
タービン

32 
208 以上 6790 

154480 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

給水ポンプタ

ービン油移送

ポンプ(A) 

B 
タービン

32 
208 以上 0.5 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

原子炉給水ポ

ンプ駆動用蒸

気タービン補

助油タンク(A) 

B 
タービン

32 
208 以上 160 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 



 

- 41-1-127 - 

部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

T-BM2

F-04 

RFPT 主油タン

ク(B)室 
無 

給水ポンプタ

ービン主油タ

ンク(B) 

B 
タービン

32 
208 以上 6790 

113120 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

給水ポンプタ

ービン油移送

ポンプ(B) 

B 
タービン

32 
208 以上 0.5 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

原子炉給水ポ

ンプ駆動用蒸

気タービン補

助油タンク(B) 

B 
タービン

32 
208 以上 160 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-05 

T/A 地下中 2

階通路 
無 

EHC 冷却水回収

ポンプ 
B 

タービン

32 
208 以上 1 5703 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-06 

EHC 高圧制御

油圧ユニット

室 

無 

EHC 高圧油圧ユ

ニット 
B 

ファイヤク

エル EHC 
254 3800 

120680 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

EHC 制御油圧ユ

ニット 
B 

ファイヤク

エル EHC 
254 3800 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-07 
油受タンク室 無 

油受タンク

(A)(B) 
C 

タービン

32 
208 以上 49000/基 

121100 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

油移送ポンプ C 
タービン

32 
208 以上 3 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-12 

復水器真空ポ

ンプ室 
無 

復水器真空ポ

ンプ用封水ポ

ンプ 

B 
タービン

32 
208 以上 0.58 208471 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-BM2

F-17 

IA・SA 空気圧

縮装置室 
無 

SA 空気圧縮機

(A)(B) 
C 

フェアコー

ル A68 
248 35/台 

32441 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

IA 空気圧縮機

(A)(B) 
C 

フェアコー

ル A68 
248 35/台 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

IA 除湿装置

(A)(B) 
C 

フェアコー

ル A68 
248 1/台 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-B1F

-03 

タービン駆動

原子炉給水ポ

ンプ室 

無 

タービン駆動

原子炉給水ポ

ンプ(A)(B) 

B 
タービン

46 
210 以上 13580 389000 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 



 

- 41-1-128 - 

部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

T-B1F

-04 

T/A 地下 1 階

通路 
無 

電動機駆動原

子炉給水ポン

プ(A)(B) 

B 
タービン

32 
208 以上 

 

1225.2/

台 

13684 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

高圧復水ポン

プ(A)(B)(C) 
B 

タービン

32 
208 以上 426.9/台 18663 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-1F-

01 
主油タンク室 無 

主油タンク C 
タービン

32 
208 以上 58000 

83500 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

主油フラッシ

ングポンプ 
C 

タービン

32 
208 以上 100 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

T-1F-

13 
密封油装置室 無 

密封油制御装

置 
C 

タービン

32 
208 以上 3000 7248 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B2F

-03 

TCW ポンプ・熱

交換器室 
有 

TCW ポンプ

(A)(B)（C） 
C(Ss) 

タービン

32 
208 以上 9/台 61887 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B2F

-06 

電解鉄イオン

供給装置室 
無 

鉄イオン海水

供給ポンプ 
C 

タービン

32 
208 以上 0.5 80325 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B2F

-09 

C 系ＲCＷポン

プ・熱交換器

室 

有 

RCW ポンプ(C) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

7420 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RCW ポンプ(F) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

H-B1F

-04 

Ｂ系ＲCＷポ

ンプ・熱交換

器室 

有 

RCW ポンプ(B) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

41440 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RCW ポンプ(E) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(B) S 
タービン

46 
210 以上 60 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(E) S 
タービン

46 
210 以上 60 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

H-B1F

-05 
TSW ポンプ室 無 

TSW ポンプ

(A)(B)(C） 
C 

タービン

46 
210 以上 31/台 23115 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B1F

-06 

循環水ポンプ

(C)室 
無 

循環水ポンプ

(C) 
C 

タービン

46 
210 以上 1300 

36635 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B1F

-07 

循環水ポンプ

(B)室 
無 

循環水ポンプ

(B) 
C 

タービン

46 
210 以上 1300 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 



 

- 41-1-129 - 

部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

H-B1F

-08 

循環水ポンプ

(A)室 
無 

循環水ポンプ

(A) 
C 

タービン

46 
210 以上 1300 36635 

原子炉区域・

タービン区域

送排風機 

C 

H-B1F

-09 

Ａ系ＲCＷポ

ンプ・熱交換

器室 

有 

RCW ポンプ(A) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

71250 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RCW ポンプ(D) S 
タービン

32 
208 以上 5.9 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(A) S 
タービン

46 
210 以上 60 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(D) S 
タービン

46 
210 以上 60 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

H-B1F

-10 

Ｃ系ＲＳＷポ

ンプ室 
有 

RSW ポンプ(C) S 
タービン

46 
210 以上 60 

7920 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

RSW ポンプ(F) S 
タービン

46 
210 以上 60 

海水熱交換器

区域非常用送

風機 

S 

C-B2F

-01 

７号機ＨＥC

Ｗ冷凍機

(Ｂ)(Ｄ)室 

有 

HECW ポンプ(B) S 
タービン

46 
210 以上 1.45 10725 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW ポンプ(D) S 
タービン

46 
210 以上 1.45 10725 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW 冷凍機(B) S 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160 10725 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW 冷凍機(D) S 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160 10725 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

C-B2F

-02 

７号機ＨＥC

Ｗ冷凍機

(Ａ)(Ｃ)室 

有 

HECW ポンプ(A) S 
タービン

46 
210 以上 1.45 7125 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW ポンプ(C) S 
タービン

46 
210 以上 1.45 7125 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW 冷凍機(A) S 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160 7125 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

HECW 冷凍機(C) S 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160 7125 

C/B 計測制御

電源盤区域送

排風機 

S 

Rw-B3

F-22 

７号機、６号

機 復水移送

ポンプ室 

有 

Ｋ－７ ＭＵ

ＷＣポンプ

(A)(B)(C) 

B(Ss) 
タービン

46 
210 以上 1/台 36000 

廃棄物処理建

屋送排風機 
C 

Rw-B3

F-26 
冷凍機室 無 

Ｋ－７ ＨＮ

ＣＷ冷凍機（A）

(B)(C)(D) 

C 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 180/台 

81125 

Rw 電気品区域

送排風機 
C 

Ｋ－７ ＨＮ

ＣＷポンプ（A）

(B)(C)(D) 

C 
タービン

46 
210 以上 2.15/台 

Rw 電気品区域

送排風機 
C 
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部屋

番号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

Rw-2F

-05 
MG セット室 無 

RIP-MG セット

(A)(B) 
C 

タービン

32 
208 以上 1500/台 42681 

MG セット室送

風機 
C  

Rw-3F

-01 
冷凍機室 無 

ＨＮＣＷ補助

冷凍機 
C 

日立ターボ

冷凍機油

68N 

243 160/台 

18574 

Rw 電気品区域

送排風機 
C 

ＨＮＣＷ補助

ポンプ 
C 

タービン

46 
210 以上 2.05/台 

Rw 電気品区域

送排風機 
C 

DGFO-

04 

軽油タンクエ

リア 
有 

7 号炉軽油タン

ク(A)(B) 
S 軽油 45 

565000/

台 
1204000 

自然換気（屋

外） 
－ 
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表３：火災区域内の油内包機器と堰の容量（６／７号炉共通設備） 

 

 

 

 

部屋番

号 
部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※1 

油内包機器 

油の種類※2 

油の 

引火点

(℃)※3 

内包量 堰容量 換気設備 

名称 
耐震 

ｸﾗｽ 
(L) (L) 名称 

耐震

ｸﾗｽ 

GTG-02 

常設代替交流

電源設備設置

エリア(第二) 

有 
常設代替交流電

源設備 
C(Ss) 

軽油 45 1200 

2930 
自然換気（屋

外） 
- 

ディーゼル

機関用油 
250 以上 500 

TSC-1F

-15 

自家発電機室

(GTG 室) 
有※4 自家用発電設備 C※4 

軽油 45 950 1344 
自家用発電設

備換気設備 
C※4 

タービン 32 208 以上 80 7450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 原子炉の安全停止に必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち， 

火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

※2 タービン○○等の○○は ISO 粘度グレードを示す一般名称。（但し，NKS オイルについては規格番号）一般名称で分類されないものは製品名を記載。 

※3 一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載 

※4 機器等の耐震性について，免震重要棟自体が耐震構造 
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図１：堰の設置状況 

 

 

復水移送ポンプ 

堰 
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添付資料２ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

難燃ケーブルの使用について 
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添付資料２ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における難燃ケーブルの使用について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉において，「実用発電用原子炉及びその

附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火災防護に係る審査基準」とい

う。）の要求に基づき，重大事故等対処施設に使用するケーブルについて，調査

結果を以下に示す。 

 

2．難燃ケーブルの要求事項 

 「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器

の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替

材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保

するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統

及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器にお

いて火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限り

ではない。 

 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

 

（参考） 

 「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上

困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能

を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講

じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される

電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合に

おいても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合を

いう。 
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(3)難燃ケーブルについて 

 使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱

源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己

消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202 

 

 

3．難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法 

 従来から，柏崎刈羽原子力発電所では実用上可能な限り難燃ケーブルの使用

を要求してきている。 

「火災防護に係る審査基準」では，難燃ケーブルの使用にあたり，自己消火

性の実証試験（UL 垂直燃焼試験）等による確認が追加されたことから，以下の

フローに基づき対象箇所を選定し，ケーブル使用状況及び試験状況について調

査，確認を行った。 

なお，ケーブルの試験方法の概要については，表１～３に示す。 
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「重大事故等対処施設」 

 

 

対象外 
No 

 

絶縁体・シースの組合せ毎にリスト化 

｢要求試験合格品か｣ 

・UL 垂直燃焼試験 

・IEEE383 or IEEE1202

「代替材料の 

使用が技術上」

困難か」 

Yes 

No 

「他の重大事故等対処施

設，安全機能を有する 

機器等に対して，火災の 

発生を防止するための 

措置を講じているか」 

Yes 

 

①「使用可」 

難燃ケーブル 

 

Yes 

 

②「使用可」 

難燃同等ケーブル 

 

Yes 

No 

No 

 

「使用不可」 

ケーブル取替 
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表１：ケーブルの UL 垂直燃焼試験と ICEA 垂直燃焼試験の概要 

 

試験名 UL 垂直燃焼試験 ICEA 垂直燃焼試験 

試験装置 

概要 

 

 

試験内容 

・ 試料を垂直に保持し，20 度の角

度でバーナの炎をあてる。 

・ 15 秒着火，15 秒休止を５回繰り

返し，試料の燃焼の程度を調べ

る。 

・ 試料を垂直に保持し，20 度の角

度でバーナの炎をあてる。 

・ 15 秒着火，15 秒休止を５回繰り

返し，試料の燃焼の程度を調べ

る。 

燃焼源 ・ チリルバーナ ・ チリルバーナ 

バーナ 

熱量 

・ 2.13MJ/h ・ 2.13MJ/h 

使用燃料 ・ 工業用メタンガス ・ 工業用メタンガス 

判定基準 

・ 残炎による燃焼が 60 秒を超えな

い。 

・ 表示旗が 25%以上焼損しない。 

・ 落下物によって下に設置した綿

が燃焼しない。 

・ 残炎による燃焼が 60 秒を超えな

い。 

・ 表示旗が 25%以上焼損しない。 
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表２：IEEE 383 std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 

 

試験装置概要 

 

試験内容 
・ バーナを点火し，20 分経過後バーナの燃焼を停止し，そのまま放置

してケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終了する。 

燃焼源 ・ リボンバーナ 

バーナ熱量 ・ 70,000BTU/h (73.3MJ/h) 

使用燃料 ・ 天然ガスもしくはプロパンガス 

判定基準 

① バーナを消火後，自己消火した時のケーブルのシース及び絶縁体

の最大損傷長が 1,800mm 未満であること。 

② ３回の試験のいずれにおいても上記を満たすこと。 
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表３：IEEE1202 std 1991 垂直トレイ燃焼試験の概要 

 

試験装置概要 

 

試験内容 

寸法 2,438 × 2,438 × 3,353 mm 

壁伝熱性能 6.8W/(m2K) 以下 

換気量 0.65 ± 0.02 m3/s 

風速 1 m/s 以下 

火源 
燃料ガス調質 25 ± 5 ℃ Air 露点 0 度以下 

バーナ角度 20° 上向き 

試料 プレコンディショニング 18℃以上 ３時間 

判定基準 シース損傷距離 1,500mm 以下 
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4．ケーブルの難燃性適合状況 

 重大事故等対処施設に使用するケーブルについて，絶縁体とシースの組合せ

毎にリスト化を行い，それぞれについて調査を行った。表４にケーブルの難燃

性適合状況を示す。 

 

表４：ケーブルの難燃性適合状況（1／2） 

 

区分 No. 絶縁体 シース 
UL 垂直 
燃焼試験 

IEEE383 
or 

IEEE1202 

フロー 
結果 

高圧 
ケーブル 

1 
架橋 

ポリエチレン 
難燃ビニル ○ ○ ① 

2 
架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
○ ○ ① 

3 EP ゴム 
難燃クロロ 
プレンゴム 

○ ○ ① 

低圧 
ケーブル 

4 
難燃架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
○ ○ ① 

5 
難燃架橋 

ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
○ ○ ① 

6 難燃 EP ゴム 
難燃クロロ 
プレンゴム 

○ ○ ① 

7 
ノンハロゲン 
難燃 EP ゴム 

ノンハロゲン難燃 
架橋ポリエチレン 

○※2 ○ ① 

8 シリコンゴム ガラス編組 ○ ○ ① 

9 ETFE※1 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
○ ○ ① 

10 ETFE※1 
難燃クロロ 
プレンゴム 

○ ○ ① 

同軸 
ケーブル 

11 
耐放射線性架橋 
ポリエチレン 

難燃架橋 
ポリエチレン 

○ ― ② 

12 
耐放射線性架橋 
ポリエチレン 

難燃特殊 
耐熱ビニル 

○ ― ② 

13 
耐放射線性架橋 

発泡ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
○ ― ② 

14 
耐放射線性架橋 

発泡ポリエチレン 
ノンハロゲン難燃 
架橋ポリエチレン 

○ ◯ ① 

15 
架橋 

ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
○ ◯ ① 

16 
架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
○ ◯ ① 

光ファイバ 
ケーブル 

17 FRP※3 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
○ ○ ① 

18 難燃 FRP※3 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
○ ○ ① 

※ 1：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂 
※ 2：絶縁体については UL 垂直燃焼試験と同等の試験内容である ICEA 垂直燃焼試験で，シース

については UL 垂直燃焼試験に合格した No.14 と同じであることから，UL 垂直燃焼試験に合
格したものと同等と考える。 

※ 3：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載 



- 41-1-141 - 

表４：ケーブルの難燃性適合状況（2／2） 
 

区分 No. 絶縁体 シース 
UL 垂直 
燃焼試験 

IEEE383 
or 

IEEE1202 

フロー 
結果 

低圧 
ケーブル 

19 
架橋 

ポリエチレン 
難燃ビニル ◯ ◯ ① 

20 ビニル 難燃ビニル ◯ ◯ ① 

21 難燃ビニル 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
◯ ◯ ① 

22 ポリエチレン 
難燃 

ポリエチレン 
◯ ◯ ① 

同軸 
ケーブル 

23 
高発泡 

ポリエチレン 
難燃ビニル ◯ ◯ ① 

24 
発泡 

ポリエチレン 
難燃ビニル ◯ ◯ ① 

光ファイバ 
ケーブル 

25 鋼線※3 
難燃 

ポリエチレン 
○ ○ ① 

ツイストペア
ケーブル 

26 ポリエチレン 
ノンハロゲン難燃 

ポリエチレン 
◯ ◯ ① 

※ 1：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂 
※ 2：絶縁体については UL 垂直燃焼試験と同等の試験内容である ICEA 垂直燃焼試験で，シース

については UL 垂直燃焼試験に合格した No.14 と同じであることから，UL 垂直燃焼試験に合
格したものと同等と考える。 

※ 3：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載 
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4.1．自己消火性を確認する実証試験 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における重大事故等対処施設に使用

しているケーブルの自己消火性について，UL 垂直燃焼試験の結果を表５に示す。 

なお，重大事故等対処施設に使用しているケーブルについては，表５に示し

た絶縁体とシースを組み合わせたものの他に，絶縁体にノンハロゲン難燃エチ

レンプロピレンゴムを，シースにノンハロゲン難燃架橋ポリエチレンを使用し

た低圧ケーブル（表６の No.7）も使用している。このケーブルは既に製造中止

であるため，改めて UL 垂直燃焼試験を実施することはできないが，当該低圧ケ

ーブルは UL 垂直燃焼試験と同等の試験内容である ICEA 垂直燃焼試験で自己消

火性を確認している。（表１） 

さらに，当該低圧ケーブルのシース材料は UL 垂直燃焼試験に合格した同軸

ケーブル（表５の No.14）のシースと同じである。 

これらのことから，UL 垂直燃焼試験と同等の自己消火性を有していると判断

できる。（別紙１） 
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表５：UL 垂直燃焼試験結果（1／2） 

 

区分 No. 絶縁体 シース 

UL 垂直燃焼試験 

試験日 
最大 
残炎 
時間 
(秒) 

表示 
旗の 
損傷 
(%) 

綿の 
損傷 

合否 

高圧 
ケーブル 

1 
架橋 

ポリエチレン 
難燃ビニル 1 0 無 合格 2013.8.30 

2 
架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
0 0 無 合格 2013.6.26 

3 EP ゴム 
難燃クロロ 
プレンゴム 

1 0 無 合格 2013.8.30 

低圧 
ケーブル 

4 
難燃架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
1 0 無 合格 2013.7.18 

5 
難燃架橋 

ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
1 0 無 合格 2013.8.30 

6 難燃 EP ゴム 
難燃クロロ 
プレンゴム 

2 0 無 合格 2013.7.3 

8 シリコンゴム ガラス編組 0 0 無 合格 2013.8.30 

9 ETFE※1 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
3 0 無 合格 2014.5.23 

10 ETFE※1 
難燃クロロ 
プレンゴム 

1 0 無 合格 2014.6.26 

同軸 
ケーブル 

11 
耐放射線性架橋 
ポリエチレン 

難燃架橋 
ポリエチレン 

1 0 無 合格 2013.7.18 

12 
耐放射線性架橋 
ポリエチレン 

難燃特殊 
耐熱ビニル 

2 0 無 合格 2013.9.20 

13 
耐放射線性架橋 

発泡ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
1 0 無 合格 2013.9.20 

14 
耐放射線性架橋 

発泡ポリエチレン 
ノンハロゲン難燃 
架橋ポリエチレン 

0 0 無 合格 2013.7.18 

15 
架橋 

ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
4 0 無 合格 2013.6.20 

16 
架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
0 0 無 合格 2013.6.26 

光ファイバ 
ケーブル 

17 FRP※2 難燃特殊 
耐熱ビニル 

0 0 無 合格 2014.5.23 

18 難燃 FRP※2 難燃特殊 
耐熱ビニル 

1 0 無 合格 2014.1.20 

※ 1：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂 

※ 2：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載 



- 41-1-144 - 

表５：UL 垂直燃焼試験結果（2／2） 

 

区分 No. 絶縁体 シース 

UL 垂直燃焼試験 

試験日 
最大 
残炎 
時間 
(秒) 

表示 
旗の 
損傷 
(%) 

綿の 
損傷 

合否 

低圧 
ケーブル 

19 
架橋 

ポリエチレン 
難燃ビニル 1 0 無 合格 2014.6.26 

20 ビニル 難燃ビニル 1 0 無 合格 2014.6.26 

21 難燃ビニル 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
5 0 無 合格 2014.11.5 

22 ポリエチレン 
難燃 

ポリエチレン 
1 0 無 合格 2014.6.26 

同軸 
ケーブル 

23 
高発泡 

ポリエチレン 
難燃ビニル 1 0 無 合格 2014.10.27 

24 
発泡 

ポリエチレン 
難燃ビニル 0 0 無 合格 2014.10.27 

光ファイバ 
ケーブル 

25 鋼線※1 
難燃 

ポリエチレン 
1 0 無 合格 2014.12.11 

ツイストペア
ケーブル 

26 ポリエチレン 
ノンハロゲン難燃 

ポリエチレン 
1 0 無 合格 2014.2.26 

※ 1：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載 

 

 

表６：ICEA 垂直燃焼試験結果 

 

区分 No. 絶縁体 シース 

ICEA 垂直燃焼試験 

試験日 最大残炎 
時間(秒) 

表示旗の 
損傷(%) 

合否 

低圧 
ケーブル 

7 
ノンハロゲン 
難燃 EP ゴム 

ノンハロゲン難燃 
架橋ポリエチレン 

0 0 合格 1994.6.10 
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4.2．延焼性を確認する実証試験 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における重大事故等対処施設に使用

しているケーブルの延焼性について，光ファイバケーブルを除き，IEEE383 std 

1974 又はこれを基礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号 原子力発電

所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」

の垂直トレイ燃焼試験の結果を表７に示す。 

なお，光ファイバケーブルの延焼性を確認する実証試験については 4.3.項に

示す。 
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表７：IEEE 383 std 1974 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結果（1／2） 

 

区分 No. 絶縁体 シース 

耐延焼性試験 

試験日 
シース 

損傷距離 
(mm) 

(参考) 
残炎時間 
（秒） 

高圧 
ケーブル 

1 
架橋 

ポリエチレン 
難燃ビニル 1,150 465 1999.9.23 

2 
架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
650 265 1979.2.20 

3 EP ゴム 
難燃クロロ 
プレンゴム 

740 1,055 1982.7.6 

低圧 
ケーブル 

4 
難燃架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
1,120 0 1984.9.19 

5 
難燃架橋 

ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
810 0 1982.5.24 

6 難燃 EP ゴム 
難燃クロロ 
プレンゴム 

850 0 1979.3.16 

7 
ノンハロゲン 
難燃 EP ゴム 

ノンハロゲン難燃 
架橋ポリエチレン 

570 0 1994.6.16 

8 シリコンゴム ガラス編組 300 0 1982.4.22 

9 ETFE※2 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
330 0 1982.4.28 

10 ETFE※2 
難燃クロロ 
プレンゴム 

440 0 1982.5.12 

同軸 
ケーブル※1 

11 
耐放射線性架橋 
ポリエチレン 

難燃架橋 
ポリエチレン 

1,800mm 以上 － 2013.9.20 

12 
耐放射線性架橋 
ポリエチレン 

難燃特殊 
耐熱ビニル 

1,800mm 以上 － 2013.9.20 

13 
耐放射線性架橋 

発泡ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
1,800mm 以上 － 2013.9.20 

14 
耐放射線性架橋 

発泡ポリエチレン 
ノンハロゲン難燃 
架橋ポリエチレン 

1,300 120 2013.9.20 

15 
架橋 

ポリエチレン 
難燃架橋 

ポリエチレン 
1,070 0 2014.7.9 

16 
架橋 

ポリエチレン 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
1,730 0 2014.7.15 

※ 1：同軸ケーブルは，扱う信号（微弱パルス，または微弱電流）の特性上，ノイズ等 

の軽減を目的とした不燃性（金属）の電線管に布設している。これらのうち，IEEE 383 

std 1974 垂直トレイ燃焼試験に合格していないケーブルについては，電線管両端を

耐火性のコーキング材で埋めることで，延焼防止を図っている。 

※ 2：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂 
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表７：IEEE 383 std 1974 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結果（2／2） 

 

区分 No. 絶縁体 シース 

耐延焼性試験 

試験日 シース 
損傷距離 

(mm) 

(参考) 
残炎時間 
（秒） 

低圧 
ケーブル 

19 
架橋 

ポリエチレン 
難燃ビニル 1400 1065 1997.2.22 

20 ビニル 難燃ビニル 950 0 1997.3.7 

21 難燃ビニル 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
750 0 1986.3.27 

22 ポリエチレン 
難燃 

ポリエチレン 
1050 44 2015.4.21 

同軸 
ケーブル 

23 
高発泡 

ポリエチレン 
難燃ビニル 580 21 2014.10.27 

24 
発泡 

ポリエチレン 
難燃ビニル 740 59 2014.10.27 

ツイストペア
ケーブル 

26 ポリエチレン 
ノンハロゲン難燃 

ポリエチレン 
1,430 0 2012.2.23 
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4.3．光ファイバケーブルの延焼性を確認する実証試験 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における重大事故等対処施設に使用

している光ファイバケーブルの延焼性について，IEEE1202 std 1991 の垂直ト

レイ燃焼試験の結果を表８に示す。 

 

表８：IEEE1202 std 1991 垂直トレイ燃焼試験の実証試験結果 

 

区分 No. 絶縁体 シース 

耐延焼性試験 

試験日 
シース 

損傷距離 
(mm) 

(参考) 
残炎時間 
（秒） 

光ファイバ 
ケーブル 

17 FRP※1 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
1,130 0 2011.1.18 

18 難燃 FRP※1 
難燃特殊 

耐熱ビニル 
1,130 0 2011.2.11 

25 鋼線※1 
難燃 

ポリエチレン 
990 181 2014.10.1 

※1：光ファイバケーブルには絶縁体がないため，中央支持材を記載 
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別紙１（１／４） 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

製造中止ケーブルの自己消火性の評価について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の重大事故等対処施設に使用するケーブ

ルのうち，添付資料２本文の表６に示した No.7 低圧ケーブルは，建設時の型式試

験において，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験を実施し合格していることから耐延焼

性を有している。 

また,建設時の型式試験として, ICEA 垂直燃焼試験を実施し,自己消火性を確認

している。 

 火災防護に係る審査基準では,ケーブルの難燃性として，「火災により着火し難

く，著しい燃焼をせず，また，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない

性質」を有していることが,延焼性及び自己消火性の実証試験により示されている

ことが要求されており，自己消火性の実証試験として，UL 垂直燃焼試験が示され

ている。 

 UL 垂直燃焼試験を実施していないケーブルについては，火災防護に係る審査基

準に適合していることを実証するために,UL 垂直燃焼試験を実施し，試験に合格

することをもって，自己消火性を有していることを証明することが望ましいが,

上記 No.7 低圧ケーブルは製造中止品であることから，ケーブル調達及び UL 垂直

燃焼試験を実施することができない。 

このため，No.7 低圧ケーブルについては，建設時に実施した ICEA 垂直燃焼試

験の結果，並びに No.7 低圧ケーブルと同じケーブルシースを有している他のケー

ブルの UL 垂直燃焼試験の結果を評価することで,火災防護に係る審査基準で要求

されている難燃ケーブルと同等の自己消火性を有していることを，以下に示す。 
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別紙１（２／４） 

 

2．ICEA 垂直燃焼試験と UL 垂直燃焼試験の比較 

添付資料２本文の表６に示した通り No.7 低圧ケーブルは，ICEA 垂直燃焼試験

を実施し合格している。ICEA 垂直燃焼試験と UL 垂直燃焼試験は，ともにケーブ

ルの自己消火性を試験するものであり,添付資料２本文の表１に示すとおり，試験

内容，燃焼源､バーナ熱量等同等の試験を実施している。 

しかし，試験体及び判定基準として下記に示す相違点がある。 

（a）ICEA 垂直燃焼試験はケーブルシースを取り除き，絶縁体がむき出しの状

態で実施している。 

（b）ICEA 垂直燃焼試験は UL 垂直燃焼試験で判定基準とされている綿の燃焼を

規定していない。 

 上記相違点(a)は，ケーブルのシースを取り除き,直接絶縁体をバーナの炎をあ

てることから，絶縁体のみで自己消火性を確保しなければいけないため，シース

にバーナの炎をあて，シースと絶縁体で自己消火性を確保できる UL 垂直燃焼試験

に比べ，より厳しい試験条件（保守的）であると言える。 

 

3．No.7 低圧ケーブルと同じケーブルシースである No.14 同軸ケーブルの仕様と

UL 垂直燃焼試験結果の評価 

 図１に低圧ケーブルと同軸ケーブルの構造を示す。また，表１に No.7 低圧ケー

ブルと同じケーブルシースである No.14 同軸ケーブルの仕様を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）同軸ケーブル        （b）低圧ケーブル 

図１ 同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造 

 

 表１ ケーブルシースの仕様比較 

 No.14 同軸ケーブル No.7 低圧ケーブル 評価 

シース材料 
ノンハロゲン難燃架橋ポリエ
チレン 

ノンハロゲン難燃架橋ポリエ
チレン 

同等 

シース厚さ[mm] 1.02 1.5 保守的 
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別紙１（３／４） 

 

図１より，同軸ケーブルと低圧ケーブルは，双方とも導体と絶縁体をノンハロ

ゲン難燃架橋ポリエチレンのシースで保護している。このため，同軸ケーブルと

低圧ケーブルの UL 垂直燃焼試験では，接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が

損傷していなければ，同軸ケーブルと低圧ケーブルの構造の違いが試験結果に影

響することはない。また表１より，No.14 同軸ケーブルは No.7 低圧ケーブルより

もシースが薄い仕様であることから,No.7 低圧ケーブルに比べ，より厳しい試験

条件（保守的）であると言える。 

 以上を踏まえ,No.14同軸ケーブルのUL垂直燃焼試験結果について,下記の項目

について確認を実施し，No.7 低圧ケーブルの UL 垂直燃焼試験への適合性を評価

する。 

（ａ）接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していないか。 

（ｂ）落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。 

 

 

4．No.14 同軸ケーブルの UL 垂直試験の確認結果 

【確認結果】 

（ａ）接炎による損傷がシースに留まり絶縁体が損傷していないか。 

 No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態を確認した結果，接炎による損

傷はシースの表面のみであり，絶縁体が損傷していないことを確認した（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験後の状態 
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別紙１（４／４） 

 

（ｂ）落下物によって下に設置した綿が燃焼していないか。 

 添付資料２本文の表５に示した通り，No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験結

果において，下に設置した綿が燃焼していないことを確認した。 

 

以上より，No.14 同軸ケーブルの UL 垂直燃焼試験では，バーナの炎による燃焼

はシースのみで留まり絶縁体に損傷を及ぼしていないこと,UL 垂直燃焼試験の判

定基準である落下物による下に設置した綿が燃焼していないこと,No.7 低圧ケー

ブルのシース厚さはUL垂直燃焼試験に合格したNo.14同軸ケーブルより厚いこと，

No.7 低圧ケーブルは UL垂直燃焼試験より厳しい条件である ICEA 垂直燃焼試験に

合格していること，を総合的に評価し,No.7 低圧ケーブルは UL 垂直燃焼試験と同

等の自己消火性を有していると判断できる。 
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別紙２（１／３） 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

一部の同軸ケーブルの延焼防止性について 

 

1．はじめに 

重大事故等対処施設に使用している放射線モニタ用ケーブル等は，微弱電

流・微弱パルスを扱うことから，耐ノイズ性を確保するために不燃性（金属）

の電線管に布設するとともに，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを有す

る同軸ケーブルを使用している。このうちの一部のケーブルについては，自己

消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足するが，耐延焼性を確認する IEEE383

垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しない。 

このため，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験を満足しない同軸ケーブルについて

は，他のケーブルからの火災による延焼や他のケーブルへの延焼が発生しない

よう，電線管の両端を耐火性のコーキング材（CP-25WB+）で埋めていることで，

酸素不足による燃焼継続防止を図っている。  

 本資料では，コーキング材（CP-25WB+）の火災防護上の有効性について示す。 

 

2．電線管布設による火災発生防止対策 

2.1.酸素不足による燃焼継続の防止 

 重大事故等対処施設に使用している放射線モニタ用ケーブル等は，耐ノイズ

性を確保するため，ケーブルを電線管内に布設している。電線管内に布設する

ことにより，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しないケーブルが

電線管内で火災になったとしても，電線管の両端を耐火性コーキング材で密閉

することにより，外気から容易に酸素の供給できない閉塞した状態となり，電

線管内の酸素のみでは燃焼が維持できず，ケーブルの延焼は継続できない。 

 ここで，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足していないケーブル

1m あたりを完全燃焼させるために必要な空気量は約 0.13m3であり，この 0.13m3

が存在する電線管長さが約 14m である（別紙３）ことを考慮すると，最大長さ

が約 50m である電線管は，約 3.4m だけ燃焼した後は酸素不足となり，延焼継続

は起こらないと判断される。 

また，プルボックス内の火災についても，プルボックスの材料が鋼製であり，

さらに，耐火性のコーキング材（CP-25WB+）により電線管への延焼防止が図ら

れていることから，ケーブルの延焼はプルボックス内から拡大しないと判断す

る。 
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別紙２（２／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．プルボックスの火災発生防止処理（例） 

 

2.2．コーキング材（CP-25WB+）について 

コーキング材（CP-25WB+）は，火災区域を貫通する電線管のシール材として

火災耐久試験を実施し，3 時間耐火性能が確認されたコーキング材を使用して

いる。 

コーキング材（CP-25WB+）は，常温では硬化しにくく，亀裂等を起こさず，

長時間にわたり適度な軟らかさを維持し，以下の特性を有するものである。 

 

(1) 主成分 

  酢酸ビニル系樹脂，ほう酸亜鉛，ケイ酸ナトリウム 他 

  

(2) シール性 

 コーキング材（CP-25WB+）は，常温で硬化しにくく，長時間にわたり適

度な軟らかさが確保される性質であり，また，火災の影響を受けると加熱

発泡により膨張すること（120℃より膨張開始し，185℃までに体積が 2～4

倍），また，図２．に示すとおり隙間なく施工することから，シール性を有

している。 

なお，電線管内において火災が発生した場合には，電線管内の温度が上

昇するため，電線管内の圧力が電線管外より高くなり，電線管外から燃焼

が継続できる酸素の流入はないと考えられる。 
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別２2（3／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．コーキング材（CP-25WB+）の施工方法 

 

 

(3) 保全 

コーキング材（CP-25WB+）の保全については，コーキング材の耐久性

が製品メーカにおける熱加速試験に基づき，常温 40℃の環境下において

約 28 年以上の耐久性を有することが確認されている（別紙４）こと及び

コーキング材（CP-25WB+）の特性を踏まえ，設備の点検計画を定めてい

る保全計画に定める。 
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別紙３（１／２） 

 

同軸ケーブル燃焼に必要な空気量について 

 

1．同軸ケーブル燃焼評価について 

  同軸ケーブル燃焼評価の例としては，最も保守的な条件についてのみ掲載す

ることとし，他の条件の計算結果については表１．の同軸ケーブル燃焼評価結

果に示す。 

  密閉された電線管内に布設された同軸ケーブルが燃焼する場合，最もケーブ

ルが長く燃焼する条件としては，燃焼に必要な空気量が最も多く存在し，かつ

単位長さあたりの燃焼に必要な空気量が最も少ない組み合わせである。以下，

この組み合わせの燃焼評価を示す。 

 

2．同軸ケーブルにおけるポリエチレン 

 同軸ケーブルの材料のうち燃焼するものはポリエチレンである。また，単位

長さの燃焼に消費する空気量が最も少ないものは，燃焼するポリエチレンの量

が最も少ない同軸ケーブルとなる。 

添付資料２本文の表７のケーブル No.11,12,13 の線種で最もポリエチレンの

量が少ないケーブルは No.12 であり，その含有量は 1m 当たり 9.63g である。 

   絶縁体：（架橋）ポリエチレン 9.63g/m 

    シース：（架橋）ポリエチレン 0.00g/m 

 

3．燃焼に必要な空気量 

ポリエチレンの燃焼を示す以下の式より，エチレン 1mol の燃焼には 3n mol

の酸素が必要である。（分子量：エチレン；28n（n は重合数）），酸素；32） 

 

OH2CO2O3CHCH 22222 nnnn  

 

ポリエチレン1ｇ（1／28n mol）に必要な酸素（3n／28n mol）を含む空気の

体積は，標準状態（0℃，1気圧）での1mol の体積を0.0224㎥ とすると，常温

状態（40℃，1気圧）での体積は0.0257ｍ3となる。 

 

3m0257.04.22
)0273(
)40273(

 

 

1molの体積0.0257ｍ3／molから算出すると，以下より0.0028㎥ である。 
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別紙 3３（２／２） 

3
3

m0028.0
mol
m0257.03mol

28
1 n
n

 

 

空気中の酸素濃度を 21%とすると，ポリエチレン1ｇに必要な空気量は，以下

より0.0133m3となる。 

33 m0133.0
21

100m0028.0  

 

同軸ケーブル1m 当たりのポリエチレンの重量は，9.63ｇであることから，同

軸ケーブル1mの燃焼に必要な空気の体積は，以下より約0.13m3となる。 

3
3

m1277.0g6.9
g

m0133.0  

 

4．0.13m3の空気量を保有する電線管長さ 

 同軸ケーブルを布設している電線管で最も空気量を保有している電線管は，

厚綱電線管G104（内径106.4mm）である。 

内径106.4mmの電線管において，0.13m3の空気を保有する電線管長さは，以下

より約14mとなる。 

m62.14
m

4
104.106

m13.0
m
m

2
23

3

2

3

断面積

空気量l  

 

表１． 同軸ケーブル燃焼評価結果 
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別紙４（１／１） 

 

コーキング材（CP-25WB+）の耐久性について 

 

1．はじめに 

  コーキング材（CP-25WB+）は，火炎に接すると炭化発泡してケーブルの焼細

り空間を塞ぐ効果に加え発泡層の断熱効果，酸素遮断効果により耐火性能を発

揮するものであるが，長期間高温にさらされると劣化する。 

  コーキング材（CP-25WB+）の劣化が進むと，発泡効果が低下し酸素遮断効果

が低下するため，電線管の密閉性が低下し酸素不足による延焼防止効果が期待

出来なくなる。 

このため，熱加速劣化させた供試体を複数製作し，コーキング材（CP-25WB+）

の発泡効果に着目した耐久性を確認した。 

 

2．試験概要 

・供試体を 90℃に加熱した電気炉に入れ，促進劣化させる。所定時間経過後，

電気炉から供試体を取り出し膨張倍率の測定を行う。 

・膨張倍率試験は，供試体を 350℃に加熱した電気炉に入れ，15 分加熱し供

試体を膨張させる。 

・試験後，電気炉から供試体を取り出し，膨張試験前後の体積の比から膨張

倍率を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１． 膨張倍率に着目した加速劣化試験の結果 

 

上記試験について，アレニウス則により寿命評価した結果，コーキング材

（CP-25WB+）の寿命は，常温 40℃で約 28 年以上との結果を得た。 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの 

使用状況について 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 

 

1．不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況 

【６号炉】 

換気空調装置 フィルタ種類 材質 性能 

残留熱除去系ポンプ室空調機 給気フィルタ 不織布 難燃性 

非常用ディーゼル発電機 

電気品区域給気処理装置・ 

非常用給気処理装置 

給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

コントロール建屋計測制御 

電源盤区域給気処理装置 
給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

常用電気品室区域給気処理装置 

（125V 蓄電池 6A 室のみ） 
給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

中央制御室再循環系 
プレフィルタ ガラス繊維 難燃性 

HEPA フィルタ ガラス繊維 難燃性 

 

【７号炉】 

換気空調装置 

フィルタ種類 

（チャコールフィルタ 

以外） 

材質 性能 

残留熱除去系ポンプ室空調機 給気フィルタ 不織布 難燃性 

非常用ディーゼル発電機 

電気品区域給気処理装置・ 

非常用給気処理装置 

給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

コントロール建屋計測制御 

電源盤給気処理装置 
給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

中央制御室再循環系 

給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 

プレフィルタ ガラス繊維 難燃性 

HEPA フィルタ ガラス繊維 難燃性 

 

【３号炉原子炉建屋内緊急時対策所】 

換気空調装置 

フィルタ種類 

（チャコールフィルタ 

以外） 

材質 性能 

非常用ディーゼル発電機 

電気品区域給気処理装置・ 

非常用給気処理装置 

給気フィルタ ガラス繊維 難燃性 
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（参考）【免震重要棟緊急時対策所】 

換気空調装置 

フィルタ種類 

（チャコールフィルタ 

以外） 

材質 性能 

免震重要棟フィルタユニット 
プレフィルタ ガラス繊維 難燃性 

HEPA フィルタ ガラス繊維 難燃性 

 

 

2．JACA No.11A-2003 の試験概要について 

 JACA No.11A-2003 の難燃性確認試験については図１の試験装置を用いて，60

秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし，燃焼速度，残炎・残じん

時間，溶融滴下物による発火の有無，燃焼距離を測定し，難燃性に対する評価

を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：JACA No.11A-2003 試験概要図 



- 41-1-162 - 

 

3．JIS L 1091 の試験概要について 

  JIS L 1091 の難燃性確認試験については図２の試験装置を用いて，120 秒間

供試体を規定の条件の炎にさらし，燃焼面積，残炎・残じん時間，燃焼距離を

測定し，難燃性に対する評価を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：JIS L 1091 試験概要図 
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添付資料４ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

保温材の使用状況について 
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添付資料４ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における保温材の使用状況について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉において，「実用発電用原子炉及びその

附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火災防護に係る審査基準」とい

う。）の要求に基づき，重大事故等対処施設に使用する保温材について，不燃性

材料又は難燃性材料の使用状況を確認した結果を示す。 

 

2．要求事項 

 保温材については，「火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災発生防止」の 2.1.2

に基づき実施することが要求されている。保温材の要求事項を以下に示す。 

 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機

器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代

替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確

保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって、当該構築物、

系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機

器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、

この限りではない。 

 (5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。 

 

（参考） 

 「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上

困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能

を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講

じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機器躯体内部に設置される

電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当該材料が発火した場合に

おいても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合を

いう。 
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3．保温材の不燃性材料使用状況 

 重大事故等対処施設に対する保温材は，「保温設計基準」にて不燃性材料を要

求している。 

 不燃性の保温材は，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められた※１もの，又

は建築基準法の不燃材料認定品とした。 

  

※１：＜平成 12 年建設省告示第 1400 号（不燃材料を定める件）＞ 

   ・建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第九号の規定に基づき，不

燃材料を次のように定める。 

   ・建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 108 条の 2 各号（建築物

の外部の仕上げに用いるものにあっては，同条第一号及び第二号）に掲

げる要件を満たしている建築材料は，次に定めるものとする。 

 

  一  コンクリート 

  二  れんが 

  三  瓦 

  四  陶磁器質タイル 

  五  繊維強化セメント板 

  六  厚さが 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板 

  七  厚さが 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 

  八  鉄鋼 

  九  アルミニウム 

  十  金属板 

  十一 ガラス 

  十二 モルタル 

  十三 しっくい 

  十四 石 

  十五 厚さが 12mm 以上のせっこうボード 

     （ボード用原紙の厚さが 0.6mm 以下のものに限る。） 

  十六 ロックウール 

  十七 グラスウール板 
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添付資料５ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

建屋内装材の不燃性について 
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添付資料５ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における建屋内装材の不燃性について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉において重大事故等対処施設を設置す

る建屋の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。 

 

2．要求事項 

 建屋内装材への不燃性材料の使用は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

火災防護に係る審査基準」（以下，「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 

火災発生防止」の 2.1.2 に基づき実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下の各号に掲げるとおり，不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし，当該構築物，系統及び機器

の材料が，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替

材料」という。）である場合，もしくは，当該構築物，系統及び機器の機能を確保

するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物，系統

及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器にお

いて火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は，この限り

ではない。 

 

 (6) 建屋内装材は，不燃性材料を使用すること。 

 

（参考） 

「当該構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上

困難な場合であって，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能

を有する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための措置が講

じられている場合」とは，ポンプ，弁等の駆動部の潤滑油，機器躯体内部に設置される

電気配線，不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等，当該材料が発火した場合に

おいても，他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合を

いう。 
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3．建屋内装材における国内規制内容 

建物の天井，壁，床に使用される内装材には，出火時の急速な火災拡大を防

止するための防火規制が定められている。 

火災拡大には，天井材及び壁材の寄与が大きく，床材の寄与は小さいことか

ら，国内規制では表１のとおり「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が異

なる。天井材及び壁材については建築基準法により，また，床材については消

防法により規制されている。 

 

表１：規制内容比較 

 

 
建築基準法 

(第 35 条の２) 

消防法 

(第８条の３) 

規制の種類 内装制限 防炎規制 

規制の対象 壁材，天井材 
床材 

(じゅうたん等) 

規制適合品の分類 

不燃材料 

準不燃材料 

難燃材料 

防炎物品 

認定(確認)の方法 
試験による大臣認定 

仕様規定 
試験による認定 

 

 

4．建屋内装材の不燃性について 

 「3. 建屋内装材における国内規制内容」を踏まえ，建築基準法における不燃

材料，準不燃材料及び消防法における防炎物品として防火性能を確認できた材

料を「不燃性材料」とする。 

なお，耐放射線性等の機能要求があり，代替材料の使用が技術上困難な場合

で，不燃材料の表面に塗布されたコーティング剤については，不燃性材料の適

用外とする。（審査基準 2.1.2（参考）を参照） 

以上より，内装材の不燃性を図１のフローに基づき確認する。 
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国内規制 

認定品※1 

 

 

 機能要求 

かつ 

不燃基材※2 

 

 

   ﾙｰﾄⅠ        ﾙｰﾄⅡ         ﾙｰﾄⅢ         

         

不燃材料      不燃材料表面の      その他材料 

     コーティング剤       

        （不燃性材料同等） 

                                     

剥ぎ取り，取替 

 

図１：内装材の不燃性判定フロー 

 

 

5．内装材の認定，仕様規定の確認（ルートⅠ） 

設計図書及び現地確認により，内装材における防火規制上の認定及び仕様規

定への適合を確認した。 

なお，中央制御室の床のタイルカーペット，免震重要棟の床の塩ビタイルは，

消防法施行規則第四条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の防炎性能

試験を実施し，性能を満足したものであり国が登録したものを使用している。 

 

 

6．不燃基材の仕様確認（ルートⅡ） 

  管理区域の床，ケーブル処理室・計算機用無停電電源室の床，原子炉格納容

器内の床，壁のコーティング剤については，旧建設省告示第 1231 号第２試験

又は ASTM E84 に基づく難燃性が確認された塗料であること，不燃性材料であ

るコンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広

がらないこと，原子炉格納容器内を含む建屋内に設置する安全機能を有するに

機器等は不燃性又は難燃性の材料を使用し周辺には可燃物がないことから，審

査基準 2.1.2（参考）の「不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等，当

該材料が発火した場合においても，他の構築物，系統又は機器において火災を

非該当 

該当 

非該当 

該当 

※1:建築基準法上及び消防法上の認定品 

  （建築基準法上の仕様規定品含む） 

※2:不燃材料表面に塗布されたコーティング剤 
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生じさせるおそれが小さい」とされていることより，不燃性材料と同等である。 

 

7．内装材の不燃性判定結果 

 「5.内装材の認定，仕様規定の確認」，「6.不燃基材の仕様確認」より，免震

重要棟の一部を除き，建屋内装材は不燃性材料であることを確認した。（表２） 

 

表２：内装材使用状況一覧 

 

号炉 建屋 室名 部位 内装仕様 

6/7 
コントロール

建屋 

中央制御室 

壁 石綿ケイ酸カルシウム板 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 タイルカーペット 

中央制御室見学者 

ギャラリー室 

壁 コンクリート＋塗装仕上 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 コンクリート＋塗装仕上 

クリーンアクセス 

通路 

壁 コンクリート＋塗装仕上 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 コンクリート＋塗装仕上 

共用 

３号炉 

原子炉建屋内 

緊急時対策所 

中央制御室 

壁 コンクリート塗装仕上げ 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 タイルカーペット 

プロセス計算機室 

壁 コンクリート塗装仕上げ 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 タイルカーペット 

クリーンアクセス

通路 

壁 コンクリート塗装仕上げ 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 塩ビタイル（防炎仕様） 

(参考) 
免震重要棟内 

緊急時対策所 

緊急時対策本部 

壁 石膏ボード 

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 塩ビタイル（防炎仕様） 

電源室 

壁 強化石膏ボード 

天井 グラスウールボード 

床 コンクリート 

上記以外 

壁 石膏ボード  

天井 岩綿吸音板（ロックウール） 

床 

塩ビタイル（防炎仕様） 

一部長尺塩ビシート等の非

防炎仕様 
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添付資料６ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について 
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添付資料６ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

中央制御室・緊急時対策所の排煙設備について 

 

1．はじめに 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火災

防護に係る審査基準」という。）では，中央制御室，及び緊急時対策所のような運

転員が常駐するエリアには，火災発生時の煙を排気するため排煙設備を設置するこ

とが要求されていることから，重大事故等対処施設である６号及び７号炉中央制御

室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所に以下のとおり排煙設備を配備する。 

 

2．要求事項 

 火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」の 2.2.1 では，火災時に煙

の充満等により消火活動が困難なところには，自動消火設備又は手動操作による固

定式消火設備の設置が要求されている。一方，重大事故等対処施設である６号及び

７号炉中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所については，通常運転員や職

員が駐在しており，火災時に煙が充満しなければ迅速に消火活動が可能であること

から，排煙設備を設置する。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、

系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であるこ

と。 

(2) 消火設備 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するた 73めの安全機能を有する構築物、

系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線

の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消

火設備を設置すること。 
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3．排煙設備 

  ６号及び７号炉中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の煙を排気するた

め，消防法施行令等に準じて排煙設備を配備する。以下に排煙設備の仕様を示す。 

   

3．1 ６号炉及び７号炉中央制御室 

(1) 排煙容量 

   中央制御室の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六条の三」に準じて，

以下の排煙容量とする。 

  排煙容量：950m3/min 

中央制御室床面積：430.5m2（防煙区画のうち床面積最大部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 排煙設備の使用材料 

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙の排気も考慮して以

下の材料を使用する。 

 ・排煙機：鋼製 

 ・ダクト：亜鉛鉄板 

 

 (3) 起動装置 

 排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するため，排煙設備近傍に

手動起動装置を設置する。 

 

 (4) 電源 

 排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源より供給する。 

 

 

建築基準法における排煙容量の算出 

 中央制御室防煙区画数：13 区画 

 最大区画床面積   ：430.5m2 

 

排煙量：最大区画床面積×2m3＝430.5×2＝861m3/min 

     

【建築基準法の要求排煙容量】 

 120m3/min 以上で，かつ，防煙区画部分の床面積 1m2につき 1m3（2 以上の防煙

区画部分に関わる排煙機にあっては，当該防煙区画部分のうち床面積の最大のも

のの床面積 1m2につき 2m3） 
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3．2 ３号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

(1) 排煙容量 

   ３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十

六条の三」に準じて，以下の排煙容量とする。 

  排煙容量：775m3/min 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所床面積：362.6m2（防煙区画のうち床面積最大 

部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 排煙設備の使用材料 

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙の排気も考慮して以

下の材料を使用する。 

 ・排煙機：鋼製 

 ・ダクト：亜鉛鉄板 

 

 (3) 起動装置 

 排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するため，排煙設備近傍に

手動起動装置を設置する。 

 

 (4) 電源 

 排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源より供給する。 

 

建築基準法における排煙容量の算出 

 ３号炉原子炉建屋内緊急時対策所防煙区画数 ：10 区画 

 最大区画床面積 ：362.6m2 

 

排煙量：最大区画床面積×2m3＝362.6×2＝725.2m3/min 

     

【建築基準法の要求排煙容量】 

 120m3/min 以上で，かつ，防煙区画部分の床面積 1m2につき 1m3（2 以上の防煙

区画部分に関わる排煙機にあっては，当該防煙区画部分のうち床面積の最大のも

のの床面積 1m2につき 2m3） 
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（参考）免震重要棟内緊急時対策所 

(1) 排煙容量 

   免震重要棟内緊急時対策所の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六条の

三」に準じて，以下の排煙容量とする。 

  排煙容量：683m3/min 

待合室(WBC 室)床面積：303.08m2（防煙区画のうち床面積最大部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 排煙設備の使用材料 

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙の排気も考慮して以

下の材料を使用する。 

 ・排煙機：鋼製 

 ・ダクト：亜鉛鉄板 

 

 (3) 起動装置 

 排煙設備の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するため，排煙設備近傍に

手動起動装置を設置する。 

 

 (4) 電源 

 排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源より供給する。 

 

建築基準法における排煙容量の算出 

 免震重要棟緊急時対策所防煙区画数 ：11 区画 

 最大区画床面積 ：303.08m2 

 

排煙量：最大区画床面積×2m3＝303.08×2＝606.16m3/min 

     

【建築基準法の要求排煙容量】 

 120m3/min 以上で，かつ，防煙区画部分の床面積 1m2につき 1m3（2 以上の防煙

区画部分に関わる排煙機にあっては，当該防煙区画部分のうち床面積の最大のも

のの床面積 1m2につき 2m3） 
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添付資料７ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

消火用非常照明器具の配置図 
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添付資料７ 
 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

消火用非常照明器具の配置図 

 

1．概 要 

 建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移 

動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間に加え，消火継続時 

間20 分を考慮して，１時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具（以下， 

「蓄電池内蔵型照明」という。）を設置する。 

なお，火災以外の非常時も考慮し12 時間点灯できる容量の蓄電池内蔵型照 

明としている。 

蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。 
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蓄電池内蔵型照明 仕様 

 

出力電圧 DC12V （内蔵電池の端子電圧による） 

出力電流 DC5A  （保護回路の値による） 

保護回路 NFB（5A）にて保護 

内蔵電池 小型制御弁式鉛蓄電池 PWL12V24（消防法蓄電池設備型式認定品） 

非常照明動作時間 付属 LED 照明を 12 時間以上点灯可能 

付属 LED 照明仕様 LED 消費電力：15W，LED 輝度：1150lm 

入力電圧 AC100V±10V 

内蔵電池充電方式 定電圧一定電流充電式 

充電電圧 DC13.3V±2％ 

充電電流 DC4.0A±0.5A 
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参考資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 

重大事故等対処施設における潤滑油及び燃料油の 

引火点，室内温度及び機器運転時の温度について 
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参考資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における潤滑油及び燃料油の 

引火点，室内温度及び機器運転時の温度について 

 

1．はじめに 

 重大事故等対処施設を設置する火災区域にある油内包設備に使用している潤

滑油及び燃料油は，その引火点が油内包機器を設置する室内よりも高く，機器

運転時の温度よりも高いため，可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認

した。 

 

2．潤滑油及び燃料油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度 

2.1．常設代替交流電源設備 

2.1.1．潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度 

油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 270℃であり，各場所の室内

温度（外気温 40℃における運転中の局所的最高温度：約 70℃）及び機器運転時

の潤滑油温度（運転時の最高使用温度：約 165℃）に対し大きいことを確認し

た。 

表１に，主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点，室内温度及

び機器運転時の温度を示す。 

 

表１：主要な潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度 

 

潤滑油品種 潤滑油内包機器 
引火点 

［℃］ 

室内温度 

［℃］ 

機器運転時の 

潤滑油温度 

［℃］ 

ガスタービン潤滑油 常設代替交流電源設備 270 70（※） 165 

※：局所的最高温度 
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2.1.2．燃料油の引火点及び室内温度 

  運転中はパッケージ換気ファンによりガスタービンを冷却しているため，外

気温 40℃の時，換気出口では空気温度が 70℃近くになるが，ガスタービンの

燃料供給部分付近の空気は，エンジンの放熱量と換気流量のバランスより，軽

油の引火点 45℃以下となる 

また，燃料供給部分付近の温度が軽油の引火点を超えたとしても，火災区域

内は，大量の空気により換気されているため可燃濃度に達しない。 

 

 

（参考）免震重要棟自家発電設備 

（１）潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度 

油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 240℃であり，各場所の室内

温度（空調設計上の上限値である室内設計温度：約 30℃）及び機器運転時の潤

滑油温度（運転時の最高使用温度：約 75℃）に対し大きいことを確認した。 

 

表２に，主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点，室内温度及

び機器運転時の温度を示す。 

 

表２：主要な潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度 

 

潤滑油品種 潤滑油内包機器 
引火点 

［℃］ 

室内温度 

［℃］ 

機器運転時の 

潤滑油温度 

［℃］ 

タービン 32 免震重要棟自家発電設備 240 30 75 

※：局所的最高温度 

 

（２）免震重要棟自家発電設備における燃料油の引火点及び室内温度 

  使用する燃料油である軽油の引火点は約 45℃であり，通常運転時の発電機室

の室内設計温度である 30℃に対し大きいことを確認した。なお，設計温度近く

まで温度上昇した際には，非常用空調の予備機が起動し，45℃を超えないよう

設計されている。 
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火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について 

 

1．概 要 

 重大事故等対処施設は，一部，設計基準対象施設でもある施設があることか

ら，本資料では，火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を，「実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下，

「設置許可基準規則」という。）第八条及び「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火災防護に係る審査基準」という。）に

基づき実施する施設と，設置許可基準規則第四十一条に基づき実施する施設に

分類する。 

設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す 

 

 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、

火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感

知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するも

のに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。 

 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合

においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければな

らない。 

 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を

損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消

火設備を有するものでなければならない。 

 

 

 

41-2 
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2．火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設 

 火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設として，常設重大事故防止

設備，常設重大事故緩和設備及び当該設備に使用しているケーブルを火災防護

対象とする。重大事故等対処施設のうち一部の施設については，設計基準対象

施設として火災防護に係る審査基準上の火災防護対象となる施設でもある。 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設として火災防護に係る審査基

準上の火災防護対象となる施設は，審査基準に基づき火災による損傷の防止を

行っていることから，ここでは，設置許可基準規則第四十一条に基づき火災に

よる損傷の防止を行う重大事故等対処施設（施設に使用しているケーブルを含

む）と，火災防護に係る審査基準に基づき火災による損傷の防止を行う施設を

分類する。 

 

2.1．重大事故等対処施設 

火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設を添付資料１に示す。重大

事故等対処施設のうち，金属製の接続口，配管等やコンクリート製の構造物等

は熱影響の小さい不燃性材料で構成されている。これらの不燃材で構成された

機器については添付資料１に示すとおり，構成材の特性や火災による機能への

影響等を踏まえた上で，火災防護対象機器への抽出を判断する。ただし，金属

製の配管等においても一部で内部の液体の漏えいを防止するため不燃性でない

パッキン類が装着されている。パッキン類についてはフランジ取付状態を模擬

した耐火試験において接液したシート面に大幅な温度上昇が生じず，機能に影

響しないことを確認している。（８条-別添 1-資料 1-参考 5）なお，添付資料１

に示す火災防護対象機器等は，補足説明資料の「共-1 重大事故等対処設備の設

備分離及び選定について」より抽出しており，重大事故等対処設備の主要設備

及び一部の付帯設備を記載しているが，これら以外の付帯設備も火災防護対象

とする。 

今後重大事故等対処施設の対象が追加となった場合は，他の重大事故等対処

施設と同様の火災防護対策を実施することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設でもあり， 

火災防護に係る審査基準上の 

火災防護対象でもある施設 

設置許可基準規則第四十一条のみで

火災の損傷の防止を行う重大事故等

対処施設 

重大事故等対処施設 

火災防護に係る審査

基準に基づき火災の

損傷を防止する施設 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設一覧表 
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添付資料１ 
柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉  
重大事故等対処設備一覧表（建屋内及び建屋外） 
 

表：常設重大事故防止設備（１／１０） 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

代替制御棒挿入機能 
ATWS 緩和設備 
（代替制御棒挿入機能） 

44 要  

代替冷却材再循環ポンプ・ 
トリップ機能 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環

ポンプ・トリップ機能） 
44 要  

ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 
44,45,51,

56 
否 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災によ

って影響を受けない。またパッキ

ン部からの漏えいも生じない 

ほう酸水注入系ポンプ 
44,45,51 

要  

ほう酸水注入系・高圧炉心注水系 

配管・弁・スパージャ［流路］ 
要  

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポンプ 

45 

要  

高圧代替注水系（蒸気系）・ 
主蒸気系・原子炉隔離時冷却系（蒸

気系） 配管・弁 
要  

高圧代替注水系（注水系）・復水補

給水系・高圧炉心注水系（７号炉

は残留熱除去系を含む）給水系 

配管・弁・スパージャ［流路］ 

要  

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 要 ※ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）・ 
主蒸気系 配管・弁 

要 ※ 

原子炉隔離時冷却系（注水系）・ 

復水補給水系・高圧炉心注水系・

給水系 配管・弁・ストレーナ・

スパージャ[流路] 

要 ※ 

高圧炉心注水系 

高圧炉心注水系ポンプ 要 ※ 

高圧炉心注水系・復水補給水系 

配管・弁・ストレーナ・スパージ

ャ[流路] 

要 ※ 

逃がし安全弁 

逃がし安全弁[操作対象弁] 

46 

要  

逃がし弁機能用アキュムレータ 要  

自動減圧機能用アキュムレータ 要  

主蒸気配管・クエンチャ[流路] 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（２／１０） 

 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

代替自動減圧機能 
※自動減圧機能付き逃がし

安全弁のみ 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 

46 

要  

自動減圧系の起動阻止スイッチ 要  

逃がし安全弁機能回復（可搬

型直流電源供給） 
AM 用切替装置（SRV） 要 

 
 

逃がし安全弁機能回復 

（代替窒素供給） 

逃がし弁機能用アキュムレータ 要  

自動減圧機能用アキュムレータ 要  

高圧窒素ガス供給系配管・弁［流

路］ 
要  

低圧代替注水系（常設） 

復水移送ポンプ 

47,51 

要  

復水補給水系・残留熱除去系・ 

給水系・高圧炉心注水系 配管・

弁・スパージャ［流路］ 

要  

原子炉圧力容器［注入先］ 
44,45,47,

51 
否 

不燃材で構成されているため，火災
によって影響を受けない 

低圧代替注水系（可搬型） 

復水補給水系・残留熱除去系・給

水系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

47,51 要  

原子炉圧力容器［注入先］ 
44,45,47,

51 
否 

不燃材で構成されているため，火災
によって影響を受けない 

低圧注水系 

残留熱除去系（低圧注水モード）

ポンプ 

47 

要 ※ 

残留熱除去系・給水系 配管・弁・

ストレーナ・スパージャ[流路] 
要 ※ 

原子炉圧力容器[注入先]  否 
不燃材で構成されているため，火災
によって影響を受けない 

原子炉停止時冷却系 

原子炉圧力容器[注入先] 否 
不燃材で構成されているため，火災

によって影響を受けない 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）ポンプ 
要 ※ 

原子炉圧力容器［水源］ 否 
※不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない 

残留熱除去系・給水系 配管・弁・

熱交換器・スパージャ［流路］ 
要 ※ 

非常用取水設備 

海水貯留堰 
47,48,49,

50,54,56 

否 
不燃材で構成されているため，火災

によって影響を受けない 

スクリーン室 否 
不燃材で構成されているため，火災

によって影響を受けない 

取水路 否 
不燃材で構成されているため，火災

によって影響を受けない 

補機冷却用海水取水路 47,48,49,

54 

否 
※不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

補機冷却用海水取水槽 否 
※不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（３／１０） 

 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

代替原子炉補機冷却系 

※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

サージタンク，残留熱除去系  

熱交換器［流路］ 48，50 
要  

S/P への蓄熱補助 真空破壊弁（S/C→D/W） 否 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない 

耐圧強化ベント系（W/W） 

耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁 

48，50 

要  

遠隔手動弁操作設備 否 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であって

も消火後に操作が可能である 

原子炉格納容器［ベント元］ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

不活性ガス系・非常用ガス処理系 

配管・弁［流路］ 
要  

耐圧強化ベント系（D/W） 

耐圧強化ベント系（D/W）配管・弁 要  

遠隔手動弁操作設備 否 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であって

も消火後に操作が可能である 

原子炉格納容器［ベント元］ 否 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない 

不活性ガス系・非常用ガス処理系 

配管・弁［流路］ 
要  
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表：常設重大事故防止設備（４／１０） 

 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

格納容器圧力逃がし装置 

フィルタ装置 

48，50 

否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

よう素フィルタ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

フィルタ装置出口放射線モニタ 要  

ドレンポンプ設備 要  

ドレンタンク 否 

不燃材で構成されており，屋外設

備かつ近傍の可燃物は電線管で

あるため熱影響は非常に小さい

こと，また使用中は液体が内包さ

れ過度な温度・圧力の上昇は生じ

ないことから火災によって影響

を受けない 

遠隔手動弁操作設備 否 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であっ

ても消火後に操作が可能である 

フィルタベント遮蔽壁 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

配管遮蔽 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉格納容器［ベント元］ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

格納容器圧力逃がし装置・ 

不活性ガス系・耐圧強化ベント系 

配管・弁［流路］ 

要  

代替格納容器圧力 

逃がし装置 

フィルタ装置 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

よう素フィルタ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

代替格納容器 

圧力逃がし装置室空調 
要  

フィルタ装置出口放射線モニタ 要  

ドレンポンプ設備 要  

ドレンタンク 否 

不燃材で構成されており，屋外設

備かつ近傍の可燃物は電線管で

あるため熱影響は非常に小さい

こと，また使用中は液体が内包さ

れ過度な温度・圧力の上昇は生じ

ないことから火災によって影響

を受けない 

遠隔手動弁操作設備 否 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であっ

ても消火後に操作が可能である 

原子炉格納容器［ベント元］ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

代替格納容器圧力逃がし装置 

配管・弁［流路］ 
要  
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表：常設重大事故防止設備（５／１０） 

 
常設重大事故防止設備 

関連条文 対策 
備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

原子炉補機冷却系 

※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系  

中間ループ循環ポンプ 

48,54 

要 ※ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

海水ストレーナ［流路］ 
要 ※ 

原子炉補機冷却系  

サージタンク［流路］ 
否 

※ 
不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

原子炉補機冷却系 熱交換器 否 

※ 
不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

原子炉補機冷却系 海水ポンプ 要 ※ 

代替格納容器スプレイ 
冷却系 

復水移送ポンプ 

49 

要  

復水補給水系・残留熱除去系・高圧

炉心注水系 配管・弁・スプレイヘ

ッダ［流路］ 
要  

原子炉格納容器［注入先］ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（６／１０） 

 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

格納容器スプレイ冷却系 

残留熱除去系（格納容器スプレイ
冷却モード）ポンプ 

49 

要 ※ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ
ーナ・熱交換器・スプレイヘッダ
［流路］ 

要 ※ 

原子炉格納容器［注入先］ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

サプレッション・チェンバ・

プール水冷却系 

残留熱除去系 
（サプレッション・チェンバ・プ
ール水冷却モード）ポンプ 

要 ※ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ
ーナ・熱交換器［流路］ 

要 ※ 

原子炉格納容器［注入先］ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

燃料プール代替注水系 

（可搬型） 

燃料プール代替注水系（常設） 
配管・弁[流路] 

54 

否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

常設スプレイヘッダ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

使用済燃料プール（サイフォン防
止機能含む）[注入先] 

否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

燃料プール冷却浄化系 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 要  

使用済燃料プール[水源][注入先] 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

燃料プール冷却浄化系 熱交換器 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

燃料プール冷却浄化系 配管・
弁・スキマサージタンク・ディフ
ューザ 

否 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

また，電動弁については，火災に

よって遠隔操作機能が喪失した

場合においても，使用済み燃料プ

ールの水位低下には時間的余裕

があることから，手動操作等によ

り機能を復旧することが可能で

ある 

使用済燃料プールの 

監視設備 

使用済燃料貯蔵プール水位（ＳＡ） 
使用済燃料貯蔵プール水位（ＳＡ
広域） 

要  

使用済燃料貯蔵プール温度（ＳＡ） 
使用済燃料貯蔵プール温度 
（ＳＡ広域） 

要  

使用済燃料貯蔵プール放射線 
モニタ（高レンジ・低レンジ） 

要  

水源の確保 

※水源としては海水も 

使用可能 

復水貯蔵槽 
45,47, 

49,56 
否 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：常設重大事故防止設備（７／１０） 

 

常設重大事故防止設備  

関連条文 対策 
備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

水の移送手段 
CSP 外部補給配管・弁[流路] 

56 
否 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

海水取水箇所（取水路） 否 不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機 

（第一ガスタービン発電機） 

57 

要  

ガスタービン発電機用燃料タンク 

（第一ガスタービン発電機用燃料

タンク） 

要  

ガスタービン発電機用燃料移送 

ポンプ（第一ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプ） 

要  

ガスタービン発電機用燃料移送系

配管・弁[流路] 
（第一ガスタービン発電機用燃料

移送系配管・弁） 

要  

ガスタービン発電機 

（第二ガスタービン発電機） 
要  

ガスタービン発電機用燃料タンク 

（第二ガスタービン発電機用燃料

タンク） 

要  

ガスタービン発電機用燃料移送 

ポンプ（第二ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプ） 

要  

ガスタービン発電機用燃料移送系

配管・弁[流路] 
（第二ガスタービン発電機用燃料

移送系配管・弁） 

要  

非常用交流電源設備 
非常用ディーゼル発電機 要 ※ 

非常用高圧母線 E系 要 ※ 

所内蓄電式直流電源設備 

蓄電池 A 要  

蓄電池 A-2 要  

AM 用直流 125V 蓄電池 要  

非常用直流電源設備 
蓄電池 B 要 ※ 

蓄電池 C 要 ※ 

可搬型直流電源設備 AM 用直流 125V 充電器 要  
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表：常設重大事故防止設備（８／１０） 

 

常設重大事故防止設備  

関連条文 対策 
備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

代替所内電気設備 

緊急用高圧母線,緊急用断路器,緊

急用電源切替箱断路器,緊急用電源

切替箱接続装置,AM 用動力変圧

器,AM用MCC,AM用切替盤,AM用操作

盤 

57 

要  

非常用高圧母線 C系 要  

非常用高圧母線 D系 要  

号炉間電力融通電気設備 号炉間電力融通ケーブル 要  

燃料補給設備 

軽油タンク 要  

燃料ディタンク 要 ※ 

燃料移送ポンプ 要 ※ 

非常用ディーゼル発電機用燃料移

送系配管・弁[流路] 
否 

※不燃材で構成されているため，

火災によって影響を受けない 

原子炉圧力容器内の温度 残留熱除去系熱交換器入口温度 

58 

要 ※ 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 
要  

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位 

原子炉水位（SA） 
要  

原子炉圧力容器への注水量 

原子炉隔離時冷却系系統流量 要 ※ 

高圧炉心注水系系統流量 要 ※ 

残留熱除去系系統流量 要 ※ 

高圧代替注水系系統流量 要  

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 
要  

原子炉格納容器への注水量 
復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
要  

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル雰囲気温度 要  

サプレッション・チェンバ 

気体温度 
要  

サプレッション・チェンバ・プール

水温度 
要  

原子炉格納容器内の圧力 
格納容器内圧力（D/W） 要  

格納容器内圧力（S/C） 要  

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション･チェンバ･プール

水位 
要  

原子炉格納容器内の 

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル 

（D/W） 
要  

格納容器内雰囲気放射線 

レベル（S/C） 
要  

未臨界の監視 
起動領域モニタ 要  

平均出力領域モニタ 要  
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表：常設重大事故防止設備（９／１０） 

 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

最終ヒートシンクによる 

冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ･プール

水温度 

58 

要  

復水補給水系温度 

（代替循環冷却） 
要  

復水補給水系流量 

（原子圧力容器） 
要  

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
要  

フィルタ装置水位 要  

フィルタ装置入口圧力 要  

フィルタ装置出口放射線モニタ 要  

フィルタ装置水素濃度 要  

フィルタ装置金属フィルタ差圧 要  

フィルタ装置スクラバ水 pH 要  

原子炉補機冷却水系系統流量 要 ※ 

残留熱除去系熱交換器 

入口冷却水流量 
要 ※ 

残留熱除去系熱交換器入口温度 要 ※ 

残留熱除去系熱交換器出口温度 要 ※ 

残留熱除去系系統流量 要 ※ 

格納容器バイパスの監視 

原子炉水位 

原子炉水位（SA） 
要  

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 
要  

ドライウェル雰囲気温度 要  

格納容器内圧力（D/W） 要  

水源の確認 

復水貯蔵槽水位（SA） 要  

サプレッション・チェンバ・プール

水位 
要  

使用済燃料プールの 

監視 

使用済燃料プール水位・温度(SA) 要  

使用済燃料プール水位・温度 

(SA 広域) 
要  

使用済燃料貯蔵プール放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 
要  

居住性の確保 

中央制御室遮蔽 

59 

否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

中央制御室換気空調系 

給排気隔離弁 
要  
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表：常設重大事故防止設備（１０／１０） 

 

常設重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

居住性の確保（３号炉原子炉

建屋内緊急時対策所） 

３号炉原子炉建屋内 

緊急時対策所遮蔽 

61 

否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けな 

３号炉原子炉建屋内 

緊急時対策所給排気隔離ダンパ 否 

当該ダンパの電動機部分が火災影
響を受け機能喪失した場合は，手
動操作により開閉が可能であるた
め，機能に影響を及ぼすものでは
ない。 

通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 
無線連絡設備（常設） 要  

電源の確保（３号炉原子炉建

屋内緊急時対策所） 

３号炉原子炉建屋内 
緊急時対策所用電源車 

要  

負荷変圧器 要  

交流分電盤 要  

居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所） 

免震重要棟内緊急時対策所遮蔽 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

免震重要棟内緊急時対策所 
給排気隔離ダンパ 

要  

通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所） 
無線連絡設備（常設） 要  

電源の確保（免震重要棟内緊

急時対策所） 

免震重要棟内緊急時対策所用 
ガスタービン発電機 

要  

免震重要棟内緊急時対策所用 
ガスタービン発電機用 
地下貯油タンク 

要  

免震重要棟内緊急時対策所用 
ガスタービン発電機用 
燃料移送ポンプ 

要  

免震重要棟内緊急時対策所用 
ガスタービン発電機用受電盤 

要  

発電所内の通信連絡 無線連絡設備（常設） 62 要  
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表：可搬型重大事故防止設備（１／２） 

可搬型重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

逃がし安全弁機能回復 
（可搬型直流電源供給） 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

46 

要  

逃がし安全弁機能回復 

（代替窒素供給） 
高圧窒素ガスボンベ 要  

低圧代替注水系（可搬型） 
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

47 
要  

ホース[流路] 要  

代替原子炉補機冷却系 

※水源は海水を使用 

熱交換器ユニット 

48 

要  

代替原子炉補機冷却海水ポンプ 要  

代替原子炉補機冷却海水ストレー

ナ 
否 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ホース[流路] 要  

代替循環冷却系 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 50 要  

燃料プール代替注水系 

（可搬型） 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

54 

要  

ホース[流路] 要  

可搬型スプレイヘッダ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

水の移送手段 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

56 

要  

ホース[流路] 要  

淡水貯水池から防火水槽への 

移送ホース 
要  

海水取水ポンプ 要  

海水ホース[流路] 要  

可搬型代替交流電源設備 
電源車 48,54,56

,57 

要  

移動式変圧器 要  

可搬型直流電源設備 可搬型代替交流電源設備（電源車） 
45,46, 

54,57 
要  

号炉間電力融通電気設備 号炉間電力融通ケーブル 

57 

要  

燃料設備 
タンクローリー（4kL） 要  

タンクローリー（16kL） 要  

居住性の確保 

中央制御室可搬型陽圧化空調機 

フィルタユニット 
59 

要  

中央制御室可搬型陽圧化空調機 

ブロワユニット 
要  
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表：可搬型重大事故防止設備（２／２） 

可搬型重大事故防止設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

居住性の確保（３号炉原子炉

建屋内緊急時対策所） 
３号炉原子炉建屋内 
緊急時対策所可搬型陽圧化空調機 

61 

要  

通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 
無線連絡設備（可搬型） 要  

居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所） 
免震重要棟内緊急時対策所 
可搬型陽圧化空調機 

要  

通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所） 
無線連絡設備（可搬型） 要  

発電所内の通信連絡 
携帯型音声呼出電話設備 

62 
要  

無線連絡設備（可搬型） 要  
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表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（１／４） 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

格納容器圧力逃がし装置 

フィルタ装置水位 

48,50,52 

要  

フィルタ装置入口圧力 要  

フィルタ装置金属フィルタ差圧 要  

フィルタ装置水素濃度 要  

フィルタ装置スクラバ水 pH 要  

ラプチャーディスク 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

代替格納容器圧力 
逃がし装置 

フィルタ装置水位 

48,50,52 

要  

フィルタ装置入口圧力 要  

薬液タンク 否 

不燃材で構成されており，液体内

包であることから過度な温度・圧

力の上昇は生じないため火災に

よって影響を受けない。またパッ

キン部からの漏えいも生じない 

ラプチャーディスク 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

フィルタ装置水素濃度 要  

フィルタ装置金属フィルタ差圧 要  

フィルタ装置スクラバ水 pH 要  

代替循環冷却系 

復水移送ポンプ 

50 

要  

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 
サージタンク，残留熱除去系  
熱交換器［流路］ 

要  

代替循環冷却系 配管・弁［流路］ 要  

残留熱除去系・高圧炉心注水系・

復水補給水系・給水系・格納容器

下部注水系 配管・弁・ストレー

ナ・スパージャ・スプレイヘッダ

［流路］ 

要  

原子炉圧力容器［注入先］ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

原子炉格納容器［注入先］ 50,51 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

S/P への畜熱補助 真空破壊弁（S/C→D/W） 50 要  
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表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（２／４） 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

格納容器下部注水系 

（常設） 

復水移送ポンプ 

51 

要  

復水補給水系・格納容器下部 

注水系・高圧炉心注水系 配管・

弁［流路］ 

要 
 

 

格納容器下部注水系 

（可搬型） 

復水補給水系・格納容器下部 

注水系 配管・弁［流路］ 
要  

格納容器内の水素濃度 

監視設備 

格納容器内水素濃度（SA） 

52 

要  

格納容器内水素濃度 要  

格納容器内酸素濃度 要  

耐圧強化ベント系（W/W） 

（代替循環冷却実施時の格

納容器内の可燃性ガスの排

出） 

耐圧強化ベント系（W/W） 要  

遠隔手動弁操作設備 否 

不燃材で構成されており，火災に

よって影響を受けない。また、周

囲で火災が発生した場合であっ

ても消火後に操作が可能である 

原子炉格納容器［ベント元］ 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

不活性ガス系・非常用ガス処理系 

配管・弁［流路］ 
要  

耐圧強化ベント系 
耐圧強化ベント系放射線モニタ 要  

フィルタ装置水素濃度 要  

静的触媒式水素再結合器 

静的触媒式水素再結合器 

53 

要  

静的触媒式水素再結合器 

動作監視装置 
要  

原子炉建屋水素濃度 要  

使用済燃料プールの 

監視設備 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

（使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ用空冷装置含む） 

54,58 要  

水源の確保 

※水源としては海水も 

使用可能 

サプレッション・チェンバ 56 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

防火水槽 

[常設重大事故等対処設備ではな

く代替淡水源（措置）であるが、

本条文において必要なため記載] 
50,56 

否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

淡水貯水池 

[常設重大事故等対処設備ではな

く代替淡水源（措置）であるが、

本条文において必要なため記載] 

否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 
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表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（３／４） 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 

58 

要  

原子炉格納容器内の水位 格納容器下部水位 要  

原子炉格納容器内の 

水素濃度 

格納容器内水素濃度（SA） 要  

格納容器内水素濃度 要  

原子炉格納容器内の 

酸素濃度 
格納容器内酸素濃度 要  

原子炉建屋内の水素濃度 原子炉建屋水素濃度 要  

最終ヒートシンクによる 

冷却状態の確認 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 要  

フィルタ装置水素濃度 要  

発電所内の通信連絡 

必要な情報を把握できる設備（安

全 パ ラ メ ー タ 表 示 シ ス テ ム

（SPDS）） 

要  

居住性の確保 

中央制御室 

59 

要  

中央制御室待避室 要  

中央制御室待避室遮蔽 否 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

中央制御室待避室空気ボンベ 

陽圧化装置(配管・弁) 
否 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

無線連絡設備（常設）（待避室） 要  

衛星電話機（常設）（待避室） 要  

データ表示装置（待避室） 要  

電源の確保 モニタリング・ポスト用発電機 60 要  
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表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（４／４） 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

居住性の確保（３号炉原子炉

建屋緊急時対策所） 

緊急時対策所（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 

61 

要  

3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（待避室）遮蔽 
否 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

必要な情報の把握（３号炉 

原子炉建屋内緊急時対策所） 

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

要  

通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 

衛星電話設備（常設） 要  

総合原子力防災ネットワークを 

用いた通信連絡設備 
要  

データ伝送設備 要  

居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所） 

緊急時対策所 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
要  

免震重要棟内緊急時対策所 

（待避室）遮蔽 
否 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

地震観測装置 要  

必要な情報の把握（免震重要

棟内緊急時対策所） 

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

要  

通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所） 

衛星電話設備（常設） 要  

総合原子力防災ネットワークを 

用いた通信連絡設備 
要  

データ伝送設備 要  

発電所内の通信連絡 

衛星電話設備（常設） 

62 

要  

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

要  

発電所外の通信連絡 

衛星電話設備（常設） 要  

総合原子力防災ネットワークを 
用いた通信連絡設備 

要  

データ伝送装置 要  
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表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（１／２） 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

アクセスルート確保 ホイールローダ 43 要  

格納容器圧力逃がし装置 
スクラバ水 pH 制御設備 

48,50,52 

要  

可搬型窒素供給装置 要  

代替格納容器 

圧力逃がし装置 
可搬型窒素供給装置 要  

代替循環冷却系 

熱交換器ユニット 

50 

要  

代替原子炉補機冷却海水ポンプ 要  

代替原子炉補機冷却 

海水ストレーナ 
否 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない 

ホース[流路] 要  

格納容器下部注水系 

（可搬型） 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
51 

要  

ホース[流路] 要  

燃料プール代替注水系 

（可搬型） 
可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 54,56 要  

大気への放射性物質の 

拡散抑制 

※水源は海水を使用 

大容量送水車 

55 

要  

ホース[流路] 要  

放水砲 要  

海洋への放射性物質の 

拡散抑制 

汚濁防止膜 要  

汚濁防止膜装置のための小型船舶 要  

放射性物質吸着材 要  

航空機燃料火災への泡消火 
泡原液搬送車 要  

泡原液混合装置 要  

温度,圧力,水位,注水量の 

計測・監視 
可搬型計測器 58 要  

居住性の確保 

中央制御室待避室空気ボンベ陽圧

化装置（空気ボンベ） 

59 

否 

不燃材で構成されており火災の

発生の恐れはないこと，近傍に可

燃物がなく，万一離隔の取れた可

燃物（盤等）の火災により周囲温

度が上昇した場合であってもボ

ンベの熱容量が大きいこともあ

り温度上昇は緩やかであると考

えられること，また 70℃を超え

ると安全弁により圧力調整され

ることからボンベの機能に影響

を与えるものではないこと，加え

てボンベを分散配置し裕度を確

保していることから火災によっ

て影響を受けない。 

可搬型蓄電池内蔵型照明 要  

差圧計 要  

酸素濃度・二酸化炭素濃度計 要  
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表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（２／２） 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 対策 

備考 

※設計基準拡張 系統機能 主要設備 

放射線量の測定 可搬型モニタリングポスト 

60 

要  

放射能観測車の 

代替測定装置 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 要  

GM 汚染サーベイメータ 要  

NaI シンチレーションサーベイメータ 要  

発電所及びその周辺の 

測定に使用する測定器 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 要  

GM 汚染サーベイメータ 要  

NaI シンチレーションサーベイメータ 要  

ZnS シンチレーションサーベイメータ 要  

電離箱サーベイメータ 要  

海上モニタリングの 

ための小型船舶 
要  

風向・風速その他 

気象条件の測定 
可搬型気象観測装置 要  

居住性の確保（３号炉原子炉

建屋内緊急時対策所） 

酸素濃度計 要  

二酸化炭素濃度計 要  

差圧計 要  

通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 
衛星電話設備（可搬型） 要  

居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所） 

酸素濃度計 要  

二酸化炭素濃度計 要  

差圧計 要  

通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所） 
衛星電話設備（可搬型） 要  

発電所内の通信連絡 衛星電話設備（可搬型） 
62 

要  

発電所外の通信連絡 衛星電話設備（可搬型） 要  
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火災による損傷の防止を行う重大事故等対処施設に係る 

火災区域・火災区画の設定について 

 

1．概 要 

 分類された重大事故等対処施設に対し，火災区域又は火災区画（以下，「火災

区域（区画）」という。）を設定する。 

設置許可基準規則第八条及び第四十一条の要求事項を以下に示す。 

 

 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、

火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災

感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属する

ものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。 

 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合

においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければ

ならない。 

 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能

を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及

び消火設備を有するものでなければならない。 

 

 

 

  

41-3 
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2．重大事故等対処施設における火災区域（区画）の設定 

 重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために，原子炉建屋，コントロ

ール建屋，廃棄物処理建屋及び３号炉原子炉建屋と，屋外の重大事故等対処施

設を設置するエリアについて，火災区域（区画）を以下のとおり設定する。 

火災区域（区画）の設定に当たっては，重大事故等対処施設と設計基準対象

施設の配置も考慮して，火災区域（区画）を設定する。 

 

2.1．火災区域 

建屋等の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建

屋内の区域（部屋）であり，下記により設定する。 

① 建屋毎に，耐火壁（床，壁，天井，扉等耐火構造物の一部であって，必要な

耐火能力を有するもの）により囲われた区域を火災区域として設定する。 

② 重大事故等対処施設と設計基準対象施設の配置も考慮して，火災区域を設

定する。 

③ 屋外の火災区域（常設代替交流電源設備ケーブル布設エリアを含む）につ

いては，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」において「ただし、屋

外に設置される設備に対しては、附属設備を含めて火災区域とみなす。」と

記載されていることを踏まえ，他の区域と分離して火災防護対策を実施す

るために，重大事故等対処施設を設置する区域を重大事故等対処施設と設

計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

 

2.2．火災区画 

「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距離，固定式消火設

備等により分離された火災防護上の区画であり，全周囲を耐火壁で囲まれてい

る必要は必ずしもなく，隔壁や扉の配置状況を目安に火災防護の観点から設定

する。 

 

2.3．火災区域（区画）の設定要領 

重大事故等対処施設が設置される火災区域（区画）の設定にあたっては，重

大事故等対処施設の設置箇所，建屋の間取り，機器やケーブル等の配置，耐火

壁の能力等を総合的に勘案し設定しており，具体的な設定要領を以下に示す。 

  

(1)  火災区域の設定 

補足説明資料 41-2 で分類された機器及び当該機器に接続されるケーブ

ル等が設置されている建屋及び屋外の区域について，以下のとおり火災区

域を設定する。 

なお，原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋
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の火災区域は，設置許可基準規則第八条に基づき設定した火災区域を適用

する。 

① 重大事故等対処施設が設置されている建屋について，火災区域として設

定する。 

② 建屋内で重大事故等対処施設と設計基準対象施設の配置も考慮して，火

災区域を設定する。 

③ 屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，附属設備を含め

て火災区域を設定する。ただし，壁やフェンス等で明確に区域が設定で

きない重大事故等対処施設を設置するエリアについては，重大事故等対

処設備自体に可燃物を含むことから，火災区域の設定にあたっては「危

険物の規制に関する政令」第九条第一項第二号で要求される「製造所」

の指定数量の倍数が十以下の空地の幅を参考にして，附属設備を含め 3m

以上の幅の空地を確保した範囲を含め重大事故等退所施設が設置され

るエリアを火災区域として設定する。（図 41-3-1） 

④ 常設代替交流電源設備設置エリアについては，附属設備を含めて火災区

域を設定する。常設代替交流電源設備を構成する主要機器であるガスタ

ービン発電機，地下タンクに対して消防法等から空地の確保は要求され

ないが，火災区域の設定にあたって，当該設備を「危険物の規制に関す

る政令」で示される「地下タンクを有する一般取扱所」とみなし，同令

第十九条の規定から同令第九条第一項第二号で要求される「製造所」の

空地の幅を参考にして，常設代替交流電源設備が保有する軽油（1,000L）

が指定数量（1,000L）の 10 倍以下であることから，ガスタービン発電

機は 3m 以上，燃料タンクから 3m 以上の幅の空地を確保した範囲を含め

常設代替交流電源設備が設置されるエリアを火災区域として設定する。

（図 41-3-2） 

⑤ 常設代替交流電源設備ケーブル布設エリア（洞道）については，その内

部を火災区域として設定する。 

 

図 41-3-1 重大事故等対処施設の 

火災区域設定（屋外設置） 

 

重大事故等対処施設 

図 41-3-2 常設代替交流電源設備の 

火災区域設定 

3m 以上 

3m 以上 3m 以上 

3m 以上 

ガスタービン

発電機 
地下 

タンク 

常設代替交流電源設備設置エリア 

各設備から 3m 以上の空地を確保 



- 41-3-4 - 

上記③，④に示す危険物の規制に関する施行令の該当条文を以下に示す。 

 

危険物の規制に関する政令 

 

（製造所の基準） 

第九条第一項第二号 危険物を取り扱う建築物その他の工作物（危険物を移送するための配

管その他これに準ずる工作物を除く。）の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同

表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有

効な隔壁を設けたときは、この限りでない。 

区分 空地の幅 

指定数量の倍数が十以下の製造所 三メートル以上 

指定数量の倍数が十を超える製造所 五メートル以上 

 

（一般取扱所の基準） 

第十九条 第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について

準用する。 

 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮し

て火災区域内の境界付近に可燃物を置かない管理を実施するとともに，敷

地内植生からの隔離等を講じる範囲を火災区域として設定する。また，火

災区域外の境界付近において可燃物を置かない管理を実施するとともに，

周辺施設又は植生との離隔，周辺の植生区域の除草等の管理を実施する。 

 

2.4．火災区域（区画）の設定及び重大事故等対処施設の配置 

 「2.3. 火災区域（区画）の設定要領」にしたがって設定した火災区域（区画），

重大事故等対処施設の配置を添付資料１に示す。なお，屋外の火災区域につい

ては，火災防護計画に基づき火災区域を設定する。 

 

 

   以上から，重大事故等対処施設について，火災防護対策を設置許可基準規則

第八条に基づき実施する施設と，第四十一条に基づき実施する施設とに分類し

た上で，火災により安全機能を損なうおそれがない機器を除外し火災区域を設

定している。よって設置許可基準規則第四十一条への適合のために必要な重大

事故等対処施設の抽出ならびに火災区域の設定がなされているものと考える。 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設の配置図 
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重大事故等対処施設が設置される火災区域・火災区画の 

火災感知設備について 

 

 

1．概要 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における重大事故等対処施設への火災

の影響を限定し，早期に火災を感知するための火災感知設備について以下に示

す。 

  

 

2．要求事項 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火

災防護に係る審査基準」という。）における火災感知設備の要求事項を以下に示

す。 

 

41-4 
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2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築

物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える

設計であること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や

予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所

に設置すること。 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等

の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、

感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっ

ても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

 

 

 

本資料では，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画（以下，「火

災区域（区画）」という。）への火災感知設備の設置方針を示す。 
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3．火災感知設備の概要 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉において火災が発生した場合に，重大

事故等対処施設を設置する火災区域（区画）の火災を早期に感知し，原子炉の

安全停止に必要な機器等に対する火災の影響を限定するために，要求事項に応

じた「火災感知設備」を設置する。 

「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火災感知器」と，

中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受信機」を含む火災受信機盤等

により構成される。柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉に設置する「火災感

知器」及び「受信機」について以下に示す。 
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3.1．火災感知設備の火災感知器について 

火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の取付面高さ，火災

感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空気流等の環境条件を考慮して設置す

る。 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉内で発生する火災としては，ポンプに

内包する油やケーブルの火災であり，原子力発電所特有の火災条件が想定され

る箇所はなく，病院等の施設で使用されている火災感知器を消防法に準じて設

置することにより，十分に火災を感知することが可能である。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）には，基本的に火災時に炎

が生じる前の発煙段階から感知できる煙感知器を設置し，その他，蒸気及びガ

スの発生により煙感知器が誤作動する可能性のある火災区域（区画）には，熱

感知器を設置する。 

さらに，「固有の信号を発する異なる種類の火災感知器」の設置要求を満足

するため，既存の火災感知器に加えて熱感知器又は煙感知器を組み合わせて設

置する。設置にあたっては，消防法に準じた設置条件で設置する。 

これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式のも

のとする。 

周囲の環境条件により，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を設置すること

が適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以下に示す。なお，重大事故等対

処施設を設置する火災区域（区画）のうち，建屋内に設置する火災感知器設備

については作動した火災感知器を一つずつ特定できる機能を有する設計とする。

屋外エリアの一部については，炎感知器，赤外線感知機能を備えた熱感知カメ

ラ又は煙吸引式感知器を設置する設計としており，これらは火災を感知した

個々の感知器を特定せずエリア毎の警報を発報するが，監視対象エリアは屋外

又は洞道の大空間であり，警報確認後の現場確認において火災源の特定が可能

であることから適用可能とする。また，3 号炉原子炉建屋緊急時対策所用電源

車のケーブルを布設する屋外の電線管，常設代替交流電源設備（第二ガスター

ビン発電機）のケーブルを布設する洞道については，光ファイバケーブル式熱

感知器を設置する。光ファイバケーブル式熱感知器はエリア毎の警報を発報す

るが，中央制御室に設置した火災受信機において，センサ用光ファイバケーブ

ルの長手方向に対して約 2m 間隔で火源の特定が可能であり，早期の消火活動を

行うことができることから適用可能とする。光ファイバケーブル式熱感知器の

動作原理を添付資料１別紙１に示す。 
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○蓄電池室 

充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万が一の水素濃度の上昇

を考慮し，火災を早期に感知できるよう，防爆型で，かつ固有の信号を発

する異なる種類の防爆型の煙感知器・熱感知器を設置する設計とする。 

これらの防爆型感知器は非アナログ式である。しかしながら，蓄電池室

内には蒸気を発生する設備等はなく，換気空調設備により安定した室内環

境を維持していることから，蒸気等が充満するおそれはなく，非アナログ

式の煙感知器であっても誤作動する可能性は低い。また，換気空調設備に

より安定した室温（最大 40℃）を維持していることから，火災感知器の作

動値を室温より高めの 70℃と一意に設定する非アナログ式の熱感知器で

あっても誤作動する可能性は低い。このため，水素による爆発のリスクを

低減する観点から，防爆型の非アナログ式火災感知器を設置する設計とす

る。 
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○ 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）

設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・ポ

スト用発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリア 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含

む）設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・

ポスト用発電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリ

アは屋外であるため，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火

災感知は困難である。 

このため，エリア全体の火災を感知するために，炎感知器及び熱感

知カメラを設置する。これらはそれぞれ誤作動防止対策として以下の機

能を有する。 

 

     ・炎感知器   ：平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象(急

激な環境変化)を把握できることから，アナログ式と同

等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長

式」(物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの

波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し

誤動作防止を図る。さらに，屋内に設置する場合は外

光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置する

こととし，屋外に設置する場合は屋外仕様を採用する

設計とする。 

・熱感知カメラ：外部環境温度を考慮した温度をカメラ設定温度とする

ことによる誤動作防止機能を有する。また，熱サーモ

グラフィによる映像監視から現場状況の早期確認・判

断誤り防止を図る。なお，熱感知カメラの感知原理は

赤外線による熱監視であり，感知する対象が熱である

ことから，炎感知器とは異なる種類の感知器と考える。 
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○ 常設代替交流電源設備燃料地下タンク 

常設代替交流電源設備設置エリアには上述のとおり炎感知器と熱感

知カメラを設置する設計とするが，これらに加えて常設代替交流電源設

備燃料地下タンクには，タンク内部の空間部に防爆型の熱感知器を設置

する設計とする。防爆型の熱感知器については，外部環境温度を考慮し

た温度を設定温度とすることで誤作動防止を図る設計とする。感知器設

置の概要を図 41-4-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-4-1：常設代替交流電源設備燃料地下タンクの火災感知器の設置概要 

 

 

（参考）免震重要棟地下軽油タンク 

免震重要棟地下軽油タンク設置エリアは屋外であるため，火災によ

る煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。このため，

エリア全体の火災を感知するために，炎感知器及び熱感知カメラを設置

する。 
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○ 格納容器フィルタベント設置エリア 

格納容器フィルタベント設置エリアは，上部が外気に開放されている

ことから，当該エリアで火災が発生した場合は，煙は屋外に拡散する。

そのため，当該エリアに設置する機器の特性を考慮し，制御盤内にアナ

ログ式の煙感知器を設置する設計とし，格納容器フィルタベント設置エ

リア全体を感知する炎感知器を設置する設計とする。これらの感知器の

選定理由を以下に示す。 

 

格納容器フィルタベント設置エリアに設置される機器は，フィルタベ

ント容器，制御盤等である。 

フィルタベント容器は鋼製であり，配管取り合い部等のフランジには

無機物のパッキンを使用している。さらに，通常，容器内部は窒素ガス

が充填されていることから火災が発生する可能性はない。 

制御盤は，屋外環境に設置することから，密閉性の高い水密構造を採

用している。制御盤内の回路は過電流保護のため，配線用遮断器やヒュ

ーズを適切に設置する設計とするが，万一制御盤内で火災が発生した場

合は，制御盤が密閉構造であるため，煙は制御盤外に排出され難い構造

である。 

その他，水位，流量等の信号を現場の検出器から現場制御盤・計装ラ

ックを経由して中央制御室に信号を伝送するケーブルを布設している

が，ケーブルは難燃性ケーブルを使用する設計としており，電線管布設

とすることから火災発生の可能性は低い。 

以上を踏まえ，火災が発生する可能性がある制御盤内にアナログ式の

煙感知器を設置する設計とする。 
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また，上記の機器は，屋外に設置されることから，当該エリアで火災

が発生した場合，煙が大気に拡散するため，煙感知器では火災の感知が

期待できない。さらに，フィルタベント装置が稼働した場合，フィルタ

ベント容器外面温度が 100℃程度に上昇することが想定され，熱感知器

が誤作動する可能性があること，熱感知器が誤動作しないよう動作温度

が高いものを選定すると検知速度が遅くなり早期検知が困難となるこ

とから，熱感知器は適切ではない。 

以上を踏まえ，異なる種類の感知器として炎感知器を選定する。炎感

知器は当該エリア全体をカバーできるよう配置する設計とする。炎感知

器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常設代替交流

電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置エリア・

可搬型重大事故等対処施設設置エリア等」で使用する炎感知器と同様で

ある。（図 41-4-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-4-2：格納容器フィルタベント設置エリアの火災感知器 
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○原子炉建屋オペレーティングフロアの火災感知器について 

原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているた

め，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による火災感知は

困難である。このため，アナログ式の「光電分離型煙感知器」，及び非アナ

ログ式の「炎感知器」を消防法に準じて監視範囲に死角が無いように設置

する設計とする。なお，炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対

策については「常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下

タンク含む）設置エリア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア等」で使

用する炎感知器と同様である。 

原子炉建屋オペレーティングフロアに設置する火災感知器の設置概要を

図 41-4-3～41-4-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-4-3：原子炉建屋オペレーティングフロアの火災感知器の設置概要 
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図 41-4-4：光電分離型煙感知器設置概要 
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○常設代替交流電源設備ケーブル布設エリアの火災感知器について 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要を図 41-4-5

に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルについて，屋外の露出電線管

布設となる部分については，屋外であるため，エリア全体の火災を感知す

る必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知

は困難である。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の屋外

仕様の炎感知器を，監視範囲に死角がないように設置する設計とする。な

お，炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常設

代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置エ

リア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・ポスト用発

電機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリア」で使用す

る炎感知器と同様である。屋外のその他部分については，火災の発生する

おそれがないようケーブルを埋設して布設し，建屋内においてはアナログ

式の異なる 2 種の感知器（煙及び熱感知器）を設置する火災区域（区画）

に布設することにより，火災を早期感知可能な設計とする。 

第二ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要を図 41-4-6

に示す。屋外ケーブル布設エリアには，荒浜側及び大湊側の開削洞道と荒

浜～大湊間のシールド洞道がある。このうち，荒浜側及び大湊側の開削洞

道は随所に設置されている換気塔からの雨水の浸入によって高湿度環境に

なりやすく，一般的なアナログ式の煙感知器（光電スポット型）による火

災感知に適さない。このため，異なる 2 種の感知器として，湿気の影響を

受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式の熱感知器，及び防湿対策

を施した煙吸引式のアナログ式煙感知器を設置する設計とする。荒浜～大

湊間のシールド洞道は，雨水が浸入するような換気塔が設置されておらず，

湿気による誤作動のおそれがないことから，異なる 2 種の感知器としてア

ナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器と一般的なアナログ式の煙感知

器（光電スポット型）を設置する設計とする。また，建屋内においては，

アナログ式の異なる 2 種の感知器（煙及び熱感知器）を設置する火災区域

（区画）に布設することにより，火災を早期感知可能な設計とする。 

なお，第一ガスタービン発電機及び第二ガスタービン発電機の建屋内の

ケーブル布設エリアについては，非常用ディーゼル発電機用ケーブルの布

設エリアと重複しない設計とする。 
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図 41-4-5：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-4-6：第二ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要図  
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○ 原子炉格納容器の火災感知器について 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設

計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境と

なることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため，

通常運転中，窒素封入により不活性化し火災が発生する可能性がない期間に

ついては，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素封入後に中央制

御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とする。 

 

○ 非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリアの火災感知器について 

非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリアは屋外であるため，火災による

煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリアには炎感知器の設置

に加え，タンク内部の空間部に防爆型の熱感知器を設置する設計とする。炎

感知器は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有無を連続監視し，

火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナログ式と同等の機

能を有する。また，感知原理に「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生す

る特有な放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報する）を採

用し誤作動防止を図る設計とする。また，防爆型の熱感知器については非ア

ナログ式であるが，軽油タンク最高使用温度（約 66℃）を考慮した温度を設

定温度（約 80℃）とすることで誤作動防止を図る設計とする。 

 

○ 主蒸気管トンネル室の火災感知器について 

主蒸気トンネル室については，通常運転中は高線量環境となることから，

アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器

の故障が想定される。このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位

を当該エリア外に配置するアナログ式の煙吸引式感知器を設置する設計と

する。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置す

る。熱感知器は非アナログ式であるが，作動温度を周囲温度より高い温度

で作動するものを選定することで誤作動防止を図る設計とする。 
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○ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチの火災感知器につい

て 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチはハッチからの雨

水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的なアナログ式の煙感知器

（光電スポット型）による火災感知に適さない。このため，異なる 2 種の感

知器として，湿気の影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式熱

感知器，及び防湿対策を施した煙吸引式のアナログ式煙感知器を設置する設

計とする。 

 

○ 3号炉原子炉建屋緊急時対策所用電源車ケーブル布設エリアの火災感知器 

について 

電源車ケーブルの布設エリアのうち，電線管が屋外に露出する部分は，

電線管にアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設置するとともに，

炎感知器を設置する。 

炎感知器は非アナログ式であるが，誤作動防止対策については「常設代

替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料地下タンク含む）設置エリ

ア・可搬型重大事故等対処施設設置エリア，モニタリング・ポスト用発電

機エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプエリア」で使用する

炎感知器と同様である。 

 

 

火災感知器の型式毎の特徴等を添付資料１に示す。また，火災感知器の配

置図を添付資料２に示す。なお，火災感知器の配置図については，火災防護

に係る審査基準に基づき重大事故等対処施設に対して設置する感知器に加え，

設計基準対象施設に対して設置する感知器も記載している。 

 

 

また，常設代替交流電源設備及び可搬型重大事故等対処施設については，

これらの感知器によって火災が感知できる範囲に設置又は保管する。感知器

の感知範囲と設備の設置・保管場所の関係を添付資料３に示す。 

 

 

3.2．火災感知設備の受信機について 

火災感知設備の受信機は，以下のとおり，火災発生場所を特定できる設計と

する。 

① アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つ
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ずつ特定できる設計とする。 

② 水素の漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生が

想定される軽油タンク内及び常設代替交流電源設備燃料地下タンクに設

置する非アナログ式の防爆型の火災感知器，及び主蒸気管トンネル室内

の非アナログ式熱感知器を１つずつ特定できる設計とする。 

③ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室に設置

し常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，アナログ式の熱感知

器及び煙感知器を１つずつ特定できる設計とする。ただし，誤作動防止

として起動時の窒素封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外

する運用とする。 

④ 屋外の常設代替交流電源設備設置エリア，可搬型重大事故等対処施設設

置エリア，格納容器フィルタベント設置エリア，非常用ディーゼル発電

機燃料移送系ポンプエリア，非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリア，

モニタリング・ポスト用発電機エリア，常設代替交流電源設備ケーブル

布設エリア（屋外の一部）を監視する非アナログ式の炎感知器，アナロ

グ式の熱感知カメラの感知エリアを１つずつ特定できる設計とする。な

お，屋外エリア熱感知カメラ火災受信機盤においては，火災発生場所は

カメラ機能による映像監視（熱サーモグラフィ）により特定が可能な設

計とする。 

⑤ 原子炉建屋オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器

の感知エリアを１つずつ特定できる設計とする。 

⑥ 常設代替交流電源設備ケーブル布設エリア， 3 号炉原子炉建屋緊急時対

策所用電源車ケーブル布設エリア，非常用ディーゼル発電機燃料移送系

ケーブルトレンチを監視する光ファイバケーブル式熱感知器の感知エリ

アを１つずつ特定できる設計とする。 

光ファイバケーブル式熱感知器は，中央制御室に設置した受信機におい

てセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特

定が可能である。常設代替交流電源設備ケーブルを布設する洞道におい

ては，可燃物がケーブルのみであることから，ケーブル近傍にセンサ用

光ファイバケーブルを布設することで，火災の早期感知及び火源特定が

可能となる。光ファイバケーブル式熱感知器の動作原理を添付資料１別

紙１に示す。 

 

3.3．火災感知設備の電源について 

重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）の火災感知設備は，全交

流電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約 70分間電力

を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。 
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また，重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）の火災感知設備に供

給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源より供給

する設計とする。 
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3.4．火災感知設備の中央制御室等での監視について 

重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）の火災感知設備の火災

受信機盤には，以下の４つがある。 

 

火 災 受

信機 

配 置

場所 

電源供給 監視エリア 作動した火災感

知器を１つずつ

特定できる機能 

防 災 監

視 操 作

盤・受信

機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯建屋内（原子炉建屋，タービン建

屋，コントロール建屋，廃棄物処

理建屋，緊急用高圧母線室） 

◯格納容器フィルタベント設置エリ

ア（煙感知器） 

◯常設代替交流電源設備ケーブル布

設エリア（煙感知器） 

有り 

   ◯常設代替交流電源設備設置エリ

ア，可搬型重大事故等対処施設設

置エリア，非常用ディーゼル発電

機燃料移送ポンプエリア，格納容

器フィルタベント設置エリア，非

常用ディーゼル発電機軽油タンク

エリア，常設代替交流電源設備ケ

ーブル布設エリア（屋外の一部）

（炎感知器） 

◯常設代替交流電源設備ケーブル布

設エリア，主蒸気管トンネル室（煙

吸引式感知器） 

◯常設代替交流電源設備ケーブル布

設エリア，非常用ディーゼル発電

機燃料移送系ケーブルトレンチ

（光ファイバケーブル式熱感知

器） 

無し 

（炎感知器及び

煙吸引式感知

器はエリア毎

の警報を発報

するが監視エ

リアが大空間

であることか

ら現場確認に

より火源を特

定可能。 

光ファイバケ

ーブル式熱感

知器はエリア

毎の警報を発

報するが受信

機において約

2m 間隔で火源

を特定可能。） 
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火 災 受

信機 

配 置

場所 

電源供給 監視エリア 作動した火災感

知器を１つずつ

特定できる機能 

屋 外 エ

リ ア 熱

感 知 カ

メ ラ 火

災 受 信

機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯常設代替交流電源設備設置エリ

ア・可搬型重大事故等対処施設設

置エリア，非常用ディーゼル発電

機燃料移送ポンプエリア，常設代

替交流電源設備ケーブル布設エリ

ア（屋外の一部）（熱感知カメラ） 

無し 

（熱感知カメラ

はエリア毎の

警報を発報す

るが監視エリ

アが大空間で

あることから

現場確認によ

り火源を特定

可能。） 

原 子 炉

建 屋 オ

ペ レ ー

テ ィ ン

グ フ ロ

ア 煙 感

知 器 受

信機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯原子炉建屋オペレーティングフロ

ア（煙感知器） 

有り 

 

 

原 子 炉

建 屋 オ

ペ レ ー

テ ィ ン

グ フ ロ

ア 炎 感

知 器 受

信機 

中 央

制 御

室 

非常用電源か

ら受電する。さ

らに，全交流電

源喪失時にも

常設代替交流

電源から電力

が供給される

までの約 70 分

間電力を供給

できる容量を

有した蓄電池

を設ける。 

◯原子炉建屋オペレーティングフロ

ア（炎感知器） 

有り 

 

 

ただし，３号炉緊急時対策所で発生した火災は，３号炉の中央制御室に
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設置されている火災感知設備の受信機で監視する設計とする。また，免震

重要棟で発生した火災は，免震重要棟の執務エリア等で監視する設計とす

る。また，モニタリング・ポスト用発電機エリアで発生した火災は，正門

警備所で監視する設計とする。これらの受信機が動作した際は，すみやか

に６号及び７号炉の中央制御室に連絡することとしている。 
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3.5．火災感知設備の耐震設計について 

重大事故等対処施設を防護するために設置する火災感知設備は，表 41-4-1

及び表 41-4-2 に示す通り，重大事故等対処施設の耐震クラスに応じて機能を維

持できる設計とする。 

 

表 41-4-1：火災感知設備の耐震設計 

 

主な重大事故等対処施設 火災感知設備の耐震設計 

低圧代替注水系 Ss 機能維持 

耐圧強化ベント系 Ss 機能維持 

常設代替交流電源設備 Ss 機能維持 

 

表 41-4-2：Ss 機能維持を確認するための対応 

 

確認対象 火災感知設備の耐震設計 

受信機 加振試験 

感知器 加振試験 

 

3.6．火災感知設備に対する試験検査について 

火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に異常がないことを確認するため

に，自動試験を実施する。 

ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するた

めに，消防法施行規則第三十一条の六に基づき，半年に一度の機器点検時及び

１年に一度の総合点検時に，煙等の火災を模擬した試験を実施する。 

 

以上より，重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）に設置する火災感

知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境条件等を考慮した火災感

知器の設置，異なる種類を組み合わせた火災感知器の設置，非常用電源からの受

電，火災受信器盤の中央制御室への設置を行う設計とする。一部非アナログ式の

感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実施する。また，炎感知器及び

熱感知カメラについては作動した火災感知器を１つずつ特定できる機能はないが，

火災発生場所をエリア毎に特定できる機能を有しており，火災感知後の現場確認

において火災源の特定が可能である。また，光ファイバケーブル式熱感知器は，

火災発生場所をエリア毎に特定できる機能に加え，中央制御室に設置した受信機

においてセンサ用光ファイバケーブルの長手方向に対し約 2m 間隔で火源の特定

が可能である。 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

火災感知器の基本設置方針について 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における 

火災感知器の基本設置方針について 

 

1．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉において，重大事故等対処施設を設置

するエリアの火災感知器は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環

境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定している。各設置対象エ

リアにおける火災感知器の基本設置方針及び火災感知器の型式毎の原理と特徴

を示す。また，光ファイバケーブル式熱感知器の仕様及び動作原理について，

別紙１に示す。 

 

2．要求事項 

火災感知設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」の「2.2 火災の感知，消火」の 2.2.1 に基づき実施することが要求され

ている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」の記載を

以下に示す。 

 

2.2 火災の感知，消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は，以下の各号に掲げるように，安全機能を有する構築

物，系統及び機器に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行える設計

であること。 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や予想

される火災の性質を考慮して型式を選定し，早期に火災を感知できる場所に設置する

こと。 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機

能を有する機器を組合せて設置すること。また，その設置にあたっては，感知器等の

誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように，電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 
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（参考） 

(1) 火災感知設備について 

早期に火災を感知し，かつ，誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発するこ

と）を防止するための方策がとられていること。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては，例えば，煙感知器と炎感知器の

ような組み合わせとなっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することが

できる受信機を用いられていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃

度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。 

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は，自動試

験能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて，赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用

いても差し支えない。この場合，死角となる場所がないように当該システムが適切に設

置されていること。 
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3．火災感知器の基本設置方針 

設置対象エリア 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における火災感知器の基本設置方針 

具体的 
エリア 

周囲の環境条件と 
感知器の選定方針 

種類 
アナログ式／ 
非アナログ式 

非アナログ式 
火災感知器の特徴 

及び優位点 

設置環境を踏まえた 
火災感知器の 
誤作動防止対策 

一
般
エ
リ
ア 

通路部・ 
部屋等 

通路部・ 
部屋等 

・消防法施行規則に則り煙感知器と熱感知
器を設置 

① 
煙感知器 

アナログ式*1 

－ － 
④ 

熱感知器 
アナログ式*1 

天井高さが
高く，煙が拡
散しない場
所 

原子炉建屋
オペレーテ
ィングフロ
ア 

・天井が高く大空間であり熱が周囲に拡散
することから熱感知器による感知は困難 

・炎感知器は非アナログ式であるが，炎が
発する赤外線を感知するため，炎が生じ
た時点で感知することができ，火災の早
期感知に優位性がある 

① 
煙感知器 

アナログ式*1 － － 

⑦ 
炎感知器 
(赤外線) 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎が発する赤外線を感知するた
め，炎が生じた時点で感知する
ことができ，火災の早期感知に
優位性 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・火災特有の性質を検出する赤外
線方式を採用 

・外光が当たらず，高温物体が近
傍にない箇所に設置 

天井空間が
広く，煙が拡
散する場所 

天井空間が
広く，煙が拡
散する場所 

該当箇所なし 

放射線量が 
高い場所 

原子炉格納
容器*2 

・プラント運転中は高線量環境となること
からアナログ式感知器を室内に設置する
と故障する可能性がある。ただし，プラ
ント運転中の原子炉格納容器は窒素封入
により不活性化しており火災の発生の可
能性がない。このため，プラント運転中
は受信機にて作動信号を除外する 

・消防法施行規則に則り煙感知器と熱感知
器を設置 

④ 
熱感知器 

アナログ式*1 － － 

① 
煙感知器 

アナログ式*1 － － 

主蒸気管ト
ンネル室 

・プラント運転中は高線量環境となること
からアナログ式感知器を室内に設置する
と故障する可能性がある。 

・放射線の影響を受けないよう検出器部位
を当該エリア外に配置する煙吸引式感知
器，及び放射線の影響を受けにくい動作
原理を有する非アナログ式の熱感知器を
設置 

③ 
煙吸引式 
感知器 

アナログ式*1 － － 

⑤ 
熱感知器 
（接点式） 

非アナログ式 
（アナログ式
熱感知器（接点
式）が存在しな
いため） 

・煙感知器以外の動作原理を有す
る感知器として熱感知器及び
炎感知器等があるが放射線の
影響を受けにくいものは非ア
ナログ式の接点式熱感知器し
かない 

熱感知器は作動温度が周囲温度
より高い温度のものを選定 
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設置対象エリア 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における火災感知器の基本設置方針 

具体的 
エリア 

周囲の環境条件と 
感知器の選定方針 

種類 
アナログ式／ 
非アナログ式 

非アナログ式 
火災感知器の特徴 

及び優位点 

設置環境を踏まえた 
火災感知器の 
誤作動防止対策 

屋外エリア 

非常用ディ
ーゼル発電
機燃料移送
ポンプエリ
ア，常設代替
交流電源設
備設置エリ
ア，可搬型重
大事故等対
処施設設置
エリア，モニ
タリング・ポ
スト用発電
機エリア，常
設代替交流
電源設備ケ
ーブル布設
エリア（屋外
の一部） 

・屋外であるため，エリア全体の火災を感
知する必要があるが，火災による煙が周
囲に拡散し煙感知器による火災感知は困
難 

・エリア全体の火災を感知するために，ア
ナログ式の熱感知カメラ及び非アナログ
式の炎感知器を設置 

⑨ 
屋外仕様 
熱感知 
カメラ 
(赤外線) 

アナログ式*1 － 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・熱サーモグラフィ機能等による
目視確認により誤判断防止が
可能 

⑧ 
屋外仕様 
炎感知器 
（赤外線） 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・太陽光の波長を識別できる感知
器を採用することに加え，遮光
板を設置して誤作動を防止 

非常用ディ
ーゼル発電
機軽油タン
クエリア*2 

・非常用ディーゼル発電機経由タンクは屋
外であるため，エリア全体の火災を感知
する必要があるが，火災による煙が周囲
に拡散し煙感知器による火災感知は困難 

・軽油タンクの可燃物はタンク内の軽油で
あること，タンク内は引火性又は発火性
の雰囲気を形成する恐れがあることか
ら，タンク内の火災を感知する熱感知器
（防爆型）を設置 

・上記の熱感知器と異なる種類の感知器と
して，軽油タンクエリア全体の火災を感
知する炎感知器を設置 

・炎感知器は非アナログ式であるが，炎が
発する赤外線を感知するため，炎が生じ
た時点で感知することができ，火災の早
期感知に優位性がある 

⑥ 
防爆型 
熱感知器 

非アナログ式 
（アナログ式
防爆型熱感知
器が存在しな
いため） 

・引火性又は発火性の雰囲気を形
成するおそれがあるため，感知
器作動時の爆発を考慮した防
爆型の火災感知器を選定 

・軽油タンク最高使用温度（約
66℃）を考慮した温度を設定温
度（約 80℃）とすることで誤
作動を防止 

⑧ 
屋外仕様 
炎感知器 
(赤外線) 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・太陽光の波長を識別できる感知
器を採用することに加え，遮光
板を設置して誤作動を防止 
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設置対象エリア 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における火災感知器の基本設置方針 

具体的 
エリア 

周囲の環境条件と 
感知器の選定方針 

種類 
アナログ式／ 
非アナログ式 

非アナログ式 
火災感知器の特徴 

及び優位点 

設置環境を踏まえた 
火災感知器の 
誤作動防止対策 

屋外エリア 

格納容器フ
ィルタベン
ト設置エリ
ア 

・屋外であるため，エリア全体の火災を感
知する必要があるが，火災による煙が周
囲に拡散し煙感知器による火災感知は困
難 

・制御盤内で火災が発生した場合，制御盤
が密閉構造であり，煙は制御盤外に排出
され難い構造であることから，制御盤内
に煙感知器を設置 

⑧ 
屋外仕様 
炎感知器 
(赤外線) 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・太陽光の波長を識別できる感知
器を採用することに加え，遮光
板を設置して誤作動を防止 

① 
煙感知器 

アナログ式*1 － － 

3 号炉原子炉
建屋緊急時
対策所用電
源車ケーブ
ル布設エリ
ア 

・屋外であるため，エリア全体の火災を感
知する必要があるが，火災による煙が周
囲に拡散し煙感知器による火災感知は困
難 

・湿気の影響を受けにくくケーブル周囲の
温度上昇を測定可能な光ファイバケーブ
ル式熱感知器を設置 

⑧ 
屋外仕様 
炎感知器 
(赤外線) 

非アナログ式 
（アナログ式
炎感知器が存
在しないため） 

・炎感知器は炎から放出される熱
エネルギーの特有の波長成分
とちらつきを赤外線により検
出 

・非アナログ式の火災感知器であ
るが，火災の感知に時間遅れが
なく，火災の早期感知が可能 

・降水等の浸入を考慮して，屋外
仕様等の火災感知器を選定す
ることで，火災感知器の故障を
防止 

・太陽光の波長を識別できる感知
器を採用することに加え，遮光
板を設置して誤作動を防止 

⑩ 
光ファイバ
ケーブル式
熱感知器 

アナログ式*1 － － 
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設置対象エリア 

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉における火災感知器の基本設置方針 

具体的 
エリア 

周囲の環境条件と 
感知器の選定方針 

種類 
アナログ式／ 
非アナログ式 

非アナログ式 
火災感知器の特徴 

及び優位点 

設置環境を踏まえた 
火災感知器の 
誤作動防止対策 

引火性又は発火性
の雰囲気を形成す
るおそれがある場
所 

蓄電池室 

・充電時に水素発生のおそれがある蓄電池
室は，引火性又は発火性の雰囲気を形成
するおそれがあるため，防爆型の煙遅感
知器及び熱感知器を設置 

② 
防爆型 
煙感知器 

非アナログ式 
（アナログ式
防爆型煙感知
器が存在しな
いため） ・引火性又は発火性の雰囲気を形

成するおそれがあるため，感知
器作動時の爆発を考慮した防
爆型の火災感知器を選定 

・蓄電池室は誤作動を誘発する蒸
気等が発生する設備がない 

・換気空調設備により安定した室
内環境を維持していることか
ら，誤作動する可能性が低い 

⑥ 
防爆型 
熱感知器 

非アナログ式 
（アナログ式
防爆型熱感知
器が存在しな
いため） 

・熱感知器は作動温度が周囲温度
より高い温度のものを選定 

高湿度環境の 
ケーブルトレンチ 

非常用ディ
ーゼル発電
機燃料移送
系ケーブル
トレンチ，常
設代替交流
電源設備ケ
ーブル布設
エリア 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケー
ブルトレンチは，ハッチからの降水の浸
入によって高湿度環境になりやすく，一
般的な煙感知器では故障する可能性があ
る 

・防湿対策を施した煙吸引式感知器及び湿
気の影響を受けにくくケーブル周囲の温
度上昇を測定可能な光ファイバケーブル
式熱感知器を設置 

③ 
煙吸引式 
感知器 

アナログ式*1 － － 

⑩ 
光ファイバ
ケーブル式
熱感知器 

アナログ式*1 － － 

*1：ここでいう「アナログ式」は，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる機能を持つものと定義する。 

*2：原子炉格納容器に設置する火災感知器は，運転中は信号を除外する設定とし，プラント停止後に取替を行う。 

*3：非常用ディーゼル発電機軽油タンクエリアは屋外であるが，タンク内に軽油を内包していることから，火災感知器は屋外仕様炎感知器（赤外線）と，タンク内への熱感知器（防爆型）を設置。 
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◯火災感知器の型式毎の原理と特徴 

型式 原理と特徴 適用箇所 アナログ式／非アナログ式 放射線の影響 概要図 

① 

煙感知器 

・感知器内に煙が取り込まれると，発光素子の光が煙

によって散乱し，受光素子に光が当たることで煙を

感知する。 

・炎が生じる前の発煙段階からの煙の早期感知が可能

である。 

【適応高さの例】 

20m 以下 

【設置範囲の例】※１ 

75 ㎡又は 150 ㎡あたり１個 

適切な箇所 

・大空間（通路等） 

・小空間（室内） 

不適な場所 

・ガス，蒸気等が日

常的に発生する場

所 

・・湿気が多い場所 

アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であり，この信

号を連続的に処理するこ

とが可能な制御器等があ

る。悪 

・受信機では平常時の状態を

監視し，急激な煙濃度上昇

の把握が可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：煙感知器の原理                  図：煙感知器の外形 

② 

防爆型 

煙感知器 

・感知器内に煙が取り込まれると，発光素子の光が煙

によって散乱し，受光素子に光が当たることで煙を

感知する。 

・炎が生じる前の発煙段階からの煙の早期感知が可能

である。 

・全閉構造であり可燃性ガス又は引火性の蒸気が感知

器内部に進入して爆発を生じた場合に，当該感知器

が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火炎が当該火

災感知器の外部のガス又は蒸気に点火しない。 

適切な箇所 

・引火性又は発火性

の雰囲気を形成す

るおそれがある場

所（蓄電池室等） 

不適な場所 

・ガス，蒸気等が日

常的に発生する場

所 

・湿気が多い場所 

非アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であるが，防爆

型においては，この信号を

連続的に処理することが

可能なシステムが開発さ

れていない。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：煙感知器の原理              保護カバーを設置した耐圧防爆構造となっている 

図：防爆型煙感知器の外形 

③ 

煙吸引式 

感知器 

・感知対象エリアの煙をファンによって吸引して感知

器内に取り込むと，感知器内の発光素子の光が煙に

よって散乱し，受光素子に光が当たることで煙を感

知する。 

・炎が生じる前の発煙段階からの煙の早期感知が可能

である。 

・吸引口にフィルタ（多孔質金属体）を設置すること

によって高湿度環境に適用可能である。 

・検出部位を監視対象エリア外に配置することが可能

であり高放射線量エリアに適用可能である。 

適切な箇所 

・高湿度エリア 

（トレンチ） 

・高線量エリア 

（検出器部位を

当該エリア外に

配置） 

アナログ式 

・一般的なアナログ式検知素

子及び制御器等を組み合

わせて構成している。 

・検知素子から出力される信

号は連続的であり，この信

号を連続的に処理するこ

とが可能な制御器等があ

る。 

・受信機では平常時の状態を

監視し，急激な煙濃度上昇

の把握が可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

が，検出部位

を監視対象エ

リア外に配置

することが可

能であり高放

射線量エリア

に適用可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※フィルタ（多孔質金属体）を設置した検知ユニットは， 

高温高湿度環境下（温度 55℃，湿度 95％）でも機能維持       図：高線量エリアへの適用 

することを環境試験にて確認している。 

図：トレンチ内への適用 

 

検知ユニット

ファン
ユニット

煙吸引式感知装置
（検知器を内蔵）

高線量エリア

吸気

排気
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型式 原理と特徴 適用箇所 アナログ式／非アナログ式 放射線の影響 概要図 

④ 

熱感知器 

・温度検知素子により感知器周辺の雰囲気温度を検知

する。 

・炎が生じ，温度上昇した場合に火災として感知する。 

【適応高さの例】 

8m 以下 

【設置範囲の例】※１ 

 15 ㎡～70 ㎡あたり１個 

適切な箇所 

・小空間（室内） 

不適な場所 

・火災源からの距離

が離れており，温

度上昇が遅いと考

えられる場合 

アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であり，この信

号を連続的に処理するこ

とが可能な制御器等があ

る。 

・受信機では平常時の状態を

監視し，急激な温度上昇の

把握が可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：熱感知器の原理            図：熱感知器の外形 

⑤ 

熱感知器 

（接点式） 

・金属の熱膨張を利用し接点を形成し，炎が生じ，温

度上昇した場合に接点が閉じることで火災として

感知する。 

・炎が生じ，温度上昇した場合に火災として感知する。 

適切な箇所 

・高線量エリア 

不適な場所 

・火災源からの距離

が離れており，温

度上昇が遅いと考

えられる場合 

非アナログ式 

・感知器から出力される信号

は接点のオンオフのみで

ある。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用せず，接

点方式である

ことから放射

線の影響を受

けにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：熱感知器（接点式）の原理 

図：熱感知器（接点式）の外形 

⑥ 

防爆型 

熱感知器 

・金属の熱膨張を利用し接点を形成し，炎が生じ，温

度上昇した場合に接点が閉じることで火災として

感知する。 

・炎が生じ，温度上昇した場合に火災として感知する。 

・全閉構造であり可燃性ガス又は引火性の蒸気が感知

器内部に進入して爆発を生じた場合に，当該感知器

が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火炎が当該火

災感知器の外部のガス又は蒸気に点火しない。 

適切な箇所 

・引火性又は発火性

の雰囲気を形成す

るおそれがある場

所（蓄電池室等） 

不適な場所 

・火災源からの距離

が離れており，温

度上昇が遅いと考

えられる場合 

非アナログ式 

・感知器から出力される信号

は接点のオンオフのみで

ある。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

・なお，温度検知素子により

感知する防爆型の感知器

は開発されていない。 

感知器内部に

半導体基板を

使用せず，接

点方式である

ことから放射

線の影響を受

けにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：熱感知器（接点式）の原理       保護カバーを設置した耐圧防爆構造となっている 

図：防爆型熱感知器の外形 
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型式 原理と特徴 適用箇所 アナログ式／非アナログ式 放射線の影響 概要図 

⑦ 

炎感知器 

（赤外線） 

・偏光フィルタ及び受光素子により炎特有の波長の赤

外線及びちらつきを検知する。 

・炎が生じた時点で感知することから早期の火災感知

が可能である。 

【適用高さの例】 

20m 以上 

適切な場所 

・大空間（屋内） 

・小空間（屋内） 

不適な場所 

・構築物等が多い場

所 

・天井が低く、監視

空間が小さい場所 

非アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であるが，炎感

知器においては，この信号

を連続的に処理すること

が可能なシステムが開発

されていない。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：炎感知器の原理                図：炎感知器の外形 

⑧ 

屋外仕様

炎感知器 

（赤外線） 

・偏光フィルタ及び受光素子により炎特有の波長の赤

外線及びちらつきを検知する。 

・炎が生じた時点で感知することから早期の火災感知

が可能である。 

・防塵，防水構造のハウジングを有しており，屋外で

も使用可能である。 

適切な場所 

・大空間（屋外） 

不適切な場所 

・構築物等が多い場

所 

非アナログ式 

・検知素子から出力される信

号は連続的であるが，炎感

知器においては，この信号

を連続的に処理すること

が可能なシステムが開発

されていない。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：炎感知器の原理          図：屋外仕様炎感知器の概要 

⑨ 

屋外仕様

熱感知カ

メラ 

（赤外線） 

・赤外線によって対象箇所が発する熱エネルギーをと

らえ温度を監視する。 

・熱感知カメラからの信号が設定温度（80℃：設定値

は変更可）を超えると，受信気は火災と感知してア

ラームを吹鳴する。 

・熱サーモグラフィ機能等による火源の特定が可能で

ある。 

・防塵，防水構造のハウジングを有しており，屋外で

も使用可能である。 

適切な場所 

・大空間（屋外） 

不適切な場所 

・構築物等が多い場

所 

アナログ式 

・熱感知カメラから出力され

る信号は連続的であり，受

信機ではサーモグラフィ

映像により平常時の状態

を監視し，急激な温度上昇

の把握が可能である。な

お，受信機は熱感知カメラ

からの信号が設定値を超

えると火災と感知してア

ラームを吹鳴する。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

558(w)×506(h)×420(d) 

 

図：サーモグラフィによる温度監視／火災感知       図：屋外仕様熱感知カメラの概要 

屋外仕様熱感知カメラ
（遮光カバー付）

屋外仕様炎感知器
（遮光カバー付）

現場への設置状況

屋外仕様熱感知カメラ
（遮光カバー付）

屋外仕様炎感知器
（遮光カバー付）

現場への設置状況

赤外線

受光素子

偏光フィルタ

赤外線

受光素子

偏光フィルタ
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型式 原理と特徴 適用箇所 アナログ式／非アナログ式 放射線の影響 概要図 

⑩ 

光ファイ

バケーブ

ル式熱感

知器 

・光ファイバセンサにパルス光を入射すると，その光

は光ファイバセンサ中で散乱を生じながら進行す

る。その散乱光の一つであるラマン散乱光には温度

依存性があり，これを検知することにより温度を監

視する。 

・光ファイバセンサにパルス光を入射してから，発生

した後方ラマン散乱光が入射端に戻ってくるまで

の往復時間を測定することで，散乱光が発生した位

置（火災源）を検知可能である。 

適切な場所 

・火災源の近傍 

（火災源直上） 

不適な場所 

・火災源からの距離

が離れており，温

度上昇が遅いと考

えられる場所 

アナログ式 

・光ファイバセンサからの信

号は連続的であり，この信

号を連続的に処理するこ

とが可能な制御器等があ

る。 

・受信機では平常時の状態を

監視し，急激な温度上昇の

把握が可能である。 

感知部（光フ

ァ イ バ セ ン

サ）は放射線

の影響を受け

にくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：光ファイバケーブル式熱感知器の概要 

⑪ 

高感度煙

感知器 

・感知器内に煙が取り込まれると，発光素子の光が煙

によって散乱し，受光素子に光が当たることで煙を

感知する。 

・炎が生じる前の発煙段階からの煙の早期感知が可能

である。 

・従来品の煙感知器よりも高感度であり，小型である

ことから制御盤内等への設置に適する。 

【感度】 

下記感度仕様の製品があり，設置環境に応じて適

切なものを選択可能である。 

・0.1～0.5% 

・3～10%  

適切な場所 

・小空間（制御盤内） 

不適な場所 

・大空間 

・塵埃が多い場所 

 

非アナログ式 

・感知器から出力される信号

は接点のオンオフのみで

ある。 

・受信機では火災発生信号の

み表示可能である。 

感知器内部に

半導体基板を

使用している

ことから放射

線により故障

の可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：高感度煙感知器の原理                  図：高感度煙感知器の外形 

※1：消防法施行規則第 23 条で定める設置範囲による

高感度感知器 従来品 
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別紙１ 

光ファイバケーブル式熱感知器の 

仕様及び動作原理について 

1．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケー

ブルトレンチ，常設代替交流電源設備ケーブル布設エリア，3 号炉原子炉建屋緊急時

対策所用電源車ケーブル布設エリアにおいては，周囲の環境条件等を考慮し，火災を

早期に感知するために光ファイバケーブル式熱感知器を設置する。光ファイバケーブ

ル式熱感知器の仕様及び動作原理を以下に示す。 

 

2．仕様 

 仕様 概要図 

光ファイバ

ケーブル 

・外被材料：SUS316L 

 （被覆：FRPE（難燃架橋ポリエチレン）） 

・外径：2.0mm 

 （被覆：3.0mm） 

・光ファイバ芯線数：1芯 

・光ファイバ材質：石英 

・適用温度範囲：-20～150℃ 

 

光ファイバ

温度監視装

置 

・光ファイバ布設方向に対して 2m以下の

分解能 

・温度表示範囲：-200.0℃～320.0℃ 

・非常用電源から給電し，無停電電源装

置も設置 

 

 

 

 

温度監視装置 

監視状況 ・ケーブル布設エリアごとに 0.1℃刻みで

温度を表示 

・温度測定値が設定値（60.0℃）を超え

た場合に警報を発報 

 

 

光ファイバ

ケーブル設

置状況 

・監視対象物近傍の上部等にセンサ用光

ファイバケーブルを敷設し，火災の早期

感知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

洞道内断面図 

SUS316L

光ファイバ芯線

FRPE（難燃架橋
ポリエチレン）

2.0mm

3.0mm

約2m

約2.5m

火災感知センサ用
光ファイバーケーブル

ケーブルトレイ

火災防護対象
以外のケーブル

ケーブルトレイサポート

火災防護対象
のケーブル
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3．温度測定及び位置特定の原理 

（1）温度測定の原理 

入射光は，光ファイバケーブル内の分子によって散乱され，一部の散乱光は波長

（周波数）がシフトする。このうちラマン散乱光と呼ばれる散乱光は温度依存性を

有している。 

したがって，ラマン散乱光の強度を測定することにより，光ファイバケーブルの

温度を測定することができる。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 温度測定の原理 
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（2）位置特定の原理 

光ファイバケーブル内にパルス光を入射してから，ラマン散乱光が入射端に戻っ

てくるまでの往復時間を測定することで，散乱光が発生した地点を特定することが

できる。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 位置特定の原理（1） 

 

 

入射光（パルス光）の往復時間（入射～受光）を測定することにより，入射点

からの距離を特定できる。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 位置特定の原理（2） 
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添付資料２ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設における火災感知器の 

配置を明示した図面 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６号炉 
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柏崎刈羽原子力発電所３号炉緊急時対策所 
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【参考】柏崎刈羽原子力発電所免震重要棟 
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別紙 1 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

火災感知器及び消火設備の部屋別設置状況について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 
※1 原子炉の安全停止に必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち，  

火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1-1 RHR(A)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-2 RHR(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-3 RHR(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-4 RCIC ﾎﾟﾝﾌﾟ･蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-5 HPCF(B)ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-6 HPCF(C)ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-7 R/B B3F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-1-8 北西階段室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-9 北西 EV 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-1-10 
HCW(D)ｻﾝﾌﾟ､LCW(A)ｻﾝﾌﾟ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-1-11 HCU 室(西) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

 

R-1-12 
炉心流量(DIV-Ⅰ)計装ﾗｯ

ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計 (Ⅰ)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-13 
CUW逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ配管

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-1-14 
炉心流量(DIV-Ⅳ)計装ﾗｯ

ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計 (Ⅳ)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1-15 CUW 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-16 CUW ﾎﾟﾝﾌﾟ室(A),(B) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-1-17 CUW 逆洗水受ﾀﾝｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-18 
RHR･SPCU ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-1-19 

SPCU ﾎﾟﾝﾌﾟ,CUW 系非再生

熱交換器漏洩試験用ﾗｯｸ

室 

有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-20 南西階段室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-1-21 CUW 非再生熱交換器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-22 南東階段室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-1-23 南東 EV 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-24 
HCW(E)ｻﾝﾌﾟ室 LCW(B)ｻﾝ

ﾌﾟ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

R-1-25 HCU 室(東) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-26 
炉心流量(DIV-Ⅱ)計装ﾗｯ

ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計 (Ⅱ)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-27 

炉心流量(DIV-Ⅲ)計装ﾗｯ

ｸ,ｽｸﾗﾑ地震計 (Ⅲ),CRD ﾏｽ

ﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙ室  

有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1-28 
R/B〜T/B 間配管室(1) 

(B3F〜MB2F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-29 ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-30 
R/B〜T/B 間配管室(3) 

(B3F〜B2F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-1-31 
CUW逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室上

部配管室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1-32 
CUW 非再生熱交換器用

弁･配管室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-1-33 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-34 LCW ｻﾝﾌﾟｸｰﾗ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1-35 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1-36 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-2-1 R/B B2F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-2-2 RHR(A)弁室(B2F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-3 RHR(C)弁室(B2F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-4 真空清掃設備室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-5 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-2-6 
所員用ｴｱﾛｯｸ室/TIP ﾊﾞﾙﾌﾞ

ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-7 SPCU 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-2-8 FPC 保持ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-2-9 CUW 保持ﾎﾟﾝﾌﾟ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-2-10 CUW 再生熱交換器･弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-2-11 RHR(B)弁室(B2F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2-12 RIP･CRD 取扱装置制御室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-2-13 機器搬入用ﾊｯﾁ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

内部に発火源

が無く、通常コ

ンクリートハッ

チにて閉鎖さ

れている。開

放時は通路の

感知器にて感

知可能 

R-2-14 RIP･CRD 補修室/ｹｰﾌﾞﾙ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-15 CRD ﾓｰﾀ試験室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-17 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-2-18 TIP 駆動装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-2-19 TIP 遮蔽容器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-2-20 
TIP 駆動装置現場制御盤

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-2-21 
ｴﾚﾍﾞｰﾀ前室(R/B MB2F 北

西) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-3-1 R/B B1F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-3-2 A 系非常用電気品室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-3 B 系非常用電気品室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-4 C 系非常用電気品室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-5 NSD ｻﾝﾌﾟ(A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-3-6 RIP-ASD(A)(B)(E)(F)(H)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-7 RHR(C)配管室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-8 
原子炉系(DIV-Ⅲ)計装ﾗｯｸ

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-9 
原子炉系(DIV-Ⅰ)計装ﾗｯｸ

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-10 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室(R/B 北) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3-11 階段室(R/B 北) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-3-12 ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾁｪﾝﾊﾞ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-13 
中央制御室外原子炉停止

装置盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-14 FPC F/D ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3-15 
原子炉系(DIV-Ⅳ)計装ﾗｯｸ

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-16 
原子炉系(DIV-Ⅱ)計装ﾗｯｸ

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-17 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室(R/B 南) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3-18 階段室(R/B 南) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-3-19 NSD ｻﾝﾌﾟ(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3-20 RIP-ASD(C)(D)(G)(J)(K)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-3-22 
AC ﾍﾟﾈ,RHR 配管･弁室

(MB1F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3-23 原子炉水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-1 R/B 1F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-4-2 D/G(A)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-3 D/G(B)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-4 D/G(C)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-5 ｴｱﾛｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-4-6 配管室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4-7 DG(A)室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-8 
RCW･AC･電気ﾍﾟﾈ室(1F 北

西) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-9 RHR(A)弁室(1F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4-10 
R/B 1F 非管理区域入口室

(北) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-11 RHR(C)弁室(1F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4-12 DG(C)室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-13 配管ﾍﾟﾈ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-14 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 北東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-15 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 北東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-16 除染ﾊﾟﾝ室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4-17 大物搬出入口 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-18 FCS ｴｱﾛｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-19 電気ﾍﾟﾈ室（1F 東） 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

  

R-4-20 FCS 再結合装置室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

  

R-4-21 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-22 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(R/B 東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-23 DG(B)室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-24 RHR(B)弁室(1F) 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-4-25 
R/B 1F 非管理区域入口室

(南) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-26 SLC・電気ﾍﾟﾈ室(1F 南) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-4-27 
CUW/FPC ろ過脱塩器ﾊｯﾁ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-4-28 CUW ﾌﾟﾘｺｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4-29 ｴｱﾛｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-30 事故後ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ操作盤室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-31 
管理区域連絡通路(1F 南

西) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-4-32 SGTS ﾓﾆﾀ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-33 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4-34 MS ﾄﾝﾈﾙ室 有 
煙吸引式感知器   

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4-35 CUW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4-36 MS ﾄﾝﾈﾙ室西側室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-5-1 R/B 2F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-5-2 MSIV 搬出入用機器ﾊｯﾁ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-3 IA･HPIN ﾍﾟﾈ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-4 DG(A)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-5-5 DG(A)非常用送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-6 ｸﾘｰﾝｱｸｾｽ通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-5-7 DG(A)制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-8 DG(C)制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-9 電気ﾍﾟﾈ室(2F 北) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   



- 41-4-96 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-5-10 
格納容器機器搬出入用ﾊｯ

ﾁ室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

内部に発火源

が無く、通常コ

ンクリートハッ

チにて閉鎖さ

れている。開

放時は通路の

感知器にて感

知可能 

R-5-11 DG(C)非常用送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-12 DG(C)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-5-13 ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-5-14 
FPC 熱交換器室/FPC 弁

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-15 西側通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-5-16 FPC ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-17 電気ﾍﾟﾈ室(2F 南) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-18 ASD 出力ﾄﾗﾝｽ(D)(J)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-19 DG(B)制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-5-20 格納容器所員用ｴｱﾛｯｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-5-21 DG(B)非常用送風機室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 



- 41-4-97 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-5-22 DG(B)非常用排気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-6-1 R/B 3F 通路 有 
煙感知器  

熱感知器 

消火器又は

局所放出ガ

ス消火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-6-2 DG(A)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-3 DG 排気管(A)室 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-6-4 
DG(A)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-6-5 DG(A)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-6 DG(A)補機室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-7 MSIV･SRV ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-6-8 ISI 検査室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-9 DG(C)補機室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-10 ASD 出力ﾄﾗﾝｽ(A)(F)室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-11 DG(B)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-12 DG 排気管(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-13 
DG(B)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-6-14 DG(B)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-15 DG(C)燃料ﾃﾞｨﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

二酸化炭素

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-16 DG 排気管(C)室(3F) 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-6-17 
DG(C)非常用給気ｴｱﾌｨﾙﾀ

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 



- 41-4-98 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-6-18 DG(C)非常用給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-6-19 南北連絡通路階段室(北) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-6-20 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-6-21 南北連絡通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-6-22 CAMS(B)室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-6-23 DG(B)補機室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-24 SGTS 室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-6-25 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-6-26 ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ(B)室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-1 DG(A)補機室 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-7-2 DG(A)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-7-3 DG(A)/Z 冷却器ｺｲﾙ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-7-4 DG(A)/Z 送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-5 CAMS(A)室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-6 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 



- 41-4-99 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-7-7 ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀ(A)室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-8 階段室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-7-9 北側 FMCRD 制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-7-10 LDS ﾓﾆﾀ室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-11 ISI 試験片室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-7-12 ｷｬｽｸ除染ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-13 DG(C)/Z 送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-7-14 DG(C)/Z 冷却器ｺｲﾙ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-7-15 DG(C)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-7-16 DG(C)/Z 給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-7-18 南北連絡通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-19 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-20 DG(B)/Z 給気ﾙｰﾊﾞ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-21 DG(B)/Z 給気ｴｱﾌｨﾙﾀ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-7-22 DG(B)/Z 冷却器ｺｲﾙ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-7-23 DG(B)/Z 送風機室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   



- 41-4-100 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-7-24 新燃料検査台ﾋﾟｯﾄ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-7-25 南側 FMCRD 制御盤室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-7-26 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-7-27 MS ﾄﾝﾈﾙ室空調機室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-7-28 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-1 R/B ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾛｱ 有 

光電分離式 

煙感知器  

炎感知器 

消火器 手動 固縛（消火器） 
 

R-8-2A 
A 系 HPIN 窒素ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯ

ｸ･RCW(A)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-8-2B AM バッテリー室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-8-3 RCW(C)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

R-8-4 DG 排気管(C)室(4F) 有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-8-5 
DG(C)/Z 排風機排気ﾙｰﾊﾞ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-8-6 連絡通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-8-7 RIP 点検室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

R-8-8 定検控室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-8-9 階段室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-10 
燃料取替機制御室空調機

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-8-11 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-12 ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-13 ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-14 ｷﾞｬﾗﾘｰ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-15 ｴｱﾛｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-16 ｷﾞｬﾗﾘｰ通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-17 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-18 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-19 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-20 
燃料取替機制御室/空調ﾀﾞ

ｸﾄ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-8-21 ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-22 ｴﾚﾍﾞｰﾀ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-8-23 
B 系 HPIN 窒素ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯ

ｸ･RCW(B)ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

K6-PCV 格納容器 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

T-1-1 常用電気品室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1-2 TCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-1-3 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-4 SD ｻﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-5 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-6 漏えい検知ﾋﾟｯﾄ(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-7 RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-8 RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-9 RSW･TSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-10 電解鉄ｲｵﾝ供給装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-11 
復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-12 CWP 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-13 
復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-14 CWP 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-15 
復水回収ﾀﾝｸ,VGL 復水器

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-16 CWP 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-17 RSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-18 RSW 取水ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-19 漏えい検知ﾋﾟｯﾄ(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-20 
C 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

  

T-1-21 階段室(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-22 
Hx/A 北側配管室(B2F～

MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-23 
Hx/A(C)非常用送風機ﾌｨﾙ

ﾀ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-24 
Hx/A(C)非常用送風機ﾌｨﾙ

ﾀ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-50 
T/A B2F ｹｰﾌﾞﾙ(Ⅰ)(Ⅲ)･配

管ﾄﾚﾝﾁ 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-1-51 
T/A B2F ｹｰﾌﾞﾙ(Ⅱ)･配管ﾄ

ﾚﾝﾁ 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-1-52 低圧復水ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-53 TCW 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-54 ﾄﾚｲｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-55 階段前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-56 制御用空気貯槽室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-57 CD 再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-1-58 CF 逆洗水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-59 高圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-60 復水回収ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾀﾝｸ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-61 復水器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-62 T/A B2F 西側通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-63 
系統入り口弁及びﾄﾞﾚﾝﾎﾟｯﾄ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-64 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-65 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-66 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-67 
隠ｲｵﾝ,陽ｲｵﾝ樹脂再生塔

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-1-68 低圧ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-69 SD ｻﾝﾌﾟ(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-70 HCW,LCW ｻﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-71 CF 逆洗水受ﾀﾝｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-72 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-73 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-74 北側通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-75 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-76 LCW,HCW ｻﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-77 復水再回収ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-78 VGL 復水器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-79 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1-80 階段前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-1 A 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-2 B 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-3 C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-4 TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-5 TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器  
 

  

T-2-6 漏えい検知ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-7 漏えい検知ﾋﾟｯﾄ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-8 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)下部西側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-9 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)下部西側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-10 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)下部西側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   
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火災防護対策
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備考 

T-2-11 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)下部東側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-12 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)下部東側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-13 
循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)下部東側

室(MB2F) 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2-14 循環水配管ﾊｯﾁ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-15 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2-16 C 系非常用電気品室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-2-50 T/A MB2F 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2-51 IA･SA 圧縮機ﾕﾆｯﾄ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-52 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-53 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-54 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-55 復水器真空ﾎﾟﾝﾌﾟ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-56 LPDP 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-57 CF 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-58 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-59 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-60 HPDP 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-61 油受けﾀﾝｸ室  無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-62 高圧制御油圧ﾕﾆｯﾄ室  無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-63 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2-64 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2-65 RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(B)室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-66 油清浄機室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-67 RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(A)室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持）   

T-2-68 RFP ﾀｰﾋﾞﾝ主油ﾀﾝｸ(A)前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2-69 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-1 
A 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器

及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-3-2 
B 系 RCW ﾎﾟﾝﾌﾟ･熱交換器

及び RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-3-3 C 系 RSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-3-4 TSW ﾎﾟﾝﾌﾟ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-5 循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-6 循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-7 循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-3-8 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-9 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-10 B 系非常用電気品室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-3-11 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-12 
Hx/A(B)非常用送風機ﾌｨﾙ

ﾀ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-3-13 
Hx/A(B)非常用送風機ﾌｨﾙ

ﾀ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-3-14 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-15 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-50 T/A B1F 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-51 
苛性ｿｰﾀﾞ計量槽、硫酸希

釈槽室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3-52 
OG 活性炭式希ｶﾞｽﾎｰﾙﾄﾞｱ

ｯﾌﾟ塔室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3-53 計装ﾗｯｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-54 排ｶﾞｽ復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-55 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-56 復水脱塩棟室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-57 ｽトﾚｰﾅ及び弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-58 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-59 ﾀﾝｸﾍﾞﾝﾄ処理装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-60 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-61 
ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原子炉給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3-62 
ﾀｰﾋﾞﾝ駆動原子炉給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室空調機室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3-63 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3-64 水ろ過器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-65 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-66 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3-67 CF 復水ろ過器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-1 
Hx/A 1F TSW･RSW ﾎﾟﾝﾌﾟﾚ

ｲﾀﾞｳﾝｴﾘｱ 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-4-2 A 系非常用電気品室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

T-4-3 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-4-4 
Hx/A 北側ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ･P.P 扉･

ﾗｽﾄｱﾚｽﾀ制御盤室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-4-5 
Hx/A 南側ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ･P.P 扉･

ﾗｽﾄｱﾚｽﾀ制御盤室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-4-6 常用系送風機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-7 Hx/A 給気処理装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-4-8 Hx/A 給気処理装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-9 Hx/A 給気処理装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-50 大物搬入口前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-51 発電機密封油制御装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-52 固定子冷却装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-53 T/A 1F 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-54 CF 復水ろ過器ﾊｯﾁ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-55 可燃性雑固体置き場  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-56 除染ﾊﾟﾝ,ｼﾝｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-57 T/A 1F ﾗｯｸ室(1) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-58 T/A 1F ﾗｯｸ室(2) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-59 階段前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-60 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-61 主油ﾀﾝｸ室 無 - 
二酸化炭素

消火設備 
手動 C(Ss 機能維持） 

 

  

T-4-62 OG 排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-63 OG 排ｶﾞｽ抽出器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-4-64 
GENERATOR EXCITER 

CUB.-EX2000 盤室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-4-65 CF/CD 制御盤室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-5-50 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-5-51 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-5-52 相分離母線貫通室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-1 A 系非常用送風機室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

T-6-2 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-6-3 給気処理装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-50 T/B ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾛｱ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-51 ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-53 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-54 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気蒸化器給水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-6-55 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-56 ﾗｯｸ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-6-57 TGS 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-58 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ蒸気蒸化器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-59 FDW 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-60 湿分分離加熱器 (A)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-61 湿分分離加熱器(B)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-6-62 主油ﾀﾝｸﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾘｱ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-50 R/A,T/A 排風機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-51 ﾌｨﾙﾀ室前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-7-52 ﾌｨﾙﾀ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-7-53 ﾌｨﾙﾀ室連絡室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-54 ﾌｨﾙﾀ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-55 ﾌｨﾙﾀ室前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-56 ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-57 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-58 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-59 R/A,T/A 送風機室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-60 R/A 給気ﾀﾞｸﾄ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-61 空調機室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-62 空調機室前室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-7-63 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-50 ｷﾞｬﾗﾘ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-51 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-52 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-53 主排気ﾀﾞｸﾄ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-56 TCW ｻｰｼﾞﾀﾝｸ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-57 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-58 R/A,T/A 給気処理装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-8-59 ｴﾚﾍﾞｰﾀ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-1-1 6 号機常用電気品室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持） 

 

  

C-1-2 
6 号機常用ﾊﾞｯﾃﾘｰ(250V)

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-3 
6 号機 HECW(A)(C)冷凍機

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-4 
6 号機 HECW(B)(D)冷凍機

室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-5 階段室(C/B 西側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

C-1-12 
6 号機常用ﾊﾞｯﾃﾘｰ(250V･

48V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-13 
6 号機 C/B 常用電気品区

域送･排風機室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-1-14 
6 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(C)送風機室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-1 
6 号機区分Ⅰ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-2 
6 号機区分Ⅰﾊﾞｯﾃﾘｰ

(125V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-3 
6 号機区分Ⅳ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-4 
6 号機区分Ⅳﾊﾞｯﾃﾘｰ

(125V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-5 
6 号機区分Ⅱ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-6 
6 号機区分Ⅱﾊﾞｯﾃﾘｰ

(125V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-7 
6 号機区分Ⅲ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-8 
6 号機区分Ⅲﾊﾞｯﾃﾘｰ

(125V)室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-9 
6 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(A)送･排風機室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-10 
6 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(C)排風機室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-2-11 
非管理区域ｱｸｾｽ通路

(B1F) 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-1 6 号機下部中央制御室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

している中央

制御室から近

いことから消

火活動による

消火が可能 

C-3-2 6 号機常用ｹｰﾌﾞﾙ処理室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-3 6 号機区分Ⅰｹｰﾌﾞﾙ処理室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-4 6 号機区分Ⅱｹｰﾌﾞﾙ処理室 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-5 6 号機区分Ⅲｹｰﾌﾞﾙ処理室  有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-6 6 号機ﾌﾟﾛｾｽ計算機室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

している中央

制御室から近

いことから消

火活動による

消火が可能 

C-3-7 6 号機ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ(1F 東) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-8 6 号機計算機用ﾄﾗﾝｽ室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

している中央

制御室から近

いことから消

火活動による

消火が可能 

C-3-9 
6 号機中央制御室再循環ﾌ

ｨﾙﾀ装置室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-10 
6 号機 C/B 計測制御電源

盤区域(B)送･排風機室  
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-11 管理区域ｱｸｾｽ通路(1F) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

C-3-23 中央制御室 有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

していることか

ら早期に感知

し消火活動に

よる消火が可

能 

C-3-24 上部中央制御室  有 
煙感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

していることか

ら早期に感知

し消火活動に

よる消火が可

能 

C-3-25 
6 号機中央制御室送･排風

機室 
有 

煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-3-33 ｷﾞｬﾗﾘ通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-4-1 C/B 屋上北西 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-4-2 6 号機ｹｰﾌﾞﾙ処理室(RF) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

C-4-3 6 号機給気ﾙｰﾊﾞ室(RF 東) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-4-4 
6 号機ｹｰﾌﾞﾙ処理室(RF)隣

接室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

C-4-5 屋上入力変圧器ｴﾘｱ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

Y-1-1 R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(1) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-1-3 R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(3) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-1-2 R/B～C/B 区分Ⅰﾄﾚﾝﾁ(2) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-2-1 R/B～C/B 区分Ⅱﾄﾚﾝﾁ(1) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-3-2 R/B～C/B 区分Ⅲﾄﾚﾝﾁ(2) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-3-4 R/B～C/B 区分Ⅲﾄﾚﾝﾁ(2) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Y-4-1 R/B～C/B 区分Ⅳﾄﾚﾝﾁ(1) 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Rw-1-2 RW/B～C/B 間配管ﾄﾚﾝﾁ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

Rw-1-5 RW/B～C/B 間配管ﾄﾚﾝﾁ 有 
煙感知器  

熱感知器 

全域ガス消

火設備 
自動 C(Ss 機能維持）   

Rw-2-2 RW/B～C/B 間配管ﾄﾚﾝﾁ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

Rw-2-4 RW/B～C/B 間配管ﾄﾚﾝﾁ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

DGFO-01 軽油タンクエリア 有 
熱感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消火

設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

DGFO-02 DGFO ポンプ（A）（C）エリア 有 

熱カメラ式感知

器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消火

設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

DGFO-03 DGFO ポンプ（B）エリア 有 

熱カメラ式感知

器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消火

設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

DGFO-07 
DGFO ポンプ（Ａ）（C） 

地下トレンチエリア 
有 

煙感知器 

光ファイバケーブ

ル式熱感知器  

消火器 手動 固縛（消火器） 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

DGFO-08 
DGFO ポンプ（B） 

地下トレンチエリア 
有 

煙感知器 

光ファイバケーブ

ル式熱感知器  

消火器 手動 固縛（消火器） 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 
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柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 
※1 原子炉の安全停止に必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち，  

火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B3F-01 
ＲＨＲ(Ａ)ポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-02 ＲＣＩＣポンプ・タービン室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-03 ＨＰＣＦ(Ｃ)ポンプ室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-04 
ＲＨＲ(Ｃ)ポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-05 ＨＣＵ室(東側） 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-06 

炉心流量(ＤＩＶ－Ⅲ)計装ラ

ック，感震器(Ｃ)室，ＣＲＤマ

スターコントロール室  

有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-07 
ＨＣＷ(Ｅ)サンプ，ＬＣＷ(Ｂ)

サンプ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-B3F-08 
炉心流量(ＤＩＶ－Ⅱ)計装ラ

ック，感震器(Ｂ)室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-09 階段室（Ｒ／Ｂ南東） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-10 
ＲＨＲ(Ｂ)ポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-11 ＨＰＣＦ(Ｂ)ポンプ室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-12 ＣＵＷ非再生熱交換器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-13 ＳＰＣＵポンプ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-14 階段室(Ｒ／Ｂ南西) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-15 
ＲＨＲ・ＳＰＣＵサンプリング

ラック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-B3F-16 ＣＵＷ逆洗水受タンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-17 ＣＵＷポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-18 
ＣＵＷ逆洗水移送ポンプ・

配管室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

 

R-B3F-19 ＨＣＵ室(西側） 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

 

R-B3F-20 
炉心流量(ＤＩＶ－Ⅳ)計装ラ

ック，感震器(Ｄ)室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B3F-21 ＣＲＤ配管室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-22 
炉心流量(ＤＩＶ－Ⅰ)計装ラ

ック，感震器(Ａ)室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-23 
ＨＣＷ(Ｄ)サンプ，ＬＣＷ(Ａ)

サンプ室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B3F-24 階段室（Ｒ／Ｂ北西） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

可燃物がほと

んどないため

消火活動が困

難とならない 

R-B3F-25 Ｒ／Ｂ地下３階通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-B3F-26 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

 

R-B3F-27 CUW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-28 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-29 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-31 エレベータ室（R/B 西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-32 エレベータ室（R/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-33 ダクトスペース（R/B 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B3F-34 ダクトスペース（R/B 西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B2F-01A Ｒ／Ｂ地下２階通路(A) 有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-B2F-01B Ｒ／Ｂ地下２階通路(B) 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-02 RHR(A)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-03 RHR(C)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-04 ＣＲＤモータ試験室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B2F-05 ＲＩＰ・ＣＲＤ補修室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B2F-06 機器搬出入用ハッチ室  有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

内部に発火源

が無く、通常コ

ンクリートハッ

チにて閉鎖さ

れている。開

放時は通路の

感知器にて感

知可能 

R-B2F-07 ＣＲＤ交換装置制御室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-08 RHR(B)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-09 
ＣＵＷ再生熱交換器室・弁

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-B2F-10 ＣＵＷ保持ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-11 ＦＰＣ保持ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-12 ＲＤ弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-13 所員用エアロック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-14 真空清掃設備室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-15 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B2F-16 ＦＰＣ Ｆ／Ｄ配管・弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B2F-17 ＳＰＣＵペネ室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-18 ＴＩＰ駆動装置室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-19 
TIP遮へい容器・バルブアッ

センブリ室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B2F-20 ＴＩＰ駆動装置電気盤室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-21 配管室・連絡トレンチ 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B2F-22 連絡トレンチ 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B1F-01 Ｒ／Ｂ地下１階通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-B1F-02 サプレションチェンバ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-03 
原子炉系(ＤＩＶ－Ⅰ)計装ラ

ック室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-04 
原子炉系(ＤＩＶ－Ⅲ)計装ラ

ック室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-05 
原子炉系(ＤＩＶ－Ⅱ)計装ラ

ック室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-06 
原子炉系(ＤＩＶ－Ⅳ)計装ラ

ック室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-07 
ＦＰＣ Ｆ／Ｄサンプリングラ

ック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-B1F-08A ＣＵＷろ過脱塩器（Ａ）室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-08B ＣＵＷろ過脱塩器（Ｂ）室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B1F-09A ＦＰＣろ過脱塩器（Ａ）室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B1F-09B ＦＰＣろ過脱塩器（Ｂ）室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-B1F-10 Ａ系非常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-11 
ＲＩＰ－ＡＳＤ

(Ａ)(Ｂ)(Ｅ)(Ｆ)(Ｈ)室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-12 階段室（R/B 北） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

 

R-B1F-13 ＮＳＤサンプ(Ａ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-14 Ｃ系非常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   



- 41-4-113 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-B1F-15 Ｂ系非常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-16 ＮＳＤサンプ(Ｂ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B1F-17 
ＲＩＰ－ＡＳＤ

(Ｃ)(Ｄ)(Ｇ)(Ｊ)(Ｋ)室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-18 階段室（R/B 南） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

 

R-B1F-19 
中央制御室外原子炉停止

装置盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-20 多重伝送盤室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-21 クリーンアクセス通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

 

R-B1F-22 弁・配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-23 弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-B1F-24 
原子炉グラブサンプリング

ラック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

R-B1F-25 配管室・連絡トレンチ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

 

R-B1F-26 連絡トレンチ 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-B1F-27 エレベータ室（Ｒ/Ｂ 北） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-28 エレベータ室（Ｒ/Ｂ 南） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-29 パイプスペース（Ｒ/Ｂ 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-B1F-30 パイプスペース（Ｒ/Ｂ 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-01A Ｒ／Ｂ地上１階通路(Ａ) 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

  

 

R-1F-01B Ｒ／Ｂ地上１階通路(Ｂ) 有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-1F-02 ＲＣＷ・ＡＣ・電気ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-03 ＤＧ(Ａ)室 有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-04 ＲＨＲ(Ａ)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 



- 41-4-114 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1F-05 ＲＨＲ(Ｃ)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-06 配管ペネ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-07 ＤＧ(Ａ)(Ｃ)室前室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-08 ＤＧ(Ｃ)室 有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-09 大物搬出入口 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-10 電気ペネ室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-11 除染パン室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-12 ＦＣＳエアロック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-13 ＦＣＳ再結合装置室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-14 ＤＧ(Ｂ)室 有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-15 ＤＧ(Ｂ)室前室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-16 ＲＨＲ(Ｂ)弁室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-17 ＳＬＣペネ，電気ペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-18 CUW 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-19 
ＣＵＷ／ＦＰＣろ過脱塩器ハ

ッチ室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-20 
ＣＵＷプリコートポンプ・タン

ク室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-1F-21 エアロック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-22 管理区域連絡通路  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-23 
事故後サンプリング操作盤

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   



- 41-4-115 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-1F-24 ＳＧＴＳモニタ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-25 MS トンネル室 有 
煙吸引式感知器  

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-1F-26 エアロック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-27 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-1F-28 ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-29 ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-1F-30 
ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 北

東） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-1F-31 
ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 北

東） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-1F-32 
ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 北

西） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-1F-33 
ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 北

西） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-2F-01 Ｒ／Ｂ地上２階通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器又

は局所放

出ガス消

火設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備） 

 

R-2F-02 ＤＧ(Ａ)非常用送風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-03 
ＤＧ(Ａ)非常用排気ルーバ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-2F-04 ＩＡ・ＨＰＩＮペネ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-05 Ａ系北側連絡通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-06 電気ペネ室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-07 Ｃ系北側連絡通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   



- 41-4-116 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-2F-08 ＤＧ(Ｃ)非常用送風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-09 
ＤＧ(Ｃ)非常用排気ルーバ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-2F-10 
格納容器機器搬出入用ハ

ッチ室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

内部に発火源

が無く、通常コ

ンクリートハッ

チにて閉鎖さ

れている。開

放時は通路の

感知器にて感

知可能 

R-2F-11 
格納容器所員用エアロック

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-12 ＤＧ(Ｂ)非常用送風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-13 
ＤＧ(Ｂ)非常用排気ルーバ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-2F-14 Ｂ系南側連絡通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-15 電気ペネ室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-2F-16 ＦＰＣ弁室 無 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

 不燃材、難

燃材で構成さ

れており火災

荷重を低く抑

えられることか

ら煙の充満に

より消火活動

が困難となら

ない 

R-2F-17 ＦＰＣポンプ室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-18 ＦＰＣ熱交換器室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-2F-19 ブローアウトパネル室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-2F-20 ＭＳＩＶ機器搬入ハッチ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  



- 41-4-117 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-3F-01 Ｒ／Ｂ地上３階通路  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

局所放出

ガス消火

設備 

手動（消

火器） 

手動又は

自動（局

所放出ガ

ス消火設

備） 

固縛（消火器） 

C（Ss 機能維持）

（局所放出ガス

消火設備）） 

 

R-3F-02 ＤＧ(Ａ)燃料デイタンク室  有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-03 ＤＧ排気管(Ａ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3F-04 ＭＳＩＶ・ＳＲＶラッピング室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-05 ＤＧ(Ａ)補機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-06 
DG(A)/Z 非常用給気処理

装置室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-3F-07 ＩＳＩ検査室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3F-08 ＩＳＩ試験片室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-3F-09 
ＤＧ(Ｃ)補機・ＨＷＨ熱交換

器室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-10 
DG(C)/Z 非常用給気処理

装置室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-3F-11 ＤＧ(Ｃ)燃料デイタンク室  有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-12 ＤＧ排気管(Ｃ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3F-13 南北連絡通路 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-3F-14 ＤＧ(Ｂ)燃料デイタンク室  有 
煙感知器 

熱感知器 

二酸化炭

素消火設

備 

自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-15 ＤＧ排気管(Ｂ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-3F-16 
DG(B)/Z 非常用給気処理

装置室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-3F-17 ＤＧ(Ｂ)補機室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-18 ＳＧＴＳ室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-3F-19 
ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 南

西） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-3F-20 ＭＳトンネル室空調機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-M4F-02 DG(A)/Z 送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-M4F-03 北側ＦＭＣＲＤ制御盤室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-M4F-04 ＬＤＳモニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-M4F-05 ＩＳＩ試験片室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-M4F-06 ダストモニタ(Ａ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-M4F-07 ＣＡＭＳ(Ａ)室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-M4F-08 キャスク除染ピット 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-M4F-09 ＤＧ(Ｃ)／Ｚ送風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

R-M4F-10 新燃料検査台ピット 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-M4F-11 新燃料貯蔵庫 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-M4F-12 ＤＧ(Ｂ)／Ｚ送風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

R-M4F-13 南側ＦＭＣＲＤ制御盤室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-M4F-14 ＣＡＭＳ(Ｂ)室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-M4F-15 ダストモニタ(Ｂ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-M4F-16 
ＤＧ(Ｂ)／Ｚ給気処理装置

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-M4F-17 
ＤＧ(Ａ)／Ｚ給気処理装置

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-M4F-18 
ＤＧ(Ｃ)／Ｚ給気処理装置

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-M4F-19 
ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 南

東） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

R-4F-01 Ｒ／Ｂオペフロ 有 

光電分離式 

煙感知器 

炎感知器 

消火器 手動 固縛（消火器） 
 

R-4F-02 ＡＳＤ(Ａ)／Ｚ排風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-4F-03 ＤＧ(Ｃ)／Ｚ排風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-4F-04 
燃料取替機制御室空調機

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

R-4F-05 定検控室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4F-06 
エレベータ，階段室(Ｒ／Ｂ

南東)前室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

R-4F-07 ＲＩＰ点検室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-08 ＳＧＴＳ配管室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4F-09Ａ ＡＳＤ(Ｂ)／Ｚ排風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

R-4F-09B R4F クリーン通路 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

R-4F-10 燃料取替機制御室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

R-4F-11 エアロック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-12 見学者ギャラリー室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-13 エアロック室前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-14 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-15 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-16 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-17 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-18 トレイスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

R-4F-19 
ＡＳＤ(Ａ)／Ｚ排風処理装置

室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-4F-20 
ＡＳＤ(Ｂ)／Ｚ排風処理装置

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

R-4F-21 ダクトスペース（Ｒ／Ｂ 北） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

K7-PCV 格納容器 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-B2F-01 階段室(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-02 ＲＣＷ配管室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

T-B2F-03 
ＬＣＷサンプ室，ＨＣＷサン

プ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-04 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-05 
復水回収タンク，ＶＧＬ復水

器室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B2F-06 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B2F-07 
高圧給水加熱器ドレンポン

プ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B2F-08 計装ラック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B2F-09 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-10 低圧復水ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-11 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-12 ＣＦ逆洗水ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-13 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-14 ＣＦ逆洗水受タンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-15 ＳＤサンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-16 
ＬＣＷサンプ室，ＨＣＷサン

プ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-17 
ＣＤ陰イオン・陽イオン再生

塔室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-18 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-19 
低圧給水加熱器ドレンポン

プ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-20 ＲＣＷ配管室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

T-B2F-21 ラック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-22 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-23 サンプリングラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-24 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-25 
海水サンプ室，ＳＤサンプ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-B2F-26 ＩＡ・ＳＡ空調機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

T-B2F-27 主復水器室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B2F-28 エレベータ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-01 油清浄機室 無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-02 
ＲＦＰＴ主油タンク(Ａ)室前

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-03 ＲＦＰＴ主油タンク(Ａ)室 無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-04 ＲＦＰＴ主油タンク(Ｂ)室 無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-BM2F-05 Ｔ／Ａ地下中２階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-06 
ＥＨＣ高圧制御油圧ユニット

室 
無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-07 油受タンク室  無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持)   

T-BM2F-08 ＨＰＰＤバルブ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-09 ＣＤ苛性ソーダ計量槽室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-10 ＣＦ配管スペース室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-11 ＬＰＰＤバルブ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-12 復水器真空ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-13 計装ラック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-14 計装ラック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-15 排ガス抽出器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-16 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-17 ＩＡ・ＳＡ空気圧縮装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-18 階段室(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-BM2F-19 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-BM2F-21 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-01 ラック室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-02 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-03 
タービン駆動原子炉給水ポ

ンプ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B1F-04 Ｔ／Ａ地下１階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B1F-05 ＨＰＰＤドレンタンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B1F-06 
原子炉給水系サンプリング

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B1F-07 タンクベントフィルタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B1F-08 グランド蒸気復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-09 ＣＦ復水ろ過器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-10 ＣＦメンテナンスエリア 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-B1F-11 
ＣＤ復水脱塩塔，ＣＤ樹脂

ストレーナ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B1F-12 排ガス復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-B1F-13 
活性炭希ガスホールドアッ

プ塔室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-B1F-14 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-01 主油タンク室  無 - 

二酸化炭

素消火設

備 

手動 C(Ss 機能維持) 
 

  

T-1F-02 管理区域トイレ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  



- 41-4-122 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-1F-03 Ｔ／Ａ地上１階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-04 ダスト放射線モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-05 復水器室空調機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-06 ＣＦ復水ろ過器ハッチ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-07 固定子冷却装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-08 除染パン・シンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-09 ４Ｓモニタ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-10 ダスト放射線モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-1F-11 ＳＣＲ盤室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-12 ＣＦ／ＣＤ制御盤室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-13 密封油装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-14 大物搬入口前室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-1F-15 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-M2F-01 パイプスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-01 Ｔ／Ａオペフロ 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-02 湿分分離加熱器 (Ａ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-03 
主油タンクメンテナンスエリ

ア 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-2F-04 湿分分離加熱器 (Ｂ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-2F-05 グランド蒸気蒸化器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-06 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-07 スタックモニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-08 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-09 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-2F-10 エレベータ機械室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-01 Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ送風機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-02 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-03 Ｔ／Ａ地上３階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-04 
Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ処理装置室前

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-3F-05 Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ排風機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-06 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-07 階段室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-08 Ｒ／Ａ給気ダクト室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-3F-09 Ｔ／Ａ通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 



- 41-4-123 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

T-3F-10 
Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ排風機フィル

タ室（Ａ） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3F-11 
Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ排風機フィル

タ室（Ｂ） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3F-12 
Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ排風機フィル

タ室（Ｃ） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3F-13 
Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ排風機フィル

タ室（Ｄ） 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

T-3F-14 排気フィルタ室通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3F-15 排気フィルタ室通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-3F-16 排気フィルタ室通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-RF-01 見学者ギャラリー室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

T-RF-02 Ｔ／Ａ屋上階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

T-RF-03 
Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ送風機フィル

タ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

T-RF-04 Ｒ／Ａ，Ｔ／Ａ送風機給気室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-01 Ｈｘ／Ａ常用電気品室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-02 漏えい検知ピット(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-03 ＴＣＷポンプ・熱交換器室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

H-B2F-04 階段室(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-05 循環水配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-06 電解鉄イオン供給装置室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-07 漏えい検知ピット(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-08 階段室(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-B2F-09 
Ｃ系ＲＣＷポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B2F-10 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B2F-11 
Ｈｘ/Ａ（Ｃ）非常用送風機フ

ィルタ室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

H-B2F-12 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-B2F-13 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B2F-14 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-01 Ｂ系ＲＳＷポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-02 ＴＳＷポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-03 ＴＳＷポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-04 漏えい検知ピット(南側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-05 循環水配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-06 循環水配管ハッチ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  



- 41-4-124 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

H-BM2F-07 Ｃ系ＲＳＷポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-08 Ａ系ＲＳＷポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-BM2F-09 漏えい検知ピット(北側) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-BM2F-10 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-B1F-01 Ｂ系非常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B1F-02 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-03 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-04 
Ｂ系ＲＣＷポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B1F-05 ＴＳＷポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-B1F-06 循環水ポンプ(Ｃ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-07 循環水ポンプ(Ｂ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-08 循環水ポンプ(Ａ)室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-B1F-09 
Ａ系ＲＣＷポンプ・熱交換器

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B1F-10 Ｃ系ＲＳＷポンプ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-B1F-11 
Ｈｘ/Ａ（Ｂ）非常用送風機フ

ィルタ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

H-1F-01 
ＴＳＷ・ＲＳＷポンプレイダウ

ンスペース 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

H-1F-02 Ａ系非常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

H-1F-03 Ｈｘ/Ａ（Ａ）送風機フィルタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-1F-04 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-1F-05 ダクトスペース 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

H-2F-01 Ｈｘ／Ａ(Ａ)非常用送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており、火災

荷重を低く抑

えられることか

ら煙の充満に

より消火活動

が困難となら

ない。 

H-2F-02 
Ｈｘ／Ａ(Ａ)非常用送風機フ

ィルタ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

H-3F-01 Ｈｘ／Ａ給気室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

H-3F-02 Ｈｘ／Ａ排気室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-B2F-01 
７号機ＨＥＣＷ冷凍機

(Ｂ)(Ｄ)室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-02 
７号機ＨＥＣＷ冷凍機

(Ａ)(Ｃ)室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-03 ７号機常用電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-04 
７号機ＤＣ２５０Ｖバッテリー

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

C-B2F-05 階段室(C/B 東側） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-B2F-06 
６号機ＨＥＣＷ(Ｂ)(Ｄ)冷凍

機室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  



- 41-4-125 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

C-B2F-07 ６号機常用電気品室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-B2F-08 
７号機Ｃ／Ｂ常用電気品区

域送・排風機室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

C-B2F-09 
７号機Ｃ／Ｂ計測制御電源

盤区域（Ａ）送風機室  
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており、火災

荷重を低く抑

えられることか

ら煙の充満に

より消火活動

が困難となら

ない。 

C-B2F-10 階段室(C/B 西側） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており、火災

荷重を低く抑

えられることか

ら煙の充満に

より消火活動

が困難となら

ない。 

C-B2F-11 
７号機ＤＣ２５０Ｖバッテリー

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-12 
６号機 C/B 計測制御電源

盤区域(C)送風機室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B2F-13 

７号機 C/B 計測制御電源

盤区域(A)送風機 フィルタ

室 

有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体がコ

ンクリートの筐

体で囲われた

装置であり内

部に発火源が

無い 

C-B2F-14 
７号機 C/B 常用電気品区

域送・排風機 フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

C-B1F-01 
７号機Ｃ／Ｂ計測制御電源

盤区域（Ｃ）送風機室  
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-02 
７号機ＤＣ１２５Ｖバッテリー

Ａ室(区分Ⅰ) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-03 
７号機ＤＣ１２５Ｖバッテリー

Ｄ室(区分Ⅳ) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-04 
７号機ＤＣ１２５Ｖバッテリー

Ｂ室(区分Ⅱ) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-05 
７号機ＤＣ１２５Ｖバッテリー

Ｃ室(区分Ⅲ) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-06 
７号機区分Ⅰ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-07 
７号機区分Ⅳ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-08 
７号機区分Ⅱ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-09 
７号機区分Ⅲ計測制御用

電源盤室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-10 C/B 地下１階通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-B1F-11A ７号機ケーブル処理室 A 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-B1F-11B ７号機ケーブル処理室 B 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-01 
７号機Ｃ／Ｂ計測制御電源

盤区域（Ｂ）送風機室  
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-02 
７号機ＭＣＲ再循環フィルタ

装置室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-03 トレイ室，ダクト室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

C-1F-04 ７号機下部中央制御室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近接の中央制

御室に運転員

が常駐してい

ることから早

期に感知し消

火活動による

消火が可能 

C-1F-05 ７号機プロセス計算機室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近接の中央制

御室に運転員

が常駐してい

ることから早

期に感知し消

火活動による

消火が可能 

C-1F-06 トレイ室，ダクト室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-1F-07 
７号機計算機用無停電電

源装置室 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近接の中央制

御室に運転員

が常駐してい

ることから早

期に感知し消

火活動による

消火が可能 

C-1F-08 大物搬入口エリア 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-1F-09 管理区域アクセス通路(1F) 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-2F-01 ７号機ＭＣＲ送風機室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

C-2F-02 上部中央制御室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

していることか

ら早期に感知

し消火活動に

よる消火が可

能 

C-2F-03 中央制御室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

していることか

ら早期に感知

し消火活動に

よる消火が可

能 

C-2F-04 
６号機中央制御室送・排風

機室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

C-2F-05 ギャラリ通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-2F-06 
７号機 MCR 送風機 フィル

タ室 
有 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

部屋自体が金

属筐体で囲わ

れた装置であ

り内部に発火

源が無い 

C-RF-01 ７号機ケーブル処理室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

C-RF-02 給気ルーパ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

C-RF-03 排気ルーパ室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-01 ＨＣＷサンプルポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-02 サンプリングラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-03 ＨＣＷ計装ラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-04 ＨＣＷ蒸留水ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-05 階段室（ＲＷ/Ｂ 西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

RW-B3F-06 濃縮廃液ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-07 ＬＣＷサンプルポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-08 
計装ラック、サンプリングラ

ック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-09 ＬＣＷサンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-10 ＨＳＤサンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-11 ＨＳＤ収集ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-12 ＬＣＷ収集ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-13 ＨＣＷサンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-14 ＨＣＷ収集ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-15 サンプリングラック室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-16 
使用済樹脂デカントポンプ

室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

RW-B3F-17 スラッジ移送ポンプ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-18 
スラッジ移送ポンプ（予備）

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-19 ダスト放射線モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-20 
計装ラック、サンプリングラ

ック室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-21 
ＣＵＷ 粉末樹脂沈降分離

槽デカントポンプ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-22 
７号機、６号機 復水移送

ポンプ室 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

RW-B3F-23 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

RW-B3F-24 階段室（ＲＷ/Ｂ 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B3F-25 通路 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

RW-B3F-26 ７号機 ＨＮＣＷ冷凍機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-27 
ＲＷ/Ｂ～Ｃ/Ｂ間配管トレン

チ 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B3F-28 
ＲＷ/Ｂ～Ｃ/Ｂ間配管トレン

チ 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

RW-B3F-29 エレベータ室（ＲＷ/Ｂ 西） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B3F-30 エレベータ室（ＲＷ/Ｂ 東） 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B2F-01 ＨＣＷ 蒸留水タンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B2F-03 濃縮廃液タンク室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B2F-04 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

RW-B2F-05 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B2F-07 ６号機 ＨＮＣＷ冷凍機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

RW-B2F-08 
ＲＷ/Ｂ～Ｃ/Ｂ間配管トレン

チ 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

RW-B2F-09 
ＲＷ/Ｂ～Ｃ/Ｂ間配管トレン

チ 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

RW-B2F-10 ＨＣＷサンプル槽室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B1F-01 排水放射線モニタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B1F-02 ＨＣＷ弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B1F-04 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-B1F-05 
ＨＣＷ濃縮装置循環ポンプ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-B1F-06 配管室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B1F-07 
ＨＣＷ中和装置 流量計ユ

ニット・ＰＨ計ラック室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

  

 

RW-B1F-08 配管室 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

RW-B1F-09 通路 有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持) 

 

  

RW-B1F-10 
ＬＣＷ収集槽、ＨＣＷ収集タ

ンク室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器）   

RW-B1F-11 ＨＳＤ収集槽室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B1F-13 ＲＷ電気品室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

RW-B1F-14 ＲＷバッテリー室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-B1F-15 
ＲＷ/Ｂ～Ｃ/Ｂ間クリーンア

クセス通路 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-1F-02 雑固体集積室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-03 トラックエリア 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-04 ＬＣＷ弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-05 ＨＣＷ弁・脱塩塔室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-06 ＬＣＷ弁・脱塩塔室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-07 ＨＣＷ弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-08 沈降分離槽ハッチ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-09 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-10 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-12 ＲＷ計算機室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-13 
６号機、７号機 ＭＧ電気品

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-1F-14 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-15 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-16 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

RW-1F-17 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-18 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-1F-19 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-02 ＨＣＷ濃縮装置復水器室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-03 弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-04 ＨＣＷ脱塩塔室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
  

 

RW-M2F-05 ＬＣＷ弁室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-06 ＬＣＷ脱塩塔室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-07 ＬＣＷ脱塩塔室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-08 タンクベントフィルタ室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-09 ７号機 復水貯蔵槽弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-10 
７号機 復水貯蔵槽ハッチ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-M2F-11 ６号機 復水貯蔵槽弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-12 
６号機 復水貯蔵槽ハッチ

室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-M2F-13 ＬＣＷろ過塔・弁室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-M2F-14 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-02 濃縮装置メンテナンス室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-03 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-04 タービンレイダウンエリア 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-05 ７号機 再循環ＭＧセット室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-06 ６号機 再循環ＭＧセット室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-2F-08 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-3F-01 空調機械室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-3F-03 
ＲＷ 電気品区域給気処理

装置フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-04 
ＲＷ 電気品区域給気処理

装置冷却コイル室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-05 
ＲＷ 給気処理装置フィル

タ室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-06 ＲＷ/Ｂ 排気処理装置室 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-3F-07 
ＲＷ/Ｂ 排気処理装置（Ｂ）

高性能フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-08 
ＲＷ/Ｂ 排気処理装置（Ｂ）

中性能フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-09 
ＲＷ/Ｂ 排気処理装置（Ａ）

高性能フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-10 
ＲＷ/Ｂ 排気処理装置（Ａ）

中性能フィルタ室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-3F-11 空調ダクト室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-3F-12 通路 無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知器 

（消防法要求の

感知器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

RW-4F-01 ギャラリアクセス通路  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-4F-03 
ＲＷ 電気品区域排風機、

ＭＧセット室送風機室  
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-4F-04 
ＲＷ/Ｂ 給気処理装置冷

却コイル室 
無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 

 

  

RW-4F-05 ダクトスペース室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-RF-01 エレベータ機械室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

RW-RF-03 消火栓テスト放水口室  無 - 消火器 手動 固縛（消火器） 
 

  

DGFO-04 軽油タンクエリア 有 
熱感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

DGFO-05 DGFO ポンプ（A）（C）エリア 有 

熱カメラ式感知

器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

DGFO-06 DGFO ポンプ（B）エリア 有 

熱カメラ式感知

器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

DGFO-09 
DGFO ポンプ（Ａ）（C） 

地下トレンチエリア 
有 

煙感知器 

光ファイバケーブ

ル式熱感知器  

消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 

DGFO-10 
DGFO ポンプ（B） 

地下トレンチエリア 
有 

煙感知器 

光ファイバケーブ

ル式熱感知器  

消火器 手動 固縛（消火器） 

不燃材、難燃

材で構成され

ており火災荷

重を低く抑えら

れることから煙

の充満により

消火活動が困

難とならない 
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緊急時対策所（3 号炉緊急時対策所），免震重要棟（参考），屋外 
※1 原子炉の安全停止に必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち， 

火災防護対策が必要な機器であり，耐震 S クラスまたは Ss 機能維持設計 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

K3TSC-B1F-01 A 系計測制御用電源室  有 
煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

K3TSC-1F-01 
区分-Ⅰ ケーブル処理室

(１F) 
有 

煙感知器 

熱感知器 

全域ガス

消火設備 
自動 C(Ss 機能維持)   

K3TSC-2F-01 南西側階段室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-2F-02 プロセス計算機室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-2F-03 上部中央制御室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

運転員が常駐

していることか

ら消火活動に

よる消火が可

能 

K3TSC-2F-04 
北西側階段室（上部中操-

下部中操間） 
有 

煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-2F-05 北西側階段室（An/B） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-2F-06 食堂 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-2F-07 2F 北西側通路 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-2F-08 緊急時対策所執務室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-2F-09 機械空調室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

K3TSC-2F-10 DG(A)/Z 送風機室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-3F-01 R/B 北西屋上前室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

K3TSC-Y-01 
3 号機緊急時対策所代替

交流電源設備設置エリア 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

光ファイバ

ケーブル式

熱感知器 

消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-B1F-01 免震重要棟地下１Ｆ 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-01 コンピュータ室  有 
煙感知器 

熱感知器 

N2 消火

設備 

又は 

消火器 

手動 
N 

固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-02 コンピュータ保守室  有 
煙感知器 

熱感知器 

N2 消火

設備 

又は 

消火器 

手動 
N 

固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-03 エントランス/待合室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-04 RWA 室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-05 除染シャワー室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-06 応急処置室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-07 登録事務室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 



- 41-4-133 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

TSC-1F-08 廊下 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-09 WBC 室(5) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-10 WBC 室(6) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-11 電源室(1) 有 
煙感知器 

熱感知器 

N2 消火

設備 

又は 

消火器 

手動 
N 

固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-12 電源室(2) 有 
煙感知器 

熱感知器 

N2 消火

設備 

又は 

消火器 

手動 
N 

固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-13 ボンベ室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-14 設備機械室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-15 自家発電機室(GTG 室) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-16 階段室（南側） 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-1F-17 倉庫 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-01 緊急対策本部 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 



- 41-4-134 - 

部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

TSC-2F-02 当直執務室兼食事室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-03 コピーFAX 室(1) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-04 休憩室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-05 ホール 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-06 倉庫 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-07 宿直室(8) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-08 宿直室(7) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-09 宿直室(6) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-10 前室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-11 宿直室(5) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-12 宿直室(4) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

TSC-2F-13 宿直室(3) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-14 宿直室(2) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-15 宿直室(1) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-16 渡り廊下 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-17 PSDS 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-18 非常用物品庫 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-19 会議室(1) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-20 会議室(2) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-21 会議室(3) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-22 通路 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-23 会議室(4) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

TSC-2F-24 渡り廊下 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-25 廊下 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-26 設備機械室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-27 コピーFAX 室(2) 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-28 ホットライン室  有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-29 派遣員控室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-30 休憩仮眠室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-31 SPDS 室 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-2F-32 ITV 会議機器 有 
煙感知器 

熱感知器 
消火器 手動 固縛（消火器） 

近傍エリアに

社員、警備員

が常駐してい

ることから消

火活動による

消火が可能 

TSC-Y-01 
免震重要棟地下軽油タン

クエリア 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

荒浜高台 荒浜側高台資機材置場  有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

大湊高台 大湊側高台資機材置場  有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 
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部屋番号 部屋名称 

火災防護対策

が必要な機器

の有無※ 1 

火災感知

器 

（消防法要

求の感知

器は除く） 

消火設備 消火方法 
消火設備の 

耐震クラス 
備考 

GTG-01 
常設代替交流電源設備設

置エリア（第一） 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

GTG-02 
常設代替交流電源設備設

置エリア（第二） 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

GTG-03 緊急Ｍ／Ｃ建屋  有 
煙感知器 

熱感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

CV 洞道-1 CV 洞道 有 

煙感知器 

煙吸引式

感知器 

光ファイバ

ケーブル式

熱感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

複数の換気塔

があり煙充満

により消火困

難にならない 

FCVS-01 フィルターベントエリア 有 
煙感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

FCVS-02 フィルターベントエリア 有 
煙感知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

MPG-01 
モニタリング・ポスト用発電

機設置エリア 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

MPG-02 
モニタリング・ポスト用発電

機設置エリア 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 

MPG-03 
モニタリング・ポスト用発電

機設置エリア 
有 

熱カメラ感

知器 

炎感知器 

消火器 

又は 

移動式消

火設備 

手動 固縛 

屋外であり煙

充満により消

火困難になら

ない 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉 

重大事故等対処施設のうち屋外設備の 

火災感知範囲について 
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火災感知設備の感知範囲（荒浜側高台保管場所） 
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火災感知設備の感知範囲（大湊側高台保管場所） 
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火災感知設備の感知範囲 

（常設代替交流電源設備（第二 GTG 一式※，地下燃料タンク含む） 

※第一 GTG も基本的に同様な設計とする 
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 火災感知設備の感知範囲（格納容器フィルタベント設置エリア） 
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火災感知設備の感知範囲（軽油タンク，燃料移送ポンプエリア） 



 

 

 

41-5 重大事故等対処施設が設置される火災区域・ 

火災区画の消火設備について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ＜目 次＞  

 

 

1. 概要   

2. 要求事項 

3．消火設備について 

3.1．消火設備の設置必要箇所の選定 

3.2. 消火設備の概要 

 3.2.1. 全域ガス消火設備（新設） 

 3.2.2. 局所ガス消火設備（新設） 

 3.2.3. 消火器及び水消火設備について（既設） 

 3.2.4. 移動式消火設備について（既設） 

4. 消火活動が困難となる火災区域（区画）の考え方  

5. まとめ 

 

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜粋） 

添付資料２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるガス消火設備について 

添付資料３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるガス消火設備等の耐震 

設計について 

   添付資料４ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるガス消火設備等の動作 

 に伴う機器等への影響について 

  添付資料５ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における狭隘な場所へのハロン 

消火剤の有効性について 

添付資料６ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉におけるガス消火設備の消火能 

力について 

添付資料７ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における二酸化炭素消火設備 

（ディーゼル発電機室用）について 

添付資料８ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における重大事故等対処施設の 

消火設備の必要容量について 

添付資料９ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における消火栓配置図並びに手 

動消火の対象となる低耐震クラス機器リスト 

添付資料 10 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における重大事故等対処施設に 

おける屋外消火栓の配置図 

 

 

 



添付資料 11 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における移動式消火設備につ 

いて 

添付資料 12 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における重大事故時における 

原子炉建屋通路部の消火について 

添付資料 13 柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における重大事故等対処施設 

周辺の可燃物等の状況について 

 参考資料１  柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における原子炉建屋排煙設備の 

        概要について 



- 41-5-1 - 

重大事故等対処施設が設置される火災区域・火災区画の 

消火設備について 

 

1．概要 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における重大事故等対処施設への火災

を早期に消火するための消火設備について以下に示す。 

  

  

2．要求事項 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火

災防護に係る審査基準」という。）における消火設備の要求事項を以下に示す。 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

2. 基本事項 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、

系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び

火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響

軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構

築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置され

る火災区域 
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2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築

物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える

設計であること。 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっ

ても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

 

 なお，「2.2.1 (2) 消火設備」の要求事項を添付資料１に示す。 
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3．消火設備について 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉において，重大事故等対処施設に火災

が発生した場合に，火災を早期に消火するため，火災防護に係る審査基準の「2.2 

火災の感知，消火」に基づき「消火設備」を設置する。 

 

 

3.1．消火設備の設置必要箇所の選定 

  火災防護に係る審査基準では，「2.2 火災の感知，消火」において，火災時の

煙の充満により消火活動が困難となる場所に対する固定式消火設備の設置及び

「2.3 火災の影響軽減」に基づく系統分離が必要な場所に対する自動消火設備

を要求している。 

このことから，消火活動が困難となる場所及び系統分離に必要となる場所へ

の消火設備の設置要否を検討することとする。 

重大事故等対処設備を設置する区域（区画）については原則煙の充満により

消火活動が困難となる場所として選定し，煙の影響が考えにくい火災区域につ

いては「4.消火活動が困難となる火災区域（区画）の考え方」にて個別に検討

する。 

 

3.2．消火設備の概要 

3.2.1．全域ガス消火設備（新設） 

全域ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」

に基づき，火災時の煙の充満等により消火が困難となる可能性も考慮し，重大

事故等対処施設を設置する火災区域（区画）の早期の消火を目的として設置す

る。 

具体的には，重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）であって，火

災時に煙の充満等により消火が困難となるところに対しては，火災防護に係る

審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手

動操作により起動する「全域ガス消火設備」を設置する。全域ガス消火設備の

概要を添付資料２に，全域ガス消火設備の耐震設計を添付資料３に示す。設置

に当たっては火災の直接影響のみならず二次的影響が安全機能を有する機器等

に悪影響を及ぼさないような設計とし，設置した火災区域に応じて，動的機器

の単一故障により機能を喪失することがないよう系統分離に応じた独立性を備

える設計とする。また，建屋内設備となることから凍結，風水害による影響は

考えにくく，地震に対しては添付資料３に示すとおりの耐震性を確保する設計

とする。その他の落雷，津波，火山の影響，森林火災，積雪についても建屋内
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に設置されており影響は考えにくいが，機能が阻害される場合は原因の除去又

は早期取替，復旧を図る設計とする。 

全域ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の作

動確認を実施する。 

また，全域ガス消火設備の設置に伴い，消火能力を維持するため，自動ダン

パの設置又は空調設備の手動停止による消火剤の流出防止や，安全対策のため

の警報装置の設置を行う。さらに，全域ガス消火設備起動時に扉が「開」状態

では消火剤が流出することから，扉を「閉」運用とするよう手順等に定める。

また，消火設備起動後には発電所内に設置している避難誘導灯及び安全避難通

路等により屋外等の安全な場所へ避難することが可能である。 

重大事故等対処施設を設置する場所の全域ガス消火設備は，外部電源喪失時

にも電源が確保できるよう，非常用電源から受電する。また，消防法に準拠す

るとともに，外部電源喪失時に代替交流電源設備による非常用電源の供給が開

始されるまでの時間を考慮して 70分※以上の設備の作動に必要な容量を有する

内蔵型の蓄電池を設置する。 

※ 消防法施行規則第十九条で要求している蓄電池容量 

 

全域ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添付資料４に，狭隘

な場所への消火剤（ハロン 1301 又は HFC-227ea）の有効性を添付資料５に，全

域ガス消火設備の消火能力を添付資料６に示す。 

なお，添付資料４に示すように全域ガス消火設備の動作に伴う人体への影響

はないが，保守的に全域ガス消火設備の動作時に退避警報を発信する設計とす

る。 

 

3.2.2．局所ガス消火設備（新設） 

局所ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」

に基づき，火災時の煙の充満等により消火が困難となる可能性も考慮し，重大

事故等対処施設を設置する原子炉建屋通路部の早期の消火を目的として設置す

る。（添付資料 12） 

具体的には，重大事故等対処施設を設置する原子炉建屋通路部の油内包機器，

ケーブルトレイ，電源盤，制御盤等のうち，火災時に煙の充満等により消火が

困難となる可能性があるものに対しては，火災防護に係る審査基準の「2.2 火

災の感知，消火」に基づき，自動又は中央制御室からの手動操作により起動す

る「局所ガス消火設備」を設置する。局所ガス消火設備の概要を添付資料２に，

局所ガス消火設備の耐震設計を添付資料３に示す。設置に当たっては火災の直

接影響のみならず二次的影響が安全機能を有する機器等に悪影響を及ぼさない

ような設計とする。また，建屋内設備となることから凍結，風水害による影響
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は考えにくく，地震に対しては添付資料３に示すとおりの耐震性を確保する設

計とする。その他の落雷，津波，火山の影響，森林火災，積雪についても建屋

内に設置されており影響は考えにくいが，機能が阻害される場合は原因の除去

又は早期取替，復旧を図る設計とする。 

局所ガス消火設備は，機能に異常がないことを確認するため，消火設備の作

動確認を実施する。 

また，局所ガス消火設備の対象に応じて周囲にガスの影響が及ぶ場合は，安

全対策のための警報装置の設置を行う。また，外部電源喪失時にも固定式消火

設備が動作できるよう，非常用電源から受電もしくは電源不要の構成とする。

さらに，動作に電源が必要な場合は消防法に準拠するとともに，外部電源喪失

時に代替交流電源設備による非常用電源の供給が開始されるまでの時間を考慮

して 70分※以上の設備の作動に必要な容量をもった設備の作動に必要な内蔵型

の蓄電池を設置する。 

※ 消防法施行規則第十九条で要求している蓄電池容量 

 

局所ガス消火設備の動作に伴う人体及び機器への影響を添付資料４に，狭隘

な場所への消火剤（ハロン 1301 又は FK-5-1-12）の有効性を添付資料５に，局

所ガス消火設備の消火能力を添付資料６に示す。 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉においては，これらの他に非常用ディ

ーゼル発電機室，燃料デイタンク室へ消防法施行規則第十九条に基づき，二酸

化炭素消火設備を設置しており，その概要を添付資料７に示す。また，各固定

式消火設備の消火剤の必要容量を添付資料８に示す。全域ガス消火設備の配置

図については，補足説明資料 41-3 の添付資料１に示す。 

 

 

以上により，消火活動が困難となる火災区域等に対して自動又は中央制御室

からの手動操作により起動する固定式消火設備を設置し，消防法施行規則等に

基づき必要な消火剤の容量を確保すること，火災の二次的影響を考慮した設計

とすること，外部電源喪失時にも機能を失わないような設計とすること，故障

警報を中央制御室に吹鳴する設計とすること，周囲に消火ガスの影響を及ぼす

設備には作動前に警報を吹鳴させる設計とすること，屋内設置により凍結，風

水害等に対して消火設備の性能が著しく阻害されるものではないこと，安全機

能を有する機器等の耐震クラスに応じて耐震性を確保すること，消火剤の種類

は誤動作時の安全機能への影響を考慮して選定していることから，火災防護に

係る審査基準に適合するものと考える。 
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3.2.3．消火器及び水消火設備について（既設） 

重大事故等対処施設の消火が早期に行えるよう，消火器，消火栓等を配置す

る。優先的な水消火設備の使用が想定される火災区域にあっては，消火水によ

る安全機能への影響を考慮し，必要な対策を講じる設計とする。 

水消火設備のうち，水源のろ過水タンクについては，供給先である屋内消火

栓並びに屋外消火栓に関し 2 時間以上の放水に必要な水量（120m3）に対して十

分な水量（No.３ろ過水タンク約 1,000m3，No.４ろ過水タンク約 1,000m3）を確

保している。これは５～７号機間での共用を考慮した場合に必要となる 360m3

に対しても十分な容量である。なお，水消火設備に必要な消火水の容量につい

て，屋内消火栓は消防法施行令第十一条，屋外消火栓は消防法施行令第十九条

に基づき算出した容量とする。また，消火ポンプについては電動機駆動消火ポ

ンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ（定格流量 2,950 ℓ/min）を１台ずつ有し，

多様性を備えている。ポンプ容量については消防法施行令にて要求される屋内

消火栓ならびに屋外消火栓の必要流量（120 ℓ/min×2 台＋350 ℓ/min×２台＝

940 ℓ/min）に対して十分な容量を有しており，風水害に対して性能を著しく阻

害されないよう止水対策を施した建屋に設置する。 

 

・消防法施行令第十一条の要求 

      屋内消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×130ℓ/min×2 時間 

              ＝31.2m3 

 

 ・消防法施行令第十九条の要求 

    屋外消火栓必要水量＝2（個の消火栓）×350ℓ/min×2 時間 

             ＝84.0m3 

   従って，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消火栓必要 

  水量の総和となり，31.2m3＋84.0m3＝115.2m3≒120m3 

 

 

また，水消火設備の耐震クラスについては，これまで耐震 C クラスとして整

理されているが，火災防護に係る審査基準において消火設備に対して地震等の

自然現象によっても消火の機能，性能が維持される設計であることが求められ

ている。建屋内の重大事故等対処設備が設置される火災区域については，Ss 機

能維持された固定式消火設備が設置され，地震後も消火機能が維持される。一

部の火災区域については固定式消火設備を設けていないが，内包する可燃物量

（火災の発生・延焼が考えにくい弁のグリス・計装ラック，金属筐体に覆われ

た分電盤等を除く）について 1,000MJ，等価火災時間 0.1 時間を基準として設
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け，現場の詳細な調査の結果，添付資料 13 に示すとおりいずれの可燃物につい

ても金属製筐体に覆われ，煙が充満しにくく，可燃物間の相互の延焼防止が図

られ大規模な火災や煙が発生しにくい環境であることを確認しており，消火器

による手動消火活動が可能であると考える。なお，地震後の手動消火活動への

影響を考慮すると，低耐震クラスの油内包機器からの油漏えい火災又は電源盤

からの火災発生が考えられる。重大事故等対処設備を有する火災区域＊のうち，

固定式消火設備を設けない火災区域とそれらの火災区域に設置された低耐震ク

ラス機器について添付資料９に示す。添付資料９に示すとおり低耐震クラス機

器については，以下のとおり分類され，また火災による安全機能への影響を考

慮し，耐震性の確保を行うことから消火器による手動消火に影響を与えないと

考える。 

①可燃物量が特に大きく，通常時に発火の可能性が否定できないことから Ss

機能維持された局所固定式消火設備の設置対象としている機器 

②金属筐体に覆われ，外部への影響が考えにくく，可燃物量が少ない機器で

あることから消火器による手動消火が可能な機器 

③使用時のみ電源を入れ，使用中の発火の際は周囲の作業員により初期消火

活動が可能な機器 

 

よって固定式消火設備を設置しない火災区域について，地震後も消火器によ

る手動消火活動が可能と考えることから消火機能が維持される。屋外の火災区

域については消火器による手動消火活動又は移動式消火設備を基準地震動 Ss

に対して転倒しない設計とすることから，消火機能が維持される。以上より地

震後も固定式消火設備，消火器，移動式消火設備によって各火災区域の消火機

能が維持される（図 41-5-1）ことから水源・ポンプを含む水消火設備は耐震

C クラスとする。ただし，消火配管は，地震時における地盤変位対策として，

消火配管の建屋接続部には機械式継手を採用しないこととし，消火配管の地上

化及びトレンチ内設置並びに給水接続口の設置を考慮した設計とし，原子炉建

屋，タービン建屋内では消火配管の破断等が生じない設計とする。また，消火

配管が屋外設置であることを踏まえ，保温材の取付や不凍式消火栓の採用とい

った凍結防止の対策を講じる。屋外設置された水消火設備の機器がその他の落

雷，津波，火山の影響，森林火災，積雪といった自然現象によって機能を阻害

される場合は，原因の除去又は早期の取替，復旧を図る設計とする。 

消火水系には，飲料水や所内用水系の系統とは独立した系統とする。 

なお，消火栓は，消防法施行令第十一条「屋内消火栓設備に関する基準」及

び消防法施行令第十九条「屋外消火栓設備に関する基準」に基づき，すべての

火災区域及び火災区画を消火できるように設置する。屋内の消火栓の配置を添

付資料９に，屋外の消火栓の配置を添付資料 10 に示す。消火器は，消防法施行

規則第六条「大型消火器以外の消火器具の設置」及び消防法施行規則第七条「大

＊リスト上は安全機能を有する火災区域を含む 
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型消火器の設置」に基づき設置する。 

以上により，消火用水供給系について水源の多重化，ポンプの多様化を図る

こと，消防法施行令に基づき必要な水量，ポンプ容量を備える設計とすること，

また５～７号機間の共用に対し十分な容量を有していること，地震時の地盤変

位や風水害，凍結を考慮した設計とすることから，火災防護に係る審査基準に

適合しているものと考える。また，消火栓に関して，全ての火災区域及び火災

区画を消火できるように設置すること，消防法施行令に基づき必要な容量を確

保することから火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

 

 

 

図 41-5-1：重大事故等対処設備を有する火災区域における 

消火設備の耐震性について 
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3.2.4．移動式消火設備について（既設） 

移動式消火設備については，化学消防自動車２台を配備し，消火ホース等の

資機材を備え付けている。加えて，高圧放水車２台，コンクリートポンプ車３

台を配備している。添付資料 11 に，移動式消火設備について示す。また，消火

用水のバックアップラインとして屋外に設置された連結送水口に移動式消火設

備を接続することで，建屋内の屋内消火栓に対しても給水が可能である。移動

式消火設備については，屋外の重大事故等対処設備を有する火災区域の消火に

用いることから，地震により転倒しない設計とする。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の防護本部脇に 24 時

間体制で配置している専属消防隊にて実施する。 

以上により，移動式消火設備を配備していることから火災防護に係る審査基

準に適合しているものと考える。 
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4．消火活動が困難となる火災区域（区画）の考え方 

 火災防護に係る審査基準の「2.2.1 (2) 消火設備」では，重大事故等対処施

設を設置する火災区域（区画）であって，火災時に煙の充満等により消火活動

が困難なところには，自動消火又は手動操作による固定式消火設備の設置が要

求されていることから，ここでは「火災時に煙の充満等により消火活動が困難

な火災区域（区画）」の選定方針について示す。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉では，補足説明資料 41-2「火災による

損傷の防止を行う重大事故等対処施設の分類について」の添付資料１「重大事

故等対処施設一覧表」に記載されている設備等を設置する火災区域（区画）は，

基本的に「火災時に煙の充満等により消火活動が困難な場所」として設定した。 

 ただし，火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難となるかを考慮した

結果，火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない場所として以

下を選定した。これらについては，消火活動により消火を行う。 
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(1) 中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

 中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，常駐する運転員に

よって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火

災が拡大する前に消火可能であること，万一火災によって煙が発生した

場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能であ

ることから，消火活動が困難とならない場所として選定する。 

 このため，中央制御室，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所は粉末消火

器又は二酸化炭素消火器で消火を行う。 

 

(2) 可燃物が少ないエリア 

可燃物が少ないエリアは，火災源となる可燃物がほとんどないこと

から，消火活動が困難とならない場所として選定する。（添付資料 13） 

これらのエリアの消火については，消火器により消火活動を行う設計

とする。なお，消火器については，消火器の技術上の規格を定める省令

により，各火災源に対する消火試験にて消火能力が定められる。一般的

な 10 型粉末消火器（普通火災の消火能力単位：３，油火災の消火能力単

位：７）について，消火能力単位の測定試験時に用いられるガソリン火

源（油火災の消火能力単位が７の場合燃焼表面積 1.4m2，体積 42L）の発

熱速度は，FDTS※１により算出すると 3,100kW となる。また，この発熱量

に相当する潤滑油の漏えい量は，NUREG/CR-6850※２の考え方に則り燃焼

する油量を内包油量の 10％と仮定して算出すると 1.8L（燃焼表面積

2.5m2）となるが，いずれのエリアでもこれを上回る漏えい火災が想定さ

れる潤滑油内包機器はない。 

一方，盤については，NUREG/CR-6850※２ 表 G-1に示された発熱速度（98%

信頼上限値で最大 1,002kW）を包絡していることを確認した。更に，こ

れらのエリアにケーブルトレイがないことを確認している。 

よって，これらのエリアに対する消火手段として，消火器が十分な消

火能力を有しているものと考える。また，消火器の配備数としては消防

法施行規則第六，七条に基づき各フロアの床面積から算出される必要消

火能力単位を有する消火器を必要数，建屋通路部に設置することに加え，

裕度を見込み可燃物が少ない火災区域の入口扉の内側近傍及び外側近傍

に普通火災の消火能力単位３以上の消火器を２個以上追加で設置する設

計とする。（図 41-5-2）なお，火災荷重の基準値である 1,000MJ につい

ては，消火性能試験におけるガソリン量 42L（1,300MJ）とほぼ同等の可

燃物量である。また，小型の盤や計装ラックについても同程度の可燃物

量であり，これらの可燃物について瞬間的な発熱速度を考慮しても十分

な消火が可能と考えることから，消火可能な可燃物量の基準値として設
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けるものである。 

 

※１：”Fire Dynamics Tools (FDTs):Quantitative Fire Hazard Analysis Methods 

for the U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection Inspection 

Program”, NUREG-1805 

※２：EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities, Final 

Report, (NUREG/CR-6850, EPRI 1011989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-5-2：消火活動が困難でない火災区域に対する消火器の配置例 

 

 

(3) 屋外の火災区域 

屋外に重大事故等対処施設を設置する火災区域については，煙が充

満するおそれがないことから，消火活動が困難とならない場所として

選定する。 

このため，これらのエリアは，粉末消火器，消火栓又は移動式消火

設備により消火を行う。 

 

なお，常設代替交流電源設備ケーブルの布設エリアについては，以

下に示す通り，屋外においては消火活動が困難とならない場所として

選定し，建屋内においては固定式ガス消火設備により消火可能な設計

とする。 
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◯常設代替交流電源設備用ケーブル布設エリア 

第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要を図

41-5-3 に示す。第一ガスタービン発電機のケーブルは，屋外の一部に

おいては火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して布設

する。その他の屋外箇所については電線管に布設することとし，煙の

充満及び放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとす

る。建屋内においては固定式ガス消火設備を設置する火災区域（区画）

に布設することにより，火災発生時においても早期消火可能な設計と

する。 

第二ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要を図

41-5-4 に示す。屋外ケーブル布設エリアには，荒浜側及び大湊側の開

削洞道と荒浜～大湊間のシールド洞道がある。洞道内には換気設備

（給気ファン，排気ファン並びに換気塔）を設置することから，万が

一火災が発生した場合においても洞道内に煙が充満するおそれがな

く消火活動が困難とならない場所として選定する。洞道内については，

随所に設置した換気塔から火災源にアクセスし，粉末消火器または二

酸化炭素消火器を用いた消火活動を行う設計とする。また，建屋内に

おいては固定式ガス消火設備を設置する火災区域（区画）に布設する

ことにより，火災発生時においても早期消火可能な設計とする。 

なお，第一ガスタービン発電機及び第二ガスタービン発電機の建屋

内のケーブル布設エリアについては，非常用ディーゼル発電機用ケー

ブルの布設エリアと重複しない設計とする。 

 

また，第一ガスタービン発電機と第二ガスタービン発電機は想定す

る共通要因故障に対する頑強性が異なっている。第一ガスタービン発

電機は電路を電線管で設置しているが，原子炉建屋から 100m 離れて

いないため，航空機衝突時に機能を維持できない可能性がある。第二

ガスタービン発電機は洞道電路で，洞道の支持基盤に地すべり断層が

確認されていることから，地震時機能維持をできない可能性がある。

このため，重大事故等の状況に応じて使用できるガスタービン発電機

を用いることとしている。さらに，自主対策設備として設置する大湊

側緊急用高圧母線を介する第一，第二ガスタービン発電機の屋外ケー

ブルについては，火災の発生するおそれがないよう砂で埋設する設計

とする。 
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図 41-5-3：第一ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-5-4：第二ガスタービン発電機の屋外ケーブル布設エリアの概要図 
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（参考） 免震重要棟緊急時対策所 

免震重要棟緊急時対策所は，常駐する職員によって火災感知器による

早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可

能であること，万一火災によって煙が発生した場合でも排煙設備によっ

て容易に排煙が可能であることから，消火活動が困難とならない場所と

して選定する。 

このため，免震重要棟緊急時対策所は粉末消火器又は二酸化炭素消火

器で消火を行う。 

 

 

 

5．まとめ 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における重大事故等対処施設の火災を

早期に消火するための消火設備を下表に示す。（表 41-5-1） 

 

表 41-5-1：柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉  

重大事故対処施設を設置する場所の消火設備 

 

消火設備 消火剤 必要消火剤量 主な消火対象 

全域ガス 

消火設備 

ハロン 1301 
１m3あたり 

0.32kg 煙の充満等により消火活動が困

難な場所 
HFC-227ea 

１m3あたり 

0.55kg  

局所ガス 

消火設備 

ハロン 1301 
１m3あたり 

5.0kg 以下 
原子炉建屋通路部の油内包機器 

FK-5-1-12 

１m3あたり 

0.84～1.46kg に 

開口補償を見込む 

原子炉建屋通路部のケーブルト

レイ，電源盤，制御盤 

水消火設備 

（消火栓） 
水 

150ℓ/min 以上（屋内） 

350ℓ/min 以上（屋外） 

重大事故等対処施設を設置する

全エリア 

消火器 粉末等 

消防法施行規則第六，

七条に基づく必要数に

裕度を見込む 

煙の充満等により消火活動が困

難とならない火災区域（区画） 
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添付資料１ 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 
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添付資料１ 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する

構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火

を行える設計であること。 

(2) 消火設備 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構

築物、系統及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に

煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備

又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置され

る火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困

難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置する

こと。 

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計で

あること。 

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器

相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される

消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、

断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪

影響を及ぼさないように設置すること。 

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火

剤を備えること。 

⑦ 移動式消火設備を配備すること。 

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であ

ること。 

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を

設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であるこ

と。 
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⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。 

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計で

あること。 

⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴

させる設計であること。 

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそ

れのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びそ

の出入通路に設置すること。 

 

 （参考） 

(2) 火災感知設備について 

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可

能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計されているこ

と。 

 上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火

設備の起動装置を設置することは差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備

（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガ

ス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、ハロン

1301 を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認すること。 

④  「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全

機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又

は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は火災区

画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動的機器

の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。 

⑦  移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭

和５３年通商産業省令第７７号）第８５条の５」を踏まえて設置されている

こと。 
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⑧  消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量

を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及

び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 

 なお、最大放水量の継続時間としての 2 時間は、米国原子力規制委員会

(NRC)が定める Regulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 

 上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide1.189 

では 1,136,000 リットル（1,136 m3）以上としている。 

 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象に

よっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震 B・C クラスの機器が設置さ

れている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し S クラス機器

である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがないことが要求されると

ころであるが、その際、耐震 B・C クラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が

発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持されることについて確認

されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよ

う、設計に当たっては配置が考慮されていること。 
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添付資料２ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備について 
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添付資料２ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備について 

 

1．設備構成及び系統構成 

 火災時に煙の充満により消火活動が困難となる可能性のある火災区域又は火

災区画に必要となる固定式消火設備として，人体，設備への影響を考慮し，「全

域ガス消火設備並びに局所ガス消火設備」を設置する。（ディーゼル発電機室

を除く） 

 全域ガス消火設備の仕様の概要を表１に，単一の部屋に対して使用する専用

型の全域ガス消火設備を図１に，複数の部屋の火災時に当該火災エリアを選択

する，選択型の全域ガス消火設備を図２に示す。また，油内包機器に使用する

局所ガス消火設備を図３に，ケーブルトレイ並びに盤に使用する局所ガス消火

設備を図４に示す。局所ガス消火設備をケーブルトレイに使用することの有効

性を別紙１に示す。 

 なお，ガス消火設備の耐震設計については，添付資料３に示す。 

 

表１：ガス消火設備の仕様の概要 

項 目 仕 様 

全域 

消火剤 

消火薬剤 ハロン1301，HFC-227ea 

消火原理 連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備および人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 火災感知器（複数の感知器のうち２系統の動作信号） 

放出方式 自動起動及び中央制御室からの手動起動 

消火方式 全域放出方式 

電 源 非常用電源及び蓄電池を盤内に設置 

局所※ 

消火剤 

消火薬剤 FK-5-1-12 

消火原理 連鎖反応抑制（負触媒効果） 

消火剤の特徴 設備および人体に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 センサーチューブ方式 

放出方式 自動起動 

消火方式 局所放出方式 

電 源 電源不要 
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※ハロン1301の局所ガス消火設備については全域と同様の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：全域ガス消火設備の動作概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：全域ガス消火設備設置概要図（選択型） 

 

防護エリア 
ボンベラック 選択弁 

防護エリア 

制御回路， 

受信盤 

中央制御室 

起動信号 

現場 

起動信号 

スピーカ、充満表示灯 

（各防護エリア） 

容器弁 
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図３：局所ガス消火設備概要図（油内包機器） 

 

 

 

 

(a)ケーブルトレイ 

 

図４-１：局所ガス消火設備概要図（ケーブルトレイ並びに盤） 
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(b)盤（自動又は中央制御室からの遠隔手動消火設備） 

 

図４-２：局所ガス消火設備概要図（ケーブルトレイ並びに盤） 



- 41-5-25 - 

 

2．全域ガス消火設備の作動回路 

2.1．作動回路の概要 

消火活動が困難な火災区域又は火災区画の火災発生時における全域ガス消

火設備作動までの信号の流れを図５に示す。 

 

自動待機状態においては，複数の感知器が動作した場合に自動起動する。起

動条件としては，複数の「煙感知器」のうち２系統又は複数の「熱感知器」の

うち２系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし，誤作動防止を図っ

ている。（図６） 

中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手動動作による消

火設備の起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時にお

いても，早期消火が対応可能な設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のう

ち一方の誤不動作により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう一方

の感知器の動作によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発

生を確認した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対

応可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５：火災時の信号の流れ 
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          【煙感知】        【熱感知】 

 

 

 

 

 

            消火設備作動信号 

 

 

 

 

図６：全域ガス消火設備起動ロジック 

 

 

2.2．全域ガス消火設備の系統構成 

(1) 全域ガス消火設備（専用型） 

 専用型は，火災感知器からの信号を制御回路部が受信した後，一定時

間後に制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発

信する。 

 起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変

換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁に対して放出信号を発信し

て，消火ガスが放出される。 

 全域ガス消火設備（専用型）の系統構成を図７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７：全域ガス消火設備（専用型）起動ロジック 
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(2) 全域ガス消火設備（選択型） 

 選択型は，複数の部屋に設置する火災感知器からの信号をそれぞれの

制御回路部が受信した後，制御回路部から起動ガス容器ユニットに対し

て放出電気信号を発信する。 

 起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変

換し，ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発

信して，消火ガスが放出される。 

 全域ガス消火設備（選択型）の系統構成を図８に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８：全域ガス消火設備（選択型）の系統構成 

 

 

3．局所ガス消火設備の作動回路 

3.1．作動回路の概要 

通路部において消火活動が困難となる恐れがある油内包機器，盤に対して設

置する局所ガス消火設備作動までの信号の流れについては，全域ガス消火設備

と同様であり，図５に示す。 

 

自動待機状態においては，複数の感知器が動作した場合に自動起動する。起

動条件としては，複数の「煙感知器」のうち２系統又は複数の「熱感知器」の

うち２系統が火災を感知した場合に自動起動する設計とし，誤作動防止を図っ

ている。（図６） 

中央制御室における遠隔起動，現地（火災エリア外）での手動動作による消

火設備の起動（ガス噴出）も可能な設計としており，人による火災発見時にお
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いても，早期消火が対応可能な設計とする。また，煙感知器又は熱感知器のう

ち一方の誤不動作により消火設備が自動起動しない場合であっても，もう一方

の感知器の動作によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発

生を確認した場合には，中央制御室又は現場での手動起動により早期消火が対

応可能な設計とする。 

 

また，ケーブルトレイの局所ガス消火設備に対しては火災区域又は火災区画

に設置する感知器とは別に，狭隘なケーブルトレイや盤内でも設置可能なセン

サーチューブ式の火災感知器を設置し，局所ガス消火設備が作動する設計とす

る。起動条件としては，火災周辺のセンサーチューブが溶損することで圧力信

号による火災感知信号を発信し，消火ガスの放出を行う。簡略化された単純な

構造であることから誤動作の可能性は小さく，万一誤動作が発生した場合であ

っても機器・人体に影響を及ぼさない。 

中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計としており，人による火

災発見時においても，現場での手動起動が可能な設計とする。また，誤不動作

により消火設備が自動起動しない場合であっても，火災区域又は火災区画の感

知器の動作によって中央制御室に警報が発報するため，運転員が火災の発生を

確認した場合には，現場での手動起動により消火対応可能な設計とする。 

 

 

3.2．局所ガス消火設備の系統構成 

(1) 局所ガス消火設備（油内包機器，盤） 

 油内包機器，盤に対する局所ガス消火設備は，火災感知器からの信号

を制御回路部が受信した後，一定時間後に制御回路部から容器弁に対し

て放出信号を発信して，消火ガスが放出される。 

 局所ガス消火設備（油内包機器，盤）の系統構成を図９に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９：局所ガス消火設備（油内包機器，盤）起動ロジック 
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(2) 局所ガス消火設備（ケーブルトレイ） 

ケーブルトレイに設置する火災感知器（センサーチューブ）が火災に

より溶損するとチューブ内部のガス圧が低下し，容器弁へ圧力信号が伝

達される。圧力制御された容器弁が圧力信号により開し，消火ガスが放

出される。なお，圧力信号を電気信号に変換し，消火ガスが放出された

ことを中央制御室に警報として発報する。 

     局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）の系統構成を図１０に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０：局所ガス消火設備（ケーブルトレイ）の系統構成 
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別紙１ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備の消火性能について 

 

1．はじめに 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の原子炉建屋通路においては，ケーブル

火災が発生した場合に煙の充満により消火活動が困難となる可能性があること

から，ケーブルトレイにチューブ式の局所ガス消火設備を設置する設計とする。

以下では，実証試験に基づき，チューブ式の局所ガス消設備がケーブルトレイ火

災に対して有効であることを示す。 

 

2．チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

 チューブ式局所ガス消火設備の概要を図１に示す。チューブ式局所ガス消火設

備は，ケーブルトレイ内の火災を探知し自動的に消火剤を放射し有効に消火する

こと等を目的とし，いくつかの国内防災メーカにおいて製造されている。一部製

品については，表１に示す仕様において，ケーブルトレイ火災を有効に消火する

ものであると日本消防設備安全センターから性能評定（※）を受けている。 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の原子炉建屋通路のケーブルトレイに適

用するチューブ式局所ガス消火設備についても，上記仕様と同等以上の設計とし，

消火性能を確保する。 

 

 （※）出典：「消火設備（電気設備用自動消火装置）性能評定書，型式記号：

IHP-14.5」,15-046 号，（一財）日本消防設備安全センター，平成

23 年 9 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：チューブ式局所ガス消火設備の概要図 
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表１：チューブ式局所ガス消火設備の仕様 

構成部品 仕様 

消火剤 FK5-1-12 

検
知
チ
ュ
ー
ブ 

材質 ポリアミド系樹脂 

使用環境温度 -20～50℃ 

探知温度 約 180℃ 

内圧 1.8MPa 

消火配管 軟銅管 

消火ノズル個数 最大 8 個／セット 

消火剤ボンベ本数 1 本／セット 

 

 

3．電力中央研究所におけるケーブルトレイ消火実証試験 

 電力中央研究所の研究報告（※）において，原子力発電所への適用を目的とし

て表１に示す仕様のチューブ式局所ガス消火設備を用いたケーブルトレイ消火実

証試験を実施し，その結果有効であったことが示されている。 

 

（※）出典：「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ火災への適用性評価」，

N14008，電力中央研究所，平成 26 年 11 月 

 

以下では，電力中央研究所にて実施された実証試験の概要を示し，柏崎刈羽原子

力発電所６号及び７号炉の原子炉建屋通路部のケーブルトレイ消火に有効となる

ことを示す。 
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3.1．消火実証試験装置の仕様 

 消火実証試験装置の概要と試験条件を図２及び表２に示す。実機状態を模擬す

るため，消火対象のケーブルトレイは水平と垂直の 2 種類としている。垂直の場

合には，火災による熱が垂直上方に伝わることを考慮し，ケーブル布施方向（鉛

直方向）に対して，検知チューブが直交するように一定間隔で X 字に検知チュー

ブを配置している。実機状態では，ケーブルトレイ内に布設されるケーブルが少

ない箇所と複数ある箇所が存在するため，試験 H1，V1 ではケーブルトレイ内のケ

ーブルを 1 本のみとし，試験 H2，V2 では複数としている。着火方法は，過電流で

あり，電流の大きさはケーブルの許容電流の約 6 倍の 2,000A としている。 

 なお，電力中央研究所における消火実証試験では，チューブ式ガス局所消火設

備を火災防護対策における影響軽減に適用することが考慮されていたため，ケー

ブルトレイは金属蓋付とし，さらにその周囲に耐火シートが巻かれた状態であっ

た（図３）。柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉においては，チューブ式局所ガ

ス消火設備を影響軽減対策には適用しないことから，実機施工においてケーブル

トレイは必ずしも金属蓋付とはせず，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ

外部に漏えいしないよう，延焼防止シートで覆う設計とする。延焼防止シートの

耐火性を別紙２，延焼防止シートを施工することによるケーブルの許容電流低減

率への影響を別紙３，延焼防止シートのケーブルトレイへの取付方法を別紙４に

それぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：消火実証試験装置の概要 
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表２：消火実証試験の試験条件 

試

験

名 

電流 トレイ

姿勢 

着 火 管 理

位置（※1） 

可燃物 ケーブルトレイ

寸法 

H1 2000A 水平 ケ ー ブ ル

ト レ イ 端

部から 4m 

6600V CV 3C 150sq 1 本 幅 1.8m（※2）×

長さ 9.6m×高さ

0.15m 

H2 6600V CV 3C 150sq 3 本， 

6600V CVT 3C 150sq 27 本 

V1 垂直 ケ ー ブ ル

ト レ イ 上

端 部 か ら

4m 

6600V CV 3C 150sq 1 本 幅 1.8m（※2）×

長さ 6.0m×高さ

0.25m 

V2 6600V CV 3C 150sq 3 本， 

6600V CVT 3C 150sq 14 本 

（※1）過電流による着火位置を管理するため，ケーブルに切り込みを入れている。 

（※2）柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の原子炉建屋通路部に設置するケー 

ブルトレイは最大幅が 0.6m であるため，実機設計よりも試験条件の方がケ

ーブルトレイ内の空間が広くなっている。このため，実機設計よりも火災

感知及び消火されにくい条件であり，保守的な試験であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３：消火実証試験用のケーブルトレイ外観 

 

 

 

 

消火実証試験用のケーブルトレイ 

（金属蓋付で周囲に耐火シートが巻かれている） 
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3.2．消火実証試験の結果 

3.2.1．試験 H1 の結果 

 図４に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電開

始後 30 分 35 秒で着火した。着火から 16 秒後（通電開始後 30 分 51 秒後）にチュ

ーブ式局所ガス消火設備（報告書では FE と呼称）が作動し，消火することが確認

された（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４：試験 H1 における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５：試験 H1 における発火・消火時の状態 
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3.2.2．試験 H2 の結果 

 図６に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電開

始後 32 分 29 秒で着火した。着火から 15 秒後（通電開始から 32 分 44 秒後）にチ

ューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６：試験 H2 における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７：試験 H2 における発火・消火時の状態 
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3.2.3．試験 V1 の結果 

 図８に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電開

始後 17 分 6 秒で着火した。着火から 1 分 39 秒後（通電開始から 18 分 45 秒後）

にチューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された（図９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８：試験 V1 における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９：試験 V1 における発火・消火時の状態 
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3.2.4．試験 V2 の結果 

 図１０に示すような配置において，ケーブルに過電流を通電したところ，通電

開始後 18 分 14 秒で着火した。着火から 3 分 26 秒後（通電開始から 21 分 40 秒後）

にチューブ式局所ガス消火設備が作動し，消火することが確認された（図１１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８：試験 V2 における検知チューブ等の配置概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９：試験 V2 における発火・消火時の状態 
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 以上より，実機を模擬したケーブルトレイの火災について，チューブ式局所ガ

ス消火設備が有効に機能することを確認した。 

なお，柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉へのチューブ式局所ガス消火設備

の適用においては，実機での標準施工方法を踏まえ，金属蓋を設置しないケーブ

ルトレイに延焼防止シートを巻いた状態で消火性能の実証試験を行い，消火性能

が確保されることを別途確認することとする。 
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別紙２ 

ケーブルトレイ局所ガス消火設備に使用する 

ケーブルトレイカバーについて 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備で

は，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケー

ブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする（図

１）。ケーブルトレイを覆う延焼防止シートは酸素指数 60 以上であり，消防法上，

難燃性または不燃性を有する材料（酸素指数 26 以上）に指定される（※）。 

 

 （※）出典：「消防法施行令の一部改正に伴う運用について（合成樹脂類の範囲）

（指定数量）」，消防予第 184 号，消防庁予防救急課，昭和 54 年 10

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）の概要 
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また，延焼防止シートは，ケーブルトレイに巻き付けた状態で IEEE383 Std1974

に基づくに垂直トレイ燃焼試験（20 分間のバーナ加熱）を実施しても，図２に

示すとおり，接炎による燃焼や破れ等は発生しないことを確認している（※）。

よって，ケーブル火災等によって延焼防止シートが接炎する状態になっても，燃

焼や破れ等が生じるおそれがなく，局所ガス消火設備作動後に消火剤が外部に漏

えいすることがないため，局所ガス消火設備の消火性能は維持される。 

 

（※）出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」電力ケーブルによ

る延焼防止性確認試験報告書」，FT-技-第 71338 号，古河電気工

業（株）・（株）古河テクノマテリアル，平成 18 年 10 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：延焼防止シートの IEEE383 垂直トレイ燃焼試験実施後の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延焼防止シートは燃焼や破れ等が発生して

いない 
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別紙３ 

延焼防止シート施工に伴うケーブルの 

許容電流低減率の評価について 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備で

は，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケー

ブルトレイを延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。延

焼防止シートを施工することにより，ケーブルの許容電流が低下する可能性が考

えられることから，以下の通り許容電流低減率の評価を実施した。 

 

1．ケーブル許容電流の評価式 

 ケーブルの許容電流は，ケーブルの導体抵抗，誘電体損失，熱的定数及び周囲

条件に影響を受ける。ケーブルの許容電流を I とすると，日本電線工業会規格（JCS 

0168-1）に定められるように式（1）で表すことができる。 

 

th

d

nrR

TTT
I


 21 （A）          （1） 

Rth：全熱抵抗（℃･cm/W） 

T1：常時許容温度（℃） 

T2：基底温度（℃） 

Td：誘電体損失による温度上昇※（℃） 

n：ケーブル線心数 

r：交流導体抵抗（Ω） 

※11kV 以下のケーブルでは無視できる。 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉においてケーブルトレイ局所ガス消火設備

の消火対象となるケーブルは全て 11kV 以下の仕様であることから，誘電体損失に

よる温度上昇 Tdは無視することができるため，許容電流 I は式（2）で表される。 

 

 

thnrR

TT
I 21  （A）          （2） 
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2．延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉で使用する代表的なケーブル（600V，CV，

3C，250mm2）について，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率を評価する。 

図１（a）（b）に示すように，ケーブルに延焼防止シートを施工する前及び施工し

た後の許容電流 I1，I2は式（3）（4）で表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）延焼防止シート施工前    （b）延焼防止シート施工後 

 

図１：延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率の評価モデル 

 

1

21
1

thnrR

TT
I


 （A）          （3） 

Rth1：延焼防止シート施工前の全熱抵抗（℃･cm/W）  

ここで，Rth1=R1+R2+R3=16.7+9.9+48.6=75.2      

R1：絶縁体の熱抵抗（℃･cm/W）          

R2：シースの熱抵抗（℃･cm/W）          

R3：シースの表面放散熱抵抗（℃･cm/W）      

 

2

21
2

thnrR

TT
I


 （A）          （4） 

Rth2：延焼防止シート施工後の全熱抵抗（℃･cm/W）  

ここで，Rth2=R1+R2+R4+R5=16.7+9.9+0.6＋47.9=75.1  

R4：シートの熱抵抗（℃･cm/W）          

R5：シートの表面放散熱抵抗（℃･cm/W）      
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延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率をηとすると式（5）で表される。 

10011001
2

1

1

2 
























th

th

R

R

I

I
 （％）     （5） 

 

ここで，Rth1と Rth2がそれぞれ 75.2（℃･cm/W），75.1（℃･cm/W）であり，式（6）

に示すように，延焼防止シート施工に伴う許容電流低減率はほぼゼロである。 

0100
1.75

2.75
1 














 （％）        （6） 

 

上記の許容電流低減率の評価は，ケーブルに延焼防止シートを直接巻いた場合を

想定したものであるが，ケーブルトレイに延焼防止シートを巻いた場合において

も，延焼防止シートの熱抵抗は変わらないことから，許容電流低減率に大きな差

異は生じないと考えられる。 

以上より，延焼防止シートを施工してもケーブルの許容電流に影響が生じない

ことを確認した。 
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別紙４ 

ケーブルトレイへのケーブルトレイカバー取付方法について 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉のケーブルトレイ局所ガス消火設備で

は，消火設備作動時に消火剤がケーブルトレイ外部に漏えいしないように,ケー

ブルトレイに延焼防止シート（プロテコシート P2・eco）で覆う設計とする。こ

の延焼防止シートは，遮炎性を保つために，シート端部に重ね代を取る等，製造

メーカによって標準的な取付方法が定められている（※1）。ケーブルトレイ局所

ガス消火設備への適用においては，上記の製造メーカの標準施工を施した試験体

を用いて消火性能の実証試験を行い，取付方法の妥当性確認を行うこととする。

延焼防止シートについて，製造メーカの標準的なケーブルトレイへの取付方法を

以下に示す。 

 

（※1）出典：「延焼防止シート「プロテコシート-P2・eco」｢プロテコシート

-P2DX・eco｣シート固定用｢結束用ベルト｣技術資料・施工要領書」，

FT-資料-第 0843 号，古河電気工業（株）・（株）古河テクノマテ

リアル 

 

 

１．材料の仕様 

 ケーブルトレイへの延焼防止シート取り付けで使用する材料の仕様を表１に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 41-5-45 - 

 

 

表１：材料の仕様（※1 資料から抜粋） 

名称 仕様 外観 

プロテコシート-P2・

eco 

基材のガラスクロス

両面に難燃化ゴムが

コーティングされた

構造（厚さ：0.4mm） 

 

 

プ ロ テ コ シ ー ト

-P2DX・eco 

プロテコシート-P2・

eco の片端に，熱に反応

して膨張する幅 50mm，

厚さ 3mm の熱膨張剤＊

を取り付けた構造 

 

結束用ベルト シリコンコートガラス

クロス製ベルトの片端

に鋼製バックルを取り

付けた構造 

幅 35mm タイプ 

 

幅 19mm タイプ 

（熱膨張材部分固定用） 

 
＊250℃，60 分加熱時の体積膨張率 12 倍 
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２．標準的な延焼防止シート（プロテコシート）の取付方法 

図１に示すように，延焼防止処理開始部のケーブルトレイには，熱膨張材を取

り付けたプロテコシート P-2DX・eco を X-X’断面図のように，シートを 100mm 以

上重ね合わせて巻き付ける。延焼防止処置の中間部においては，プロテコシート

P2・eco を延焼防止処置開始部に対して，シートを 100mm 以上重ね合わせて巻き

付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：延焼防止シートの標準的な巻き付け方法（※1 資料から抜粋） 

 

 

 

また，プロテコシートを巻き付け後に，図２に示すように結束用ベルトを用い

て 300mm 間隔で取り付ける。結束用ベルトは，シートの重ね部にも取り付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：結束用ベルトの標準的な取付方法（※1 資料から抜粋） 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備等の耐震設計について 
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添付資料３ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備等の耐震設計について 

 

1．はじめに 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下，「火

災防護に係る審査基準」という。）における，地震等の災害に対する要求事項は

次のとおりである。 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

2.2.2  火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然

現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であ

ること。 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における，本要求を満足するための耐

震上の設計について，以下に示す。 

 

 

2．消火設備の耐震設計について 

重大事故等対処施設を防護するために設置する全域ガス消火設備等は，重大

事故等対処施設の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とする。具体的

な耐震設計は表１のとおりである。 

また，耐震 S クラスの機器等を防護する全域ガス消火設備等に対する耐震設

計方針を表２に示す。 
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表１：火災感知設備及び消火設備の耐震設計 

 

主な重大事故等対処施設 
感知・消火設備の 

耐震設計 

低圧代替注水系 Ｓｓ機能維持 

耐圧強化ベント系 Ｓｓ機能維持 

常設代替直流電源設備 Ｓｓ機能維持 

 

 

表２：全域ガス消火設備等の耐震設計方針 

 

消火設備の機器 Ｓｓ機能維持を確保するための対応 

容器弁 

選択弁 

制御盤・受信盤 

感知器 

加振試験による確認 

ボンベラック 

ガス供給配管 

電路 

耐震解析による確認 

 

 

3．複数同時火災の可能性について 

重大事故等対処施設を設置する区画にある耐震 B，C クラスの油内包機器に

ついては，漏えい防止対策を行うとともに，主要な構造材は不燃性とする。ま

た，使用する潤滑油については，引火点が高い（約 212～270℃）ため，容易に

は着火しないものと考える。 

さらに，全域ガス消火設備等については、防護対象である重大事故等対処施

設の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とすることから，地震により

消火設備の機能を失うことはない。 

以上のことから，複数同時火災の可能性はないと判断する。 
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添付資料４ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備等の動作に伴う 

機器等への影響について 
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添付資料４ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備等の動作に伴う機器等への影響について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉は，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ガス消火設

備を設置する。 

 ガス消火設備の消火後及び誤動作時における人体や設備への影響について評

価した。 

 

 

2．使用するハロン系ガスの種類 

ガス消火設備に使用するハロン系ガスの種類は以下のとおり。 

 「ハロン 1301」（ブロモトリフルオロメタン：CF3Br） 

 「HFC-227ea」（ヘプタフルオロプロパン：CF3-CHF-CF3） 

「FK-5-1-12」（ドデカフロオロ-２-メチルペンタン-３-オン： 

CF3-CF2-C(O)-CF(CF3)2） 

 

3．ハロン系ガスの影響について 

3.1．消火後の影響 

3.1.1．人体への影響 

消火後に発生するガスは，フッ化水素（HF）やフッ化カルボニル（COF2），臭

化水素（HBr）等有毒なものがあるが，消火後の入室時には，ガス濃度の確認及

び防護具を着用するため，人体の影響はない。 

また通路部においても空間容積が大きく，拡散による濃度低下が想定される

ことや消火後の再入域時には，ガス濃度の確認及び防護具を着用するため，人

体への影響はない。 
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3.1.2．設備への影響 

全域ガス消火設備のハロゲン化物消火剤が消火後に発生するガスは，電気絶

縁性が大きいことから，金属への直接影響は小さい。 

また，沸点が低く揮発性が高いため，腐食性物質であるフッ素等の機器等へ

の残留は少ないことから，機器への影響も小さい。 

しかし，仮に，機器等の表面に水分が存在する場合は，腐食性のあるフッ化

水素酸を生成することが想定されることから，必要に応じて，ハロン系ガスが

放射した機器の不純物検査及び機器の洗浄を行い，不純物による機器への影響

がないことを確認する。 

 

 

3.2．誤動作による影響 

3.2.1．人体への影響 

・ 全域ガス消火設備のハロン 1301 が誤動作した場合の濃度は５％程度であり，

これは，ハロン 1301 の無毒性最高濃度（NOAEL）と同等の濃度である。 

また，ハロン 1301 が誤動作した場合の濃度（5％程度）は，雰囲気中の酸素

濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 20％）ことから，酸

欠にもならない。 

・ 沸点が-58℃と低いため，直接接触すると凍傷にかかる恐れがあるが，ハロ

ン 1301 の放射ノズルの設置箇所は，高所であり，直接接触の可能性は小さ

い。 

・ 局所ガス消火設備のハロン 1301 が誤動作した場合の濃度は，設置フロアの

通路部の容積に対して，約 4～5％程度であり，ハロン 1301 の無毒性最高濃

度（NOAEL）と同等の濃度である。 

また，ハロン 1301 が誤動作した場合の濃度（5％程度）は，雰囲気中の酸素

濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 20％）ことから，酸

欠にもならない。 

・ 局所ガス消火設備のハロン 1301 の放射ノズルについては，1.0～1.5 m 程度

の位置になることから直接接触がないようカバー等の設置を行う。 

・ HFC-227ea が誤動作した場合の濃度は 7％程度であり，これは，HFC-227ea

の無毒性最高濃度（NOAEL）と同等の濃度である。 

また，HFC-227ea が誤動作した場合の濃度（7％程度）は，雰囲気中の酸素

濃度を低下させる濃度でない（誤動作後の酸素濃度は 18～19％）ことから，

酸欠にもならない。 

・ 沸点が-16.5℃と低いため，直接接触すると凍傷にかかる恐れがあるが，

HFC-227ea の放射ノズルの設置箇所は，高所であり，直接接触の可能性は小
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さい。 

・ FK-5-1-12 が誤動作した場合についてはケーブルトレイや盤内への噴射と

なり，ケーブルトレイについては上部の開口を閉鎖する。よって，消火ガス

は原則トレイや盤内に残留するため，人体への影響はない。 

 

以上より，ハロン 1301，HFC-227ea，FK-5-1-12 を消火剤とするガス消火設

備が誤動作しても，人体への影響はない。 

 

 

3.2.2．設備への影響 

ガス消火設備の消火剤であるハロン 1301，HFC-227ea，FK-5-1-12 は，電気

絶縁性が大きいことから，金属への直接影響は小さい。 

また，沸点が低く揮発性が高いため，腐食性物質であるフッ素等の機器等へ

の残留は少ないことから，機器への影響も小さい。 
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添付資料５ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について 
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添付資料５ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

狭隘な場所へのハロン消火剤の有効性について 

 

1．はじめに 

 火災区域又は火災区画に対して，全域ガス消火設備による全域消火を実施し

た場合，ケーブルトレイなどケーブルを多条に布設する等，狭隘な場所が燃焼

する場合でも有効であることを示す。 

  

 

2．ハロン消火剤の有効性 

燃焼とは，「ある物質が酸素，または酸素を含む物質と激しく化合して化学

反応を起こし，その結果，多量の熱と光を出す現象」とされている。 

  燃焼には，次の３要素全てが必要となる。 

  ・可燃物があること。 

  ・点火源（熱エネルギー）があること。 

  ・酸素供給源があること。 

  そして，燃焼を継続するためには，「連鎖反応」が必要である。 

 

  ここで，ケーブルトレイ等ケーブルを多条に布設する狭隘な場所での火災が

発生し，全域ガス消火設備が動作した状況を想定する。 

  燃焼しているケーブルは，燃焼を継続するために火災区域又は火災区画内か

ら酸素を取込もうとするが，火災区域又は火災区域内に一定圧力，消炎濃度で

放出されたハロン消火剤も酸素とともに取込まれることから，ケーブルは消火

される。 

  逆に，ハロン消火剤とともに酸素も取込まれない場合は、ケーブルの燃焼は

継続しない。 

  なお，全域ガス消火設備は，同じガス系消火設備の窒素ガスや二酸化炭素ガ

スのように窒息によって消火・消炎するものではなく，化学的に燃焼反応を中

断・抑止することで消火することを原理とする。したがって，全域ガス消火設

備は，狭隘部に消火ガスが到達するよりも，火炎まわりに消火ガスが存在すれ

ば消火効果が得られることになる。 

 

局所ガス消火設備によるケーブルトレイ，盤内消火に関しても同様に布設さ

れた内側のケーブルまで周囲の酸素が取り込まれる場合は消火ガスの効果が期
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待され，消火ガスが届かない場合はケーブル燃焼自体が継続しないことから，

狭隘部においても有効に作用するものである。 
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添付資料６ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備の消火能力について 
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添付資料６ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

ガス消火設備の消火能力について 

 

1．はじめに 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉は，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準」に基づき設置する消火設備として，ハロン系の

消火剤を用いた全域ガス消火設備ならびに局所ガス消火設備を設置する。 

 ガス消火設備の消火能力及びガス量の妥当性について，評価を実施した。 

  

 

2．全域ガス消火設備におけるハロン 1301 及び HFC-227ea のガス濃度について 

2.1．消防法で定められたハロン系ガスの濃度について 

消防法施行規則第二十条３号では，全域ガス消火設備における体積 1 ㎥当た

りの消火剤の必要量は，ハロン 1301 は 0.32［kg/㎥］，HFC-227ea は 0.55～0.72

［kg/㎥］以上と定められている。 

上記消火剤を濃度に換算すると，ハロン 1301 は約 5％，HFC-227ea は約 7％

（消火剤量 0.55kg/㎥の場合）となる。 

また，ハロン 1301 のガスの最高濃度は 10%以下とする必要がある※１ため，ハ

ロンの設計濃度は 5～10%で設計する。 

なお，全域ガス消火設備の防護対象区画に開口部があり，開口部に自動閉鎖

装置を設けない場合は，消防法施行規則に基づき，開口部面積 1 ㎡当たりハロ

ン 1301 を 2.4［kg］加算する。 

HFC-227ea のガスの最高濃度は 9%以下とする必要がある※１ため，HFC-227ea

の設計濃度は 7～9%で設計する。 

※１ S51.5.22 消防予第６号「ハロン 1301 を使用するハロゲン化物消火設備の取扱い

について」  
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2.2．ハロン 1301 及び HFC-227ea の消火能力について 

消火に必要なハロン濃度は 3.4%※２であるため，消防法による設計濃度 5％で

は約 1.47 の安全率を有しており，十分に消火可能である。 

また，HFC-227ea 濃度は 6.6%※２であるため，消防法による設計濃度 7％では

約 1.06 の安全率を有しており，十分に消火可能である。 

※２ ｎ-ヘプタンを用いたカップバーナー法により算出された消炎濃度 

   （H12.3「ハロン代替消火剤の安全基準の確立に係る調査検討報告書」） 

 

 

3．局所ガス消火設備におけるハロン 1301 及び FK-5-1-12 のガス濃度について 

3.1．消防法で定められたハロン系ガスの濃度について 

消防法施行規則第二十条３号では，ハロン 1301 の局所ガス消火設備におけ

る消火剤の必要量について，防護対象物の空間体積に対して周辺の壁の設置状

況に応じた係数を乗じた量を定めている。ハロン 1301 の局所ガス消火設備につ

いては，消防法に定められた必要量を満足するものとする。 

また，ケーブルトレイ火災に適用する FK-5-1-12 の局所ガス消火設備につい

ては，トレイ上面については閉鎖するが，両端部はトレイの構造上開口となる。

消防法施行規則第二十条３号では FK-5-1-12 の必要ガス量を 0.84～

1.46[kg/m3]と定めている一方，開口補償係数が定められていない。開口補償係

数に関しては電力中央研究所報告「チューブ式自動消火設備のケーブルトレイ

火災への適用性評価」（N14008）にて消防法の必要ガス量に加えて，6.3[kg/m2]

の開口補償係数を設定することで，消火性能が確保されることを試験にて確認

していることから，上記の量を満足するものとする。 

 

 

4．柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉への適用について 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の火災として，油内包機器の漏えい油

や電気盤及びケーブル等の火災を想定するが，これらの機器は火力発電所や工

場等の一般的な施設等にも設置されているものであり，原子力発電所特有の消

火困難な可燃物はない。 

  よって，消防法等に基づいた上記設計濃度で十分に消火可能である。 
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添付資料７ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

二酸化炭素消火設備（ディーゼル発電機室用） 

について 
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添付資料７ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

二酸化炭素消火設備（ディーゼル発電機室用）について 

 

 

1．設備概要及び系統構成 

 火災時に煙の充満により消火が困難となる非常用ディーゼル発電機室・非常

用ディーゼル発電機燃料ディタンク室には，二酸化炭素消火設備を設置する。 

 二酸化炭素消火設備の仕様の概要を表１に，系統概略を図１に示す。 

  

 

表１：二酸化炭素消火設備の仕様の概要 

 

項目 仕様 

消火剤 

消火薬剤 二酸化炭素 

消火原理 窒息消火 

消火剤の特徴 設備に対して無害 

消火設備 

適用規格 消防法その他関係法令 

火災感知 火災感知器（複数の感知器のうち２系統の動作信号） 

放出方式 自動（現場での手動起動も可能な設計とする） 

消火方式 全域放出方式 

電源 非常用電源として，蓄電池を設置 

耐震性 Ss 機能維持 
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図１ 二酸化炭素自動消火設備 概要図 

 

 

2．二酸化炭素消火設備の作動回路 

2.1 作動回路の概要 

 火災発生時における二酸化炭素消火設備作動時までの信号の流れを図２に示

す。 

 通常時は自動待機状態としており，複数の感知器が動作した場合は自動起動

する。起動条件としては，「煙感知器」及び「熱感知器」が火災感知した場合に，

二酸化炭素消火設備が自動起動する設計とし，誤作動防止を図っている。 

 また，現地（室外）での手動動作による消火設備の起動（ガス噴射）も可能

な設計としており，運転員が火災の発生を確認した場合には，早期消火が対応

可能な設計とする。 
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図２ 火災時の信号の流れ 

 

 

2.2 二酸化炭素消火設備の系統構成 

 防護エリアに設置する火災感知器からの信号をそれぞれの制御回路部が受信

した後，制御回路部から起動ガス容器ユニットに対して放出電気信号を発信す

る。 

 起動ガス容器ユニットでは，放出電気信号を機械的なガス圧信号に変換し，

ガス圧信号で機械的に作動する容器弁及び選択弁に放出信号を発信して，二酸

化炭素が放出される。 

 二酸化炭素消火設備の系統構成を図３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 二酸化炭素消火設備の系統構成 
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添付資料８ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設の消火設備の必要容量について 

 

 

 

 



 

表１：消火設備の必要容量について（６号炉） 

 

消火対象 消火設備種類 
消火剤必要量 

（消火剤設置量） 
消火剤必要量算出式 

消防法施

行規則準

拠条項 

Ａ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 1071kg 

(1080kg) 

火災区画（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ａ） 火災区画（部屋）の体積×0.9kg/m3 

Ｂ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 1084kg 

(1125kg) 

火災区画（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ｂ） 火災区画（部屋）の体積×0.9kg/m3 

Ｃ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 1080kg 

(1080kg) 

火災区画（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ｃ） 火災区画（部屋）の体積×0.9kg/m3 

重大事故等対処に 

必要な機器等 

（全域） 

HFC227ea 対象箇所の体積 

に応じて設置 

火災区画（部屋）の体積×0.55以上 

0.72以下kg/m3 

第二十条 

ハロン1301 対象箇所の体積 

に応じて設置 

火災区画（部屋）の体積×0.32 kg/m3 第二十条 

重大事故等対処に 

必要な機器等 

（局所） 

ハロン1301 対象箇所の体積 

に応じて設置 

対象機器の空間体積×対象機器の周辺

状況による係数×1.25 

第二十条 

FK-5-1-12 対象箇所の体積 

に応じて設置 

対象機器の空間体積×0.84kg/m3以上

1.46kg/m3以下に開口補償を見込む 

第二十条 

 

－
4
1
-
5
-
6
5
－
 



 

表２：消火設備の必要容量について（７号炉） 

 

消火対象 消火設備種類 
消火剤必要量 

（消火剤設置量） 
消火剤必要量算出式 

消防法施

行規則準

拠条項 

Ａ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 840.8kg (945.0kg) 火災区画（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ａ） 114.9kg (135.0kg) 火災区画（部屋）の体積×0.9kg/m3 

Ｂ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 858.4kg (990.0kg) 火災区画（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ｂ） 131.1kg (135.0kg) 火災区画（部屋）の体積×0.9kg/m3 

Ｃ系非常用ディーゼル 

発電機室 

二酸化炭素 858.4kg (945.0kg) 火災区画（部屋）の体積×0.8kg/m3 第十九条 

燃料ディタンク室（Ｃ） 118.9kg (135.0kg) 火災区画（部屋）の体積×0.9kg/m3 

重大事故等対処に 

必要な機器等 

（全域） 

HFC227ea 対象箇所の体積 

に応じて設置 

火災区画（部屋）の体積×0.55以上 

0.72以下kg/m3 

第二十条 

ハロン1301 対象箇所の体積 

に応じて設置 

火災区画（部屋）の体積×0.32 kg/m3 第二十条 

重大事故等対処に 

必要な機器等 

（局所） 

ハロン1301 対象箇所の体積 

に応じて設置 

対象機器の空間体積×対象機器の周辺

状況による係数×1.25 

第二十条 

FK-5-1-12 対象箇所の体積 

に応じて設置 

対象機器の空間体積×0.84kg/m3以上

1.46kg/m3以下に開口補償を見込む 

第二十条 

 

－
4
1
-
5
-
6
6
－
 



- 41-5-67 - 

 

 

 

 

 

添付資料９ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設における屋内消火栓配置図 

並びに手動消火の対象となる低耐震クラスの 

油内包機器リスト 
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柏崎刈羽原子力発電所６号炉 
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表 1：手動消火の対象となる低耐震クラスの油内包機器及び電源盤について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器及び電源盤  
備考 

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

ＣＲＤポンプ 

（耐震評価対象） 

Ss 機能維持された局所固定式消火設

備を設置  

機器自体についても耐震評価を実施  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） 
CUW 逆洗水移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施  

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） 
SPCU ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施  

なお，内包する潤滑油は 1 リットル程度

で，その他可燃部物も不燃材，難燃材

で構成されており火災荷重を低く抑えら

れることから消火器により対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
安全区分Ⅰの電線管があるがラッピン

グにより火災区域から分離する 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  



- 41-5-114 - 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器及び電源盤  
備考 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） 
F/D プリコートポンプ 

（油内包量 0.7 リットル） 

内包量が小さく，火災発生時にも安全

機能に影響しないことを影響評価にて確

認。 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

原子炉建屋 MCC6A-2-1 

原子炉建屋 MCC6B-2-1 

電源盤に対して Ss 機能維された固定

式消火設備を設置  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

可燃物が無く，通常コンクリートハッチに

て閉鎖されている。開放時は通路の感

知器にて感知可能  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  



- 41-5-115 - 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器及び電源盤  
備考 

  固縛（消火器） 
FPC ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施  

なお，内包する潤滑油は 1 リットル程度

でその他可燃部物も不燃材，難燃材で

構成されており火災荷重を低く抑えられ

ることから消火器により対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

（ＳＬＣポンプ） 

（設計上耐震 S クラス） 

Ss 機能維持された局所固定式消火設

備を設置  

機器の耐震性は確認済み 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 



- 41-5-116 - 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器及び電源盤  
備考 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われ

た装置であり内部に可燃物がほとんど

無い 

  固縛（消火器） 

原子炉建屋クレーン 

（耐震評価対象） 

燃料取替機 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施  

なお，両者ともに通常は電源切につき火

災の発生は考えにくく，使用中について

は作業員が常駐することから，消火器に

よる初期消火活動が可能  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

運転員が常駐している中央制御室から

近いことから消火活動による消火が可

能 

  固縛（消火器） － 

運転員が常駐している中央制御室から

近いことから消火活動による消火が可

能 

  固縛（消火器） － 

運転員が常駐している中央制御室から

近いことから消火活動による消火が可

能 

  固縛（消火器） － 
運転員が常駐していることから消火活

動による消火が可能  

  固縛（消火器） － 
運転員が常駐していることから消火活

動による消火が可能  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  固縛（消火器） － 消火器にて対応  

  
移動式消火設備  

（転倒評価） 
－ 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒し

ないよう評価・対策を図る。 

  
移動式消火設備  

（転倒評価） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒し

ないよう評価・対策を図る。 

  
移動式消火設備  

（転倒評価） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒し

ないよう評価・対策を図る。 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災

荷重を低く抑えられることから消火器に

より対応可  

 



- 41-5-117 - 

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 

部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器 
備考 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） 
SPCU ポンプ 

（耐震評価対象） 

耐震評価実施 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

ＣＲＤポンプ 

（耐震評価対象） 

Ss 機能維持された局所固定式消火設備

を設置 

機器自体についても耐震評価を実施  

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

可燃物が無く，通常コンクリートハッチにて

閉鎖されている。開放時は通路の感知器

にて感知可能  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 
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部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器 
備考 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

－ 
主な可燃物に対して Ss 機能維された固

定式消火設備を設置  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  
固縛（消火器） 

 
－ 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

原子炉建屋 MCC7SA-1 

原子炉建屋 MCC7SB-1 

電源盤に対して Ss 機能維された固定式

消火設備を設置  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

可燃物が無く，通常コンクリートハッチにて

閉鎖されている。開放時は通路の感知器

にて感知可能  

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） 
FPC ポンプ 

（耐震評価対象） 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  

局所固定式消火設備  

（Ss 機能維持） 

固縛（消火器） 

（ＳＬＣポンプ） 

（設計上耐震 S クラス） 

原子炉建屋 MCC7A-2-1 

原子炉建屋 MCC7B-2-1 

Ss 機能維持された局所固定式消火設備

を設置 

機器の耐震性は確認済み 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 
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部屋番号 部屋名称 
消火設備の 

耐震クラス 

耐震 B,C クラスの 

油内包機器 
備考 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） 

原子炉建屋クレーン 

（耐震評価対象） 

燃料取替機 

（耐震評価対象） 

耐震評価を実施  

なお，両者ともに通常は電源切につき火災

の発生は考えにくく，使用中については作

業員が常駐することから，消火器による初

期消火活動が可能  

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 部屋自体がコンクリートの筐体で囲われた

装置であり内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 運転員が常駐していることから消火活動に

よる消火が可能  

  固縛（消火器） － 運転員が常駐していることから消火活動に

よる消火が可能  

  固縛（消火器） － 部屋自体が金属筐体で囲われた装置であ

り内部に可燃物がほとんど無い 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 
不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  
移動式消火設備  

（転倒評価） 
－ 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒しな

いよう評価・対策を図る。 

  
移動式消火設備  

（転倒評価） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒しな

いよう評価・対策を図る。 

  
移動式消火設備  

（転倒評価） 

燃料移送ポンプ 

（耐震評価対象） 

地震時には移動式消火設備にて対応と

し，車両については地震に対して転倒しな

いよう評価・対策を図る。 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 

  固縛（消火器） － 

不燃材，難燃材で構成されており火災荷

重を低く抑えられることから消火器により

対応可 
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添付資料 10 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設における 

屋外消火栓の配置図 
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屋外消火栓配置図（大湊側） 
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屋外消火栓配置図（荒浜側） 
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添付資料 11 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

移動式消火設備について 
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添付資料 11 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

移動式消火設備について 

 

1．設備概要 

 発電所内の火災時の初期消火として，移動式消火設備（化学消防自動車：２

台，水槽付消防自動車：１台，消防ポンプ自動車：1 台及び泡消火薬剤備蓄車：

１台）を配備している。（表１） 

化学消防自動車（図１）のうち化学消防自動車 1 号は，水槽と泡消火薬液槽

及び粉末消火設備を有し，水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消火及び

粉末消火を可能とする。化学消防自動車 2 号は，水槽と泡消火薬液槽及びハイ

ドロケム消火システムを有し，水又は水と泡消火薬剤とを混合希釈した泡消火

及びハイドロケム消火により様々な火災に対応可能である。 

なお，泡消火薬剤備蓄車（図２）については，1,000 リットルの泡消火薬剤

を積載し，かつポリタンクにより 500 リットルの泡消火薬剤（図４）を管理し，

早急な化学消防自動車への補給を可能にしている。 

また，水槽付消防自動車（図３）については，2,000 リットル容量の水槽を

有していることから，消火用水の確保が厳しい状況での消火活動に有効である。 

これらの移動式消火設備は，消火栓や防火水槽等から給水し，車両に積載し

ているホースにより約 500m の範囲が消火可能である。 

なお，移動式消火設備の操作については，発電所構内の自衛消防隊建屋（自

衛消防センター）に 24 時間体制で配置している専属消防車隊にて実施する。 

  上記に示した移動式消火設備は，自衛消防隊建屋及び荒浜側高台保管場所に

分散配備しており，万一自衛消防隊建屋に配備した化学消防自動車等が出動不

可能な場合は，荒浜側高台保管場所の化学消防自動車等を用いて消火活動を実

施する。 
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表１ 移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所 

項目 仕様 

車種 化学消防自動車 水槽付消防自動車 消防ポンプ自動車 泡消火薬剤備蓄車 

消
火
剤 

消火剤 
水，泡水溶液又は粉

末消火剤 
水 － 

泡消火薬剤（搬送・

備蓄） 

水槽容量 
1300 リットル（１台

につき） 
2000 リットル － － 

薬槽容量 
500 リットル 

（１台につき） 
－ － 

1000 リットル（搬

送・備蓄） 

ポリタンク 500 リッ

トル（備蓄） 

消火原理 
冷却，窒息及び連鎖

反応の抑制 
冷却 － － 

薬液濃度 ３％ － － － 

消火剤の

特徴 

水：消火剤の確保が

容易 

泡水溶液：油火災に

極めて有効 

粉末消火剤：普通，

油，電気火災に有効 

水：消火剤の確保が

容易 
－ － 

消
火
設
備 

適用規格 
消防法 

その他関係法令 

消防法 

その他関係法令 

消防法 

その他関係法令 

消防法 

その他関係法令 

放水能力 

2000 リッ ト ル /min

（ 泡 放 射 に つ い て

は，薬液濃度維持の

ため 1000 リットル

/min） 

2000 リットル/min 2000 リットル/min － 

放水圧力 0.85MPa 0.85MPa 0.85MPa － 

ホース長 

20m×25 本 

10m×４本(1 台につ

き) 

20m×32 本 

10m×８本 

20m×32 本 

10m×８本 
－ 

水槽への

給水 

消火栓 

防火水槽 

ろ過水貯蔵タンク 

純水タンク 

貯水池 

消火栓 

防火水槽 

ろ過水貯蔵タンク 

純水タンク 

貯水池 

－ － 

配備台数 ２台 １台 １台 １台 

配備場所 

・自衛消防隊建屋: 

(１台) 

・荒浜側高台保管 

場所:(１台) 

・自衛消防隊建屋: 

(１台) 

・荒浜側高台保管 

場所:(１台) 

・自衛消防隊建屋: 

(１台) 
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図１ 化学消防自動車１号（左），化学消防自動車２号（右） 

 

    

図２ 泡消火薬剤備蓄車         図３ 水槽付消防自動車 

 

 

     

図４ 泡消火薬剤ポリタンク 500 リットル      図５ 消防ポンプ自動車 
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添付資料 12 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故時における原子炉建屋通路部の消火について 
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添付資料 12 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故時における原子炉建屋通路部の消火について 

 

 

1．概要 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉において，重大事故発生時に原子炉建

屋通路部で火災が発生した場合の消火活動の概要について以下に示す。 

  

 

2．原子炉建屋内のレイアウト 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における原子炉建屋内において，火災

発生時の消火の観点で特徴的な通路部のレイアウトを，図 2.1 及び図 2.2 に示

す。 
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（１）７号炉 

 
図 2.1 ７号炉原子炉建屋の断面図 

  

 

① ７号炉原子炉建屋 B3FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 



- 41-5-130 - 

② ７号炉原子炉建屋 B2FL 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号炉原子炉建屋 地下２階機器ハッチの状況 

 

 

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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③ ７号炉原子炉建屋 B1FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

７号炉原子炉建屋 地下１階 機器ハッチの状況 

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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④ ７号炉原子炉建屋 1FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号炉原子炉建屋 地下２～地下１階 機器ハッチの状況 

 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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  ⑤７号炉原子炉建屋 2FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号炉原子炉建屋 ２～３階 機器ハッチの状況 

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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⑥ ７号炉原子炉建屋 3FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⑦ ７号炉原子炉建屋 4FL 

    

 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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（２）６号炉 

 
図 2.2 ６号炉原子炉建屋の断面図 

 

 

① ６号炉原子炉建屋 B3FL  

   

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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② ６号炉原子炉建屋 B2FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ６号炉原子炉建屋 B1Fl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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④ ６号炉原子炉建屋 1FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ６号炉原子炉建屋 2FL        

  

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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⑥ ６号炉原子炉建屋 3FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ ６号炉原子炉建屋 4FL 

     

  

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 

  :対象エリア(通路部) 

  :機器ハッチ(開口部) 
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3．原子炉建屋内通路部における火災発生時の消火 

原子炉建屋通路部における主な可燃物は，油内包機器，電源盤等及びケー

ブルであることから，これらに対する消火方法について以下に示す。 

 

（１）油内包機器に対する局所消火の検討 

原子炉建屋通路部に設置されている油内包機器は，主なものとして制御棒

駆動水ポンプ，ほう酸水注入ポンプがある。これらのポンプが内包する潤滑

油は，その特性上，少量が燃焼しても煙が多く発生する可能性がある。 

油内包機器に対しては迅速な消火が必要なこと，固定式の局所消火設備の

消火剤のうち，ガス系の消火剤は他の機器へ影響を及ぼすおそれが小さいこ

とから，油内包機器に対しては，固定式の局所ガス消火設備を設置する。 

本固定式局所ガス消火設備は，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の

要求のとおり，原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっ

ても，自動又は中央制御室からの遠隔手動によって消火が可能な設備とする。 

また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火

炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による

二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさない

ように設置することが要求されている。本消火設備は，消火ガスとしてハロ

ン 1301 を使用するが，本ガスは機器に悪影響を及ぼさないことを確認してい

る。また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，局所

ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに，外

部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。 

油内包機器に対する局所ガス消火設備概要を図 3.1 に示す。 
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図 3.1：油内包機器に対する局所ガス消火設備概要図 
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（２）電源盤等に対する局所消火の検討 

原子炉建屋通路部に設置されている電源盤（常用系の MCC）等については，

過電流保護装置が設置されており，当該電源盤等に過電流が継続して火災が

発生するおそれはない。しかしながら，万一電源盤等に火災が発生した場合

に速やかに消火が可能となるよう，固定式の局所ガス消火設備を設置する。 

なお，電源盤等に対する固定式消火設備については，固定式ガス消火設備

が考えられるが，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，

原子炉建屋通路部が煙の充満等により消火活動が困難となっても，自動又は

中央制御室からの遠隔手動によって消火が可能な設備とする。 

また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火

炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による

二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさない

ように設置することが要求されている。本消火設備について，消火剤として

ハロン 1301 又は FK-5-1-12 を使用する場合は，当該ガスが機器に悪影響を及

ぼさないことを確認している。さらに，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)

⑩・⑪」の要求のとおり，局所ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹

鳴する設計とするとともに，外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確

保することが必要となる。 

電源盤に対する局所ガス消火設備概要を図 3.2 に示す。 
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図 3.2：電源盤に対する局所ガス消火設備概要図 

  

消火配管
盤内火災用感知器
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作動信号

中央制御室
監視・操作盤

電源盤

火災感知信号
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（３）ケーブルに対する局所消火の検討 

原子炉建屋通路部に設置されているケーブルは，原子炉建屋通路部の中で

も可燃物量が大きく（階層毎の発熱量は約 150,000MJ～280,000MJ），火災が発

生した場合は発生箇所への迅速な消火が必要である。これらのケーブルを布

設するケーブルトレイに対する局所消火方法としては，固定式泡消火設備，

固定式ガス消火設備及び消火活動による消火が挙げられる。 

ケーブルトレイに対する固定式消火設備については，火災防護に係る審査

基準「2.2.1(2)①」の要求のとおり，原子炉建屋通路部が煙の充満等により

消火活動が困難となっても，自動又は中央制御室からの遠隔手動によって消

火が可能な設備とする。 

また，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑤」では，消火設備は火災の火

炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線，爆発等による

二次的影響が安全機能を有する構築物，系統又は機器に悪影響を及ぼさない

ように設置することが要求されている。本消火設備について，消火剤として

FK-5-1-12 を使用するが，当該ガスが機器に悪影響を及ぼさないことを確認

している。 

さらに，火災防護に係る審査基準「2.2.1(2)⑩・⑪」の要求のとおり，局

所ガス消火設備は，故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とするとともに，

外部電源喪失時に機能を失わないよう電源を確保することが必要となる。 

 

以上より，原子炉建屋通路部のケーブルトレイについては，安全機能を有

する機器への影響を考慮し，FK-5-1-12 を使用する局所放出の固定式消火設

備を設置する。 

ケーブルトレイに対する局所固定式消火設備概要を図 3.2 に示す。 

 

なお，適用に当たっては消火設備の設計の妥当性について，試験等により

確認するものとする。 
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図 3.3：ケーブルトレイに対する局所ガス消火設備概要図 
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（４）その他の可燃物に対する消火方針の検討 

原子炉建屋通路部に設置されている上記（１）～（３）以外の可燃物につ

いては，可燃物が少ないこと，筐体・金属被覆の可とう電線管に収納してい

ること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他

の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，又は使用時以

外通電せず発火源がない設計とすることから，火災が発生するおそれがなく，

万一火災が発生しても煙の発生を抑えることから，消火活動が困難とならな

い。（別紙１） 

このようなものに対しては，火災発生時に消防隊員が火災発生場所に急行

し，消火器等を使用して消火活動を行うものとする。柏崎刈羽原子力発電所

では，初期消火要員が常駐しており，米国と同様に火災感知器や使用可能な

火災防護設備や火災源，ハザード（放射線，有害物質，高電圧等）の情報を

まとめた消火戦略（Pre-Fire Plan）の整備や消火活動に必要な資機材（消火

器，耐熱服，セルフエアセット等）の配備を行っている。初期消火要員は，

プラント内での火災発生を想定し，整備した消火戦略に基づく現場訓練を行

っている。 
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（５）原子炉建屋通路部の持込み可燃物管理 

原子炉建屋通路部を含め，火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，

影響軽減を目的とした，持込み可燃物の運用管理手順を定め，その管理状況

を定期的に確認することを火災防護計画に定める。持込み可燃物の運用管理

手順には，発電所の通常運転に関する可燃物，保守や改造に使用するために

持ち込まれる可燃物（一時的に持ち込まれる可燃物を含む）の管理を含む。 

持込み可燃物管理における，火災の発生防止・延焼防止に関する遵守事項

は以下のとおり。 

・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置を禁止する。 

・火災区域（区画）で周囲に火災防護対象機器がない場所に可燃物を仮

置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとと

もに，その近傍に消火器を準備する。 

・火災区域（区画）での作業に伴い，火災防護対象機器近傍に作業上必

要な可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置くとともに，休憩時や

作業終了時には火災防護対象機器近傍から移動する。 

・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域

（区画）は，可燃物の仮置きを禁止する。 

 

なお，定期検査中の放射線管理資機材等の設置，工事用仮設分電盤設置，

工事用ケーブル・ホース類架設等の可燃性の資機材を設置する場合には，防

火監視の強化，可燃性の資機材から 6m（火災防護審査基準 2.3.1 項(2)b で示

される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁止といった措置を行い，

火災の発生防止・延焼防止に努めることを持込み可燃物の運用管理手順に定

める。 

 

（６）まとめ 

原子炉建屋通路部には資料 12 で示すように異なる２種類の感知器を設置

するとともに，主な可燃物に対して局所放出の固定式消火設備を設置するこ

とによって，火災発生時に速やかに火災を感知し消火を行う設計とする。 

これ以外の可燃物に対しては，煙の発生を抑えるため消火活動が困難とな

らない。 

加えて，さらに消火活動に万全を期すため，火災によって原子炉建屋通路

部に煙が充満する場合でも排煙が可能となるよう，排煙設備を設置する。 
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原子炉建屋通路部において消火活動が困難とならない機器について 

 

○７号炉原子炉建屋 B3FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，地震観測装置，ケーブル分岐箱，光ジャン

クションボックス，補助増幅器，計器，原子炉系多重伝送現場盤等である。これ

らは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器

及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止

する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震観測装置 ケーブル分岐箱 光ジャンクションボックス 

補助増幅器 計器 原子炉系多重伝送現場盤 

別紙１（１／３８） 
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○７号炉原子炉建屋 B3FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，照明用変圧器，中継盤，端子箱等である。

これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該

機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを

防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明用変圧器 中継盤 端子箱 

別紙１（２／３８） 
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○７号炉原子炉建屋 B3FL 東側通路 

当該エリアに設置している油内包機器以外の機器は，空気作動弁，サンプポン

プ，分電盤，CRD 駆動用加熱器盤，原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは

筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及び

ケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する

設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１（３／３８） 

サンプポンプ 分電盤 
空気作動弁 

原子炉系多重伝送現場盤 

CRD駆動水加熱器盤 
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○７号炉原子炉建屋 B3FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，端子箱，計装ラック，サンプシンク，収納

箱，地震観測装置等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納して

いること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の

機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子箱 計装ラック 

地震観測装置 

サンプシンク 

収納箱 

別紙１（４／３８） 
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○７号炉原子炉建屋 B2FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，電磁弁ラック，収納箱，スクラムソレノイ

ドヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納している

こと等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器

で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁弁ラック スクラムソレノイドヒューズ盤 収納箱 

別紙１（５／３８） 
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○７号炉原子炉建屋 B2FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，端子箱，スクラムソレノイド

ヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納しているこ

と等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で

火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック スクラムソレノイドヒューズ盤 端子箱 

別紙１（６／３８） 
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○７号炉原子炉建屋 B2FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，クレーン，作業用電源箱，計器，照明用変

圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等に

より，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が

発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや作業用電源箱に

ついては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使

用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であ

ることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 
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クレーン 照明用変圧器 作業用電源箱 計器 

別紙１（７／３８） 



- 41-5-154 - 

 

○７号炉原子炉建屋 B1FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，作業用電源箱，機器収容架，分電盤，窒素

ガス加温器盤，等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納してい

ること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても他の機器

で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱につ

いては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用

の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能である

ことから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１（８／３８） 

窒素ガス加温器盤 作業用電源箱 機器収容架 分電盤 



- 41-5-155 - 

 

○７号炉原子炉建屋 B1FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，空気作動弁，収納箱，機器収容架，分電盤

等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等によ

り，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発

生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気作動弁 収納箱 機器収容架 分電盤 

別紙１（９／３８） 



- 41-5-156 - 

 

○７号炉原子炉建屋 B1FL 東側通路 

当該エリアに設置している機器は電動弁，計器，機器収容架，電気ペネトレー

ション，原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電

線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発

生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉系多重伝送現場盤 電気ペネトレーション 

電動弁 計器 機器収容架 

別紙１（１０／３８） 



- 41-5-157 - 

 

○７号炉原子炉建屋 B1FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，手動弁，サンプリングトラン

スミッタ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納しているこ

と等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で

火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプリングトランスミッタ盤 計装ラック 手動弁 

別紙１（１１／３８） 



- 41-5-158 - 

 

○７号炉原子炉建屋 1FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，クレーン，補助増幅器，エリアモニタ，端

子盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等に

より，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が

発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通

電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に

作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火

災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーン 補助増幅器 エリアモニタ 端子盤 

別紙１（１２／３８） 



- 41-5-159 - 

 

○７号炉原子炉建屋 1FL 東側通路 

当該エリアに設置している機器は，クレーン，流量変換器，補助増幅器等であ

る。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一

当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生するこ

とを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電されてお

らず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がい

るため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生す

るおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーン 流量計変換器 補助増幅器 

別紙１（１３／３８） 



- 41-5-160 - 

 

○７号炉原子炉建屋 1FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，事故後サンプル移送ラック，分電盤等であ

る。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一

当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生するこ

とを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故後サンプル移送ラック 分電盤 

別紙１（１４／３８） 



- 41-5-161 - 

 

◯７号炉原子炉建屋 2FL 北側通路 

当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，MSIV 漏洩

試験計装ラック，作業用電源箱，SRNM 前置増幅器盤等である。これらは筐体・

金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブ

ルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計と

していること，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がな

いこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災

が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがな

い。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSIV 漏洩試験計装ラック SRNM 前置増幅器盤 作業用電源箱 

別紙１（１５／３８） 



- 41-5-162 - 

 

◯７号炉原子炉建屋 2FL 南側通路 

当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，空調機，

計器，分電盤，SRNM 前置増幅器盤，原子炉系多重伝送現場盤等である。これら

は筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及

びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止す

る設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空調機 計器 分電盤 

SRNM 前置増幅器盤 原子炉系多重伝送現場盤 

別紙１（１６／３８） 



- 41-5-163 - 

 

◯７号炉原子炉建屋 3FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，計器，端子箱，光ジャンクションボックス

等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等によ

り，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発

生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計器 光ジャンクションボックス 端子箱 

別紙１（１７／３８） 



- 41-5-164 - 

 

◯７号炉原子炉建屋 3FL 南側通路 

当該エリアに設置している油内包機器，電源盤（常用系の MCC）等以外の機器

は，ケーブル分岐箱，分電盤，排風機，タンク，サンプリングラック等である。

これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該

機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを

防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブル分岐箱，分電盤 排風機 タンク サンプリングラック 

別紙１（１８／３８） 



- 41-5-165 - 

 

◯７号炉原子炉建屋 4FL オペレーティングフロア 

当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，計器，クレーン，操作箱，

制御盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等

により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災

が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや操作箱につい

ては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の

際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であるこ

とから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリアモニタ 計器 クレーン 操作箱 制御盤 

別紙１（１９／３８） 



- 41-5-166 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B3FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，地震観測装置，計装ラック，空気作動弁，

原子炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収

納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生して

も，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震観測装置 原子炉系多重伝送現場盤 計装ラック 空気作動弁 

別紙１（２０／３８） 

 



- 41-5-167 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B3FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，機器収容架等である。これら

は筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及

びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止す

る設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック 機器収容架 

別紙１（２１／３８） 

 



- 41-5-168 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B3FL 東側通路 

当該エリアに設置している油内包機器以外の機器は，サンプポンプ，エリアモ

ニタ，計装ラック，CRD 加熱器盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電

線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発

生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプポンプ エリアモニタ 計装ラック CRD 加熱器盤 

別紙１（２２／３８） 

 



- 41-5-169 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B3FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，計装ラック，補助増幅器等

である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，

万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生す

ることを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリアモニタ 計装ラック 補助増幅器 

別紙１（２３／３８） 

 



- 41-5-170 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B2FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，接続箱，作業用電源箱，補助増幅器，スク

ラムソレノイドヒューズ盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に

収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生して

も，他の機器で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業

用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を

投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消

火可能であることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続箱，作業用電源箱 補助増幅器 スクラムソレノイドヒューズ盤 

別紙１（２４／３８） 

 



- 41-5-171 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B2FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，電動弁，サンプシンク，計器等である。こ

れらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一当該機

器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防

止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁 計器 サンプシンク 

別紙１（２５／３８） 

 



- 41-5-172 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B2FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，クレーン，作業用電源箱，サ

ンプシンク等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納しているこ

と等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で

火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンや作業用電

源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入

し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可

能であることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック クレーン 作業用電源箱 サンプシンク 

別紙１（２６／３８） 

 



- 41-5-173 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B1FL 西側通路 

当該エリアに設置している機器は，作業用電源箱，計器，照明用変圧器等であ

る。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一

当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生するこ

とを防止する設計としていること，また，作業用電源箱については通常通電され

ておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員

がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災が発

生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

設置されている機器 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

作業用電源箱 計器 照明用変圧器 

別紙１（２７／３８） 

 



- 41-5-174 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 B1FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，補助増幅器，エリアモニタ，接続箱等であ

る。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等により，万一

当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発生するこ

とを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助増幅器 エリアモニタ 接続箱 

別紙１（２８／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 B1FL 東側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，電動弁，エリアモニタ，電気

ペネトレーション，ヒータ用変圧器等である。これらは筐体・金属被覆の可とう

電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が

発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック 電気ペネトレーション 電動弁 

エリアモニタ 

ヒータ用変圧器 

別紙１（２９／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 B1FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，計装ラック，エリアモニタ，機器収容架，

電磁弁盤，サンプリングトランスミッタ盤等である。これらは筐体・金属被覆の

可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける

火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック エリアモニタ 機器収容架 電磁弁盤 

サンプリングトランスミッタ盤 

別紙１（３０／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 1FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，電動弁，作業用電源箱，ヒ

ューズパネル等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納している

こと等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器

で火災が発生することを防止する設計としていること，また，作業用電源箱につ

いては通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用

の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能である

ことから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

エリアモニタ 電動弁 作業用電源箱 ヒューズパネル 

別紙１（３１／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 1FL 東側通路 

当該エリアに設置している機器は，機器収容架，RIP 取扱装置現場伝送盤，ク

レーン等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等

により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災

が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常

通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍

に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，

火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーン RIP 取扱装置現場伝送盤 機器収容架 

別紙１（３２／３８） 

 



- 41-5-179 - 

 

◯６号炉原子炉建屋 1FL 南側通路 

当該エリアに設置している機器は，事故後サンプル移送ラック，分電盤，原子

炉系多重伝送現場盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納し

ていること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他

の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

  

事故後サンプル移送ラック 分電盤 原子炉系多重伝送現場盤 

別紙１（３３／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 2FL 北側通路 

当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，記録計

盤，計装ラック，エリアモニタ等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線

管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生

しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低くことから，煙の充満により消火活動が

困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録計盤 計装ラック エリアモニタ 

別紙１（３４／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 2FL 南側通路 

当該エリアに設置している電源盤（常用系の MCC）等以外の機器は，端子箱，

通信設備用分岐箱，作業用電源箱，空調機等である。これらは筐体・金属被覆の

可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける

火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としているこ

と，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使

用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生して

もすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

  端子箱 通信設備用分岐箱 作業用電源箱 空調機 

別紙１（３５／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 3FL 北側通路 

当該エリアに設置している機器は，分電盤，クレーン，エリアモニタ，空調機

等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納していること等によ

り，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器で火災が発

生することを防止する設計としていること，また，クレーンについては通常通電

されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作

業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であることから，火災

が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置されている機器 

 

 

 

分電盤 クレーン エリアモニタ  空調機 

別紙１（３６／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 3FL 南側通路 

当該エリアに設置している油内包機器，電源盤（常用系の MCC）等機器は，電

動弁，機器収容架，作業用電源箱，タンク等である。これらは筐体・金属被覆の

可とう電線管に収納していること等により，万一当該機器及びケーブルにおける

火災が発生しても，他の機器で火災が発生することを防止する設計としているこ

と，また，作業用電源箱については通常通電されておらず発火源がないこと，使

用時のみ電源を投入し，使用の際は近傍に作業員がいるため万一火災が発生して

もすぐに初期消火可能であることから，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁 機器収容架 作業用電源箱 タンク 

別紙１（３７／３８） 
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◯６号炉原子炉建屋 4FL オペレーティングフロア 

当該エリアに設置している機器は，エリアモニタ，制御盤，補助増幅器，クレ

ーン，分電盤等である。これらは筐体・金属被覆の可とう電線管に収納している

こと等により，万一当該機器及びケーブルにおける火災が発生しても，他の機器

で火災が発生することを防止する設計としていること，また，クレーンについて

は通常通電されておらず発火源がないこと，使用時のみ電源を投入し，使用の際

は近傍に作業員がいるため万一火災が発生してもすぐに初期消火可能であること

から，火災が発生するおそれがない。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火

活動が困難とならない。 

  

エリアレイアウト 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 
エリアモニタ 補助増幅器 クレーン 

分電盤 

制御盤 

別紙１（３８／３８） 
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添付資料 13 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について 
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添付資料 13 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設周辺の可燃物等の状況について 

 

 

1．目的 

 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画（以下，「火災区域（区

画）」という。）は，基本的には，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難

となるものとして選定するが，屋外のように火災が発生しても煙が大気へ排気

される火災区域（区画），煙の充満のおそれがある可燃物に対して局所固定式消

火設備を設ける設計とする通路部に加え，可燃物が少ない火災区域（区画）は，

火災発生時，煙の充満により消火活動が困難とならないことから，消火器によ

る消火が可能である。 

 したがって，重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）の現場の状況

を確認し，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域（区

画）を選定する。 

 

2. 火災発生時の煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域（区画）の可

燃物状況について 

  重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）のうち，火災発生時の煙の

充満により消火活動が困難とならない火災区域（区画）の現場の状況を以下に

示す。 

これらの火災区域（区画）は，発火源となる高温の熱源がないこと，火災源

となる可燃物がほとんどないことに加え，持込み可燃物管理により火災荷重を

低く抑える。持込み可燃物の管理について，具体的には危険物の仮置き禁止，

火災区域（区画）に仮置きされる可燃物の種類，量の確認と火災荷重の評価を

行う。火災区域（区画）内の仮置きについても，安全機能を有する構築物，系

統及び機器の近傍には仮置きしないよう管理する。 

以上の持込み可燃物管理に係わる要領について，火災防護計画に定める。 

 

 



- 41-5-187 - 

〇6 号炉 

(1) 炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅰ）室 

    炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅰ）室に設置してい

る機器は，計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃材，難燃

材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金

属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 地震観測装置及び可とう電線管 
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(2) 炉心流量（DIV-Ⅳ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅳ）室 

    炉心流量（DIV-Ⅳ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅳ）室に設置してい

る機器は，計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃材，難燃

材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金

属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 

地震観測装置及び可とう電線管 
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(3) SPCU ポンプ，CUW 系非再生熱交換器漏洩試験用ラック室 

    SPCU ポンプ，CUW 系非再生熱交換器漏洩試験用ラック室に設置している

機器は，計装ラック及びポンプ等である。これらは不燃材，難燃材で構成

されており，可燃物としては軸受に潤滑油を使用している。軸受は，不燃

材である金属で覆われており設備外部に燃え広がることはない。その他に

可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で

布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック ポンプ及び可とう電線管 
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(4) 炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅱ）室 

炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅱ）室に設置してい

る機器は，計装ラック及び地震観測装置等である。これらは不燃材，難燃

材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金

属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 地震観測装置及び可とう電線管 
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(5) CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室 

CUW 逆洗水移送ポンプ・配管室に設置している機器は，空気作動弁及びポ

ンプ等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては

軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUW 逆洗水移送ポンプ 空気作動弁及び可とう電線管 
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(6) CUW 逆洗水移送ポンプ室上部配管室 

CUW 逆洗水移送ポンプ室上部配管室に設置している機器は，空気作動弁

等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管 空気作動弁及び可とう電線管 
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(7) 炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅲ）室，ＣＲＤマスター

コントロール室 

炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，スクラム地震計（Ⅲ）室，ＣＲＤマスタ

ーコントロール室に設置している機器は，計装ラック，空気作動弁及び計

器等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置し

ておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 空気作動弁 計器（流量計） 
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(8) ＲＨＲ（Ａ）弁室 

ＲＨＲ（Ａ）弁室に設置している機器は，電動弁及び電磁弁等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁 

※当該エリアは点検養生中のため，設備全体

を掲示できず。 
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(9) ＲＨＲ（Ｃ）弁室 

ＲＨＲ（Ｃ）弁室に設置している機器は，電動弁及び電磁弁等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 電磁弁及び可とう電線管 
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(10) 所員用エアロック室/ＴＩＰバルブアッセンブリ室 

所員用エアロック室/ＴＩＰバルブアッセンブリ室に設置している機器

は，ボックス，ＴＩＰ駆動装置及びバルブアッセンブリ（ボール弁）等で

ある。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては駆動部

に潤滑油グリスを使用。駆動部は，不燃材である金属で覆われており，設

備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボックス 

 

ＴＩＰ駆動装置 
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(11) ＲＨＲ（Ｂ）弁室 

ＲＨＲ（Ｂ）弁室に設置している機器は，電動弁及び電磁弁等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 電磁弁及び可とう電線管 
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(12) ＲＨＲ（Ｃ）配管室 

ＲＨＲ（Ｃ）配管室に設置している機器は，電動弁及び電磁弁等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 電磁弁及び可とう電線管 
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(13) 原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック 
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(14) 原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 
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(15) 原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
計装ラック 
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(16) 原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計装ラック 
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(17) ＡＣペネ，ＲＨＲ配管・弁室 

ＡＣペネ，ＲＨＲ配管・弁室に設置している機器は，電動弁，電磁弁及

び空気作動弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃

物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設

している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
空気作動弁及び可とう電線管 電動弁及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁，電磁弁及び可とう電線管 配管 
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(18) ＲＨＲ（Ａ）弁室 

ＲＨＲ（Ａ）弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不

燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電

線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
電動弁及び可とう電線管 
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(19) ＲＨＲ（Ｃ）弁室 

ＲＨＲ（Ｃ）弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不

燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電

線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 
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(20) 除染パン室 

除染パン室に設置している機器は，除染シンク等である。これらは不燃

材，難燃材で構成されており，可燃物としては除染シンクに一部ゴムが使

用されているが，不燃材である金属等に覆われているため設備外部に燃え

広がることはない。その他には可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線

管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
除染シンク及び可とう電線管 
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(21) ＲＨＲ（Ｂ）弁室 

ＲＨＲ（Ｂ）弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不

燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電

線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  電動弁及び可とう電線管 
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(22) CUW プリコートタンク室 

CUW プリコートタンク室に設置している機器は，ポンプ，タンク，電動弁

等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸

受に潤滑油グリスを使用している。軸受けは，不燃材である金属で覆われ

ており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 ポンプ タンク 

０

０

０

０

０

０

０

０ 
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(23) ＭＳトンネル室 

ＭＳトンネル室に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），

電動弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物とし

ては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，不燃材である金属で覆わ

れており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主蒸気隔離弁 電動弁及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 
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(24) ＤＧ（Ａ）非常用送風機室 

ＤＧ（Ａ）非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われてお

り設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
送風機及び可とう電線管 
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(25) ＤＧ（Ｃ）非常用送風機室 

ＤＧ（Ｃ）非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われてお

り設備外部には燃え広がることはない。その他には可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 送風機及び可とう電線管 
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(26) ＦＰＣ熱交換器室／ＦＰＣ弁室 

ＦＰＣ熱交換器室／ＦＰＣ弁室に設置している機器は，熱交換器，電動

弁及び計器等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物

は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設し

ている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

熱交換器 電動弁及び可とう電線管 計器（流量計） 
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(27) ＦＰＣポンプ室 

ＦＰＣポンプ室に設置している機器は，ポンプ等である。これらは不燃

材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油を使用してい

る。軸受は，不燃材である金属で覆われており設備外部には燃え広がるこ

とはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属

製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ポンプ及び可とう電線管 
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(28) 格納容器所員用エアロック室 

格納容器所員用エアロック室に設置している機器は，エアロック，電動

及び空気作動弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可

燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布

設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

エアロック 電動弁及び可とう電線管 空気作動弁及び可とう電線管 
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(29) ＤＧ（Ｂ）非常用送風機室 

ＤＧ（Ｂ）非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われてお

り設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
送風機及び可とう電線管 
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(30) ＭＳＩＶ・ＳＲＶラッピング室 

ＭＳＩＶ・ＳＲＶラッピング室に設置している機器は，空気作動弁及び

ＳＲＶ（予備品）等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，

可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で

布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＳＲＶ（予備品） 
※停止中のため全数取外し仮置き中 

空気作動弁及び可とう電線管 
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(31) ダストモニタ（Ｂ）室 

ダストモニタ（Ｂ）室に設置している機器は，ダスト放射線モニタ，ダ

ストサンプラ，電磁弁及び計器等である。これらは不燃材，難燃材で構成

されており，可燃物としてはダストサンプラ軸受に潤滑油グリスを使用し

ている。軸受は，不燃材である金属で覆われており設備外部には燃え広が

ることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び

金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ダストサンプラ 
及び可とう電線管 電磁弁 計器（圧力検出器） 



- 41-5-220 - 

 

(32) ＣＡＭＳ（Ｂ）室 

ＣＡＭＳ（Ｂ）室に設置している機器は，空調機，サンプリングラック等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受に

潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われており

設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＡＭＳ(Ｂ)空調機 サンプリングラック 
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(33) ＤＧ（Ａ）／Ｚ送風機室 

ＤＧ（Ａ）／Ｚ送風機室に設置している機器は，送風機，電動機及び空

気作動弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物と

しては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で

覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置

しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動機及び可とう電線管 空気作動弁 



- 41-5-222 - 

 

(34) ダストモニタ(A)室 

   ダストモニタ（A）室に設置している機器は，ダスト放射線モニタ，ダス

トサンプラ，電磁弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，

可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材であ

る金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃

物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設

している。 

   また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器は又は消火栓による消火が可能

である。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

  

電磁弁 ダストサンプラ及び可とう電線管 



- 41-5-223 - 

 

エリアレイアウト 
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(35) ＤＧ（Ｃ）／Ｚ送風機室 

ＤＧ（Ｃ）／Ｚ送風機室に設置している機器は，送風機，電動機及び空

気作動弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物と

しては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で

覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置

しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動機及び可とう電線管 空気作動弁 



- 41-5-225 - 

 

(36) ＣＡＭＳ（Ａ）室 

ＣＡＭＳ（Ａ）室に設置している機器は，空調機，サンプリングラック等で

ある。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受に潤

滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われており設

備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

空調機 サンプリングラック 



- 41-5-226 - 

 

(37) ＬＤＳモニタ室 

ＬＤＳモニタ室に設置している機器は，ダストサンプラ，サンプリング

ラック等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物として

は軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆わ

れており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置して

おらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ダストサンプラ サンプリングラック 
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(38) 燃料移送ポンプ(Ａ)(Ｃ)地下トレンチ 

燃料送ポンプ(Ａ)(Ｃ)地下トレンチに設置している機器は，配管等であ

る。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管及び電線管 



- 41-5-228 - 

 

(39) 燃料移送ポンプ(Ｂ)地下トレンチ 

燃料移送ポンプ(Ｂ)地下トレンチに設置している機器は，配管等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケー

ブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

配管及び電線管 
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(40) Ａ系非常用送風機室 

Ａ系非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油

グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われており設備外

部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブ

ルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  送風機及び電動機 
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(41) 配管室 

配管室に設置している機器は，配管及び電動弁等である。これらは不燃

材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線

管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管 電動弁及び可とう電線管 
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〇7 号炉 

(1) 炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，感震器（Ｃ）室，ＣＲＤマスターコントロ

ール室 

    炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，感震器（Ｃ）室，ＣＲＤマスターコン

トロール室に設置している機器は，計装ラック，計器及び空気作動弁等で

ある。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計器（流量計） 計装ラック 

空気作動弁 
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(2) 炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，感震器（Ｂ）室 

炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，感震器（Ｂ）室に設置している機器は，

計装ラック等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物

は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設し

ている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

設置されている機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
計装ラック 
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(3) ＳＰＣＵポンプ室 

ＳＰＣＵポンプ室に設置している機器は，計器及びシンク，ポンプ，電

動機等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物として

は，軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆

われており設備外部に燃え広がることはない。その他の可燃物は設置して

おらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動機及び可とう電線管 計器及びシンク 



- 41-5-234 - 

 

(4) 炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，感震器（Ａ）室 

炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，感震器（Ａ）室に設置している機器は，

計装ラック等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物

は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設し

ている。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

計装ラック及び地震観測装置 



- 41-5-235 - 

 

(5) ＲＨＲ（Ｃ）弁室 

ＲＨＲ（Ｃ）弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不

燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電

線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁及び可とう電線管 



- 41-5-236 - 

 

(6) ＲＨＲ（Ｂ）弁室 

ＲＨＲ（Ｂ）弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不

燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電

線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁及び可とう電線管 



- 41-5-237 - 

 

(7) ＳＰＣＵペネ室 

ＳＰＣＵペネ室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃

材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線

管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

電動弁及び可とう電線管 



- 41-5-238 - 

 

(8) ＴＩＰ駆動制御装置室 

ＴＩＰ駆動制御装置室に設置している機器は，ＴＩＰ駆動装置等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑

油グリスを使用している。駆動部は，不燃材である金属で覆われており設

備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケー

ブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

ＴＩＰ駆動装置 



- 41-5-239 - 

 

(9) ＴＩＰ遮へい容器・バルブアッセンブリ室 

ＴＩＰ遮へい容器・バルブアッセンブリ室に設置している機器は，エリ

アモニタ，ＴＩＰ駆動装置，遮蔽容器，バルブアッセンブリ（ボール弁）

等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては駆

動部に潤滑油グリスを使用。駆動部は，不燃材である金属で覆われており，

設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＴＩＰ駆動装置及び可とう電線管 エリアモニタ 

ＴＩＰ遮蔽容器及び可とう電線管 



- 41-5-240 - 

(10) サプレッションチェンバ室 

サプレッションチェンバ室に設置している機器は，エリアモニタ等であ

る。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

エリアモニタ及び可とう電線管 



- 41-5-241 - 

 

(11) 原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック及

び計器等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 計器（圧力計） 



- 41-5-242 - 

 

(12) 原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック及

び計器等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 計器（圧力計） 



- 41-5-243 - 

 

(13) 原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 



- 41-5-244 - 

 

(14) 原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室 

原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室に設置している機器は，計装ラック及

びエリアモニタ等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可

燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布

設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
計装ラック エリアモニタ 



- 41-5-245 - 

 

(15) 弁・配管室 

弁・配管室に設置している機器は，電動弁及び空気作動弁等である。こ

れらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケー

ブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

電動弁，空気作動弁及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置されている機器 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 配管及び電線管 
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(16) 弁室 

弁室に設置している機器は，電動弁等である。これらは不燃材，難燃材

で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属

製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 



- 41-5-248 - 

 

(17) ＲＨＲ（Ａ）弁室 

ＲＨＲ（Ａ）弁室に設置している機器は，電動弁及び空気作動弁等であ

る。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 



- 41-5-249 - 

 

(18) ＲＨＲ（Ｃ）弁室 

ＲＨＲ（Ｃ）弁室に設置している機器は，電動弁及び空気作動弁等であ

る。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 



- 41-5-250 - 

 

(19) ＲＨＲ（Ｂ）弁室 

ＲＨＲ（Ｂ）弁室に設置している機器は，電動弁及び空気作動弁等であ

る。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 



- 41-5-251 - 

(20) ＣＵＷ/ＦＰＣろ過脱塩器ハッチ室 

ＣＵＷ/ＦＰＣろ過脱塩器ハッチ室に設置している機器は，クレーン，ボ

ックス等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設

置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設してい

る。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

ボックス及び可とう電線管 クレーン 
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(21) 管理区域連絡通路 

管理区域連絡通路に設置している機器は，空調ダクト，操作盤等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては操作盤がある

が少量かつ近傍に可燃物が無いため，燃え広がることはない。その他に可

燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布

設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作盤 空調ダクト及び可とう電線管 
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(22) ＳＧＴＳモニタ室 

ＳＧＴＳモニタ室に設置している機器は，計装ラック，放射線モニタ及

びサンプルポンプ等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，

可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材であ

る金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃

物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設

している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック及びサンプルポンプ 放射線モニタ及び可とう電線管 



- 41-5-254 - 

 

(23) ＭＳトンネル室 

ＭＳトンネル室に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），

電動弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物とし

ては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，不燃材である金属で覆わ

れており設備外部に燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。また，

可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満により消火活

動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能である。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

設置されている機器 

 

   

 

  

主蒸気隔離弁 電動弁及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 
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(24) ＤＧ（Ａ）非常用送風機室 

ＤＧ（Ａ）非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われてお

り設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

非常用送風機 



- 41-5-257 - 

 

(25) ＩＡ・ＨＰＩＮペネ室 

ＩＡ・ＨＰＩＮペネ室に設置している機器は，配管及び空気作動弁等で

ある。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

空気作動弁及び可とう電線管 配管 
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(26) ＤＧ（Ｃ）非常用送風機室 

ＤＧ（Ｃ）非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われてお

り設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
非常用送風機 



- 41-5-259 - 

 

(27) ＤＧ（Ｂ）非常用送風機室 

ＤＧ（Ｂ）非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動機等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われてお

り設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
非常用送風機 



- 41-5-260 - 

 

(28) ＦＰＣポンプ室 

ＦＰＣポンプ室に設置している機器は，ポンプ等である。これらは不燃

材，難燃材で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油を使用してい

る。軸受は，不燃材である金属で覆われており設備外部には燃え広がるこ

とはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属

製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置されている機器 

 

   

 

  

ポンプ及び可とう電線管 
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(29) ＦＰＣ熱交換器室 

 ＦＰＣ熱交換器室に設置している機器は，熱交換器，計器等である。これ

らは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブル

は電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

 また，可燃物監理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消化器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
熱交換器 計器及び可とう電線管 
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(30) ＤＧ（Ａ）／Ｚ送風機室 

ＤＧ（Ａ）／Ｚ送風機室に設置している機器は，送風機，電動機及び空

気作動弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物と

しては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で

覆われており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置

しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
送風機，電動機及び可とう電線管 空気作動弁 



- 41-5-263 - 

(31) ＣＡＭＳ（Ａ）室 

ＣＡＭＳ（Ａ）室に設置している機器は，計装ラック及び計器等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計装ラック 計器 
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(32) 南北連絡通路 

南北連絡通路に設置している機器は，ボックス等である。これらは不燃

材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金

属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボックス 電線管 
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(33) ＣＡＭＳ（Ｂ）室 

ＣＡＭＳ（Ｂ）室に設置している機器は，計装ラック及び計器等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ラック 計器 
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エリアレイアウト 
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(34) ＳＧＴＳ配管室 

ＳＧＴＳ配管室に設置している機器は，電動弁，空気作動弁及び計器等

である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電動弁及び可とう電線管 空気作動弁及び可とう電線管 
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(35) Ｈｘ／Ａ（Ａ）非常用送風機室 

Ｈｘ／Ａ（Ａ）非常用送風機室に設置している機器は，送風機及び電動

機等である。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物としては

軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆われ

ており設備外部には燃え広がることはない。その他に可燃物は設置してお

らず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
送風機，電動機及び可とう電線管 
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エリアレイアウト 
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(36) Ｃ／Ｂ計測制御電源盤区域（Ａ）送風機室 

Ｃ／Ｂ計測制御電源盤区域（Ａ）送風機室に設置している機器は，送風

機，電動機及び空気作動弁等である。これらは不燃材，難燃材で構成され

ており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不

燃材である金属で覆われており設備外部には燃え広がることはない。その

他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線

管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

   

 

 

 

 

 

 

 送風機，電動機及び可とう電線管 空気作動弁 
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(37) 燃料移送ポンプ(Ａ)(Ｃ)地下トレンチ 

燃料移送ポンプ(Ａ)(Ｃ)地下トレンチに設置している機器は，配管等で

ある。これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

配管及び電線管 
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(38) 燃料移送ポンプ(Ｂ)地下トレンチ 

燃料移送ポンプ(Ｂ)地下トレンチに設置している機器は，配管等である。

これらは不燃材，難燃材で構成されており，可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙の充満によ

り消火活動が困難とならないため，消火器又は消火栓による消火が可能で

ある。 

 

エリアレイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設置されている機器 

 

 

配管及び電線管 
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参考資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

原子炉建屋排煙設備の概要について 
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参考資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における 

原子炉建屋排煙設備の概要について 

 

1．設備の概要 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の原子炉建屋通路部の火災に対して

は，主要な可燃物に局所固定式消火設備を設置し早期に火災を感知，消火す

ることで火災の進展，煙の発生を抑える設計としており，その他の極少量の

可燃物については消火器による手動消火を行う設計としている。しかしなが

ら，万一予期せぬ大規模な火災や煙の発生へと進展した場合であっても煙に

より消火活動が阻害されることのないよう，更なる自主的な安全対策として

原子炉建屋排煙設備を設置する。原子炉建屋排煙設備は，原子炉建屋附属棟

（非管理区域）に設置する排煙送風機により原子炉建屋内の階段室を介して

火災エリアに給気し，非常用ガス処理系排風機により主排気筒に排気するこ

とで，消火隊のアクセスルートとなる階段室から火災源までのルートを確保

し消火活動が困難とならないように煙を制御可能な設計とする。本設備の系

統概要図を図１に示す。 

 

 

図１ 原子炉建屋排煙設備の系統概要図 

（原子炉建屋 B1FL 発災時のイメージ） 
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2．排煙設備使用時の影響について 

   原子炉建屋排煙設備は，滞留した煙を既設の機器ハッチを通して原子炉建

屋最上階のオペレーティングフロアにある非常用ガス処理系の吸込み口まで

輸送する。輸送された煙は非常用ガス処理系により主排気筒へと排気され

る。 

    

   煤煙を輸送する過程で，煙が滞留するオペレーティングフロアに設置され

る安全機能を有する設備や重大事故等対処設備，また非常用ガス処理系の機

器が煤煙による影響を受ける可能性が考えられることから，実証試験により

性能確認を実施する。 

   

   原子炉建屋オペレーティングフロアにある重要設備として静的触媒式水素

再結合器（以下，「PAR」という。），原子炉建屋水素濃度等があり，また非常

用ガス処理系のうち煤煙の影響が想定される機器として活性炭フィルタがあ

る。これらのうち，活性炭フィルタ並びに PAR の試験概要と結果を以下に示

す。その他の設備についても継続的に煤煙の影響評価を実施した上で，排煙

設備の設置・運用を行う。 

 

 

2.1．試験方法 

   煤煙に対する活性炭フィルタ並びに PAR の影響評価に当たっては以下のス

テップにて実施する。 

 

2.1.1．煤煙の通気 

コーンカロリーメータ試験装置のフランジ部に活性炭フィルタ粒子，及

び，PAR 触媒粒子を封入可能な試験カートリッジを取付け，各粒子に排風

機により強制的に煤煙を通気させる。装置の概要を図２に示す。 

また試験カートリッジは図３に示す円筒（寸法：100 ㎜φ×75 ㎜）であ

り通気面はメッシュ形状となっており，上記試験装置のダクトに直接取付

けることで，煤煙の全量を通気させることが可能である。 

煤煙については，原子炉建屋内の主要な可燃物であるケーブルを用いて

ISO5560-1 の燃焼試験規格に準拠し，1 時間の燃焼，通気を実施した。 
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図２ 煤煙通気試験装置 概要図 

 

 

 

 

図３ 試験カートリッジ外形図 
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2.1.2．性能試験並びに試験結果 

    煤煙通気後のカートリッジ内の試験体を用いて，それぞれに対して性能

試験を実施した。性能試験の概要と判定基準，試験結果を以下に示す。 

 

（１）活性炭フィルタ性能試験 

    ①試験方法 

      活性炭フィルタ性能試験については煤煙通気後の活性炭フィルタに

対して，放射性よう化メチルを 1 時間通気し，通気後の試験体の放射

能を測定することで，よう素除去効率を測定する。なお，試験方法・

条件についてはプラントの定期検査にて行われる性能検査と同様であ

る。 

 

  ②判定基準 

      下記の設計除去効率を有する活性炭フィルタが煤煙通気後も所定の

性能を有すること。 

・活性炭フィルタ単体の設計除去効率：99.999％以上 

      

③試験結果 

  試験の結果，通気後も 99.999%以上の除去効率となり，活性炭フィ

ルタに対しては煤煙による機能喪失は見られなかった。 

 

（２）PAR 

    ①試験方法 

PAR 触媒については，水素の再結合が進むと反応熱により触媒温度

が上昇することから，触媒カートリッジを専用装置に入れ，3vol%の

混合水素ガスを流して再結合反応させ，温度上昇率を計測することで

所定の性能を有することを煤煙通気前後で確認する。 

 

  ②判定基準 

触媒の初期温度からの温度上昇率が以下のいずれかを満足すること。   

・温度が 20 分で 10℃以上上昇すること 

      ・温度が 30 分で 20℃以上上昇すること 
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③試験結果 

  試験結果は表１に示す通りであり，煤煙通気前と比較し多少の温度

上昇の遅れはあるものの判定基準である「温度が 20 分で 10℃以上上

昇すること」を満足することが確認できており，煤煙により PAR の機

能を喪失させるような大きな影響はないことを確認した。 

 

表１ 煤煙通気前後の PAR 試験結果 

試験体 No 煤煙通気前 煤煙通気後 判定基準 結果 

試験体 1  

 

温度が 20 分で 10℃以上

上昇すること 

合格 

試験体 2 合格 

※表中の時間は，触媒カートリッジの温度が初期値に対し 10℃上昇したときの到達時間を示す。 

 

    以上により，仮に原子炉建屋通路部において大規模な火災の発生と，

PAR もしくは非常用ガス処理系の機能を期待するような事象が重畳した場

合であっても排煙を行うことによって両者が機能喪失に至るおそれはない

と判断する。 
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重大事故等対処施設が設置される火災区域・ 

火災区画の火災防護対策について 

 

1．概要 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉における重大事故等対処施設を設置

する火災区域の火災防護対策のうち，「火災区域（区画）の設定」「火災感知設

備」「消火設備」について以下のとおり整理を行った。 

 

  

2．火災区域（区画）の設定について 

 重大事故等対処施設の火災防護対策を講じるために，原子炉建屋，コントロ

ール建屋，廃棄物処理建屋及び３号炉原子炉建屋と，屋外の重大事故等対処施

設を設置するエリアについて，火災区域（区画）を設定した。（補足説明資料

41-3） 

 

 

3．火災感知設備について 

重大事故等対処施設を設置する火災区域（区画）の火災を早期に感知し，原

子炉の安全停止に必要な機器等に対する火災の影響を限定するために，要求

事項に応じた「火災感知設備」を設置する。（補足説明資料 41-4） 

 

 

4．消火設備について 

重大事故等対処施設に火災が発生した場合に，火災を早期に消火するため，

火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知，消火」に基づき「消火設備」を

設置する。（補足説明資料 41-5） 

41-6 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６号及び７号炉における 

重大事故等対処施設が設置される火災区域・火災区画

及び火災防護対策一覧 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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添付資料１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 重大事故等対処設備が設置される火災区域

及び火災防護対策一覧表 

 

６号炉 常設重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【代替制御棒挿入機能】 

ATWS 緩和設備 

（代替制御棒挿入機能） 

44 
C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

【代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能】 

ATWS 緩和設備 

（代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能） 

44 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

【ほう酸水注入系】 

ほう酸水注入系ポンプ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

ほう酸水注入系・高圧炉心注水

系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

44,45,51

,56 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-5-14 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-15 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-6-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-24 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-27 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高圧代替注水系】 

高圧代替注水系ポンプ 

高圧代替注水系(蒸気系)・主蒸

気系・原子炉隔離時冷却系(蒸気

系) 配管・弁 

 

高圧代替注水系（注水系）・復水

補給水系・高圧炉心注水系（７

号炉は残留熱除去系を含む）給

水系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-13 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C–3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【原子炉隔離時冷却系】 
原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）・

主蒸気系 配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（注水系）・ 

復水補給水系・高圧炉心注水

系・給水系 配管・弁・ストレ

ーナ・スパージャ[流路] 
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R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 

消火器又は消火栓

又は局所ガス消火

設備 
R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
   
R-1-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-1-27 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 

消火器又は消火栓

又は局所ガス消火

設備 
R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-2-9 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-2-11 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 

消火器又は消火栓

又は局所ガス消火

設備 
R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-3-8 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-3-9 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-3-12 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-3-15 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-3-16 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 

消火器又は消火栓

又は局所ガス消火

設備 
R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
R-4-34 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
R-6-16 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
T-3-50 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【原子炉隔離時冷却系】 
原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）・

主蒸気系 配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（注水系）・ 

復水補給水系・高圧炉心注水

系・給水系 配管・弁・ストレ

ーナ・スパージャ[流路] 

 

 

 

 

45 
 

 

 

 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
C-3-6 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 
Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高圧炉心注水系】 
高圧炉心注水ポンプ 

高圧炉心注水系・復水補給水系 

配管・弁・ストレーナ・スパー

ジャ[流路] 
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R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-11 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-4-34 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【高圧炉心注水系】 
高圧炉心注水ポンプ 

高圧炉心注水系・復水補給水系 

配管・弁・ストレーナ・スパー

ジャ[流路] 

 

 

 

45 
 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【逃がし安全弁】 
逃がし安全弁[操作対象弁] 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

主蒸気配管・クエンチャ[流路] 

 

【代替自動減圧機能※自動減圧

機能付き逃がし安全弁のみ】 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 

【逃がし安全弁機能回復（可搬

型直流電源供給）】 

AM 用切替装置 

 

【逃がし安全弁機能回復（代替

窒素供給）】 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧窒素ガス供給系・主蒸気系

配管・弁［流路］ 

46 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

【低圧代替注水系（常設･可搬

型）】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系・

給水系 配管・弁・スパージャ[流

路] 

原子炉圧力容器[注入先] 

 

 

 

 

 

 

 

44,45, 

47,51 

 

 

 

 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-28 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【低圧代替注水系（常設･可搬

型）】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系・

給水系 配管・弁・スパージャ[流

路] 

原子炉圧力容器[注入先] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,45, 

47,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-1-29 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-34 
煙吸引感知器 

熱感知器 
消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-5-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【低圧代替注水系（常設･可搬

型）】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系・

給水系 配管・弁・スパージャ[流

路] 

原子炉圧力容器[注入先] 
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C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-28 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-10 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

 

【低圧代替注水系（常設･可搬

型）】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系・

給水系 配管・弁・スパージャ[流

路] 

原子炉圧力容器[注入先] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【低圧注水系】 

残留熱除去系（低圧注水モード）

ポンプ 

残留熱除去系・給水系 配管・

弁・ストレーナ・スパージャ[流

路] 

原子炉圧力容器[注入先]  
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C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-11 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【低圧注水系】 

残留熱除去系（低圧注水モード）

ポンプ 

残留熱除去系・給水系 配管・

弁・ストレーナ・スパージャ[流

路] 

原子炉圧力容器[注入先] 

 

 

 

47 
 

 

 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉停止時冷却系】 

原子炉圧力容器[注入先] 

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード） 

ポンプ 
原子炉圧力容器［水源］ 

残留熱除去系・給水系 配管・

弁・熱交換器・スパージャ［流

路］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消化器又は消火栓 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-27 煙感知器・熱感知器 消化器又は消火栓 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消化器又は消火栓 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消化器又は消火栓 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-9 煙感知器・熱感知器 消化器又は消火栓 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-15 煙感知器・熱感知器 消化器又は消火栓 

R-3-16 煙感知器・熱感知器 消化器又は消火栓 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-12 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

【原子炉停止時冷却系】 

原子炉圧力容器[注入先] 

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード） 

ポンプ 
原子炉圧力容器［水源］ 

残留熱除去系・給水系 配管・

弁・熱交換器・スパージャ［流

路］ 

 

 

 

 

 

 

47 
 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代替原子炉補機冷却系】 

※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 配管・弁・

サージタンク 残留熱除去系 

熱交換器 ［流路］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-1-29 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-34 
煙吸引感知器・ 

熱感知器 
消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-4 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-13 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

【代替原子炉補機冷却系】 

※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 配管・弁・

サージタンク 残留熱除去系 

熱交換器 燃料プール冷却浄化

系熱交換器［流路］ 

 

 

 

 

48,50,54 

 

 

 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【S/P への蓄熱補助】 
真空破壊弁(S/C→D/W) 

48 

50 
K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 

 

 

【耐圧強化ベント系（W/W、D/W）】 

耐圧強化ベント系（W/W，D/W)配

管・弁 

原子炉格納容器[ベント元] 

不活性ガス系・非常用ガス処理

系 配管・弁[流路] 

遠隔手動弁操作設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-09 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-14 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【格納容器圧力逃がし装置】 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

原子炉格納容器［ベント元］ 

格納容器圧力逃がし装置・不活

性ガス系・耐圧強化ベント系 

配管・弁［流路］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-15 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

【格納容器圧力逃がし装置】 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

原子炉格納容器［ベント元］ 

格納容器圧力逃がし装置・不活

性ガス系・耐圧強化ベント系 

配管・弁［流路］ 

 

 

 

 

 

 

48 

50 

 

 

C-3-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代替格納容器圧力逃がし装

置】 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

代替格納容器圧力逃がし装置室

空調 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器[ベント元] 

代替格納容器圧力逃がし装置 

配管･弁[流路] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-5-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-7-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-16 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【代替格納容器圧力逃がし装

置】 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

代替格納容器圧力逃がし装置室

空調 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器[ベント元] 

代替格納容器圧力逃がし装置 

配管･弁[流路] 

 

 

 

 

 

48 

50 

 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-6 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

FCVS-01(屋外) 煙感知器・炎感知器 
消火器又は移動式

消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉補機冷却系】 
※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
原子炉補機冷却系 配管・弁・

海水ストレーナ［流路］ 
原子炉補機冷却系 サージタン

ク［流路］ 

原子炉補機冷却系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 海水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-28 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-29 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-17 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【原子炉補機冷却系】 
※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
原子炉補機冷却系 配管・弁・

海水ストレーナ［流路］ 
原子炉補機冷却系 サージタン

ク［流路］ 

原子炉補機冷却系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 海水ポンプ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48，54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-4-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-7-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-1-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-1-50 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-1-51 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-1-61 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-1-65 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-16 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-2-50 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-51 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-62 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-65 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-2-67 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-18 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【原子炉補機冷却系】 
※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
原子炉補機冷却系 配管・弁・

海水ストレーナ［流路］ 
原子炉補機冷却系 サージタン

ク［流路］ 

原子炉補機冷却系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 海水ポンプ 

 

 

 

 

48，54 

 

T-3-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-4-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代替格納容器スプレイ冷却

系】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系配

管・弁・スプレイヘッダ［流路］ 

原子炉格納容器［注入先］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-19 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代替格納容器スプレイ冷却

系】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系配

管・弁・スプレイヘッダ［流路］ 

原子炉格納容器［注入先］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-4-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-20 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【代替格納容器スプレイ冷却

系】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系配

管・弁・スプレイヘッダ［流路］ 

原子炉格納容器［注入先］ 
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Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-4-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【格納容器スプレイ冷却系】 

残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ・熱交換器・スプレイヘ

ッダ[流路] 

原子炉格納容器[注入先] 
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C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-21 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-27 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-31 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-2-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-21 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【格納容器スプレイ冷却系】 

残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・熱交

換器・スプレイヘッダ[流路] 

原子炉格納容器[注入先] 
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R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サプレッション・チェンバ・

プール水冷却系】 

残留熱除去系（サプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モ

ード）ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ・熱交換器 [流路] 

原子炉格納容器[注入先] 
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C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-21 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-27 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-31 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-7 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-1-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-2 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-22 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

【サプレッション・チェンバ・

プール水冷却系】 

残留熱除去系（サプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モ

ード）ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ・熱交換器 [流路] 

原子炉格納容器[注入先] 
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R-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-7 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放
出ガス消火設備 

R-4-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【燃料プール代替注水系（可搬

型）】 

燃料プール代替注水系 

（常設）配管・弁［流路］ 

常設スプレイヘッダ 

使用済燃料貯蔵プール（サイフ

ォン防止機能含む）[注入先] 

54 

不燃材のため追加対策不要 

【燃料プール冷却浄化系】 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 

使用済燃料プール[水源][注入

先] 

燃料プール冷却浄化系 熱交換

器 

燃料プール冷却浄化系 配管・

弁・スキマサージタンク・ディ

フューザ 

R-5-14 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

【使用済燃料プールの監視設

備】 

使用済燃料貯蔵プール水位（Ｓ

Ａ），使用済燃料貯蔵プール水位 

（ＳＡ広域），使用済燃料貯蔵プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料貯

蔵プール温度（ＳＡ広域），使用

済燃料貯蔵プール放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ） 

常設重大事故防止設備（58 条）に記載 

【水源の確保】 

※水源としては海水も使用可能 

復水貯蔵槽 

 

45,47, 

49,56 
不燃材のため追加対策不要 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-23 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【水の移送手段】 

CSP 外部補給配管・弁[流路] 

海水取水箇所（取水路） 

56 不燃材のため追加対策不要 

【所内蓄電式直流電源設備】 

蓄電池 A 

蓄電池 A-2 

AM 用直流 125V 蓄電池 
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R-1-28 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-12 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-1-50 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-3-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

T-4-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【非常用直流電源設備】 

蓄電池 B 

蓄電池 C 
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C-2-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【可搬型直流電源設備】 

AM 用直流 125V 充電器 
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R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

【代替所内電気設備】 

緊急用高圧母線 

緊急用断路器 

緊急用電源切替箱断路器 

緊急用電源切替箱接続装置 

AM 用動力変圧器 

AM 用 MCC 

AM 用直流 125V 充電器電源切替

盤 

AM 用切替盤 

AM 用操作盤 

非常用高圧母線 C系 

非常用高圧母線 D系 
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R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-29 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-30 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-17 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-4-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-6-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-6-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-2B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-24 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【代替所内電気設備】 

緊急用高圧母線 

緊急用断路器 

緊急用電源切替箱断路器 

緊急用電源切替箱接続装置 

AM 用動力変圧器 

AM 用 MCC 

AM 用直流 125V 充電器電源切替

盤 

AM 用切替盤 

AM 用操作盤 

非常用高圧母線 C系 

非常用高圧母線 D系 
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R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-28 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【非常用交流電源設備】 

非常用ディーゼル発電機 

非常用高圧母線 E系 

57 

R-4-2 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-4-3 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-4-4 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

【燃料補給設備】 

燃料ディタンク 

非常用ディーゼル発電機用燃料

移送系配管・弁[流路] 

57 R-6-2 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

 
 
 
 
 
 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の温度】 

【原子炉圧力容器内の圧力】 

【原子炉圧力容器内の水位】 

【原子炉圧力容器への注水量】 

【原子炉格納容器への注水量】 

【原子炉格納容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の圧力】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の放射線量

率】 

【未臨界の監視】 

【最終ヒートシンクによる冷却

状態の確認】 

【格納容器バイパスの監視】 

【水源の確認】 

【使用済燃料貯蔵プールの監

視】 
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R-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1-26 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2-6 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2-13 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-3-6 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3-8 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-9 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-15 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の温度】 

【原子炉圧力容器内の圧力】 

【原子炉圧力容器内の水位】 

【原子炉圧力容器への注水量】 

【原子炉格納容器への注水量】 

【原子炉格納容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の圧力】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の放射線量

率】 

【未臨界の監視】 

【最終ヒートシンクによる冷却

状態の確認】 

【格納容器バイパスの監視】 

【水源の確保】 

【使用済燃料貯蔵プールの監

視】 
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R-3-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-1 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

R-5-7 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-8 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-5-21 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-6-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-7-5 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-1 
光電分離式煙感知器 

炎感知器 
消火器 

R-8-2A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-8-3 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-8-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-2 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-3 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-4 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-6 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-25 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放

出ガス消火設備 

Y-1-1 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K6-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保】 
中央制御室生体遮蔽 
中央制御室換気空調系 

給排気隔離弁 

59 

C-3-9 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-24 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【発電所内の通信連絡】 
無線連絡設備（常設） 62 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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６号炉 可搬型重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【逃がし安全弁機能回復（可搬型

直流電源供給）】 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

46 

R-3-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【逃がし安全弁機能回復（代替窒

素供給）】 
高圧窒素ガスボンベ 

不燃材のため追加対策不要 

【居住性の確保】 
中央制御室可搬型陽圧化空調機 

フィルタユニット 
中央制御室可搬型陽圧化空調機 

ブロワユニット 

59   C-3-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【発電所内の通信連絡】 
可搬型音声呼出電話設備 
無線連絡設備（可搬型） 

62    C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

 
 

 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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６号炉 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置】 
フィルタ装置水位 

フィルタ装置入口圧力 
ラプチャーディスク 
フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 
フィルタ装置スクラバ水 pH 

48,50,52 常設重大事故防止設備（48,50 条）に記載 

50,52 常設重大事故防止設備（48,50 条）に記載 

【代替格納容器圧力逃がし 
装置】 

フィルタ装置水位 
フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 
フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置スクラバ水 pH 
薬液タンク 

ラプチャーディスク 

48,50,52 常設重大事故防止設備（48,50 条）に記載 

【代替循環冷却系】 
復水移送ポンプ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 
サージタンク，残留熱除去系 

熱交換器［流路］ 
代替循環冷却系 配管・弁［流路］ 
残留熱除去系・高圧炉心注水系・

復水補給水系・給水系・格納容器

下部注水系 配管・弁・ストレー

ナ・スプレイヘッダ［流路］ 
原子炉圧力容器［注入先］ 
原子炉格納容器［注入先］ 

50 
常設重大事故防止設備（47,48,49 条）に記載 

※水源は海水を使用 

【S/P への畜熱補助】 
真空破壊弁（S/C→D/W） 

50 常設重大事故防止設備（48 条）に記載 

【格納容器下部注水系（常設・可

搬型）】 
復水移送ポンプ 

復水補給水系・格納容器下部注水

系 配管・弁［流路］ 

51 常設重大事故防止設備（47,48,49 条）に記載 

【格納容器内の水素濃度監視設

備】 
格納容器内水素濃度（SA） 

格納容器内水素濃度 
格納容器内酸素濃度 

 

 

52 

 

 

常設重大事故防止設備（58 条）に記載 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【耐圧強化ベント系（W/W） 
（代替循環冷却実施時の格納容

器内の可燃性ガスの排出）】 
耐圧強化ベント系（W/W） 

遠隔手動弁操作設備 
原子炉格納容器［ベント元］ 

不活性ガス系・非常用ガス処理系

配管・弁［流路］ 

 

 

 

52 

 

 

常設重大事故防止設備（48,50 条）に記載 

【耐圧強化ベント系】 
耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度計 

52 

 
常設重大事故防止設備（48,50 条）に記載 

【静的触媒式水素再結合器】 
静的触媒式水素再結合器 
静的触媒式水素再結合器 

動作監視装置 
原子炉建屋水素濃度計 

53 常設重大事故防止設備（58 条）に記載 

【使用済燃料プールの監視設備】 
使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ（使用済燃料貯蔵プール監視カ

メラ用空冷装置含む） 

54,58 常設重大事故防止設備（58 条）に記載 

【水源の確保】 
※水源としては海水も使用可能 
サプレッション・チェンバ 

防火水槽 

淡水貯水池 

56 不燃材のため追加対策不要 

・計装機器 
【原子炉圧力容器内の温度】 

【格納容器内の水位】 
【格納容器内の水素濃度】 
【格納容器内の酸素濃度】 

【原子炉建屋内の水素濃度】 
【最終ヒートシンクによる冷却

状態の確認】 
【発電所の通信設備】 

58 常設重大事故防止設備（58 条）に記載 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【居住性の確保】 
中央制御室 

中央制御室待避室 
中央制御室待避室生体遮蔽 

中央制御室待避室空気ボンベ 
陽圧化装置（配管・弁） 

無線連絡設備（常設）（待避室） 
衛星電話機（常設）（待避室） 
データ表示装置（待避室） 

59 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所内の通信連絡】 
衛星電話設備（常設） 

必要な情報を把握できる設備（安

全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

62 

C-3-6 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所外の通信連絡】 
衛星電話設備（常設） 

総合原子力防災ネットワークを

用いた通信連絡設備 
データ伝送装置 

62 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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６号炉 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【温度、圧力、水位、注水量の計

測・監視】 
可搬型計測器 

58 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保】 
可搬型蓄電池内蔵型照明 

差圧計 
酸素濃度・二酸化炭素濃度計 
中央制御室待避室空気ボンベ陽

圧化装置（空気ボンベ） 

59 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所内・外の通信連絡】 
衛星電話設備（可搬型） 

62 C-3-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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７号炉 常設重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

【代替制御棒挿入機能】 

ATWS 緩和設備 

（代替制御棒挿入機能） 

44 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【代替冷却材再循環ポンプ・トリ

ップ機能】 

ATWS 緩和設備 

（代替冷却材再循環ポンプ・トリ

ップ機能） 

44 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【ほう酸水注入系】 

ほう酸水注入系ポンプ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

ほう酸水注入系・高圧炉心注水系 

配管・弁・スパージャ［流路］ 

44,45,51,5

6 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

【高圧代替注水系】 

高圧代替注水系ポンプ 

高圧代替注水系(蒸気系)・主蒸気

系・原子炉隔離時冷却系(蒸気系) 

配管・弁 

 

高圧代替注水系（注水系）・復水

補給水系・高圧炉心注水系（７号

炉は残留熱除去系を含む）給水系 

配管・弁・スパージャ［流路］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

【原子炉隔離時冷却系】 
原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）・

主蒸気系 配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（注水系）・ 

復水補給水系・高圧炉心注水系・

給水系 配管・弁・スパージャ[流

路]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は消火栓又

は局所ガス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は消火栓又

は局所ガス消火設備 

R-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-B1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-B1F-06 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-33 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉隔離時冷却系】 
原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）・

主蒸気系 配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（注水系）・ 

復水補給水系・高圧炉心注水系・

給水系 配管・弁・スパージャ[流

路]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-03 煙感知器・熱感知器 ＣＯ２消火設備 

R-1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-25 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

 

 

 

 

 

【高圧炉心注水系】 
高圧炉心注水ポンプ 

高圧炉心注水系・復水補給水

系 配管・弁・スパージャ[流

路]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-34 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

 

【高圧炉心注水系】 
高圧炉心注水ポンプ 

高圧炉心注水系・復水補給水

系 配管・弁・スパージャ[流

路]  

 

 

 

 

 

 

45 

 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 
C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器又は消火栓 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 

消火器又は消火栓 

【逃がし安全弁】 

逃がし安全弁[操作対象弁] 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

主蒸気配管・クエンチャ[流路] 

 

【代替自動減圧機能※自動減圧

機能付き逃がし安全弁のみ】 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 

【逃がし安全弁機能回復（可搬型

直流電源共有）】 

AM 用切替装置 

 

【逃がし安全弁機能回復（代替窒

素供給）】 

逃がし弁用アキュムレータ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧窒素ガス供給系配管・弁[流

路] 

46 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

K7-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-35 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【低圧代替注水系（常設･可搬

型）】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系・給

水系 配管・弁・スパージャ[流路] 

原子炉圧力容器[注入先] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,45,47,5
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-B1F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-25 
煙吸引感知器 

炎感知器 
消火器 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガ

ス消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-36 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【低圧代替注水系（常設･可搬

型）】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系・給

水系 配管・弁・スパージャ[流路] 

原子炉圧力容器[注入先] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,45,47,5
1 
 

 

 

 

 

R-3F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

【低圧注水系】 

残留熱除去系（低圧注水モード）

ポンプ 
残留熱除去系・給水系 配管・

弁・ストレーナ・スパージャ[流
路] 

原子炉圧力容器[注入先] 

47,51 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-37 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

【原子炉停止時冷却系】 

原子炉圧力容器[注入先] 

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード） 

ポンプ 
原子炉圧力容器［水源］ 

残留熱除去系・給水系 配管・

弁・熱交換器・スパージャ［流路］ 

47 

 

 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-38 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代替原子炉補機冷却系】 

※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サ

ージタンク 残留熱除去系 

熱交換器［流路］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 
50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-25 
煙吸引感知器 

炎感知器 
消火器 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-39 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

【代替原子炉補機冷却系】 

※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サ

ージタンク 残留熱除去系 

熱交換器 ［流路］ 

 

48 

50 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【S/P への蓄熱補助】真空破壊弁

(S/C→D/W) 

48 

50 
K7-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【耐圧強化ベント系（W/W、D/W）】 

耐圧強化ベント系（W/W，D/W)配

管・弁 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器[ベント元] 

不活性ガス系・非常用ガス処理

系 配管・弁[流路] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【耐圧強化ベント系（W/W、D/W）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-B3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-09 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B3F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-12 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-40 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

耐圧強化ベント系（W/W，D/W)配

管・弁 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器[ベント元] 

不活性ガス系・非常用ガス処理

系 配管・弁[流路] 

 

 

48 

50 

 

R-M4F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【格納容器圧力逃がし装置】 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

原子炉格納容器[ベント元] 

格納容器圧力逃がし装置・不活性

ガス系・耐圧強化ベント系 配管･

弁[流路] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【格納容器圧力逃がし装置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-B3F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-41 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

原子炉格納容器[ベント元] 

格納容器圧力逃がし装置・不活性

ガス系・耐圧強化ベント系 配管･

弁[流路] 

 

 

 

48 

50 

 

R-4F-09B 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代替格納容器圧力逃がし装置】 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

代替格納容器圧力逃がし装置室

空調 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器[ベント元] 

代替格納容器圧力逃がし装置 配

管･弁[流路] 
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R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所

ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

  C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-42 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉補機冷却系】 
※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

海水ストレーナ［流路］ 
原子炉補機冷却系  

サージタンク［流路］ 
原子炉補機冷却系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 海水ポンプ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉補機冷却系】 
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C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

H-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

H-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

H-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1F-03 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-43 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

※水源は海水を使用 
原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

海水ストレーナ［流路］ 
原子炉補機冷却系  

サージタンク［流路］ 
原子炉補機冷却系 熱交換器 

原子炉補機冷却系 海水ポンプ 

 

 

 

48 

 

 

 

 

T-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

T-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代替格納容器スプレイ冷却系】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系配

管・弁・スプレイヘッダ［流路］ 

原子炉格納容器［注入先］ 
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R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B3F-25 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-44 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代替格納容器スプレイ冷却系】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系配

管・弁・スプレイヘッダ［流路］ 

原子炉格納容器［注入先］ 
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R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-22 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-45 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

【代替格納容器スプレイ冷却系】 

復水移送ポンプ 

復水補給水系・残留熱除去系配

管・弁・スプレイヘッダ［流路］ 

原子炉格納容器［注入先］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

A 

 C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

K7-PCV 煙感知器・熱感知器 消火器 

【格納容器スプレイ冷却系】 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ・熱交換器・スプレイヘッダ

[流路] 

原子炉格納容器［注入先］ 

 

49 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【サプレッション・チェンバ・プ 49 C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-46 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

ール水冷却系】 

残留熱除去系（サプレッション・

チェンバ・プール水冷却モード）

ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ・熱交換器[流路] 

原子炉格納容器［注入先］ 

 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-07 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-1F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-08 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所放出

ガス消火設備 

R-1F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-15 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-19 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-26 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-20 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-47 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

【燃料プール代替注水系（可搬

型）】 

燃料プール代替注水系 

（常設）配管・弁［流路］ 

常設スプレイヘッダ 

使用済燃料貯蔵プール（サイフォ

ン防止機能含む）[注入先] 

54 不燃材のため追加対策不要 

【燃料プール冷却浄化系】 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 

使用済燃料プール[水源][注入

先] 

燃料プール冷却浄化系 熱交換

器 

燃料プール冷却浄化系 配管・

弁・スキマサージタンク・ディフ

ューザ 

54 

R-2F-16 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2F-17 煙感知器・熱感知器 消火器 

【使用済燃料プールの監視設備】 

使用済燃料貯蔵プール水位計 

（ＳＡ） 

使用済燃料貯蔵プール水位計 

（ＳＡ広域） 

使用済燃料貯蔵プール温度 

（ＳＡ） 

使用済燃料貯蔵プール温度 

（ＳＡ広域） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

54 常設重大事故防止設備(58 条)に記載 

 

 

【水源の確保】 

※水源としては海水も使用可能 

復水貯蔵槽 

 

 

45,47, 

49,56 
不燃材のため追加対策不要 

【水の移送手段】 

CSP 外部補給配管・弁[流路] 

海水取水箇所（取水路） 

56 不燃材のため追加対策不要 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-48 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

 

 

 

【所内蓄電式直流電源設備】 

蓄電池 A 

蓄電池 A-2 

AM 用直流 125V 蓄電池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-03 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-07 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-06 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【非常用直流電源設備】 

蓄電池 B 

蓄電池 C 

C-B1F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【可搬型直流電源設備】 

AM 用直流 125V 充電器 
R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

 

 

 

 

 

【代替所内電気設備】 

緊急用高圧母線 

緊急用断路器 

緊急用電源切替箱断路器 

緊急用電源切替箱接続装置 

AM 用動力変圧器 

AM 用 MCC 

AM用直流125V充電器電源切替盤 

AM 用切り替え盤 

AM 用操作盤 

非常用高圧母線 C系 

非常用高圧母線 D系 

 

 

 

 

 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-1F-23 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-3F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-05 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-17 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-3F-18 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-09 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-12 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-M4F-13 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-49 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

【代替所内電気設備】 

緊急用高圧母線 

緊急用断路器 

緊急用電源切替箱断路器 

緊急用電源切替箱接続装置 

AM 用動力変圧器 

AM 用 MCC 

AM用直流125V充電器電源切替盤 

AM 用切り替え盤 

AM 用操作盤 

非常用高圧母線 C系 

非常用高圧母線 D系 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

C-B2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-B1F-11B 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-16 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-22 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B3F-23 煙感知器・熱感知器 消火器 

Rw-B3F-25 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

Rw-B2F-04 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【非常用交流電源設備】 

非常用ディーゼル発電機 

非常用高圧母線 E系 

57 

R-1F-03 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-08 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

R-1F-14 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

【燃料補給設備】 

燃料ディタンク 

非常用ディーゼル発電機用燃料

移送系配管・弁[流路] 

57 R-3F-2 煙感知器・熱感知器 CO2 消火設備 

 

 

 

 

 

 

    ・計装機器 

【原子炉圧力容器内の温度】 

【原子炉圧力容器内の圧力】 

【原子炉圧力容器内の水位】 

【原子炉圧力容器への注水量】 

【原子炉格納容器への注水量】 

【原子炉格納容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の圧力】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の放射線量

率】 

【未臨界の監視】 

【最終ヒートシンクによる冷却

状態の確認】 

【格納容器バイパスの監視】 

【水源の確認】 

【使用済燃料プールの監視】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-B3F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B3F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B3F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-01A 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B2F-06 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B2F-14 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B2F-19 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-01 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-B1F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-06 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-B1F-12 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-B1F-21 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-50 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 

火災区域番

号 
感知設備 消火設備 

・計装機器 

【原子炉圧力容器内の温度】 

【原子炉圧力容器内の圧力】 

【原子炉圧力容器内の水位】 

【原子炉圧力容器への注水量】 

【原子炉格納容器への注水量】 

【原子炉格納容器内の温度】 

【原子炉格納容器内の圧力】 

【原子炉格納容器内の水位】 

【原子炉格納容器内の放射線量

率】 

【未臨界の監視】 

【最終ヒートシンクによる冷却

状態の確認】 

【格納容器バイパスの監視】 

【水源の確認】 

【使用済燃料プールの監視】 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-1F-01B 煙感知器・熱感知器 
消火器又は局所ガス

消火設備 

R-1F-10 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-2F-04 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2F-10 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-2F-11 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-01 
光電分離式煙感知器 

炎感知器 
消火器 

R-4F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-03 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

R-4F-09A 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

R-4F-09B 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保】 
中央制御室生体遮蔽 

中央制御室換気空調系 
給排気隔離弁 

59 

C-1F-02 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

C-2F-02 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所内の通信連絡】 
無線連絡設備（常設） 

62 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 

 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-51 - 

 

７号炉 可搬型重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【逃がし安全弁機能回復（可搬型

直流電源供給）】 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

46 

R-3-20 

【逃がし安全弁機能回復（代替窒

素供給）】 
高圧窒素ガスボンベ 

不燃材のため追加対策不要 

【居住性の確保】 
中央制御室可搬型陽圧化空調機 

フィルタユニット 
中央制御室可搬型陽圧化空調機 

ブロワユニット 

59 C-1F-01 
煙感知器・熱感知器 

全域ガス消火設備 

【発電所内の通信連絡】 
携帯型音声呼出電話設備 
無線連絡設備（可搬型） 

62 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 
 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-52 - 

７号炉 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置】 
フィルタ装置水位 

フィルタ装置入口圧力 
ラプチャーディスク 

フィルタ装置水素濃度 
フィルタ装置スクラバ水 pH 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

48,50,52 常設重大事故防止設備(48,50 条)に記載 

50,52 常設重大事故防止設備(48,50 条)に記載 

【代替格納容器圧力逃がし 
装置】 

フィルタ装置水位 
フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 
フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置スクラバ水 pH 
薬液タンク 

ラプチャーディスク 

48,50,52 常設重大事故防止設備(48,50 条)に記載 

【代替循環冷却系】 
復水移送ポンプ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 
サージタンク，残留熱除去系 

熱交換器［流路］ 
代替循環冷却 配管・弁［流路］ 
残留熱除去系・高圧炉心注水系・

復水補給水系・給水系・格納容器

下部注水系 配管・弁・ストレー

ナ・スプレイヘッダ［流路］ 
原子炉圧力容器［注入先］ 

50 
常設重大事故防止設備(47,48,49 条)に記載 

※水源は海水を使用 

【代替循環冷却系】 
原子炉格納容器［注入先］ 

50,51 

【S/P への畜熱補助】 
真空破壊弁（S/C→D/W） 

50 常設重大事故防止設備(48 条)に記載 

【格納容器下部注水系（常設・可

搬型）】 
復水移送ポンプ 

復水補給水系・格納容器下部注水

系 配管・弁［流路］ 

51 常設重大事故防止設備(47,48,49 条)に記載 

【格納容器内の水素濃度 
監視設備】 

格納容器内水素濃度（SA） 
格納容器内水素濃度 
格納容器内酸素濃度 

52 常設重大事故防止設備(58 条)に記載 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-53 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【耐圧強化ベント系（W/W） 
（代替循環冷却実施時の格納容

器内の可燃性ガスの排出）】 
耐圧強化ベント系（W/W） 
原子炉格納容器［ベント元］ 

不活性ガス系・非常用ガス処理系

配管・弁［流路］ 

52 常設重大事故防止設備(48,50 条)に記載 

【耐圧強化ベント系】 
耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度計 
52 常設重大事故防止設備(48,50 条)に記載 

【静的触媒式水素再結合器】 
静的触媒式水素再結合器 
静的触媒式水素再結合器 

動作監視装置 
原子炉建屋水素濃度計 

53 常設重大事故防止設備(58 条)に記載 

【使用済燃料プールの監視設備】 
使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ（使用済燃料貯蔵プール監視カ

メラ用空冷装置含む） 

54 常設重大事故防止設備(58 条)に記載 

【水源の確保】 
※水源としては海水も使用可能 
サプレッション・チェンバ 

防火水槽 

淡水貯水池 

56 不燃材のため追加対策不要 

・計装機器 
【原子炉圧力容器内の温度】 

【格納容器内の水位】 
【格納容器内の水素濃度】 
【格納容器内の酸素濃度】 
【原子炉建屋内の水素濃度】 

【最終ヒートシンクによる冷却

状態の確認】 
【発電所内の通信連絡】 

58 常設重大事故防止設備(58 条)に記載 

【居住性の確保】 
中央制御室 

中央制御室待避室 
中央制御室待避室生体遮蔽 
中央制御室待避室空気ボンベ 
陽圧化装置（配管・弁） 

無線連絡設備（常設）（待避室） 
衛星電話機（常設）（待避室） 
データ表示装置（待避室） 

59 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-54 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【発電所内の通信連絡】 
衛星電話設備（常設） 

必要な情報を把握できる設備（安

全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

62 

C-1F-05 煙感知器・熱感知器 消火器 

C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所外の通信連絡】 
衛星電話設備（常設） 

総合原子力防災ネットワークを

用いた通信連絡設備 
データ伝送装置 

62 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-55 - 

 
７号炉 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【居住性の確保】 
可搬型蓄電池内蔵型照明 

差圧計 
酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

中央制御室待避室空気ボンベ陽

圧化装置（空気ボンベ） 

59 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【発電所内・外の通信連絡】 
衛星電話設備（可搬型） 

62 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【温度、圧力、水位、注水量の計

測・監視】 
可搬型計測器 

58 C-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-56 - 

 
緊急時対策所（3号炉緊急時対策所），免震重要棟（参考），屋外 

常設重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【非常用取水設備】 

海水貯留堰 

スクリーン室 

取水路 

補機冷却用海水取水路 

補機冷却用海水取水槽 

47,48,49

,50,54,5

6 

不燃材のため追加対策不要 

【常設代替交流電源】 

ガスタービン発電機 

（第一・二ガスタービン発電機） 

ガスタービン発電機用燃料タン

ク 

（第一・二ガスタービン発電機用

燃料タンク） 

ガスタービン発電機用燃料移送 

ポンプ（第一・二ガスタービン発

電機用燃料移送ポンプ） 

ガスタービン発電機用燃料移送

系配管・弁[流路] 
（第一・二ガスタービン発電機用

燃料移送系配管・弁） 

57 

GTG-01 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器   

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【燃料補給設備】 

軽油タンク 

燃料移送ポンプ 

57 

DGFO-01 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-02 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-03 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-04 熱感知器・炎感知器 
消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-05 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 

DGFO-06 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-57 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【居住性の確保（３号炉原子炉建

屋内緊急時対策所）】 
３号炉原子炉建屋内緊急時対策

所生体遮蔽 
３号炉原子炉建屋内緊急時対策

所 給排気隔離ダンパ 

61 K3TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

 
【通信連絡（３号炉原子炉建屋内

緊急時対策所）】 
無線連絡設備（常設） 

 

61 

K3TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

K3TSC-2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

 
【電源の確保（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所）】 
３号炉原子炉建屋内緊急時対策

所用電源車 
負荷変圧器 
交流分電盤 

 

61 K3TSC-B1F-01 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保（免震重要棟内緊

急時対策所）】 
免震重要棟内緊急時対策所 

生体遮蔽 
免震重要棟内緊急時対策所  

給排気隔離ダンパ 

61 

TSC-1F-01 煙感知器・熱感知器 
N2 消火設備又は 

消火器 

TSC-2F-01 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-26 煙感知器・熱感知器 消火器 

【通信連絡（免震重要棟内緊急時

対策所）】 
無線連絡設備（常設） 

61 

TSC-2F-01 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

【電源の確保（免震重要棟内緊急

時対策所）】 
免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機 
免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機用 
地下貯油タンク 

免震重要棟内緊急時対策所用 
ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ 
免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機用 
受電盤 

61 

TSC-1F-15 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-Y-01 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-58 - 

緊急時対策所（3号炉緊急時対策所），免震重要棟（参考），屋外 

可搬型重大事故防止設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【低圧代替注水系（可搬型）】 
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

ホース[流路] 
47 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【代替原子炉補機冷却系】 
※水源は海水を使用 
熱交換器ユニット 

代替原子炉補機冷却海水ポンプ 
代替原子炉補機冷却海水ストレ

ーナ 
ホース[流路] 

48 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【代替循環冷却系】 
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

 
50 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【燃料プール代替注水系（可搬

型）】 
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

ホース[流路] 
可搬型スプレイヘッダ 

54 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【水の移送手段】 
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

ホース[流路] 
淡水貯水池から防火水槽への移

送ホース 
海水取水ポンプ 
海水ホース[流路] 

56 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【可搬型代替交流電源設備】 
電源車 

移動式変圧器 

48,56, 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【可搬型代替直流電源設備】 
可搬型代替交流電源設備（電源

車） 

45,46 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-59 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【号炉間電力融通電気設備】 
号炉間電力融通ケーブル 

57 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【燃料設備】 
タンクローリー（4kL） 
タンクローリー（16kL） 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【居住性の確保（３号炉原子炉建

屋内緊急時対策所）】 
３号炉原子炉建屋内緊急時対策

所可搬型陽圧化空調機 

 

61 

 

K3TSC-B1F-01 煙感知器・熱感知器 全域ガス消火設備 

【通信連絡（３号炉原子炉建屋内

緊急時対策所）】 
無線連絡設備（可搬型） 

 

61 

 

K3TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

K3TSC-2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保（免震重要棟内緊

急時対策所）】 
免震重要棟内緊急時対策所 

可搬型陽圧化空調機 

61 TSC-1F-14 煙感知器・熱感知器 消火器 

【通信連絡（免震重要棟内緊急時

対策所）】 
無線連絡設備（可搬型） 

62 

TSC-2F-01 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-60 - 

 
緊急時対策所（3号炉緊急時対策所），免震重要棟（参考），屋外 

重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【水源の確保】 
※水源としては海水も使用可能 

防火水槽 
淡水貯水池 

50,56 不燃材のため追加対策不要 

【電源の確保】 
モニタリング・ポスト用発電機 

60 

MPG-01 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

MPG-02 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

MPG-03 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式 

消火設備 

【居住性の確保（３号炉原子炉

建屋緊急時対策所）】 
3 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（待避室）生体遮蔽 

61 K3TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【必要な情報の把握（３号炉 
原子炉建屋内緊急時対策所）】 
必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

61 

K3TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

K3TSC-2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

【通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所）】 
衛星電話設備（常設） 

総合原子力防災ネットワークを

用いた通信連絡設備 
データ伝送設備 

61 

K3TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

K3TSC-2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所）】 
免震重要棟内緊急時対策所 

（待避室）生体遮蔽 

61 

TSC-1F-01 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-01 煙感知器・熱感知器 消火器 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-61 - 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【必要な情報の把握（免震重要

棟内緊急時対策所）】 
必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

61 TSC-2F-32 煙感知器・熱感知器 消火器 

【通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所）】 
衛星電話設備（常設） 

総合原子力防災ネットワークを

用いた通信連絡設備 
データ伝送設備 

61 TSC-2F-01 煙感知器・熱感知器 消火器 

 

 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 

 

- 41-6-62 - 

 

緊急時対策所（3号炉緊急時対策所），免震重要棟（参考），屋外 

重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【アクセスルート確保】 
ホイールローダ 

43 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【格納容器圧力逃がし装置】 
スクラバ水 pH 制御設備 
可搬型窒素供給装置 

48,50,52 FCVS-01 煙感知器・炎感知器 
消火器又は 

移動式消火設備 

【代替格納容器圧力逃がし装

置】 
可搬型窒素供給装置 

 

50 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【代替循環冷却系】 
熱交換器ユニット 

代替原子炉補機冷却海水ポンプ 
代替原子炉補機冷却海水ストレ

ーナ 
移動式変圧器 

50 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【格納容器下部注水系（可搬

型）】 
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

ホース[流路] 

51 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【燃料プール代替注水系（可搬

型）】 
可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 

54,56 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【大気への放射性物質の拡散 
抑制】 

※水源は海水を使用 
大容量送水車 
ホース[流路] 

放水砲 

55 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【海洋への放射性物質の拡散 
抑制】 

汚濁防止膜 
汚濁防止膜装置のための小型船

舶 
放射性物質吸着材 

55 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 



※今後の設計進捗により変更となる可能性があります 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

 
【航空機燃料火災への泡消火】 

泡原液搬送車 
泡原液混合装置 

 

55 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【居住性の確保】 
可搬型蓄電池内蔵型照明 

差圧計 
酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

59 
K3TSC-2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

 
【放射線量の測定】 

可搬型モニタリングポスト 
 

60 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は移動式消

火設備 

【放射能観測車の代替測定装

置】 
可搬型ダスト・よう素サンプラ 

GM 汚染サーベイメータ 
NaI シンチレーションサーベイ

メータ 

60 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【発電所及びその周辺の測定に

使用する測定器】 
可搬型ダスト・よう素サンプラ 

GM 汚染サーベイメータ 
NaI シンチレーションサーベイ

メータ 
ZnS シンチレーションサーベイ

メータ 
電離箱サーベイメータ 

海上モニタリングのための小型

船舶 

60 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【風向・風速その他気象条件の

測定】 
可搬型気象観測装置 

60 

荒浜高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

大湊高台 
熱カメラ感知器 

炎感知器 

消火器又は 

移動式消火設備 

【居住性の確保（３号炉原子炉

建屋内緊急時対策所）】 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 
差圧計 

61 K3TSC-2F-08 煙感知器・熱感知器 消火器 
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【系統機能】 

主要設備 
関連条文 火災区域番号 感知設備 消火設備 

【通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所）】 
衛星電話設備（可搬型） 

61 K3TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

【居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所）】 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 
差圧計 

61 

TSC-1F-11 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

【通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所）】 
衛星電話設備（可搬型） 

61 

TSC-2F-01 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-03 煙感知器・熱感知器 消火器 

TSC-2F-18 煙感知器・熱感知器 消火器 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について 
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1   重大事故等対処設備 

1.1 重大事故等対処設備について 

 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉心，使用済燃料プー

ル内の燃料体等，及び，運転停止中における原子炉の燃料体の著しい損傷を防止する

ために，また，重大事故が発生した場合においても，原子炉格納容器の破損及び発電

所外への放射性物質の異常な放出を防止するために，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下，設置許可基準規則という）

第三章（重大事故等対処施設）にて定められる重大事故等対処設備として以下の設備

を設けている。 

・第 43 条 アクセスルートを確保するための設備 

・第 44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・第 45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・第 46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・第 47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・第 48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・第 49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・第 50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・第 51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・第 52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・第 53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

・第 54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・第 55 条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・第 56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

・第 57 条 電源設備 

・第 58 条 計装設備 

・第 59 条 原子炉制御室 

・第 60 条 監視測定設備 

・第 61 条 緊急時対策所 

・第 62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

これらの設備については，[A]新たに重大事故等に対処する機能を付加させた設備

に加え，当該設備が機能を発揮するために必要な系統（水源から注入先まで，流路を

含む）までを含むものとする。 

また，設計基準対象施設の機能を重大事故等発生時に期待する場合において，上

記設備[A]に該当しないものは，[B]重大事故等発生時に設計基準対象施設としての

機能を期待する重大事故等対処設備（以下，重大事故等対処設備（設計基準拡張）

という）と位置付け，第 44 条～第 62 条のいずれかに適合するための設備の一部と

して取り扱うこととする。  
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1.2 重大事故等対処設備の設備分類について 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，それぞれ設置許可基準

規則に示される名称を踏まえて以下のとおり分類する。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

   重大事故等対処設備のうち常設のもの 

a． 常設重大事故防止設備 

 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって，設計基準事故対処

設備の安全機能又は使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失した

場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機

能を有する設備（重大事故防止設備）のうち，常設のもの 

b． 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S クラス施設）に属する

設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

c． 常設重大事故緩和設備 

 重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大事故

の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩

和設備）のうち，常設のもの 

d． 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であって，

重大事故の発生を防止する機能を有する上記 a.，b.以外の常設のもの 

e． 常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であって，

重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する上記 c.

以外の常設のもの（ただし，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，

本分類に該当する設備はなし） 

f． 常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

 常設重大事故等対処設備のうち，上記 a.，b.，c.，d.，e.以外の常設設備で，

防止又は緩和の機能がないもの 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの 

g． 可搬型重大事故防止設備 

 重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

h． 可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

i． 可搬型重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であって，

重大事故の発生を防止する機能を有する上記 g.以外の可搬型のもの（ただし，

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，本分類に該当する設備はな

し） 
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j． 可搬型重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であって，

重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する上記 h.

以外の可搬型のもの（ただし，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において

は，本分類に該当する設備はなし） 

k． 可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

 可搬型重大事故等対処設備のうち，上記 g.，h.，i.，j.以外の可搬型設備で，

防止又は緩和の機能がないもの 

 

重大事故等対処設備の分類の概念を図 1 に示す。 

 

図 1 重大事故等対処設備の分類  

重大事故等対処施設

特定
重大
事故等
対処
施設

重大
事故等
対処
設備

重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備常設重大事故等対処設備

重大事故防止設備

重大事故緩和設備

ｇ．可搬型重大事故
防止設備

ａ．常設重大事故防止設備

ｂ．常設耐震重要
重大事故防止設備

ｃ．常設重大事故緩和設備

ｆ． 防止でも緩和でもない設備 ｋ．

ｈ．可搬型重大事故
緩和設備

設計基準対象施設

ｄ．常設重大事故
防止設備
（設計基準拡張）

ｉ．可搬型重大事故
防止設備
（設計基準拡張）

ｅ．常設重大事故
緩和設備
（設計基準拡張）

ｊ．可搬型重大事故
緩和設備
（設計基準拡張）
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1.3  重大事故等対処設備の選定の考え方について 

1.1 に示した重大事故等対処設備については，図２に示す選定及び分類フローに基

づき，それぞれ以下のとおり選定し，かつ 1.2 に示した設備分類に分類する。 

(1) 対象設備の選定 

1.1 に示したとおり，『重大事故等対処設備』とは，設置許可基準規則第三章（重

大事故等対処施設）に定められる設備である。設置許可基準規則第三章には第 37 条

～第 62 条の 26 条文があり，このうち，選定した重大事故等対処施設の有効性の評

価を求める条文である第 37 条，重大事故等対処施設全般に対する要求を示した条

文である第 38 条～第 41 条を除く 21 条文に適合するために必要な設備が対象とな

る。なお，各条文に適合するために必要な設備ではなく，かつ設計基準対象施設に

も該当しない設備は，自主設備である。 

 

(2) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備の分類 

1.1 に示したとおり，(1)に示す 21 条文に適合するために必要な設備には，新た

に重大事故等に対処する機能を付加させた設備，及び当該設備が機能を発揮するた

めに必要な系統（水源から注入先まで、流路を含む）が含まれるものとする。一方，

設計基準対象施設の機能を重大事故等発生時に期待する場合において，上記設備に

該当しないものは，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

これは，設計基準対象施設として設計されており，かつ新たに機能を付加させて

いない設備については，設計基準対象施設としての機能を重大事故等発生時に流用

しているものであるが，使用環境等が異なる可能性があるため，当該使用環境にお

いて使用できること等を評価によって示すためである。 

この考え方は，「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策の有効性評価に関する審査ガイド」2.2.2 有効性評価の共通解析条件に記載

されている以下の内容にも合致するものである。 

 

(3) 設計基準事故対処設備の適用条件 

b. 故障を想定した設備を除き、設備の機能を期待することの妥当性（原子炉

の圧力、温度及び水位等）が示された場合には、その機能を期待できる。 

 

すなわち，重大事故等対処設備の有効性評価においては，有効性を確認したい重大

事故等対処設備以外は，機能を期待することが妥当な設計基準対象施設を含んでも

良いということであり，このような設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

位置付けるものである。 

 

なお，第 44 条に適合するために必要な設備のうち，ほう酸水注入系については，

第 25 条に定められる反応度制御系及び原子炉停止系に該当する設計基準対象施設

であり，原子炉に注入することで反応度を制御するための設備である点は変更がな

い。しかし，当該系統の効果に期待する「原子炉停止機能喪失」事象が新たに重大

事故等として明確に位置付けられたことから，重大事故等対処設備にも該当する設
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備と整理し，重大事故等対処設備（設計基準拡張）には位置付けないこととする。 

 

また，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」で設置を

要求される設備についても，同様に，重大事故等対処設備と整理されるか，重大事

故等対処設備（設計基準拡張）と位置付けられるかの分類を実施する。 

例えば，同審査基準 １．２【解釈】１（３）ａ） 

「重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制御棒駆動機

構（CRD）等から注水する手順等を整備すること。（BWR の場合）」 

で要求される手順にて使用する SLC 又は CRD を用いた注水（事象緩和のみの少量注

水）は，設計基準対象施設 兼 重大事故等対処設備である SLC 又は設計基準対象

施設であるCRDを重大事故等発生時の高圧注水の用途に流用して使用するものであ

り，本来の機能を発揮させる方法で使用した結果として原子炉圧力容器内に水を送

ることも兼ねる手順を整備するものである。本要求に対しては，設計基準対象施設 

兼 重大事故等対処設備である SLC をもって適合することとし，CRD について新た

な分類は付加しないこととする。 

一方，同審査基準 １．１４【解釈】１（１）ｃ） 

「複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにしてお

くこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブ

ル等を用意すること。」 

で要求される手順にて使用する号機間電力融通用の予備ケーブルは，新規に配備す

る設備として新たな機能を与えるものであることから，重大事故等対処設備と整理

する。 

 

(3) 特定重大事故等対処施設の除外 

第 42 条に適合するためだけに必要な設備は『特定重大事故等対処施設』であり，

本申請内容には該当しないため除外する。 

 

(4) 防止設備，緩和設備の分類 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）を除き，重大事故を防止するために必要な

設備は『重大事故防止設備』，重大事故の影響の緩和を行うために必要な設備は『重

大事故緩和設備』と整理する。両方に該当する場合は『重大事故防止設備 兼 重

大事故緩和設備』と整理し，いずれにも該当しない場合は『防止でも緩和でもない

設備』とする。 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下，設置許可基準規則）第三章　重大事故等対処施設　のうち，
第四十二条～第六十二条に適合するために必要な設備として

[A]新たに重大事故等に対処する機能を付加させた設備　及び　当該設備が機能を発揮するために必要な系統（水源から注入先まで，流路を含む）
又は　[B]重大事故等発生時に設計基準対象施設としての機能を期待する設備

（第三章（第三十七～六十二条）のうち，
　第三十七条は重大事故等対処施設の有効性評価を求める条文，
　第三十八～四十一条は重大事故等対処施設全般に対する要求を示した条文）

設置許可基準規則第二章　設計基準対象施設に
適合するために必要な設備

↑に該当しない設備のうち，設計基準対象施設
を除く設備は，事業者自主として整備した設備

No

Yes

設置許可基準規則第四十二条
（特定重大事故等対処施設）に
適合するために必要な機能を

有する設備

特定重大事故等対処施設
に含まれる設備

Yes

（以下，重大事故等対処施設としての分類を整理）

重大事故の防止または影響の緩和を行うために
必要な機能を有する設備

No

重大事故等対処設備ではあるが，
防止でも緩和でもない設備

No

重大事故の防止のため
に必要な機能のみを有

する設備

重大事故後の影響緩和
のために必要な機能の

みを有する設備

重大事故緩和設備重大事故防止設備

Yes

Yes

No

Yes

重大事故防止設備
兼　重大事故緩和設備

No

設計基準対象施設　兼　重大事故等対処施設

特定重大事故等対処施設として
必要な機能のみを有する設備

No

特定重大事故等対処施設

Yes

（重大事故等
　対処施設と
　しての分類
　に戻る）

[B]に該当する設備

重大事故等対処設備
（設計基準拡張）

Yes

No

 

図 2 重大事故等対処設備の選定及び分類フロー
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43 条 重大事故等対処設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

アクセスルート確保 ホイールローダ － － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 
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44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替制御棒挿入機能 
ATWS 緩和設備 

（代替制御棒挿入機能）※1 
原子炉緊急停止系 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能 

ATWS 緩和設備 

（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能）※1 

原子炉緊急停止系， 

制御棒， 

制御棒駆動系 水圧制御ユニット 

S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入系ポンプ   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 ほう酸水注入系貯蔵タンク   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 

ほう酸水注入系・高圧炉心注水

系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2※2 

 原子炉圧力容器［注入先］ 47 条に記載 

※1 手動・自動両方を含む 

※2 圧力容器内部構造物を除く 

  



 

 

 

共
1
-
9
 

45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

高圧代替注水系 高圧代替注水系ポンプ 
高圧炉心注水系， 

原子炉隔離時冷却系 
S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 

高圧代替注水系（蒸気系）・主蒸

気系・原子炉隔離時冷却系（蒸

気系） 配管・弁 

（同上）  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 

高圧代替注水系（注水系）・復水

補給水系・高圧炉心注水系（7

号炉は残留熱除去系を含む）・給

水系 配管・弁・スパージャ

［流路］ 

  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2※1 

 原子炉圧力容器［注入先］ 47 条に記載 

高圧代替注水系の機能

回復 
可搬型直流電源設備 57 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

※1 圧力容器内部構造物を除く 

  



 

 

 

共
1
-
1
0
 

45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉隔離時冷却系 原子炉隔離時冷却系ポンプ 
（原子炉隔離時冷却系，） 

高圧炉心注水系 
S 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 
サプレッション・チェンバ［水

源］ 
56 条に記載 

 復水貯蔵槽［水源］  

 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）・

主蒸気系 配管・弁 
（同上）  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 

原子炉隔離時冷却系（注水系）・

復水補給水系・高圧炉心注水

系・給水系 配管・弁・ストレ

ーナ・スパージャ［流路］ 

  常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2※2 

 原子炉圧力容器［注入先］ 47 条に記載 

高圧炉心注水系 高圧炉心注水系ポンプ 
（高圧炉心注水系，） 

原子炉隔離時冷却系 
S 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 
サプレッション・チェンバ［水

源］ 
56 条に記載 

 復水貯蔵槽［水源］  

 

高圧炉心注水系・復水補給水系 

配管・弁・ストレーナ・スパー

ジャ［流路］ 

（同上）  常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2※2 

 原子炉圧力容器［注入先］ 47 条に記載 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入系ポンプ － － 常設 －※3 － 

 ほう酸水注入系貯蔵タンク   常設 －※3 － 

※重大事故等の進展抑

制 

ほう酸水注入系・高圧炉心注水

系 配管・弁・スパージャ［流

路］ 

  常設 －※3 － 

 原子炉圧力容器［注入先］ 47 条に記載 

※1 一部は，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 

※2 圧力容器内部構造物を除く 

※3 44 条と兼用の設備であり，重大事故の発生を防止することはできないが，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に重大事故等の進展抑制をするための手段  
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46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

逃がし安全弁 逃がし安全弁［操作対象弁］ （逃がし安全弁） （S） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 逃がし弁機能用アキュムレータ （アキュムレータ） （S） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 自動減圧機能用アキュムレータ   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
主蒸気系配管・クエンチャ［流

路］ 
（逃がし安全弁排気管） （B） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

代替自動減圧機能 
代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 
自動減圧系 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

※自動減圧機能付き逃

がし安全弁のみ 
自動減圧系の起動阻止スイッチ   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

逃がし安全弁機能回復 

（可搬型直流電源供

給） 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 
蓄電池 A，蓄電池 A-2， 

蓄電池 B 
S 可搬 可搬型重大事故防止設備 － 

 可搬型直流電源設備 57 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 AM 用切替装置（SRV） 
蓄電池 A，蓄電池 A-2， 

蓄電池 B 
S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 軽油タンク 57 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 タンクローリ（4kL）  

逃がし安全弁機能回復

（代替窒素供給） 
高圧窒素ガスボンベ （アキュムレータ） （S） 可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 逃がし弁機能用アキュムレータ   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 自動減圧機能用アキュムレータ   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
高圧窒素ガス供給系 配管・弁

［流路］ 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 
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47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

低圧代替注水系 

（常設） 
復水移送ポンプ 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 

復水補給水系・残留熱除去系・

給水系・高圧炉心注水系 配

管・弁・スパージャ［流路］ 

（同上）  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2※1 

 原子炉圧力容器［注入先］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

低圧代替注水系 

（可搬型） 

可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 軽油タンク 57 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 タンクローリ（4kL）  

 淡水貯水池・防火水槽［水源］ 
56 条に記載 

※水源としては海水も使用可能 

 ホース［流路］ （同上）  可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 

復水補給水系・残留熱除去系・

給水系 配管・弁・スパージャ

［流路］ 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2※1 

 原子炉圧力容器［注入先］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

※1 圧力容器内部構造物を除く  
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47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

低圧注水系 
残留熱除去系 

（低圧注水モード）ポンプ 

（残留熱除去系 

（低圧注水モード）） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 
サプレッション・チェンバ［水

源］ 
56 条に記載 

 

残留熱除去系・給水系 配管・

弁・ストレーナ・スパージャ

［流路］※1 

（同上）  常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※2 
SA－2※4 

 原子炉圧力容器［注入先］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

原子炉停止時冷却系 

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード） 

ポンプ 

（残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード）） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 原子炉圧力容器［水源］   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※3 
SA－2 

 

残留熱除去系・給水系 配管・

弁・熱交換器・スパージャ［流

路］ 

  常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※2 
SA－2※4 

 原子炉圧力容器［注入先］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

原子炉補機冷却系 
原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
48 条に記載 

※水源は海水を使用 
原子炉補機冷却系 配管・弁・

海水ストレーナ［流路］ 
 

 
原子炉補機冷却系 サージタン

ク［流路］ 
 

 原子炉補機冷却系 熱交換器  

 原子炉補機冷却系 海水ポンプ  

※1 流路としては熱交換器も通るが，熱交換機能に期待していないため，バウンダリ機能の確保として配管に含む 

※2 一部は，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 

※3 注入先としては，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 

※4 圧力容器内部構造物を除く 
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47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

非常用取水設備 海水貯留堰 48 条に記載 

 スクリーン室 （ただし，本条文においては，海水貯留堰，スクリーン室，取水路は 

 取水路 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）である補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽に 

 補機冷却用海水取水路 海水を供給するための流路） 

 補機冷却用海水取水槽  

 

  



 

 

 

共
1
-
1
5
 

48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替原子炉補機冷却系 熱交換器ユニット※1 

 

原子炉補機冷却系 

 

 

 

 

 

S 

 

 

可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

※水源は海水を使用 
代替原子炉補機冷却 

海水ポンプ※1 
可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 
代替原子炉補機冷却 

海水ストレーナ※1 
可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 ホース［流路］※1   可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 
可搬型代替交流電源設備 

（電源車） 
57 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 移動式変圧器  

 軽油タンク  

 タンクローリ（4kL）  

 

原子炉補機冷却系 配管・弁・

サージタンク，残留熱除去系 

熱交換器［流路］※1 

（同上）  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

S/P への蓄熱補助 真空破壊弁（S/C→D/W） （真空破壊弁（S/C→D/W）） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

※1 50 条（代替循環冷却）と兼用  
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48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

耐圧強化ベント系

（W/W) 

耐圧強化ベント系（W/W) 配

管・弁 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード），原子炉補機冷却系 

 

－ 

S 

 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 遠隔手動弁操作設備   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 原子炉格納容器［ベント元］ 50 条に記載 

 
不活性ガス系・非常用ガス処理

系 配管・弁［流路］ 
（同上）  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

耐圧強化ベント系

（D/W) 

耐圧強化ベント系（D/W) 配

管・弁 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード），原子炉補機冷却系 
S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 遠隔手動弁操作設備   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 原子炉格納容器［ベント元］ 50 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 
不活性ガス系・非常用ガス処理

系 配管・弁［流路］ 
（同上）  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 
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48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力 

逃がし装置  

フィルタ装置 50 条に記載（うち，重大事故防止設備 

（重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない）である計装設備を除く）） 

代替する機能を有する設計基準対象施設は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び 

原子炉補機冷却系であり，耐震重要度分類はいずれも S 

よう素フィルタ 

  フィルタ装置水位※1 

  フィルタ装置入口圧力※1      

  フィルタ装置出口放射線モニタ※1      

 フィルタ装置金属フィルタ差圧※1      

 フィルタ装置水素濃度※1      

 フィルタ装置スクラバ水 pH※1      

  ドレンポンプ設備      

 ドレンタンク      

 遠隔手動弁操作設備      

 スクラバ水 pH 制御設備      

 ラプチャーディスク      

  可搬型窒素供給装置      

 フィルタベント遮蔽壁      

 配管遮蔽      

 原子炉格納容器［ベント元］      

 

格納容器圧力逃がし装置・不活

性ガス系・耐圧強化ベント系 

配管・弁［流路］ 

     

 
可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
56 条に記載 

 淡水貯水池・防火水槽［水源］      

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替格納容器圧力 

逃がし装置 

フィルタ装置 
50 条に記載（うち，重大事故防止設備 

（重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない）である計装設備を除く）） 

代替する機能を有する設計基準対象施設は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び 

原子炉補機冷却系であり，耐震重要度分類はいずれも S 

よう素フィルタ 

  
代替格納容器圧力逃がし装置室 

空調 

 フィルタ装置水位※1      

  フィルタ装置入口圧力※1      

  フィルタ装置出口放射線モニタ※1      

 フィルタ装置金属フィルタ差圧※1      

 フィルタ装置水素濃度※1      

 フィルタ装置スクラバ水 pH※1      

  ドレンポンプ設備      

 ドレンタンク      

 遠隔手動弁操作設備      

 薬液タンク      

 ラプチャーディスク      

  可搬型窒素供給装置      

 原子炉格納容器［ベント元］      

 
代替格納容器圧力逃がし装置 

配管・弁［流路］ 
     

 
可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
56 条に記載 

 淡水貯水池・防火水槽［水源］      

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

残留熱除去系 
残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード） 
47 条に記載 

 

残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却モー

ド） 

49 条に記載 

 

残留熱除去系 

（サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード） 

 

原子炉補機冷却系 
原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
（原子炉補機冷却系） （S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

※水源は海水を使用 
原子炉補機冷却系 配管・弁・

海水ストレーナ［流路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

 
原子炉補機冷却系 サージタン

ク［流路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

 原子炉補機冷却系 熱交換器   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

 原子炉補機冷却系 海水ポンプ   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

非常用取水設備 海水貯留堰 （海水貯留堰） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 スクリーン室 （スクリーン室） （C） 常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 取水路 （取水路） （C） 常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 補機冷却用海水取水路 （補機冷却用海水取水路） （C） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 補機冷却用海水取水槽 （補機冷却用海水取水槽） （C） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

※1 一部は，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 
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49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替格納容器 

スプレイ冷却系 
復水移送ポンプ 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード） 

－ 

S 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 

復水補給水系・残留熱除去系・

高圧炉心注水系 配管・弁・ス

プレイヘッダ［流路］ 

（同上）  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 原子炉格納容器［注入先］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

格納容器 

スプレイ冷却系 

残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却モー

ド）ポンプ 

（残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 
サプレッション・チェンバ［水

源］ 
56 条に記載 

 

残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ・熱交換器・スプレイヘ

ッダ［流路］ 

（同上）  常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

 原子炉格納容器［注入先］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

サプレッション・チェ

ンバ・プール水冷却系 

残留熱除去系 

（サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード）ポンプ 

（残留熱除去系（サプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モー

ド）） 

（S） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 
サプレッション・チェンバ［水

源］ 
56 条に記載 

 
残留熱除去系 配管・弁・スト

レーナ・熱交換器［流路］ 
（同上）  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

 原子炉格納容器［注入先］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

※1 一部は，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 
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49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉補機冷却系 
原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
48 条に記載 

※水源は海水を使用 
原子炉補機冷却系 配管・弁・

海水ストレーナ［流路］ 
 

 
原子炉補機冷却系 サージタン

ク［流路］ 
 

 原子炉補機冷却系 熱交換器  

 原子炉補機冷却系 海水ポンプ  

非常用取水設備 海水貯留堰 48 条に記載 

 スクリーン室 （ただし，本条文においては，海水貯留堰，スクリーン室，取水路は 

 取水路 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）である補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽に 

 補機冷却用海水取水路 海水を供給するための流路） 

 補機冷却用海水取水槽  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力 

逃がし装置 
フィルタ装置 － － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

  よう素フィルタ   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

  フィルタ装置水位※1     常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

  フィルタ装置入口圧力※1     常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

  フィルタ装置出口放射線モニタ※1    常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 フィルタ装置金属フィルタ差圧※1   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

 フィルタ装置水素濃度※1   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

 フィルタ装置スクラバ水 pH※1   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

  ドレンポンプ設備     常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 ドレンタンク   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 遠隔手動弁操作設備     常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 スクラバ水 pH 制御設備     可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 ラプチャーディスク   常設 常設重大事故緩和設備 － 

  可搬型窒素供給装置     可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

 フィルタベント遮蔽壁   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※2 
－ 

 配管遮蔽   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※2 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類としている。  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力 

逃がし装置 
原子炉格納容器［ベント元］ － － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

（続き） 

格納容器圧力逃がし装置・不活

性ガス系・耐圧強化ベント系 

配管・弁［流路］ 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
56 条に記載 

 淡水貯水池・防火水槽［水源］  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替格納容器圧力 

逃がし装置 
フィルタ装置 － － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

  よう素フィルタ   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

  
代替格納容器圧力逃がし装置室 

空調 
    常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 フィルタ装置水位※1     常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

  フィルタ装置入口圧力※1     常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

  フィルタ装置出口放射線モニタ※1     常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 フィルタ装置金属フィルタ差圧※1   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

 フィルタ装置水素濃度※1   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

 フィルタ装置スクラバ水 pH※1   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない） 
－ 

  ドレンポンプ設備     常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 ドレンタンク   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 遠隔手動弁操作設備     常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 薬液タンク     常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 ラプチャーディスク   常設 常設重大事故緩和設備 － 

  可搬型窒素供給装置     可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

 原子炉格納容器［ベント元］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
代替格納容器圧力逃がし装置 

配管・弁［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替格納容器圧力 

逃がし装置 

可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
56 条に記載 

（続き） 淡水貯水池・防火水槽［水源］  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替循環冷却系 復水移送ポンプ － － 常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

  熱交換器ユニット※1   可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

  
代替原子炉補機冷却海水ポンプ※

1 
※水源は海水を使用  可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

  
代替原子炉補機冷却 

海水ストレーナ※1 
  可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 ホース［流路］※1   可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 
可搬型代替交流電源設備 

（電源車） 
57 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 移動式変圧器  

 軽油タンク  

 タンクローリ（4kL）  

 

原子炉補機冷却系 配管・弁・

サージタンク，残留熱除去系 

熱交換器［流路］※1 

（同上）  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 
サプレッション・チェンバ［水

源］ 
56 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 
代替循環冷却系 配管・弁［流

路］ 
（同上）  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 

残留熱除去系・高圧炉心注水

系・復水補給水系・給水系・格

納容器下部注水系 配管・弁・

ストレーナ・スパージャ・スプ

レイヘッダ［流路］ 

  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2※2 

 原子炉圧力容器［注入先］ 47 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 原子炉格納容器［注入先］ 49 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

※1 48 条（代替原子炉補機冷却系）と兼用 

※2 圧力容器内部構造物を除く  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替循環冷却系 
可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
47 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

（続き） ホース［流路］  

 淡水貯水池・防火水槽［水源］ 56 条に記載 

S/P への蓄熱補助 真空破壊弁（S/C→D/W） 48 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

非常用取水設備 海水貯留堰 48 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 スクリーン室  

 取水路  
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51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器下部注水系

（常設） 
復水移送ポンプ － － 常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 

復水補給水系・格納容器下部注

水系・高圧炉心注水系 配管・

弁［流路］ 

（同上）  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 原子炉格納容器［注入先］ 49 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

格納容器下部注水系

（可搬型） 

可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
－ － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 軽油タンク 57 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 タンクローリ（4kL）  

 淡水貯水池・防火水槽［水源］ 
56 条に記載 

※水源としては海水も使用可能 

 ホース［流路］ （同上）  可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 
復水補給水系・格納容器下部注

水系 配管・弁［流路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 原子炉格納容器［注入先］ 49 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

溶融炉心の落下遅延 高圧代替注水系 45 条に記載 

及び防止 ほう酸水注入系  

 低圧代替注水系（常設） 47 条に記載 

 低圧代替注水系（可搬型）  
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52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

（不活性ガス系） （窒素ガス供給装置） － － 常設 （設計基準対象施設） － 

格納容器内の水素濃度

監視設備 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）※1 格納容器内水素濃度 S 常設 常設重大事故緩和設備 － 

格納容器内水素濃度※1 （格納容器内水素濃度） （S） 常設 常設重大事故緩和設備 － 

格納容器内酸素濃度※1 （格納容器内酸素濃度） （S） 常設 常設重大事故緩和設備 － 

格納容器圧力 

逃がし装置 

フィルタ装置 50 条に記載（うち，重大事故緩和設備 

（重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない）である計装設備を除く）） よう素フィルタ 

  フィルタ装置水位※1      

  フィルタ装置入口圧力※1      

  フィルタ装置出口放射線モニタ※1      

 フィルタ装置金属フィルタ差圧※1      

  フィルタ装置水素濃度※1      

 フィルタ装置スクラバ水 pH※1  

 ドレンポンプ設備  

 ドレンタンク  

 遠隔手動弁操作設備      

 スクラバ水 pH 制御設備      

 ラプチャーディスク      

  可搬型窒素供給装置      

 フィルタベント遮蔽壁      

 配管遮蔽      

 原子炉格納容器［ベント元］      

 

格納容器圧力逃がし装置・不活

性ガス系・耐圧強化ベント系 

配管・弁［流路］ 

     

 
可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
56 条に記載 

 淡水貯水池・防火水槽［水源］  

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替格納容器圧力 

逃がし装置 
フィルタ装置 

50 条に記載（うち，重大事故緩和設備 

（重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない）である計装設備を除く）） 

  よう素フィルタ      

  
代替格納容器圧力逃がし装置室 

空調 
     

 フィルタ装置水位※1      

  フィルタ装置入口圧力※1      

  フィルタ装置出口放射線モニタ※1      

 フィルタ装置金属フィルタ差圧※1      

  フィルタ装置水素濃度※1      

 フィルタ装置スクラバ水 pH※1  

 ドレンポンプ設備  

 ドレンタンク  

 遠隔手動弁操作設備      

 薬液タンク      

 ラプチャーディスク      

  可搬型窒素供給装置      

 原子炉格納容器［ベント元］      

 
代替格納容器圧力逃がし装置 

配管・弁［流路］ 
     

 
可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
56 条に記載 

 淡水貯水池・防火水槽［水源］  

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

耐圧強化ベント系

（W/W) 

耐圧強化ベント系（W/W) 配

管・弁 
48 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

（代替循環冷却系実施

時の格納容器内の可燃

性ガスの排出） 

遠隔手動弁操作設備  

 原子炉格納容器［ベント元］      

 
不活性ガス系・非常用ガス処理

系 配管・弁［流路］ 
     

 可搬型窒素供給装置 50 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

耐圧強化ベント系 耐圧強化ベント系放射線モニタ※1 － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 フィルタ装置水素濃度※1   常設 常設重大事故緩和設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

静的触媒式 

水素再結合器 
静的触媒式水素再結合器 － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

  
静的触媒式水素再結合器 

動作監視装置 
    常設 常設重大事故緩和設備 － 

  原子炉建屋水素濃度※1     常設 常設重大事故緩和設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 
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54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

燃料プール代替注水系

（可搬型） 

可搬型代替注水ポンプ 

（A－1 級） 

残留熱除去系 

（燃料プール水の冷却及び補給） 
S 可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

  
可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
 燃料プール冷却浄化系 B 可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 軽油タンク 57 条に記載 

 タンクローリ（4kL）  

 淡水貯水池・防火水槽［水源］ 
56 条に記載 

※水源としては海水も使用可能 

 ホース［流路］ （同上）  可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 可搬型スプレイヘッダ   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
燃料プール代替注水系（常設） 

配管・弁［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

  常設スプレイヘッダ     常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 

使用済燃料プール 

（サイフォン防止機能含む） 

［注入先］ 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

燃料プール冷却浄化系 燃料プール冷却浄化系ポンプ 
残留熱除去系 

（燃料プール水の冷却及び補給） 
S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
使用済燃料プール 

［水源］［注入先］ 
（燃料プール冷却浄化系） （B） 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
燃料プール冷却浄化系 熱交換

器 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 

燃料プール冷却浄化系 配管・

弁・スキマサージタンク・ディ

フューザ［流路］ 

  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 
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54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替原子炉補機冷却系 熱交換器ユニット 原子炉補機冷却系 S 可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

※水源は海水を使用 
代替原子炉補機冷却 

海水ポンプ 
  可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 
代替原子炉補機冷却 

海水ストレーナ 
  可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 

 
ホース［流路］   可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 
可搬型代替交流電源設備 

（電源車） 
57 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 移動式変圧器  

 軽油タンク  

 タンクローリ（4kL）  

 

原子炉補機冷却系 配管・弁・

サージタンク，燃料プール冷却

浄化系 熱交換器［流路］ 

（同上）  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

原子炉補機冷却系 
原子炉補機冷却系 中間ループ

循環ポンプ 
48 条に記載 

※水源は海水を使用 
原子炉補機冷却系 配管・弁・

海水ストレーナ［流路］ 
 

 
原子炉補機冷却系 サージタン

ク［流路］ 
 

 原子炉補機冷却系 熱交換器  

 原子炉補機冷却系 海水ポンプ  

非常用取水設備 海水貯留堰 48 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 スクリーン室  

 取水路  

 補機冷却用海水取水路  

 補機冷却用海水取水槽  
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54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

大気への放射性物質の

拡散抑制 
大容量送水車 55 条に記載 

※水源は海水を使用 ホース［流路］  

 放水砲  

 軽油タンク 57 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 タンクローリ（4kL）  

使用済燃料プールの監

視設備 
使用済燃料貯蔵プール水位（Ｓ

Ａ）※1 

使用済燃料貯蔵プール水位（Ｓ

Ａ広域）※1 

使用済燃料貯蔵プール水位 C 常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

    常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  
使用済燃料貯蔵プール温度（Ｓ

Ａ）※1 

使用済燃料貯蔵プール温度（Ｓ

Ａ広域）※1 

FPC ポンプ入口温度 C 常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  使用済燃料貯蔵プール温度  常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  

使用済燃料貯蔵プール 

放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）※1 

燃料貯蔵プールエリア 

放射線モニタ 
C 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  

燃料取替エリア 

排気放射線モニタ， 

原子炉区域換気空調系 

排気放射線モニタ 

S 

  

使用済燃料貯蔵プール 

監視カメラ（使用済燃料貯蔵プ

ール監視カメラ用空冷装置を含

む） 

－ － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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55 条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

大気への放射性物質の

拡散抑制 
大容量送水車 － － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

※水源は海水を使用 ホース［流路］   可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

  放水砲     可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 軽油タンク 57 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 タンクローリ（4kL）  

海洋への放射性物質の

拡散抑制 
汚濁防止膜 － － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

 
汚濁防止膜設置のための 

小型船舶 
  可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

  放射性物質吸着材     可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

航空機燃料火災への泡

消火 
泡原液搬送車 － － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

  泡原液混合装置     可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 
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56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

水源の確保 復水貯蔵槽 

（サプレッション・チェンバ） 

（復水貯蔵槽） 

－ 

（S） 

（B） 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 サプレッション・チェンバ   常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 ほう酸水注入系貯蔵タンク 44 条に記載 

※水源としては海水も

使用可能 
防火水槽 （同上）  常設 －（代替淡水源）※1 － 

  淡水貯水池     常設 －（代替淡水源）※1 － 

※1 重大事故等対処設備ではなく代替淡水源（措置）であるが，本条文において必要なため記載  
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56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

水の移送手段 
可搬型代替注水ポンプ 

（A－2 級） 
－ － 可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 ホース［流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 CSP 外部補給配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
淡水貯水池から防火水槽への 

移送ホース 
  可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 海水貯留堰 48 条に記載 

 スクリーン室  

 取水路［海水取水箇所］  

 海水取水ポンプ （同上）  可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 海水ホース［流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
可搬型代替注水ポンプ 

（A－1 級） 
54 条に記載 

 
可搬型代替交流電源設備 

（電源車） 
57 条に記載 

 移動式変圧器  

 軽油タンク  

 タンクローリ（4kL）  
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

常設代替交流電源設備 
ガスタービン発電機 

（第一ガスタービン発電機） 

非常用ディーゼル発電機 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

ガスタービン発電機用燃料タンク 

（第一ガスタービン発電機用 

燃料タンク） 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ 

（第一ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ） 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

ガスタービン発電機用燃料移

送系配管・弁［流路］ 

（第一ガスタービン発電機用

燃料移送系配管・弁） 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
ガスタービン発電機 

（第二ガスタービン発電機） 
  常設 

常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  

ガスタービン発電機用燃料タンク 

（第二ガスタービン発電機用 

燃料タンク） 

    常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  

ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ 

（第二ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ） 

    常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

ガスタービン発電機用燃料移

送系配管・弁［流路］ 

（第二ガスタービン発電機用

燃料移送系配管・弁） 

  常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

非常用交流電源設備 非常用ディーゼル発電機 （非常用ディーゼル発電機） （S） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 非常用高圧母線 E 系※1 （非常用高圧母線 E 系） （S） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

可搬型代替交流電源設備 電源車 
非常用ディーゼル発電機 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 移動式変圧器   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

（第二ガスタービン発電機は地震時の機能維持に期待しない設備） 

※1 非常用高圧母線 C 系・D 系については，代替所内電気設備として選定し，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備と分類  
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

所内蓄電式直流電源設備 蓄電池 A 

蓄電池 B，蓄電池 C， 

蓄電池 D 

－ 

S 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 蓄電池 A-2   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用直流 125Ｖ蓄電池   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

非常用直流電源設備 蓄電池 B （蓄電池 B） （S） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 蓄電池 C （蓄電池 C） （S） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

可搬型直流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

（電源車） 

蓄電池 A，蓄電池 A-2 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用直流 125Ｖ充電器   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

代替所内電気設備 

緊急用高圧母線，緊急用断路

器，緊急用電源切替箱断路

器，緊急用電源切替箱接続装

置，AM 用動力変圧器，AM 用

MCC，AM 用切替盤，AM 用操作

盤 

非常用 MCC（C,D,E) 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用高圧母線 C 系 

非常用高圧母線 D 系， 

非常用高圧母線 E 系 

－ 

S 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用高圧母線 D 系 

非常用高圧母線 C 系， 

非常用高圧母線 E 系 

－ 

S 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

号炉間電力融通電気設備 号炉間電力融通ケーブル 
非常用所内電気設備 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

    可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

燃料補給設備 軽油タンク 
（軽油タンク） 

－ 

（S） 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 燃料ディタンク （燃料ディタンク） （S） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 燃料移送ポンプ （燃料移送ポンプ） （S） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 
非常用ディーゼル発電機用燃

料移送系配管・弁［流路］ 

（非常用ディーゼル発電機用 

燃料移送系配管・弁） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 タンクローリ（4kL）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

  タンクローリ（16kL）     可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器温度 

原子炉圧力， 

原子炉圧力（ＳＡ）， 

原子炉水位， 

原子炉水位（ＳＡ） 

－ 常設 常設重大事故緩和設備 － 

残留熱除去系熱交換器 

入口温度 
原子炉圧力容器温度 － 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位， 

原子炉水位（ＳＡ）， 

原子炉圧力容器温度 

－ 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却系系統流量， 

高圧代替注水系系統流量， 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 

－ 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉圧力容器への 

注水量 
原子炉隔離時冷却系系統流量 復水貯蔵槽水位（ＳＡ） － 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 高圧炉心注水系系統流量 復水貯蔵槽水位（ＳＡ） － 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 残留熱除去系系統流量 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水位， 

原子炉水位， 

原子炉水位（ＳＡ） 

－ 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

  高圧代替注水系系統流量 復水貯蔵槽水位（ＳＡ） － 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

  
復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 
復水貯蔵槽水位（ＳＡ） － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉格納容器への注水

量 

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
復水貯蔵槽水位（ＳＡ） － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  
サプレッション・チェンバ気

体温度 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水温度 
－ 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  
サプレッション・チェンバ・

プール水温度 

サプレッション・チェンバ 

気体温度 
－ 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ   
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） 格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・チェンバ・

プール水位 

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
－ 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  格納容器下部水位 
復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
－ 常設 常設重大事故緩和設備 － 

原子炉格納容器内の水素

濃度 
格納容器内水素濃度（ＳＡ） 格納容器内水素濃度 － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 格納容器内水素濃度 格納容器内水素濃度（ＳＡ） － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

原子炉格納容器内の酸素

濃度 
格納容器内酸素濃度 

格納容器内雰囲気放射線 

レベル（Ｄ／Ｗ）， 

格納容器内雰囲気放射線 

レベル（Ｓ／Ｃ） 

－ 常設 常設重大事故緩和設備 － 

原子炉格納容器内の放射

線量率 

格納容器内雰囲気放射線 

レベル（Ｄ／Ｗ） 

格納容器内雰囲気放射線 

レベル（Ｓ／Ｃ） 
－ 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  
格納容器内雰囲気放射線 

レベル（Ｓ／Ｃ） 

格納容器内雰囲気放射線 

レベル（Ｄ／Ｗ） 
－ 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

未臨界の監視 起動領域モニタ 平均出力領域モニタ － 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 平均出力領域モニタ 起動領域モニタ － 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ  
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

最終ヒートシンクによる

冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プ

ール水温度 

復水補給水系温度 

（代替循環冷却） 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 

ドライウェル雰囲気温度， 

サプレッション・チェンバ 

気体温度 

－ 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

フィルタ装置水位 

フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

フィルタ装置スクラバ水 pH 

ドライウェル雰囲気温度， 

サプレッション・チェンバ 

気体温度， 

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ）， 

格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） 

－ 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

ドライウェル雰囲気温度， 

サプレッション・チェンバ 

気体温度， 

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ）， 

格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） 

－ 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 

原子炉補機冷却水系系統流量 

残留熱除去系熱交換器入口 

冷却水流量 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去系系統流量 

原子炉圧力容器温度， 

ドライウェル雰囲気温度， 

サプレッション・チェンバ 

気体温度， 

サプレッション・チェンバ・プ

ール水温度 

－ 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

格納容器バイパスの監視 

原子炉水位 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

ドライウェル雰囲気温度， 

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 
－ 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
ドライウェル雰囲気温度 

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 

原子炉水位， 

原子炉水位（ＳＡ）， 

原子炉圧力， 

原子炉圧力（ＳＡ） 

－ 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

水源の確認 復水貯蔵槽水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却系系統流量， 

高圧代替注水系系統流量， 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 

－ 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
サプレッション・チェンバ・プ

ール水位 

残留熱除去系系統流量， 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力， 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器）， 

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器）， 

復水移送ポンプ吐出圧力 

－ 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉建屋内の水素濃度 原子炉建屋水素濃度 
静的触媒式水素再結合器 動作監

視装置 
－ 常設 常設重大事故緩和設備 － 

使用済燃料プールの監視 
使用済燃料貯蔵プール水位・ 

温度（ＳＡ） 

使用済燃料貯蔵プール水位・ 

温度（ＳＡ広域）， 

使用済燃料貯蔵プール放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 

－ 常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
使用済燃料貯蔵プール水位・ 

温度（ＳＡ広域） 

使用済燃料貯蔵プール水位・ 

温度（ＳＡ）， 

使用済燃料貯蔵プール放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 

－ 常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
使用済燃料貯蔵プール放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール水位・ 

温度（ＳＡ）， 

使用済燃料貯蔵プール水位・ 

温度（ＳＡ広域） 

－ 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

使用済燃料貯蔵プール 

監視カメラ（使用済燃料貯蔵プ

ール監視カメラ用空冷装置を含

む） 

使用済燃料貯蔵プール水位・ 

温度（ＳＡ広域）， 

使用済燃料貯蔵プール水位・ 

温度（ＳＡ）， 

使用済燃料貯蔵プール放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 

－ 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

発電所内の通信連絡 

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

－ － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ  
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

温度，圧力，水位，注水

量の計測・監視 
可搬型計測器 － － 可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 
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59 条 原子炉制御室 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保 中央制御室 
（中央制御室） 

－ 

（S） 

－ 
常設 （重大事故等対処施設） － 

  中央制御室遮蔽 
（中央制御室遮蔽） 

－ 

（S） 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

  

中央制御室 

可搬型陽圧化空調機 

フィルタユニット 

中央制御室換気空調系 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 

中央制御室 

可搬型陽圧化空調機 

ブロワユニット 

  可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
中央制御室換気空調系 

給排気隔離弁 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

  中央制御室待避室 － － 常設 （重大事故等対処施設） － 

  中央制御室待避室遮蔽 － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 

中央制御室待避室 

空気ボンベ陽圧化装置 

（空気ボンベ） 

－ － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

  

中央制御室待避室 

空気ボンベ陽圧化装置 

（配管・弁） 

  常設 常設重大事故緩和設備 － 

  可搬型蓄電池内蔵型照明 中央制御室照明 － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 差圧計※2 － － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  酸素濃度・二酸化炭素濃度計※2 － － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類としている。 

※2 計測器本体を示すため計器名を記載  
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59 条 原子炉制御室 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保 
無線連絡設備（常設） 

（待避室） 
－ － 常設 

常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

（続き） 
衛星電話設備（常設） 

（待避室） 
－ － 常設 

常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  データ表示装置（待避室） － － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 常設代替交流電源設備 57 条に記載 
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60 条 監視測定設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

放射線量の測定 可搬型モニタリングポスト モニタリング・ポスト C 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

放射能観測車の 

代替測定装置 

可搬型ダスト・ 

よう素サンプラ※1 
放射能観測車 － 可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  GM 汚染サーベイメータ※1     可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  
NaI シンチレーション 

サーベイメータ※1 
    可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

発電所及びその周辺の 

測定に使用する測定器 

可搬型ダスト・ 

よう素サンプラ※1 
－ － 可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  GM 汚染サーベイメータ※1     可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  
NaI シンチレーション 

サーベイメータ※1 
    可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  
ZnS シンチレーション 

サーベイメータ※1 
    可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  電離箱サーベイメータ※1     可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  
海上モニタリングのための 

小型船舶 
    可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

風向・風速 

その他気象条件の測定 
可搬型気象観測装置 気象観測設備 C 可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

電源の確保 モニタリング･ポスト用発電機  － － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 軽油タンク 57 条に記載 

 タンクローリ（4kL）  

※1 計測器本体を示すため計器名を記載  
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保 

（免震重要棟内緊急時対策所） 

緊急時対策所 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
－ － 常設 （重大事故等対処施設） － 

  
免震重要棟内 

緊急時対策所遮蔽 
  常設 

常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

  
免震重要棟内緊急時 

対策所（待避室）遮蔽 
  

常設 

可搬 

常設重大事故緩和設備 

可搬型重大事故緩和設備※2 
－ 

  
免震重要棟内緊急時対策所 

可搬型陽圧化空調機 
    可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備※3 
－ 

 
免震重要棟内緊急時対策所 

給排気隔離ダンパ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

  酸素濃度計※4     可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  二酸化炭素濃度計※4     可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 差圧計※4   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 地震観測装置   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

必要な情報の把握 

（免震重要棟内緊急時対策所） 

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システ

ム（SPDS）） 

 － － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

（免震重要棟内緊急時対策所は変位が免震構造の許容値を超える地震動発生時を除いて使用する設備） 

※1 常設重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類としている。 

※2 常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備及び可搬型設備であるため，本分類としている。 

※3 常設重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する可搬型設備であるため，本分類としている。 

※4 計測器本体を示すため計器名を記載 
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

通信連絡 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
無線連絡設備（常設） 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

－ 

C 

 

－ 

常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  無線連絡設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

  衛星電話設備（常設） － － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  衛星電話設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備 
  常設 

常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 データ伝送設備   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

電源の確保 

（免震重要棟内緊急時対策所） 

免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機 
外部電源 － 常設 

常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機用 

地下貯油タンク 

  常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ 

  常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機用 

受電盤 

  常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 軽油タンク 57 条に記載 

 タンクローリ（16kL）  

（免震重要棟内緊急時対策所は変位が免震構造の許容値を超える地震動発生時を除いて使用する設備） 
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

緊急時対策所 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
－ － 常設 （重大事故等対処施設） － 

  
3 号炉原子炉建屋内 

緊急時対策所遮蔽 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

  
3 号炉原子炉建屋内緊急時 

対策所（待避室）遮蔽 
  

常設 

可搬 

常設重大事故緩和設備 

可搬型重大事故緩和設備※2 
－ 

  
3 号炉原子炉建屋内緊急時 

対策所 可搬型陽圧化空調機 
    可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備※3 
－ 

 
3 号炉原子炉建屋内緊急時 

対策所 給排気隔離ダンパ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

  酸素濃度計※4     可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  二酸化炭素濃度計※4     可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 差圧計※4   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

必要な情報の把握 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システ

ム（SPDS）） 

 － － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類としている。 

※2 常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備及び可搬型設備であるため，本分類としている。 

※3 常設重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する可搬型設備であるため，本分類としている。 

※4 計測器本体を示すため計器名を記載 
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

通信連絡 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
無線連絡設備（常設） 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

－ 

C 

 

－ 

常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  無線連絡設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

  衛星電話設備（常設） － － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  衛星電話設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備 
  常設 

常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 データ伝送設備   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

電源の確保 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

３号炉原子炉建屋内緊急時 

対策所用電源車 
外部電源 － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 負荷変圧器   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 交流分電盤   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 軽油タンク 57 条に記載 

 タンクローリ（4kL）  
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62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

発電所内の通信連絡 携帯型音声呼出電話設備 

 送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

－ 

C 

 

－ 

可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

  無線連絡設備（常設）   常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  無線連絡設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

  衛星電話設備（常設）   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  衛星電話設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システ

ム（SPDS）） 

－ － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

発電所外の通信連絡 衛星電話設備（常設） － － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  衛星電話設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  
統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備 
  常設 

常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  データ伝送設備   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-2 類型化区分及び適合内容 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1項 第 1 号 

重大事故等時の環境条件における健全性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，重大事故等時の環境条件における健全性を確保するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他

の使用条件において，その機能が有効に発揮できるよう，その設置（使用）,保管場所に応じた耐環境性を

有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等発生時の環境条件については，重大事故等時における温度（環境温度①，使用温度⑥）, 放射

線③，荷重⑥に加えて，その他の使用条件として，環境圧力①，湿度による影響①，屋外の天候による影響②，

重大事故等時に海水を通水する系統への影響④，電磁波による影響⑤及び周辺機器等からの悪影響⑦を考慮

する。 

荷重⑥としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象

（地震，風（台風），積雪の影響）による荷重を考慮する。なお，自然現象の選定に当たっては，網羅的に

抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づ

き事象を収集し，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，

森林火災等の事象を考慮する。これらの事象のうち，重大事故等発生時における発電所及びその周辺での

発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，

重大事故等発生時に重大事故対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，風（台風），積雪を

選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）及び積雪の影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち,重大事故等時における環境温度①，環境圧力①，湿度による影響①，屋外の天候

による影響②，重大事故等時の放射線による影響③及び荷重⑥に対しては，重大事故等対処設備を設置（使

用）・保管する場所に応じて，以下の設備分類毎に必要な機能を有効に発揮できる設計とする。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，重大事故等時の原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設

計とする。操作は中央制御室から可能な設計とする。また,地震による荷重を考慮して，機能を損なわない

設計とする。 

二次格納施設内及びその他の建屋内の重大事故等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の

環境条件を考慮した設計とする。また,地震における荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするととも

に,可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，

中央制御室, 異なる区画（フロア）若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は,重大事故時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。

操作は，離れた場所又は設置箇所から可能な設計とする。また，地震，風（台風），積雪の影響による荷重

を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備については，必要により当

該設備の転倒防止，固縛の措置をとる。 

海水を通水する系統への影響④に対しては，常時海水を通水，海に設置する又は海で使用する重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。常時海水を通水するコンクリート構造物については，腐食を考慮

した設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性のある重大事故等対処設備は，海水の

影響を考慮する。また，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

電磁波による影響に対しては，重大事故等対処設備は，重大事故等が発生した場合においても電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備している自主対策設備を含む周辺機器等からの悪

影響⑥により機能を損なうことのない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，火災，溢水に

よる波及的影響を考慮する。溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水によりその機能を
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喪失しないように，重大事故等対処設備の設置区画（フロア）の止水対策等を実施する。地震による荷重

を含む耐震設計については，「2.1.2 耐震設計の基本方針」に，火災防護については，「2.2 火災による

損傷の防止」に示す。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度による影響 

②屋外の天候による影響 

③重大事故等時の放射線による影響 

④重大事故等時に海水を通水する系統への影響 

⑤電磁波による影響 

⑥荷重（重大事故等が発生した場合における圧力，温度，機械的荷重及び地震，風（台風），積雪に

よる荷重） 

⑦周辺機器等からの影響 

 

b. 類型化 

・①～③の項目については，Ａ:原子炉格納容器内，Ｂ：二次格納施設内，Ｃ：原子炉建屋の二次格

納施設外及びその他の建屋内，Ｄ:屋外に分類するとともに，原子炉格納容器内及び原子炉建屋の

二次格納施設外については，重大事故等時における環境条件を考慮したものとする。 

・④海水を通水する系統については，Ⅰ：通常時に海水を通水する系統，Ⅱ：淡水又は海水から選択

できる系統で分類する。 

・⑤，⑥, ⑦は共通事項であるため分類しない。 

 

 

  

系統毎に考慮 Ⅰ

Ⅱ

重大事故等
時の環境条
件において
も必要な機
能を有効に
発揮する

① 環境温度・環境圧力・
　　湿度

②  屋外の天候による影響

③　放射線による影響

原子炉格納容器内設備
その機能を期待される重
大事故等時の最大のも

の
A

二次格納施設内設備
その機能を期待される重
大事故等時の最大のも

の
Ｂ

対象外

⑤ 電磁波による影響

⑥ 荷重

⑦周辺機器からの悪影響

その他建屋内設備 Ｃ

屋外 Ｄ

④海水を通水する系統
　 への影響

する

しない

海水を通水又は
海で使用

淡水だけでなく
海水も使用
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・類型化区分と考慮事項の対応 

 

・重大事故等による環境温度，環境圧力，温度の影響範囲

 

区分 原子炉格納容器内 二次格納施設内 その他建屋内 屋外

設備 ◯ ◯ ×

設備 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

①-③ ◯ ◯ ◯ ◯

◯：考慮必要　　×：考慮不要

④ × ◯

区分 Ⅰ　（海水を通水する系統）
Ⅱ（淡水又は海水から選択して

使用する系統）
対象外（海水を通水しない系統）

※

運転中の原子炉における重大事故に至る恐れがある事故

備考

　　高圧・低圧注水機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

　　事故シーケンスグループ 温度 湿度 圧力 放射線 影響範囲

　　全交流動力電源喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

※

　　高圧注水・減圧機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

※

　　原子炉停止機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯ ・格納容器内

　　崩壊熱除去機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

運転中の原子炉における重大事故

　　格納容器破損モード 温度 湿度 圧力 放射線 影響範囲 備考

　　格納容器バイパス
　　（ＩＳ-ＬＯＣＡ）

◯ ◯ ◯ ◯ ・二次格納施設内

　　ＬＯＣＡ時注水機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

※

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気
直接加熱

◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

雰囲気圧力・温度による静的負荷
（格納容器過圧・過温破損）

◯ ◯ ◯ ◯

・格納容器内
・二次格納施設内
・その他建屋内(放射線)
・屋外(放射線)

水素燃焼 ◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷
却材相互作用

◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故

　　事故シーケンスグループ 温度 湿度 圧力 放射線 影響範囲 備考

溶融炉心・コンクリート相互作用 ◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

格納容器直接接触
（シェルアタック）

× × × × －

・二次格納施設内 ※

　　想定事故１ ◯ ◯ ◯ ◯ ・二次格納施設内

◯

　　反応度誤投入 × × × × －

　　原子炉冷却材流出 ◯ ◯ ◯ ◯
・格納容器内
・二次格納施設内

　　全交流電源喪失 ◯ ◯ ◯ ◯ ・格納容器内 ※

　　崩壊熱除去機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯ ・格納容器内

使用済燃料プール冷却機能喪失による影響考慮

 ◯：環境条件を確認する必要がある対象

対象機器の機能を期待する各事故シーケンスの環
境条件を確認し，適切に設定

 ×：影響なし，又は評価不要
 －：該当なし

運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

　　事故シーケンスグループ 温度 湿度 圧力 放射線 影響範囲 備考

※

　　想定事故２ ◯ ◯ ◯
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，

重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

(1) ①環境温度・圧力・湿度，②屋外の天候による影響，③放射線による影響（被ばく／機器） 

設備分類 設計方針 関連資料 備考 

Ａ 格納容器内設備 

・原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，その

機能を期待される重大事故等時の原子炉格納容

器内の環境条件を考慮した設計とする。 

・中央制御室から操作可能な設計とする。 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なうことのな

い設計とする。 

配置図・仕様表 

健全性説明書 

強度計算書 

耐震計算書 

 

Ｂ 二次格納施設内 

・二次格納施設内の重大事故等対処設備は，その機

能を期待される重大事故等時における二次格納

施設内の環境条件を考慮した設計とする。 

・使用済燃料プール冷却機能喪失時の二次格納施

設内において，使用済燃料プール水の温度上昇

及び蒸発の影響を考慮する。 

・中央制御室, 異なる区画若しくは離れた場所又

は設置場所から操作可能な設計とする。 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なうことのな

い設計とする。 

Ｃ 

原子炉建屋の二次格

納施設外及びその他

の建屋内 

・重大事故等対処設備は，重大事故等時におけるそ

れぞれの場所（原子炉建屋の二次格納施設外，タ

ービン建屋内，廃棄物処理建屋内，フィルターベ

ント地下ピット，中央制御室内及び緊急時対策所

内）の環境条件を考慮した設計とする。 

・中央制御室, 異なる区画若しくは離れた場所又

は設置場所から操作可能な設計とする。 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なうことのな

い設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設

備については，必要により当該設備の落下防止，

転倒防止，固縛の措置をとる。 

Ｄ 屋外 

・屋外の重大事故等対処設備は，重大事故等時にお

ける屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

・離れた場所又は設置場所から操作可能な設計と

する。 

・地震，風（台風），積雪，の影響による荷重を考

慮し，機能を損なうことのない設計とするととも

に，可搬型重大事故等対処設備については，必要

により当該設備の転倒防止，固縛の措置をとる。 

・降水及び凍結により機能を損なうことのないよ

う防水対策及び凍結対策を行える設計とする。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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(2) ④海水を通水する系統への影響 

設備分類 設計方針 設計方針 関連資料 備考 

Ⅰ 

海水を通水

又は海で使

用 

・常時海水を通水，海に設置する又は海で使用する重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。常時海水を通水す

るコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計と

する。原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性の

ある重大事故等対処設備は，海水の影響を考慮した設計と

する。また，海から直接取水する際の異物の流入防止を考

慮した設計とする。 系統図 

健全性説明書 
 

Ⅱ 

淡水だけで

なく海水も

使用 

・淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）

機器は,海水影響を考慮する。具体的には，可能な限り淡

水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

・海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮する。 

対象外 
海水を通水

しない 

・海水を通水しないため設計上の考慮は必要ない。（海水通

水なし） 

 

(3) ⑥荷重 

影響評価項目 設計方針 関連資料 備考 

荷重 

・常設重大事故等対処設備は地震，風（台風），積雪の影響による荷

重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計とする。 

・可搬型重大事故等対処設備は地震，風（台風），積雪の影響による

荷重を考慮し，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の

措置をとる。 

健全性説明書  
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(4) ⑤電磁波による影響／⑦周辺機器等からの悪影響 

影響評価項目 設計方針 関連資料 備考 

電磁波による

影響 

重大事故等が発生した場合において, 電磁波によりその機能が損な

われるおそれのある設備については，電磁波による影響を確認する，

又はラインフィルタや絶縁回路を設置することによるサージ・ノイ

ズの侵入を防止する,鋼製筐体や金属シールド付きケーブルの適用

等，電磁波の侵入を防止する処置を講じた設計とする。 

健全性説明書  

周辺機器等か

らの悪影響 

事故対応の為に配置・配備している自主対策設備を含む周辺機器等

からの悪影響により機能を失うおそれがない設計とする。 

具体的には以下に示す通りである。 

・期待する安全機能は想定される重大事故等で発生する内部溢水

（IS-LOCA）によりその機能が喪失しないように，溢水伝搬防止策

等を実施する。 

・常設重大事故等対処設備は設計基準事故対処設備と位置的分散を

図り，可搬型重大事故等対処設備は設計基準事故の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図る設計とする。位置的

分散は 43 条 2項 3号及び 43 条 3項 7号に示す。 

・内部溢水の「重大事故等対処設備を対象とした溢水防護の基本方

針」に則り，重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備の安全機

能が同時に機能喪失するおそれがないこと等の設計とする。詳細

は 43 条 2項 3号及び 43 条 3項 7号に示す。 

・地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1.2 耐震設計の基

本方針」に，火災防護については，「2.2 火災による損傷の防止」

に示す。 
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重大事故等時における環境温度、環境圧力、湿度、放射線の最大値※1,4,6 

  

環境温度
（気温）

環境圧力 湿度 放射線
環境温度
（気温）

環境圧力 湿度 放射線
環境温度
（気温）

環境圧力 湿度 放射線
環境温度
（気温）

環境圧力 湿度 放射線

高圧・低圧注水機能喪失

高圧注水・減圧機能喪失

全交流動力電源喪失

崩壊熱除去機能喪失

LOCA時注水機能喪失

原子炉停止機能喪失

IS-LOCA

雰囲気圧力・温度による静的負荷
（格納容器過圧・過温破損）

水素燃焼

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直
接加熱

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却
材相互作用

溶融炉心・コンクリート相互作用

　　想定事故１

　　想定事故２

　　崩壊熱除去機能喪失

　　全交流電源喪失

　　原子炉冷却材流出

※2 　運転中の事故においてはSFP冷却の復旧を考慮する

※3 　SFPの水温上昇によるオペレーティングフロアの温度上昇は個別に評価する

※4 　設備設置場所や設備の固有の条件（付近に発熱源や線源があるもの）の影響を受けるものは個別に評価する

※5 　物理化学現象の評価のためのシーケンスは原子炉圧力容器破損までの条件を記載する

※6 　炉心損傷の有無やＦＶ実施の有無、設備の配置場所等により大きく異なるため、それらの影響が大きいものは個別評価する

※7 　従来設計値は非常状態における安全系機器の設計値の一例を示す

※8 　従来設計値は非常状態における一般階の設計値の一例を示す

※9 　従来設計値は非常状態における海水熱交換区域内の設計値の一例を示す

A：原子炉格納容器内設備 Ｂ：二次格納施設内設備※2 Ｃ：その他建屋内設備 Ｄ：屋外

従来設計と
同等

( Gy)※8,
またはそれ

以下

通常状態
における
設計値と

同等

℃）※9

大気圧

通常状態
における
設計値と

同等

%）※9

運転中の原子炉における重大事
故に至る恐れがある事故

従来設計と同等
℃)※7,また

はそれ以下

運転中の原子炉における重大事

故※５

従来設計と
同等 ℃)
※7

,またはそ
れ以下

従来設計と
同等

kGy)※

7,またはそ
れ以下

使用済燃料プールにおける重大
事故に至るおそれがある事故

従来設計と
同等 ℃)
※7,またはそ

れ以下

従来設計と同
等等(0.31MPa

[gage])※7,また
はそれ以下

200℃

0.62MPa
[gage]

従来設計と
同等(100%)

※7,または
それ以下

kGy
(168hour)

従来設計と
同等(100%)

※7,または
それ以下

従来設計と
同等

kGy)※

7
,またはそ
れ以下

設置場所
及び格納
容器逃が
し装置使
用時の使
用の可否
によるた
め個別評

価

外気温
(最大約

℃)
大気圧

通常状態
における
設計値と

同等

設置場所
及び格納
容器逃が
し装置使
用時の使
用の可否
によるた
め個別評

価

※1  表中は各環境条件の項目の最大値を記載する
　　　また，評価値はドラフトであり，詳細評価により今後見直す可能性もある

-

-

運転停止中の原子炉における重
大事故に至るおそれがある事故

従来設計と
同等( ℃)
※7,またはそ

れ以下

従来設計と同
等等(0.31MPa

[gage])※7,また
はそれ以下

従来設計と
同等(100%)
※7，または
それ以下

従来設計と
同等

kGy)※

7,またはそ
れ以下

大気圧

従来設計と
同等(100%)

※7,または
それ以下

IS-LOCA時(実
耐力を踏まえ

た破断面積)：
約60℃



共 2－8 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 2 号  

操作の確実性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，操作の確実性を確保するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため，

重大事故等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。（「2.3.1.1 環境条件等」）操作する全ての

設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設

置する。また，防護具，可搬照明等は重大事故等発生時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に

作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。

可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動ができ

るとともに，設置場所にてアウトリガの張り出し又は固縛等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電

防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式により，確実に接続が

可能な設計とする。 

重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作できるように中央制

御室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器については，その作動状態

の確認が可能な設計とする。 
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 (2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・操作環境（①環境条件（被ばく影響等），②空間確保，③防護具，照明の確保，④足場の確保，） 

・操作準備（⑤工具，⑥設備の運搬，設置） 

・操作内容（⑦操作スイッチ操作，⑧電源操作，⑨弁操作，⑩接続作業） 

・状態確認（⑪作動状態確認） 

・その他，設備毎の考慮事項 

b. 類型化 

・操作が必要な設備のうち中央制御室での操作は，中央制御室の環境条件や制御盤の設計で考慮され

ることから「Ａ」に分類，現場操作については「Ｂ」に分類する。 

・現場操作の考慮事項のうち，④足場の確保，⑤工具，⑥設備の運搬，設置，⑦操作スイッチ操作，

⑧電源操作，⑨弁操作，⑩接続作業については，設備毎に対応の組み合わせが異なるため，その対

応を設備毎に明記する。 

・操作が不要な設備については，設備対応不要となる。 

   

 
考慮事項 

Ａ 

中央制御室での操作 

Ｂ 

現場操作 

対象外 

（操作不要） 

操作環境 

①環境条件(被ばく等） 
◯ 

（中央制御室設計） 
◯ 

－ 

②空間確保 
◯ 

（中央制御室設計） 
◯ 

③防護具，照明の確保  × ◯ 

④足場の確保 
◯ 

（中央制御室設計） 
◯ 

操作準備 
⑤工具 × ◯ 

⑥設備の運搬・設置 × ◯ 

操作内容 

⑦操作スイッチ操作 
◯ 

（中央制御室設計） 
◯ 

⑧電源操作 × ◯ 

⑨弁操作 × ◯ 

⑩接続作業 × ◯ 

状態確認 ⑪作動状態確認 ◯ ◯ 

◯：考慮必要， －：考慮不要   

考慮事項
・ 操作環境
　 ①環境条件（被ばく影響等）
　 ②空間確保
　 ③防護具，照明の確保
　 ④足場の確保
・ 操作準備
　 ⑤工具
　 ⑥設備の運搬，設置
・ 操作内容
　 ⑦操作スイッチ操作
　 ⑧電源操作
　 ⑨弁操作
　 ⑩接続作業
　 ⑪状態確認
・その他，設備毎の考慮事項

操作の
確実性の
確保

対象外

現場での操作

Ａ

Ｂａ-Ｂｉ

操作が必要な設備
中央制御室
からの操作
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

類型化区分 設計方針 関連資料 備考 

Ａ 

中央制御室操作 

重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内で操作できるように中央制御室から操作スイッ

チで操作可能な設計とする。操作スイッチは運転の操作性を考

慮した設計とし，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

（第 26 条 

原子炉 

制御室等） 

（操作スイッ

チ操作） 

Ｂ 

現場

操作 

操

作

環

境 

 

－ 

 

共通の設計方針 

①環境条件(被ばく等） 

重大事故等時の環境条件に対し，操作場所での操作が可能な

設計とする。（「2.3.1.1 環境条件等」） 

②空間確保 
操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保する設計

とする。 

③防護具，照明の確保 

防護具，照明等は重大事故等発生時に迅速に使用できる場所

に配備する。 

配置図 

（写真） 

※ 

設備毎に対応

の組み合わせ

が異なるた

め，その対応

を設備毎に記

載する。 

（足場有） 

（工具有） 

（運搬設置） 

（操作スイッ

チ操作） 

（電源操作） 

（弁操作） 

（接続作業） 

 

Ｂa 

④足場の確保※ 

確実な操作ができるよう，必要に応じて，操作足場を設置す

る。 

操

作

準

備 

Ｂb 

⑤工具※ 

一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業

ができる設計とする。専用工具は，作業場所の近傍又はアク

セスルートの近傍に保管できる設計とする。 

Ｂc 

⑥設備の運搬・設置※ 

人力又は車両等による運搬，移動ができるとともに，必要に

より設置場所にてアウトリガの張り出し又は固縛等による

転倒対策が可能な設計とする。 

操

作

内

容 

Ｂd 

⑦操作スイッチ操作※ 

運転員等の操作性を考慮した操作スイッチ，遮断器等により

操作可能な設計とする。 

Ｂe 

⑧電源操作※ 

感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設

計とする。 

Ｂf 

⑨弁操作※ 

現場において人力で操作を行う弁は，直接又は遠隔で手動操

作が可能な設計とする。 

Ｂg 

⑩接続作業※ 

ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式に

より，確実に接続が可能な設計とする。 

状

態

確

認 

－ 

共通の設計方針 

⑪作動状態確認 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設

備のうち動的機器については，ランプ表示等により，その

作動状態の確認が可能な設計とする。 

操作 

不要 
操作性に係る設計上の配慮の必要はない 仕様表 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す。 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 3 号  

試験又は検査性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，重大事故等対処設備の試験・検査性を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇

所の保守点検，試験又は検査（「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈につ

いて」に準じた検査を含む。）を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等

ができる構造とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇

所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加

え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及

ぼす場合を除き，運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，多様性又は多重性を備

えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）

が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開

放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

重大事故等対処設備の試験・検査性は，「(1)基本設計方針」に示す基本的な設計方針に従うことで，

設置許可基準規則第 12 条第 4 項の解釈に準じた設計とする。 

試験・検査性を考慮する対象の具体的な試験・検査項目は，これまでの類似設備の保守経験等を基に

策定することとし，「2.(2)設備区分毎の設計方針の整理」に示す。「2.(2)設備区分毎の設計方針の整理」

においては，機器種類ごとに試験・検査性に関する設計方針を具体的に定め，これらの方針に従うこと

で「(1)基本設計方針」に示す基本的な設計方針に従う設備設計を実現する。 

設備設計にあたっては試験又は検査項目を踏まえた上で以下を考慮する。 

○検査性のある構造 

・分解ができる構造 

・点検口等の設置 

・非破壊試験ができる構造 

○系統構成，外部入力 

・テストラインの構成 

・模擬負荷等の接続性 

 

b. 類型化 

(a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験又は検査項目を抽出する。 

(b) 考慮事項を踏まえて，分解点検が可能な構造であること，開放点検を行うためのマンホールや点

検口等が設置されていること，非破壊試験が可能な構造であること，機能・性能検査を行うため

のテストラインの系統構成が可能であること，機能・性能及び特性検査を行うための模擬負荷等

の接続が可能な構造であることの整理を行う。 

(c) 設備区分は，設置許可基準規則で要求されている設備を機械設備（動的機器，静的機器），電気設

備，計測制御設備，構築物，通信連絡設備に分類し，分類した設備を代表的な設備区分ごとにＡ

～Ｌに分類する。 

(d) Ａ～Ｌの区分に対して，試験及び検査項目に対する設計ができない場合は，個別に理由及び個別

の設計方針を定める。 

 

試験又は
検査性

Ｋ　遮蔽

静的機器

電気設備

計測制御設備

構築物

試験又は検査項目
 ・分解検査
 ・開放検査
 ・非破壊検査
 ・開閉検査
 ・機能・性能検査
 ・特性検査

Ｅ　空調ユニット

Ｆ　配管

Ｇ　内燃機関

Ｈ　発電機

 Ｉ　その他電源設備

 Ｊ　計測制御設備

設備の構成による類型化考慮事項
◯検査性のある構造
　・分解が出来る構造
　・点検口等の設置
　・非破壊検査が出来る構造
◯系統構成，外部入力
　・テストラインの構成
　・模擬負荷等の接続性

機械設備

通信連絡設備
Ｌ　 通信連絡設備

動的機器 Ａ　ポンプ，
　　ファン，圧縮機

Ｂ　弁

Ｃ　容器

Ｄ　熱交換器
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c. 試験項目による類型化 

(a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験又は検査項目を抽出する。 

(b) 各設備の試験又は検査項目を考慮し，機能・性能検査，特性検査，分解検査，開放検査，非破壊検

査，寸法検査及び外観検査に分類し，各検査における確認内容を分類する。 

(c) 分類に対して，試験及び検査項目に対する設計が出来ない場合は，個別に理由及び個別の設計方針

を定める。 

 

 

  

負荷確認（発電機負荷，ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）

　・機能・性能検査，特性検査

フランジ開放

点検口開放

試験装置を用いた各種検査

ケーシングカバー取り外し

その他(ガスタービン，発電機）

カバー取り外し

ボンネット取り外し

　・機能・性能検査

絶縁抵抗測定，比重測定，電圧測定

ボンベ供給確認

ロジック確認

フィルタ性能確認

漏えい確認

試験装置での確認

テストラインでの確認

通常ラインでの確認

系
統
検
査

ケーシング取り外し

構
造
検
査

校正

設定値確認

寸法確認

外観確認

　・開放検査

　・非破壊検査

　・寸法検査

　・外観検査

　・分解検査

マンホール開放
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2. 設計方針について 

【要求事項：健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査が出来るも

のであること】 

 

(1) 設備区分ごとにおける試験又は検査項目の抽出について 

設置許可基準規則で要求されている設備を代表的な設備区分毎に，定期安全管理検査及び溶接安全管理

検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検を考慮し，試験又は検査項目を抽出する。 

 

設備区分 使用前社内検査 定期事業者検査 
保全プログラム 溶接事

業者検
査 

PSI ISI 
停止時 運転時 

Ａ 
ポンプ，ファン，

圧縮機 
構造検査 

機能・性能検査 
分解検査 

機能・性能検査 

分解検査又は取替 

（非破壊検査含む） 
機能・性能検査 

起動試験 － 
◯ 

（ポンプ） 
◯ 

（ポンプ） 

Ｂ 

弁 
（手動弁） 

（電動弁） 
（空気作動弁） 

（安全弁） 

構造検査 

機能・性能検査 
（開閉検査） 

分解検査 

機能・性能検査 
漏えい試験 

分解検査 
（非破壊検査含む） 

機能・性能検査 
（開閉試験） 
漏えい試験 

開閉試験 － ◯ ◯ 

Ｃ 
容器 

（タンク類） 

構造検査 
機能・性能検査 

（容量確認検査） 
－ 

開放検査 

漏えい試験 

 水量，濃度， 

漏えい確認 
◯ ◯ ◯ 

Ｄ 熱交換器 
構造検査 

機能・性能検査 
開放検査 

（非破壊検査含む） 
開放検査 

（非破壊検査含む） 
漏えい確認 － ◯ ◯ 

Ｅ 空調ユニット 
構造検査 

機能・性能検査 
機能・性能検査 

開放点検 

機能・性能試験 

差圧確認 

（フィルタに関するもの） 
－ － － 

Ｆ 流路 
構造検査 

機能・性能検査 
－ 

開放点検 
外観点検 

－ 
◯ 

（配管） 
◯ 

（配管） 
◯ 

（配管） 

Ｇ 内燃機関 
機能・性能検査 

（負荷検査） 

分解検査 
（非破壊検査含む） 

機能・性能検査 
（負荷検査） 

分解検査 
（非破壊検査含む） 

機能・性能検査 
（負荷検査） 

起動検査 

負荷試験 
－ － － 

Ｈ 発電機 
機能・性能検査 

（模擬負荷による負荷検査） 
機能・性能検査 

（模擬負荷による負荷検査） 

分解検査 
（非破壊検査含む） 

機能・性能検査 

（模擬負荷による負荷検査） 

起動試験 
負荷試験 

－ － － 

Ｉ その他電源設備 機能・性能検査 機能・性能検査 機能・性能検査 電圧，比重確認 － － － 

Ｊ 計測制御設備 

機能・性能検査 
（ロジック検査，校正） 

特性検査 

（設定値確認検査，校正） 

機能・性能検査 
（ロジック検査，校正） 

特性検査 

（設定値確認検査，校正） 

機能・性能検査 
（ロジック検査，校正） 

特性検査 

（設定値確認検査，校正） 

パラメータ確認 － － － 

Ｋ 遮蔽 構造検査 － 外観点検 外観点検 － － － 

Ｌ 通信連絡設備 機能・性能検査 機能・性能検査 外観点検 外観点検 － － － 

Ｍ その他 （個別の設計） （個別の設計） （個別の設計） （個別の設計） － － － 
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(2) 設備区分ごとの設計方針の整理 

(1)で抽出した設備区分毎における試験又は検査項目について，試験又は検査を可能とする設計方針に

ついて以下に整理する。なお，Ａ～Ｌの区分に対して，以下の試験及び検査項目に対する設計が出来ない

場合は，個別に理由及び個別に設計方針を定める。 

設備区分 設計方針 関連資料 

Ａ 
ポンプ，ファン，

圧縮機 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能，分解が可能 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪
影響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は分解又は取替が可能な設計とする。 

・ポンプ車は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

構造図 

系統図 

Ｂ 

弁 

（手動弁） 
（電動弁） 

（空気作動弁） 

（安全弁） 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能，分解が可能 
・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

・分解点検が可能な設計とする。 
・人力による手動開閉機構を有する弁は規定トルクによる開閉確認が可能な設計とする。 

構造図 

系統図 

Ｃ 
容器 

（タンク類） 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能，内部の確認が可能・マンホール等設置 
・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪

影響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・ボンベを除き，内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。 
・ボンベは規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
・ほう酸水注入系貯蔵タンクは，ほう酸濃度及びタンク水位を確認できる設計とする。 

・よう素フィルタは銀ゼオライトの性能試験が可能な設計とする。 
・地下軽油タンクは油量を確認できる設計とする。 
・タンクローリーは車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

構造図 

Ｄ 熱交換器 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能，分解点検が可能 
・機能・性能及び漏えいの確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響を

及ぼさず試験可能な設計とする。 
・分解点検が可能な設計とする。 

構造図 

Ｅ 空調ユニット 

◯機能・性能の確認が可能，内部の確認が可能・点検口の設置 
・機能・性能の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試

験可能な設計とする。 
・フィルタを設置するものは，差圧確認が可能な設計とする。また内部確認が可能なよう

に，点検口を設ける設計とする。 

・可搬型設備は分解又は取替が可能な設計とする。 

構造図 

Ｆ 流路 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪
影響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・熱交換器を流路とするものは，熱交換器の設計方針に従う。 

構造図 

Ｇ 内燃機関 

◯機能・性能の確認が可能，分解が可能 

・機能・性能の確認が可能なように，発電機側の負荷を用いる試験系統等により，機能・性
能確認ができる系統設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は分解又は取替が可能な設計とする。 

構造図 
系統図 

Ｈ 発電機 

◯機能・性能の確認が可能，分解が可能 
・機能・性能の確認が可能なように，各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により

機能・性能確認ができる系統設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は分解又は取替が可能な設計とする。 
・電源車は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

系統図 

Ｉ その他電源設備 

◯機能・性能の確認が可能，分解が可能 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置により，機能・
性能の確認ができる系統設計とする。 

・鉛蓄電池は電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。 

構造図 
系統図 

Ｊ 計測制御設備 

◯機能・性能の確認が可能，校正が可能，動作確認が可能 
・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な設計とす

る。 
・ロジック回路を有する設備は，模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が

可能な設計とする。 

ブロック図 

Ｋ 遮蔽 

◯主要部分の断面寸法の確認が可能，外観の確認が可能 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計とする。 
・外観の確認が可能な設計とする。 

構造図 

Ｌ 通信連絡設備 
◯機能・性能の確認が可能，外観の確認が可能 

・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
－ 

Ｍ その他 ・Ａ－Ｌに該当しない設備（静的触媒式水素再結合装置等）は，個別の設計とする。 － 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 4 号  

切り替え性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，切り替え性を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備は，

通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

 

(2) 対象選定の考え方 

a. 考慮事項 

・速やかに系統を切替えられること。 

 

b. 対象選定 

・重大事故等に対処するために使用する系統であって，重大事故等時に通常時から系統構成を変更する

系統を選定する。 

   

2. 設計方針について 

【要求事項：本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては，通常時に

使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること】 

設計方針について，以下の表にまとめた。 

区分 設計方針 関連資料 

本来の用途以外の用途として

使用するため，切替操作が必要 
Ａ 

◯本来の用途以外の用途として使用するため切替 

通常時の使用する系統から速やかに切替操作可能

なように，系統に必要な弁等を設ける。 

系統図 

 本来の用途以外の用途として使用するための切替操作が不要 

 
当該系統の使用にあたり切替

操作が必要 
Ｂa 

◯本来の用途として使用－切替必要 

事象発生前に系統状態から速やかに切替操作が可

能なように，系統に必要な弁等を設ける。 

 
当該系統の使用にあたり切替

操作が不要 
Ｂb 

◯本来の用途として使用－切替不要 

切替せずに使用可能な設計又は設計基準対象施設

として使用する場合と同じ系統構成で使用可能な

設計とする。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

　

Ｂｂ

当該設備の使用にあたり系統
の切替が必要

当該設備の使用にあたり系統
の切替が不要

本来の用途以外の用途として
使用するための切替が必要

重大事故等対処設備 Ａ

本来の用途以外の用途として
使用するための切替が不要

Ｂａ
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 5 号  

重大事故等対処設備の悪影響の防止について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，重大事故等対処設備の他の設備に対する悪影響を確認するための区分及び設計方針について整理し

た。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号炉を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該

重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を

含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の機能に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって設計基準対象施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離又

は分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすること，他の設

備から独立して単独で使用可能なこと，又は設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，放水砲に

ついては，他の系統から独立し他設備ではあるが，放水先の屋外施設に影響を及ぼす可能性のある設備で

あることから，当該設備の使用を想定する重大事故発生時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，

高速回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設備がタービンミサイル

等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

◯系統設計的考慮事項 

①系統的な影響 

◯その他の考慮事項 

②内部発生飛散物による影響 

 

b. 類型化 

・①について「Ａa」～「Ａd」に分類し，考慮する。 

・②については，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する機器を「Ｂa」，タービンを有する高速回

転機器を「Ｂb」と分類し考慮する。 

  

 

 

  

考慮事項

重大事故等対処設備
の他の設備への悪影
響の防止

①系統的な影響 　弁等の操作で系統構成 Ａａ

Ａｂ

　他設備から独立 Ａｃ

Ａd　DB施設と同じ系統構成

　通常時は隔離又は分離

②内部発生飛散物 Ｂa

　その他設備 対象外

　内部発生エネルギーの
　高い流体を内蔵する機器

Ｂb

　その他 Ａe

　高速回転機器
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2. 設計方針について 

【要求事項：工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

① 系統的な影響 

類型化区分 
常設ＳＡ設備 可搬型ＳＡ設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 

系統的な影響 

他の系統へ悪影響を及ぼさない系統構成が可能なよう以下のいずれかの設計
とする。 
・通常時の系統構成から，弁の閉止等によって重大事故等対処設備としての

系統構成が可能な設計とする。 
・通常時の隔離又は分離された状態から，弁等の操作や接続により重大事故

等対処設備としての系統構成が可能な設計とする。 
・他の設備から独立して使用可能な設計とする。 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用可能な設計と

する。 
・上記のいずれにも該当しない場合は，設備毎の設計により他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

② 内部発生飛散物 

項目 設計方針 

内部発生エネルギーの高い

流体を内蔵する弁及び配管

の破断 

内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁及び配管について，十分な強

度をもたせた設計とする。 

ボンベは高圧ガス保安法に適合する容器弁により飛散物が発生しないもの

とする。 

高速回転機器 飛散物とならない設計とする。 

ガス爆発 爆発性のガスを内包する機器は設置しない。 

重量機器の落下 落下により他の設備に悪影響を与えるような重量機器は設置しない。 

 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

類型化区分 設計方針 関連資料 

①系統的な影響 

Ａa 
弁等の操作で系

統構成 

通常時の系統構成から，弁の閉止等によって重大事

故等対処設備としての系統構成が可能な設計とす

る。 

系統図 

配置図 

Ａb 
通常時は 

隔離又は分離 

通常時の隔離又は分離された状態から，弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成

が可能な設計とする。 

Ａc 他設備から独立 
他の設備から独立して単独で使用可能な設計とす

る。 

Ａd 
DB 施設と同様の

系統構成 

設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構

成で使用可能な設計とする。 

Ａe その他 
設備毎の設計により他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

②内部発生飛散物 

Ｂa 

内部発生エネル

ギーの高い流体

を内蔵する機器 

内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁及び配

管について，十分な強度をもたせた設計とする。 
強度計算書 

Ｂb 高速回転機器 
タービン等が破損により飛散することがないよう設

計する。 
構造図 

対象外 - － 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 6 号  

重大事故等対処設備の設置場所について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，設置場所を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの少ない場所の選定若しくは当該設備の設置場所への遮蔽の設置等

により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・放射線の影響 

b. 類型化 

・操作（復旧作業を含む。以下同じ。）の有無で分類を行い，操作が必要な設備を「Ａ」，「Ｂ」に，操

作不要な設備を「対象外」として分類。 

・中央制御室遮蔽区域の内外で分類し，放射線の影響を受ける中央制御室外で現場操作を行う設備を

「Ａ」として分類し，設置場所で操作可能な設備を「ａ」，離れた場所から操作可能な設備を「ｂ」

として分類。 

・放射線の影響を考慮した設計を行っている中央室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設備

を「Ｂ」として分類。 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の復旧作業を行うことがで

きるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置そ

の他の適切な措置を講じたものであること。】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

類型化区分 設計方針 関連資料 

Ａ 

現場 

操作 

Ａa 
現場（設置場所）で 

操作可能 

◯現場操作（設置場所） 

放射線量の高くなるおそれの少ない場所の選定若しくは当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置

場所（使用場所）で操作可能な設計とする。 

配置図 

Ａb 
現場（遠隔）で 

操作可能 

◯現場操作（遠隔） 

放射線の影響を受けない離れた場所から遠隔で操作可能な

設計とする。 

配置図 

Ｂ 

中央制御室 

操作 

Ｂ 
中央制御室で 

操作可能 

◯中央制御室操作 

中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設

計とする。 

－ 

操作不要 対象外 操作不要 

◯対象外（操作不要） 

操作不要な設備については，設置場所に係る設計上の配慮

はない。 

仕様表 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

ａ

ｂ

操作が必要な設
備

考慮事項
　放射線の影響

Ａ

設置場所で操作可能な
設備

離れた場所から操作可
能な設備

設置場所
の選定

現場操作を行う
設備

Ｂ
中央制御室から
操作可能な設備

操作が不要な設
備

対象外
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 1 号  

常設重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，常設重大事故等対処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進展

等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事

故等の収束は，これらの系統の組み合わせにより達成する。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用

するものについては，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては，設計基準

対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であることを確認した上

で，設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので，重大事故時に設計

基準対象施設の容量等を補う必要があるものについては，その後の事故対応手段と合わせて，系統の目的

に応じて必要となる容量等を有する設計とする。 

なお，「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹出量，発電機容量及び蓄電池容量並び

に計装設備の計測範囲及び作動信号の設定値とする。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・必要な容量等 

①圧力，②配管圧損，③温度について，設備仕様により考慮する。 

・④設計基準対象施設との容量等の比較 

・⑤補給による追加手段 

・その他，設備毎の考慮事項があれば，必要により個別設備の設計方針に加える。 

 

b. 類型化 

・常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器は，「Ａ」

と分類する。 

・常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので，設計基準対象施

設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であるものについては，

「Ｂ」，重大事故時に設計基準対象施設の容量等を補う必要があるものについては，「Ｃ」に分類する。 

・流路として期待する配管，ストレーナ等は対象外とする。（これら設備の圧力損失は，詳細設計段階で

ポンプ流量の設定において考慮する。） 

 

 

流路

必要な容量等
の設計

　考慮事項
　①圧力
　②配管圧損
　③温度
　④設計基準対象施設との
　 　容量等の比較
　⑤補給
　その他設備毎の考慮

Ａ

Ｂ

重大事故等への対処を本来の
目的として設置するもの

C

必要な容量等に対して
十分であるもの

容量等を補う必要があ
るもの

設計基準対象施設の系統
及び機器を使用するもの

対象外
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

類型化区分 設計方針 

Ａ 
重大事故等への対処を本来の目

的として設置するもの 

常設重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量等を有す

る設計とする。 

Ｂ 
設計基準対象施設の系統及び機

器の容量等が十分 

設計基準対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる

容量等の仕様に対して十分であることを確認した上で，設計基準対象

施設の容量等と同仕様の設計とする。 

Ｃ 
設計基準対象施設の容量等を補

うもの 

重大事故時に設計基準対象施設の容量等を補う必要があるものについ

ては，その後の事故対応手段とあわせて，系統の目的に応じて必要な

容量等を有する設計とする。 

対象外 流路，その他設備 

詳細設計の段階でポンプ流量の設定において，圧力損失を考慮する。 

弁（逃がし弁，安全弁以外），制御設備，遮蔽等は容量等の設定がない

ため対象外とする。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 2 号  

発電用原子炉施設での共用の禁止について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，共用の禁止を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故等対処設備の各機器については，2 以上の原子炉施設において共用しない設計とする。た

だし，共用対象の施設毎に要求される技術的要件（安全機能）を満たしつつ，2 以上の原子炉施設と共用

することにより安全性が向上し，かつ，同一の発電所内の他の原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場

合は，共用できる設計とする。 

共用する設備は，防火水槽に移送するための海水取水箇所（海水貯留堰，スクリーン室，取水路），ガス

タービン発電機，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，緊急用高圧母線，緊急用断路器，ガスタービン

発電機用燃料タンク，軽油タンク，号炉間電力融通ケーブル，中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，

中央制御室待避室空気ボンベ陽圧化装置，モニタリング・ポスト用発電機，3 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所関連設備（3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所遮蔽，3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待避室）遮蔽，

3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車，負荷変圧器，交流分電盤），免震重要棟内緊急時対策所関連設

備（免震重要棟内緊急時対策所遮蔽，免震重要棟内緊急時対策所（待避室）遮蔽，地震観測装置，免震重

要棟内緊急時対策所用ガスタービン発電機，免震重要棟内緊急時対策所用ガスタービン発電機用地下貯油

タンク，免震重要棟内緊急時対策所用ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，免震重要棟内緊急時対策所

用ガスタービン発電機用受電盤），通信連絡設備である。 

防火水槽に移送するための海水取水箇所は，6 号及び 7 号炉に必要な取水容量を十分に有しており，共

用により自号炉だけでなく他号炉の海水取水箇所も使用することで，安全性の向上を図れることから，6 号

及び 7 号炉で共用する設計とする。なお，設計基準対象施設の海水を使用する設備が機能を喪失したプラ

ントの海水取水箇所のみを使用することから，悪影響は及ぼさない。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，6 号及び 7 号炉の必要負荷を同時に運

転したとしても余裕を持った設計としており，共用により自号炉だけでなく他号炉を含めた容量で使用可

能とし，かつ操作に必要な時間・要員を減少させることで，安全性の向上を図れることから，6 号及び 7号

炉で共用する設計とする。なお，他の施設とは独立した屋外設備であることから，悪影響は及ぼさない。 

緊急用高圧母線，緊急用断路器は，6 号及び 7 号炉の必要負荷を同時に運転したとしても，余裕を持っ

た設計としており，共用により 6 号及び 7号炉相互間での電力融通を可能とし，かつ操作に必要な時間・

要員を減少させることで，安全性の向上を図れることから，6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。通常

時は遮断器を開放することにより，6 号炉非常用所内電源系及び 7 号炉非常用所内電源系の分離を行い，

悪影響を及ぼさない設計とする。 

ガスタービン発電機用燃料タンクは 6 号及び 7 号炉の必要負荷に電力を供給するガスタービン発電機が

定格出力にて運転したとしても余裕のある容量としており，共用により自号炉だけでなく他号炉を含めた

容量で使用可能とし，かつガスタービン発電機の長時間運転時において，タンクの給油に必要な時間・要

員を減少させることで，安全性の向上を図れることから，6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。なお，

ガスタービン発電機用燃料タンクはガスタービン発電機以外とは独立した設備であり，ガスタービン発電

機使用時には当該設備のみに燃料供給を行うこととし，当該設備不使用時に他設備への燃料供給に使用す

ることから，悪影響は及ぼさない。 

軽油タンクは，6 号及び 7 号炉の燃料供給を要する負荷を必要数同時に運転したとしても余裕のある容

量としており，共用により自号炉だけでなく他号炉を含めた容量で使用可能とし，かつ周辺状況に応じた

使用タンクの選択を可能にすることで，安全性の向上を図れることから，6 号及び 7 号炉で共用する設計

とする。なお，軽油タンクは設計基準対象施設である非常用 D/G への燃料供給に用いる設備であるが，重

大事故等対処設備への燃料供給は非常用 D/G への燃料供給として用いていないタンクを選択して実施する

ことから，悪影響は及ぼさない。 

号炉間電力融通ケーブルは，共用により 6号及び 7 号炉相互間での電力融通を可能にすることで，安全

性の向上を図れることから，6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。通常時は物理的に遮断することによ
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り，悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室待避室空気ボンベ陽圧化装置は，重大事故時のプ

ラント状況に応じた運転員の融通，ボンベ操作作業の低減により安全性の向上を図れることから，6 号及

び 7 号炉で共用する設計とする。また，これらの設備は，6 号及び 7 号炉の重大事故時における中央制御

室の居住性を考慮した設計とする。 

モニタリング・ポスト用発電機は，号炉に関わらず発電所周辺の放射線等を監視するために設置し，監

視に必要な仕様としている 1～7 号炉共用の設計基準対象施設であるモニタリング・ポストに給電するた

めの発電機であり，モニタリング・ポストと同様に号炉に関わらず配備することで，操作に必要な時間・

要員を減少させて安全性の向上を図れることから，6号及び 7号炉で共用する設計とする。 

3 号炉原子炉建屋内緊急時対策所関連設備及び免震重要棟内緊急時対策所関連設備は，6 号及び 7 号炉

で共用することで，必要な情報（相互のプラント状況，緊急時対策要員の対応状況等）を共有・考慮しな

がら，総合的な管理（事故処置を含む。）を行うことで，安全性の向上を図ることができることから，6 号

及び 7 号炉で共用する設計とする。なお，3号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，3 号炉の原子炉容器に燃料

が装荷されていないことを前提として 3 号炉原子炉建屋内に設置し，遮蔽のみを共用することになるため，

3 号炉の運転管理に悪影響を及ぼすことはなく，3号炉の使用済燃料プール内に保管する燃料については，

3 号炉の運転員が適宜中央制御室にて水位等の監視を行い，必要に応じて注水等の対応を行うことが可能

である。また，免震重要棟内緊急時対策所は，他の安全施設を設置する原子炉建屋等とは独立した建屋内

に設置することから，悪影響を及ぼすことはない。 

通信連絡設備は，必要な情報（相互のプラント状況、運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら，総

合的な管理（事故処置を含む。）を行うことができ，安全性の向上を図ることができることから，6 号及び

7 号炉で共有する設計とする。また，共用により悪影響を及ぼさないよう，6 号及び 7 号炉の重大事故等の

対処に必要な容量を確保するとともに，号炉の区分けなく通信連絡できる設計とする。 
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(2) 対象選定の考え方 

a. 考慮事項 

①原子炉施設の相互の安全性向上 

②他施設への悪影響 

 

b. 類型化 

・原子炉施設間で共用する設備は「Ａ」として分類。 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以上の発電用原子

炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合で

あって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この

限りでない】 

 

設計方針について，以下の表にまとめた 

区分 設計方針 備考 

Ａ 

共用対象の施設毎に要求される技術的要件（安全機能）を満たしつつ，2以上の発電

用原子炉施設と共用することによって，安全性が向上するよう配慮した上で，共用に

よりそれぞれの号炉の機能が喪失するような悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

共用しない設備 対象外

共用する設備
考慮事項
　①原子炉施設の相互の安全性向上
　②他施設への悪影響

共用の禁止 Ａ
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 3 号  

常設重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，常設重大事故防止設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するための区分及び設計方針につ

いて整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備及び使用済燃料貯蔵プールの冷却機能若しくは注水機

能を有する設備（以下「設計基準事故対処設備等」）の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計と

する。ただし，常設重大事故防止設備のうち，計装設備について，重要代替監視パラメータ（当該パラメ

ータの他チャンネルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異なる物理量（水位，注水量等）

又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を持った方法により計測できる設

計とする。重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（以下「外部人為事象」という。），溢水，火災及びサポート系の故障を

考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，網羅的に抽出するために，発電

所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考

慮する。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象を選

定する。また，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備に対する共通要因としては，地震，津波，風

（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，積雪，火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される外部人為事象は，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，飛来物（航空

機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型

航空機衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生

可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事

故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機衝

突その他のテロリズムを選定する。また，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備に対する共通要因

としては，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機衝突その他のテロリズムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講

じることとする。 

建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件における健全性については「2.3.3 環境条件等」に記載する。風（台風），低温(凍結)，降水，積

雪，及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とす

る。 

地震に対して常設重大事故防止設備は，「2.1.1 発電用原子炉施設の位置」に基づく地盤上に設置する

とともに，地震，津波及び火災に対しては，「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 耐津波設計の基本方

針」及び「2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。地震，津波，溢水及び火災に対して常設重

大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対



共 2－27 

 

処設備等と位置的分散を図る。また，常設重大事故防止設備は，地震による使用済燃料プールからの溢水

に対して機能を損なわない設計とする。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発

（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，

常設重大事故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置するか，又は設計基

準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，位置的分散を図り，屋外に設置する。 

落雷に対して空冷式非常用発電装置は，避雷設備等により防護する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により安

全機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大

事故防止設備は設計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計とする，又は駆動源，冷却

源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，常設重大事故防止設備は設計基準事故対処設備等と

可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

なお，常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に該当しない常設

重大事故対処設備は，共通要因に対して，同一の機能を有する設備と同時に機能を損なうおそれがないよ

うに，同一の機能を有する設備と可能な限りの多様性，位置的分散を図る設計とするか，又は修復性等を

考慮し，可能な限り頑健性をもたせた設計とする。 

更に，重大事故等対処設備は，共通要因により，重大事故等対処設備の有する原子炉の未臨界移行機能，

燃料冷却機能，格納容器除熱機能及び使用済燃料プール注水の各機能を損なわないよう，同一の機能を有

する重大事故等対処設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

②サポート系による要因：系統又は機器に供給される電力，燃料油，空気，冷却水，水源 

 

b. 類型化 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災については，屋内設備と屋外設備に分類する。 

②サポート系による要因については，設備毎に考慮する。 

 

 
 

 

 

  

Ab

B

対象外

考慮事項

常設重大事故防
止設備の共通要因
故障防止

※設計基準対象設備の機能喪失を想定して設置する重大事故等対処設備だけでなく，重大事故等時に設計基準対象施設
としての機能を期待する設備についても重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置づけている。これら設備については，設
備共通要因故障を考慮すべき代替対象の設計基準対象施設がない。

①環境条件
　 自然現象
　 外部人為事象
　 溢水
　 火災

常設重大事故防止設備 設計基準事故対処設備

防止設備 共通要因の考慮
対象設備あり

屋内

屋外

共通要因の考慮
対象設備なし※

同一目的のSA設備
又はＤＢ設備あり

緩和設備，防止でも
緩和でもない設備

同一目的のSA設備
又はＤＢ設備なし

異なる駆動源，冷却源等

Cb

サポート系なし
対象外

重大事故等対処設備 共通要因故障対象設備

別の手段

対象外

②サポート系に
　 よる要因

サポート系あり
Ca

Aa
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2. 設計方針について 

【要求事項：常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものであること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

 ①環境条件，地震，津波，その他自然現象，外部事象，溢水，火災 

項目 
DB 設備 常設 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 

環境条件 
第 12 条（安全施設）に基づく設
計とする。 

第 43 条第 1項第 1号の環境条件として健全性を確認している 

地盤 
第 3条（設計基準対象施設の地
盤）に基づく地盤上に設置する。 

第 38 条（重大事故等対処設備の地盤）に基づく地盤上に設置する。 

自
然
現
象 

地震 

第 4条（地震による損傷の防止）
に基づく設計とする。 

第 39 条（地震による損傷の防止）に基づく設計とする。 

位置的分散（2項） 

津波 

第 5条（津波による損傷の防止）
に基づく設計とする。 

第 40 条（津波による損傷の防止）に基づく設計とする。 

位置的分散（2項） 

風（台風） 

第 6 条（外部からの衝撃による損

傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損

なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ

る損傷の防止）に基づき設計
された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

竜巻 

第 6条（外部からの衝撃による損

傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損

なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ

る損傷の防止）に基づき設計
された建屋内に設置する 位置的分散（2項） 

低温（凍結） 

第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損
なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）に基づき設計
された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

降水 

第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損
なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）に基づき設計

された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

積雪 

第 6条（外部からの衝撃による損

傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損

なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ

る損傷の防止）に基づき設計
された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

落雷 

第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損
なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）に基づき設計
された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

地滑り 

第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損
なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）に基づき設計

された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

火山の影響 

第 6条（外部からの衝撃による損

傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損

なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ

る損傷の防止）に基づき設計
された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

生物学的事象 

第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損
なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）に基づき設計
された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

外
部
火
災 

森林火災 第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損
なわれないよう位置的分散を図り，防火帯の

内側に設置し，延焼しない設計とする。 

第 6条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）に基づき設計

された建屋内に設置する。 

外
部
人
為
事
象 

近隣工場等

の火災・爆
発，有毒ガ
ス 位置的分散（2項） 

船舶の衝突 第 6 条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損
なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）に基づき設計

された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

電磁的障害 第 6条（外部からの衝撃による損

傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損

なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃によ

る損傷の防止）に基づき設計
された建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

故意による大
型航空機衝突
その他のテロ

リズム 

－ 
（屋外の可搬型重大事故等対処設備は原子炉建屋等，屋外の常設重大事故等対処設備，屋外の設計基準事故対
処設備から 100m の離隔距離を確保して複数箇所に保管する。） 

溢水 

第 9条（溢水による損傷の防止
等）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能が損なわれないよう位置的分散を
図り設置する。 

位置的分散（区画）（2項） 

火災 

第 8条（火災による損傷の防止）

に基づく設計とする。 

第 41 条（火災による損傷の防止）に基づく設計とする。 

位置的分散（区画）（2項） 
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②サポート系 

共通要因 ポンプ等 発電機 弁 パラメータ 

電源 

・電源の多様性［常設

代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設

備（⇔非常用ディーゼ

ル発電機）］ 

－ 

・電源の多重性［常設

代替交流電源設備，

常設代替直流電源設

備（⇔非常用ディー

ゼル発電機）］ 

・電源の多重性 

（Ａ系：計装電源Ａ（区分Ⅰ）） 

（Ｂ系：計装電源Ｂ（区分Ⅱ）） 

※重大事故等対処設備の

みに使用するパラメー

タは，Ａ系またはＢ系よ

り給電可能 

・電源の多様性［常設

代替直流電源設備，

常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流

電源設備（⇔直流電

源設備，非常用ディ

ーゼル発電機）］ 

燃料油 － 

・位置的分散［地下軽

油タンク（⇔軽油タ

ンク）］ 

－ － 

空気 － － 

・駆動方式の多様性 

（高圧窒素ガスボンベ 

（⇔アキュムレータ）） 

－ 

冷却方式 

・冷却方式の多様性

［自己冷却（⇔原子

炉補機冷却系）］ 

・冷却方式の多様性

［空気冷却（⇔原子

炉補機冷却系）］ 

－ 

・冷却方式の多様性

［代替原子炉補機冷

却系（⇔原子炉補機

冷却系）］ 

水源 

・異なる水源［復水貯

蔵槽（⇔サプレッシ

ョンプール水）］ 

－ － － 

  ※括弧内の設備は，多様性，多重性等の対象となる設計基準対象施設を表す。 
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(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた 

 

類型化区分 設計方針 関連資料 

①環境条件 

自然現象 

外部人為事象 

溢水 

火災 

共通 

生物学的事象のうち，ネズミ等の小動物に対して，屋

外の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策を実施す

ることで機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

配置図 

系統図 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備 

共通要因

の考慮対

象設備あ

り 

屋

内 
Ａａ 

◯防止設備－対象（代替対象 DB 設備有り）－屋内 

地震，津波，溢水及び火災に対しては，設計基準事故

対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，

可能な限り設計基準事故対処設備と位置的分散を図る

設計とする。 

風（台風），竜巻，積雪，低温，落雷，火山の影響，地

滑り，森林火災，生物学的事象，近隣工場等の火災・爆

発，有毒ガスに対して外部からの衝撃による損傷の防

止が図られた建屋内に設置する。 

屋

外 
Ａｂ 

◯防止設備－対象（代替対象 DB 設備有り）－屋外 

地震，津波，溢水及び火災に対しては，設計基準事故

対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，

可能な限り設計基準事故対処設備と位置的分散を図る

設計とする。 

風（台風），竜巻，積雪，低温，落雷，火山の影響，森

林火災，生物学的事象，近隣工場等の火災・爆発，有毒

ガスに対して，設計基準事故対処設備と同時にその機

能が損なわれないよう位置的分散を図り設置する。 

共通要因の考

慮対象設備な

し 

対象外 

◯防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備なし） 

－ 

（環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及び

サポート系の故障に対して，修復性等を考慮し，可能

な限り頑健性をもたせた設計とする。） 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
及
び
防
止
で
も
緩

和
で
も
な
い
常
設
重
大
事
対
処
設
備 

同一機能の設

備あり 
Ｂ 

◯緩和設備又は防止でも緩和でもない設備－対象（同

一目的の SA 設備あり） 

環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサ

ポート系の故障に対して，可能な限りの多様性，位置

的分散を図る設計とする，若しくは修復性等を考慮し，

可能な限り頑健性をもたせた設計とする。 

同一機能の設

備なし 
対象外 

◯緩和設備又は防止でも緩和でもない設備－対象（同

一目的の SA 設備なし） 

－ 

（環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及び

サポート系の故障に対して，修復性等を考慮し，可能

な限り頑健性をもたせた設計とする。） 

②サポート系 
サポート系あり 

異なる 

駆動源，

冷却源 

Ｃａ 

◯対象（サポート系有り）－異なる駆動源又は冷却源 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備と異

なる駆動源，冷却源を用いる設計とする。また，水源

についても可能な限り異なる水源を用いる設計とす

る。 
系統図 

別 の 手

段 
Ｃｂ 

◯対象（サポート系有り）－別の手段 

常設重大事故防止設備は，駆動源，冷却源が同じ場合

は別の手段が可能な設計とする。また，水源について

も可能な限り異なる水源を用いる設計とする。 

サポート系なし  － ◯対象外（サポート系なし） 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 



共 2－32 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 1 号  

可搬型重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故等対処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進

展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組み合わせに

より達成する。 

可搬型重大事故等対処設備は，必要な容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

なお，「容量等」とは，必要となる機器のポンプ流量，発電機容量及びボンベ容量とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばく低減が図れるも

のは，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計

とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，

必要となる容量等を有する設備を 1基あたり 2 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続する高圧窒素ガスボンベ及び逃がし安全弁用

可搬型蓄電池は，必要となる容量等を有する設備を 1 基あたり 1 セットに加え，故障時のバックアップ

及び保守点検による待機除外時のバックアップを確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等を有する設備を 1 基あたり 1 セット確保

し，プラントの安全性を向上させる観点から，設備の信頼度等を考慮して，自主的にバックアップを確保

する。 
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(2) 類型化 

a. 考慮事項 

(a) 容量 

・想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う 

(b) 数量 

・可搬型設備の使用方法を考慮し，必要数量を設計する。 

① 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備かどうか 

② 負荷に直接接続する可搬型直流電源設備等か 

 

b. 類型化 

(a) 容量 

・類型化なし 

(b) 数量 

・原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備を「Ａ」，負荷に直接接続する可搬型設備を

「Ｂ」，それ以外を「Ｃ」に分類する。 

 

 

  

数量

Ｃ

考慮事項
・必要数量
　①原子炉建屋の外から
　　 水又は電力を供給す
     る設備か
　②負荷に直接接続する
  　 設備か

その他設備

Ａ

Ｂ

原子炉建屋の外から
水又は電力を供給する
設備

負荷に直接接続する
設備
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を有するものである

こと】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた 

(1) 必要容量 

系統の目的に応じて必要な容量を有する設計とする。 

複数の機能を兼用することで，設置効率化，被ばくの低減を図れるものは，同時に要求される可能性の

ある複数の機能に必要な容量を合わせた容量とし，兼用できる設計とする。 

 

(2) 数量 

 

※1:代替原子炉補機冷却系については，同様の機能を有する格納容器圧力逃がし装置との間で多様性

を備えていることから，1基当たり 2 セット確保する。 

※2:高圧窒素ガスボンベについては，原子炉建屋内に配置することから，バックアップについても建

屋毎に設置することが適切であるため，1負荷当たり 1 セット（5 本）に加え，予備を 1基あたり

5 本以上確保する。 

 

 

類型化区分 設計方針 対象設備 

Ａ 

原子炉建屋の外から水又

は電力を供給する可搬型

設備 

必要となる容量等を有する設備を 6 号及び 7 号炉それぞれ

2 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを 1台以上確保する。 

・可搬型代替注水ポンプ 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替原子炉補機冷却系※1 

Ｂ 

負荷に直接接続 

する可搬型設備 

必要となる容量等を有する設備を 6 号及び 7 号炉それぞれ

1 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを 1台以上確保する。 

・高圧窒素ガスボンベ※2 

・逃がし安全弁用可搬型蓄

電池 

Ｃ 

その他設備 

必要となる容量等を有する設備を 6 号及び 7 号炉それぞれ

1 セット確保することに加え，プラントの安全性を向上さ

せる観点から，設備の信頼度等を考慮して，自主的にバッ

クアップを確保する。 

・その他設備 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 2 号  

可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性を確認するための区分及び設計方針について整理

した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続できるように，

ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用い，配管は配管径や内部流体の圧力によって，

大口径配管又は高圧環境においてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な接続

方式等を用いる設計とする。高圧窒素ガスボンベ及びタンクローリー等については，各々専用の接続方式

を用いる。また，発電用原子炉施設間で，相互に使用することができるように 6号及び 7号炉とも同一形

状とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，複数の系統での接続方式の統一も考

慮する 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・容易かつ確実に接続できる設計とする。 

・相互に使用することができるように 6 号及び 7号炉との同一形状とする。 

 

b. 類型化 

・内部流体等（水，空気，電気）に応じて各々適切な接続方式を採用しており，その接続形態に応じた

区分に類型化する。 

 

  

  

ケーブル

配管

その他
専用の接続

ボルト・ネジ接続

Ｄ

接続方法
常設設備と
接続するも
のに限る

考慮事項
　①容易かつ確実な接続
　②接続方式の統一 より簡便な接続規格等

による接続

フランジ接続

より簡便な接続規格等
による接続

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｃ
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2. 設計方針について 

【要求事項：常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続する

ことができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と容易

かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること】 

 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

区分 設計方針 関連資料 備考 

Ａ 

ボルト・ネジ接続 

ケーブルは，ボルト・ネジ接続等を用い，容易かつ確

実に接続できる設計とする。また，原子炉施設が相互

に使用することができるように 6号及び 7号炉とも同

一形状の接続方式の設計とする。 

接続図 

（写真） 

逃がし安全弁用蓄電

池 

可搬型代替交流電源

設備 

Ｂ 

フランジ接続 

配管は，大口径又は高圧の系統は，フランジ接続によ

り，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

原子炉施設が相互に使用することができるように 6 号

及び 7号炉とも同一形状，同口径の接続方式等とす

る。 

接続図 

（写真） 

代替原子炉補機冷却

系 

Ｃ 

より簡便な接続 

ケーブルは，より簡便な接続規格としてスリップオン

接続を用い，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

小口径かつ低圧の系統は，簡便な接続方式としてカプ

ラ－を用い，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

原子炉施設が相互に使用することができるように 6 号

及び 7号炉とも同一形状とするとともに，同一ポンプ

を接続する配管は口径を統一する等，複数の系統で

の接続方式の統一を図った設計とする。 

接続図 

（写真） 

可搬型代替交流電源

設備 

可搬型代替注水ポン

プ 

Ｄ 

専用の接続 
上記以外の接続方法については，個別に設計する。 

接続図 

（写真） 

可搬型高圧窒素ガス

ボンベ 

タンクローリー 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 3 号  

異なる複数の接続箇所の確保について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，異なる複数の接続箇所の確保を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設

備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続することができなくなることを防止するため，建屋の

異なる面の隣接しない位置又は屋内に適切な離隔距離をもって複数箇所設置する。 

自然現象については，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象を考慮する。また，自然現象の組合せについては，地震，積雪，火山を考慮する。 

外部人為事象としては，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムを考

慮する。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，屋内又は異なる建屋面の隣接しな

い位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件における健全性については「2.3.3 環境条件等」に

記載する。風（台風），低温（凍結），降水，積雪，及び電磁的障害に対しては，環境条件にて考慮し，機

能が損なわれない設計とする。 

地震に対して，接続口は，「2.1.1 発電用原子炉施設の位置」に基づく地盤上の建屋内又は建屋面に複

数箇所設置する。 

地震，津波及び火災に対しては，「2.1.2 耐震設計の基本方針」「2.1.3 耐津波設計の基本方針」及び

「2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置する。 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機墜落火災），有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに

対して，隣接しない位置に接続口を複数箇所設置する。ただし，代替循環冷却系に用いる代替原子炉補機

冷却系の接続口については，風（台風），竜巻，落雷，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機墜落火災）及び有毒ガスに対して，屋内及び建屋面に複数箇所設置するとともに，大型航空機衝突

その他のテロリズムに対しては，同一の機能を有する格納容器逃がし装置と同時に機能を損なうことがな

いように，格納容器逃がし装置と位置的分散を図り設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外に設置する場合は，開口部の閉止により安全機能が

損なわれるおそれのない設計とする。 

また，電源車の接続については，一つの接続口で可搬型代替交流電源設備と可搬型代替直流設備の二つ

の機能を兼用して使用することから，それぞれの機能に必要な容量が確保出来る接続口を設ける。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①重大事故等発生時における環境条件 

②自然現象 

③外部人為事象 

④溢水 

⑤火災 

⑥容量 

 

b. 類型化 

・可搬型重大事故等対処設備の接続対象として，原子炉建屋の外から水又は電源供給するものを「Ａ」

と分類し，その他設備を対象外と分類。 

・複数の機能で一つの接続口を使用する設備については「ａ」，その他を「ｂ」と分類。 

 

 

  

可搬型重大事
故等対処設備

原子炉建屋の外から
水又は電力を供給する
設備の接続口

考慮事項
　・環境条件
　・自然現象
　・外部人為事象
　・溢水
　・火災
　・容量

対象外

複数の機能で
同時に使用

単独の機能で
使用

Ａａ

Ａｂ
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2. 設計方針について 

【要求事項：常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができなくなることを防

止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限

る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること】 

(1) 考慮事項に対する設計方針 

項目 可搬型 SA 設備と常設 SA 設備の接続口 

建屋面 屋内 

環境条件 第 43 条第 1 項第 1 号の環境条件として健全性を確認している 

位置的分散（複数箇所） 

地盤 第 38 条（重大事故等対処設備の地盤）に基づく地盤上に設置する。 

自
然
現
象 

地震 第 39 条（地震による損傷の防止）に基づく設計とする。 

津波 第 40 条（津波による損傷の防止）に基づく設計とする。 

風（台風） 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

竜巻 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

低温（凍結） 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

降水 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

積雪 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

落雷 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

地滑り 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 
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火山の影響 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

生物学的事象 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷の

防止）に基づき設計された建屋内若し

くは適切な離隔距離をもって複数箇所

設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

外
部
火
災 

 

森林火災 接続口は，防火帯の内側の適切な隔

離距離を確保した複数箇所に設置す

る。 

 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

 

外
部
人
為
事
象 

近隣工場等の火災・ 

爆発，有毒ガス 

位置的分散（複数箇所） 

船舶の衝突 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

電磁的障害 接続口は，適切な隔離距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

若しくは適切な離隔距離をもって複

数箇所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

故意による大型航空機衝

突その他テロリズム 

接続口は，適切な隔離距離を確保した複数箇所に設置する。 

 

溢水 溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に

設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

火災 第 41 条（火災による損傷の防止）に基づく設計とする。 

 

位置的分散（複数箇所） 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

類型化区分 設計方針 関連資料 

Ａａ 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供給す

る設備と常設設備との接続口は，環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水

及び火災の影響による共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため，屋内，建屋面又は屋外に適切な隔離距離を確保した複数箇所

に設置する。また，一つの接続口で，可搬型代替交流電源設備と可搬型代替

交流直流設備の二つの機能を兼用して使用することから，それぞれの機能に

必要な容量が確保できる接続口を設ける。 

接続図 
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Ａｂ 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供給す

る設備と常設設備との接続口は，環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水

及び火災の影響による共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため，屋内又は建屋面に適切な隔離距離を確保した複数箇所に設置

する。 

接続図 

対象外 －  

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 4 号  

可搬型重大事故等対処設備の設置場所について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故等対処設備の設置場所を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との

接続に支障がないように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定若しくは当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・放射線の影響 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において可搬型代替重大事故等対処設備を設置場所に据

え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線が高くなるおそれが少ない設置場

所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

設計方針 関連資料 

可搬型重大事故等対処設備は，放射線量の高くなるおそれの少ない場所の選定若しくは

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

接続図 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 5 号  

保管場所について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，重大事故等対処設備の保管場所を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機衝突その他のテロリズム，

設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対

処設備と異なる保管場所に保管する。 

環境条件については，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時

の環境条件における健全性については「2.3.3 環境条件等」に記載する。風（台風），低温（凍結），降水，

積雪，及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない

設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建屋等の頑健な屋内に保管する，又は屋外に保管す

る場合は，共通要因によりすべての設備が同時に機能を喪失しないよう転倒しないことを確認する又は必

要により固縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込みに

よる不等沈下，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない複数の

位置に分散して保管する設計とする。 

津波に対して，可搬型重大事故等対処設備は，津波の影響を受けない高台に保管する設計とする。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故対処設備は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による

損傷の防止」にて考慮された設計とする。 

火災に対して，可搬型重大事故対処設備は「2.2 火災による損傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大

事故防止設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重

大事故防止設備と位置的分散を図り複数箇所に設置する。また，常設重大事故防止設備は，地震による使

用済燃料プールからの溢水に対して機能を損なわない設計とする。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発

（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害に対して，

可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた屋内に保管するか又は設計基

準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所

に分散して保管する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，屋内の可搬型重大

事故等対処設備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子

炉建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替

する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で，複

数箇所に分散して保管する設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・環境条件 

・自然現象 

・外部人為現象 

・溢水 

・火災 

 

b. 類型化 

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所で，屋内「Ａ」と屋外「Ｂ」に分類し，さらに当該設備に対応

する常設重大事故等対処設備があるものについては，「Ａａ」または「Ｂａ」，対応する常設重大事故

等対処設備がないものは，「Ａｂ」又は「Ｂｂ」に分類し，分散配置の考え方を明確にした。 

 

 

  

  

屋内
共通要因の考慮対象設備あり保管場所 Ａａ

共通要因の考慮対象設備なし Ａｂ

考慮事項
　①環境条件
　②自然現象
　③外部人為事象
　④溢水
　⑤火災

Ｂａ

共通要因の考慮対象設備なし Ｂｂ

屋外
共通要因の考慮対象設備あり
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2. 設計方針について 

【要求事項：地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，

設計基準事故対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保

管場所に保管すること】 

(1) 各考慮事項における設計方針について，以下の表にまとめた。 

項目 DB 設備 常設 SA 設備 可搬型 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 

環境条件 
第 12 条（安全施設）に基
づく設計とする。 

第 43 条第 1項第 1号の環境条件として健全性を確認している。 

地盤 

第 3条（設計基準対象施
設の地盤）に基づく地盤
上に設置する。 

第 38 条（重大事故等対処設備の地
盤）に基づく地盤上に設置する。 

地震により生ずる敷地下斜面のすべ
り，液状化及び揺すり込みによる不
等沈下，地盤支持力の不足，地中埋

設構造物の損壊等の影響により，必
要な機能を喪失しない複数の位置に
分散して保管する。 

第 38 条（重大事
故等対処設備の地
盤）に基づき設置

された屋内に保管
する設計とする。 

自
然
現
象 

地震 第 4条（地震による損傷
の防止）に基づく設計と

する。 

第 39 条（地震による損傷の防止）
に基づく設計とする。 

第 39 条（地震による損傷の防止）に基づく設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

津波 第 5条（津波による損傷の
防止）に基づく設計とす

る。 

第 40 条（津波による損傷の防止）に 
基づく設計とする。 

（高台及び水密区画） 

第 40 条（津波による損傷の防止）に基づく設計とする。 
（高台及び水密区画） 

位置的分散（2項）  

風 
（台風） 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機
能を損なうおそれがないように，設

計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的
分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

竜巻 第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機
能を損なうおそれがないように，設

計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的
分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

積雪 
降水 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機
能を損なうおそれがないように，設

計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的
分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

低温 
（凍結） 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機
能を損なうおそれがないように，設

計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的
分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

落雷 第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機
能を損なうおそれがないように，設

計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的
分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 
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地滑り 第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機
能を損なうおそれがないように，設

計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的
分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

火山に
よる影
響 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機
能を損なうおそれがないように，設

計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的
分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

生物学
的事象 

第 6条（外部からの衝撃
による損傷の防止）に基

づく設計とする。 

設計基準事故対
処設備と同時に
その機能が損な

われないよう位
置的分散を図り
設置する。 

第 6条（外部
からの衝撃に
よる損傷の防

止）に基づき
設計された屋
内に設置す

る。 

設計基準事故等対処設備及び常設
重大事故等対処設備と同時に必要
な機能を損なうおそれがないよう

に，設計基準事故等対処設備の配
置も含めて常設重大事故等対処設
備と位置的分散を図り，防火帯の

内側の複数箇所に分散して保管す
る設計とする。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項）  

外
部
火
災 

森林 
火災 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく

設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその

機能が損なわれな
いよう位置的分散
を図り，防火帯の内

側に設置し，延焼し
ない設計とする。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による

損傷の防止）に
基づき設計され
た屋内に設置す

る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機

能を損なうおそれがないように，設
計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り，防火帯の内側の複数箇
所に分散して保管する設計とする。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された屋内に
保管する設計とす

る。 

外
部
人
為
事
象 

近隣工
場の火

災・ 
爆発，
有毒ガ

ス 
位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

故意によ
る大型航

空機衝突
その他テ
ロリズム 

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に保管する設計とする。建屋外の可搬型重大事故等対処
設備は，原子炉建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設
備がその機能を代替する屋外の設計基準対処設備及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離

隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

－ 

 

位置的分散（3項） 

船舶の衝突 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6条（外部
からの衝撃に
よる損傷の防

止）に基づき
設計された屋
内に設置す

る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機
能を損なうおそれがないように，設

計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的
分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

電磁的障害 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく

設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその

機能が損なわれな
いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6条（外部
からの衝撃に

よる損傷の防
止）に基づき
設計された屋

内に設置す
る。 

設計基準事故等対処設備及び常設重
大事故等対処設備と同時に必要な機

能を損なうおそれがないように，設
計基準事故等対処設備の配置も含め
て常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り，防火帯の内側の複数箇
所に分散して保管する設計とする。 
 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された屋内に
保管する設計とす

る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

溢水 

第 9条（溢水による損傷の
防止等）に基づく設計とす
る。 

設計基準事故対処設備と同時にその
機能が損なわれないよう位置的分散
を図り設置する。 

屋外タンクからの溢水による影響を
受けない場所に保管する。 

設計基準事故対処
設備と同時にその
機能が損なわれな

いよう位置的分散
を図り設置する。 位置的分散（区画）（2項） 

位置的分散（区画）（3項） 

火災 

第 8条（火災による損傷
の防止）に基づく設計と

する。 

第 41 条（火災による損傷の防止）
に基づく設計とする。 

第 41 条（火災による損傷の防止）に基づく設計とす
る。 

位置的分散（区画）（2項） 

位置的分散（区画）（3項） 
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(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

類型化区分 設計方針 関連資料 

共通 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，溢水及び火災に対して，設計基準事故

等対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわないように，

設計基準事故等対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図

り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 

－ 

Ａa 

屋内 

（共通要因の考慮

対象設備あり） 

可搬型重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機墜落火災），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られた屋内に保管する。また，可搬型重大事故

等対処設備のうち設計基準事故等対処設備及び常設重大事故等対処設備の機能を代

替するものは，可能な限り設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対

処設備と位置的分散を図り複数箇所に保管する設計とする。 

配置図， 

保管場所図 

Ａb 

屋内 

（共通要因の考慮

対象設備なし） 

可搬型重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機墜落火災），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られた屋内に保管する設計とする。 

Ｂa 

屋外 

（共通要因の考慮

対象設備あり） 

可搬型重大事故等対処設備は，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化及び

揺すり込みによる不等沈下，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響に

より，必要な機能を喪失しない複数の位置に分散して保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），有

毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，設計基準事故対処設備等及び常設重

大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて，設計基準事故等対処設備及び常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図り複数箇所に保管する設計とする。 

故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，原子炉建屋から 100m 以

上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代

替する屋外の設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の

離隔距離を確保した上で，複数の箇所に分散して保管する設計とする。 

Ｂb 

屋外 

（共通要因の考慮

対象設備なし） 

可搬型重大事故等対処設備は，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化及び

揺すり込みによる不等沈下，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響に

より，必要な機能を喪失しない複数の位置に分散して保管する設計とする。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号  

アクセスルートについて 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目のうち，発電

所内の屋外道路及び屋内通路を確保するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とする。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所

及び接続場所まで運搬するための経路，又は他の設備の被害状況を把握するための経路（以下「アクセスルート」と

いう。）は，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対して，自然現象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象を考慮し，外部人為事象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災），有毒ガス及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムを考慮する。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他

自然現象による影響（台風及び竜巻による飛来物，積雪，火山）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確

認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを1台（予備3台）保

管，使用する。また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，

通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よりも高い位置にアクセスルートを確保する設計，又は基

準津波による遡上域最大水位よりも低い範囲は，防潮堤により防護されたアクセスルートを確保する設計とする。 

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災），有毒ガスに対して，迂回路も考慮した複数

のアクセスルートを確保する設計とする。 

落雷に対しては道路面が直接影響を受けることはなく，生物学的事象に対しては容易に排除可能なため，アクセス

ルートへの影響はない。 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達するこ

とを想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，

不等沈下及び地中構造物の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所において，想定を上回る段差が発生した場合は，

迂回する又は砕石による段差解消対策により対処する設計とする。 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，凍結及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車

両については走行可能なタイヤを装着することにより通行性を確保できる設計とする。なお，融雪剤の配備等につい

ては，『「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な処置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料（以下「技術的能力説明資料」という）1.0 重大事

故等対策における共通事項』に示す。 

なお，屋外アクセスルートに加えて，更なるアクセス性の向上を図るため，自主対策設備として緊急時対策所から

保管場所，原子炉建屋へ移動可能な複数のルートを確保する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等に

ついては，「技術的能力説明資料 2.0 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対

応」に示す。 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災

の拡大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）については，「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として考慮する津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象による影響及び外部人為事象として考慮する火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機落下火災），有毒ガスに対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設

計とする。 

屋内アクセスルートにおいては，溢水等に対して，アクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具を着用する。

また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対

策を実施する。万一通行が阻害される場合は迂回する又は乗り越える。 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い,移動時及び作業時の状況

に応じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明装置を配備する。これらの運用につ

いては，「技術的能力説明資料1.0 重大事故等対策における共通事項」に示す。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①自然現象 

②外部人為事象 

③溢水 

④火災 

⑤夜間及び停電時 

 

b. 類型化 

・屋内アクセスルートと屋外アクセスルートに分類した。 

 

  

 

考慮事項
　①自然現象
　②外部人為事象
　③溢水
　④火災
　⑤夜間及び停電時

屋内

屋外

アクセスルート A

B
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被

害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

 ① 環境要因，地震，津波その他自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

考慮事項 屋内 屋外 

地盤 

耐震設計を行った建屋内に，迂回路も考慮した複数の
アクセスルートを確保する設計とする。 
（第38条（重大事故等対処施設の地盤））に基づき設

置された建屋内に確保する） 

地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりで崩壊
土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールロ

ーダによる崩壊箇所の仮復旧を行うことで，通行性を確保
できる設計とする。 
また，不等沈下や地中構造物の損壊に伴う段差の発生が想

定される箇所において，想定を上回る段差が発生した場合
は，迂回するまたは砕石による段差解消対策により対処す
る設計とする。 

自
然
現
象 

地震 
（第39条対応） 

耐震設計を行った建屋内に，迂回路も考慮した複数の
アクセスルートを確保することにより通行可能な設計

とする。 
（第39条（地震による損傷防止）に基づき設置された
建屋内に確保する資機材転倒時の通行性確保対策及び

地震随伴溢水を想定した防護具の配備については，「技
術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共通
事項」に示す。 

地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりで崩壊
土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールロ
ーダによる崩壊箇所の仮復旧を行うことで，通行性を確保

できる設計とする。 
また，不等沈下や地中構造物の損壊に伴う段差の発生が想
定される箇所において，想定を上回る段差が発生した場合

は，砕石による段差解消対策により対処する。 

津波 
（第40条対応） 

基準津波による遡上高さに対し高い位置の敷地に設置
される建物内にアクセスルートを設定するため，影響
を受けない。 

津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よ
りも高い位置にアクセスルートを確保する設計，又は基準
津波による遡上域最大水位よりも低い範囲は，防潮堤によ

り防護されたアクセスルートを確保する設計とする。 

そ
の
他
の
自
然
現
象 

風（台風） 

（飛来物） 
第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき

設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と
する。 

アクセスルート上の台風及び竜巻による飛来物について
は，ホイールローダによる撤去を行う設計とする。 

竜巻（飛来物） 

積雪 
（積雪荷重） 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき

設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と
する。 

アクセスルート上の積雪については，ホイールローダによ
る撤去を行う設計とする。 
積雪時にも走行可能なタイヤを装着する。（「技術的能力説

明資料 1.0重大事故等対策における共通事項」） 

低温（凍結） 

（温度条件） 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき
設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と
する。 

アクセスルート上の凍結については，融雪剤を散布するこ
とで通行性を確保できる設計とする。 

凍結時にも走行可能なタイヤを装着する。（「技術的能力説
明資料 1.0重大事故等対策における共通事項」） 

落雷 
第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき
設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と
する。 

落雷によってアクセスルートが影響を受けることはない。 

火山の影響 
第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき
設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と
する。 

アクセスルート上の降灰については，ホイールローダによ

る撤去を行う設計とする。 

降水 
（屋外設備） 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき
設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と

する。 

道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受け
ない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

生物学的事象 
第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき
設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と

する。 

容易に排除可能であり，生物学的事象によってアクセスル
ートが影響を受けることはない。 

外
部
火
災 

森林火災 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき

設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と
する。 

森林火災の影響を考慮し，防火帯内に複数のアクセスルー
トを確保する設計とする。 

外
部
人
為
事
象 

近隣工場等の火災・
爆発，有毒ガス 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき
設置された建屋内にアクセスルートを確保する設計と

する。 

迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計と
する。 

故意による大型航空機
衝突その他テロリズム 

複数ルートの確保，消火活動及びがれき撤去の考え方については，「技術的能力説明資料 2. 大規模な自然災害又は
故意による大型航空機衝突その他テロリズムへの対応」に示す。 

溢水 
屋内アクセスルートにおける溢水に対しては防護具
の着用により通行できる。（「技術的能力説明資料 
1.0重大事故等対策における共通事項」） 

地震による屋外タンクからの溢水に対し，道路上への自然
流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアク
セスルートを確保する設計とする。 

火災 火災防護計画に定める。 
火災の発生防止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）
及び火災の拡大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の
防油堤の設置）については，「火災防護計画」に定める。 

夜間及び停電時 
可搬型設備の運用については，「技術的能力説明資料 
1.0重大事故等対策における共通事項」に示す。 

可搬型設備の運用については，「技術的能力説明資料 1.0
重大事故等対策における共通事項」に示す。 
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(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す。 

類型化区分 設計方針 関連資料 備考 

 

アクセス必要 迂回路も考慮して複数アクセスルートを確保する。   

Ａ 

屋内 

◯屋内アクセスルートの確保 

津波，その他自然現象による影響（風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象及び外部人為事象（火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災）及び有毒ガス）に対して，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた建屋内にアクセスルートを確保する設計とす

る。 

アクセスルート

説明資料 
 

 
Ｂ 

屋外 

◯屋外アクセスルートの確保 

地震による影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），そ

の他自然現象による影響（台風及び竜巻による飛来物，積雪，火山の影響）を想

定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なルートを

確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを１台（予備１台）保管，使

用する。また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して，道路上への

自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保

する設計とする。 

津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よりも高い位置にアクセ

スルートを確保する設計，又は基準津波による遡上域最大水位よりも低い範囲

は，防潮堤により防護されたアクセスルートを確保する設計とする。火災・爆発

（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災），有毒ガスに対して，迂

回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

落雷に対しては道路面が直接影響を受けることはなく，生物学的事象に対しては

容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はない。 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダによる崩壊

箇所の仮復旧を行い，通行性の確保が可能な設計とする。また，不等沈下及び地

中構造物の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所において，想定を上回る段差

が発生した場合は，迂回する又は砕石による段差解消対策により対処する。屋外

アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，凍結及び積雪に対して，道路に

ついては融雪剤を配備し，車両については走行可能なタイヤを装着することによ

り通行性を確保できる設計とする。 

 

アクセスルート

説明資料 
 

対象外 

（アクセス不要） 
中央制御室又は緊急時対策所で保管及び使用する。   
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 7 号  

可搬型重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故防止設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するための区分及び設計方針に

ついて整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と，共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないように，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適

切な処置を講じた設計とする。 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，網羅的に抽出するために，発電

所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考

慮する。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象を選

定する。また，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備に対する共通要因としては，地震，津波，風

（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，積雪，火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される外部人為事象は，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，飛来物（航空

機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型

航空機衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生

可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事

故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機衝

突その他のテロリズムを選定する。また，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備に対する共通要因

としては，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災）有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機衝突その他のテロリズムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講

じることとする。 

環境条件については，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等発

生時の環境条件における健全性については「2.3.3 環境条件等」に記載する。風（台風），低温（凍結），

降水，積雪，及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮し，機能が損なわ

れない設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建屋等の頑健な建屋内に保管する，又は屋外に保管

する場合は，共通要因によりすべての設備が同時に機能を喪失しないよう転倒しないことを確認する又は

必要により固縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込み

による不等沈下，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない複数

の位置に分散して保管する設計とする。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故対処設備は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波に

よる損傷の防止」にて考慮された設計とする。火災に対して，可搬型重大事故防止設備は「2.2 火災に

よる損傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故対処設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重

大事故防止設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故防止設備と位置的分散を図り複数箇所に設置する。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発
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（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害に対して，

可搬型重大事故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管するか，又は設計

基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故防止設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分

散して保管する設計とする。クラゲ等の海生生物の影響により可搬型重大事故等対処設備の取水ラインが

閉塞する場合には，予備の可搬型重大事故等対処設備によって取水を継続し，閉塞箇所の清掃を行うこと

で対応できるよう，クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，予備を有する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，屋内の可搬型重大

事故防止設備は，可能な限り設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故防止設備と位置的分散を

図り複数箇所に分散して保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故防止設備は，原子炉建屋か

ら 100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外

の設計基準対象施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に

分散して保管する設計とする。 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重

大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆動源，冷却源を用いる

設計とするか，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源についても可能な

限り，異なる水源を用いる設計とする。 

なお，可搬型重大事故緩和設備並びに可搬型事故防止設備及び可搬型重大事故緩和設備に該当しない可

搬型重大事故対処設備は，共通要因に対して，同一の機能を有する設備と同時にその機能を損なうおそれ

がないように，同一の機能を有する設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とするか，又は可能

な限りの頑健性を有する設計とする。 

更に，重大事故等対処設備は，共通要因により，重大事故等対処設備の有する原子炉の未臨界移行機能，

燃料冷却機能，格納容器除熱機能及び使用済燃料プール注水の各機能を同時に損なうおそれがないように，

同一の機能を有する重大事故等対処設備と可能な限りの多様性，位置的分散を図る設計と計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

②サポート系の故障：系統又は機器に供給される電源，燃料油，空気，冷却水，水源 

 

b. 類型化 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災については，屋内設備と屋外設備に分類する。 

②サポート系による要因については，設備毎に考慮する。 

 

 

  

 

  

対象外

重大事故等対処設備

可搬型重大事故防止設備

別の手段 Cb

サポート系なし
対象外

共通要因故障対象設備

設計基準事故対処設備
又は

常設重大事故防止設備

Ca

考慮事項

緩和設備
同一目的のSA設備あり B

同一目的のSA設備なし 対象外

代替するDB設備あり B

代替するDB設備なし 対象外

防止・緩和以外

共通要因の考慮
対象設備あり

屋内

屋外

共通要因の考慮
対象設備なし

①環境条件
　 自然現象
　 外部人為事象
　 溢水
　 火災

可搬型重大事故
防止設備の共通
要因故障防止

②サポート系
サポート系あり

異なる駆動源，冷却源等

防止設備
Aa

Ab
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2. 設計方針について 

【要求事項：重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機

能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至

るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること】 

 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

 ①環境条件，地震，津波，その他自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

項目 DB 設備 常設 SA 設備 可搬型 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 

環境条件 第 12 条（安全施設）に基づく設計
とする。 

第 43 条第 1項第 1号の環境条件として健全性を確認している 

地盤 第 3条（設計基準対象施設の地盤）

に基づく地盤上に設置する。 

第 38 条（重大事故等対処設備の地盤）に

基づく地盤上に設置する。 

第 43 条第 3項第 5

号に基づく保管場
所に保管する。 

第 38 条（重大事

故等対処設備の地
盤）に基づき設置
された建屋内に保

管する。 

自
然
現
象 

地震 第 4条（地震による損傷の防止）に

基づく設計とする。 

第 39 条（地震による損傷の防止）に基づ

く設計とする。 

第 43 条第 3項第 5

号に基づく保管場
所に保管する。 

第 6条（地震によ

る損傷の防止）に
基づき設計された
建屋内に設置す

る。 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

津波 第 5条（津波による損傷の防止）に
基づく設計とする。 

第 40 条（津波による損傷の防止）に基づ
く設計とする。 

第 43 条第 3項第 5号に基づき，基準
津波の影響を受けない場所に保管す
る。 

位置的分散（2項）  

風 

（台風） 

第 6 条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設

備と同時にその機能
が損なわれないよう
位置的分散を図り設

置する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設計
された建屋内に設

置する。 

設計基準事故対処

設備及び常設重大
事故防止設備と位
置的分散を図り，

複数箇所に分散し
て保管する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設
計された建屋内に

保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

竜巻 第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設

備と同時にその機能
が損なわれないよう
位置的分散を図り設

置する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設計
された建屋内に設

置する。 

設計基準事故対処

設備及び常設重大
事故防止設備と位
置的分散を図り，

複数箇所に分散し
て保管する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設
計された建屋内に

保管する。 
 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

降水 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備と同時にその機能

が損なわれないよう
位置的分散を図り設
置する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設計
された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大

事故防止設備と位
置的分散を図り，
複数箇所に分散し

て保管する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設
計された建屋内に
保管する。 

 
位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

低温（低

温） 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設

備と同時にその機能
が損なわれないよう
位置的分散を図り設

置する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設計
された建屋内に設

置する。 

設計基準事故対処

設備及び常設重大
事故防止設備と位
置的分散を図り，

複数箇所に分散し
て保管する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設
計された建屋内に

保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

積雪 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備と同時にその機能

が損なわれないよう
位置的分散を図り設
置する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設計
された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大

事故防止設備と位
置的分散を図り，
複数箇所に分散し

て保管する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設
計された建屋内に
保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 
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落雷 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備と同時にその機能
が損なわれないよう

位置的分散を図り設
置する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の
防止）に基づき設計

された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大
事故防止設備と位

置的分散を図り，
複数箇所に分散し
て保管する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の
防止）に基づき設

計された建屋内に
保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

地滑り 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備と同時にその機能
が損なわれないよう

位置的分散を図り設
置する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された建屋内
に設置する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大
事故防止設備と位

置的分散を図り，
複数箇所に分散し
て保管する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された建屋内
に保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

火山 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備と同時にその機能

が損なわれないよう
位置的分散を図り設
置する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された建屋内
に設置する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大

事故防止設備と可
能な限り位置的分
散を図り，複数箇

所に分散して保管
する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された建屋内
に保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

生物学的
事象 

第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備と同時にその機能
が損なわれないよう

位置的分散を図り設
置する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の
防止）に基づき設計

された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大
事故防止設備と可

能な限り位置的分
散を図り，複数箇
所に分散して保管

する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損
傷の防止）に基

づき設計された
建屋内に保管す
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

外
部
火
災 

森林 
火災 

第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備と同時にその機能

が損なわれないよう
位置的分散を図り，
防火帯の内側に設置

し，延焼しない設計
とする。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設計
された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大

事故防止設備と可
能な限り位置的分
散を図り，防火帯

の内側に複数箇所
に分散して保管す
る。 

第 6条（外部から
の衝撃による損

傷の防止）に基
づき設計された
建屋内に保管す

る。 

外
部
人
為
事
象 

近隣工
場の火

災・ 
爆発，
有毒ガ

ス 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

船舶の衝

突 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処

設備と同時にその
機能が損なわれな
いよう位置的分散

を図り設置する。 

第 6条（外部か

らの衝撃による
損傷の防止）に
基づき設計され

た建屋内に設置
する。 

設計基準事故対処

設備及び常設重大
事故防止設備と位
置的分散を図り，

複数箇所に分散し
て保管する。 

第 6条（外部か

らの衝撃による
損傷の防止）に
基づき設計され

た建屋内に保管
する。 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

電磁的障
害 

第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処
設備と同時にその

機能が損なわれな
いよう位置的分散
を図り設置する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による

損傷の防止）に
基づき設計され
た建屋内に設置

する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大

事故防止設備と位
置的分散を図り，
複数箇所に分散し

て保管する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による

損傷の防止）に
基づき設計され
た建屋内に保管

する。 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

故意によ
る大型航

空機衝突
その他テ
ロリズム 

可搬型重大事故防止設備は，原子炉建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の保管場所に分
散して保管することで，設計基準事故対処設備又は常設重大事故防止設備と同時にその機能が損な

われるおそれがない設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の保管場所は，常設代替交流電源
設備から 100m 以上離隔する設計とする。 

－ 
 

位置的分散（3項） 

溢水 第 9条（溢水による損傷の防止等）
に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備と同時にその機能
が損なわれないよう位置的分散を図り設

置する。 

設計基準事故対処
設備及び常設重大

事故防止設備と可
能な限り位置的分
散を図り，高所に

保管する。 

設計基準事故対
処設備及び常設

重大事故防止設
備と可能な限り
位置的分散を図

り設置する。 位置的分散（区画）（2項） 

位置的分散（区画）（3項） 

火災 第 8条（火災による損傷の防止）に

基づく設計とする。 

第 41 条（火災による損傷の防止）に基づ

く設計とする。 

火災防護計画に基づき，火災の発生防

止，感知，消火対策を行う。 

位置的分散（区画）（2項） 

位置的分散（区画）（3項） 
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②サポート系 

共通要因 ポンプ等 発電機 

電源 

（駆動方式含む） 

・電源の多様性 

［可搬型代替交流電源設備（⇔非常用デ

ィーゼル発電機）］ 

・駆動方式の多様性［エンジン駆動（⇔

非常用ディーゼル発電機）］ 

－ 

燃料油 
・燃料の多重性［地下軽油タンク（⇔

軽油タンク）］ 

・位置的分散（軽油タンク，地下軽油タ

ンク） 

・燃料移送の多重性［タンクローリー

（⇔燃料移送ポンプ，第二ガスター

ビン発電機用燃料移送ポンプ）］ 

空気 － － 

冷却方式 
・冷却方式の多様性 

［自己冷却（⇔原子炉補機冷却系）］ 
－ 

水源 

・異なる水源［代替淡水源（防火水槽，

淡水貯水池），海水（⇔サプレッショ

ンプール，復水貯蔵槽）］ 

－ 

※括弧内の設備は，多様性，多重性等の対象となる設計基準対象施設を表す。 
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(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた 

類型化区分 設計方針 関連資料 

①環境条件 

自然現象 

外部人為事象 

溢水 

火災 

共通 

生物学的事象のうち，ネズミ等の小動物に対して，屋外の常

設重大事故防止設備は，侵入防止対策を実施することで機能

が損なわれるおそれのない設計とする。 

配置図 

系統図 

重
大
事
故
防
止
設
備 

共通要因

の考慮対

象設備あ

り 

屋内 Ａａ 

◯防止設備－対象（代替対象 DB 設備有り）－屋内 

地震，溢水及び火災に対しては，設計基準事故対処設備及び

常設重大事故防止設備と同時に機能を損なうおそれがないよ

うに，可能な限り設計基準事故対処設備及び常設重大事故防

止設備と位置的分散を図る。 

津波，風（台風），竜巻，低温，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，森林火災，生物学的事象，近隣工場等の火災・

爆発，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害に対して外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置する。 

屋外 Ａｂ 

◯防止設備－対象（代替対象 DB 設備有り）－屋外 

地震に対して，原子炉建屋，中央制御室，緊急時対策所に保

管するか，地震による周辺構造物及び周辺タンクの損壊，周

辺斜面の崩壊，敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込み

による不等沈下，地盤支持力不足，地下埋設構造物の損壊，

淡水貯水池の堰及び送水配管の損傷等の影響により，必要な

機能を喪失しない場所に複数に分散して配置する。 

風（台風），竜巻，低温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の

影響，森林火災，生物学的事象，近隣工場等の火災・爆発，

有毒ガス，船舶の障害，電磁的障害に対して，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置するか，設計基

準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と位置的分散を

図り，防火帯内側の屋外に保管する。 

故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，原

子炉建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の保管場

所に分散して保管することで，設計基準事故対処設備又は常

設重大事故防止設備と同時にその機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の保管場所

は，常設代替交流電源設備から 100m 以上離隔する設計とす

る。 

共通要因の考慮対

象設備なし 
対象外 

－ 

（環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポ

ート系の故障に対して，修復性等を考慮し，可能な限り頑健

性をもたせた設計とする。） 

緩
和
設
備
・ 

防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備 

同一機能の設備あ

り又は代替対象 DB

設備あり 
Ｂ 

◯緩和設備，防止・緩和以外－対象（同一目的の SA 設備，代

替対象 DB 設備有り） 

環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポー

ト系の故障に対して，設計基準事故対処設備等又は同一目的

の重大事故対処設備と可能な限りの多様性，位置的分散を図

った設計とする。 

同一機能の設備な

し又は代替対象 DB

設備なし 対象外 

－ 

（環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポ

ート系の故障に対して，修復性等を考慮し，可能な限り頑健

性をもたせた設計とする。） 

②サポート系 サポート系

あり 

異なる 

駆動源， 

冷却源 Ｃａ 

◯対象（サポート系有り）－異なる駆動源又は冷却源 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常

設重大事故防止設備と可能な限り異なる駆動源，冷却源を用

いる設計とする。また，水源についても可能な限り異なる水

源を用いる設計とする。 

系統図 別の手段 

Ｃｂ 

◯対象（サポート系有り）－別の手段 

可搬型重大事故防止設備は，駆動源，冷却源が同じ場合は別

の手段が可能な設計とする。また，水源についても可能な限

り異なる水源を用いる設計とする。 

サポート系

なし 

 
対象外 － 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-3 重大事故等対処設備の環境条件について 

 

 



重大事故等対処設備の環境条件について 

 

重大事故等対処設備については，保管時・機能要求時に適切な設計条件を与える必要がある。 

保管時については，重大事故等対処設備は，環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポ

ート系の故障に対して，可能な限りの多様性，独立性を確保した設計とする。また，多様性を確保できな

い場合は，修復性等を考慮し，可能な限り頑健性をもたせた設計とする。 

重大事故等対処設備の機能要求時の環境条件については，自然現象を考慮に入れた適切な規模を想定

する必要がある。重大事故等については，設計基準では発生しないとしているため，発生要因は特定せず

にランダムで発生している状況を考慮する。その際に考慮すべき自然現象については，基本的に第六条

（その他自然現象）での設計基準の考え方に基づいて設定する。以下に検討の考え方を示す。 

・検討対象は，第六条で考慮している 42 事象に地震・津波を加えた 44 事象とし，第六条と同様に以

下に示す評価基準を適用する。 

基準 A：プラントに影響を与えるほど接近した場所で発生しない。 

基準 B：ハザードの進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・検知し，ハザードを排除できる。 

基準 C：プラント設計上，考慮された事象と比べて，設備等への影響度が同等もしくはそれ以下，

または，プラントの安全性が損なわれることがない。 

基準 D：影響が他の事象に包絡される。 

・想定する規模としては，重大事故等がランダムに発生した際の環境条件であることから，日常的な規

模からある程度の保守性を持った値を設定するべきと考えられる。また，重大事故等が収束するまで

の短期荷重について想定する。具体的な規模としては，年最大値の平均を参照するものとする。また

参考として，第六条での自然現象/人為事象の重畳検討において設計基準規模の主事象に対して重畳

する副事象として年超過確率 10-2 の規模を想定していることから，設計基準よりも低頻度と考えら

れる重大事故等に対する環境条件としては年超過確率 10-1 の規模についても参照し，2 つのうち厳

しい値を保守的に採用するものとする（表 1参照）。 

 

表 1 環境条件で想定する規模 

 事象① 事象② 

第六条（その他

自然現象） 

重畳の考え方 

設計基準の自然現象 

（主事象） 

年超過確率 10-2に相当する規模 

（副事象） 

第四十三条 

環境条件 

重大事故等 

（設計基準より低頻度） 

年最大値の平均値または年超過

確率 10-1 に相当する規模のうち

の厳しい値を採用 

 

以上の考え方に基づき，環境条件として設定する自然現象の選定及び規模について検討した結果を表

2 に示す。環境条件と設定する自然現象としては降水，積雪，風（台風含む），低温（凍結）が選定され

た。 

高頻度 

（規模小） 

低頻度 

（規模大） 
事象①×事象②で

同程度の頻度を考

慮する。 
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象

*
1

評
価
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準

*
2

重
大

事
故

等
に

お
け

る
環

境
条

件
と

し
て

の
特

記
事

項
環

境
条

件
設

定
値

1
地

震
－

第
三

十
九

条
に

お
け

る
評

価
に

包
絡

。
－

2
津

波
C

年
超

過
確

率
1
0
-
1
の

規
模

の
津

波
が

発
生

し
た

と
し

て
も

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。
－

3
降

水
－

環
境

条
件

と
し

て
適

切
な

規
模

を
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。

以
下

の
値

か
ら

評
価

対
象

に
応

じ
て

影
響

時
間

等
を

考
慮

し
て

設
定

＜
1
時

間
降

水
量

＞
1
0
-
1
/
y
値

：
4
3
.
0
m
m
（

年
最

大
値

平
均

：
2
8
.
9
m
m
）

＜
1
日

降
水

量
＞

1
0
-
1
/
y
値

：
1
3
1
.
4
m
m
（

年
最

大
値

平
均

：
8
9
.
4
m
m
）

4
積

雪
－

環
境

条
件

と
し

て
適

切
な

規
模

を
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。

以
下

の
値

か
ら

評
価

対
象

に
応

じ
て

除
雪

等
を

考
慮

し
て

設
定

＜
1
日

積
雪

量
＞

1
0
-
1
/
y
値

：
5
8
.
0
c
m
（

年
最

大
値

平
均

：
3
9
.
3
c
m
）

＜
平

均
積

雪
深

＞
3
1
.
1
c
m

5
雪

崩
A

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
・

使
用

場
所

の
近

傍
に

雪
崩

が
発

生
し

や
す

い
場

所
は

な
い

。
－

6
ひ

ょ
う

，
あ

ら
れ

D
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

7
氷

嵐
，

雨
氷

，
み

ぞ
れ

D
雨

氷
や

み
ぞ

れ
に

対
す

る
堆

積
（

ま
た

は
着

氷
）

荷
重

の
影

響
に

つ
い

て
は

軽
微

で
あ

り
，

仮
に

堆
積

し
て

も
火

山
や

積
雪

に
包

絡
さ

れ
る

，
給

気
閉

塞
の

影
響

に
つ

い
て

は
積

雪
に

包
絡

さ
れ

る
と

判
断

。
－

8
氷

晶
D

荷
重

の
影

響
に

つ
い

て
は

軽
微

で
あ

り
，

仮
に

堆
積

し
て

も
火

山
や

積
雪

に
包

絡
さ

れ
る

，
給

気
閉

塞
の

影
響

に
つ

い
て

は
積

雪
に

包
絡

さ
れ

る
と

判
断

。
－

9
霜

，
霜

柱
C

－
(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

1
0

結
氷

板
，

流
氷

，
氷

壁
A

－
(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

1
1

風
（

台
風

含
む

）
－

環
境

条
件

と
し

て
適

切
な

規
模

を
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。
以

下
の

値
か

ら
評

価
対

象
に

応
じ

て
影

響
時

間
等

を
考

慮
し

て
設

定

＜
最

大
風

速
＞

1
0
-
1
/
y
値

：
2
2
.
2
m
/
s
（

年
最

大
値

平
均

：
1
8
.
2
m
/
s
）

1
2

竜
巻

C
年

超
過

確
率

1
0
-
1
程

度
の

規
模

の
竜

巻
の

規
模

を
想

定
し

た
場

合
，

F
0
下

限
値

（
1
7
m
/
s
）

以
下

で
あ

り
対

象
設

備
に

対
し

て
有

意
な

影
響

を
与

え
る

規
模

で
は

な
く

，
風

（
台

風
含

む
）

の
影

響
以

下
と

な
る

こ
と

か
ら

，
環

境
条

件
の

対
象

外
と

す
る

。
－

1
3

砂
嵐

A
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

1
4

霧
，

靄
C

－
(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

1
5

高
温

B
年

超
過

確
率

1
0
-
1
程

度
の

規
模

の
高

温
を

想
定

し
た

場
合

，
4
0
℃

以
下

で
あ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
対

し
て

有
意

な
影

響
を

与
え

る
規

模
で

は
な

い
こ

と
か

ら
，

環
境

条
件

の
対

象
外

と
す

る
。

－

1
6

低
温

（
凍

結
）

－
環

境
条

件
と

し
て

適
切

な
規

模
を
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慮
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る
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要
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。
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ら
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象
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影
響
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を
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し
て
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定

1
0
-
1
/
y
値

：
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1
0
.
3
℃

（
年

最
大

値
平

均
：

-
6
.
9
℃

）
×

2
4
時

間

1
7

高
温

水
（

海
水

温
高

）
B

代
替

熱
交

換
器

が
海

水
を

利
用

し
て

い
る

が
，

高
温

水
に

よ
る

損
傷
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し

な
い

。
－

1
8

低
温

水
（

海
水

温
低

）
C

代
替

熱
交

換
器

が
海

水
を

利
用

し
て

い
る

が
，

低
温

水
に

よ
る

損
傷
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し
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い

。
－

1
9

極
限
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圧
力

（
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圧
高

/
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圧
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）
D

－
(
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六
条
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現
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0

落
雷

C

屋
内

設
備
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つ

い
て

は
，

設
計

基
準

設
備

の
建

屋
に

防
護
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れ

る
。

屋
外

設
備

に
つ

い
て

は
機

能
要

求
時

に
，

周
囲

に
避

雷
効

果
が

期
待

で
き

る
，

よ
り

高
さ

を
持

つ
設

備
が

存
在

す
る

，
ま

た
は

落
雷

の
影

響
が

及
ぶ

高
さ

の
設

備
は

な
い

こ
と

等
か

ら
対

象
外

と
す

る
。

－

表
２

　
重

大
事

故
等

に
お

け
る

環
境

条
件

　
自

然
現

象
の

抽
出
及
び
規
模
の
設
定
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環

境
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1
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潮

D
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(
第
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条

そ
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他
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現

象
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基
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2
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波
浪

D
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(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と
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様

)
－

2
3

風
津

波
D

－
(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と
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て

の
整

理
と
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様

)
－

2
4

洪
水

A
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

2
5

池
・

河
川

の
水

位
低

下
A

－
(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

2
6

河
川

の
迂

回
A

－
(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

2
7

干
ば

つ
A

－
(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

2
8

火
山

C
柏

崎
刈

羽
原

子
力

発
電

所
で

の
火

山
に

よ
る

降
灰

は
1
0
年

に
1
回

程
度

の
発

生
は

考
え

に
く

い
こ

と
か

ら
，

環
境

条
件

の
対

象
外

と
す

る
。

－

2
9

地
滑

り
C

豪
雨

や
地

下
水

の
浸

透
，

地
震

に
伴

い
地

滑
り

や
土

砂
崩

れ
が

起
こ

る
可

能
性

が
あ

る
が

，
周

辺
斜

面
と

重
大

事
故

等
対

処
施

設
や

原
子

炉
施

設
は

十
分

な
離

隔
距

離
を

有
し

て
お

り
影

響
は

な
い

。
－

3
0

海
水

中
の

地
滑

り
C

N
o
.
2
津

波
と

同
様

，
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
。

－

3
1

地
面

隆
起

（
相

対
的

な
水

位
低

下
）

D
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

3
2

土
地

の
浸

食
，

カ
ル

ス
ト

B
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

3
3

土
の

伸
縮

C
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

3
4

海
岸

浸
食

B
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

3
5

地
下

水
（

多
量

/
枯

渇
）

D
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

3
6

地
下

水
に

よ
る

浸
食

C
－

(
第

六
条

そ
の

他
自

然
現

象
で

の
設

計
基

準
と

し
て

の
整

理
と

同
様

)
－

3
7

森
林

火
災

C
設

計
基

準
規

模
の

森
林

火
災

を
想

定
し

た
場

合
で

も
防

火
帯

が
あ

る
こ

と
か

ら
設

備
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

た
め

，
環

境
条

件
の

対
象

外
と

す
る

。
－

3
8

生
物

学
的

事
象

C

ク
ラ

ゲ
等

の
海

生
生

物
に

よ
る

取
水

性
能

へ
の

影
響

に
つ

い
て

は
，

第
六

条
と

同
様

に
カ

ー
テ

ン
ウ

ォ
ー

ル
等

に
よ

る
影

響
防

止
が

有
効

で
あ

り
，

ま
た

取
水

箇
所

に
つ

い
て

も
柔

軟
な

対
応

が
可

能
で

あ
る

。
ネ

ズ
ミ

等
の

小
動

物
の

侵
入

に
対

し
て

は
，

屋
外

設
備

は
貫

通
部

閉
止

対
策

、
屋

内
設

備
は

浸
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共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数について 
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1. 可搬型重大事故等対処設備の保有数の分類について 
可搬型重大事故等対処設備の配備数は，「2n＋α」，「n＋α」，「n」設備に分類し，そ

れらを屋外設備であれば荒浜側及び大湊側高台保管場所に，屋内設備であれば建屋内

の複数箇所に，分散配置することにより多重化，多様化を図る設計とする。 

 

(1)「2n＋α」の可搬型重大事故等対処設備 

  原子炉建屋外から水・電力を供給する可搬型代替交流電源設備（電源車）・可

搬型代替注水ポンプ（消防車）・代替原子炉補機冷却系については，必要となる

容量を有する設備を 1 基あたり 2 セット及び予備を保有し，荒浜側及び大湊側

高台保管場所にそれぞれ分散配置する。 

ただし，代替原子炉補機冷却系の予備は，その機能等を踏まえ，格納容器ベン

ト（格納容器圧力逃がし装置）とする。 

 

(2)「n＋α」の可搬型重大事故等対処設備 

  負荷に直接接続する，高圧窒素ガスボンベ・逃がし安全弁用可搬型蓄電池につ

いては，必要となる容量を有する設備を 1 基あたり 1 セット及び予備を保有し，

原子炉建屋内にそれぞれ分散配置する。 

 

(3)「n」の可搬型重大事故等対処設備 

  上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量を有する設備を 1 基

あたり 1 セットに加え，プラントの安全性向上の観点から，設備の信頼度等を考

慮し，予備を確保する。 

また，「ｎ」の屋外保管設備についても，共通要因による機能喪失を考慮し，

荒浜側及び大湊側高台保管場所に分散配置する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 可搬型重大事故等対処設備の分類 
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（予備は格納容器圧力逃がし装置） 

高圧窒素ガスボンベ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 
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2. 可搬型重大事故等対処設備の必要数の考え方について 

1 基あたりの必要となる容量は，設置許可基準規則解釈 43 条 5(c)において「当該

原子炉において想定する重大事故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止

等のために有効に必要な機能を果たすことができる容量」と示されている。ここで

「想定する重大事故等」とは，同解釈 43 条 1 において「第３７条において想定する

事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想定する格納容器破損モー

ド、使用済燃料貯蔵槽内における想定事故及び想定する運転停止中事故シーケンス

グループ」と示されていることから，重大事故等対策の有効性評価において想定し

ているプラント状態を考慮して必要となる容量を算出する必要がある。 

 

一方，可搬型重大事故等対処設備は，その特性上，重大事故等発生後早期に使用す

ることはできないため，重大事故等に対する初期対応は常設設備によって行うこと

となる。従って，可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等発生から一定時間経過後

に常設設備に加えて使用する場合，もしくは更なる安全性向上のために常設設備の

バックアップとして待機する場合に期待することとなる。この特性も勘案して必要

となる容量を算出する必要がある。 

 

また，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）においては，可搬型重大事

故等対処設備の設置を必須のものとして要求する条文と，必須ではないが当該設備

の機能に期待することのできる設備の設置を要求する条文が存在する。この要求の

相違も踏まえて必要となる容量を算出する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 可搬型重大事故等対処設備の必要数算出における考慮事項 

 

これらの点に着目して必要となる容量を算出した結果を以下に示す。 

  

有効性評価に

おけるプラン

ト状態 

可搬型設備の

特性（即応性

無し） 

設置許可基準

規則における

要求の相違 
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 (1) 可搬型代替交流電源設備（電源車） 

 

可搬型代替交流電源設備（電源車）については，原子炉建屋の外側から電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び影響緩和の観点から故

障時の影響が大きい重要な設備であることから，1.(1)に示す「2n＋α」の対象施設と

考える。本設備の台数を表 6(1)に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う交流電源の代替機能を要求す

るのは，外部電源ならびに非常用ディーゼル発電機による給電に失敗している状態，

もしくは建屋外の電動設備に給電する必要のある状態である。 

前者の状態に対しては，早期の電源復旧が必須であることから，常設代替交流電源

設備による給電によって対応する。従って，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）等への電源供給については，常設代替交流電源設備を期待し，本設備に期待する

のは更なる安全性向上のためにバックアップとして待機する場合である。 

後者の状態に対しては，可搬型代替交流電源設備（電源車）による給電を待つこと

が可能である。従って，代替原子炉補機冷却系への電源供給については，本設備を期

待する。このとき，1 基あたり 2 台が必要となる。 

なお，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等への電源供給と代替原子炉補

機冷却系への電源供給を同時に行う状態として，格納容器過圧・過温破損シナリオに

おける代替循環冷却の実施がある。このシナリオは初期対応における常設代替交流

電源設備からの給電に成功して初めて成立するものであるため，前述の通り，低圧代

替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等への電源供給は常設代替交流電源設備からの

給電とし，代替原子炉補機冷却系への電源供給は可搬型代替交流電源設備（電源車）

によって実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 重大事故等対策の有効性評価における給電対象 
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発電機給電の代替】 

常設代替交流電源設備 
 

代替原子炉補機冷却系 

 

【建屋外の電動設備への給電】 

 

可搬型代替交流電源設備 
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一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，代替電源設備を

要求しているのは表 1 に示す 14 条文である。 

 

表 1 代替電源設備を要求している条文 

条文 要求事項 

45 条 可搬型代替直流電源設備（可搬型代替交流電源設備（電源車）及

び原子炉建屋内 AM 用直流 125V 充電器等にて構成される設備） 

46 条 可搬型代替直流電源設備（同 45 条） 

47 条 設計基準事故対処設備と独立した電源（常設または可搬型） 

48 条 設計基準事故対処設備と独立した電源（常設または可搬型） 

49 条 設計基準事故対処設備と独立した電源（常設または可搬型） 

51 条 代替電源設備（常設または可搬型） 

52 条 計測設備の代替電源設備（常設または可搬型） 

53 条 計測設備の代替電源設備（常設または可搬型） 

54 条 計測設備の代替電源設備（常設または可搬型） 

57 条 可搬型代替交流電源設備，可搬型代替直流電源設備（同 45 条） 

59 条 代替交流電源設備（常設または可搬型） 

60 条 代替交流電源設備（常設または可搬型） 

61 条 代替交流電源設備（常設または可搬型） 

62 条 通信連絡設備の代替電源設備（常設または可搬型） 

 

このうち，可搬型代替交流電源設備を必須のものとして要求している条文は 45 条，

46 条，57 条である。なお，45 条における要求は，人力による原子炉隔離時冷却系等

の起動及び十分な期間の運転継続が容易に行えることから６号及び７号炉について

は除外されるが，ここでは容量算定の観点から，当該要求も加味する。 

45 条及び 57 条の可搬型代替直流電源設備に期待する場合は，高圧代替注水系によ

る原子炉注水を継続しつつ，各種計測設備による状態監視を続けている状態である。 

一方，46 条の可搬型代替直流電源設備に期待する場合は，減圧操作を行う場合で

あり，同時に 57 条の可搬型代替交流電源設備等に期待して低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水を行いつつ，各種計測設備による状態監視を続けている状態である。 

これらは同時に発生することなく，いずれも 1 基あたり 2 台以下の可搬型代替交

流電源設備（電源車）にて実施可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 条文毎の給電対象 

 

・高圧代替注水系 

 

・計測設備 

45 条，57 条（直流） 
 

・逃がし安全弁（減圧） 

・低圧代替注水系（常設） 

・計測設備 

46 条，57 条（交流） 
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以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 2 台となる。上述の通り，本設備は「2n＋α」の対象施設となるこ

とから，2 セットを準備することが必要であるため，1 基あたり 2 台×2 セット＝4 台

が必要となる。従って，６号及び７号炉合計で 8 台が必要数となる。 

 

 

(2) 可搬型代替注水ポンプ（消防車） 

 

可搬型代替注水ポンプ（消防車）については，原子炉建屋の外側から水を供給する

可搬型重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び影響緩和の観点から故障時

の影響が大きい重要な設備であることから，1.(1)に示す「2n＋α」の対象施設と考え

る。本設備の台数を表 6(1)に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，注水・

スプレイ機能を有する設計基準対象施設が機能喪失している状態，水源を補給する

必要のある状態，もしくは各種重大事故等対処設備に給水する必要のある状態であ

る。 

炉心への注水・格納容器へのスプレイ機能を有する設計基準対象施設が機能喪失し

ている状態に対しては早期の機能回復が必須であることから，低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）等の常設設備による注水・スプレイによって対応する。従っ

て，本設備に期待するのは更なる安全性向上のためにバックアップとして待機する

場合である。 

使用済燃料プールへの注水機能を有する設計基準対象施設が機能喪失している状

態に対しては，使用済燃料プールに貯蔵しうる燃料の崩壊熱と使用済燃料プール内

の水量との関係から，可搬型代替注水ポンプ（消防車）による給水を待つことが可能

である。従って，使用済燃料プールへの注水については，本設備を期待する。このと

き，間欠使用による対応も可能ではあるが，1 基あたり 1 台が必要となる。 

水源を補給する必要のある状態に対しては，設計基準対象施設である復水貯蔵槽が

有する水量と各シナリオにおける水の使用量との関係から，可搬型代替注水ポンプ

（消防車）による給水を待つことが可能である。従って，復水貯蔵槽への水源補給に

ついては，本設備を期待する。このとき，一時中断も可能ではあるが，1 基あたり 3

台が必要となる。 

各種重大事故等対処設備に給水する必要のある状態に対しては，早期の対応が必要

となる設備がないことから，可搬型代替注水ポンプ（消防車）による給水を待つこと

が可能である。従って，格納容器圧力逃がし装置への給水・格納容器頂部への注水・

格納容器下部への注水については，本設備を期待する。このとき，間欠使用による対

応も可能ではあるが，1 基あたり 1 台（格納容器圧力逃がし装置への給水・格納容器

頂部への注水）または 3 台（格納容器下部への注水）が必要となる。 
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図 5 重大事故等対策の有効性評価における給水対象 

 

これらの可搬型代替注水ポンプによる給水は同時に実施する可能性もあるが，いず

れも間欠使用による対応が可能なものであり，復水貯蔵槽に十分な淡水が貯蔵でき

た段階で淡水補給を一時中断することで対応可能である。水使用の観点から厳しい

シナリオとなる格納容器過圧・過温破損シナリオ（代替循環冷却を使用しない場合）

の復水貯蔵槽の水量変化を図 6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 復水貯蔵槽の水量変化 

 

 

炉心注水 

格納容器スプレイ 

常設設備 
 

使用済燃料プール注水 

（間欠可能） 

可搬型代替注水ポンプ 

 

復水貯蔵槽補給 

（一時中断可能） 

可搬型代替注水ポンプ 
 

格納容器圧力逃がし装置給水 

格納容器頂部注水 

格納容器下部注水 

（間欠可能） 

可搬型代替注水ポンプ 

水使用パターン 

①低圧代替注水系(常設)による原子炉注水 

  事象発生 70 分後から低圧代替注水系(常設)により注水する。 

  冠水後は，破断口～原子炉水位低(レベル 1)の範囲で注水する(約 90m3/h)。 

 ②代替格納容器スプレイ冷却系による代替格納容器スプレイ 

  原子炉水位が破断口～原子炉水位低(レベル 1)の範囲で，代替格納容器スプレイを実施(140m3/h)。 

 ③淡水貯水池から復水貯蔵槽への移送 

  12 時間後から，淡水貯水池の水を防火水槽へ移送する。 

  防火水槽からは可搬型代替注水ポンプ 3 台を用いて 130m3/h で復水貯蔵槽へ給水する。 
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また，復水貯蔵槽の水量の観点から厳しいシナリオとなる高圧溶融物放出／格納

容器雰囲気直接加熱（DCH），原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（FCI）

及び溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）シナリオにおける復水貯蔵槽の水量変

化を図 7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 復水貯蔵槽の水量変化 

 

これらの復水貯蔵槽への補給に対して，使用済燃料プールへの注水は，仮に原子炉

停止中の重大事故等対策の有効性評価の想定事故１または２が発生したとしても，

燃料有効長頂部まで水位が低下するまでの時間はいずれも 3 日以上であり，図 6 及

び図 7 右端より後の復水貯蔵槽水位回復後に対応可能である。かつ，7 日間合計でも

最大で約 3,300m3（45m3/h で注水した場合でも 3 日強で注水可能）と十分余裕のでき

る使用量である。 

格納容器圧力逃がし装置，格納容器頂部，格納容器下部への注水はいずれも間欠使

用による対応が可能なものであり，かつ，いずれも数 100m3程度と十分余裕のできる

使用量である。 

従って，前述の通り，復水貯蔵槽に十分な淡水が貯蔵できた段階で淡水補給を一時

中断することでいずれも対応可能である。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，代替注水等設備

を要求しているのは表 2 に示す 6 条文である。 

 

水使用パターン 

①格納容器下部注水 

  原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した時点で開始(約 90m3/h で 2 時間)。 

  原子炉圧力容器破損後は崩壊熱相当で注水。 

 ②代替格納容器スプレイ冷却系による代替格納容器スプレイ 

  原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した時点で開始（70m3/h）。 

  原子炉圧力容器破損以降，465kPa[gage]に到達以降は 130m3/h 以上で注水。 

 ③淡水貯水池から復水貯蔵槽への移送 

  12 時間後から，淡水貯水池の水を防火水槽へ移送する。 

  防火水槽からは可搬型代替注水ポンプ 3 台を用いて 130m3/h で復水貯蔵槽へ給水する。 
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格納容器スプレイ流量を130m3/hに切り替え
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補給が1.5時間遅れた場合
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表 2 代替注水等設備を要求している条文 

条文 要求事項 

47 条 可搬型低圧代替注水設備 

49 条 代替格納容器スプレイ冷却設備（常設または可搬型） 

50 条 格納容器圧力逃がし装置の給水設備（常設または可搬型） 

51 条 格納容器下部注水設備（常設または可搬型） 

54 条 使用済燃料プールへの可搬型代替注水設備，可搬型スプレイ設備 

56 条 水源からの移送設備（常設または可搬型） 

 

このうち，可搬型代替注水等設備を必須のものとして要求している条文は 47 条，54

条である。 

47 条の可搬型代替注水設備に期待する場合は，低圧代替注水系（常設）等の常設

設備による原子炉注水に失敗している状態であり，可搬型代替注水ポンプによる原

子炉注水を続けている状態である。重大事故等発生時点においては期待できないも

のであり，かつ初期の低圧代替注水系（常設）等の常設設備による原子炉注水に成功

しなければ燃料損傷防止・格納容器破損防止は成立しないことから，条文上要求され

ているものではあるが，更なる安全性向上のためのバックアップという位置付けと

なる。このための必要数は 1 基あたり 3 台である。 

一方，54 条の可搬型代替注水設備に期待する場合は，崩壊熱等によって徐々に減

少する使用済燃料プール水位を維持するために間欠使用による対応も可能な状態で

ある。このための必要数は 1 基あたり 1 台であり，前述の通り復水貯蔵槽への補給

等と同時に発生しても復水貯蔵槽への補給を一時中断することで対応可能である。 

54 条の可搬型スプレイ設備に期待する場合は，重大事故等対策の有効性評価の範

疇を超える使用済燃料プールの損傷が発生し，注水による水位維持が出来ず，スプレ

イによる可能な限りの影響緩和を行っている状態である。可搬型スプレイヘッダを

使用できる場合は当該設備を設置してスプレイを行うが，使用済燃料プールの損傷

の規模によっては可搬型スプレイヘッダの設置場所への据え付けが困難となるため，

そのような状態においては更なる信頼性向上策である常設スプレイヘッダを用いて

スプレイを行う。いずれの場合においても可搬型スプレイ設備の台数を増やすこと

で影響緩和の程度を拡大することも可能であるが，必要数としては 1 基あたり最低 2

台で影響緩和が可能である。このような状態は，2.に記載の「第３７条において想定

する（中略）使用済燃料貯蔵槽内における想定事故」には該当しないことから，前述

の通り，「想定する重大事故等」を超える状態であり，大規模損壊に繋がる状態の一

種となる。従って，必要数 1 セットに加えて設備の信頼度等を考慮した 1 基あたり 1

台の予備を確保することとし，「2n＋α」の対象施設としての必要数算出においては，

総数として包含されることを確認する。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 3 台となる。上述の通り，本設備は「2n＋α」の対象施設となるこ

とから，2 セットを準備することが必要であるため，1 基あたり 3 台×2 セット＝6 台
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が必要となる。この必要数は 54 条の可搬型スプレイ設備の必要数及び予備の 1 基あ

たり 3 台を総数として包含するものである。従って，６号及び７号炉合計で 12 台が

必要数となる。 

 

 

(3) 代替原子炉補機冷却系 

 

代替原子炉補機冷却系については，タービン建屋の外側に設置した接続口を通じて

原子炉建屋内の残留熱除去系熱交換器との間で淡水を循環させるとともに，取水し

た海水を使用して車載熱交換器によって除熱を行うための可搬型重大事故等対処設

備である。一方で，重大事故の防止及び影響緩和の観点からは，格納容器ベントの前

に使用する設備であり，仮に故障した場合には格納容器ベントによって除熱機能を

維持することが可能である。また，除熱設備という特徴から，注水や電源供給のため

の設備と異なり，初期対応においては不要であるため，現場状況等を考慮した対応が

可能である。従って，除熱設備全体として 1.(1)に示す「2n＋α」の対象施設が有す

る設備数と同等の数を持てばよいと考える。本設備の台数を表 6(2)に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，海水を

用いた除熱機能が喪失している状態である。前述の通り初期対応においては不要で

あり，一定時間経過後の除熱機能復旧の段階において，本設備に期待する。このとき， 

1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，海水ポンプ 2 台，移動式変圧器 1 台）が必

要となる。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，代替除熱設備を

要求しているのは表 3 に示す 2 条文である。 

 

表 3 代替除熱設備を要求している条文 

条文 要求事項 

48 条 炉心損傷前において，残留熱除去系が使用可能な場合，使用不可

能な場合の代替除熱設備（所内車載代替最終ヒートシンクシステ

ムなど） 

50 条 炉心損傷後において，格納容器の圧力及び温度を低下させるため

の代替除熱設備（格納容器圧力逃がし装置など） 

 

このうち，可搬型の代替除熱設備を必須のものとして要求している条文は 48 条であ

る。 

48 条の可搬型代替除熱設備に期待する場合は，海水を用いた除熱機能が喪失して

いる状態である。このための必要数は 1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，海

水ポンプ 2 台，移動式変圧器 1 台）である。ただし，上述の通り，一定時間経過後に

期待するものであり，常設代替除熱設備である格納容器ベント（格納容器圧力逃がし
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装置）を用いても条文の要求である最終ヒートシンクへの熱輸送を達成することは

可能である。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，海水ポンプ 2 台，移動式変圧器 1

台）となる。上述の通り，本設備は格納容器ベント（格納容器圧力逃がし装置）と相

まって「2n＋α」の対象施設が有する設備数と同等の数を持てばよいと整理し，予備

を格納容器圧力逃がし装置とすることで，本設備は 2 セット分を準備することが必

要となる。従って，６号及び７号炉合計で 4 式が必要数となる。 

 

 

(4) 高圧窒素ガスボンベ 

 

高圧窒素ガスボンベについては，負荷に直接接続する可搬型重大事故等対処設備で

あり，1.(2)に示す「n＋α」の対象施設と考える。本設備の台数を表 6(3)に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，減圧機

能を有する逃がし安全弁の作動機能が喪失している状態である。初期対応としてこ

のような状態になった場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不要である

が，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳した場合においては早期に機能回

復させ，減圧・低圧注水を行う必要がある。しかしながら，早期機能回復は困難であ

ることから，減圧機能の多重性・頑健性確保による機能喪失回避が必須である。従っ

て，減圧機能の維持において，本設備に期待する。このとき，1 基あたり 5 本が必要

となる。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，代替ボンベ等ガ

ス供給設備を要求しているのは表 4 に示す 2 条文である。 

 

表 4 代替ボンベ等ガス供給設備を要求している条文 

条文 要求事項 

45 条 弁操作用の可搬型代替直流電源設備または代替ボンベ設備 

46 条 減圧弁操作用の可搬型コンプレッサーまたは代替ボンベ設備 

 

このうち，可搬型の代替ボンベ等ガス供給設備を必須のものとして要求している条文

は 46 条である。 

46 条の可搬型代替ボンベ設備に期待する場合は，減圧用の逃がし安全弁操作用の

ガスが喪失している状態である。上述の通り，初期対応として期待する設備ではない

ことから，条文上要求されているものではあるが，更なる安全性向上のためのバック

アップという位置付けとなる。このための必要数は 1 基あたり 5 本である。 
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以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 5 本となる。上述の通り，本設備は「n＋α」の対象施設となるこ

とから，1 セットを準備することが必要であるため，６号及び７号炉それぞれで 5 本

ずつが必要数となる。 

 

 

(5) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池については，負荷に直接接続する可搬型重大事故等対

処設備であり，1.(2)に示す「n＋α」の対象施設と考える。本設備の台数を表 6(3)に

示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，減圧機

能を有する逃がし安全弁の作動機能が喪失している状態である。初期対応としてこ

のような状態になった場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不要である

が，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳した場合においては早期に機能回

復させ，減圧・低圧注水を行う必要がある。しかしながら，早期機能回復は困難であ

ることから，減圧機能の多重性・頑健性確保による機能喪失回避が必須である。従っ

て，減圧機能の維持において，本設備に期待する。このとき，1 基あたり 1 個が必要

となる。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，逃がし安全弁用

可搬型蓄電池を要求しているのは表 5 に示す 46 条のみである。 

 

表 5 逃がし安全弁用可搬型蓄電池を要求している条文 

条文 要求事項 

46 条 減圧弁操作用の可搬型代替直流電源設備 

 

46 条の逃がし安全弁用可搬型蓄電池に期待する場合は，減圧用の逃がし安全弁操

作用の直流電源が喪失している状態である。上述の通り，初期対応として期待する設

備ではないことから，条文上要求されているものではあるが，更なる安全性向上のた

めのバックアップという位置付けとなる。このための必要数は 1 基あたり 1 個であ

る。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 1 個となる。上述の通り，本設備は「n＋α」の対象施設となるこ

とから，1 セットを準備することが必要であるため，６号及び７号炉それぞれで 1 個

ずつが必要数となる。 
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3. 可搬型重大事故等対処設備の予備数の考え方について 

 

(1) 可搬型代替交流電源設備（電源車） 

 

可搬型代替交流電源設備（電源車）については，2.(1)の通り，必要となる容量は

1 基あたり 2 台であり，「2n＋α」の対象施設となることから，６号及び７号炉合計で

8 台が必要数となる。これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待機

除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運用することとしたうえで，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，６号

及び７号炉合計で 1 台を確保する。 

以上から，合計で 9 台保有する。 

 

なお，常設重大事故等対処設備である３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車が

設計竜巻（風速 92m/s）によって損傷した場合の電源復旧に使用する可搬型代替交流

電源設備（電源車）は，上記 9 台の中から転用する。 

これは，設計竜巻襲来によって重大事故等が発生することはないこと，また，重大

事故等と同時に発生しうると想定する竜巻（年超過確率 10-1 程度）の規模は風速

17m/s 以下であり３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車に対して有意な影響を

与える規模ではないことから，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車の竜巻に

よる損傷と重大事故等への対応としての可搬型代替交流電源設備（電源車）の使用は

同時に発生しないためである。 

 

 

(2) 可搬型代替注水ポンプ（消防車） 

 

可搬型代替注水ポンプ（消防車）については，2.(2)の通り，必要となる容量は 1

基あたり 3 台であり，「2n＋α」の対象施設となることから，６号及び７号炉合計で

12 台が必要数となる。これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運用することとしたうえで，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，６号

及び７号炉合計で 1 台を確保する。 

以上から，合計で 13 台保有する。 

 

 

(3) 代替原子炉補機冷却系 

 

代替原子炉補機冷却系については，2.(3)の通り，必要となる容量は 1 基あたり 1

式（熱交換器ユニット 1 式，海水ポンプ 2 台，移動式変圧器 1 台）であり，格納容器
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ベント（格納容器圧力逃がし装置）と相まって「2n＋α」の対象施設が有する設備数

と同等の数を持つことから，本設備としては 2セット分を準備することとしており，

６号及び７号炉合計で 4 式が必要数となる。これに加えて，故障時のバックアップ

及び保守点検による待機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

本設備の故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップと

しては，2.(3)の通り，格納容器ベント（格納容器圧力逃がし装置）が該当するもの

と整理しており，1 基あたり 1 式を確保する。 

以上から，代替原子炉補機冷却系は合計で 4 式保有し，予備として格納容器ベン

ト（格納容器圧力逃がし装置）を合計で 2 式配備する。 

 

(4) 高圧窒素ガスボンベ 

 

高圧窒素ガスボンベについては，2.(4)の通り，必要となる容量は 1 基あたり 5 本

であり，「n＋α」の対象施設となることから，1 セットを準備することが要求となる

ため，６号及び７号炉でそれぞれ 5 本ずつが必要数となる。 

この 5 本ずつに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，高い信頼度を有する設備である。一方で，本設備は各原子炉建屋内に配

置することから，バックアップについても建屋毎に配置することが適切である。従っ

て，1 基あたり最大で 5 本同時に保守点検を実施する運用としたうえで，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，1 基あたり 5 本

以上を確保する。 

以上から，合計で 1 基あたり 10 本以上を確保することとし，余裕を見て 1 基あた

り 25 本保有する。 

 

(5) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池については，2.(5)の通り，必要となる容量は 1 基あ

たり 1 個であり，「n＋α」の対象施設となることから，1 セットを準備することが要

求となるため，６号及び７号炉でそれぞれ 1 個ずつが必要数となる。 

この 1 個ずつに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運用することとしたうえで，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，６号

及び７号炉合計で 1 台を確保する。 

以上から，合計で 3 個保有する。 
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4. その他の可搬型重大事故等対処設備の台数について 

 

その他の設備については，原子炉建屋の外側から水・電力を供給するものではなく，

かつ負荷に直接接続する可搬型直流電源設備でもないことから，1.(3)に示す「n」の

対象施設と考える。本設備の台数及び必要となる容量を表 6(4)に示す。 

本設備は「n」の対象施設となることから，設置許可基準規則 43 条 3 項 1 号に定め

られる「十分に余裕のある容量を有する」ための予備台数を確保する。 

また，がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった場合に備えて配備し

ているホイールローダの配備数を表 7 に示す。 
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表 6 主要可搬型設備 

(1)「２ｎ＋α」の可搬型設備 

設備名 配備数 必要数 予備 
保管場所 

備考 
荒浜側 大湊側 

可搬型代替交流電源設備 

（電源車） 

【６号及び７号炉共用】 

9 台 
4 台 

（2n=8） 
1 台 4 台 5 台 

・ 必要数（1 基あたり

2 台）の 2 セット，

2 基で合計 8 台 

・ 故障時バックアッ

プ及び保守点検待

機除外時バックア

ップ 1 台（共用） 

 ケーブル（一式：40ｍ） 9 式 
4 式 

（2n=8） 
1 式 4 式 5 式 

可搬型代替注水ポンプ 

（消防車） 

【６号及び７号炉共用】 

13 台 
6 台 

（2n=12） 
1 台 6 台 7 台 

・ 必要数（1 基あたり

3 台）の 2 セット，

2 基で合計 12 台 

・ 故障時バックアッ

プ及び保守点検待

機除外時バックア

ップ 1 台（共用） 

 
ホース（一式：75A 840ｍ） 13 式 

6 式 

（2n=12） 
1 式 6 式 7 式 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

 

(2)当該機能全体で「２ｎ＋α」を確保する可搬型設備 

設備名 配備数 必要数 予備 
保管場所 

備考 
荒浜側 大湊側 

代替原子炉補機冷却系 

・熱交換器ユニット：1 式 

・海水ポンプ：2 台 

・移動式変圧器：1 台 

【６号及び７号炉共用】 

4 式 4 式 0 式 2 式 2 式 

・ 必要数（1 基あたり 1

式）の 2 セット，2 基

で合計 4 式 

・ 故障時バックアップ

及び保守点検待機除

外時バックアップは

格納容器圧力逃がし

装置（1基あたり 1式）

（代替除熱設備）にて

確保 

 

ホース（一式：約 400ｍ、 

口径 300A） 
4 式 4 式 0 式 2 式 2 式 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

 

(3)「ｎ＋α」の可搬型設備 

設備名 配備数 必要数 予備 保管場所 備考 

６号炉 

高圧窒素ガスボンベ 
25 本 5 本 

20 本 

（5 本以

上） 

6 号炉原子炉建屋 ・ 必要数 5 本（1 基あた

り） 

・ 故障時バックアップ

及び保守点検待機除

外時バックアップ 5本

以上（1 基あたり） 

余裕を見て 20 本配備

（1 基あたり） 

 

25 本 

（10 本・10 本・

5 本で分散） 

７号炉 

高圧窒素ガスボンベ 
25 本 5 本 

20 本 

（5 本以

上） 

7 号炉原子炉建屋 

25 本 

（10 本・10 本・

5 本で分散） 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 
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設備名 配備数 必要数 予備 保管場所 備考 

６号炉 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

3 個 

1 個 

1 個 

6 号炉原子炉建屋 ・ 必要数 1 個（1 基あた

り） 

・ 故障時バックアップ及

び保守点検待機除外時

バックアップ 1 個（共

用） 

 

1 個 

７号炉 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 
1 個 

7 号炉原子炉建屋 

2 個 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 
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(4)「ｎ」の可搬型設備 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

設備名 配備数 必要数 予備 
保管場所 

備考（必要数ｎの補足） 
荒浜側 大湊側 

可搬型代替注水ポンプ 

（A-1 級消防車） 

【６号及び７号炉共用】 

2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 
１台でスプレイが必要な

大規模な損壊が発生して

いる１プラントの使用済

燃料プールのスプレイ冷

却が可能。 

 

ホース（一式：720ｍ） 

・65A：560ｍ 

・75A：160ｍ 

2 式 1 式 1 式 1 式 1 式 

６号炉可搬型窒素供給装置 

（格納容器圧力逃がし装置用） 6 号及び 

7 号炉で 

3 台 

1 台 6 号及び 

7 号炉共

用 1 台 

1 台 

1 台 
号炉あたり１台で窒素供

給が可能。 ７号炉可搬型窒素供給装置 

（格納容器圧力逃がし装置用） 
1 台 1 台 

海水取水ポンプ 

【６号及び７号炉共用】 
9 台 1 台 8 台 4 台 5 台 

1 台で６号及び７号炉の注

水等のための海水取水が

可能。 

なお，予備 8 台は６号炉及

び７号炉代替原子炉補機

冷却系全 4式として配備し

ている海水ポンプと兼用。 

取水口用汚濁防止膜（ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ） 

（１箇所あたり） 
約 200ｍ 約 80ｍ 約 120ｍ 

約 100

ｍ 

約 100

ｍ 

１箇所あたり 80ｍで汚濁

防止膜を設置可能。 

放水口用汚濁防止膜（ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ） 

【６号及び７号炉共用】 
約 320ｍ 約 140ｍ 約 180ｍ 

約 160

ｍ 

約 160

ｍ 

１箇所あたり 140ｍで汚濁

防止膜を設置可能。 

原子炉建屋放水設備 

【６号及び７号炉共用】 

・大容量送水車：1 台 

・放水砲：1 台 

・泡原液搬送車：1 台 

2 式 1 式 1 式 1 式 1 式 
申請プラント数の半数以

上の１式。 

ただし，泡原液搬送車は，

１台で１プラントの航空

機火災発生時に対応が可

能。 
ホース 

・送水側一式：950ｍ、口径 300A 

・吸込側一式： 80ｍ、口径 150A 

2 式 1 式 

送水側 

50m 1 本 

10m 1 本 

5m 1 本 

吸込側 

20m 1 本 

送水側 

50m 1 本 

10m 1 本 

5m 1 本 

吸込側 

20m 1 本 

1 式 

タンクローリー 

【発電所共用】 
5 台 4 台 1 台 3 台 2 台 

４台で６号及び７号炉が

運転中かつ１～５号炉が

停止中の場合の給油作業

を実施可能。 

小型船舶 

【発電所共用】 
2 隻 1 隻 1 隻 1 隻 1 隻 

１隻で海上モニタリング

を実施可能。 

可搬型モニタリングポスト 

【発電所共用】 
15 台 14 台 1 台 8 台 7 台 

モニタリングポストの陸

側代替測定用で 9 台，海側

測定用で 5 台の合計 14 台

で測定可能。コンテナ車内

に保管。 

可搬型気象観測装置 

【発電所共用】 
2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 

気象観測は 1 台で測定可

能。 

コンテナ車内に保管。 
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設備名 配備数 必要数 予備 備考 

淡水貯水池から防火水槽へ送水配管 

【６号及び７号炉共用】 

（口径 150A のホース） 

・第一送水配管：約 940ｍ 

・第二送水配管：約 690ｍ 

2 ライン 2 ライン 100ｍ 

第一送水配管は No.14，No.15

防火水槽の両方に淡水を供

給。 

荒浜側の送水配管が約 2100ｍ

あるため，緊急時には活用可

能。 

６号炉 

中央制御室 可搬型陽圧化空調機 

6 台 

2 台 

2 台 

（共用） 

６号及び７号炉合計４台で中

央制御室内を隣接区画＋20Pa

以上＋40Pa 未満の範囲内で陽

圧化することが可能。 
７号炉 

中央制御室 可搬型陽圧化空調機 
2 台 

※ 各設備の数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

 

表 7 アクセスルート確保のための可搬型設備 

設備名 配備数 
保管場所 

備考 
荒浜側高台 大湊側高台 

ホイールローダ 4 台 2 台 2 台 4 台中 3 台は予備として配備。 

※ 保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 
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原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況は以下のとおり。 

 

表 1 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況（6 号炉）（1/2） 

接続口（建屋壁面） 設置場所 使用用途 接続設備 接続方式 備考 

  

低圧代替注水系（可搬型） 

【47 条】 

原子炉格納容器下部注水（可搬

型）【51 条】 
可搬型代替注水ポンプ 

（A-2 級消防車） 

 

カプラー接続 

系統構成上，原

子炉注水と格納

容器下部注水は

同時使用可能 

  カプラー接続 

  

カプラー接続 

（原子炉建屋内北西

側接続口までホー

ス敷設） 

  

復水貯蔵槽への水の補給 

【56 条】 

カプラー接続 

－ 

  カプラー接続 

  

燃料プール代替注水系 

【54 条】 

可搬型代替注水ポンプ 

（A-1 級消防車） 

（A-2 級消防車） 

－ 

－ 

  

カプラー接続（可搬ス

プレイヘッダまでホ

ース敷設） 

  
カプラー接続（常設ス

プレイヘッダ配管接

続口へ接続） 

－ 
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表 1 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況（6 号炉）（2/2） 

接続口（建屋壁面） 設置場所 使用用途 接続設備 接続方式 備考 

  

代替原子炉補機冷却系 

【48 条】 

熱交換器ユニット 

フランジ接続 

－ 

  フランジ接続 

  
代替原子炉補機冷却系 

【48 条，50 条】 

 

フランジ接続 

  フランジ接続 

  

可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 

【57 条】 

電源車 

貫通口（建屋内で常設

ケーブルにスリップ

オン接続，さらに常設

ケーブルから動力変

圧器 6C にボルト接

続） 
交流電源負荷と

直流電源負荷へ

同時に給電可能 

  

貫通口（建屋内で可搬

ケーブルにボルト接

続，さらに可搬ケーブ

ルを布設し，動力変圧

器 6C又は AM用動力変

圧器にボルト接続） 
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表 2 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況（7 号炉）（1/2） 

接続口（建屋壁面） 場所 使用用途 接続設備 接続方式 備考 

  

低圧代替注水系（可搬型） 

【47 条】 

原子炉格納容器下部注水（可搬

型）【51 条】 

可搬型代替注水ポンプ 

（A-2 級消防車） 

 

カプラー接続 

系統構成上，原

子炉注水と格納

容器下部注水は

同時使用可能 

  カプラー接続 

  カプラー接続 

  
原子炉格納容器頂部注水系 

【53 条】 

カプラー接続 

－ 

  カプラー接続 

  
復水貯蔵槽への水の補給 

【56 条】 

カプラー接続 

－ 

  カプラー接続 

  

燃料プール代替注水系 

【54 条】 

可搬型代替注水ポンプ 

（A-1 級消防車） 

（A-2 級消防車） 

－ － 

  カプラー接続（可搬ス

プレイヘッダまでホ

ース敷設） 

  カプラー接続（常設ス

プレイヘッダ配管接

続口へ接続） 

－ 
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表 2 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況（7 号炉）（2/2） 

接続口（建屋壁面） 場所 使用用途 接続設備 接続方式 備考 

  
代替原子炉補機冷却系 

【48 条】 

熱交換器ユニット 

フランジ接続 

－   
代替原子炉補機冷却系 

【48 条，50 条】 

フランジ接続 

  フランジ接続 

  

可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 

【57 条】 

電源車 

貫通口（建屋内で常設

ケーブルにスリップ

オン接続，さらに常設

ケーブルから動力変

圧器 7C にボルト接

続） 
交流電源負荷と

直流電源負荷へ

同時に給電可能 

  

貫通口（建屋内で可搬

ケーブルにボルト接

続，さらに可搬ケーブ

ルを布設し，動力変圧

器 7C又は AM用動力変

圧器にボルト接続） 
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図 1 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口（6 号炉）  
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図 2 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口（7 号炉） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-6 重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針について 
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重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針について 

 

1. 概要 

重大事故等対処設備については，待機時・機能要求時に適切な設計条件を与え

る必要がある。重大事故等対処設備の待機時の外部事象に対する耐性を確保す

るにあたっては，共通要因故障（設置許可基準規則 第 43 条 2-三，第 43 条 3-

七），接続箇所（同第 43 条 3-二），保管場所（同 第 43 条 3-五），アクセスルー

ト（同 第 43 条 3-六）の各観点で，6条外部事象説明資料にて網羅的に収集した

事象に加え，重大事故等対処設備に特有の事象を考慮する。さらに各事象の発生

可能性や影響度等を踏まえ重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象を選定する。 

なお，機能要求時の外部事象は，環境条件において考慮する。 

 

2. 重大事故等対処設備に対し設計上考慮する事象 

重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等の設計に際し考慮する外部事象

は，6条での設計基準事故対処設備への検討を踏まえ抽出する。 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，網羅

的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，

国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考

慮する。 

また，発電所敷地又はその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）（以下，「外部人為事象」という）は，網羅的に抽出するために，発

電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等

に基づき事象を収集し，飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場

等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等の事象を考慮する。 

以上に加えて，重大事故等対処設備による対応が期待される，故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムを考慮する。 

 

3．重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象の選定 

「2.」に挙げた設計上考慮する事象のうち，重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象の選定を行う。 

6 条での検討と同様，発電所及びその周辺での発生の可能性，安全施設への影

響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，自然現象（地震及び津波を除く。）
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として風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，

生物学的事象，外部人為事象として火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・

爆発，航空機落下火災），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害を選定する。加え

て以下の事象を選定する。 

6 条において航空機落下確率が十分低いと評価した標的面積の範囲外に設置・

保管する重大事故等対処設備があることを踏まえ飛来物（航空機落下）について

選定する。 

また，重大事故等対処設備による対応が期待される，故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムについて，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として選定する。 

 

4.重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象に対する評価 

 6 条で選定した外部事象に加えて，新たに重大事故等対処設備に影響を与える

おそれがある事象として選定された 2事象に対する評価を以下に示す。 

 ① 飛来物（航空機落下） 

 設計基準事故対処設備は，航空機落下確率が十分低いことから，設計基準事

故対処設備と重大事故等対処設備が同時に機能喪失することはない。また，可

搬型設備については，可能な限り分散配置して保管する。 

 

 ② 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム 

 可搬型重大事故等対処設備は故意による大型航空機の衝突その他テロリズム

を考慮して，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮した上で，常設重大事故等対処設備に対して，同時に機能が失われ

ないよう，100m 以上の離隔を取った高所かつ防火帯の内側の場所に保管する。

また，可搬型設備については，可能な限り分散配置して保管する。 

 

4. 重大事故等対処設備の共通要因故障に対する防護方針 

設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計基準事故対処

設備であり，重大事故等対処設備ではないが，第四十三条の要求を踏まえ，

設計基準事象によって，設計基準事故対処設備の安全機能と重大事故等対処

設備が同時にその機能が損なわれることがないことを確認するとともに，重

大事故等対処設備の機能が喪失した場合においても，位置的分散又は頑健性

のある外殻となる建屋による防護に期待できるといった観点から，代替手段

により必要な機能を維持できることを確認する。 

重大事故等対処設備の機能維持は，以下の方針に従い評価を実施する。 

（１）重大事故等防止設備は，外部事象によって設計基準設備の安全機能と同
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時にその機能が損なわれるおそれのないこと 

（２）重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備は，代替設

備もしくは安全上支障のない期間内での復旧により機能維持可能である

こと 

（３）外部事象が発生した場合においても，重大事故等対処設備によりプラン

ト安全性に関する主要な機能（未臨界移行機能，燃料冷却機能，格納容器

除熱機能，使用済燃料プール注水機能）が維持できること（各外部事象に

より重大事故等対処設備と設計基準設備が同時に損なわれることはない

が，安全上支障のない期間内での復旧により機能維持可能であることを確

認する） 

外部事象による重大事故等対処施設への評価フローおよび，評価結果につ

いて，図 1，表 1に示す。  
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図 1 共通要因故障に対する評価フロー 

重大事故等対処設備 

 

評価完了 

（影響ないことを確認） 

代替もしくは安全

上支障のない期間

内での復旧により

機能維持可能であ

ることを確認 

N 

N 

N 

N 

Y 
Y 

Y 

Y 

各外部事象に対し 

機能維持可能 

防止でも緩和 

でもない設備 

N 

Y 

 
各外部事象に対し 

機能維持可能 

 

 
重大事故等対処設備での  

未臨界移行，燃料冷却，格納容器除熱，SFP 注水 

が可能※1 

 各外部事象に対し 

機能維持可能 

 

対応する DB 設備が 

同一の外部事象に対して 

機能維持可能 

代替もしくは安全

上支障のない期間

内での復旧により

機能維持可能であ

ることを確認 

緩和設備 

対策 

対策 

防止設備 

※1：各外部事象により重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備が同時に損なわれることはない

が，安全上支障ない期間内での復旧により機能維持可能であることを確認。 



評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

第37条（重大事故等の拡大の防止等） － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第38条（重大事故等対処施設の地盤) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第39条（地震による損傷の防止） － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第40条（津波による損傷の防止) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第41条（火災による損傷の防止) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第42条（特定重大事故等対処施設) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第43条（重大事故等対処設備)
防止でも緩和でも

ない設備
可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 分散配置 ○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 分散配置 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

（設計基準対象施
設）

R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（低圧代替
注水系（常設））

○
分散配置及び代替設
備（低圧代替注水系

（常設））
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（低圧代替注水系

（常設））
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

屋外R/B廻り ○
代替設備（低圧代替
注水系（常設））

○
分散配置及び代替設
備（低圧代替注水系

（常設））
○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし
低圧代替注水系（常設箇所）［原子炉圧力容器（注入先）、配管

等］

低圧代替注水系（可搬型）（常設箇所）〔消防車接続口、配管
等〕

低圧代替注水系（可搬型）〔消防車〕

火山 火災・爆発 有毒ガス低温(凍結） 落雷

第44条（緊急停止失敗時に発電用原子炉
を未臨界にするための設備)

第45条（原子炉冷却材圧力バウンダリ高
圧時に発電用原子炉を冷却するための設
備）

－

設備設置箇所重大事故等対処設備

－

分類

－

－

ほう酸水注入系

自然現象による影響

降水

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（１／５）

風（台風） 積雪竜巻設置許可基準

－

低圧代替注水系（常設）〔MUWCポンプ〕

代替自動減圧機能

→申請範囲外

原子炉隔離時冷却系

特定重大事故等対処施設

ホイールローダ

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能

代替制御棒挿入機能

第47条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低
圧時に発電用原子炉を冷却するための設
備）

高圧窒素ガスボンベ(供給系配管含む)

減圧制御［自動減圧系の起動阻止スイッチ］
第46条（原子炉冷却材圧力バウンダリを
減圧するための設備）

高圧代替注水系

電磁的障害

人為事象による影響

地滑り 生物学的事象 船舶の衝突

3

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応するDB設備が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理
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評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

防止設備・緩和設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（原子炉補

機冷却系）
○

分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 影響なし ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

屋外T/B廻り ○
代替設備（原子炉補

機冷却系）
○

分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○

斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B
T/B

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第49条（原子炉格納容器内の冷却等のた
めの設備）

防止設備・緩和設
備

Rw/B
R/B

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

フィルタ装置、よう素フィルタ、配管等

防止設備・緩和設
備

防止でも緩和でも
ない設備

屋内・屋外 ○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○
代替設備（耐圧強化
ベント，代替循環冷

却）
○ 影響なし ○ 影響なし ○

設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 建屋遮へいの範囲内 ○
斜面からの
離隔の確保

○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 影響なし ○
防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

フィルタベントライン計装［水素濃度計，放射線モニ
タ等］

防止設備・緩和設
備

防止でも緩和でも
ない設備

R/B，
屋外R/B廻り

○

建屋内（格納容器圧
力逃がし装置側水素
濃度計）及び代替設
備（耐圧強化ベント
用放射線検出器））

○

建屋内（格納容器圧
力逃がし装置側水素
濃度計）及び代替設
備（耐圧強化ベント
用放射線検出器））

○ 影響なし ○ 影響なし ○

建屋内（格納容器圧
力逃がし装置側水素
濃度計）及び代替設
備（耐圧強化ベント
用放射線検出器））

○

建屋内（格納容器圧
力逃がし装置側水素
濃度計）及び代替設
備（耐圧強化ベント
用放射線検出器））

○
斜面からの
離隔の確保

○

建屋内（格納容器圧
力逃がし装置側水素
濃度計）及び代替設
備（耐圧強化ベント
用放射線検出器））

○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

格納容器圧力逃がし装置スクラバ水ph制御設備（可搬
型）

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（耐圧強化
ベント，代替循環冷

却）
○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
代替設備（耐圧強化
ベント，代替循環冷

却）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

窒素供給装置（可搬型） 緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（耐圧強化
ベント，代替循環冷

却）
○

代替設備（耐圧強化
ベント，代替循環冷

却）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

フィルタ装置、よう素フィルタ、配管等

防止設備・緩和設
備

防止でも緩和でも
ない設備

屋内・屋外（地下設置） ○
影響なし(屋内・地

下)
○

影響なし(屋内・地
下)

○
影響なし(屋内・地

下)
○

影響なし(屋内・地
下)

○
影響なし(屋内・地

下)
○

影響なし(屋内・地
下)

○
影響なし(屋内・地

下)
○

影響なし(屋内・地
下)

○ 影響なし ○
影響なし(屋内・地

下)
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

代替フィルタベントライン計装［水素濃度計，放射線
モニタ等］

防止設備・緩和設
備

防止でも緩和でも
ない設備

屋内・屋外（地下設置） ○
影響なし(屋内・地

下)
○

影響なし(屋内・地
下)

○
影響なし(屋内・地

下)
○

影響なし(屋内・地
下)

○
影響なし(屋内・地

下)
○

影響なし(屋内・地
下)

○
影響なし(屋内・地

下)
○

影響なし(屋内・地
下)

○ 開口部閉止 ○
影響なし(屋内・地

下)
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

代替格納容器圧力逃がし装置薬液タンク 緩和設備 屋外（地下） ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

窒素供給装置（可搬型） 緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（耐圧強化
ベント，代替循環冷

却）
○

代替設備（耐圧強化
ベント，代替循環冷

却）
○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
代替設備（耐圧強化
ベント，代替循環冷

却）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

復水移送ポンプ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

代替Hx設備一式（可搬部）、配管等 － － － － － － － － － － － － － － － － ○ 影響なし － － － － － － － －

代替循環冷却用設備（常設） 緩和設備 R/B,T/B,Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

真空破壊弁（S/C→D/W） － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

緩和設備 Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 屋外 ○
代替設備（格納容器
下部注水系（常

設））
○

分散配置及び代替設
備（格納容器下部注
水系（常設））

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（格納容器下部注

水系（常設）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 屋外R/B廻り ○
代替設備（格納容器
下部注水系（常

設））
○

分散配置及び代替設
備（格納容器下部注
水系（常設））

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 影響なし ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備
R/B
Rw/B

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（２／５）

有毒ガス竜巻風（台風）設置許可基準 設備設置箇所 火災・爆発

→50条に記載（うち、防止設備）

→50条に記載（うち、防止設備）

重大事故等対処設備

代替原子炉補機冷却系（常設箇所）［原子炉補機冷却系配管、Hx
等］

真空破壊弁（S/C→D/W）

分類 低温(凍結） 落雷 火山

自然現象による影響

降水

代替格納容器圧力逃がし装置
［地下式フィルタベント］

第48条（最終ヒートシンクへ熱を輸送す
るための設備）

代替原子炉補機冷却系（可搬部）〔代替Hx設備一式〕

格納容器圧力逃がし装置
[フィルタベント]

代替格納容器スプレイ冷却系〔MUWC代替スプレイ〕

代替原子炉補機冷却系（常設箇所）〔代替Hx接続口、配管等〕

耐圧強化ベント系（W/W及びD/W）

代替格納
容器圧力
逃がし装

置

格納容器下部注水系（常設）

→48条に記載（うち、緩和設備）

→47,49条に記載（うち、緩和設備）

格納容器下部注水系（可搬型）（常設箇所）〔消防車接続口、配
管等〕

格納容器下部注水系（可搬型）〔消防車〕

格納容器下部注水系（常設箇所）
［復水補給水系配管等］

→49条に記載（うち、緩和設備）

→48条に記載（うち、緩和設備）

第50条（原子炉格納容器の過圧破損を防
止するための設備）

代替循環
冷却

格納容器
圧力逃が
し装置

格納容器下部注水系（常設箇所）
［原子炉格納容器（注入先）］

第51条（原子炉格納容器下部の溶融炉心
を冷却するための設備）

電磁的障害

人為事象による影響

積雪 地滑り 生物学的事象 船舶の衝突

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応するDB設備が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理
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評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○
外殻となる建屋が開
口する場合には同機

能は不要
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○
外殻となる建屋が開
口する場合には同機

能は不要
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○
外殻となる建屋が開
口する場合には同機

能は不要
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（燃料プー
ル代替注水系（常

設））
○

分散配置及び代替設
備（燃料プール代替
注水系（常設））

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

屋外R/B廻り ○
代替設備（燃料プー
ル代替注水系（常

設））
○

分散配置及び代替設
備（燃料プール代替
注水系（常設））

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（燃料プール代替
注水系（常設））

○
斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 影響なし ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○
分散配置及び代替設
備（FPC温度計）

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○
代替設備（FPC温度

計）
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止でも緩和でも
ない設備

R/B ○ 建屋内 ○
代替設備（FPC温度

計）
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○
影響なし（暖機運転

にて対応）
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 補修を実施 ○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響無し ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 補修を実施 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響無し ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備
屋外固体廃棄物処理建屋

廻り
○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 影響なし ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 補修を実施 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 補修を実施 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－（代替淡水源） 屋外(地下埋設) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－（代替淡水源） 淡水貯水池 ○ 影響なし ○
代替設備（復水貯蔵

槽）
○

影響なし（池表面の
み凍結すると評価）

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

地下敷設 ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ 屋外 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（淡水貯水

池）
○

代替設備（淡水貯水
池）

○ 影響無し ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（淡水貯水
池）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 影響なし ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

→47条に記載 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

設置許可基準 重大事故等対処設備

原子炉建屋水素濃度計

使用済燃料貯蔵プールの水位、プール水温度

格納容器圧力逃がし装置

積雪竜巻設備設置箇所 低温(凍結）

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（３／５）

火山風（台風） 火災・爆発落雷

放射性物質吸着剤

（可搬型代替注水ポンプ）

防火水槽

淡水貯水池～
防火水槽移送ホース

海水

海洋への拡散抑制設備
〔汚濁防止膜〕

復水貯蔵槽

サプレッション・プール

淡水貯水池

海水取水ポンプ、海水ホース

第53条（水素爆発による原子炉建屋等の
損傷を防止するための設備）

第56条（重大事故等の収束に必要となる
水の供給設備）

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ

燃料プール代替注水系（可搬型）〔消防車〕

第54条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた
めの設備）

海洋への拡散抑制設備
〔汚濁防止膜設置のための小型船舶〕

放水設備一式
［大容量送水車、放水砲］

原子炉建屋水素濃度監視設備

燃料プール代替注水系（常設箇所）〔配管、弁等〕

第55条（工場等外への放射性物質の拡散
を抑制するための設備）

泡消火設備
〔泡原液搬送車、泡原液混合装置〕

燃料プール代替注水系（可搬型）（常設箇所）〔消防車接続口、
配管等〕

第52条（水素爆発による原子炉格納容器
の破損を防止するための設備）

格納容器内の水素濃度監視設備
［格納容器水素濃度系（ＳＡ）格納容器酸素濃度計］

→50条に記載

代替格納容器圧力逃がし装置

分類

静的触媒式水素再結合器〔PAR〕

→50条に記載

耐圧強化ベント系（W/W）
→48条に記載（窒素供給装置（可搬型）は50

条に記載）

耐圧強化ベント系［耐圧強化ベント系放射線モニタ，フィルタ装
置水素濃度計］

電磁的障害

人為事象による影響自然現象による影響

降水 有毒ガス地滑り 生物学的事象 船舶の衝突

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応するDB設備が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理

共6-7



評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

防止設備・緩和設
備

ガスタービン発電機保管
場所

○
代替設備

（非常用D/G）
○

分散配置及び代替設
備（非常用D/G）

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（非常用D/G）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

屋外T/B廻り ○
代替設備

（非常用D/G）
○

分散配置及び代替設
備（非常用D/G）

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（非常用D/G）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（非常用

D/G）
○

分散配置及び代替設
備（非常用D/G）

○
代替設備

（非常用D/G）
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（非常用D/G）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

屋外R/B廻り ○
代替設備（非常用

D/G）
○

分散配置及び代替設
備（非常用D/G）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（直流電源

設備）
○

分散配置及び代替設
備（直流電源設備）

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（直流電源設備）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

免震重要棟 ○ 建屋内 ○
代替設備（直流電源

設備）
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － ○ 影響なし － － － － ○
斜面からの
離隔の確保

－ － ○ 開口部閉止 － － － － － － － －

防止設備・緩和設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（D/G軽油

タンク）
○

分散配置及び代替設
備（D/G軽油タン

ク）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（D/G軽油タン

ク）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

第58条（計装設備）
防止設備・緩和設

備

C/B
R/B
Rw/B

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○
影響なし

（居住性評価）
○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設
備

C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

生物学的事象

→設計基準対象施設における評価対象施設

重大事故等対処設備

常設代替交流電源設備〔第二GTG一式〕

可搬型代替交流電源設備〔電源車〕（移動式変圧器含む）

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（４／５）

設備設置箇所 有毒ガス風（台風） 竜巻 積雪分類

第59条（原子炉制御室）

第57条（電源設備）

設置許可基準

（燃料設備（D/G軽油タンク）

（燃料設備（タンクローリー））

可搬型代替直流電源設備〔免震棟保管バッテリー〕

可搬型代替交流電源設備（常設箇所）〔電源車接続箇所〕

常設代替交流電源設備〔GTG一式〕

常設代替直流電源設備〔AM用直流125V蓄電池〕

中央制御室及び生体遮蔽

中央制御室居住性（空調機）

中央制御室待避室及び生体遮へい

中央制御室待避室加圧用ボンベ

常設代替交流電源設備〔非常用高圧母線C・D系〕

常設代替直流電源設備〔蓄電池A系、A-2系〕

代替所内電源盤

6-7号炉電力融通ケーブル

可搬型代替直流電源設備〔電源車〕

重大事故等発生時の計装（SA時計装一式）
［RPV温度・圧力・水位］

［RPV・格納容器への注水量］
［格納容器内の温度・圧力・水位・水素濃度・酸素濃度・放射線

量率］
［未臨界監視］

［最終ヒートシンクによる冷却状態の確認］
［格納容器バイパス監視］

［水源の確保］
［原子炉建屋内水素濃度］

電磁的障害

人為事象による影響自然現象による影響

火山落雷低温(凍結） 火災・爆発降水 地滑り 船舶の衝突

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応するDB設備が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理
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評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

防止でも緩和でもない設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（モニタリ

ングポスト）
○

代替設備（モニタリ
ングポスト）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（モニタリ
ングポスト）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

免震重要棟
R/B（3号炉）

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 補修を実施 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（気象観測

装置）
○

代替設備（気象観測
装置）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（気象観測
装置）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

屋外 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 補修を実施 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B（3号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○
影響なし

（居住性評価）
○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B（3号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○
代替設備（免震重要

棟）
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 屋外 ○
代替設備（3号炉非

常用D/G）
○

代替設備（3号炉非
常用D/G）

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（3号炉非
常用D/G

○ 建屋内 ○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 建屋内 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止でもない緩和でもな
い設備

R/B（3号炉）
（屋外設備含む）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○ 影響なし ○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（有線系）にて機能
維持可能）

○

代替設備（免震重要
棟）にて機能維持可
能（屋外設備につい
ては代替設備（有線
系）にて機能維持可

能）

○
斜面からの
離隔の確保

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（有線系）にて機能
維持可能）

○ 開口部閉止 ○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 免震重要棟 ○ 建屋内 ○
代替設備（3号炉緊

急対策所）
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○

影響なし
（居住性評価）

○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 免震重要棟 ○ 建屋内 ○
代替設備（3号炉緊

急対策所）
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○

代替設備（3号炉緊
急対策所）

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○
建屋内（ばい煙によ
る居住環境への影響
がないことを確認）

○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 免震重要棟 ○ 建屋内 ○
代替設備（3号炉緊

急対策所）
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○

代替設備（3号炉緊
急対策所）

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

免震重要棟
（屋外設備含む）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○ 影響なし ○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（有線系）にて機能
維持可能）

○

代替設備（3号炉緊
急対策所）にて機能
維持可能（屋外設備
については代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○
斜面からの
離隔の確保

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（有線系）にて機能
維持可能）

○ 開口部閉止 ○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系）にて機能

維持可能）

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

携帯型音声呼出電話設備 防止設備・緩和設備

R/B，
T/B，
C/B，
Rw/B

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○

分散配置された代替
設備（他の有線系

（復旧含む））によ
り機能維持可能

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

衛星電話設備，
無線連絡設備(所内通信)

防止でも緩和でもない設
備

C/B，
免震棟，
R/B(3号炉)

（屋外設備含む）

○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は風荷
重に対して影響のな
いことを確認。飛来
物による損傷を考慮
した場合でも，分散
配置された代替設備
（有線系，無線系，
衛星系）により機能

維持可能

○

建屋（C/B，R/B(3号
炉)）内設備は影響
なし。屋外設備は分
散配置された代替設
備（有線系，無線
系，衛星系）により

機能維持可能

○

衛星電話設備は影響
なし。無線連絡設備
については代替設備
（有線系，衛星系）
により機能維持可

能。

○ 影響なし ○

影響なし
（屋外設備について
も、雪が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除雪する
などの対応により機

能維持可能）

○

分散配置された代替
設備（有線系，無線
系，衛星系）により

機能維持可能

○
斜面からの
離隔の確保

○

影響なし
（屋外設備について
も、灰が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除灰する
などの対応により機

能維持可能）

○ 開口部閉止 ○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は分散
配置された代替設備
（有線系，無線系，
衛星系）により機能

維持可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連
絡設備，データ伝送設備

防止でも緩和でもない設
備

C/B，
免震棟，
R/B(3号炉)

（屋外設備含む）

○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は風荷
重に対して影響のな
いことを確認。飛来
物による損傷を考慮
した場合でも，分散
配置された代替設備
（有線系，無線系，
衛星系）により機能

維持可能

○

建屋（C/B，R/B(3号
炉)）内設備は影響
なし。屋外設備につ
いては分散配置され
た代替設備（有線
系，無線系，衛星
系）により機能維持

可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし
（屋外設備について
も、雪が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除雪する
などの対応によりに
より機能維持可能）

○

分散配置された代替
設備（有線系，無線
系，衛星系の通信連
絡設備（復旧含

む））により機能維
持可能

○
斜面からの
離隔の確保

○

影響なし
（屋外設備について
も、灰が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除灰する
などの対応によりに
より機能維持可能）

○ 開口部閉止 ○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は分散
配置された代替設備
（有線系，衛星系）
により機能維持可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

→62条に記載

小型船舶

プラントのデータ表示システム
〔免震重要棟TSCデータ伝送装置、SPDS表示装置等〕

免震重要棟ガスタービン発電機

モニタリング・ポスト用発電機

緊急時対策所〔ＫＫ３ＴＳＣ〕
及び生体遮蔽

緊急時対策所〔ＫＫ３ＴＳＣ〕
居住性（空調機）

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車

プラントのデータ表示システム
〔ＫＫ３ＴＳＣデータ伝送装置、SPDS表示装置等〕

緊急時対策所（免震重要棟TSC）
居住性（空調機）

第62条（通信連絡を行うために必要な設
備）

所内
通信

所内外
通信

所外
通信

可搬型気象観測装置

（通信連絡設備）

緊急時対策所〔免震重要棟TSC〕
及び生体遮蔽

第60条（監視測定設備）

第61条（緊急時対策所）

放射線サーベイ機器〔可搬型ダスト・よう素サンプラ，GM
汚染サーベイメータ，NaIシンチレーションサーベイメー
タ，電離箱サーベイメータ，ZnSシンチレーションサーベ

イメータ〕

重大事故等対処設備 降水 地滑り 生物学的事象

可搬型モニタリング・ポスト

自然現象による影響

電磁的障害船舶の衝突

人為事象による影響

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（５／５）

火災・爆発 有毒ガス設備設置箇所 火山落雷積雪設置許可基準 低温(凍結）風（台風）分類 竜巻

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応するDB設備が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理
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共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について 
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重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について 

 

 

1．概 要 

 「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則」（以下，「設置許可基準規則」という。）第四十三条第２項第三号にて，常

設重大事故防止設備は，共通要因によって当該設備に対応する設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないことを要求して

いる。また，同規則第四十三条第３項第七号にて，可搬式重大事故防止設備は，

共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれることがな

いことを要求している。 

 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の重大事故防止設備が，単一の火災に

よっても上記の要求に適合していることを以下に示す。また，これを踏まえて，

内部火災が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基本的な防護方針を以

下に示す。 
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2．基本事項 

 

［要求事項］ 

 実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（重大事故等対処設備） 

 第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの（以

下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重

大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケー

ブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）は、前項に定め

るもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 ３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほかに、次に掲げるも

のでなければならない。 

  七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設

備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止

設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 
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2.1． 基本的な防護方針の整理 

重大事故等対処施設に対する火災防護としては，設置許可基準規則第四十一

条にしたがい，火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうお

それがないよう，火災の発生防止対策及び火災感知・消火対策を実施する。 

一方，設置許可基準規則第四十三条第２項第三号を火災の観点からみると，

常設重大事故防止設備は，単一の火災によって当該設備の機能と設計基準事故

対処設備の安全機能とが同時喪失しないことを要求している。また，設置許可

基準規則第四十三条第３項第七号を火災の観点からみると，可搬型重大事故防

止設備は，単一の火災によって当該設備の機能と設計基準事故対処設備の安全

機能とが同時喪失しないこと，及び当該設備の機能と使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能若しくは注水機能とが同時喪失しないこと，さらには当該設備の機能と常

設重大事故防止機能の重大事故対処に必要な機能とが同時喪失しないことを要

求している。 

これらを踏まえ，内部火災が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基

本的な防護方針を以下に整理する。この際，運転員等による各種対応操作※１に

関しても，火災による影響を考慮の上，期待することとする。 

 

方針Ⅰ【独立性】 

：重大事故防止設備は，内部火災によって，対応する設計基準対象施設

の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれのないこと 

方針Ⅱ【修復性】 

：重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備は，修復

性等も考慮の上，できる限り内部火災に対する頑健性を確保すること 

方針Ⅲ【重大事故等対処設備のみによる安全性確保】 

：内部火災が発生した場合においても，設計基準対象施設の機能に期待

せずに，重大事故等対処設備によりプラントの安全性に関する主要な

機能※２が損なわれるおそれのないこと 

 

※１：火災の影響により電動弁の遠隔操作機能が喪失した場合に，現場の環境状況を

考慮の上，運転員等が現場へアクセスし，消火活動後，手動にて弁操作を実

施する，等 

※２：「未臨界移行」，「燃料冷却」，「格納容器除熱」及び「使用済燃料プール注水」

機能とする 
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2.2． 方針への適合性確認の流れ 

2.1．に示した防護方針への適合性の確認においては，まず，設置許可基準規

則第三十七条以降の各条文に該当する重大事故等対処施設を抽出し，それらを

「防止設備」「緩和設備」及び「防止でも緩和でもない設備」に分類する。これ

らの分類を行った上で，方針Ⅰ及びⅡへの適合性を確認する一次評価と，方針

Ⅲへの適合性を確認する二次評価の，二つの段階にて確認する。 

 

(1) 方針Ⅰへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅰへの適合について確認すべき対象は「防止設備」に分類された設備

であり，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の「防止設備」が，単一の火災による影響でその安全機能を維持

できるか 

②：①にて維持できない場合は，単一の火災で当該防止設備に対応する設計

基準対象施設の安全機能が同時に喪失していないか 

③：②にて同時に喪失していた場合は，各種対応を実施する 

 

(2) 方針Ⅱへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅱへの適合について確認すべき対象は「緩和設備」及び「防止でも緩

和でもない設備」に分類された設備であり，以下のような流れでその適合性

を確認する。 

①：各条文の「緩和設備」及び「防止でも緩和でもない設備」が，単一の火

災による影響でその安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，修復性等を考慮したできる限りの頑健性を

確保する 

 

(3) 方針Ⅲへの適合性の確認（二次評価） 

方針Ⅲへの適合性については，以下のような流れで確認する。 

①：火災による影響を考慮した上で，設計基準対象施設の機能に期待せず，

重大事故等対処設備によって「未臨界移行」，「燃料冷却」，「格納容器

除熱」及び「使用済燃料プール注水」機能が維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，各種対応を実施する 
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3．火災による重大事故対処設備の独立性・修復性 

3.1．重大事故防止設備の火災による設計基準事故対処設備等への影響（独立性） 

設置許可基準規則第四十三条第２項第三号を火災の観点からみると，常設重

大事故防止設備は，単一の火災によって当該設備の機能と設計基準事故対処設

備の安全機能とが同時喪失しないことを要求している。また，設置許可基準規

則第四十三条第３項第七号を火災の観点からみると，可搬型重大事故防止設備

は，単一の火災によって当該設備の機能と設計基準事故対処設備の安全機能と

が同時喪失しないこと，及び当該設備の機能と使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若

しくは注水機能とが同時喪失しないこと，さらには当該設備の機能と常設重大

事故防止機能の重大事故対処に必要な機能とが同時喪失しないことを要求して

いる。 

このため，まずは単一の火災によって可搬型重大事故防止設備の機能と設計

基準事故対処設備の安全機能が同時に喪失しないこと，当該設備の機能と使用

済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能が同時に喪失しないこと，及び当該

設備の機能と常設重大事故防止設備の重大事故対処に必要な機能が同時に機能

喪失しないことを確認する。 

次に，単一の火災によって常設重大事故防止設備の機能と設計基準事故対処

設備の安全機能が同時に喪失しないことを示す。 

また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置していることを示す。 

 

なお，上記の確認は，重大事故防止設備の各機能について，火災によって当

該設備の機能と，当該設備が代替する機能を有する設計基準事故対処設備の安

全機能が同時に喪失しないことを確認することによって，任意の単一火災によ

って，重大事故防止設備の機能と設計基準事故対処設備の安全機能が同時に喪

失しないことを示す。 
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3.1.1．可搬型重大事故防止設備の火災による設計基準事故対処設備等への影響 

重大事故防止設備のうち可搬型のものを表１に示す。 

 

表１：可搬型重大事故防止設備（１／２） 

 

可搬型重大事故防止設備 関連 

条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

逃がし安全弁機能回復 

（可搬型直流電源供給） 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

46 

蓄電池 A，蓄電池 A-2，蓄

電池 B 

逃がし安全弁機能回復 

（代替窒素供給） 
高圧窒素ガスボンベ （アキュムレータ） 

低圧代替注水系（可搬型） 
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

47 
残留熱除去系 

（低圧注水モード） ホース[流路] 

代替原子炉補機冷却系 

※水源は海水を使用 

熱交換器ユニット 

48 原子炉補機冷却系 
代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

ホース[流路] 

代替循環冷却系 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 50 － 

燃料プール代替注水系 

（可搬型） 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

54 

残留熱除去系（燃料プー

ル水の冷却及び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

ホース[流路] 

可搬型スプレイヘッダ 

水の移送手段 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

56 － 

ホース[流路] 

淡水貯水池から防火水槽への 

移送ホース 

海水取水ポンプ 

海水ホース[流路] 

可搬型代替交流電源設備 

電源車 
48,56, 

57 
非常用ディーゼル発電機 

移動式変圧器 
48,56, 

54,57 

可搬型直流電源設備 可搬型代替交流電源設備（電源車） 
45,46，

54,57 

蓄電池 A， 

蓄電池 A-2 

号炉間電力融通電気設備 号炉間電力融通ケーブル 

57 

非常用所内電源設備 

燃料設備 
タンクローリー（4kL） （軽油タンク） 

（燃料移送ポンプ） タンクローリー（16kL） 

居住性の確保 

中央制御室可搬型陽圧化空調機 

フィルタユニット 
59 中央制御室換気空調系 

中央制御室可搬型陽圧化空調機 

ブロワユニット 
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表１：可搬型重大事故防止設備（２／２） 

 

可搬型重大事故防止設備 関連 

条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

居住性の確保（３号炉原子炉

建屋内緊急時対策所） 

３号炉原子炉建屋内 

緊急時対策所可搬型陽圧化空調機 

61 

－ 

通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 
無線連絡設備（可搬型） 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所） 

免震重要棟内緊急時対策所 

可搬型陽圧化空調機 
－ 

通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所） 
無線連絡設備（可搬型） 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

発電所内の通信連絡 
携帯型音声呼出電話設備 

62 
送受話器， 

電力保安通信用電話設備 無線連絡設備（可搬型） 

 

 



共 7－8 

 

表１の設備のうち，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），代替原子炉補機冷却系

（熱交換器ユニット・代替原子炉補機冷却海水ポンプ・代替原子炉補機冷却海

水ストレーナ・移動式変圧器），可搬型スプレイヘッダ，ホース［流路］，海水

ホース［流路］，淡水貯水池から防火水槽への移送ホース，海水取水ポンプ，可

搬型代替交流電源設備（電源車），移動式変圧器，タンクローリー，号炉間電力

融通ケーブルは，６号及び７号炉の原子炉建屋，タービン建屋，コントロール

建屋，廃棄物処理建屋，常設代替交流電源設備等とは距離的に離れた場所に配

備することとしており，これらの設備に火災が発生しても，各重大事故防止設

備が代替する機能を有する設計基準事故対象設備，６号及び７号炉の使用済燃

料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能，又は常設重大事故防止設備に影響を及

ぼすおそれはない。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しな

いと判断する。（資料 11 添付資料３） 

 

高圧窒素ガスボンベは原子炉建屋  及び  （６号炉），又は    及び 

（７号炉）に，逃がし安全弁用可搬型蓄電池は原子炉建屋    （６号

炉及び７号炉）それぞれ分散して設置されている。一方，当該ボンベが代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備である自動減圧系の圧縮空気供給機能

（駆動用窒素源）は原子炉格納容器内に設置されている。したがって，火災に

よって高圧窒素ガスボンベと圧縮空気供給機能（駆動用窒素源）が同時に機能

喪失することはない。また，逃がし安全弁用可搬型蓄電池が代替する機能を有

する設計基準対処設備である蓄電池 A,A-2,B はコントロール建屋    に設

置されている。したがって、火災によって逃がし安全弁用可搬型蓄電池と蓄電

池 A,A-2,B が同時に機能喪失することはない。また，消火設備についてもそれ

ぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に

喪失しないと判断する。（図１） 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット，ブロアユニット）につ

いては，当該空調機が代替する機能を有する設計基準事故対処設備である中央

制御室換気空調系を設置する火災区域とは別の火災区域に設置することから，

火災によって中央制御室可搬型陽圧化空調機と中央制御室換気空調系が同時に

機能喪失することはない。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置し

ている。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断す

る。（図２） 

 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の可搬型陽圧化空調機については，３号炉

原子炉建屋内緊急時対策所が６号及び７号炉の原子炉建屋・コントロール建屋

等と位置的に分散して設置されていることから，当該空調機の単一の火災によ
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っても６号及び７号炉の原子炉及び使用済燃料プールに影響を及ぼすおそれは

ない。なお，当該空調機の単一の火災によっても必要な可搬型換気空調系の台

数を確保できるよう分散して設置することから，火災によって３号炉原子炉建

屋内緊急時対策所の居住性を確保する機能が喪失することはない。また，消火

設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②におい

て安全機能が同時に喪失しないと判断する。（図３） 

 

免震重要棟内緊急時対策所の可搬型陽圧化空調機については，免震重要棟内

緊急時対策所が６号及び７号炉の原子炉建屋・コントロール建屋等と位置的に

分散して設置していることから，当該空調機の単一の火災によっても６号及び

７号炉の原子炉及び使用済燃料プールに影響を及ぼすおそれはない。なお，当

該空調機の単一の火災によっても，当該設備が代替する機能を有する設計基準

対象施設である免震重要棟内の換気空調系とは，免震重要棟内の別のフロアに

設置していることから，火災によって免震重要棟緊急時対策所の居住性を確保

する機能が喪失することはない。また，消火設備についてもそれぞれ分散して

設置している。 2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。

（図４） 

 

携帯型音声呼出電話設備は中央制御室内に設置しているが，当該設備が代替

する機能を有する設計基準対象施設である送受話器（ページング），電力保安通

信用電話設備は廃棄物処理建屋・コントロール建屋に設置しており，位置的分

散が図られていることから，火災によって発電所内の通信連絡機能が喪失する

ことはない。また，無線連絡設備（可搬型）については，中央制御室と緊急時

対策所にそれぞれ設置されているが，当該設備が代替する機能を有する設計基

準対象施設である送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備は廃棄物処

理建屋・コントロール建屋に設置しており，位置的分散が図られていることか

ら，火災によって発電所内の通信連絡機能が喪失することはない。また，消火

設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②におい

て安全機能が同時に喪失しないと判断する。（図５） 

 

以上より，単一の火災によって，可搬型重大事故防止設備は，当該設備が代

替する機能を有する設計基準対象施設の安全機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれはない。 

また，当該設備の機能と使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能も同

時に喪失しない。さらに，当該設備の機能と常設重大事故防止設備の重大事故

対処に必要な機能についても同時に機能喪失しない。 
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６号炉の配置 

 

図 1-1：高圧窒素ガスボンベとアキュムレータの配置 

 

 



共 7－11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号炉の配置 

 

図 1-2：高圧窒素ガスボンベとアキュムレータの配置 
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７号炉 

 

図 1-3 逃がし安全弁用可搬型蓄電池と蓄電池 A,A-2,B の配置 
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６号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号炉の配置 

 

図２：中央制御室可搬型空調機と中央制御室換気空調系の配置 
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図３：３号炉原子炉建屋緊急時対策所可搬型換気空調系の配置 
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図４：免震重要棟緊急時対策所可搬型換気空調系の配置 
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図 5-1：通信連絡設備の配置 
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図 5-2：通信連絡設備の配置 
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図 5-3：通信連絡設備の配置 
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3.1.2． 常設重大事故防止設備の火災による設計基準事故対処設備への影響 

重大事故防止設備のうち常設のものを表２に示す。 

 

表２：常設重大事故防止設備（１／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

代替制御棒挿入機能 
ATWS 緩和設備 

（代替制御棒挿入機能） 
44 原子炉緊急停止系 

代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環

ポンプ・トリップ機能） 
44 

原子炉緊急停止系， 

制御棒， 

制御棒駆動系水圧制御ユ

ニット 
ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 
44,45,51

,56 

ほう酸水注入系ポンプ 

44,45,51 ほう酸水注入系・高圧炉心注水系 

配管・弁・スパージャ［流路］ 

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポンプ 

45 

高圧炉心注水系， 

原子炉隔離時冷却系 

高圧代替注水系（蒸気系）・ 

主蒸気系・原子炉隔離時冷却系 

配管・弁 
高圧炉心注水系， 

原子炉隔離時冷却系 
高圧代替注水系（注水系）・復水補

給水系・高圧炉心注水系（７号炉

は残留熱除去系を含む）給水系 

配管・弁・スパージャ［流路］ 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系ポンプ※ 
（原子炉隔離時冷却系） 

高圧炉心注水系 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）・主

蒸気系 配管・弁※ 

（原子炉隔離時冷却系） 

高圧炉心注水系 

原子炉隔離時冷却系（注水系）・ 

復水補給水系・高圧炉心注水系・

給水系 配管・弁・ストレーナ・

スパージャ[流路]※ 

高圧炉心注水系 

高圧炉心注水系ポンプ※ 
（高圧炉心注水系） 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心注水系・復水補給水系 

配管・弁・ストレーナ・スパージ

ャ[流路]※ 

（高圧炉心注水系） 

原子炉隔離時冷却系 

逃がし安全弁 

逃がし安全弁[操作対象弁] 

46 

(逃がし安全弁) 

逃がし弁機能用アキュムレータ 
（アキュムレータ） 

自動減圧機能用アキュムレータ 

主蒸気配管・クエンチャ[流路] （逃がし安全弁排気管） 

代替自動減圧機能 

※自動減圧機能付き逃がし

安全弁のみ 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 自動減圧系 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 
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表２：常設重大事故防止設備（２／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

逃がし安全弁機能回復（可搬

型直流電源供給） 
AM 用切替装置（SRV） 

46 

蓄電池 A,A-2,B 

逃がし安全弁機能回復 

（代替窒素供給） 

逃がし弁機能用アキュムレータ 

（アキュムレータ） 
自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧窒素ガス供給系配管・弁［流

路］ 

低圧代替注水系（常設） 

復水移送ポンプ 

47,51 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

復水補給水系・残留熱除去系・ 

給水系・高圧炉心注水系 配管・

弁・スパージャ［流路］ 

原子炉圧力容器［注入先］ 
44,45,47

,51 

低圧代替注水系（可搬型） 

復水補給水系・残留熱除去系・給

水系 配管・弁・スパージャ［流路］ 
47,51 

原子炉圧力容器［注入先］ 
44,45,47

,51 

低圧注水系 

残留熱除去系（低圧注水モード）

ポンプ※ 

47 

（残留熱除去系（低圧注

水モード）） 

残留熱除去系・給水系 配管・弁・

ストレーナ・スパージャ[流路]※ 
（残留熱除去系（低圧注

水モード）） 
原子炉圧力容器[注入先] 

原子炉停止時冷却系 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）ポンプ※ 

（残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）） 

原子炉圧力容器[水源]※ 

残留熱除去系・給水系 配管・弁・

熱交換器・スパージャ[流路]※ 

原子炉圧力容器[注入先] 

非常用取水設備 

海水貯留堰 47,48,49

,50,54, 

56 

(海水貯留堰) 

スクリーン室 (スクリーン室） 

取水路 (取水路) 

補機冷却用海水取水路※ 47,48,49

,54 

(補機冷却用海水取水路) 

補機冷却用海水取水槽※ (補機冷却用海水取水槽) 

代替原子炉補機冷却系 

※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

サージタンク，残留熱除去系  

熱交換器［流路］ 

48，50 

原子炉補機冷却系 

S/P への蓄熱補助 真空破壊弁（S/C→D/W） 
（真空破壊弁 

（S/C→D/W）） 

耐圧強化ベント系（W/W） 

耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁 

残留熱除去系（格納容器 

スプレイ冷却モード）， 

原子炉補機冷却系 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器［ベント元］ 

不活性ガス系・非常用ガス処理系 

配管・弁［流路］ 
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表２：常設重大事故防止設備（３／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 
系統機能 主要設備 

耐圧強化ベント系（D/W） 

耐圧強化ベント系（D/W）配管・弁 

48，50 

残留熱除去系（格納容器 

スプレイ冷却モード）， 

原子炉補機冷却系， 

－ 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器［ベント元］ 

不活性ガス系・非常用ガス処理系 

配管・弁［流路］ 

格納容器圧力逃がし装置 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

原子炉格納容器［ベント元］ 

格納容器圧力逃がし装置・ 

不活性ガス系・耐圧強化ベント系 

配管・弁［流路］ 

代替格納容器圧力逃がし装

置 

フィルタ装置 

よう素フィルタ 

代替格納容器圧力逃がし装置室 

空調 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器［ベント元］ 

代替格納容器圧力逃がし装置 

配管・弁［流路］ 

原子炉補機冷却系 

※水源は海水を使用 

原子炉補機冷却系  

中間ループ循環ポンプ※ 

48,54 （原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

海水ストレーナ[流路]※ 

原子炉補機冷却系  

サージタンク[流路]※ 

原子炉補機冷却系 熱交換器※ 

原子炉補機冷却系 海水ポンプ※ 
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表２：常設重大事故防止設備（４／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 
系統機能 主要設備 

代替格納容器スプレイ 

冷却系 

復水移送ポンプ 

49 

残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却

モード） 

復水補給水系・残留熱除去系・高

圧炉心注水系 配管・弁・スプレ

イヘッダ［流路］ 

原子炉格納容器［注入先］ 

格納容器スプレイ冷却系 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）ポンプ※ 

（残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モード）） 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ・熱交換器・スプレイヘッダ

[流路]※ 

原子炉格納容器[注入先] 

サプレッション・チェンバ・

プール水冷却系 

残留熱除去系 

（サプレッション・チェンバ・プ

ール水冷却モード）ポンプ※ 
（残留熱除去系(サプレ

ッション・チェンバ・プ

ール水冷却モード)） 
残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ・熱交換器[流路]※ 

原子炉格納容器[注入先] 

燃料プール代替注水系 

（可搬型） 

燃料プール代替注水系（常設） 

配管・弁［流路］ 

54 

残留熱除去系（燃料プー

ル水の冷却及び補給） 

（燃料プール冷却浄化

系） 

常設スプレイヘッダ 

使用済燃料プール（サイフォン防

止機能含む）[注入先] 

燃料プール冷却浄化系 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 

使用済燃料プール[水源][注入先] 

燃料プール冷却浄化系 熱交換器 

燃料プール冷却浄化系  配管・

弁・スキマサージタンク・ディフ

ューザ 

使用済燃料プールの 

監視設備 

使用済燃料貯蔵プール水位（ＳＡ） 

使用済燃料貯蔵プール水位（ＳＡ

広域） 

使用済燃料貯蔵プール 

水位 

使用済燃料貯蔵プール温度（ＳＡ） 

使用済燃料貯蔵プール温度（ＳＡ

広域） 

FPC ポンプ入口温度 

使用済燃料貯蔵プール 

温度 

使用済燃料貯蔵プール放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 

燃料貯蔵プールエリア 

放射線モニタ 

燃料取替エリア排気 

放射線モニタ 

原子炉区域換気空調系 

排気放射線モニタ 

水源の確保 

※水源としては海水も 

使用可能 

復水貯蔵槽 
45,47, 

49,56 

（サプレッション・ 

チェンバ） 

（復水貯蔵槽） 
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表２：常設重大事故防止設備（５／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

水の移送手段 
CSP 外部補給配管・弁[流路] 

56 － 
海水取水箇所（取水路） 

常設代替交流電源 

ガスタービン発電機 

（第一ガスタービン発電機） 

57 

非常用ディーゼル発電機 

ガスタービン発電機用燃料タンク 

（第一ガスタービン発電機用燃料

タンク） 

ガスタービン発電機用燃料移送 

ポンプ（第一ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプ） 

ガスタービン発電機用燃料移送系

配管・弁[流路] 

（第一ガスタービン発電機用燃料

移送系配管・弁） 

ガスタービン発電機 

（第二ガスタービン発電機） 

ガスタービン発電機用燃料タンク 

（第二ガスタービン発電機用燃料

タンク） 

ガスタービン発電機用燃料移送 

ポンプ（第二ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプ） 

ガスタービン発電機用燃料移送系

配管・弁[流路] 

（第二ガスタービン発電機用燃料

移送系配管・弁） 

非常用交流電源設備 
非常用ディーゼル発電機※ 

（非常用ディーゼル発電

機） 

非常用高圧母線 E 系※ （非常用高圧母線 E 系） 

所内蓄電式直流電源設備 

蓄電池 A 
蓄電池 B 系，蓄電池 C 系, 

蓄電池 D 系 
蓄電池 A-2 

AM 用直流 125V 蓄電池 

非常用直流電源設備 
蓄電池 B※ （蓄電池 B） 

蓄電池 C※ （蓄電池 C） 

可搬型直流電源設備 AM 用直流 125V 充電器 蓄電池 A系,蓄電池 A-2系 
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表２：常設重大事故防止設備（６／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

代替所内電気設備 

緊急用高圧母線,緊急用断路器,緊

急用電源切替箱断路器,緊急用電

源切替箱接続装置,AM 用動力変圧

器,AM 用 MCC,AM 用切替盤,AM 用操

作盤 

57 

非常用 MCC（C,D,E） 

非常用高圧母線 C 系 
非常用高圧母線 D 系 

非常用高圧母線 E 系 

非常用高圧母線 D 系 
非常用高圧母線 C 系 

非常用高圧母線 E 系 

号炉間電力融通電気設備 号炉間電力融通ケーブル 非常用所内電気設備 

燃料補給設備 

軽油タンク （軽油タンク） 

燃料ディタンク※ （燃料ディタンク） 

燃料移送ポンプ※ （燃料移送ポンプ） 

非常用ディーゼル発電機用燃料移

送系配管・弁[流路]※ 

（非常用ディーゼル発電

機用燃料移送系配管・弁） 
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表２：常設重大事故防止設備（７／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

原子炉圧力容器内の温度 残留熱除去系熱交換器入口温度※ 

58 

原子炉圧力容器温度 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

原子炉水位 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力容器温度 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位 

原子炉水位（SA） 

原子炉隔離時冷却系 

系統流量 

高圧代替注水系 

系統流量 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 

原子炉圧力容器への注水量 

原子炉隔離時冷却系系統流量※ 

復水貯蔵槽水位（SA） 

高圧炉心注水系系統流量※ 

高圧代替注水系系統流量 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 

残留熱除去系系統流量※ 

サプレッション・チェン

バ・プール水位 

原子炉水位 

原子炉水位（SA） 

原子炉格納容器への注水量 
復水補給水流量 

（原子炉格納容器） 
復水貯蔵槽水位（SA） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル雰囲気温度 格納容器内圧力（D/W） 

サプレッション・チェンバ 

気体温度 

サプレッション・チェン

バ・プール水温度 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水温度 

サプレッション・チェン

バ気体温度 

原子炉格納容器内の圧力 
格納容器内圧力（D/W） 格納容器内圧力（S/C） 

格納容器内圧力（S/C） 格納容器内圧力（D/W） 

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション･チェンバ･プール

水位 

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 

原子炉格納容器内の 

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル 

（D/W） 

格納容器内雰囲気放射線 

レベル（S/C） 

格納容器内雰囲気放射線 

レベル（S/C） 

格納容器内雰囲気放射線

レベル（D/W） 

未臨界の監視 
起動領域モニタ 平均出力領域モニタ 

平均出力領域モニタ 起動領域モニタ 

※1：主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 
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表２：常設重大事故防止設備（８／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

最終ヒートシンクによる 

冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ･プール

水温度 

復水補給水系温度 

（代替循環冷却） 

復水補給水系流量 

（原子圧力容器） 

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 

58 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・ 

チェンバ気体温度 

フィルタ装置水位 

フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置出口放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

フィルタ装置スクラバ水 pH 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・ 

チェンバ気体温度 

格納容器内圧力(S/C) 

格納容器内圧力(D/W) 

原子炉補機冷却水系系統流量※ 

残留熱除去系熱交換器 

入口冷却水流量※ 

残留熱除去系熱交換器入口温度※ 

残留熱除去系熱交換器出口温度※ 

残留熱除去系系統流量※ 

原子炉圧力容器温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・ 

チェンバ気体温度 

サプレッション・チェン

バ・プール水温度 

格納容器バイパスの監視 

原子炉水位 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

ドライウェル雰囲気温度 

格納容器圧力（D/W） 

ドライウェル雰囲気温度 

格納容器圧力（D/W） 

原子炉水位 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

水源の確認 

復水貯蔵槽水位（SA） 

原子炉隔離時冷却系系統

流量 

高圧代替注水系系統流量 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水位 

残留熱除去系系統流量 

残留熱除去系ポンプ吐出

圧力 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 

復水補給水系流量 

（原子炉格納用容器） 

復水移送ポンプ吐出圧力 
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表２：常設重大事故防止設備（９／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

使用済燃料貯蔵プールの 

監視 

使用済燃料プール水位・温度 

(SA) 
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使用済燃料貯蔵プール 

水位・温度（SA 広域） 

使用済燃料貯蔵プール 

放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ） 

使用済燃料プール水位・温度 

(SA 広域) 

使用済燃料貯蔵プール 

水位・温度（SA） 

使用済燃料貯蔵プール 

放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ） 

使用済燃料プール水位・

温度(SA) 

使用済燃料プール水位・

温度(SA 広域) 

※1：主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 
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表２：常設重大事故防止設備（１０／１０） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

居住性の確保 

中央制御室遮蔽 

59 

（中央制御室遮蔽） 

中央制御室換気空調系 

給排気隔離弁 
中央制御室換気空調系 

居住性の確保（３号炉原子炉

建屋内緊急時対策所） 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所

遮蔽 

61 

- 
３号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

給排気隔離ダンパ 

通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 
無線連絡設備（常設） 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

電源の確保（３号炉原子炉建

屋内緊急時対策所） 

３号炉原子炉建屋内 

緊急時対策所用電源車 
外部電源 

負荷変圧器 

交流分電盤 

居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所） 

免震重要棟内緊急時対策所遮蔽 

- 
免震重要棟内緊急時対策所 

給排気隔離ダンパ 

通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所） 
無線連絡設備（常設） 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

電源の確保（免震重要棟内緊

急時対策所） 

免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機 

外部電源 

免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機用 

地下貯油タンク 

免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ 

免震重要棟内緊急時対策所用 

ガスタービン発電機用受電盤 

発電所内の通信連絡 無線連絡設備（常設） 62 
送受話器， 

電力保安通信用電話設備 
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表２の設備のうち，配管，手動弁，逆止弁，海水ストレーナ，ストレーナ，

スパージャ，海水貯留堰，スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補

機冷却用海水取水槽，スプレイヘッダ，クエンチャ，サイフォンブレーク孔，

熱交換器，発火性・引火性物質を内包しないタンク，復水貯蔵槽，サプレッシ

ョン・チェンバ，海水取水箇所，原子炉圧力容器，原子炉格納容器，使用済燃

料貯蔵プール，遮蔽，遠隔手動弁操作設備は金属等の不燃性材料で構築されて

いること，内部の液体の漏えいを防止するためのパッキンが装着されている場

合でもパッキン類のシート面は機器内の液体と接触しており大幅な温度上昇は

考えにくいことから，火災発生のおそれはない。また，逃がし安全弁・真空破

壊弁については，原子炉運転中は窒素封入された原子炉格納容器内に設置され

ていることから，火災発生のおそれはない。すなわち，2.2．(1)①において安

全機能が喪失しないと判断する。 

 

上記以外の常設重大事故防止設備について，当該設備の機能と，当該設備が

代替する機能を有する設計基準対象施設の安全機能が火災によって同時に喪失

しないことを以下に示す。 
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（１） 代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能，ほう酸  

水注入系[44 条] 

代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は重大事

故時に原子炉の緊急停止機能及び未臨界維持機能を代替するための常設設

備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「原子炉

緊急停止系」である。 

原子炉緊急停止系の機器等のうち，制御棒，制御棒案内管，制御棒駆動

機構，制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング，制御棒駆動機

構ラッチ機構，制御棒駆動機構，制御棒駆動機構ハウジングについては，

原子炉圧力容器内又は格納容器内に設置されており，不燃性材料で構成さ

れていることから，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。 

また，水圧制御ユニットについては，フェイルセーフ設計となっており，

火災によって電磁弁のケーブルが損傷した場合，あるいはスクラム弁・ス

クラムパイロット弁のダイヤフラム等が機能喪失した場合も，スクラム弁

が「開」動作しスクラムすることから，火災により本機能に影響が及ぶお

それはない。さらに，万一火災によってケーブルが損傷し，すべての電磁

弁が無励磁とならない場合においても，電磁弁の電源を OFF とすることに

よってスクラム弁を「開」動作しスクラムさせることができる。（図６） 

一方，ほう酸水注入系については原子炉建屋  に設置されており，未

臨界維持機能として同等の機能を有している制御棒駆動機構（水圧制御ユ

ニットは原子炉建屋    に設置，制御棒駆動機構は原子炉格納容器内

に設置）と位置的分散を図り，火災に対する影響軽減対策を実施している。 

（図７，８） 

加えて，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過

熱防止対策を講じているとともに，感知・消火対策として異なる２種類の

感知器，消防法に基づく消火器，消火栓を設置している。 

以上より，原子炉の緊急停止機能，未臨界維持機能は火災によって影響

を受けないことから，代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能，ほう酸水注入系のいずれかに単一の火災が発生した場合でも，

原子炉の緊急停止機能及び未臨界維持機能すなわち，原子炉緊急停止系と

代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能，ほう酸水

注入系は同時にすべて喪失することなく確保できる。また，消火設備につ

いてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)①②において

安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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図６：制御棒駆動系，水圧制御ユニットの概要図 
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・計装設備については「3.15計測設備（設置許可基準
規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。
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図７：ほう酸水注入系の概要図 
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６号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ７号炉の配置 

 

図８：ほう酸水注水系と水圧制御ユニットの配置 
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（２） 高圧代替注水系 [45 条] 

高圧代替注水系は重大事故時に炉心に高圧注水するための常設設備であ

り，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「高圧炉心注水

系」及び「原子炉隔離時冷却系」である。 

高圧代替注水系，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系とも，火災の発

生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策等を講

じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充

満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置している。さら

に，高圧代替注水系・原子炉隔離時冷却系と高圧炉心注水系は異なる区分

の火災区域に設置されている。加えて，高圧代替注水系・原子炉隔離時冷

却系と高圧炉心注水系はそれぞれ異なる流路を使用する。（図９，10） 

以上より，単一の火災によって原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系の

安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備について

もそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機

能が同時に喪失しないと判断する。 
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図 9-1：高圧代替注水系 系統概略図 
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図 9-2：原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系 系統概略図 
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６号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号炉の配置 

 

図 10：高圧代替注水系・高圧炉心注水系・原子炉隔離時冷却系の配置 
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（３） 代替自動減圧機能・逃がし安全弁機能回復 [46 条] 

代替自動減圧機能は重大事故時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象

施設は「自動減圧系」である。 

代替自動減圧機能，自動減圧系の起動阻止スイッチ，自動減圧系とも，

火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対

策等を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及

び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置してい

る。 

さらに，代替自動減圧機能と自動減圧系は異なるインターロック回路と

しており，中央制御室の論理回路も異なる制御盤に設置している。加えて，

両者はそれぞれ多重化しており，区分毎の伝送器はそれぞれ別の部屋に設

置しているとともに，異なる区分のケーブル等については，IEEE384 に準

じて，離隔，バリア又はケーブルトレイカバーあるいは電線管の使用等に

より分離している。（図 11～13） 

逃がし安全弁機能回復のための AM 用切替装置（SRV）は，重大事故時に

逃がし安全弁駆動用の直流電源を供給するための常設設備であり，当該設

備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「蓄電池 A，A-2，B」であ

る。 

AM 用切替装置（SRV），蓄電池 A,A-2,B とも，火災の発生防止対策として

主要な構造材への不燃性材料の使用，過電流による過熱防止対策等を講じ

ている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満

により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置している。さらに，

AM 用切替装置（SRV）と蓄電池 A,A-2,B は異なる区分の火災区域に設置さ

れている。 

以上より，単一の火災によって代替自動減圧機能，自動減圧系の安全機

能は同時に喪失することなく確保できる。逃がし安全弁機能回復について

も同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞ

れ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時

に喪失しないと判断する。 
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A系と同様
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自動減圧系

通
常

阻
止
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常

阻
止
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常

阻
止

代替自動減圧機能

 

図 11-1：自動減圧系と代替自動減圧系のロジック概要図 
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C
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動減圧系と隔離装置（リレー）を用
いて信号を分離しており，自動減圧
系への悪影響を与えない設計とす
る。

自動減圧系と隔離装置（リレー）を
用いて信号を分離し，自動減圧系
への悪影響を与えない設計とする。
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って分離を実施）。配線用

遮断器

配線用
遮断器

 
    図 11-2：信号の分離について
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６号炉 代替自動減圧系伝送器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号炉 代替自動減圧系伝送器配置図 

 

図 12：代替自動減圧系の伝送器の配置 
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６／７号炉 中央制御室配置図 

 

 

図 13-1：代替自動減圧系・自動減圧系の中央制御室における配置 
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７号炉 

 

図 13-2 蓄電池 A,A-2,B の配置 
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（４） 低圧代替注水系（常設）[47 条] 

低圧代替注水系（常設）は重大事故時に炉心に低圧注水するための常設

設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「残留

熱除去系（低圧注水モード）」である。（図 14） 

低圧代替注水系の主要設備を表３に示す。 

 

表３ 低圧代替注水系の主要設備について 

 

低圧代替注水系（常設），残留熱除去系（低圧注水モード）とも，火災の

発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策を講

じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充

満により消火困難となる場所には固定式ガス消火設備を設置している。 

低圧代替注水系（常設）のポンプ（復水移送ポンプ）は廃棄物処理建屋

に設置，残留熱除去系のポンプ（残留熱除去系ポンプ）は原子炉建屋に設

置されており，位置的分散を図っている。（図 15） 

低圧代替注水系（常設）は，図 16 のとおり屋外に設置するガスタービン

発電機から代替所内電気設備を経由し，残留熱除去系（低圧注水モード）

は，図 16 のとおり原子炉建屋１階に設置する非常用ディーゼル発電機から

非常用所内電気設備を経由して電源を受電できる設計としており，ガスタ

ービン発電機と非常用ディーゼル発電機，代替所内電気設備と非常用所内

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

－ ・低圧代替注水系（常設） ・残留熱除去系（低圧注水モード） 

ポンプ ・復水移送ポンプ ・残留熱除去系ポンプ 

電動弁 

（状態表示を含む） 

・残留熱除去系注入隔離弁  

（例：E11-MO-F005B） 

・復水補給水系タービン建屋 

負荷遮断弁 

（例：P13-MO-F029 ） 

・残留熱除去系(B)注入ライン 

洗浄水止め弁    

（例：E11-MO-F032B） 

・残留熱除去系注入隔離弁 

（例：E11-MO-F005A ） 

監視計器 

・復水補給水系流量計 

・復水移送ポンプ吐出圧力計 

・原子炉水位計 

・残留熱除去系流量計 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 
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電気設備とは，それぞれ位置的分散を図っている。また，低圧代替注水系

使用時の機器への電路と残留熱除去系（低圧注水モード）使用時の機器へ

の電路とは，米国電気電子工学学会（IEEE）規格 384（1992 年版）の分離

距離を確保することにより独立性を有する設計とする。（図 16） 

以上より，単一の火災によって低圧代替注水系（常設）と残留熱除去系

（低圧注水モード）の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。ま

た，消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．

(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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図 14：低圧代替注水系と残留熱除去系（低圧注水モード）の系統概略図 
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６号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号炉の配置 

図 15：低圧代替注水系と残留熱除去系（低圧注水モード）の配置 
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図 16-1：単線結線図（6 号炉） 

残留熱除去系注入弁（Ａ）

残留熱除去系
洗浄水弁（Ａ）

復水移送ポンプ
（Ｃ）

復水移送ポンプ
（Ｂ）

M
CC
 

6
C-
1
-1

A
M用

MC
C
 6
B

M
CC
 
6D
-
1-
1

非
常

用
低
圧

母
線

6D
-1

非
常

用
低
圧

母
線

6C
-1

非
常

用
高
圧

母
線

6D

A
M用

動
力
変

圧
器

D
/G

D
/G

R
/B
 
4F

R
/B
 
B1
F

R
/B
 
3F

R
/B
 
3F

M
CC
 

6
C-
1
-5

M
CC
 

6
D-
1
-5

R
/B
 
3F

R
/B
 
3F

非
常

用
所
内

電
気
設

備
【

区
分

Ⅰ
】

非
常

用
所
内

電
気
設

備
【

区
分

Ⅱ
】

代
替

所
内
電

気
設
備

(
6B
)

(
6A
)

動
力

変
圧
器

動
力

変
圧
器

M

計装設備

R
/B
 
4F

AM用直流
125V充電器

AM用直流
125V充電器

(予
備

)

残留熱除去系
洗浄水弁（Ｂ）

タービン建屋負荷遮断弁

R
/B
 
4F

非
常

用
高
圧

母
線

6C

R
/B
 
B1
F

復水移送ポンプ（Ａ）

残留熱除去系注入弁（Ｂ）

M
CC
 

6
C-
1
-2

非
常

用
低
圧

母
線

6E
-1

非
常

用
高
圧

母
線

6E

D
/G

(
6C
)

動
力

変
圧
器

非
常

用
所
内

電
気
設

備
【

区
分

Ⅲ
】

R
/B
 
B1
F

A
M用

切
替

盤
6A

残留熱除去系ポンプ（Ａ）

A
M用

切
替
盤

6B

残留熱除去系ポンプ（Ｂ）

R
/B
 
1F

R
/B
 
1F

R
/B
 
1F

残留熱除去系ポンプ（Ｃ）

M
CC
 
6E
-
1-
1

残留熱除去系注入弁（Ｃ）

【
凡

例
】

：
遮

断
器

：
配

線
用
遮

断
器

：
メ

カ
ニ
カ

ル
イ

ン
タ
ー

ロ
ッ
ク

：
AM
用

直
流

12
5
V

蓄
電

池

：
電

動
切
替

M

【
色

分
け
】

赤
色

：
非

常
用

系
（
区

分
Ⅰ
）

緑
色

：
非

常
用

系
（
区

分
Ⅱ
）

青
色

：
非

常
用

系
（
区

分
Ⅲ
）

水
色

：
重

大
事

故
等
対

処
設
備

黒
色
：

常
用
系

A
M用

切
替
盤

(D
C
)

R
/B
 
4F

収
納

箱

R
/B
 
B1
F

R
/B
 
B1
F

(
1)

(
2)

(
3)

(
13
)

(
14
)

(
15
)

(
16
)

(
17
)

(
18
)(
19
)

(
20
)

(
7)

(
6)

(
9)

(
10
)

(
4)

(
5)

(
21
)

(
8)

(
11
)

緊
急

用
電
源

切
替
箱

接
続

装
置

6A

緊
急

用
電
源

切
替
箱

接
続

装
置

6B

C
/B
 
2F

緊
急

用
電
源

切
替
箱

断
路

器

第
二

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

緊
急

用
高
圧

母
線

常
設

代
替

交
流

電
源
設

備

荒
浜

側
緊
急

用
高

圧
母

線
建

屋

荒
浜

側
常
設

代
替

交
流

電
源
設

備
設

置
場

所

常
設

代
替

交
流

電
源
設

備
７

号
炉

タ
ー

ビ
ン

建
屋

南
側

第
一

ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

G
TG

緊
急

用
断

路
器

予
備

G
TG

G
TG

G
TG

緊
急

用
断

路
器

予
備

M
C
C
：
モ
ー
タ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・

セ
ン
タ

非
常

用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

非
常

用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

非
常

用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

 



共 7－47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16-2：単線結線図（7 号炉） 
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（５） 代替原子炉補機冷却系[48 条] 

代替原子炉補機冷却系は重大事故時に最終ヒートシンクへ熱を輸送する

ための重大事故防止設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準

対象施設は「原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系」である。（図 17） 

代替原子炉補機冷却系の主要設備を表４に示す。 

 

表４ 代替原子炉補機冷却系の主要設備 

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

－ ・代替原子炉補機冷却系 
・原子炉補機冷却系， 

原子炉補機冷却海水系 

ポンプ 
・代替原子炉補機冷却 

海水ポンプ 

・原子炉補機冷却系ポンプ 

・原子炉補機冷却海水系ポンプ 

熱交換器 ・熱交換器ユニット ・原子炉補機冷却系熱交換器 

 

代替原子炉補機冷却系の常設のもののうち，配管・手動弁・サージタン

ク，残留熱除去系熱交換器については，不燃性材料で構築されていること

から，火災発生のおそれはない。すなわち，2.2．(1)①において安全機能

が喪失しないと判断する。 

代替原子炉補機冷却系及び原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系と

も，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防

止対策を講じる。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び

煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置する。さ

らに，原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系は３区分に分離して位置

的分散を図っている。（図 18） 

また，代替原子炉補機冷却系は，可搬型の熱交換器ユニット，代替原子

炉補機冷却海水ポンプで構成しており，車輌で原子炉施設の近傍に運搬し，

同時に運搬する電源車から電源を供給する設計としていることから，原子

炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系の機器の電路へ影響を及ぼさない設

計とする。 

以上より，単一の火災によって代替原子炉補機冷却系及び原子炉補機冷

却系，原子炉補機冷却海水系の安全機能は同時に喪失することなく確保で

きる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわ

ち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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図 17 代替原子炉補機冷却系 系統概要図 
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図 18-1：原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系の配置（6 号炉） 
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図 18-2：原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系の配置（7 号炉） 
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（６） 耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装

置 [48 条] 

 耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし

装 置は重大事故時に原子炉格納容器内を冷却するための常設設備であり，

当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却モード）」である。 

（図 19，20，21） 

耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし

装置の主要設備を表５に示す。 

 

表５ 耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力 

逃がし装置の主要設備について 

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

・耐圧強化ベント系 

・格納容器圧力 

逃がし装置 

・代替格納容器圧力

逃がし装置 

・耐圧強化ベント系 

・フィルタ装置 

・よう素フィルタ 

・格納容器スプレイ冷却系 

（残留熱除去系（格納容器 

スプレイ冷却モード）） 

電動弁 

（状態表示を含む） 
－ 

・残留熱除去系格納容器 

冷却流量調整弁 

（例：E11-MO-F017C） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却ライン隔離弁 

（例：E11-MO-F018C） 

・残留熱除去系サプレッション 

・チェンバ スプレイ注入弁 

（例：E11-MO-F019C） 

監視計器 

・耐圧強化ベント系 

放射線モニタ 

・フィルタ装置入口圧力 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置水素濃度 

・フィルタ装置出口放射線 

モニタ 

・金属フィルタ差圧 

・ドライウェル雰囲気温度 

・サプレッション・チェンバ 

雰囲気温度 

・格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 

・格納容器内圧計（Ｓ／Ｃ） 

・残留熱除去系流量 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 



共 7－53 

耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし

装置，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）とも，火災の発生防

止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策を講じる。

また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消

火困難となる場所には固定式ガス消火設備を設置する。 

耐圧強化ベント系，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は原

子炉建屋に設置，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置

は屋外に設置されており，位置的分散を図るとともに，格納容器圧力逃が

し装置のケーブルは電線管に布設しており，他の系統のケーブルと分離し

ている。（図 22,23,24） 

耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし

装置の電動弁及び電磁弁は，ガスタービン発電機から非常用所内電気設備

を経由し電源を受電している。一方，電源が喪失した場合を想定し，動作

原理の異なる多様性を有した駆動方式である人力にて開閉操作が可能な設

計とする。 

耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし

装置のドレンポンプ及び監視計器は,屋外に設置するガスタービン発電機

から代替所内電気設備を経由し，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）は，図 25 のとおり原子炉建屋１階に設置する非常用ディーゼル発電

機から非常用所内電気設備を経由して電力を受電できる設計としており，

ガスタービン発電機と非常用ディーゼル発電機，代替所内電気設備と非常

用所内電気設備とは，それぞれ位置的分散を図っている。また，耐圧強化

ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置使用時

の機器への電路と格納容器スプレイ冷却系使用時の機器への電路とは，米

国電気電子工学学会（IEEE）規格 384（1992 年版）の分離距離を確保する

ことにより独立性を有する設計とする。（図 25） 

以上より，単一の火災によって耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし

装置，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の安全機能は同時に

喪失することなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散し

て設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失し

ないと判断する。 
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図 19   耐圧強化ベント系 系統概要図 
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図 20 格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 
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図 21   代替格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 
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図 22-1 残留熱除去系（原子炉格納容器スプレイモード）， 

耐圧強化ベント系の配置（６号炉）（１／２） 

 



共 7－58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22-2 残留熱除去系（原子炉格納容器スプレイモード）， 

耐圧強化ベント系の配置（６号炉）（２／２）
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図 23-1 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）， 

耐圧強化ベント系の配置（７号炉）（１／２） 
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図 23-2 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）， 

耐圧強化ベント系の配置（７号炉）（２／２） 
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図 24：耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力 

逃がし装置，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の配置 
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図 25-1 単線結線図（６号炉） 

残留熱除去系格納容器
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図 25-2 単線結線図（7 号炉） 
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（７） 代替格納容器スプレイ冷却系 [49 条]  

代替格納容器スプレイ冷却系は重大事故時に原子炉格納容器内を冷却する

ための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は

「格納容器スプレイ冷却系」（残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード））

である。（図 26） 

代替格納容器スプレイ冷却系の主要設備を表６に示す。 

 

表６ 代替格納容器スプレイ冷却系の主要設備について 

 

 

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

－ ・代替格納容器スプレイ冷却系 

・格納容器スプレイ冷却系 

（残留熱除去系（格納容器スプレ

イモード）） 

ポンプ ・復水移送ポンプ ・残留熱除去系ポンプ 

電動弁 

（状態表示を含む） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却流量調整弁 

（例：E11-MO-F017B） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却ライン隔離弁 

（例：E11-MO-F018B） 

・残留熱除去系サプレッション 

・チェンバ スプレイ注入弁 

（例：E11-MO-F019B） 

・タービン建屋負荷遮断弁 

（例：P13-MO-F029 ） 

・残留熱除去系洗浄水弁 

（例：E11-MO-F032B） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却流量調整弁 

（例：E11-MO-F017C） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却ライン隔離弁 

（例：E11-MO-F018C） 

・残留熱除去系サプレッション 

・チェンバ スプレイ注入弁 

（例：E11-MO-F019C） 

監視計器 

・復水補給水系流量 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

・ドライウェル雰囲気温度 

・サプレッション・チェンバ 

雰囲気温度 

・格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 

・格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） 

・サプレッション・チェンバ・

プール水位 

・残留熱除去系流量 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 
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代替格納容器スプレイ冷却系，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）とも，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流によ

る過熱防止対策を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類

の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を

設置している。さらに，代替格納容器スプレイ冷却系のポンプは廃棄物処

理建屋に設置，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）のポンプは

原子炉建屋に設置しており，位置的分散を図る。（図 27） 

代替格納容器スプレイ冷却系は，図 28 のとおり屋外に設置するガスター

ビン発電機から代替所内電気設備を経由し，残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）は，図 28 のとおり原子炉建屋１階に設置する非常用ディ

ーゼル発電機から非常用所内電気設備を経由して電源を受電できる設計と

しており，ガスタービン発電機と非常用ディーゼル発電機，代替所内電気

設備と非常用所内電気設備とは，それぞれ位置的分散を図っている。また，

低圧代替注水系使用時の機器への電路と残留熱除去系（低圧注水モード）

使用時の機器への電路とは，米国電気電子工学学会（IEEE）規格 384（1992

年版）の分離距離を確保することにより，独立性を有する設計とする。（図

28） 

以上より，単一の火災によって代替格納容器スプレイ冷却系，残留熱除

去系（原子炉格納容器スプレイモード）の安全機能は同時に喪失すること

なく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置してい

る。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断す

る。 
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図 26  代替格納容器スプレイ冷却系と残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却モード）の系統概略図
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図 27-1：代替格納容器スプレイ冷却系， 残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却モード）の配置（6 号炉） 
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図 27-2：代替格納容器スプレイ冷却系， 残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却モード）の配置（7 号炉） 
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図 28-1 単線結線図（6 号炉） 
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図 28-2 単線結線図（7 号炉）
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（８） 燃料プール代替注水系 [54 条] 

燃料プール代替注水系は重大事故時に使用済み燃料プールを冷却するた

めの重大事故防止設備であり，当該設備を代替する機能を有する設計基準

対象施設は「残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給）」及び「燃料プ

ール冷却浄化系」である。 

燃料プール代替注水系の常設のもののうち，配管・手動弁・スプレイヘ

ッダについては，不燃性材料で構築されていることから，火災発生のおそ

れはない。すなわち，2.2．(1)①において安全機能が喪失しないと判断す

る。 

燃料プール代替注水系及び残留熱除去系とも，火災の発生防止対策とし

て難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策等を講じる。また，感

知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難と

なる場所に固定式ガス消火設備を設置する。さらに，燃料プール代替注水

系と残留熱除去系はそれぞれ異なる流路を使用する。（図 29） 

以上より，単一の火災によって燃料プール代替注水系及び残留熱除去系

の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備につい

てもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全

機能が同時に喪失しないと判断する。 

 

 



共 7－72 

 

 

 

図 29：燃料プール代替注水系と残留熱除去系   

（燃料プール水の冷却及び補給）の系統概略図 
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（９） 燃料プール冷却浄化系 [54 条] 

燃料プール冷却浄化系は重大事故時に使用済み燃料プールを冷却するた

めの重大事故防止設備であり，当該設備を代替する機能を有する設計基準

対象施設は「残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給）」である。（図

30） 

燃料プール冷却浄化系の主要設備を表７に示す。 

 

表７ 燃料プール冷却浄化系の主要設備 

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

－ ・燃料プール冷却浄化系 
・残留熱浄化系（燃料プール水の冷

却及び補給） 

ポンプ ・燃料プール冷却浄化系ポンプ ・残留熱除去系ポンプ 

熱交換器 
・燃料プール冷却浄化系熱交換

器 
・残留熱除去系熱交換器 

 

燃料プール冷却浄化系のうち，熱交換器，配管・手動弁・タンク，ディ

フューザについては，不燃性材料で構築されていることから，火災発生の

おそれはない。また，電動弁については，火災によって遠隔操作機能が喪

失した場合においても，使用済み燃料プールの水位低下には時間的余裕が

あることから，手動操作等により機能を復旧することが可能である。すな

わち，2.2．(1)①において安全機能が喪失しないと判断する。 

燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系とも，火災の発生防止対策とし

て難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策等を講じる。また，感

知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難と

なる場所に固定式ガス消火設備を設置する。 

燃料プール冷却浄化系ポンプと残留熱除去系ポンプは原子炉建屋に設置

されており，位置的分散を図っている。（図 31） 

以上より，単一の火災によって燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系

の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備につい

てもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全

機能が同時に喪失しないと判断する。 
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図 30：燃料プール冷却浄化系と残留熱除去系   

（燃料プール水の冷却及び補給）の系統概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 31-1：燃料プール冷却浄化系と残留熱除去系の配置（6 号炉）   
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図 31-2：燃料プール冷却浄化系と残留熱除去系の配置（7 号炉） 
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（１０） 使用済燃料貯蔵プールの監視設備[54 条] 

使用済燃料貯蔵プールの監視設備（使用済燃料貯蔵プール水位（SA広域，

SA），使用済燃料貯蔵プール温度（SA 広域，SA），使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ／低レンジ））は重大事故時に使用済燃料貯蔵プール

の冷却等を監視するための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有

する設計基準対象施設は「使用済燃料プール水位」，「FPC ポンプ入口温度」，

「使用済燃料貯蔵プール温度」，「燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ」，「燃

料取替エリア排気放射線モニタ」，「原子炉区域換気空調系排気放射線モニ

タ」である。 

使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域，SA），使用済燃料貯蔵プール温度

（SA 広域，SA），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ／低レン

ジ）は，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策等を講じ

る。また，感知・消火対策として当該計器を設置する原子炉建屋オペレー

ティングフロアについては異なる２種類の感知器を設置するとともに，消

防法に基づく消火設備を設置している。さらに，これらの計器のケーブル

は電線管に布設することによって他の系統のケーブルと分離している。加

えて，使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域，SA），使用済燃料貯蔵プール

温度（SA 広域，SA），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ／低

レンジ）の電源（AM 用直流 125V 蓄電池）は原子炉建屋に設置，これらの

設備が代替する設計基準対象施設である使用済燃料プール水位，FPC ポン

プ入口温度，使用済燃料貯蔵プール温度，燃料貯蔵プールエリア放射線モ

ニタ，燃料取替エリア排気放射線モニタ，原子炉区域換気空調系排気放射

線モニタの電源はコントロール建屋（交流 120V 中央制御室計測用分電盤）

に設置しており，位置的分散を図る（図 32～34）。また，各監視パラメー

タは以下の通り位置的分散を図る。 

 
監視パラメータ 評価 

水位 ・使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域）と使用済燃料貯蔵プール水位（SA），

使用済燃料プール水位とは約 12m の離隔距離。 

水温 ・使用済燃料貯蔵プール水温（SA 広域）と使用済燃料貯蔵プール水温（SA），

使用済燃料貯蔵プール温度とは約 12m の離隔距離。 

・上記の計器の設置場所が原子炉建屋地上 4 階に対して，FPC ポンプ入口温度

は原子炉建屋地上 2 階に設置。 

放射線 ・「使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ／低レンジ）」，「燃料貯蔵

プールエリア放射線モニタ」，「燃料取替エリア排気放射線モニタ」の設置場

所が原子炉建屋地上 4 階に対して，「原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ」

は原子炉建屋地上中 4 階（6 号炉），原子炉建屋地上 3 階（7 号炉）に設置。 

 

以上より，単一の火災によって使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域，SA）

と使用済燃料プール水位，使用済燃料貯蔵プール温度（SA 広域，SA）と FPC
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ポンプ入口温度及び使用済燃料貯蔵プール温度，使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ／低レンジ）と燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ，

燃料取替エリア排気放射線モニタ及び原子炉区域換気空調系排気放射線モ

ニタとは，それぞれ同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備

についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②におい

て安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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図 32-1：6 号炉 使用済燃料プール監視設備の全体系統図 
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図 32-2：7 号炉 使用済燃料プール監視設備の全体系統図 
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６号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33-1：使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計・放射線モニタの 

検出器の配置 
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６号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33-2：使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計・放射線モニタの 

検出器の配置 
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７号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33-3：使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計・放射線モニタの 

検出器の配置
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７号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33-4：使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計・放射線モニタの 

検出器の配置 
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図 34-1：単線結線図（6 号炉）  
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図 34-2：単線結線図（7 号炉）  
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（10）常設代替交流電源 [57 条] 

常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機，第一ガスタービン発

電機用燃料タンク，第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，第二ガス

タービン発電機，第二ガスタービン発電機用燃料タンク，第二ガスタービ

ン発電機用燃料移送ポンプ）は重大事故時に交流電源を供給するための常

設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「非

常用ディーゼル発電機」である。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用燃料タンク，ガスタービン

発電機用燃料移送ポンプ，緊急用断路器，緊急用高圧母線，非常用ディー

ゼル発電機，非常用高圧母線とも，火災の発生防止対策として難燃ケーブ

ルの使用，過電流による過熱防止対策等を講じる。また，感知・消火対策

として異なる２種類の感知器，及び非常用ディーゼル発電機室には固定式

ガス消火設備を設置している。さらに，ガスタービン発電機，ガスタービ

ン発電機用燃料タンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，緊急用断

路器は屋外設置，緊急用高圧母線は原子炉建屋と異なる荒浜側緊急用電気

品室内設置，非常用ディーゼル発電機は原子炉建屋内に設置しており，位

置的分散を図る。加えて，緊急用高圧母線，及び非常用ディーゼル発電機

に接続する非常用高圧母線には遮断器及び保護継電器を設置し，電気的に

も分離を図る。（図 35） 

以上より，単一の火災によって常設代替交流電源，非常用ディーゼル発

電機の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備に

ついてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において

安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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図 35：交流電源系統図 
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（11）蓄電池 A 系，蓄電池 A-2 系，AM 用直流 125V 蓄電池，AM 用直流 125V 充電   

器 [57 条] 

AM 用直流 125V 蓄電池，AM 用直流 125V 充電器は重大事故時に直流電源を

供給するための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基

準対象施設は，「蓄電池 A 系，蓄電池 A-2 系，AM 用直流 125V 蓄電池」につ

いては「蓄電池 B 系，蓄電池 C 系，蓄電池 D 系」，「AM 用直流 125V 充電器」

については「蓄電池 A 系，蓄電池 A-2 系」である。 

AM 用直流 125V 蓄電池，AM 用直流 125V 充電器，蓄電池 A 系，蓄電池 A-2

系，蓄電池 B 系，蓄電池 C 系，蓄電池 D 系とも，火災の発生防止対策とし

て難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策等を講じている。また，

感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難

となる場所に固定式ガス消火設備を設置している。さらに，AM 用直流 125V

蓄電池，AM 用直流 125V 充電器は原子炉建屋に設置，蓄電池 A 系，A-2 系，

B 系，C 系，D 系はコントロール建屋内に設置，蓄電池 A 系・A-2 系と蓄電

池 B 系，蓄電池 C 系，蓄電池 D 系はそれぞれ異なる火災区域に配置してお

り，位置的分散を図っている。加えて，AM 用直流 125V 充電器，及び各蓄

電池に接続する充電器には遮断器を設置し，電気的にも分離を図る。（図

36,37） 

以上より，単一の火災によって AM 用直流 125V 蓄電池，AM 用直流 125V

充電器と蓄電池 A 系，A-2 系，B 系，C 系，D 系の安全機能は同時に喪失す

ることなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散されて設

置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しない

と判断する。 

なお，AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V 蓄電池

～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに布設されている箇所周辺

の火災影響について，「参考」に示す。 
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６号炉の配置 

図 36-1：AM 用直流 125V 蓄電池・充電器と 

蓄電池 A 系・A-2 系・B 系・C 系・D 系の配置（１／２） 
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７号炉の配置 

図 36-2：AM 用直流 125V 蓄電池・充電器と 

蓄電池 A 系・A-2 系・B 系・C 系・D 系の配置（２／２） 
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図 37：直流電源系統図 
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（12）代替所内電気設備，号炉間電力融通ケーブル，燃料補給設備 [57 条] 

代替所内電気設備（緊急用高圧母線，緊急用断路器，緊急用電源切替箱

断路器，緊急用電源切替箱接続装置，AM 用動力変圧器，AM 用 MCC，AM 用直

流 125V 充電器電源切替盤，AM 用切替盤，AM 用操作盤，非常用高圧母線 C

系，D 系），号炉間電力融通ケーブル，軽油タンクは重大事故時に交流電源

を供給するための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計

基準対象施設は「非常用 MCC（C,D,E）」，「軽油タンク」である。 

代替所内電気設備，非常用 MCC（C,D,E）とも，火災の発生防止対策とし

て難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策等を講じており，軽油

タンクについては火災の発生防止対策として主要な構造材に不燃性材料を

使用している。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙

の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置している。

さらに，代替所内電気設備のうち AM 用切替盤に給電するために必要な機器

である緊急用断路器は屋外設置，代替所内電気設備のうち緊急用高圧母線

は原子炉建屋と異なる荒浜側緊急用電気品室内設置，代替所内電気設備の

うち緊急用電源切替箱断路器はコントロール建屋内に設置，代替所内電気

設備のうち AM 用動力変圧器，AM 用切替盤，AM 用操作盤は非常用 MCC（C,D,E）

と原子炉建屋内の別の火災区域に設置しており，位置的分散を図っている。

号炉間電力融通ケーブルは，非常用所内電気設備とは別の火災区域である

コントロール建屋２階に設置しており，位置的分散を図っている。（図 38） 

一方，非常用高圧母線については C,D,E 系でそれぞれ分散されて布設し

ている。加えて，代替所内電気設備，非常用 MCC とも遮断器を設置し，電

気的にも分離を図る。軽油タンクについては２系統あるが，外部火災影響

評価によると１系統の軽油タンクで火災が発生しても他方の軽油タンクで

は火災が発生せず，単一の火災によって同時に機能喪失しないことが確認

されている。 

以上より，単一の火災によって代替所内電気設備，非常用 MCC の安全機

能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備についてもそれ

ぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同

時に喪失しないと判断する。 
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図 38-1：代替所内電気設備，非常用 MCC（C,D,E）,号炉間電力融通 

ケーブルの配置（１／２） 

（代替所内電気設備） 
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図 38-2：代替所内電気設備，非常用 MCC（C,D,E）,号炉間電力融通 

ケーブルの配置（２／２）

（代替所内電気設備，号炉間電力融通ケーブル） 
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（13）計装設備 [58 条] 

重大事故等対処設備のうち計装設備は重大事故時に原子炉圧力容器，原

子炉格納容器の状態，最終ヒートシンクによる冷却状態等を把握するため

の常設設備であり，これらの設備による計測が困難となった場合の代替監

視パラメータについては，表７に記載のとおりである。 

重大事故等対処設備のうち，計装設備は，火災の発生防止対策として難

燃ケーブルの使用等の対策等を講じている。また，感知・消火対策として

異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガ

ス消火設備を設置している。さらに，各計器のケーブルは電線管に布設し

ており，他の系統のケーブルと分離しているとともに，重大事故等対処設

備の計装設備の検出器・伝送器等は，当該設備の計測が困難となった場合

の代替パラメータの検出器・伝送器とは位置的に分散して設置している。 

（表 8-1～2，図 39-1～21，図 40-1～2） 

以上より，単一の火災によって重大事故等対処設備の計装設備と設計基

準対象施設の計装設備の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。

また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．

(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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表 8-1:重大事故防止設備パラメータ一覧（６号炉） 

 

パラメータ名称 設置場所 
ドライウェル雰囲気温度 原子炉格納容器内 
サプレッション・チェンバ気体温度 原子炉格納容器内 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 原子炉格納容器内 
起動領域モニタ 原子炉格納容器内 
平均出力領域モニタ 原子炉格納容器内 
原子炉圧力 原子炉建屋地下 1 階 
原子炉圧力（ＳＡ） 原子炉建屋地下 1 階 
原子炉水位 原子炉建屋地下 1,3 階 
原子炉水位(ＳＡ) 原子炉建屋地下 1,3 階 
高圧代替注水系系統流量 原子炉建屋地下 2 階 
復水補給水系流量（原子炉圧力容器） 原子炉建屋地下 1 階 
復水補給水系流量（原子炉格納容器） 原子炉建屋地下 1,2 階 
格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 原子炉建屋地上中 4 階 
格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） 原子炉建屋地上 1 階 
サプレッション・チェンバ・プール水位 原子炉建屋地下 3 階 
格納容器内雰囲気放射線レベル（Ｄ／Ｗ） 原子炉建屋地上 1 階 
格納容器内雰囲気放射線レベル（Ｓ／Ｃ） 原子炉建屋地下 1 階 
復水補給水系温度（代替循環冷却） 原子炉建屋地下 2 階 
復水移送ポンプ吐出圧力 廃棄物処理建屋地下 3 階 
復水貯蔵槽水位（ＳＡ） 廃棄物処理建屋地下 3 階 
フィルタ装置水位 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 
フィルタ装置入口圧力 原子炉建屋地上 3 階 
フィルタ装置出口放射線モニタ 屋外（原子炉建屋屋上） 
フィルタ装置水素濃度 原子炉建屋地上 3 階 
フィルタ装置金属フィルタ差圧 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 
耐圧強化ベント系放射線モニタ 原子炉建屋地上 4 階 
使用済燃料貯蔵プール水位・温度（ＳＡ広域） 原子炉建屋地上 4 階 
使用済燃料貯蔵プール水位・温度（ＳＡ） 原子炉建屋地上 4 階 
使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ 原子炉建屋地上 4 階 
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図 39-1：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（1／23） 
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図 39-2：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（2／23） 



共 7－97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 39-3：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（3／23） 
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図 39-4：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（4／23） 
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図 39-5：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（5／23） 
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図 39-6：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（6／23） 
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図 39-7：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（7／23） 
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図 39-8：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（8／23） 
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図 39-9：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（9／23） 
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図 39-10：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（10／23） 
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図 39-11：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（11／23） 
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図 39-12：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（12／23） 
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表 8-2：重大事故防止設備パラメータ一覧（７号炉） 

 

パラメータ名称 設置場所 
ドライウェル雰囲気温度 原子炉格納容器内 
サプレッション・チェンバ気体温度 原子炉格納容器内 
サプレッション・チェンバ・プール水温

度 

原子炉格納容器内 
起動領域モニタ 原子炉格納容器内 
平均出力領域モニタ 原子炉格納容器内 
原子炉圧力 原子炉建屋地下 1 階 
原子炉圧力（ＳＡ） 原子炉建屋地下 1 階 
原子炉水位 原子炉建屋地下 1,3 階 
原子炉水位(ＳＡ) 原子炉建屋地下 1,2 階 
高圧代替注水系系統流量 原子炉建屋地下 2 階 
復水補給水系流量（原子炉圧力容器） 原子炉建屋地下 1 階, 地上 1 階 
復水補給水系流量（原子炉格納容器） 原子炉建屋地下 2 階, 地上 1 階 
格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ） 原子炉建屋地上 3 階 
格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ） 原子炉建屋地上 1 階 
サプレッション・チェンバ・プール水位 原子炉建屋地下 3 階 
格納容器内雰囲気放射線レベル（Ｄ／Ｗ） 原子炉建屋地上 1 階 
格納容器内雰囲気放射線レベル（Ｓ／Ｃ） 原子炉建屋地下 1 階 
復水補給水系温度（代替循環冷却） 原子炉建屋地下 3 階 
復水移送ポンプ吐出圧力 廃棄物処理建屋地下 3 階 
復水貯蔵槽水位（ＳＡ） 廃棄物処理建屋地下 3 階 
フィルタ装置水位 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 
フィルタ装置入口圧力 原子炉建屋地上中 4 階 
フィルタ装置出口放射線モニタ 屋外（原子炉建屋屋上） 
フィルタ装置水素濃度 原子炉建屋地上 3 階 
フィルタ装置金属フィルタ差圧 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 
耐圧強化ベント系放射線モニタ 原子炉建屋地上 4 階 
使用済燃料貯蔵プール水位・温度（ＳＡ

広域） 

原子炉建屋地上 4 階 
使用済燃料貯蔵プール水位・温度（ＳＡ） 原子炉建屋地上 4 階 
使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ 原子炉建屋地上 4 階 
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図 39-13：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（13／23） 
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図 39-14：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（14／23） 
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図 39-15：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（15／23） 
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図 39-16：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（16／23） 
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図 39-17：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（17／23） 
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図 39-18：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（18／23） 
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図 39-19：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（19／23） 
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図 39-20：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（20／23） 
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図 39-21：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（21／23） 
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図 39-22：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（22／23） 
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図 39-23：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の配置（23／23） 
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図 40-1：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の 

電源の概略系統図（1／2） 
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図 40-2：重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の 

電源の概略系統図（2／2） 
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（14）３号炉原子炉建屋内緊急時対策所 [61 条] 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所（生体遮蔽，待避室生体遮蔽を含む）

については，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所が６号及び７号炉の原子炉

建屋・コントロール建屋等と位置的に分散して設置されていることから，

当該対策所における単一の火災によっても６号及び７号炉の原子炉及び使

用済燃料プールに影響を及ぼすおそれはない。 

なお，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，火災の発生防止対策として

難燃ケーブルの使用等の対策等を講じている。また，感知・消火対策とし

て異なる２種類の感知器，二酸化炭素消火器を配備している。３号炉原子

炉建屋内緊急時対策所には運転員が常駐しており，万一火災が発生した場

合でも速やかな消火が可能であることから，単一の火災によって３号炉原

子炉建屋内緊急時対策所は機能喪失しない。すなわち，2.2．(1)①におい

て安全機能が喪失しないと判断する。（図 41） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41：３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の配置 
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（15）通信連絡設備（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） [61 条] 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の通信連絡設備である無線連絡設備

（常設）については，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所が６号及び７号炉

の原子炉建屋・コントロール建屋等と位置的に分散して設置されているこ

とから，当該設備の単一の火災によっても６号及び７号炉の原子炉及び使

用済燃料プールに影響を及ぼすおそれはない。 

 

なお，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の無線連絡設備（常設）は重大

事故時に３号炉原子炉建屋内緊急時対策所において通信連絡を行うための

常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「送

受話器（ページング）」，「電力保安通信用電話設備」である。 

無線連絡設備（常設）は，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使

用等の対策を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感

知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置

している。さらに，無線連絡設備（常設）と送受話器（ページング），電力

保安通信用電話設備はそれぞれ別の火災区域に設置しており，位置的分散

を図っている。（図 42） 

以上より，単一の火災によって通信連絡設備（３号炉原子炉建屋内緊急

時対策所），送受話器（ページング用），電力保安通信用電話設備の安全機

能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備についてもそれ

ぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同

時に喪失しないと判断する。 
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図 42-1：無線連絡設備（常設）（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所， 

免震重要棟内緊急時対策所）と送受話器（ページング）， 

電力保安通信用電話設備の配置（１／３） 
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図 42-2：無線連絡設備（常設）（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所， 

免震重要棟内緊急時対策所）と送受話器（ページング）， 

電力保安通信用電話設備の配置（２／３） 
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図 42-3：無線連絡設備（常設）（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所， 

免震重要棟内緊急時対策所）と送受話器（ページング）， 

電力保安通信用電話設備の配置（３／３） 
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（16）３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車，負荷変圧器,交流分電盤 

 [61 条] 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車，負荷変圧器,交流分電盤につ

いては，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所が６号及び７号炉の原子炉建

屋・コントロール建屋等と位置的に分散して設置されていることから，当

該電源車の単一の火災によっても６号及び７号炉の原子炉及び使用済燃料

プールに影響を及ぼすおそれはない。 

 

なお，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車は重大事故時に３号炉

原子炉建屋内緊急時対策所に交流電源を供給するための常設設備であり，

当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は外部電源である。 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車，負荷変圧器，交流分電盤は，

火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じている。ま

た，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車，負荷変圧器,交流分電盤に

ついては感知・消火対策として異なる２種類の感知器を設置している。さ

らに，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源車は屋外に設置，３号炉原

子炉建屋内緊急時対策所の外部電源は開閉所から洞道を経由し低起動変圧

器を介して建屋内に設置している共通用高圧母線に給電しており，位置的

分散を図っている。（図 43） 

以上より，単一の火災によって３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源

車と，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の常設電源は同時に機能を喪失す

ることなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置

している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと

判断する。 
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図 43-1：３号炉緊急時対策所の電源の配置 
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図 43-2：３号炉緊急時対策所の電源の配置 
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（17）免震重要棟内緊急時対策所 [61 条] 

免震重要棟内緊急時対策所（生体遮蔽，待避室生体遮蔽を含む）につい

ては，免震重要棟内緊急時対策所が６号及び７号炉の原子炉建屋・コント

ロール建屋等と位置的に分散して設置していることから，当該対策所にお

ける単一の火災によっても６号及び７号炉の原子炉及び使用済燃料プール

に影響を及ぼすおそれはない。 

なお，免震重要棟内緊急時対策所（生体遮蔽，待避室生体遮蔽を含む）

は，火災の発生防止対策として動力ケーブルに対して難燃ケーブルを使用

する等の対策等を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類

の感知器，二酸化炭素消火器を配備している。免震重要棟内緊急時対策所

付近には職員が常駐しており，万一火災が発生した場合でも速やかな消火

が可能であることから，単一の火災によって免震重要棟内緊急時対策所は

機能喪失しない。すなわち，2.2．(1)①において安全機能が喪失しないと

判断する。（図 44） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共 7－130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 44：免震重要棟内緊急時対策所の配置 
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（18）通信連絡設備（免震重要棟内緊急時対策所） [61 条] 

免震重要棟内緊急時対策所の通信連絡設備である無線連絡設備（常設）

については，免震重要棟内緊急時対策所が６号及び７号炉の原子炉建屋・

コントロール建屋等と位置的に分散して設置されていることから，当該設

備の単一の火災によっても６号及び７号炉の原子炉及び使用済燃料プール

に影響を及ぼすおそれはない。 

 

なお，免震重要棟内緊急時対策所の通信連絡設備である無線連絡設備（常

設）は重大事故時に免震重要棟内緊急時対策所において通信連絡を行うた

めの常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設

は「送受話器（ページング）」，「電力保安通信用電話設備」である。 

免震重要棟内緊急時対策所については，動力ケーブルについては実証試

験により難燃性を確認したケーブルを使用するが，一部の制御ケーブル，

計装ケーブルについて，実証試験により難燃性が確認されていないものを

使用する。制御ケーブル，計装ケーブルは流れる電流が微弱であるためケ

ーブルが発火するおそれは小さい。また，感知・消火対策として異なる２

種類の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設

備を設置している。さらに，無線連絡設備（常設）と送受話器（ページン

グ），電力保安通信用電話設備はそれぞれ別の火災区域に設置しており，位

置的分散を図っている。（図 42） 

以上より，単一の火災によって通信連絡設備（免震重要棟内緊急時対策

所），送受話器（ページング用），電力保安通信用電話設備の安全機能は同

時に喪失することなく確保できる。すなわち，2.2．(1)②において安全機

能が同時に喪失しないと判断する。 
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（19）免震重要棟内緊急時対策所用ガスタービン発電機，免震重要棟内緊急時対

策所用ガスタービン発電機用地下貯油タンク，免震重要棟内緊急時対策所

用ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，免震重要棟内緊急時対策所用ガ

スタービン発電機用受電盤[61 条] 

免震重要棟内緊急時対策所用ガスタービン発電機，免震重要棟内緊急時

対策所用ガスタービン発電機用地下貯油タンク，免震重要棟内緊急時対策

所用ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，免震重要棟内緊急時対策所用

ガスタービン発電機用受電盤については，免震重要棟が６号及び７号炉の

原子炉建屋・コントロール建屋等と位置的に分散して設置されていること

から，当該設備の単一の火災によっても６号及び７号炉の原子炉及び使用

済燃料プールに影響を及ぼすおそれはない 

 

なお，免震重要棟緊急時対策所用ガスタービン発電機は重大事故時に免

震重要棟内緊急時対策所に交流電源を供給するための常設設備であり，当

該設備を代替する機能を有する設計基準対象施設は「緊急時対策所（免震

重要棟内緊急時対策所）」の常設電源である。 

免震重要棟ガスタービン発電機は，火災の発生防止対策として動力ケー

ブルに難燃ケーブルの使用等の対策を講じている。また，免震重要棟内緊

急時対策所用ガスタービン発電機，免震重要棟内緊急時対策所用ガスター

ビン発電機用地下貯油タンク，免震重要棟内緊急時対策所用ガスタービン

発電機用燃料移送ポンプ，免震重要棟内緊急時対策所用ガスタービン発電

機用受電盤は感知・消火対策として異なる２種類の感知器及びを設置して

いる。さらに，免震重要棟内緊急時対策所用ガスタービン発電機は免震重

要棟  に設置，免震重要棟内緊急時対策所の外部電源は１号炉又は３号

炉に設置されており，位置的分散を図っている。（図 45） 

以上より，単一の火災によって３号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源

車と，３号炉原子炉建屋内緊急時対策所の外部電源は同時に喪失すること

なく確保できる。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失し

ないと判断する。 
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図 45：免震重要棟内緊急時対策所の電源の配置 
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（20）発電所内の通信連絡設備 [62 条] 

発電所内の通信連絡設備である無線連絡設備（常設）は重大事故時に通

信連絡を行うための常設設備であり，当該設備を代替する機能を有する設

計基準対象施設は「送受話器（ページング）」，「電力保安通信用電話設備非

常用所内電源系」である。 

無線連絡設備（常設）は，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使

用等の対策を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感

知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置

している。さらに，無線連絡設備（常設）と送受話器（ページング），電力

保安通信用電話設備はそれぞれ別の火災区域に設置しており，位置的分散

を図っている。（図 46） 

以上より，単一の火災によって無線連絡設備（常設），送受話器（ページ

ング用），電力保安通信用電話設備の安全機能は同時に喪失することなく確

保できる。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと

判断する。 
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図 46-1：無線連絡設備（常設）と送受話器（ページング）， 

電力保安通信用電話設備の配置（１／２） 
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図 46-2：無線連絡設備（常設）と送受話器（ページング）， 

電力保安通信用電話設備の配置（２／２） 
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3.2．重大事故防止設備でない重大事故等対処設備の火災による影響（修復性） 

重大事故防止設備でない重大事故等対処設備には，常設重大事故緩和設備，

常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備，可搬型重大事故緩

和設備，可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備に分類さ

れる。これらの火災による影響について，以下に示す。 

 

 

3.2.1．重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備の火災による影響 

重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備を表９に示す。 

 

 

表９：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（１／４） 

 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

格納容器圧力逃がし装置 

フィルタ装置水位 

48,50,52 
防止でも緩和でもない 

フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置スクラバ水 pH 

ラプチャーディスク 緩和 
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表９：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（２／４） 

 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

代替格納容器圧力逃がし 

装置 

フィルタ装置水位 

48,50,52 

防止でも緩和でもない 

フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置スクラバ水 pH 

薬液タンク 
緩和 

ラプチャーディスク 

代替循環冷却系 

復水移送ポンプ 

50 
緩和 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

サージタンク，残留熱除去系  

熱交換器［流路］ 

代替循環冷却系 配管・弁［流路］ 

残留熱除去系・高圧炉心注水系・

復水補給水系・給水系・格納容器

下部注水系 配管・弁・ストレー

ナ・スパージャ・スプレイヘッダ

［流路］ 

原子炉圧力容器［注入先］ 

原子炉格納容器［注入先］ 50,51 

S/P への畜熱補助 真空破壊弁（S/C→D/W） 50 緩和 

格納容器下部注水系 

（常設） 

復水移送ポンプ 

51 緩和 
復水補給水系・格納容器下部 

注水系・高圧炉心注水系 配管・

弁［流路］ 

格納容器下部注水系 

（可搬型） 

復水補給水系・格納容器下部 

注水系 配管・弁［流路］ 
51 緩和 
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表９：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（３／４） 

 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

格納容器内の水素濃度 

監視設備 

格納容器内水素濃度（SA） 

52 緩和 

格納容器内水素濃度 

格納容器内酸素濃度 

耐圧強化ベント系（W/W） 

（代替循環冷却実施時の格

納容器内の可燃性ガスの排

出） 

耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁 

遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器［ベント元］ 

不活性ガス系・非常用ガス処理系 

配管・弁［流路］ 

耐圧強化ベント系 
耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度計 

静的触媒式水素再結合器 

静的触媒式水素再結合器 

53 緩和 
静的触媒式水素再結合器 

動作監視装置 

原子炉建屋水素濃度 

使用済燃料プールの 

監視設備 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

（使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ用空冷装置含む） 

54,58 防止でも緩和でもない 

水源の確保 

※水源としては海水も使用

可能 

サプレッション・チェンバ 56 緩和 

防火水槽 

50,56 

-（代替淡水源） 

[常設重大事故等対処設

備ではなく代替淡水源

（措置）であるが、本条

文において必要なため記

載] 

淡水貯水池 

-（代替淡水源） 

[常設重大事故等対処設

備ではなく代替淡水源

（措置）であるが、本条

文において必要なため記

載] 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 

58 

緩和 

格納容器内の水位 格納容器下部水位 

格納容器内の水素濃度 
格納容器内水素濃度（SA） 

格納容器内水素濃度 

格納容器内の酸素濃度 格納容器内酸素濃度 

原子炉建屋内の水素濃度 原子炉建屋水素濃度 

最終ヒートシンクによる冷

却状態の確認 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

発電所内の通信連絡 

必要な情報を把握できる設備（安

全 パ ラ メ ー タ 表 示 シ ス テ ム

（SPDS）） 

防止でも緩和でもない 
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表９：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（４／４） 

 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

居住性の確保 

中央制御室 

59 

（重大事故等対処施設） 
中央制御室待避室 

中央制御室待避室遮蔽 

緩和 中央制御室待避室空気ボンベ 

陽圧化装置（配管・弁） 

無線連絡設備（常設）（待避室） 

防止でも緩和でもない 衛星電話設備（常設）（待避室） 

データ表示装置（待避室） 

電源の確保 モニタリング・ポスト用発電機 60 防止でも緩和でもない 

居住性の確保（３号炉原子炉

建屋内緊急時対策所） 

緊急時対策所（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 

61 

（重大事故等対処施設） 

３号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（待避室）遮蔽 
緩和 

必要な情報の把握（３号炉 

原子炉建屋内緊急時対策所） 

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

防止でも緩和でもない 

通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 

衛星電話設備（常設） 

総合原子力防災ネットワークを 

用いた通信連絡設備 

データ伝送設備 

居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所） 

緊急時対策所（免震重要棟内緊急

時対策所） 
（重大事故等対処施設） 

免震重要棟内緊急時対策所（待避

室）遮蔽 
緩和 

地震観測装置 防止でも緩和でもない 

必要な情報の把握（免震重要

棟内緊急時対策所） 

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

防止でも緩和でもない 

通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所） 

衛星電話設備（常設） 

総合原子力防災ネットワークを 

用いた通信連絡設備 

データ伝送設備 

発電所内の通信連絡 

衛星電話設備（常設） 

62 防止でも緩和でもない 

必要な情報を把握できる設備 

（安全パラメータ表示システム

（SPDS）） 

発電所外の通信連絡 

衛星電話設備（常設） 

総合原子力防災ネットワークを 

用いた通信連絡設備 

データ伝送装置 
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表９の設備のうち，圧力開放板，配管，手動弁，サージタンク，熱交換器，

スプレイヘッダ，原子炉圧力容器，原子炉格納容器，中央制御室待避室室陽圧

化装置（配管・弁），原子炉ウェル，サプレッション・チェンバについては，金

属等の不燃性材料で構築されていること，内部の液体の漏えいを防止するため

のパッキンが装着されている場合でもパッキン類のシート面は機器内の液体と

接触しており大幅な温度上昇は考えにくいことから，火災発生のおそれはない。

すなわち，2.2．(2)①において安全機能が喪失しないと判断する。 

上記以外の常設重大事故緩和設備及び常設重大事故等対処設備のうち防止で

も緩和でもないものについては，火災防護に係る審査基準にしたがい，火災の

発生防止対策及び火災の感知・消火対策を実施する。（資料 10） 

すなわち，これらの設備については，火災防護対策の実施によって， 2.2．

(2)②における「できる限りの頑健性」を確保する。 
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3.2.2．重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備の火災による影響 

重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備を表１０に示す。 

 

表１０：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（１／２） 

 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

アクセスルート確保 ホイールローダ 43 防止でも緩和でもない 

格納容器圧力逃がし装置 
スクラバ水 pH 制御設備 

48,50,52 緩和 
可搬型窒素供給装置 

代替格納容器 

圧力逃がし装置 
可搬型窒素供給装置 

代替循環冷却系 

熱交換器ユニット 

50 緩和 

代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

代替原子炉補機冷却 

海水ストレーナ 

ホース[流路] 

移動式変圧器 

格納容器下部注水系 

（可搬型） 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
51 緩和 

ホース[流路] 

燃料プール代替注水系 

（可搬型） 
可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 54，56 緩和 

大気への放射性物質の拡散 

抑制 

※水源は海水を使用 

大容量送水車 

55 緩和 

ホース[流路] 

放水砲 

海洋への放射性物質の拡散 

抑制 

汚濁防止膜 

汚濁防止膜装置のための小型船舶 

放射性物質吸着材 

航空機燃料火災への泡消火 
泡原液搬送車 

泡原液混合装置 

温度、圧力、水位、注水量の

計測・監視 
可搬型計測器 58 防止でも緩和でもない 

居住性の確保 

中央制御室待避室空気ボンベ陽圧

化装置（空気ボンベ） 

59 

緩和 

可搬型蓄電池内蔵型照明 

防止でも緩和でもない 差圧計 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計 
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表１０：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（２／２） 

 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

放射線量の測定 可搬型モニタリングポスト 

60 防止でも緩和でもない 

放射能観測車の 

代替測定装置 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

GM 汚染サーベイメータ 

NaI シンチレーションサーベイ 

メータ 

発電所及びその周辺の測定

に使用する測定器 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

GM 汚染サーベイメータ 

NaI シンチレーションサーベイ 

メータ 

ZnS シンチレーションサーベイ 

メータ 

電離箱サーベイメータ 

海上モニタリングの 

ための小型船舶 

風向・風速その他 

気象条件の測定 
可搬型気象観測装置 

居住性の確保（３号炉原子炉

建屋内緊急時対策所） 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

差圧計 

通信連絡（３号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 
衛星電話設備（可搬型） 

居住性の確保（免震重要棟内

緊急時対策所） 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

差圧計 

通信連絡（免震重要棟内緊急

時対策所） 
衛星電話設備（可搬型） 

発電所内の通信連絡 衛星電話設備（可搬型） 
62 防止でも緩和でもない 

発電所外の通信連絡 衛星電話設備（可搬型） 
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表１０の設備のうち，中央制御室待避室空気ボンベ陽圧化装置（空気ボンベ）

は金属等の不燃性材料で構築されていることから，火災発生のおそれはない。

また，ホイールローダ，可搬型窒素供給装置，可搬型代替注水ポンプ，大容量

放水車，放水砲，汚濁防止膜，放射性物質吸着材，泡原液搬送車，泡原液混合

装置，可搬型モニタリングポスト，可搬型ダスト・よう素サンプラ，GM 汚染サ

ーベイメータ，NaI シンチレーションサーベイメータ，ZnS シンチレーションサ

ーベイメータ，電離箱サーベイメータ，海上モニタリングのための小型船舶，

可搬型気象観測装置については，荒浜側，大湊側の双方に保管することから，

単一の火災によっても同時にすべての機能を喪失するおそれはない。すなわち，

2.2．(2)①において安全機能が喪失しないと判断する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備については，火災防護計画にしたがっ

て火災の発生防止対策及び火災の感知・消火対策を実施する。すなわち，2.2．

(2)②における「できる限りの頑健性」を確保する。 
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4．火災による重大事故対処設備の機能維持 

 内部火災が発生した場合，設計基準対象施設の機能に期待せず，重大事故等対

処設備によって「未臨界移行」，「燃料冷却」，「格納容器除熱」及び「使用済燃料

プール注水」機能が維持できるかについて，以下に示す。 

 

4.1．火災による未臨界移行機能の維持について 

未臨界移行機能を有する設計基準対象施設である原子炉緊急停止系が機能喪

失した場合で，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための常設重大

事故防止設備である代替制御棒挿入機能又は代替冷却材再循環ポンプ・トリッ

プ機能によって，原子炉を停止し未臨界を維持することが可能である。 

ここで，火災によって代替制御棒挿入機能又は代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能の制御電源がすべて喪失した場合は，ほう酸水注入系によって原子

炉を停止し未臨界を維持することが可能である。また，火災によってほう酸水

注入系が機能喪失した場合，代替制御棒挿入機能又は代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能によって原子炉を停止し未臨界を維持することが可能である。

なお，代替制御棒挿入機能又は代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の制御

盤は中央制御室に設置，制御電源はコントロール建屋に設置しているが，ほう

酸水注入系は原子炉建屋  に設置しており，位置的分散を図っている。 

（図 47） 

さらに，これら常設重大事故防止設備がすべて機能喪失した場合でも，スク

ラムソレノイドヒューズを引き抜くことによって原子炉を停止し未臨界を維持

することが可能である。 

 

 



共 7－146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （６号）              （７号） 

 

 

図 47-1：代替制御棒挿入機能制御盤，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ 

機能制御盤とほう酸水注水系の配置（１／２） 
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図 47-2：代替制御棒挿入機能制御盤，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ 

機能制御盤とほう酸水注水系の配置（２／２） 
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4.2．火災による燃料冷却機能の維持について 

燃料冷却機能を有する設計基準対象施設のうち，高圧炉心冷却機能である高

圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合でも，高圧代替注水系

ポンプによって，燃料冷却機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって高圧代替注水系が機能喪失した場合，原子炉を減圧し

低圧で冷却することによって燃料冷却機能を維持する。設計基準対象施設のう

ち，原子炉を減圧する機能である自動減圧系，及び低圧炉心冷却機能である残

留熱除去系が機能喪失した場合でも，原子炉冷却材バウンダリを減圧するため

の常設重大事故防止設備である代替自動減圧機能，及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための常設重大事故防止設備である復

水移送ポンプによって，燃料冷却機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって代替自動減圧機能が喪失した場合，可搬型代替直流電

源設備，及び可搬型重大事故防止設備である高圧窒素ガスボンベを使用して逃

がし安全弁を開操作することにより，原子炉を減圧することが可能である。ま

た，火災によって復水移送ポンプが機能喪失した場合，可搬型代替注水ポンプ

によって低圧で炉心を冷却する機能を維持できる。以上より，火災によっても

燃料冷却器を維持することが可能である。（図 48） 

 

 

 

図 48：燃料冷却機能の系統概略図 
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4.3．火災による格納容器除熱機能の維持について 

格納容器除熱機能を有する設計基準対象施設である原子炉格納容器スプレイ

冷却系が機能喪失した場合，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための常設重大

事故防止設備である耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置又は代替格納

容器圧力逃がし装置で格納容器除熱機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置又は代替

格納容器圧力逃がし装置の電動弁等が機能喪失した場合，遠隔手動弁操作設備

を使用することによって耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置又は代替

格納容器圧力逃がし装置を動作させることが可能であり，格納容器除熱機能を

維持することができる。（図 49～51） 
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図 49：耐圧強化ベント系 系統概略図 
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図 50：格納容器圧力逃がし装置の系統概略図 
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図 51：代替格納容器圧力逃がし装置 系統概略図 
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4.4．火災による使用済燃料プール注水機能の維持について 

使用済燃料プール注水機能を有する設計基準対象施設である残留熱除去系

（燃料プール水の冷却及び補給）が機能喪失した場合，使用済燃料プールの冷

却等のための可搬型重大事故防止設備である可搬型代替注水ポンプによって使

用済燃料プール注水機能を維持することが可能である。 

ここで，可搬型代替注水ポンプに火災が発生した場合，当該ポンプは荒浜型，

大湊側にそれぞれ位置的に分散して設置していることから，すべての可搬型代

替注水ポンプが火災によって機能喪失することはなく，使用済燃料プール注水

機能を維持することができる。（図 52） 

 

 

 

 

 

図 52：使用済燃料プール注水機能の系統概略図 
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：重大事故等対処設備
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AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V 蓄電池 

～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに布設されている 

箇所周辺の火災影響について 

 

 

AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V 蓄電池～直流母線

の各ケーブルの，火災に対する影響について，上記の各ケーブルが発火源とな

る火災については，原子炉隔離時冷却系と高圧代替注水系が同時に機能喪失す

ることがない設計とする。また，以下の通り，当該ケーブルの周辺にある可燃

物から延焼することのない設計とする。 

 

1. 原子炉建屋地上 3 階（中間階） 

図 53 の通り，AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V

蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに布設されているエ

リアは，異なる種類の感知器と固定式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，FMCRD 制御盤があるが，FMCRD 制

御盤の充電部が金属製の筐体に格納されていること，ケーブルトレイと

FMCRD 制御盤は水平約 1.0m の離隔距離を確保していること，及び万一 FMCDR

制御盤で火災が発生しても固定式消火設備による消火が可能となることか

ら，FMCRD 制御盤で発生する火災がケーブルトレイに延焼することはない設

計とする。 

 

2. 原子炉建屋地上 3 階 

図 54 の通り，AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V

蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに布設されているエ

リアは，異なる種類の感知器と固定式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，作業用分電盤があるが，作業用分

電盤の充電部が金属製の筐体に格納されていること，ケーブルトレイと作業

用分電盤は水平約 4.5m の離隔距離を確保していること，及び万一作業用分

電盤で火災が発生しても固定式消火設備による消火が可能となることから，

作業用分電盤で発生する火災がケーブルトレイに延焼することはない設計

とする。 

 

参考 
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3. 原子炉建屋地上 2 階 

図 55 の通り，AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V

蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに布設されている箇

所は，3 時間以上の耐火能力を有するコンクリート製の障壁にて隔離する設

計とする。なお，コンクリート製の障壁内にはケーブルトレイのみを設置す

る設計とする。 

 

  

4. 原子炉建屋地上 1 階 

図 56 の通り，AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V

蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに布設されているエ

リアは，異なる種類の感知器と固定式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，常用照明用分電盤があるが，常用照

明用分電盤の充電部が金属製の筐体に格納されていること，ケーブルトレイ

と常用照明用分電盤は水平約 2.5m の離隔距離を確保していること，及び万

一常用照明用分電盤で火災が発生しても固定式消火設備による消火が可能

となることから，常用照明用分電盤で発生する火災がケーブルトレイに延焼

することはない設計とする。 

 

なお，持込み可燃物管理に関する，火災の発生防止・延焼防止に関する遵守

事項は以下の通りとする。（第 8 条-別添 1-資料 1 を参照） 

・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置きを禁止する。 

・火災区域（区画）で周囲に火災防護対象機器が無い場所に可燃物を仮置き

する場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに，そ

の近傍に消火器を準備する。 

・火災区域（区画）での作業に伴い，火災防護対象機器近傍に作業上必要な

可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置くとともに，休憩時や作業終了

時には火災防護対象機器近傍から移動する。 

・火災発生時の煙の充満等により，消火活動が困難とならない火災区域（区

画）は，可燃物の仮置きを禁止する。 
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図 53 火災区域及びケーブルルート図（原子炉建屋地上 3 階（中間階） 

T.M.S.L.27200） 
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図 54 火災区域及びケーブルルート図（原子炉建屋地上 3 階 T.M.S.L.23500） 
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図 55 火災区域及びケーブルルート図（原子炉建屋地上 2 階 T.M.S.L.18100） 
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図 56 火災区域及びケーブルルート図（原子炉建屋地上 1 階 T.M.S.L.12300） 
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重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，重大事故等対処設備を対象と

した内部溢水についての基本的な防護方針を以下に示す。 

 

1 溢水防護の基本方針 

1.1 基本的な防護方針の整理 

内部溢水が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基本的な防護方針を

以下に整理する。なお想定する内部溢水は，設置許可基準規則第九条，及び内部

溢水影響評価ガイドにて定められる内部溢水と同等とする。さらに，運転員等に

よる各種対応操作※1に関しても，溢水による影響を考慮の上，期待することとす

る。またスロッシングに伴う溢水の影響に関しては，以下の方針とは独立に重大

事故等対処設備の安全機能を損なわない方針とする。 

 

方針Ⅰ【独立性】 

：重大事故防止設備は，内部溢水によって対応する設計基準対象施設の

安全機能と同時にその機能が損なわれる恐れのないこと 

 

方針Ⅱ【修復性】 

：重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備は，修復

性等も考慮の上，できる限り内部溢水に対する頑健性を確保すること 

 

方針Ⅲ【重大事故等対処設備のみによる安全性確保】 

：内部溢水が発生した場合においても，設計基準対象施設の機能に期待

せずに，重大事故等対処設備によりプラントの安全性に関する主要な

機能※2が損なわれる恐れのないこと 

 

※1 対応操作例：溢水の影響により一時的に電動弁の遠隔操作機能が喪失

した場合に，現場の環境状況を考慮の上，運転員等が現

場へアクセスし，手動にて弁操作を実施する，等 

※2 主要な機能：“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納容器除熱”，及

び“使用済燃料プール注水”機能とする 
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1.2 方針への適合性確認の流れ 

1.1 にて示した防護方針への適合性の確認においては，まず，設置許可基準規

則第四十三条～六十二条の各条文に該当する重大事故等対処設備を抽出し，それ

らを“防止設備”，“緩和設備”，及び“防止でも緩和でもない設備”に分類す

る。これらの分類を行った上で，方針Ⅰ及びⅡへの適合性を確認する一次評価と，

方針Ⅲへの適合性を確認する二次評価の，二つの段階にて確認する。 

 

(a)方針Ⅰへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅰへの適合について確認すべき対象は，“防止設備”に分類された設備

であり，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の防止設備が，溢水による影響でその安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，同一の溢水により対応する設計基準対象施

設の安全機能が同時に喪失していないか 

③：②にて同時に喪失していた場合は，各種対応を実施する 

 

(b)方針Ⅱへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅱへの適合について確認すべき対象は，“緩和設備”及び“防止でも緩

和でもない設備”に分類された設備であり，以下のような流れでその適合性を

確認する。 

①：各条文の緩和設備又は防止でも緩和でもない設備が，溢水による影響で

その安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，修復性等を考慮したできる限りの頑健性を

確保する 

 

(c)方針Ⅲへの適合性の確認（二次評価） 

方針Ⅲへの適合性については，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：溢水による影響を考慮した上で，設計基準対象施設の機能に期待せず，

重大事故等対処設備によって“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納容

器除熱”，及び“使用済燃料プール注水”機能が維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，各種対応を実施する 
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1.3 重大事故等対処設備 

設置許可基準規則第四十四条～六十二条の各条文に該当する設備，それらの分

類，及び対応する設計基準対象施設を第 1.3-1 表に整理する。なお本表には，重

大事故等対処設備として有効性評価にてその機能に期待する設備は全て含まれる。 

 

1.4 方針への適合性確認フロー 

上記を踏まえ，方針への適合性確認フローを第 1.4-1 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

共
8
-
4
 

第 1.3-1 表 重大事故等対処設備と対応する設計基準対象施設の整理 

条文 対象施設（設備） 分類※1 
対応する設計基準対象施

設の機能 
設計基準対象施設 

43 アクセスルート確保 ※2 なし なし 

44 

代替制御棒挿入機能 

防止 
原子炉の緊急停止機能 

未臨界維持機能 

原子炉緊急停止系 
制御棒 
制御棒駆動系 水圧制御ユ
ニット 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 

ほう酸水注入系 

45 

高圧代替注水系 

防止 炉心冷却機能（高圧注水） 
高圧炉心注水系 

原子炉隔離時冷却系 
高圧代替注水系の機能回復 

ほう酸水注入系 

46 

逃がし安全弁 

防止 炉心冷却機能（自動減圧） 自動減圧系 
代替自動減圧機能 

逃がし安全弁機能回復（可搬型直流電源供給） 

逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） 

47 

低圧代替注水系（常設） 

防止 炉心冷却機能（低圧注水） 
残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 
低圧代替注水系（可搬型） 

非常用取水設備 

48 

代替原子炉補機冷却系 

防止 原子炉停止後の除熱機能 

原子炉補機冷却系 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード） 

S/P への蓄熱補助 

耐圧強化ベント系（W/W） 

耐圧強化ベント系（D/W） 

格納容器圧力逃がし装置 

代替格納容器圧力逃がし装置 

非常用取水設備 
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第 1.3-1 表 重大事故等対処設備と対応する設計基準対象施設の整理 

条文 対象施設（設備） 分類※1 
対応する設計基準対象施

設の機能 
設計基準対象施設 

49 
代替格納容器スプレイ冷却系 

防止 

放射性物質の閉じ込め機

能,放射線の遮へい及び放

出低減機能 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード） 非常用取水設備 

50 

格納容器圧力逃がし装置 

緩和 なし なし 

代替格納容器圧力逃がし装置 

代替循環冷却系 

S/P への蓄熱補助 

非常用取水設備 

51 

格納容器下部注水系（常設） 

緩和 なし なし 格納容器下部注水系（可搬型） 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

52 

格納容器内の水素濃度監視設備 

緩和 
事故時のプラント状態の

把握機能 

格納容器内水素濃度 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード） 

格納容器圧力逃がし装置 

代替格納容器圧力逃がし装置 

耐圧強化ベント系（W/W) 

耐圧強化ベント系 

53 静的触媒式水素再結合器 緩和 なし なし 
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第 1.3-1 表 重大事故等対処設備と対応する設計基準対象施設の整理 

条文 対象施設（設備） 分類※1 
対応する設計基準対象施

設の機能 
設計基準対象施設 

54 

燃料プール代替注水系（可搬型） 

防止 燃料プール水の補給機能 

残留熱除去系（燃料ﾌﾟｰﾙ水の

冷却及び補給），燃料プール

冷却浄化系，使用済燃料貯蔵

ﾌﾟｰﾙ水位，FPC ﾎﾟﾝﾌﾟ入口温度 

使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ温度 

燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙｴﾘｱ放射線ﾓﾆﾀ 

燃料取替ｴﾘｱ排気放射線ﾓﾆﾀ 

原子炉区域換気空調系排気

放射線モニタ 

燃料プール冷却浄化系 

代替原子炉補機冷却系 

非常用取水設備 

大気への放射性物質の拡散抑制 

使用済燃料プールの監視設備 

55 

大気への放射性物質の拡散抑制 

緩和 なし なし 海洋への放射性物質の拡散抑制 

航空機燃料火災への泡消火 

56 
水源の確保 

防止 必要な水の供給機能 
（ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ） 

（復水貯蔵槽） 水の移送手段 

57 

常設代替交流電源設備 

防止 

安全上特に重要な関連機

能（非常用所内電源系）（直

流電源系） 

非常用ディーゼル発電機 

非常用高圧母線 C 系,D 系,E 系 

蓄電池 A,A-2,B,C,D 

非常用 MCC（C,D,E) 

非常用所内電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

所内蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

代替所内電気設備 

号炉間電力融通電気設備 

燃料補給設備 
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第 1.3-1 表 重大事故等対処設備と対応する設計基準対象施設の整理 

条文 対象施設（設備） 分類※1 
対応する設計基準対象施

設の機能 
設計基準対象施設 

58 

原子炉圧力容器内の温度 

防止 
事故時のプラント状態の

把握機能） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

原子炉水位 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力容器温度 

残留熱除去系系等流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量 

高圧代替注水系系統流量 

復水補給水系流量 

復水貯蔵槽水位（SA） 

復水移送ポンプ吐出圧力 

残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ･ﾌﾟｰﾙ水温度 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ･ﾌﾟｰﾙ水位 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ気体温度 

格納容器内圧力（S/C） 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内水素濃度 

格納容器内水素濃度（SA） 

 

原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉圧力容器への注水量 

原子炉格納容器への注水量 

原子炉格納容器内の温度 

原子炉格納容器内の圧力 

原子炉格納容器内の水位 

原子炉格納容器内の水素濃度 
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第 1.3-1 表 重大事故等対処設備と対応する設計基準対象施設の整理 

条文 対象施設（設備） 分類※1 
対応する設計基準対象施

設の機能 
設計基準対象施設 

原子炉格納容器内の酸素濃度 
格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（D/W） 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（S/C） 

平均出力領域モニタ 

起動領域モニタ 

ドライウェル雰囲気温度 

静的触媒式水素再結合器 動

作監視装置 

使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA） 

使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA 広域） 

使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高ﾚﾝｼﾞ，低ﾚﾝｼﾞ） 

原子炉格納容器内の放射線量率 

未臨界の監視 

最終ヒートシンクによる冷却状態の確認 

格納容器バイパスの監視 

水源の確認 

原子炉建屋内の水素濃度 

使用済燃料プールの監視 

発電所内の通信連絡 

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 
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第 1.3-1 表 重大事故等対処設備と対応する設計基準対象施設の整理 

条文 対象施設（設備） 分類※1 
対応する設計基準対象施

設の機能 
設計基準対象施設 

59 居住性の確保 防止 
安全上特に重要な関連機

能 

中央制御室換気空調系 

中央制御室照明 

60 

放射線量の測定 

※2 なし 

モニタリング・ポスト 

放射能観測車 

気象観測設備 

放射能観測車の代替測定装置 

発電所及びその周辺の測定に使用する測定器 

風向・風速その他気象条件の測定 

電源の確保 

61 

居住性の確保 

（免震重要棟内緊急時対策所） 

防止 
緊急時対策上重要なもの

及び異常状態の把握機能 

送受話器 

電力保安通信用電話設備 

外部電源 

必要な情報の把握 

（免震重要棟内緊急時対策所） 

通信連絡 

（免震重要棟内緊急時対策所） 

電源の確保 

（免震重要棟内緊急時対策所） 

居住性の確保 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
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第 1.3-1 表 重大事故等対処設備と対応する設計基準対象施設の整理 

条文 対象施設（設備） 分類※1 
対応する設計基準対象施

設の機能 
設計基準対象施設 

必要な情報の把握 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

通信連絡 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

電源の確保 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

62 
発電所内の通信連絡 

※2 
当該通信連絡設備が必要

となる設備と同様の機能 

送受話器 

電力保安通信用電話設備 発電所外の通信連絡 

※1 防止：重大事故防止設備  緩和：重大事故緩和設備   ※2 防止でも緩和でもない設備



共 8-11 

 
 

1.4-1 図 方針への適合性確認フロー 

  

防止設備
44～49,54,56～59,61,62

重大事故等対処設備

各条文（43条～62条）

各条文を防止設備，緩和設備，防止でも緩和でもない設備に分類

緩和設備
50～53,55,62

防止でも緩和でもない設備
43,60,62

条文に定める個別機能に対する内部溢水影響評価

機能
維持

対応するDB
設備が同一の溢水で

機能維持

防護方針Ⅰ
一次評価終了

詳細評価／

対策

機能
維持

修復性等を考慮し
たできる限りの
頑健性の確保

防護方針Ⅱ
一次評価終了

機能
維持

修復性等を考慮し
たできる限りの
頑健性の確保

防護方針Ⅱ
一次評価終了

プラント全体の安全性に関する主要機能に対する内部溢水影響評価

詳細評価／

対策

防護方針Ⅲ
二次評価終了

44 45 46 50 51 60

Y

Y

Y Y

Y

N

NN

N

N

重大事故等対処設備での
“未臨界移行” “燃料冷却” “格納容器除熱” “SFP注水”

機能維持

条文No ⇒

一
次
評
価

二
次
評
価
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2.1 重大事故等対処設備を対象とした溢水評価結果について 

重大事故等対処設備について，先行して実施した評価結果の一例を示す。 

 

2.2 想定破損による没水影響評価 

単一機器の破損により生じる溢水箇所を起点とし，溢水経路を経由して最終的

な滞留箇所に到達するまでを一つの評価ケースと定め，溢水経路に位置する全て

の溢水防護区画における溢水水位を算定した。算定した溢水水位と当該区画内の

防護対象設備の機能喪失高さとを比較することにより，当該設備の機能への影響

を評価し，1 の溢水防護の方針が確保されるかを判定した。 

第 2.2-1 図に溢水伝播における水位の算定フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-1 図 溢水伝播における水位の算定フロー 

  

起点となる区画
における水位算出

有

隣接区画への
伝播判定　※1

伝播先区画での水位算出　※2

次の隣接区画への
伝播判定　※1

水位評価完了

無

有

無

無

※1
水位が隣接区画への伝播開始高さを
超えた場合に伝播する

繰り返し

※2
区画への伝播ルートが複数存在
する場合は、最大水位を用いて評
価
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2.2.1 評価ケースの設定 

以下に柏崎刈羽 6 号炉における評価結果の一例を示す。 

○溢水発生区画 

：原子炉建屋地上 2 階 FPC 弁室（R-2F-1） 

○溢水源 

：R-2F-1 内に敷設されている全溢水源とそれらの溢水量を以下にまとめ

る。これより最も溢水量の大きい残留熱除去系を溢水源として設定す

る。 

 

存在する溢水源 溢水量 (m3) 代表溢水源 

燃料プール冷却浄化系 115  

サプレッションプール浄化系 93  

残留熱除去系 258 ○ 

原子炉補機冷却水系 57  

純水補給水系 34  

復水補給水系 89  

 

2.2.2 溢水伝播評価 

 溢水伝播モデルを用いて 2.2.1 の評価ケースにおける最終滞留区画に到達する

までの溢水経路に位置する溢水防護区画の溢水水位を評価する。評価は溢水区画

を起点（一次）とし，隣接する区画への伝播を段階的に二次，三次と進め，それ

を最終滞留区画まで実施する。 
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2.2.3 重大事故等対処設備の防護対象設備の機能喪失判定 

2.2.2.で実施した溢水伝播評価の結果を基に，各防護対象設備の機能喪失判定を実施し，補足第 23.2.2.3-1 表に示

す。 

 

第2.2.3-1表 没水影響評価結果 

溢水防護区画 溢水防護対象設備 溢水水位(m) 機能喪失高さ(m) 
判定 

没水 被水※ 

 
 

0.2 
1.6 ○  - 

 0.3 ○  - 
  0.3 0.9 ○  - 

 

 

0.4 

1.7 ○  - 
 

 
1.6 ○  - 

 0.6 ○  - 

 

 

0.4 

0.1未満 × ○ 
 1.1 ○ ○ 
 0.7 ○ ○ 

 1.2 ○ ○ 

 0.1 × ○ 

 
 

0.1 
0.9 ○ ○ 

 0.2 ○ ○ 

 
 

0.4 
0.7 ○ × 

 0.9 ○ × 

  0.2 4.1 ○ ○ 

  0.3 1.7 ○ ○ 
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第2.2.3-1表 没水影響評価結果 

溢水防護区画 溢水防護対象設備 溢水水位(m) 機能喪失高さ(m) 
判定 

没水 被水※ 

 

 

0.3 

2.4 ○ ○ 
 3.6 ○ ○ 
 4.1 ○ ○ 
 3.6 ○ ○ 
 4.1 ○ ○ 

  0.5 0.9 ○ ○ 

※：上階からの溢水伝播がある場合は被水による影響も評価する。（無い場合は評価不要とし，「-」で示す。） 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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2.2.4 判定 

 2.2.1 にて示した評価ケースが 23.1 にて定めた方針を踏まえ，重大事故等対処

施設の没水影響評価結果の判定を実施する。設置許可基準規則第 43 条～第 62 条

の条文ごとに溢水による影響でその安全機能が維持できるか，また維持できない

場合の対応について以下のとおり判定する。(第 2.2.4-1 表参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

43 アクセスルート確保 ◯ ◯ ※3 なし    ◯ 

44 

代替制御棒挿入機能 ○ 

○ 防止 

原子炉緊急停止系 ○ 

○   ○ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 ○ 原子炉緊急停止系 

制御棒 

制御棒駆動系 水圧制御ユ

ニット 

○ 

ほう酸水注入系 ○ 

45 

高圧代替注水系 ※2 

※2 防止 

高圧炉心注水系 ○ 

○   ○ 

原子炉隔離時冷却系 ○ 

高圧代替注水系の機能回復 ※2 （蓄電池 A，蓄電池 A-2） ○ 

ほう酸水注入系 ○ なし  

46 

逃がし安全弁 ○ 

○ 防止 

（逃がし安全弁） 

（アキュムレータ） 

（逃がし安全弁排気管） 

○ 

○   ○ 
代替自動減圧機能 ○ 自動減圧系 ○ 

逃がし安全弁機能回復（可搬型直流電源供

給） 
○ 

（蓄電池 A，蓄電池 A-2，蓄電

池 B） 
○ 

逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） ○ （アキュムレータ） ○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

47 

低圧代替注水系（常設） × 

○ 防止 

残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 
○ 

○   ○ 

低圧代替注水系（可搬型） ○ 
残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 
○ 

非常用取水設備 

◯ （海水貯留堰） ○ 

◯ （スクリーン室） ○ 

◯ （取水路） ○ 

◯ （補機冷却用海水取水路） ○ 

◯ （補機冷却用海水取水層） ○ 

48 

代替原子炉補機冷却系 ※2 

○ 防止 

原子炉補機冷却系 ○ 

○   ○ 

S/P への蓄熱補助 ※2 （真空破壊弁（S/C→D/W）） ※2 

耐圧強化ベント系（W/W） ○ 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 

耐圧強化ベント系（D/W） ○ 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 

格納容器圧力逃がし装置 ※2 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

48 

代替格納容器圧力逃がし装置 ※2 

○ 防止 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 

○  ○ 

非常用取水設備 

○ （海水貯留堰） ○ 

○ （スクリーン室） ○ 

○ （取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水層） ○ 

49 

代替格納容器スプレイ冷却系 ○ 

○ 防止 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード） 
○ 

○   ○ 

非常用取水設備 

○ （海水貯留堰） ○ 

○ （スクリーン室） ○ 

○ （取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水層） ○ 

50 

格納容器圧力逃がし装置 ※2 

※2 緩和 

なし  

※2 

・残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モ

ード，S/C クーリング

モード）は機能維持し

ている 

○ ○ 
代替格納容器圧力逃がし装置 ※2 なし  

代替循環冷却系 ※2 なし  

S/P への蓄熱補助 ※2 （真空破壊弁（S/C→D/W）） ※2 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

50 非常用取水設備 

○ 

※2 緩和 

（海水貯留堰） ○ 

◯  ◯ ◯ 

○ （スクリーン室） ○ 

○ （取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水層） ○ 

51 

格納容器下部注水系（常設） × 

× 緩和 

なし  

 

・一部機能喪失する可

能性があるが，修理等

による対応により機

能復旧が可能 

○ ○ 

格納容器下部注水系（可搬型） × なし  

溶融炉心の落下遅延及び防止 

○ 
（高圧炉心注水系，原子炉隔

離時冷却系） 
○ 

○ なし  

○ （残留熱除去系（低圧注水モ

ード）） 
○ 

○ 

52 

格納容器内の水素濃度監視設備 ※2 

※2 緩和 

格納容器内水素濃度 ○ 

○ 

・格納容器雰囲気モニ

タ（水素濃度）格納容

器雰囲気モニタ（放射

線レベル）は機能維持

している 

○ ○ 

（格納容器内酸素濃度） ○ 

格納容器圧力逃がし装置 ※2 なし  

代替格納容器圧力逃がし装置 ※2 なし  

耐圧強化ベント系（W/W) ○ 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 

耐圧強化ベント系 ※2 なし  

53 静的触媒式水素再結合器 ※2 ※2 緩和 なし   
・設備設置中につき，今後

評価実施予定 
※2 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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8
-
2
1
 

第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

54 

燃料プール代替注水系（可搬型） ○ 

※2 防止 

残留熱除去系（燃料プール水

の冷却及び補給） 
○ 

○   ○ 

燃料プール冷却浄化系 ※2 

燃料プール冷却浄化系 ◯ 
残留熱除去系（燃料プール水

の冷却及び補給） 
◯ 

非常用取水設備 

○ （海水貯留堰） ○ 

○ （スクリーン室） ○ 

○ （取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水層） ○ 

大気への放射性物質の拡散抑制 ○ なし  

使用済燃料プールの監視設備 ※2 

使用済燃料貯蔵プール水位 ○ 

FPC ポンプ入口温度 × 

使用済燃料貯蔵プール温度 ○ 

燃料貯蔵プールエリア放射

線モニタ 
○ 

燃料取替エリア排気放射線

モニタ 
○ 

原子炉区域換気空調系排気

放射線モニタ 
○ 

55 

大気への放射性物質の拡散抑制 ○ 

○ 緩和 なし 

 

 溢水による影響なし ○ ○ 海洋への放射性物質の拡散抑制 ○  

航空機燃料火災への泡消火 ○  



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

56 
水源の確保 ○ 

○ 防止 

（サプレッション・プール） ○ 

○   ○ （復水貯蔵槽） ○ 

水の移送手段 ○ なし  

57 

常設代替交流電源設備 ※2 

※2 防止 

非常用ディーゼル発電機 ○ 

○   ○ 

可搬型代替交流電源設備 ※2 非常用ディーゼル発電機 ○ 

所内蓄電式直流電源設備 ○ 

蓄電池 B ○ 

蓄電池 C ○ 

蓄電池 D ○ 

可搬型直流電源設備 ○ 
蓄電池 A ○ 

蓄電池 A-2 ○ 

代替所内電気設備 ※2 

非常用 MCC（C,D,E) ○ 

非常用高圧母線 C 系,D 系,E

系 
○ 

号炉間電力融通電気設備 ※2 非常用所内電源設備 ○ 

燃料補給設備 ※2 
（軽油タンク） 

（燃料移送ポンプ） 
○ 

          

          



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 

共
8
-
2
3
 

第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

58 

原子炉圧力容器内の温度 ※2 

※2 防止 

原子炉圧力 ※2 

※2   ※2 

原子炉圧力（SA） ※2 

原子炉水位 ※2 

原子炉水位（SA） ※2 

原子炉圧力容器内の圧力 ※2 

原子炉水位 ※2 

原子炉水位（SA） ※2 

原子炉圧力容器温度 ※2 

原子炉圧力容器内の水位 ※2 

原子炉隔離時冷却系系統流

量 
※2 

高圧代替注水系系統流量 ※2 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 
※2 

原子炉圧力容器への注水量 ※2 

復水貯蔵槽水位（SA） ※2 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ･ﾌﾟｰﾙ水位 ※2 

原子炉水位 ※2 

原子炉水位（SA） ※2 

原子炉格納容器への注水量 ※2 復水貯蔵槽水位（SA） ※2 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

58 

原子炉格納容器内の温度 ※2 

※2 防止 

格納容器内圧力（D/W） ※2 

※2 ※2 

サプレッション・チェンバ・

プール水温度 
※2 

サプレッション・チェンバ気

体温度 
※2 

原子炉格納容器内の圧力 ※2 
格納容器内圧力（S/C） ※2 

格納容器内圧力（D/W） ※2 

原子炉格納容器内の水位 ※2 
復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
※2 

原子炉格納容器内の水素濃度 ※2 

格納容器内水素濃度 ※2 

格納容器内水素濃度（SA） ※2 

原子炉格納容器内の酸素濃度 ※2 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（D/W） 
※2 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（S/C） 
※2 

原子炉格納容器内の放射線量率 ※2 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（D/W） 
※2 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（S/C） 
※2 

未臨界の監視 ※2 

平均出力領域モニタ ※2 

起動領域モニタ ※2 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

58 

最終ヒートシンクによる冷却状態の確認 ※2 

※2 防止 

ドライウェル雰囲気温度 ※2 

※2 ※2 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ気体温度 ※2 

格納容器内圧力（S/C） ※2 

格納容器内圧力（D/W） ※2 

原子炉圧力容器温度 ※2 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ･ﾌﾟｰﾙ水温度 ※2 

格納容器バイパスの監視 ※2 

ドライウェル雰囲気温度 ※2 

格納容器内圧力（D/W） ※2 

原子炉水位 ※2 

原子炉水位（SA） ※2 

原子炉圧力 ※2 

原子炉圧力（SA） ※2 

水源の確認 ※2 

原子炉隔離時冷却系系統流

量 
※2 

高圧代替注水系系統流量 ※2 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 
※2 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

58 

水源の確認 ※2 

※2 防止 

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
※2 

※2 ※2 

残留熱除去系系等流量 ※2 

残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力 ※2 

復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力 ※2 

原子炉建屋内の水素濃度 ※2 
静的触媒式水素再結合器 動

作監視装置 
※2 

使用済燃料プールの監視 ※2 

使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA） 
※2 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA 広域） 
※2 

使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高ﾚﾝｼﾞ,低ﾚﾝｼﾞ） 
※2 

発電所内の通信連絡 ※2 なし  

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 ※2 なし  

59 居住性の確保 ○ ○ 防止 

（中央制御室） ○ 

○   ○ 

（中央制御室生体遮蔽） ○ 

中央制御室換気空調系 ○ 

中央制御室照明 ○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 
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Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
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条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

60 

放射線量の測定 ○ 

○ ※3 

モニタリング・ポスト ○ 

○ 溢水による影響なし ○ ○ 

放射能観測車の代替測定装置 ○ 放射能観測車 ○ 

発電所及びその周辺の測定に使用する測

定器 
○ なし  

風向・風速 

その他気象条件の測定 
○ 気象観測設備 ○ 

電源の確保 ○ なし  

61 

居住性の確保 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
○ 

○ 防止 

なし  

○   ○ 

必要な情報の把握 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
○ なし  

通信連絡 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
○ 

送受話器 ○ 

電力保安通信用電話設備 ○ 

電源の確保 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
○ 外部電源 ※2 

居住性の確保 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ なし  

必要な情報の把握 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ なし  

通信連絡 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

送受話器 ○ 

電力保安通信用電話設備 ○ 

電源の確保 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 外部電源 ※2 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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類 
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対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

62 
発電所内の通信連絡 ○ 

○ ※3 

送受話器 ○ 

○ 

  

  

  

○ 電力保安通信用電話設備 ○ 

発電所外の通信連絡 ○ なし  

未臨界移行 ○ - - - - - ○ 

燃料冷却 ○ - - - - - ○ 

格納容器除熱 ○ - - - - - ○ 

使用済燃料プール注水 ○ - - - - - ○ 

 

 



 

共 8-29 

2.2.4.1 重大事故防止設備の独立性について 

2.2.1 のケースでは，重大事故防止設備のうち第 47 条（原子炉冷却材圧力バウ

ンダ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備）の常設低圧代替注水系の設備

が機能喪失する。しかし，同様の機能を有する重大事故防止設備である可搬型の

低圧代替注水系が機能維持できている。 

従って，設計基準対象施設と重大事故防止設備が同時に機能喪失しないことが

確認でき，重大事故防止設備は 1 の方針Ⅰ「独立性」に適合していることが確認

できる。 

 

2.2.4.2 重大事故緩和設備及び防止でも緩和でもない設備の修復性について 

2.2.1 の評価例では“緩和設備”及び“防止でも緩和でもない設備”は，第 51

条(原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備)の設備が機能喪失する。

具体的には，上方階からの被水により原子炉格納容器下部注水ラインにある電動

隔離弁(                                     が被水することで隔離弁の開閉

機能が喪失し，MUWC および消防車を使用しての格納容器下部への注水機能が失わ

れる評価となっている(第 2.2.4.2-1 図参照)。しかし，溢水の影響により電動弁

の遠隔操作機能が喪失するものの，修復等による対応により格納容器下部への注

水機能については復旧可能であり，修復性等を考慮した頑健性は確保されている。 

以上より，重大事故緩和設備及び防止でも緩和でもない設備は 1 の方針Ⅱ「修

復性」に適合していることを確認できる。

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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第 2.2.4.2-1 図 格納容器下部注水機能の溢水による機能喪失のイメージ 
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2.2.4.3 重大事故等対処設備による安全機能の確保について 

 1 の方針Ⅲの観点から，設計基準対象施設の機能に期待せず，重大事故等対処

設備によって“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納容器除熱”，及び“使用済燃料プ

ール注水”機能が維持できるか判断し，内部溢水事象が発生した場合でも，主要

な安全機能が重大事故等対処設備によって確保されることを確認する。 

 

未臨界移行機能：第 44 条の設備(代替制御棒挿入，代替冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能，ほう酸水注入系)により当該機能が維持される 

 

燃料冷却機能：第 46 条の設備（代替自動減圧機能，逃がし安全弁機能回復(代

替窒素供給)）による原子炉減圧，及び第 47 条の設備（低圧代替注水系（可搬

型））による注水機能が確保されるため当該機能は維持される 

 

格納容器除熱機能：上記の燃料冷却機能と第 48 条の設備(代替原子炉補機冷却

系，耐圧強化ベント系（W/W,D/W）)により格納容器に対する除熱機能が確保さ

れるため，当該機能は維持される 

 

使用済燃料プール注水機能：第 54 条の設備(燃料プール代替注水系(可搬型))

により使用済燃料プールへの注水機能が確保されるため，当該機能は維持され

る。 

 

以上より主要安全機能が重大事故等対処設備によって維持されていることから，

1 方針Ⅲに適合していることが確認された。 

 

2.3 例示評価以外の影響評価プロセスについて 

 2.2 にて示した想定破損による没水評価以外のケースについても同様の評価プ

ロセスで 1 の方針に適合していることを今後確認していく。 
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3 スロッシングに伴う溢水による重大事故等対処設備への影響について 

スロッシングが発生した場合の重大事故等対処設備への影響について評価し，

安全機能に影響のないことを確認する。（第 3-1 表参照） 

 



 

※1  ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及び対策を実施 
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第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価結果 

条文 

重大事故等対処設備 スロッシングによる影響 

対象施設（設備） 
個別機能 

維持判定※1 
条文 
判定※1 

43 アクセスルート確保 ○ ○ 

44 

代替制御棒挿入機能 ○ 

○ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 ○ 

ほう酸水注入系 ○ 

45 

高圧代替注水系 (○) 

(○) 高圧代替注水系の機能回復 (○) 

ほう酸水注入系 ○ 

46 

逃がし安全弁 ○ 

(○) 
代替自動減圧機能 (○) 

逃がし安全弁機能回復（可搬型直流電源供給） ○ 

逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） ○ 

47 

低圧代替注水系（常設） ○ 

○ 低圧代替注水系（可搬型） ○ 

非常用取水設備 ○ 

48 

代替原子炉補機冷却系 (○) 

○ 

S/P への蓄熱補助 (○) 

耐圧強化ベント系（W/W） ○ 

耐圧強化ベント系（D/W） ○ 

格納容器圧力逃がし装置 (○) 

代替格納容器圧力逃がし装置 (○) 

非常用取水設備 ○ 

49 
代替格納容器スプレイ冷却系 ○ 

○ 
非常用取水設備 ○ 

50 

格納容器圧力逃がし装置 (○) 

(○) 

代替格納容器圧力逃がし装置 (○) 

代替循環冷却系 (○) 

S/P への蓄熱補助 (○) 

非常用取水設備 ◯ 



 

※1  ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及び対策を実施 
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第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価結果 

条文 

重大事故等対処設備 スロッシングによる影響 

対象施設（設備） 
個別機能 

維持判定※1 
条文 
判定※1 

51 

格納容器下部注水系（常設） ○ 

○ 格納容器下部注水系（可搬型） ○ 

溶融炉心の落下遅延及び防止 ○ 

52 

格納容器内の水素濃度監視設備 (○) 

(○) 

格納容器圧力逃がし装置 (○) 

代替格納容器圧力逃がし装置 (○) 

耐圧強化ベント系（W/W) ○ 

耐圧強化ベント系 (○) 

53 静的触媒式水素再結合器 (○) (○) 

54 

燃料プール代替注水系（可搬型） ○ 

(○) 

燃料プール冷却浄化系 ○ 

非常用取水設備 ◯ 

大気への放射性物質の拡散抑制 ○ 

使用済燃料プールの監視設備 (○) 

55 

大気への放射性物質の拡散抑制 ○ 

○ 海洋への放射性物質の拡散抑制 ○ 

航空機燃料火災への泡消火 ○ 

56 
水源の確保 ○ 

○ 
水の移送手段 ○ 

57 

常設代替交流電源設備 (○) 

(○) 

可搬型代替交流電源設備 (○) 

所内蓄電式直流電源設備 (○) 

可搬型直流電源設備 ○ 

代替所内電気設備 (○) 

号炉間電力融通電気設備 (○) 

燃料補給設備 (○) 



 

※1  ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及び対策を実施 
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第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価結果 

条文 

重大事故等対処設備 スロッシングによる影響 

対象施設（設備） 
個別機能 

維持判定※1 
条文 
判定※1 

58 

原子炉圧力容器内の温度 (○) 

(○) 

原子炉圧力容器内の圧力 (○) 

原子炉圧力容器内の水位 (○) 

原子炉圧力容器への注水量 (○) 

原子炉格納容器への注水量 (○) 

原子炉格納容器内の温度 (○) 

原子炉格納容器内の圧力 (○) 

原子炉格納容器内の水位 (○) 

原子炉格納容器内の水素濃度 (○) 

原子炉格納容器内の酸素濃度 (○) 

原子炉格納容器内の放射線量率 (○) 

未臨界の監視 (○) 

最終ヒートシンクによる冷却状態の確認 (○) 

格納容器バイパスの監視 (○) 

水源の確認 (○) 

原子炉建屋内の水素濃度 (○) 

使用済燃料プールの監視 (○) 

発電所内の通信連絡 (○) 

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 (○) 

59 居住性の確保 ○ ○ 

60 

放射線量の測定 ○ 

○ 

放射能観測車の代替測定装置 ○ 

発電所及びその周辺の測定に使用する測定器 ○ 

風向・風速その他気象条件の測定 ○ 

電源の確保 ○ 

61 
居住性の確保 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
○ ○ 



 

※1  ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及び対策を実施 
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第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価結果 

条文 

重大事故等対処設備 スロッシングによる影響 

対象施設（設備） 
個別機能 

維持判定※1 
条文 
判定※1 

必要な情報の把握 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
○ 

通信連絡 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
○ 

電源の確保 

（免震重要棟内緊急時対策所） 
○ 

居住性の確保 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

必要な情報の把握 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

通信連絡 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

電源の確保 

（３号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

62 
発電所内の通信連絡 ○ 

○ 
発電所外の通信連絡 ○ 

未臨界移行 ○ 

燃料冷却 ○ 

格納容器除熱 ○ 

使用済燃料プール注水 ○ 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にす

るための設備 
代替制御棒挿入機能 

類型化 

区分 

第

43

条 

第

1

項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 

二次格納施設内 

原子炉建屋の二次格納施設外（中央制御操作室） 
Ｂ，Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図 

第

2

号 

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 44-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 44-4 系統図 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 その他 Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 44-8 ATWS 緩和設備について 

第

6

号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図 

第

2

項 

第

1

号 

常設 SA の容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 44-6 容量設定根拠 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 44-8 ATWS 緩和設備について 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にす

るための設備 
代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 

類型化 

区分 

第

43

条 

第

1

項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 

二次格納施設内 

原子炉建屋の二次格納施設外（中央制御操作室） 
Ｂ，Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図 

第

2

号 

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 44-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが不要 Ｂｂ 

関連資料 44-4 系統図 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 その他 Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 44-8 ATWS 緩和設備について 

第

6

号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図 

第

2

項 

第

1

号 

常設 SA の容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 44-6 容量設定根拠 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水，火災 
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 44-8 ATWS 緩和設備について 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備 
ほう酸水注入系ポンプ 

類型化 

区分 

第

43

条 

第

1

項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
二次格納施設内 Ｂ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図 

第

2

号 

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ 

関連資料 44-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 44-4 系統図 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 44-3 配置図 

第

2

項 

第

1

号 

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分 

（ＤＢ施設と同仕様の送水能力で設計） 
Ｂ 

関連資料 44-6 容量設定根拠 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部人

為事象，溢水，火災 
（共通要因の考慮対象設備なし） 対象外 

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 44 条：緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備 
ほう酸水注水系貯蔵タンク 

類型化 

区分 

第

43

条 

第

1

項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
二次格納施設内 Ｂ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 44-3 配置図 

第

2

号 

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
容器(タンク類) Ｃ 

関連資料 44-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 当該設備の使用にあたり系統の切り替えが必要 Ｂａ 

関連資料 44-4 系統図 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 － 

第

2

項 

第

1

号 

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分 

（ＤＢ施設と同仕様の貯蔵能力で設計） 
Ｂ 

関連資料 44-6 容量設定根拠 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外部人

為事象，溢水，火災 
（共通要因の考慮対象設備なし） 対象外 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 44-3 配置図，44-4 系統図 
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図１ ６号炉 単線結線図 

P
/
C
 
6
C
-
1

P/
C
 
6
D
-
1

P
/
C
 
6E

-
1

M
/
C

6D
M
/
C

6
E

動
力

変
圧

器
動

力
変
圧

器
動

力
変

圧
器

(
6
B
)

D
/
G

(
6
C
)

D
/
G

(
6
A
)

D
/
G

M
/
C

6
C

M
C
C
 
6E

-
1
-
4

M
C
C
 
6C

-
1
-
8

M
C
C
 
6
C
-
1
-
7

M
C
C
 
6
D
-1

-
7

M
CC

 
6
D
-
1
-
8

M
C
C
 6
E
-
1
-
3

①
②

①
②

直
流

1
2
5
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

主
母

線
盤
6
C

直
流
1
2
5
V

蓄
電
池

6
D

直流125V
充電器

直流125V
充電器

直
流
1
2
5
V

蓄
電
池

6
C

直流125V
充電器

(予
備

)

直
流

1
2
5
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

主
母

線
盤
6
A

直
流

1
2
5
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

主
母

線
盤
6
B

直
流

1
2
5
V

蓄
電

池
6
A

直
流
1
2
5
V

蓄
電
池

6
B

直流125V
充電器

(
予

備
)

直流125V
充電器

直流125V
充電器

直
流

1
2
5
V

蓄
電

池
6
A
-
2

交
流

1
2
0
V

バ
イ

タ
ル

電
源

装
置

交
流

1
2
0
V

バ
イ

タ
ル

電
源

装
置

交
流
1
2
0
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バ
イ
タ

ル
分

電
盤

・
代

替
冷

却
材

再
循

環

ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
･
ﾄ
ﾘ
ｯ
ﾌ
ﾟ
機

能

交
流
1
2
0
V
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バ
イ
タ

ル
分

電
盤

・
原

子
炉

水
位

(
A
)
L
2

直
流

1
2
5V
分

電
盤

交
流

1
2
0
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

バ
イ

タ
ル
分

電
盤

交
流
1
2
0
V

バ
イ
タ

ル
電

源
装

置

M
C
C
 6
D
-
1
-
5

M
C
C
 6
C
-
1
-
5

直流125V
充電器

直流125V
充電器

A
M
用

直
流

1
2
5
V

蓄
電

池

直流125V
充電器

③

③

A
M
用

直
流

1
2
5
V

主
母

線
盤

・
A
R
I
(
A
)
ロ

ジ
ッ
ク

・
原

子
炉
水

位
(
A
)
L
2

・
A
R
I
用

電
磁

弁
(
A
)

・
原

子
炉
圧

力
(
A
)

・
原

子
炉
水

位
(
A
)
L
3

・
代

替
冷
却

材
再
循

環

ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
･
ﾄ
ﾘ
ｯ
ﾌ
ﾟ
機

能

・
A
R
I
(
B
)
ロ

ジ
ッ

ク

・
原

子
炉

水
位

(
B
)
L2

・
A
R
I用

電
磁

弁
(
B
)

・
原

子
炉

圧
力

(
B
)

・
原

子
炉

水
位

(
B
)
L3

・
代

替
冷

却
材

再
循

環

ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
･
ﾄﾘ

ｯ
ﾌ
ﾟ
機
能

直
流

1
2
5V
分

電
盤

・
原

子
炉

水
位

(
B
)L
2

・
原

子
炉

水
位

(
A
)L
3

・
原

子
炉

水
位

(
B
)L
3

・
原

子
炉

水
位

(
C
)L
3

・
代

替
冷

却
材

再
循

環

ﾎ
ﾟ
ﾝﾌ

ﾟ
･
ﾄ
ﾘ
ｯ
ﾌ
ﾟ
機
能

直
流

1
2
5
V
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

主
母

線
盤

6
D

・
原

子
炉
水

位
(
D
)
L
2

・
代

替
冷
却

材
再
循

環

ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
･
ﾄ
ﾘ
ｯ
ﾌ
ﾟ
機

能

直
流

12
5
V
分

電
盤

・
原

子
炉

水
位
(
C
)
L
2

・
代

替
冷

却
材
再
循

環

ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ･

ﾄ
ﾘ
ｯ
ﾌ
ﾟ
機

能

・
原
子

炉
水

位
(
C
)
L
2

・
原
子

炉
圧

力
(
C
)

・
原
子

炉
水

位
(
C
)
L
3

・
代
替

冷
却

材
再
循
環

ﾎﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
･
ﾄ
ﾘ
ｯﾌ
ﾟ
機

能

・
原

子
炉

水
位

(
A
)L
3

・
原

子
炉

水
位

(
B
)L
3

・
原

子
炉

水
位

(
C
)L
3

・
代
替

冷
却

材
再
循
環

ﾎﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
･
ﾄ
ﾘ
ｯﾌ
ﾟ
機

能

（
略

語
）

D
/
G
：
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機

M
/
C
：
メ

タ
ル

ク
ラ

ッ
ド

開
閉
装

置

P
/
C
：
パ

ワ
ー

セ
ン

タ

M
C
C
：
モ

ー
タ

・
コ

ン
ト

ロ
ー
ル

・
セ
ン

タ

【
凡

例
】

：
非
常

用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

：
遮
断

器

：
配
線

用
遮
断

器

：
切
替

装
置

D
/G



44-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ７号炉 単線結線図 
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図３ ６号炉 ほう酸水注入系ポンプに関する単線結線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ ７号炉 ほう酸水注入系ポンプに関する単線結線図 
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D/G：非常用ディーゼル発電機

M/C：メタルクラッド開閉装置
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【凡例】

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：配線用遮断器
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44-3 

配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ：設計基準対象施設 

 

  ：重大事故等対処設備を示す。 



 

44-3-2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ＡＴＷＳ緩和設備（計器）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図２ ＡＴＷＳ緩和設備（ＡＲＩ用電磁弁）の配置図（６号炉 原子炉建屋地下３階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図３ ＡＴＷＳ緩和設備（原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置） 

の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図４ ほう酸水注入系に係る機器（ポンプ，タンク）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地上３階） 

  

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図５ ほう酸水注入系に係る中央制御室操作盤の配置図 

（６／７号炉 コントロール建屋地上２階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図６ ほう酸水注入系に係る機器（弁）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地上３階） 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図７ 設計基準対象施設の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下３階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図８ ＡＴＷＳ緩和設備（計器）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図９ ＡＴＷＳ緩和設備（ＡＲＩ用電磁弁）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下３階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１０ ＡＴＷＳ緩和設備（原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置） 

の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１１ ほう酸水注入系に係る機器（ポンプ，タンク）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地上３階）   

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１２ ほう酸水注入系に係る中央制御室操作盤の配置図 

（６／７号炉 コントロール建屋地上２階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 



 

44-3-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ ほう酸水注入系に係る機器（弁）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地上３階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１４ 設計基準対象施設の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下３階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１５ ＡＴＷＳ緩和設備の配置図 

（６／７号炉 コントロール建屋地上２階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１ 代替制御棒挿入機能の概念図 
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図２ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の概念図 
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図３ ほう酸水注入系 系統概要図（６号炉） 

 

 

表１ 操作対象機器リスト 

No. 機器番号 機器名称 操作方法 操作場所 

A 系 

1 C41-C001A ほう酸水注入系ポンプ（A） 
キー・スイッチ

操作 
中央制御室 2 C41-MO-F001A SLC ポンプ吸込弁（A） 

3 C41-MO-F006A ほう酸水注入弁（A） 

B 系 

4 C41-C001B ほう酸水注入系ポンプ（B） 
キー・スイッチ 

操作 
中央制御室 5 C41-MO-F001B SLC ポンプ吸込弁（B） 

6 C41-MO-F006B ほう酸水注入弁（B） 
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図４ ほう酸水注入系 系統概要図（７号炉） 

 

 

表２ 操作対象機器リスト 

No. 機器番号 機器名称 操作方法 操作場所 

A 系 

1 C41-C001A ほう酸水注入系ポンプ（A） 
キー・スイッチ

操作 
中央制御室 2 C41-MO-F001A SLC ポンプ吸込弁（A） 

3 C41-MO-F006A SLC ほう酸水注入弁（A） 

B 系 

4 C41-C001B ほう酸水注入系ポンプ（B） 
キー・スイッチ

操作 
中央制御室 5 C41-MO-F001B SLC ポンプ吸込弁（B） 

6 C41-MO-F006B SLC ほう酸水注入弁（B） 
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試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期事業者検査対象設備については，既設の設備であ

り，検査の実績もあることから，定期事業者検査要領

書の表紙のみ添付としている。 
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 代替制御棒挿入機能の試験・検査 
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図１ 代替制御棒挿入機能の試験及び検査 
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図２ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の試験及び検査 
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ＡＴＷＳ緩和設備の試験に対する考え方について 

 

1. 概要 

重大事故等対処設備の試験・検査については，第四十三条（重大事故等対処設備）

第１項第３号に要求されており，解釈には，第十二条（安全施設）第４項の解釈に

準ずるものと規定されている。 

このうち，ＡＴＷＳ緩和設備については，制御棒挿入機能や原子炉冷却材再循環

ポンプ・トリップ機能の作動信号を発信する設備であり，運転中に試験を実施する

場合には，誤操作等によりプラントに外乱を与える可能性があり，かつ，試験中は

機能自体が維持できない状態となる為，原子炉の停止中（定期検査時）に試験又は

検査を行う設計とする。 

 

2. 第十二条第４項の要求に対する適合性の整理 

第十二条第４項の要求 

「安全施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応

じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければなら

ない。」 

 

表１ 第十二条第４項の解釈の要求事項 
第十二条

解釈 
要求事項 適合性の整理 

７ 第４項に規定する「発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができる」とは，実系統を用いた試験又は検査が不適当

な場合には，試験用のバイパス系を用いること等を許容するこ

とを意味する。 

使用前検査及び停止中（定期検査時）

は，実系統を用いた試験又は検査を

実施する。 

８－一 発電用原子炉の運転中に待機状態にある安全施設は，運転中に

定期的に試験又は検査ができること。 

ただし，運転中の試験又は検査によって発電用原子炉の運転に

大きな影響を及ぼす場合は，この限りでない。また，多重性又

は多様性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試

験又は検査ができること。 

使用前検査及び停止中（定期検査時）

は，実系統を用いた試験又は検査を

実施する。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備は，代替制

御棒挿入及び代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ信号を発信するため，

誤操作等によりプラントに外乱を与

える可能性がある。 

８－二 運転中における安全保護系の各チャンネルの機能確認試験に

あっては，その実施中においても，その機能自体が維持されて

いると同時に，原子炉停止系及び非常用炉心冷却系等の不必要

な動作が発生しないこと。 

ＡＴＷＳ緩和設備は，多重性を有し

ていないため，試験を実施すると，

その間は，機能自体が維持されない。 

また，運転中に試験又は検査を行わ

ないため，原子炉緊急停止系及び非

常用炉心冷却系等の不必要な動作は

発生しない。 

８－三 発電用原子炉の停止中に定期的に行う試験又は検査は，原子炉

等規制法及び技術基準規則に規定される試験又は検査を含む。 

停止中（定期検査時）に，定期事業

者検査にて試験又は検査を実施す

る。 

９ 第４項について，下表の左欄に掲げる施設に対しては右欄に示

す要求事項を満たさなければならない。 

「安全保護系」 

原則として原子炉の運転中に，定期的に試験ができるととも

に，その健全性及び多重性の維持を確認するため，各チャンネ

ルが独立に試験できる設計であること。 

ＡＴＷＳ緩和設備は，重大事故等対

処設備であることから，多重性を有

していない。 
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3. ＡＴＷＳ緩和設備の試験間隔の検討 

ＡＴＷＳ緩和設備は，安全保護系設備による原子炉緊急停止機能が喪失した時に

期待される設備である。ＡＴＷＳ緩和設備に関する信頼性評価においては，試験頻

度を定期検査毎として評価し，ＡＴＷＳが発生し，かつＡＴＷＳ緩和設備の故障に

より緩和機能が動作しない状態が発生する頻度＊は，            又

は，                         と十分に低いことを確

認しており，定期検査毎の試験頻度としても信頼性は十分確保できる。 

 

   ＊44-9 参考資料1参照 

 

以上のことから，ＡＴＷＳ緩和設備は，停止中（定期検査時）に試験を実施する

ことをもって対応するものとする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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表２ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号機 点検計画 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第６号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設 備 名：計測制御系統設備 

検 査 名：ほう酸水注入系機能検査 

要領書番号：Ｋ６－１０－３７－Ｂ－運
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第６号機 

第８回定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設 備 名：計測制御系統設備 

検 査 名：ほう酸水注入系ポンプ検査 

要領書番号：Ｋ６－８－１１６－３Ｃ－Ｒ 
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図３ ほう酸水注入系ポンプ 構造図 
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表３ 柏崎刈羽原子力発電所 ６号機 点検計画 
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図４ ほう酸水注入系貯蔵タンク 構造図 
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図５ ほう酸水注入系運転性能検査系統図 
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表４ 柏崎刈羽原子力発電所 ７号機 点検計画 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 備 名：計測制御系統設備 

検 査 名：ほう酸水注入系機能検査 

要領書番号：Ｋ７－１０－３７－Ｂ－運
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図６ ほう酸水注入系ポンプ 構造図 
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表５ 柏崎刈羽原子力発電所 ７号機 点検計画 
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図７ ほう酸水注入系貯蔵タンク 構造図 
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図８ ほう酸水注入系運転性能検査系統図 
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容量設定根拠 
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・代替制御棒挿入機能 

名   称 原 子 炉 圧 力 高 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停

止することができない事象が発生した場合において，炉

心の著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ

及び原子炉格納容器の健全性を維持するため，制御棒挿

入を行う。 

設 定 値 7.48MPa 以下 

【設定根拠】 

設定値は，次の事項を考慮して決定する。 

(1)スクラム不作動時に作動するシステムであることを考慮し，原子炉

圧力高スクラム設定値（7.34MPa）より高い設定とする。 

(2)逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッションプールへの負荷を考

慮し，逃がし安全弁第１段設定値（7.51MPa）程度以下とする。 

 

＜補足＞ 

原子炉圧力が上昇し，原子炉圧力高による原子炉スクラムに失敗した場

合，代替制御棒挿入機能により原子炉を未臨界に移行させる。 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 原子炉圧力高設定値の概要図 
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原子炉圧力高設定値
（ARI）

【６号炉】

7.26MPa

7.34MPa

7.30MPa セット値
（スクラム）

計器誤差(0.04MPa)

計器誤差(0.04MPa)

原子炉圧力高設定値
（スクラム）

ARI ：代替制御棒挿入機能

セット値 ：実機の計装設備に セットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を加算

したもの

7.385MPa

7.475MPa

7.43MPa セット値
（ARI）

計器誤差(0.045MPa)

計器誤差(0.045MPa)
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【７号炉】

7.48MPa
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計器誤差(0.05MPa)
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原子炉圧力高設定値
（スクラム）



 

44-6-3 
 

名   称 原 子 炉 水 位 低 （レベル 2） 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停

止することができない事象が発生した場合において，炉

心の著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ

及び原子炉格納容器の健全性を維持するため，制御棒挿

入を行う。 

設 定 値 原子炉圧力容器零レベル＊より1165㎝以上 

【設定根拠】 

原子炉水位低（レベル 3）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時におい

て，事象緩和に有効な値として原子炉水位低（レベル 2）を設定値とす

る。 

 

注記＊：原子炉圧力容器零レベルは，蒸気乾燥器スカート下端より1224㎝下 

 

＜補足＞ 

原子炉水位が低下して，原子炉水位低（レベル 3）による原子炉スクラム

に失敗した場合，代替制御棒挿入機能により原子炉を未臨界に移行させる。 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 原子炉水位低（レベル 2）設定値の概要図 

原子炉水位低（レベル3）設定値
（スクラム）
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1175.6cm
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【７号炉】

セット値
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1287.6cm

1286.4cm

計器誤差(1.2cm)

計器誤差(1.2cm)

セット値
（スクラム）

ARI ：代替制御棒挿入機能

セット値 ：実機の計装設備に セットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を加算

したもの

【６号炉】

1285.2cm 原子炉水位低（レベル3）設定値
（スクラム）

1175cm

1170.1cm セット値
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計器誤差(4.9cm)
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セット値
（スクラム）
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1286.6cm
計器誤差(1.4cm)

計器誤差(1.4cm)
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・代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 

名   称 原 子 炉 圧 力 高 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停

止することができない事象が発生した場合において，炉

心の著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ

及び原子炉格納容器の健全性を維持するため，原子炉冷

却材再循環ポンプトリップを行う。 

設 定 値 7.48MPa 以下 

【設定根拠】 

設定値は，次の事項を考慮して決定する。 

(1)スクラム不作動時に作動するシステムであることを考慮し，原子

炉圧力高スクラム設定値（7.34MPa）より高い設定とする。 

(2)逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッションプールへの負荷を

考慮し，逃がし安全弁第１段設定値（7.51MPa）程度以下とする。 

 

＜補足＞ 

  原子炉圧力が上昇し，原子炉圧力高による原子炉スクラムに失敗した場

合，一時的な原子炉圧力の上昇が圧力容器設計圧力の 1.2 倍（10.34MPa）を

超えないようにする。 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 原子炉圧力高設定値の概要図 
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【７号炉】

ATWS-RPT ：代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能

セット値 ：実機の計装設備に セットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を加算

したもの
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名   称 原 子 炉 水 位 低（レベル 3） 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停

止することができない事象が発生した場合において，炉

心の著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ

及び原子炉格納容器の健全性を維持するため，原子炉冷

却材再循環ポンプトリップを行う。 

設 定 値 原子炉圧力容器零レベル＊より1285㎝以上 

【設定根拠】 

原子炉水位低（レベル 3）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時におい

て，事象緩和に有効な値として原子炉水位低（レベル 3）を設定値とす

る。 

 

注記＊：原子炉圧力容器零レベルは，蒸気乾燥器スカート下端より1224㎝下 

 

＜補足＞ 

原子炉水位が低下して，原子炉水位低（レベル 3）による原子炉スクラム

に失敗した場合，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能により原子炉冷却

材再循環ポンプ４台をトリップさせ，原子炉出力を低下させる。 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 原子炉水位低（レベル 3）設定値の概要図 

ATWS-RPT ：代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能

セット値 ：実機の計装設備に セットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を加算

したもの
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セット値
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名   称 原 子 炉 水 位 低（レベル 2） 

保護目的／機能 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉を緊急に停

止することができない事象が発生した場合において，炉

心の著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ

及び原子炉格納容器の健全性を維持するため，原子炉冷

却材再循環ポンプトリップを行う。 

設 定 値 原子炉圧力容器零レベル＊より1165㎝以上 

【設定根拠】 

原子炉水位低（レベル 3）で原子炉冷却材再循環ポンプ 4 台トリップが

作動した後の事象緩和に有効な値として原子炉水位低（レベル 2）を設定

値とする。 

 

注記＊：原子炉圧力容器零レベルは，蒸気乾燥器スカート下端より1224㎝下 

 

＜補足＞ 

原子炉水位が低下して，原子炉水位低（レベル 3）による原子炉スクラムに

失敗した場合，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能により原子炉冷却材

再循環ポンプ６台をトリップさせ，原子炉出力を低下させる。（原子炉水位低

（レベル 3）の信号により，冷却材再循環ポンプ４台をトリップし，原子炉水

位低（レベル 2）の信号により，冷却材再循環ポンプ６台をトリップする設計

とする。） 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 原子炉水位低（レベル 2）設定値の概要図 

ATWS-RPT ：代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能

セット値 ：実機の計装設備に セットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差に余裕を加算

したもの
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・ほう酸水注入系ポンプ 

名   称 ほう酸水注入系ポンプ（6号及び 7号炉） 

容量 m3/h/個 約 10（注１)，（約 11（注２）） 

全揚程 m 
6 号炉：約 840，7 号炉：約 838（注１） 

，（約 860（注２）） 

最高使用圧力 MPa 10.8 

最高使用温度 ℃ 66 

原動機出力 kW／個 45  

機器仕様に関する注記 
注１：要求値を示す 

注２：公称値を示す 

【設 定 根 拠】 

 ほう酸水注入系ポンプは，運転時の異常な過渡変化発生後，原子炉停止機能

が喪失した場合に，炉心へのほう酸水注入によって原子炉を停止するための設

備として設置する。 

 ほう酸水注入系ポンプは，炉 1基あたり 2台（予備 1台）設置する。 

 

1.容 量 

ほう酸水注入系ポンプの容量は，タンク有効容量     m3（全容量 31.7m3）

を設計上の許容注入時間（設計ボロン濃度     ppm を設計ボロン注入速度 

ppm/min※で注入する時間）で注入可能な容量とする。 

 

※最低反応度印加速度に相当する必要ボロン注入速度 ppm/min に余裕を加え

て定めた設計値 

 

 ポンプ容量（1台当り） 

＝タンク容量（ℓ）／注入時間（min） 

    ＝          ／（     ／  ） 

    ≒174 ℓ／min＝10.44 m3/h 

 

以上より，ポンプ容量は上記を上回るものとし，11.4m3/h/個とする。 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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2. 全揚程 

ほう酸水注入系ポンプの全揚程は，注入先の圧力（原子炉圧力     MPa（逃

がし安全弁安全弁機能最低設定圧力）），静水頭，配管及び弁類圧損を基に設定

する。 

 【6 号炉】 

原子炉圧力       MPa 

静水頭 約      MPa 

配管及び弁類圧損 約      MPa  

―――――――――――――――――――― 

合 計 約      MPa（約 840m） 

 

【7 号炉】 

原子炉圧力       MPa 

静水頭 約      MPa 

配管及び弁類圧損 約      MPa  

―――――――――――――――――――― 

合 計 約      MPa（約 838m） 

 

以上より，ほう酸水注入系ポンプの全揚程はこれを上回るものとして 

約 860m とする。 

 

3. 最高使用圧力 

ほう酸水注入系ポンプの吐出側の最高使用圧力は，ほう酸水注入系ポンプの

吐出圧力を上回る圧力とし，10.8MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

ほう酸水注入系ポンプの最高使用温度は，水源であるほう酸水注入系貯蔵タ

ンクの最高使用温度に合わせ 66℃とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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5. 原動機出力 

ほう酸水注入系ポンプの原動機出力は，下記の式を用いて，容量及び吐出

圧力を考慮して決定する。 

ｐＱ
60

10
Ｐu＝

3

 

100
Ｐ

Ｐu
η＝  

100／η60

ｐＱ10
Ｐ＝

3

 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３１１(2002)「往復ポンプ－試験方法」） 

 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐu ：水動力（kW） 

Ｑ ：容量（m3/min） ＝ 

ｐ ：吐出圧力（MPa）＝     (ピーク値) 

η ：ポンプ効率（％） 

η＝ηm×ηg×ηv×10-4  ＝ 

ηm：ポンプ機械効率（％）  ＝ 

ηg：減速機効率（％）    ＝ 

ηv：ポンプ容積効率（％）  ＝ 

 

Ｐ＝ 

 

上記から，ほう酸水注入系ポンプの原動機出力は，必要軸動力を上回る出力

として 45kW/個とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

 

名   称 ほう酸水注入系貯蔵タンク（6号及び 7号炉） 

容量 m3/h/個 約 28（注１），（約 30（注２）） 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 66 

機器仕様に関する注記 
注１：要求値を示す 

注２：公称値を示す 

【設 定 根 拠】 

ほう酸水注入系貯蔵タンクは，制御棒の挿入不能の場合に原子炉に注入するほ

う酸水を貯蔵するために設置する。 

ほう酸水注入系貯蔵タンクは炉 1基あたり 1基設置する。 

 

1.容 量 

ほう酸水注入系貯蔵タンクの容量は，以下の通り。 

原子炉停止時における通常水位までの水量は          kg であり， 

原子炉を冷温停止状態にするために必要な注入ボロン量は， 

×     ppm(設計ボロン濃度)=     kg 

必要五ほう酸ナトリウム量は， 

1831.0
010

10

216102 HOBNa
B
・

 （各原子量：B=10.8，H=1，O=16，Na=23） 

であることから，  

     ／        ≒      kg 

 

 上記に，タンク無効容量分の五ほう酸ナトリウム量（     kg）を考慮した，

最小必要五ほう酸ナトリウム量（      kg）をほう酸水注入系貯蔵タンクに貯蔵

することにより，十分な反応度制御能力を満足することができる。 

設計飽和温度 15℃の五ほう酸ナトリウム重量%は 13.4%，また，この重量%にお

ける 27℃での比重は 1.065 であり，これに対応するほう酸水注入系貯蔵タンク

の有効容量は     m3 となり，タンク無効容量   m3 を考慮し，タンク全容量は 

31.7m3とする。 

 

2．最高使用圧力 

 ほう酸水注入系貯蔵タンクの最高使用圧力は，ほう酸水注入系貯蔵タンクが開

放型タンクであることから静水頭とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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3.最高使用温度 

 ほう酸水注入系貯蔵タンクの最高使用温度は，ほう酸水注入系貯蔵タンクの通

常の温度制御範囲（       ℃）を上回るものとして，66℃とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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その他設備 
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以下に，原子炉を未臨界に移行するための自主対策設備の概要を示す。 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするために寄与する自主対策設備は以

下の通りである。 

 

(1) 手動スクラムボタン 

手動スクラムボタンを操作することで，制御棒のスクラム動作が可能である

ことから，手動スクラムボタンを整備している。 

 

(2) 原子炉モードスイッチ 

原子炉モードスイッチを「停止」位置に操作することで，制御棒のスクラム

動作が可能であることから，原子炉モードスイッチを整備している。 

 

(3) スクラムテストスイッチ 

スクラムテストスイッチを操作することで，制御棒のスクラム動作が可能で

あることから，スクラムテストスイッチを整備している。 

 

(4) スクラムソレノイドヒューズ 

現場に設置してあるスクラムソレノイドヒューズを引き抜くことでスクラ

ムパイロット弁電磁コイルの電源を遮断し，制御棒のスクラム動作が可能であ

ることから，スクラムソレノイドヒューズを整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 配置図（自主対策設備） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図２ 配置図（自主対策設備） 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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(5) 制御棒操作監視系，制御棒駆動機構 

制御棒駆動機構は，原子炉圧力容器下部の制御棒駆動機構ハウジング内に据

え付けられており，スクラムテストスイッチ又はスクラムソレノイドヒューズ

の操作完了までの間，もしくはこれらの操作が実施できない場合に，制御棒を

自動若しくは手動にて電動駆動で挿入する手段として有効である。 

制御棒挿入及び引き抜きの概要について，図４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 制御棒駆動機構 概要図 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図４ 原子炉緊急停止系及び制御棒駆動系水圧制御ユニット 概要図 

 

(6) 給水制御系，電動駆動原子炉給水ポンプ 

電動駆動原子炉給水ポンプによる原子炉への給水量の調整により，原子炉水

位を低下でき，原子炉の出力抑制を行えることから，給水制御系，電動駆動原

子炉給水ポンプを整備している。 

電動駆動原子炉給水ポンプの原子炉への給水流量制御は，ポンプ出口側に設

置している流量調節弁の開度を制御することにより行う。 
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図５ 配置図（自主対策設備） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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ＡＴＷＳ緩和設備について 
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1. 概要 

本資料は，運転時の異常な過度変化時における原子炉を緊急に停止することがで

きない事象（ＡＴＷＳ）が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合

において，炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原

子炉格納容器の健全性を維持するとともに，原子炉を未臨界に移行するために必要

な設備について説明する。 

 

2. 基本方針 

原子炉の運転を緊急に停止できない事象が発生するおそれがある場合又は当該

事象が発生した場合において，自動又は手動により代替制御棒挿入機能にて制御棒

を自動挿入させる事により原子炉を未臨界に移行させるとともに，原子炉冷却材再

循環ポンプを自動又は手動で停止させる代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能に

て原子炉出力を抑制し，原子炉圧力の上昇を緩和することで，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持し，炉心の著しい損傷を防止するため

の設備（以下，「ＡＴＷＳ緩和設備」という。）を設置する。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備のうち，代替制御棒挿入機能による制御棒挿入が失敗し

た場合には，手動でほう酸水注入系（ＳＬＣ）を起動し，反応度を制御するために

十分な量のほう酸水を原子炉に注入することで原子炉を未臨界に移行させる。 

 

3. ＡＴＷＳ緩和設備の設計方針 

ＡＴＷＳ緩和設備の設計方針を以下に示す。 

（1）環境条件 

ＡＴＷＳ緩和設備は，中央制御室及び二次格納施設内に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，中央制御室

及び二次格納施設内の環境条件（温度，圧力，湿度，放射線及び地震，風（台風），

積雪の影響による荷重，電磁波）において，必要な機能を果たすことができる設

計とする。 

 

（2）操作性 

ＡＴＷＳ緩和設備は，必要な信号を自動的に発信する設計としており，操作性

に関する設計上の考慮は不要である。 

なお，代替制御棒挿入機能及び代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能につい

ては，手動によっても操作可能な設計となっており，操作スイッチは，中央制御

室の制御盤に設置しており重大事故時においても操作可能である。 

 

（3）悪影響防止 

ＡＴＷＳ緩和設備は，多重化された原子炉緊急停止系とは別の制御盤に収納し，

検出器からロジックまで独立した構成となっており，原子炉緊急停止系に悪影響

を与えない設計とする。 

原子炉緊急停止系とＡＴＷＳ緩和設備のロジック回路の電源は，異なるしゃ断

器から供給することで原子炉緊急停止系に悪影響を与えない設計とする。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備で使用する水位検出器は，工学的安全施設作動回路等

の検出器と共用しているが，電気的な隔離装置（リレー）を用いて信号を分離す

ることで，工学的安全施設作動回路等へ悪影響を与えない設計とする。 
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（4）耐震性 

ＡＴＷＳ緩和設備は，基準地震動Ｓｓによる地震動に対して，必要な機能を 

維持する設計とする。 

 

（5）多様性 

ＡＴＷＳ緩和設備は，多重化された原子炉緊急停止系の制御盤と位置的分散を

図ることで，地震，火災，溢水等の主要な共通要因故障によって同時に機能を損

なわれない設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備のロジック回路はアナログ回路であるが，原子炉緊急停止系

の論理回路はディジタル回路で構築されており，多様性を有する設計とする。 

 

4. ほう酸水注入系【重大事故等対処設備】 

ほう酸水注入系により，反応度を制御するために十分な量のほう酸水を原子炉に

注入することで原子炉を未臨界にする。 

ほう酸水注入系には，２台のほう酸水注入系ポンプが設置され，このうち１台の

ポンプを必要に応じて手動起動することにより，ほう酸水注入系貯蔵タンクのほう

酸水を高圧炉心注水系のフラッダスパージャより炉心に注入する。 

ほう酸水注入系は，想定する重大事故（ＡＴＷＳ）が発生した場合における中央

制御室及び原子炉建屋原子炉区域内の環境条件（温度・湿度・放射線量率等）を考

慮した設計とする。操作は中央制御室から可能な設計とする。 

ほう酸水注入系は，基準地震動Ｓｓによる地震動に対して，必要な機能を維持す

るものとする。 

 

5．ＡＴＷＳ緩和設備の不具合による安全保護系への影響防止対策 

原子炉緊急停止系とＡＴＷＳ緩和設備のロジック回路は図１のとおり，検出器か

らロジックまで，原子炉緊急停止系とＡＴＷＳ緩和設備は独立した構成となってお

り，原子炉緊急停止系に悪影響を与えない設計とする。また，電源についてもそれ

ぞれ分離した構成となっており，原子炉緊急停止系に悪影響を与えない設計とする。 

図２のとおり原子炉緊急停止系の作動電磁弁（ケーブル含む）についても，代替

制御棒挿入機能と原子炉緊急停止系では独立した構成となっている。 

原子炉緊急停止系及び代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）用の作動電磁弁は，図３，

図４のとおり位置的にも分離された構成となっている。 

ケーブルについては，現場検出器から中央制御室及び現場作動電磁弁まで，電線

管による独立した構成で布設している。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備で使用する水位検出器は，工学的安全施設作動回路等の

検出器と共用しているが，図５のとおり工学的安全施設作動回路等と電気的な隔離

装置を用いて電気的に分離することで，工学的安全施設作動回路等へ悪影響を与え

ない設計とする。 
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図１ 原子炉緊急停止系及びＡＴＷＳ緩和設備ロジック図 
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図２ 電磁弁の分離について
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図３ スクラム弁及び代替制御棒挿入機能用電磁弁の設置場所(6 号炉) 

 

  

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図４ スクラム弁及び代替制御棒挿入機能用電磁弁の設置場所(7 号炉) 

 

  

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図５ 信号の分離について 
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  ATWS/RPT 盤（ATWS 緩和設備）及び安全保護系盤（原子炉緊急停止系）は，とも

に図６のとおり中央制御室に設置しているが，耐震性を有した独立の金属筐体に収

納した自立盤で構成し，安全保護系盤と物理的に分離することで位置的分散を図る

設計とする。 

ATWS/RPT盤は，金属筐体，難燃ケーブルで同盤を構成し，火災の発生を防止する

設計とする。仮に，ATWS/RPT盤で火災が発生した場合，複数の感知器で火災を検知

し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて運転員により初期消火を行うことから，

内部火災及び内部溢水による影響はない（なお，中央制御室には溢水源は存在しな

いことを確認している）。 

以上のことから，ATWS/RPT盤（ATWS 緩和設備）は，多重化された安全保護系盤

と位置的分散が図られていることから，地震，火災，溢水の主要な共通要因故障に

対して高い耐性を有しており，共通要因によって同時に機能を損なうおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ ATWS/RPT 盤及び安全保護系盤の設置場所  

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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ＡＴＷＳ緩和設備に関する健全性について 



 

44-9-2 

1. 設計方針 

（1）設置目的 

ＡＴＷＳ緩和設備は，運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に

停止することができない事象（以下，「ＡＴＷＳ」という。）が発生するおそれが

ある場合又は当該事象が発生した場合に，炉心の著しい損傷を防止し，原子炉冷却

材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに，原子炉を未臨

界に移行させることを目的とする。 

 

（2）ＡＴＷＳの発生要因 

ＡＴＷＳの発生要因としては，安全保護系（原子炉緊急停止系）の故障により，

原子炉緊急停止系作動回路によるトリップ信号が発信せず，原子炉スクラムに失敗

することを想定する。 

 

（3）ＡＴＷＳ緩和設備に要求される機能 

ＡＴＷＳ緩和設備には，①原子炉を未臨界に移行する，②原子炉の加圧を防止す

ることが求められており，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則の解釈」の第四十四条２(１)に従い，以下の機能を設けて

いる。 

ａ）代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ） 

検出器信号から最終的な作動装置の入力までを原子炉緊急停止系から独

立した回路にて，制御棒を自動で挿入させる。本設備により，原子炉緊急停

止系の故障によるＡＴＷＳ事象発生時に原子炉を未臨界に移行させる。 

 

ｂ）代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 

原子炉圧力容器内に設置されている原子炉冷却材再循環ポンプを自動で

停止させる。本設備により，急速に負の反応度が投入されるため，原子炉出

力を抑制し，原子炉圧力の上昇を緩和する。 
 

また，ＡＴＷＳ緩和設備のうち，代替制御棒挿入機能による制御棒挿入が失敗し

た場合に，ほう酸水を原子炉に注入することで原子炉を未臨界に移行させるための

ほう酸水注入系を第四十四条２(１)に従い設けている。 

 

ｃ）ほう酸水注入系（ＳＬＣ） 

代替制御棒挿入機能による制御棒挿入が失敗した場合に，手動でほう酸水

注入設備を起動し，反応度を制御するために十分な量のほう酸水を原子炉に

注入することで，原子炉を未臨界に移行させる。 

 

（4）ＡＴＷＳ緩和設備の作動ロジック 

主蒸気隔離弁の閉止等において原子炉圧力が上昇すると正の反応度印加により

原子炉出力が上昇するため，原子炉スクラムが必要になる。また，給水喪失等によ

り原子炉水位が低下する場合にも，原子炉水位低下を抑制するために原子炉スクラ

ムが必要になる。 

このため，ＡＴＷＳ発生時には原子炉圧力の上昇又は原子炉水位の低下を検知す

ることによりＡＴＷＳ緩和設備を作動させるものとする。 
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ＡＴＷＳ緩和設備の作動ロジックとしては，運転中の検出器故障による不動作を

考慮して，2 out of 4 論理もしくは2 out of 3 論理とする。 

代替制御棒挿入機能及び代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能については，中

央制御室の制御盤で手動作動させることが可能な設計とする。 

 

（5）ＡＴＷＳ緩和設備の不具合による安全保護系への影響防止対策 

   ＡＴＷＳ緩和設備故障による安全保護系の誤動作を防止するため，以下の対策

を考慮した設計とする。 

  ａ．ＡＴＷＳ緩和設備の内部構成を多重化（検出器信号の多重化）し，単一故障

により誤動作しない設計とする。 

  ｂ．ＡＴＷＳ緩和設備はロジック成立時に作動信号を励磁出力する設計とし，駆

動源である電源の喪失が生じた場合に誤信号を発信しない設計とする。また，

ＡＴＷＳ緩和設備が電源喪失した場合は，中央制御室に警報を発信すること

から，故障を早期に把握し，復旧対応を行うことが可能である。 

ｃ．ＡＴＷＳ緩和設備は，安全保護系に対して電気的，物理的分離を図ることに

より，不具合の波及を防止する設計とする。 

 

（6）ＡＴＷＳ緩和設備の信頼性評価 

ＡＴＷＳ緩和設備の信頼性評価結果として，プラント稼働性に影響を与えるよう

な誤動作率，及び不動作となる発生頻度を表１に示す。表１より，本設備の誤動作

によりプラント外乱が発生する頻度及び不動作の発生頻度も十分小さいことから，

高い信頼性を有している。 

なお，誤動作率，不動作の発生頻度の評価の詳細は，参考資料１に示す。 

 

表１ ＡＴＷＳ緩和設備の信頼性評価結果 

 
ＡＴＷＳ緩和設備 

６号炉 ７号炉 

誤動作率   

不動作の発生頻度   

※1：代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能のいずれかが

誤動作する頻度 

※2：ＡＴＷＳが発生し，かつＡＴＷＳ緩和機能が不動作である事象が発生する頻

度 

 

  

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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2. 設備概要 

（1）機器仕様 

 a. ＡＴＷＳ緩和設備 

取付箇所：コントロール建屋 T.M.S.L. 17.3m 

設備概要：原子炉緊急停止系に対し，多様性を備えた設備として設置するも

のであり，原子炉緊急停止機能喪失時に原子炉出力を抑制するた

めの設備の作動信号を発信する設備である。ＡＴＷＳ緩和設備の

機能は以下のとおり。 

①原子炉圧力高による代替制御棒挿入 

②原子炉水位低(レベル2)による代替制御棒挿入 

③原子炉圧力高による代替冷却材再循環ポンプ・トリップ 

④原子炉水位低(レベル3)による代替冷却材再循環ポンプ・トリップ 

⑤原子炉水位低(レベル2)による代替冷却材再循環ポンプ・トリップ 

⑥手動起動による代替制御棒挿入及び代替冷却材再循環ポンプ・トリップ 

 

 b. ＡＴＷＳ緩和設備作動信号 

作動に要する信号：原子炉圧力高の“2 out of 3”信号 

原子炉水位低(レベル3)の“2 out of 3”信号 

原子炉水位低(レベル2)の“2 out of 4”信号 

設定値： 

原子炉圧力高         ：7.48MPa以下 

原子炉水位低(レベル3)：原子炉圧力容器零レベル＊より1285cm以上 

原子炉水位低(レベル2)：原子炉圧力容器零レベル＊より1165cm以上 

＊原子炉圧力容器零レベルは，蒸気乾燥器スカート下端より1224cm下 

作動信号    ：代替制御棒挿入信号 

            代替冷却材再循環ポンプ・トリップ信号 

作動信号を発信させない条件：該当なし 

 

（2）設定根拠 

  ＡＴＷＳ緩和設備作動信号の設定値は以下の事項を考慮して決定する。 

 

【代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）】 

〇原子炉圧力高 

・スクラム不作動時に作動するシステムであることを考慮し，原子炉圧力高ス

クラム設定値（7.34MPa）より高い設定とする。 

・逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッションプールへの負荷を考慮し，逃

がし安全弁第１段設定値（7.51MPa）程度以下とする。 

 

〇原子炉水位（レベル２） 

・原子炉水位低（レベル３）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時において，事

象緩和に有効な値として原子炉水位低（レベル２）を設定値とする。 

 

なお，重大事故時等の有効性評価「原子炉停止機能喪失」において，主蒸気隔

離弁の誤閉止＋スクラム失敗＋ＡＲＩ不作動を仮定した評価を実施している。Ａ
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ＲＩ機能を仮定した場合，主蒸気隔離弁の誤閉止により原子炉圧力が上昇するこ

とで，ＡＲＩが作動するため，事象発生後１分程度で原子炉を未臨界へ移行させ

る＊。（ＳＬＣ注入は事象発生から約 11 分後であり，それよりも十分早く未臨界

状態へ移行させる） 

 

   ＊44-9 参考資料2参照 

 

 

【代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能】 

〇原子炉圧力高 

・スクラム不作動時に作動するシステムであることを考慮し，原子炉圧力高ス

クラム設定値（7.34MPa）より高い設定とする。 

・逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッションプールへの負荷を考慮し，逃

がし安全弁第１段設定値（7.51MPa）程度以下とする。 
 

なお，重大事故時等の有効性評価「原子炉停止機能喪失」において，主蒸気隔

離弁の誤閉止＋スクラム失敗＋ＡＲＩ不作動を仮定した評価を実施している。本

設定値で原子炉冷却材再循環ポンプ４台がトリップすれば，原子炉圧力のピーク

が圧力容器設計圧力の 1.2 倍（10.34MPa）を超えないことを確認している。 

 

〇原子炉水位（レベル３） 

・原子炉水位低（レベル３）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時において，事

象緩和に有効な値として原子炉水位低（レベル３）を設定値とする。 

 

〇原子炉水位（レベル２） 

・原子炉水位低（レベル３）で原子炉冷却材再循環ポンプ４台トリップが作動

した後の事象緩和に有効な値として原子炉水位低（レベル２）を設定値とす

る＊。 

 

   ＊ＡＢＷＲの原子炉冷却材再循環ポンプは回転慣性が小さいことから，10 台同

時にトリップさせると燃料の冷却能力の低下を招くため，原子炉水位低（レ

ベル３）で４台をトリップさせ，原子炉水位低（レベル２）で残りの６台を

トリップさせる設計とする。 

 

なお，重大事故時等の有効性評価「原子炉停止機能喪失」においては，上記の

冷却材再循環ポンプ・トリップの設定値（原子炉圧力高，原子炉水位低（レベル

２，レベル３）で動作することで，高圧の非常用炉心冷却系注水機能を用いた原

子炉水位の維持，ほう酸水注入系を用いた炉心へのほう酸水の注入，残留熱除去

系を用いたサプレッションプール水の除熱を実施することにより，炉心損傷に至

らないことを確認している。 
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（3）設備概要 

 a. 設置場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ＡＴＷＳ緩和設備（ＡＴＷＳ／ＲＰＴ盤）設置場所 

 

  

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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 b. 回路構成 

（a）原子炉緊急停止系とＡＴＷＳ緩和設備の回路構成概略及び設計上の考慮 

原子炉緊急停止系と代替制御棒挿入機能のロジック回路は，検出器からロジッ

クまで，原子炉緊急停止系と代替制御棒挿入機能は独立した構成となっており，

原子炉緊急停止系に悪影響を与えない設計＊とする。 

 

＊悪影響を与えない設計に関する説明は「44-8 ＡＴＷＳ緩和設備について 

 5．ＡＴＷＳ緩和設備の不具合による安全保護系への影響防止対策」を参照 

 

 

（b）原子炉出力を抑制する設備の作動信号の回路図 

原子炉水位低（レベル２）信号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 原子炉出力を抑制する設備の作動信号の回路図 

（原子炉水位低レベル２信号の例） 

 

○タイマー設定根拠 

 原子炉水位低（レベル２）で原子炉圧力容器内に設置されている原子炉冷却材再

循環ポンプ６台がトリップするが，まず始めに３台，６秒後に３台がトリップする

よう６秒の時間遅れ回路を設ける。 

ＡＢＷＲの原子炉冷却材再循環ポンプでは回転慣性が小さいことから，多数台の

原子炉冷却材再循環ポンプが通常運転中に誤信号等により６台同時にトリップし

た場合，最小限界出力比は安全限界値を下回り沸騰遷移が発生する可能性があるた

め，これを回避する設定とする。 

 

制御記号説明

2/4 一致回路
(2 out of 4)

OR回路

可変限時励磁回路

RIP-ASD：原子炉冷却材再循環ポンプ
可変周波数電源装置

0 設定値 LSG

動作

不動作

作
動
信
号

ループA
原子炉水位

ループB
ループC

2/4

手動挿入

代替制御棒挿入

代替原子炉冷却材再循環

ポンプトリップ(B,E,H)

代替原子炉冷却材再循環

ポンプトリップ(C,G,K)（設定値 ６秒）

ループD

原子炉圧力高

RIP-ASD手動停止

(B,E,H)

RIP-ASD手動停止

(C,G,K)
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 参考資料１ 

ＡＴＷＳ緩和設備の信頼性評価 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１ 誤動作率の評価に適用したロジックのモデル 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図２ 誤動作率の評価に適用したフォールトツリー 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図３ 非信頼度の評価に適用したロジックのモデル

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図４ 非信頼度の評価に適用したフォールトツリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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参考資料２ 

代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）による原子炉停止機能について 

 

１．代替制御棒挿入機能（ＡＲＩ）の設計の基本的考え方 

プラント過渡事象が発生し，通常のスクラム機能が，電気的な故障により喪失した

場合に，後備の手段としてＡＲＩを作動させることにより原子炉停止機能を確保する

こととなる。 

ＡＲＩが作動した場合，ＳＬＣを起動させる必要はないため，ＳＬＣを起動させる

操作の前に制御棒挿入が完了することが必要となる。 

この要求を満足するためＡＲＩの設計目標として， 

① 代替制御棒挿入機能による制御棒の挿入は，検出信号がトリップ設定点に達し

てから 15 秒以内に開始されること。 

② 代替制御棒挿入機能による制御棒の挿入は，検出信号がトリップ設定点に達し

てから 25 秒以内に完了されること。 

の考え方に基づき，具体的な作動信号として，以下の設定とする。 

 ・原子炉圧力高 設定圧力 7.48MPa 

 ・原子炉水位低 設定水位 レベル 2 

 ・手動起動要求 

 

２．ＡＲＩによる原子炉停止機能の評価について 

 有効性評価の原子炉停止機能喪失の評価を参考に，ＡＲＩによる原子炉停止機能の

確認を行った。 

当評価に際して以下を解析条件とする。 

－過渡事象は，初期の燃料被覆管温度の上昇という観点で最も厳しい主蒸気隔離弁

閉を前提とする（有効性評価の前提と同じ）。 

－ＡＲＩは，保守的に上記１．②の条件に基づき，原子炉圧力がトリップ設定点に

達してから 25 秒以内に制御棒の全挿入が完了するものとする。 

－代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の動作条件他，使用する解析コード含む

その他の条件は，有効性評価における原子炉停止機能喪失と同じとする。 

 

解析結果の纏めを表１に，燃料被覆管の温度変化を図１に示す。 

本ケースでは，主蒸気隔離弁全閉により原子炉圧力が上昇して炉心内のボイドが減

少し，正の反応度が投入され中性子束が上昇する。これに伴いＭＣＰＲが低下し，事

象発生後約 2秒後に沸騰遷移が発生し，燃料被覆管温度が上昇する。その後，出力上

昇によるボイド発生，原子炉圧力高で再循環ポンプ（4 台）がトリップし炉心流量が

低下することにより炉心内のボイド率の増加に伴うボイドフィードバック及び出力

上昇による燃料温度上昇に伴うドップラーフィードバックにより出力が低下する。こ

のため燃料被覆管はリウェットし，燃料被覆管の温度が低下する。これら挙動は有効

性評価の原子炉停止機能喪失と全く同じ挙動となる。 

 その後，事象発生後 25 秒にはＡＲＩによる制御棒挿入が完了することから出力が

低下し事象は収束する。このため有効性評価において見られた給水過熱喪失による出

力上昇（事象発生から 100 秒以降）は発生せず，燃料被覆温度は申請解析より低い結

果となる。 

 なお，本評価では保守的に事象発生後 25 秒にＡＲＩによる制御棒挿入が完了する
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との前提としたが，約 2秒後にはＡＲＩ動作設定圧力（原子炉圧力高）に到達するこ

とから，燃料被覆管温度は本評価より低く抑えられる。 

 

表１ 解析結果（主蒸気隔離弁誤閉止） 

項 目 解析結果 

（有効性評価結果） 

解析結果 

（ＡＲＩケース） 

判断基準 

燃料被覆管温度 約 920℃ 

（第4スペーサー位置） 

約 770℃ 

（第3スペーサー位置） 

1200℃以下 

燃料被覆管酸化量 1%以下 

（第3スペーサー位置） 

1%以下 

（第3スペーサー位置） 

15%以下 

 

 
図１ 燃料被覆管温度変化（主蒸気隔離弁誤閉止［ＡＲＩケース］） 
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各号炉の弁名称及び弁番号 
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条文適合性資料本文中に記載の弁名称については，説明資料の構成上，略称等が用

いられている場合がある。これらの記載名称と各号炉に設置されている弁の正式名称

及び弁番号の関係について，表１の通り整理する。 

 

表１ 各号炉の弁名称及び弁番号 

統一名称 
6 号炉 7 号炉 

機器名称 機器番号 機器名称 機器番号 

ほう酸水注入系ポンプ（A） ほう酸水注入系ポンプ（A） C41-C001A ほう酸水注入系ポンプ（A） C41-C001A 

ほう酸水注入系ポンプ（B） ほう酸水注入系ポンプ（B） C41-C001B ほう酸水注入系ポンプ（B） C41-C001B 

ほう酸水注入系貯蔵タンク ほう酸水注入系貯蔵タンク C41-A001 ほう酸水注入系貯蔵タンク C41-A001 

ほう酸水注入系ポンプ吸込弁（A） SLC ポンプ吸込弁（A） C41-MO-F001A SLC ポンプ吸込弁（A） C41-MO-F001A 

ほう酸水注入系ポンプ吸込弁（B） SLC ポンプ吸込弁（B） C41-MO-F001B SLC ポンプ吸込弁（B） C41-MO-F001B 

ほう酸水注入系注入弁（A） ほう酸水注入弁（A） C41-MO-F006A SLC ほう酸水注入弁（A） C41-MO-F006A 

ほう酸水注入系注入弁（B） ほう酸水注入弁（B） C41-MO-F006B SLC ほう酸水注入弁（B） C41-MO-F006B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-1 

SA 設備基準適合性 一覧表 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

関連資料 45-4 系統図，45-7その他設備

－

対象外

関連資料

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ

試験・検査

(検査性、系統構成・外部入力)

本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必

要

45-4 系統図

関連資料

系統設計

Ａａ防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内

（共用しない設備）

Ａｂ

45-5 試験及び検査

通常時は隔離又は分離

Ａ

その他(飛散物)

関連資料

（海水を通水しない）

(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）

常設SAの容量

環境条件、自然現象、外部人為事

象、溢水、火災

設置場所

関連資料

45-6 容量設定根拠

45-3 配置図，45-4 系統図，45-7その他設備

関連資料

共

通

要

因

故

障

防

止

類型化

区分

－

第

2

号

第

3

号

第

4

3

条

切り替え性

関連資料

他設備からの影響

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

関連資料

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線

中央制御室操作，現場操作

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない）

第

6

号

第45条：原子炉冷却材圧力バウンダ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備
高圧代替注水系ポンプ

45-3 配置図

対象外

（有効に機能を発揮する）

第

1

号

第

2

号

操作性

関連資料

第

1

号

Ｂ

第

4

号

二次格納施設内

Ａ，Ｂ

－

中央制御室操作，現場操作

十分な強度をもたせ，タービンが破損により飛散しない

荷重

海水

共用の禁止

悪

影

響

防

止

第

5

号

第

1

項

第

2

項

45-3 配置図

Ｂａ，

Ｂｂ

第

3

号

45-3 配置図

対象外

Ａ，Ｂポンプ，弁

Ａ重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの

Ａａ，Ｂ

 

 

－ 



45-1-3 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第45条：原子炉冷却材圧力バウンダ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備

原子炉隔離時冷却系ポンプ

（設計基準拡張）

類型化

区分

第

4

3

条

第

1

項

第

1

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線
二次格納施設内 Ｂ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 －

第

2

号

操作性 中央制御室操作，現場操作 Ａ，Ｂ

関連資料 －

第

3

号

試験・検査

(検査性、系統構成・外部入力)
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ

関連資料 －

Ｂａ，

Ｂｂ

関連資料 －

第

4

号

切り替え性
本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必

要
Ａ

関連資料 －

Ａａ，Ｂ

関連資料 －

第

5

号

悪

影

響

防

止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ

その他(飛散物) 十分な強度をもたせ，タービンが破損により飛散しない

第

2

号

共用の禁止 （共用しない設備）

第

6

号

設置場所 中央制御室操作，現場操作

Ｃａ

関連資料 －

第

2

項

第

1

号

常設SAの容量
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分

（ＤＢ施設と同仕様の容量で設計）
Ｂ

関連資料 －

対象外

関連資料 －

第

3

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環境条件、自然現象、外部人為事

象、溢水、火災
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源

 

 

－ 



45-1-4 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第45条：原子炉冷却材圧力バウンダ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備

高圧炉心注水ポンプ

（設計基準拡張）

類型化

区分

第

4

3

条

第

1

項

第

1

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線
二次格納施設内 Ｂ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） 対象外

関連資料 －

第

2

号

操作性 中央制御室操作 Ａ

関連資料 －

第

3

号

試験・検査

(検査性、系統構成・外部入力)
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ

関連資料 －

対象外

関連資料 －

第

4

号

切り替え性
本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必

要
Ａ

関連資料 －

Ｂ

関連資料 －

第

5

号

悪

影

響

防

止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ

その他(飛散物) 対象外

第

2

号

共用の禁止 （共用しない設備）

第

6

号

設置場所 中央制御室操作

Ｃａ

関連資料 －

第

2

項

第

1

号

常設SAの容量
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分

（ＤＢ施設と同仕様の容量で設計）
Ｂ

関連資料 －

対象外

関連資料 －

第

3

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環境条件、自然現象、外部人為事

象、溢水、火災
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源

 

 

－ 
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図 1 6 号炉 高圧代替注水系 単線結線図 
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図 2 6 号炉 高圧代替注水系の機能回復（可搬型代替直流電源設備による給電） 

単線結線図 
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図 3 7 号炉 高圧代替注水系 単線結線図 
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図 4 7 号炉 高圧代替注水系の機能回復（可搬型代替直流電源設備による給電） 

単線結線図 
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45-3 

配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置箇所：常設設備の配置及び可搬型設備を 

使用時に設置する場所 

保管場所：可搬型設備を保管している場所 
 

：設計基準対象施設 
 

：重大事故等対処設備を示す。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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45-4 

系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45-4-2 
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図 1 高圧代替注水系 系統概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 原子炉隔離時冷却系 系統概要 
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試験及び検査 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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容量設定根拠 
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名   称 高圧代替注水系ポンプ 

容量 m3/h 182 以上（注 1），（182（注 2）） 

全揚程 m 900 以上（注 1），（958（注 2）） 

最高使用圧力 MPa 吸込側  1.37 ／ 吐出側  11.8 

最高使用温度 ℃ 77 

機器仕様に関する注記 
注 1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

【設 定 根 拠】 

高圧代替注水系ポンプは，全交流電源喪失に加えて原子炉隔離時冷却系が

機能喪失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉へ

の注水を行うため設置する。 

高圧代替注水系は全交流電源喪失した場合でも，高圧注水が必要な期間に

わたって，運転を継続する機能を有する。 

高圧代替注水系ポンプは，重大事故等対処設備として 1 個設置する。 

 

1． 容量 

高圧代替注水系ポンプの容量は，原子炉停止 30 分後に注水を確立した場合

に炉心損傷を防止するために必要な流量 114m3/h 以上とし，同じく高圧注水系

である原子炉隔離時冷却系注水流量の 182m3/h 以上とし，公称値は 182m3/h と

する。 

 

2． 全揚程 

高圧代替注水系は，原子炉と水源の差圧が 8.12MPa のときに原子炉圧力容

器に 182m3/h 以上の注水ができるように設計する。 

① 原子炉圧力容器と復水貯蔵槽の圧力差： 

② 静水頭                

③ 配管・機器圧力損失          

④ ①～③の合計             

 

上記を考慮し，高圧代替注水系ポンプの全揚程は，原子炉隔離時冷却系ポ

ンプに合わせて 900m 以上とし，公称値は 958m とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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3． 最高使用圧力 

(1) ポンプ吸込側 

ポンプ吸込側の最高使用圧力は，接続する高圧炉心注水系配管の最高使

用圧力に合わせ，1.37MPa とする。 

 

(2) ポンプ吐出側 

ポンプ吐出側の最高使用圧力は，下記を考慮する。 

① 復水貯蔵槽の圧力：  

② 静水頭     ：  

③締切り揚程    ：  

④ ①～③の合計  ：  

 

ポンプ吐出側の最高使用圧力は，④を上回る値とし，原子炉隔離時冷却

系ポンプ吐出側配管と合わせて 11.8MPa とする。 

 

 

4． 最高使用温度 

最高使用温度は，接続する高圧炉心注水系配管の最高使用温度 66℃以上

とし，原子炉隔離時冷却系ポンプ入口配管に合わせ，77℃とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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その他の原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に 

発電用原子炉を冷却するための設備について 
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設備概要（自主対策設備を含む） 

以下に，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設計基準対処施設，並びにその機能を代替可能な重大事故等対処設備，自主対策

設備の設備概要を示す。 

 

（１）高圧代替注水系【重大事故等対処設備】 

高圧代替注水系(HPAC)の系統概要を 45-4，単線結線図を 45-2 に示す。高圧

代替注水系(HPAC)は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系が機能

喪失した場合でも，高圧状態の原子炉に注水できる設計とする。高圧代替注水

系は，蒸気駆動タービン，タービン駆動ポンプ，配管・弁類及び計測制御装置

からなり，タービン駆動用蒸気供給ライン，排気ライン，ポンプ吸込みライン

は，それぞれ原子炉隔離時冷却系のタービン駆動用蒸気供給ライン，排気ライ

ン，ポンプ吸込みラインから分岐する構造とする。 

また，高圧代替注水系は原子炉隔離時冷却系と位置的分散を考慮し，お互い

に異なった設置場所にポンプ，電源を設置する。 

 

高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失，常設直流電源喪失した場合でも，

常設代替直流電源設備からの給電，又は，現場での手動操作により，起動及び

高圧注水が必要な期間にわたって運転継続ができる設計とする。さらに，設置

許可基準規則第 57 条への適合のため，常設代替直流電源設備が喪失した場合で

も，可搬型直流電源設備からの給電により，起動及び高圧注水が必要な期間に

わたって運転継続ができる設計とする。 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」，現場手動操作については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について（個別手順）

の 1.2 に示す。 

 

また，高圧代替注水系ポンプの構造概要を図 1 に示す。高圧代替注水ポンプ

はタービン及びポンプが１つのケーシングに収まる一体型ケーシング構造で

あり，軸封部の無い設計である。よって，原子炉隔離時冷却系と比較しグラン

ドシール装置が不要となり，必要電源容量が少ない。また，高圧代替注水ポン

プは機械式ガバナであり，ポンプ吐出のベンチュリ圧力差により圧力ガバナピ

ストンが動作し，リンク機構を通じて蒸気加減弁を調整し，ポンプ流量を制御

する設計となっており，電源不要のガバナである。また，軸受箱に流入する水

により軸受が自滑水で潤滑する方式であるため，潤滑油装置も不要な設計とな
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っている。以上のことから，高圧代替注水ポンプは系統の弁操作のみで起動停

止可能であり，起動時に高圧代替注水系注入弁を開操作した後は，高圧代替注

水系タービン止め弁の開閉操作でポンプ起動停止操作が可能な設計となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 高圧代替注水系ポンプ 構造概要 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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＜高圧代替注水系ポンプの動翼構造について＞ 

高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンは，単段式のタービンであり，タービ

ン翼は一体鍛造品の円板から放電加工により翼型を削り出す方法で製造されて

いるものを適用することで，タービンが破損により飛散することがない設計と

する。図 2 にタービン構造を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンの構造 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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＊３

＊２

＊１：RCICタービン止め弁（写真は7号炉）

現場手動操作にて蒸気流量調整可能

＊２：RCICタービン（写真は7号炉）

現場可搬型回転計にて回転数監視可能

＊３：原子炉水位（写真は7号炉）

現場可搬型水位計にて原子炉水位監視可能

RCIC室（R/B B3F）

 

（２）原子炉隔離時冷却系【重大事故等対処設備（設計基準拡張）】 

原子炉隔離時冷却系(RCIC)の設備概要を図３に示す。原子炉隔離時冷却系は，

非常用炉心冷却系の１つであり，設計基準事故対処設備として既に設置済みの

設備であるが，想定される重大事故時等においてその機能を期待するため，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。蒸気駆動タービン，タービ

ン駆動ポンプ，配管・弁類及び計測制御装置からなり，主蒸気ラインからの主

蒸気を用いて駆動タービンを回し，これを駆動源としたポンプにより，復水貯

蔵槽の水又はサプレッション・チェンバのプール水を給水系等を経由して圧力

容器へ高圧注水する。 

 

原子炉隔離時冷却系は，現場での手動操作により，起動及び運転継続するこ

とができるよう，必要な設備及び手順を整備する（図３参照）。 

なお，現場手動操作については，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置

者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 原子炉隔離時冷却系 設備概要（現場手動操作） 
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（３）高圧炉心注水系【重大事故等対処設備（設計基準拡張）】 

高圧炉心注水系(HPCF)の設備概要を図４に示す。高圧炉心注水系は，非常用

炉心冷却系の１つであり，設計基準事故対処設備として既に設置済みの設備で

あるが，想定される重大事故時等においてその機能を期待するため，重大事故

等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。電動機駆動ポンプ2台，スパージャ，

配管・弁類及び計測制御装置からなり，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・

チェンバのプール水を炉心上部に取付けられたスパージャのノズルから燃料集

合体上に注水する。 

 

ただし，自主対策として，全交流電源喪失時，原子炉隔離時冷却系及び高圧

代替注水系が機能喪失した場合，常設代替交流電源設備により高圧炉心注水系

の電源を復旧し，高圧炉心注水ポンプを無冷却水の状態で短時間起動し，原子

炉圧力容器へ注水を実施する手順（高圧炉心注水系緊急注水）を整備する。 

 

 

 

 

 

図 4 高圧炉心注水系 設備概要 

（柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉の例） 
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（４）ほう酸水注入系による原子炉注水【技術的能力審査基準要求】 

ほう酸水注入系は，万一，制御棒挿入が失敗した場合に，反応度を制御する

ために十分な量のほう酸水をほう酸水注入系ポンプにより加圧し，高圧炉心注

水ノズルから原子炉へ注入することで，原子炉を未臨界に移行させる。ポンプ

吐出圧力約8.4MPaであるため，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であ

っても，原子炉への注水が可能である。 

重大事故等発生時には，ATWS緩和設備として用いる他，使用可能である場合

は，純水補給水系（水源は純水タンク）の水をほう酸水注入系ポンプにより加

圧し，原子炉へ注水する。また，仮設ホースを用いて接続することで復水補給

水系（水源は復水貯蔵槽）又は消火系（水源はろ過水タンク）の水をほう酸水

注入系ポンプにより加圧し，原子炉へ注水する。 

なお，ATWS緩和設備については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備」にて記載する。 

 

 

 

 

 

図 5 ほう酸水注入系ポンプによる原子炉注水 設備概要 

（柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉の例） 
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（５）制御棒駆動水系による原子炉注水【技術的能力審査基準要求】 

制御棒駆動水系は通常，復水脱塩装置出口又は復水貯蔵タンク(CSP)の水を制

御棒駆動水ポンプ(CRD ポンプ)により加圧し，水圧制御ユニット(HCU)のアキュ

ムレータ充てん水，及び制御棒駆動機構のパージ水として供給する。通常運転

時のポンプ吐出圧力約 15.3MPa であるため，原子炉冷却材圧力バウンダリが高

圧の状態であっても，原子炉への注水が可能である。 

重大事故等発生時に使用可能である場合は，復水貯蔵槽(CSP)の水を制御棒駆

動機構のパージラインを通じて原子炉へ注水する。 

 

 

 

図 6 制御棒駆動系ポンプによる原子炉注水 設備概要 

（柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉の例） 
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（６）直流給電車接続による原子炉隔離時冷却系の機能回復【自主対策】 

原子炉隔離時冷却系(RCIC)の設備概要を図 3 に示す。 

原子炉隔離時冷却系の運転には本来，制御装置及び電動弁操作用の電源が必

要であるが，全交流動力電源喪失，常設直流電源喪失した場合でも，高圧注水

が必要な期間にわたって，運転を継続することができるよう，自主対策として，

直流給電車接続による原子炉隔離時冷却系の機能回復を整備する。（図 7,8 参

照）。 
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図 7 6 号炉 原子炉隔離時冷却系 単線結線図（直流給電車による給電） 
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接続箱(南)

直流給電車電源車

ケーブル

ｹｰﾌﾞﾙ
収納箱

ｹｰﾌﾞﾙ
収納箱

ケーブル

電源車

予備充電器へ

充
電
器

（区分Ⅰ）

480V母線

（区分Ⅱ）

480V母線

充
電
器

（区分Ⅰ）

480V母線

MCCB

蓄電池

（凡例）

遮断器

常設代替直流電源設備
（蓄電池）

非常用の常設直流電源設備
（蓄電池）区分Ⅰ

（区分Ⅱ）

480V母線

GTG ガスタービン発電機

緊急用M/C

荒浜側緊急用
電気品室

接続箱

電源車

ケーブルドラム

電源車

※１
接続箱（北）が
使用不能の場合
接続箱（南）へ
接続

※１

高
圧
代
替
注
水
系

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置

代
替
格
納
容
器
圧
力
逃
が
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装
置

原
子
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隔
離
時
冷
却
系
（
電
動
機
）

自
動
減
圧
系
（
逃
が
し
安
全
弁
含
）

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

AM用直流

125V充電器

AM用直流

125V充電器

 

 

図 8 7 号炉 原子炉隔離時冷却系 単線結線図（直流給電車による給電） 
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45-8 

原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁（HO 弁）に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45-8-2 

原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁の動作原理 

 

原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁は，制御装置からの開度指令信号を受けて，油

圧制御により開度調整され，原子炉圧力，タービン入口蒸気圧力に関わりなく，

ポンプ流量が所定の流量となるようにタービン回転数を制御する役割を担う。 

蒸気加減弁廻り制御油系の系統概要を下図に示す。蒸気加減弁の弁棒がレバー

リンク機構を介して，油圧式アクチュエータに接続されており，開度指令信号が

電油変換器を介して油圧式アクチュエータを動作させることで，蒸気加減弁を開

閉動作させる。 

 

電油変換器

開度指令信号

制御油
フィルタ

制御油供給

アクチュエータ

蒸気入口

タービン

蒸気加減弁（ＣＶ）

弁棒

バネ

油タンクへ

開度信号

レバーリンク

差動ﾄﾗﾝｽ

ポンプ

主油ポンプ
（タービン駆動）

タービントリップ弁

タービン止め弁

主蒸気配管より

油タンクより

S/CまたはCSPより

原子炉圧力容器へ

 

図 1 原子炉隔離時冷却系蒸気加減弁廻り制御油系 系統概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45-8-3 

蒸気加減弁の電源喪失時の挙動 

 

油圧式アクチュエータの作動油はタービン軸直結の主油ポンプから供給される

ため，電源喪失した場合においても油圧が切れることはない。なお，タービンが

回転しておらず，油圧がかかっていない場合には弁棒に取り付けられたバネによ

り，蒸気加減弁は全開状態となる。また，電油変換器内にもバネが内蔵されてお

り，開度指令信号断の場合，蒸気加減弁の開方向に油圧がかかる構造となってい

る。 

したがって，電源喪失時，蒸気加減弁は全開状態となり，蒸気加減弁によるタ

ービン回転数の制御は不可能となる。このため，原子炉隔離時冷却系の現場手動

起動操作では，可搬型回転計にてタービン回転数を確認するとともに，原子炉隔

離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁を調整開とすることで，タービン回転数の調整

を行うこととする。 

 



45-9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-9 

各号炉の弁名称及び弁番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45-9-2 

条文適合性資料本文中の機器名称覧に記載の弁名称については，説明資料の構

成上，略称等が用いられている場合がある。これらの記載名称と各号炉に設置さ

れている弁の正式名称及び弁番号の関係について，表１の通り整理する。 
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SA 設備基準適合性 一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46-1-2 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 46 条：原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 
逃がし安全弁 

類型

化 

区分 

第 43 条 

第 1項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
原子炉格納容器内 Ａ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 
対象

外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 46-3 配置図 

第

２

号 

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 46-3 配置図 

第

３

号 

試験・検査 

(検査性、系統構成・外部入力) 
弁(手動弁)(電動弁)(空気作動弁)(安全弁) Ｂ 

関連資料 46-5 試験及び検査 

第

４

号 

切り替え性 当該系統の使用にあたり切り替え操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 46-4 系統図 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) 対象外 
対象

外 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 46-3 配置図 

第 2項 

第

1

号 

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分 

（ＤＢ施設と同仕様の吹出能力で設計） 
Ｂ 

関連資料 46-6 容量設定根拠 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 
対象

外 

関連資料 － 

第

3

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件、自然現象、外

部人為事象、溢水、火災 
（共通要因の考慮対象設備なし） 

対象

外 

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図 

 



46-1-3 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 46 条：原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 

類型化 

区分 

第 43 条 

第 1項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 

二次格納施設内, 

その他の建屋内（原子炉建屋の二次格納施設外を含む）

（中央制御室） 

Ｂ,Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 46-3 配置図 

第

2

号 

操作性 （操作不要） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 46-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 当該系統の使用にあたり系統の切り替え操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 － 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 その他 Ａｅ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 
46-11 代替自動減圧機能について 

46-12 代替自動減圧機能に関する健全性について 

第

6

号 

設置場所 （操作不要） 対象外 

関連資料 － 

第 2項 

第

1

号 

常設 SA の容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 46-6 容量設定根拠 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 46-11 代替自動減圧機能について 

 

 

  



46-1-4 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 46 条：原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 
自動減圧系の起動阻止スイッチ 

類型化 

区分 

第 43 条 

第 1項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 

その他の建屋内（原子炉建屋の二次格納施設外を含む）

（中央制御室） 
Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 46-3 配置図 

第

2

号 

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 － 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
計測制御設備 Ｊ 

関連資料 46-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 当該系統の使用にあたり系統の切り替え操作が不要 Ｂｂ 

関連資料 － 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 
46-11 代替自動減圧機能について 

46-12 代替自動減圧機能に関する健全性について 

第

6

号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 － 

第 2項 

第

1

号 

常設 SA の容量 
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分 

（ＤＢ施設と同仕様のスイッチで設計） 
Ｂ 

関連資料 － 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 46-11 代替自動減圧機能について 

 

 



46-1-5 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬） 

第 46 条：原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 
類型化 

区分 

第 43 条 

第 1項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 

その他の建屋内（原子炉建屋の二次格納施設外を含

む） 
Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 46-3 配置図 

第

2

号 

操作性 現場操作－接続作業 Ｂｇ 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性、系統構成・外部入力) 
その他の電源設備 Ｉ 

関連資料 46-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 当該系統の使用にあたり系統の切り替え操作が必要 Ｂａ 

関連資料 46-4 系統図，46-7 接続図 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 46-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 現場操作 Ａ 

関連資料 46-3 配置図 

第 3項 

第

1

号 

可搬 SA の容量 負荷に直接接続する可搬型設備 Ｂ 

関連資料 46-6 容量設定根拠 

第

2

号 

可搬 SA の接続性 ボルト・ネジ接続 Ａ 

関連資料 46-4 系統図，46-7 接続図 

第

3

号 

異なる複数の接続箇所の確保 対象外 対象外 

関連資料 － 

第

4

号 

設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） － 

関連資料 46-3 配置図 

第

5

号 

保管場所 屋内(共通要因の考慮対象設備なし) Ａｂ 

関連資料 46-3 配置図 

第

6

号 

アクセスルート 屋内アクセスルートの確保 Ａ 

関連資料 46-9 アクセスルート図 

第

7

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件、自然現象、外部

人為 

事象、溢水、火災 

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系要因 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図，46-8 保管場所 



46-1-6 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 46 条：原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 
AM 用切替装置（SRV） 

類型化 

区分 

第 43 条 

第 1項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 

その他の建屋内（原子炉建屋の二次格納施設外を含む）

（中央制御室） 
Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 46-3 配置図 

第

2

号 

操作性 中央制御室操作 Ａ 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性，系統構成・外部入力) 
その他の電源設備 Ｉ 

関連資料 46-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 当該系統の使用にあたり系統の切り替え操作が必要 Ｂａ 

関連資料 46-4 系統図，46-7 接続図 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 46-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 中央制御室操作 Ｂ 

関連資料 46-3 配置図 

第 2項 

第

1

号 

常設 SA の容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの Ａ 

関連資料 － 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系故障 (サポート系なし) 対象外 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図 

 

 

 



46-1-7 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬） 

第 46 条：原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 高圧窒素ガスボンベ 
類型化 

区分 

第 43 条 

第 1項 

第

1

号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 

その他の建屋内（原子炉建屋の二次格納施設外を含

む） 
Ｃ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 （海水を通水しない） 対象外 

他設備からの影響 
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う 

おそれがない） 
－ 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 46-3 配置図 

第

2

号 

操作性 現場操作 Ｂ 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性、系統構成・外部入力) 
容器(タンク類) Ｃ 

関連資料 46-5 試験及び検査 

第

4

号 

切り替え性 （本来の用途として使用） Ｂｂ 

関連資料 46-4 系統図，46-7 接続図 

第

5

号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ 

その他(飛散物) － 対象外 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 現場操作 Ａ 

関連資料 46-3 配置図 

第 3項 

第

1

号 

可搬 SA の容量 負荷に直接接続する可搬型設備 Ｂ 

関連資料 46-6 容量設定根拠 

第

2

号 

可搬 SA の接続性 専用の接続 Ｄ 

関連資料 46-4 系統図，46-7 接続図 

第

3

号 

異なる複数の接続箇所の確保 対象外 対象外 

関連資料 － 

第

4

号 

設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） － 

関連資料 46-3 配置図 

第

5

号 

保管場所 屋内(共通要因の考慮対象設備なし) Ａｂ 

関連資料 46-3 配置図 

第

6

号 

アクセスルート 屋内アクセスルートの確保 Ａ 

関連資料 46-9 アクセスルート図 

第

7

号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件、自然現象、外部

人為 

事象、溢水、火災 

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系要因 サポート系なし 対象外 

関連資料 46-3 配置図，46-4 系統図，46-8 保管場所，46-10 その他設備 
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図１ ６号炉 直流電源単線結線図 
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図２ ７号炉 直流電源単線結線図 
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図３ ６号炉 代替自動減圧機能の電源概要図 
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図４ ７号炉 代替自動減圧機能の電源概要図
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配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ：設計基準対象施設 

 

  ：重大事故等対処設備を示す。 
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図１ 代替自動減圧機能（計器）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図２ 代替自動減圧機能（計器）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下３階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図３ 原子炉蒸気系に係る中央制御室操作盤の配置図 

（６／７号炉 コントロール建屋地上２階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図４ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（ボンベ）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地上４階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図５ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（高圧窒素ガスボンベラック） 

の配置図 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図６ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（弁）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地上４階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図７ 原子炉蒸気系に係る機器（逃がし安全弁）の配置図 

（６号炉 原子炉格納容器内） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図８ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図９ 代替自動減圧機能（計器）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１０ 代替自動減圧機能（計器）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下３階） 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１１ 原子炉蒸気系に係る中央制御室操作盤の配置図 

（６／７号炉 コントロール建屋地上２階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１２ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（ボンベ）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地上４階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１３ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（高圧窒素ガスボンベラック） 

の配置図 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１４ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（弁）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地上４階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１５ 原子炉蒸気系に係る機器（逃がし安全弁）の配置図 

（７号炉 原子炉格納容器内） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１６ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１７ 代替自動減圧機能（ロジック機能）の配置図 

（６／７号炉 コントロール建屋地上２階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１８ AM 用切替装置の配置図 

（６／７号炉 コントロール建屋地上２階） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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系統図 
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 図１ 代替自動減圧機能の概略回路構成 
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図２ 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 概要図 
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図３ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開放 

概要図 
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図４ 高圧窒素ガス供給系（非常用） 系統概要図（６号炉） 

 

 

 

図５ 高圧窒素ガス供給系（非常用） 系統概要図（７号炉） 
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表１ ６号炉操作対象弁リスト 
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表２ ７号炉操作対象弁リスト 
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試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期事業者検査対象設備については，既設の設備であ

り，検査の実績もあることから，定期事業者検査要領

書の表紙のみ添付としている。 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第６号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

設 備 名：原子炉冷却系統設備 

検 査 名：主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査 

要領書番号：Ｋ６－１０－８－Ｂ－Ｒ 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第６号機 

第９保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

検 査 名：安全弁検査（その２） 

要領書番号：Ｋ６－９－１５２－Ｃ－Ｒ２ 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第６号機 

第９保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

設 備 名：原子炉冷却系統設備 

検 査 名：主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査 

要領書番号：Ｋ６－９－９－Ｂ－Ｍ 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第６号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

設 備 名：原子炉冷却系統設備 

検 査 名：主蒸気逃がし安全弁分解検査 

要領書番号：Ｋ６－１０－１０－Ｂ－Ｒ 
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東 京 電 力 株 式 会 社 

   柏崎刈羽原子力発電所 第６号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

設 備 名：原子炉冷却系統設備 

検 査 名：自動減圧系機能検査 

要領書番号：Ｋ６－１０－３２－Ａ－運 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

設 備 名：原子炉冷却系統設備 

検 査 名：主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査 

要領書番号：Ｋ７－１０－８－Ｂ－Ｒ 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

第９保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

検 査 名：安全弁検査（その１） 

要領書番号：Ｋ７－９－１５２－Ｃ－Ｒ 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

設 備 名：原子炉冷却系統設備 

検 査 名：主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査 

要領書番号：Ｋ７－１０－９－Ｂ－Ｍ 
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東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

設 備 名：原子炉冷却系統設備 

検 査 名：主蒸気逃がし安全弁分解検査 

要領書番号：Ｋ７－１０－１０－Ｂ－Ｒ 
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東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 第７号機 

第１０保全サイクル定期事業者検査要領書 
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代替自動減圧機能の試験・検査 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 代替自動減圧機能の試験及び検査 
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代替自動減圧機能の試験に対する考え方について 

 

1. 概要 

重大事故等対処設備の試験・検査については，第四十三条（重大事故等対処設備）

第１項第３号に要求されており，解釈には，第十二条（安全施設）第４項の解釈に

準ずるものと規定されている。 

このうち，代替自動減圧機能については，逃がし安全弁の作動信号を発信する設

備であり，運転中に試験又は検査を実施する場合には，誤操作等によりプラントに

外乱を与える可能性があり，かつ，試験中又は検査中は機能自体が維持できない状

態となる為，原子炉の停止中（定期検査時）に試験を行う設計とする。 

 

2. 第十二条第４項の要求に対する適合性の整理 

第十二条第４項の要求 

「安全施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応

じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければなら

ない。」 

 

表２ 第十二条第４項の解釈の要求事項 
第十二

条解釈 
要求事項 適合性の整理 

７ 

第４項に規定する「発電用原子炉の運転中又は停止

中に試験又は検査ができる」とは，実系統を用いた

試験又は検査が不適当な場合には，試験用のバイパ

ス系を用いること等を許容することを意味する。 

使用前検査及び停止中（定期検査時）は，

実系統を用いた試験又は検査を実施す

る。 

８－一 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある安全施設

は，運転中に定期的に試験又は検査ができること。 

ただし，運転中の試験又は検査によって発電用原子

炉の運転に大きな影響を及ぼす場合は，この限りで

ない。また，多重性又は多様性を備えた系統及び機

器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができ

ること。 

代替自動減圧機能は，原子炉減圧信号を

発信するため，誤操作等によりプラント

に外乱を与える可能性がある為，停止中

（定期検査時）に試験を行う設計とする。 

８－二 

運転中における安全保護系の各チャンネルの機能確

認試験にあっては，その実施中においても，その機

能自体が維持されていると同時に，原子炉停止系及

び非常用炉心冷却系等の不必要な動作が発生しない

こと。 

代替自動減圧機能は，多重性を有してい

ないため，運転中に試験を実施すると，

その間は，機能自体が維持されない。 

また，運転中に試験又は検査を行わない

ため，原子炉緊急停止系及び非常用炉心

冷却系等の不必要な動作は発生しない。 

８－三 

発電用原子炉の停止中に定期的に行う試験又は検査

は，原子炉等規制法及び技術基準規則に規定される

試験又は検査を含む。 

停止中（定期検査時）に，定期事業者検

査にて試験又は検査を実施する。 

９ 

第４項について，下表の左欄に掲げる施設に対して

は右欄に示す要求事項を満たさなければならない。 

「安全保護系」 

原則として原子炉の運転中に，定期的に試験ができ

るとともに，その健全性及び多重性の維持を確認す

るため，各チャンネルが独立に試験できる設計であ

ること。 

代替自動減圧機能は，重大事故等対処設

備であることから，多重性を有しておら

ず，設計基準事故対処設備である自動減

圧系のような対応はできない。 
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3. 代替自動減圧機能の試験間隔の検討 

代替自動減圧機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，設計

基準事故対処設備の原子炉の有する減圧機能が喪失した場合に期待される設備で

ある。代替自動減圧機能に関する信頼性評価においては，試験頻度を定期検査毎と

して評価し，自動減圧系による減圧機能が喪失し，かつ代替自動減圧機能の故障に

より減圧機能が動作しない状態が発生する頻度＊は,                                        又は 

          と十分に低いことを確認し

ており，定期検査毎の試験頻度としても信頼性は十分確保できる。 

 

＊46-12 参考資料参照 

 

以上のことから，代替自動減圧機能は，停止中（定期検査時）に試験を実施する

ことをもって対応するものとする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図２ AM 用切替装置（SRV）の試験及び検査（６号炉） 
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図３ AM 用切替装置（SRV）の試験及び検査（７号炉） 
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図４ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池構造図 

 

電圧確認が可能である。 



 

46-5-20 

 

 
 

図５ 高圧窒素ガス供給系（非常用）の試験及び検査（６号炉） 
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図６ 高圧窒素ガス供給系（非常用）の試験及び検査（７号炉） 
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容量設定根拠 
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・逃がし安全弁 

 

名   称 逃がし安全弁 

吹出量 t/h/個 【設定根拠】記載 表１参照 

【設 定 根 拠】 

 逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を防止するた

め，原子炉格納容器内の主蒸気管に取付けられ，サプレッション・チェンバのプー

ル水中に蒸気を放出する。 

 

 逃がし安全弁は，平衡型ばね安全弁（アクチュエータ付）で，以下の機能を有す

る。 

・逃がし弁機能 

   原子炉圧力高の信号により，アクチュエータのピストンを駆動して強制的に

開放する。 

 

 逃がし安全弁の逃がし弁機能における吹出し量を表１に示す。 
 

表１ 逃がし安全弁の逃がし弁機能における吹出し量 

機能 
個数 

（個） 

吹出量 

((t/h)/個) 

逃がし 

弁機能 

1 363 

1 367 

4 370 

4 373 

4 377 

4 380 

 

 逃がし安全弁は設計基準事故対処設備としての安全機能を兼ね備えた設備であ

り，設計基準事故対処設備としての吹出量は表１の通りであり，本容量は，逃がし

安全弁を必要とする事故シーケンスにて，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ために必要となる容量と同等であることを確認している。 

  

以上のことから，重大事故等対処設備として使用する逃がし安全弁の吹出量は，

設計基準事故対処設備としての吹出量と同仕様とする。 
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・代替自動減圧機能 

名   称 原 子 炉 水 位 低（レベル 1） 

保護目的／機能 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって設計

基準事故対処設備の原子炉の有する減圧機能が喪失した場

合において，炉心の著しい損傷及び格納容器破損（炉心の

著しい損傷後に発生するものに限る。）を防止するため，原

子炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転状態

で逃がし安全弁を作動させる。 

設 定 値 原子炉圧力容器零レベル＊より936㎝以上 

【設定根拠】 

過渡事象時に高圧注水機能が喪失し，原子炉水位のみ低下していく事象

では，格納容器圧力高が発生せず，自動減圧系が自動起動しない。そのた

め，自動減圧系の代替として，原子炉を減圧させるため，残留熱除去系ポ

ンプ運転中のみ，自動減圧系と同様の原子炉水位低（レベル 1）を設定す

る。 

 

注記＊：原子炉圧力容器零レベルは，蒸気乾燥器スカート下端より1,224㎝下 

 

＜補足＞ 

・炉心の著しい損傷を防止するためのシステムであることを考慮し，炉心が

露出しないように有効燃料棒上端より高い設定として，原子炉水位低（レ

ベル 1）とする。 

・逃がし安全弁の作動は冷却材の放出となり，その補給に残留熱除去系によ

る注水が必要であることを考慮して，残留熱除去系が自動起動する原子炉

水位低（レベル 1）の設定とする。 

 ＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図１ 原子炉水位低（レベル 1）設定値の概要図 

 

946cm

941.1cm セット値
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計器誤差(4.9cm)
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ADS ：自動減圧系

SA-ADS ：代替自動減圧機能

セット値 ：実機の計装設備に

セットする値

計器誤差 ：検出器などの計器誤差

に余裕を加算したもの
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・逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

名 称 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

個 数 個 2（予備 1)  

容 量 Wh/個 2072 

【設定根拠】 

常設直流電源が喪失した場合，逃がし安全弁（2個）の駆動が可能なように逃が

し安全弁用可搬型蓄電池を設置する。 

 

1．容量 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の容量は，逃がし安全弁を作動させるために必要

な容量を基に設定する。 

逃がし安全弁を動作させるために必要な容量は，直流電源設備に要求している

24 時間の容量とし以下のとおり。 

2
1 P2   C tP

 

ここで 

0.8DC/DC
24[h]

45[Wh]P
30[Wh])(1P

]Wh[24C

2

1

コンバータ変換効率：

弁への給電時間：逃がし安全弁用電磁

型蓄電池内部消費電力：逃がし安全弁用可搬

の消費電力個弁：逃がし安全弁用電磁

時間での必要容量：

t
 

Wh1845

45
0.8

42230   C

　　

 

 

以上より，逃がし安全弁用可搬型蓄電池の容量は，1845Wh に対し十分な余裕を

有する 2072Wh とする。 
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・高圧窒素ガスボンベ 

 

注1 最高充填圧力を示す。 

名   称 高圧窒素ガスボンベ 

容量 L/本 約 47 

最高使用圧力 MPa 約 15 注 1 

【設 定 根 拠】 

 高圧窒素ガスボンベは，可搬型重大事故等対処設備として設置する。 

  

 高圧窒素ガスボンベは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，逃がし安全弁（自動

減圧機能付き）を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために設置す

る。 

 

1. 容量 

 高圧窒素ガスボンベの容量は，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）を 7日間，開

保持するために必要な窒素ガス量を確保している。確保量の根拠は以下のとおり。 

 

1.1 窒素ガス消費量 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）1系列を 

重大事故等の供給圧力まで加圧するため 

の消費量              ：     [NL] 

高圧窒素ガス供給系（非常用）1系列 4 

弁を開動作するための消費量     ：    [NL] 

高圧窒素ガス供給系（非常用）1系列 4 

弁を７日間開保持するための消費量  ：      [NL] 

――――――――――――――――――――――――― 

合計：      [NL] 
 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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1.2 高圧窒素ガスボンベ）による供給量 

 

本本　　

本本　　

本本

M/           

M/46.7
MPa(abs)   0.1013

MPa(abs)        MPa(abs)        

M/V
MPa(abs)P

MPa(abs)PMPa(abs)PS
N

21

NL

L

Lbb

 

ここで 

本：必要ボンベ本数

本：ボンベ容量

：大気圧

：ボンベ交換圧力

：ボンベ初期充填圧力

：ボンベによる供給量

M
L/46.7V

MPa(abs)  0.1013P
MPa(abs)        P

MPa(abs)          P
][S

b

N

2

1

b NL

 

 

開保持するために必要な窒素ガス消費量より多い供給量（ bS ）が必要であり， 

 

 

M

M         

S

上記の関係式より

b

 

 

よって，必要ボンベ本数は，1基当たり 5本（約 47L/本）/セットとする。 

 

高圧窒素ガスボンベは，負荷に直接接続する可搬型重大事故等対処設備であるた

め，保有数は 1 基当たり 1 セットに，6 号及び 7 号炉それぞれで故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップ 5 本以上を加え，保守的に 25

本（予備 20 本）を保有する。 

 

2. 最高使用圧力 

 高圧窒素ガスボンベの最高使用圧力は，ボンベの最高充填圧力である約 15MPa と

する。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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・高圧窒素ガス供給系（非常用） 

 

名   称 高圧窒素ガス供給系（非常用） 

供給圧力 MPa      以上 

【設 定 根 拠】 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）は，常設重大事故等対処設備として設置する。 

  

 高圧窒素ガス供給系（非常用）は，格納容器圧力が上昇した場合，これによる背

圧の影響を受け，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）エアシリンダで発生する作動

力が減少するため，背圧対策として，格納容器圧力が設計圧力の2 倍（2Pd）とな

った場合においても逃がし安全弁（自動減圧機能付き）を問題なく動作させること

を考慮し，供給圧力を「     MPa以上」とする。 

 

1. 逃がし安全弁（自動減圧機能付き）の開動作条件 

 逃がし安全弁（自動減圧機能付き）の開条件は次式で表される。 

F
1S

PV2S
R

N F
n

FFFF
n

FF  …① 

ここに， 

FN：高圧窒素ガス供給系（非常用）圧力によるピストン押上げ力 

FN = PN × S2  

PN：高圧窒素ガス供給系（非常用）圧力 

S2： ピストン受圧面積[mm2] 

FR：原子炉圧力による弁体の揚力 

FR =   [N] 

     ※安全側の仮定として原子炉圧力として大気圧を用いている。 

n：レバー比 

n =  

FS2：シリンダスプリング荷重 

FS2 =          [N] 

FV：可動部重力 

FV =       [N] 

FP：格納容器圧力によるピストン押下げ力 

FP = PP × S2 

PP：格納容器圧力（2Pd= 0.620 [MPa]を想定する） 

FS1：弁本体のスプリング荷重 

FS1 =           [N] 

FF：ピストンＯリング摩擦力 

FF =          
 [N] 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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上記に基づき評価を行った結果，PN ≧      [MPa] のとき，①式の逃がし安全弁

（自動減圧機能付き）開条件が成立する。 

したがって，高圧窒素ガス供給系圧力が     [MPa]以上のとき，格納容器圧力が

最高使用圧力の 2 倍の圧力であっても，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）は開可

能である。 

 

 

 

図２ 逃がし安全弁 機構概要図 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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接続図 
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図１ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続部詳細図（６号炉） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図２ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続部詳細図（７号炉） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図３ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（高圧窒素ガスボンベ） 

の接続部詳細図 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図４ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（高圧窒素ガスボンベ） 

の接続部詳細図 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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保管場所図 
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図１ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（ボンベ）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地上４階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図２ 原子炉蒸気系に係る機器（逃がし安全弁）の配置図 

（６号炉 原子炉格納容器内） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図３ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図４ 高圧窒素ガス供給系（非常用）に係る機器（ボンベ）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地上４階） 

  

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図５ 原子炉蒸気系に係る機器（逃がし安全弁）の配置図 

（７号炉 原子炉格納容器内） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図６ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下１階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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46-9 

アクセスルート図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセ

スルートについて』より抜粋 
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図１ 屋内アクセスルート ルート図（1/6） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 



 

46-9-3 

 

 

図２ 屋内アクセスルート ルート図（2/6） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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 図３ 屋内アクセスルート ルート図（3/6） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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 図４ 屋内アクセスルート ルート図（4/6） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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 図５ 屋内アクセスルート ルート図（5/6） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図６ 屋内アクセスルート ルート図（6/6） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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その他設備 
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以下に，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主対策設備の概要を示す。 

 

 

（１）タービンバイパス弁，タービン制御系 

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用電源が健全で，復水器真空が維持でき

ている場合に，タービンバイパス弁を開操作することで原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧する。 

 

 

 

図１ タービン制御系 概要図 

 

（２）直流給電車 

 直流給電車は，可搬型代替交流電源設備（電源車）の交流電源を整流することによ

り，直流電源を供給することができ，直流 125V 主母線に接続することで，逃がし安

全弁の機能を回復させて原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する。 

 単線結線図について，補足説明資料 46-2-2,3 に示す。 

 

（３）代替逃がし安全弁駆動装置 

 代替逃がし安全弁駆動装置は，高圧窒素ガス供給系が機能喪失した場合においても，

逃がし安全弁の開操作を可能とし，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える

よう，窒素ガス供給を行うことができる。 

 本系統は，高圧窒素ガスボンベ，減圧弁等により構成する。また，高圧窒素ガスは，

逃がし安全弁のうち自動減圧機能なしの４個（6号炉においてB21-F001D,E,K,U，7号

炉においてB21-F001D,E,K,U）へ供給される。 

 なお，本系統は，既設の高圧窒素ガス供給系とは別に，高圧窒素ガスボンベを配備

する。 

 本系統は，電磁弁操作を必要とせず，高圧窒素ガス供給系が機能喪失した場合に，



 

46-10-3 

 

自動減圧機能なしの４個（6号炉においてB21-F001D,E,K,U，7号炉においてB21-F001D， 

E,K,U）へ，高圧窒素ガスボンベの窒素ガスを減圧し，供給を行う。また，設置する

設備はすべて現場手動操作を行うものとし，電源に依存しないものとする。 
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（参考） 

逃がし安全弁の機能 

 

逃がし安全弁は，以下３つの機能を有する。 

 

a.逃がし弁機能 

 本機能における逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を

抑えるため，原子炉圧力高の信号によりアクチュエータのピストンを駆動して強制的

に開放する。18 個の逃がし安全弁は，すべてこの機能を有している。 

 

b.安全弁機能 

 本機能における逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を

抑えるため，逃がし弁機能のバックアップとして，圧力の上昇に伴いスプリングに打

ち勝って自動開放されることにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの最も過酷な圧力

変化の場合にも原子炉圧力が最高使用圧力の1.1倍を超えないように設計されている。

18 個の逃がし安全弁は，すべてこの機能を有している。 

 

c.自動減圧機能 

 自動減圧機能は，非常用炉心冷却系の一部であり，原子炉水位低とドライウェル圧

力高の同時信号により，ピストンを駆動して逃がし安全弁（自動減圧機能付き）を強

制的に開放し，LOCA 時等に原子炉圧力を速やかに低下させて，低圧注水系の早期の注

水を促す。18 個の逃がし安全弁のうち，8個がこの機能を有している。 
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図３ 逃がし安全弁 設備概要図 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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逃がし安全弁動作時の機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （安全弁機能） 

逃がし弁機能のバックアップとして，蒸気圧力（原子炉圧力）の上昇に伴

いスプリングに打ち勝って自動開放される。

ＡＤＳ作動信号 逃がし弁作動信号（原子炉圧力高） 

ＡＤＳ機能用電磁弁

励磁 

（直列－２重化） 

逃がし弁機能用 

電磁弁励磁 

アキュムレータの窒素圧力がシリンダ内のピストンに供給される 

ピストンとピストンロッドが上昇し，レバーが動作する 

安全弁本体のスプリング力に打ち勝ち，弁棒をリフトする 

弁体が蒸気圧力（原子炉圧力）によって持ち上げられる 

（自動減圧機能） （逃がし弁機能） 
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代替自動減圧機能について 
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1. 概要 

本資料は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，自動減圧系が有

する原子炉の減圧機能喪失（以下，「原子炉減圧機能喪失」という。）が発生する

おそれがある場合又は当該事象が発生した場合において，原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な設備について説明する。 

 

2. 基本方針 

原子炉減圧機能喪失が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合

において，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧し，炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するための設備（以下，「代替自動減圧機能」という。）を設

置する。 

 

3. 代替自動減圧機能の設計方針 

代替自動減圧機能の設計方針を以下に示す。 

 

（1）環境条件 

代替自動減圧機能は，想定される重大事故（原子炉減圧機能喪失）が発生した

場合における環境条件下（温度，圧力，放射線等）において，重大事故に必要な

機能を有効に発揮できる設計とする。 

 

（2）操作性 

代替自動減圧機能は，原子炉水位が設定値に達すること及び残留熱除去系ポン

プ運転中で自動的にインターロックが動作する設計としており，操作性に関する

設計上の考慮は不要である。 

自動減圧系回路と代替自動減圧機能回路の自動起動阻止回路は，中央制御室の

制御盤の阻止スイッチ（ハードスイッチ）にて手動による操作が可能な設計とす

る。阻止スイッチは誤操作防止のために名称が明記され，操作者の操作及び監視

性を考慮しており，確実に操作できる設計とする。 

 

（3）悪影響防止 

代替自動減圧機能は，多重化された自動減圧系と電気的な隔離装置（リレー）

を用いて信号を分離し，万が一故障が生じても，自動減圧系への悪影響を与えな

い設計とする。 

 

（4）耐震性 

代替自動減圧機能は，基準地震動Ｓｓによる地震動に対して，必要な機能を維

持する設計とする。 

 

（5）多様性 

過渡事象時に高圧注水機能が喪失し，原子炉水位のみ低下していく事象では，

格納容器圧力高が発生せず，自動減圧系が自動起動しない。そのため，原子炉水

位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転の場合に，減圧自動化ロジックを

設け，自動減圧系とは多様性を有する設計とする。 
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4．代替自動減圧機能の不具合による自動減圧系への影響防止対策 

自動減圧系と代替自動減圧機能の論理回路は図１のとおりであり，論理回路を自

動減圧系に対して独立した構成としており，自動減圧系に悪影響を与えない設計と

する。 

図２のとおり検出器（原子炉水位低（レベル１），残留熱除去系ポンプ吐出圧力

高）からの入力信号については共有しているが，自動減圧系と電気的な隔離装置（リ

レー）を用いて信号を分離し，自動減圧系への悪影響を与えない設計とする。また，

論理回路からの作動用電磁弁制御信号についても共用しているが，自動減圧系と電

気的な隔離装置（リレー）を用いて信号を分離しており，自動減圧系への悪影響を

与えない設計とする。 

自動減圧系と代替自動減圧機能のロジック回路の電源は,それぞれ分離されてお

り自動減圧系に悪影響を与えない設計とする（遮断器によって分離を実施）。 

 

なお，原子炉スクラム失敗時に自動減圧が自動起動すると，高圧炉心注水系及び

低圧注水系から大量の冷水が注水され，出力の急激な上昇に繋がるため，自動減圧

系及び代替自動減圧機能の自動起動阻止回路を用いて，自動起動を阻止する設計と

する。自動減圧系回路と代替自動減圧機能回路の自動起動阻止回路は，手動阻止ス

イッチ（ハードスイッチ）を共用しているが，ハードスイッチは単純な構造であり，

スイッチ接点以降は分離していることから，自動減圧系に悪影響を与えない設計と

する。 
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図１ 自動減圧系及び代替自動減圧機能のロジック回路 
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図２ 信号の分離について 
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  代替自動減圧機能の盤及びＥＳＦ盤（自動減圧系）は，ともに図３のとおり中央
制御室に設置しているが，耐震性を有した独立の金属筐体に収納した自立盤で構成
し，ＥＳＦ盤と物理的に分離する設計とする。 
代替自動減圧機能の盤は，金属筐体，難燃ケーブルで同盤を構成し，火災の発生

を防止する設計とする。仮に，代替自動減圧機能の盤で火災が発生した場合，複数

の感知器で火災を検知し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて運転員により初期

消火を行うことから，内部火災及び内部溢水による影響はない（なお，中央制御室

には溢水源は存在しないことを確認している）。 

以上のことから，代替自動減圧機能は，多重化されたＥＳＦ盤と位置的分散が図

られていることから，地震，火災，溢水等の主要な共通要因故障に対して高い耐性

を有しており，共通要因によって同時に機能を損なうおそれはない。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 代替自動減圧機能及びＥＳＦ盤の設置場所 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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代替自動減圧機能に関する健全性について 
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1. 設計方針 

（1）設置目的 

代替自動減圧機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，自動

減圧系が有する原子炉の減圧機能喪失（以下，「原子炉減圧機能喪失」という。）

が発生するおそれがある場合又は発生した場合に，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止することを目的とする。 

 

（2）原子炉減圧機能喪失の発生要因 

原子炉減圧機能喪失は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，自

動減圧系が有する原子炉の減圧機能喪失を想定する。 

 

（3）代替自動減圧機能に要求される機能 

代替自動減圧機能には，原子炉を減圧することが求められており，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の第四

十六条１（１）ａ)に従い，以下の機能を設けている。 

・代替自動減圧機能 

原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で，逃がし安全弁を作動させ

る減圧自動化ロジックを設ける。 

 

（4）代替自動減圧機能の作動ロジック 

原子炉減圧機能喪失の要因の一つとして，高圧注水機能が喪失し，原子炉水位の

み低下し，格納容器圧力高が発生しない場合があるため，原子炉水位の低下を検知

することにより代替自動減圧機能を作動させるものとする。 

代替自動減圧機能の作動ロジックとしては，運転中の検出器故障による不動作を

考慮して，残留熱除去系ポンプ運転中における原子炉水位低（レベル１）の 2 out 

of 3 論理とする。 

 

（5）代替自動減圧機能の不具合による自動減圧系への影響防止対策 

代替自動減圧機能故障による自動減圧系の誤動作を防止するため，以下の対策を

考慮した設計とする。 

  ａ．代替自動減圧機能の内部構成を多重化（検出器信号の多重化）し，単一故障

により誤動作しない設計とする。 

  ｂ．代替自動減圧機能はロジック成立時に作動信号を励磁出力する設計とし，駆

動源である電源の喪失が生じた場合に誤信号を発信しない設計とする。また，

代替自動減圧機能が電源喪失した場合は，中央制御室に警報を発信すること

から，故障を早期に把握し，復旧対応を行うことが可能である。 

ｃ．代替自動減圧機能のロジック回路は，多重化された自動減圧系の制御盤と位

置的分散を図ることで，地震，火災，溢水等の主要な共通要因故障によって

同時に機能を損なわれない設計とすることで基準に適合させる。 

 

（6）代替自動減圧機能の信頼性評価 

代替自動減圧機能の信頼性評価結果として，プラント稼働性に影響を与えるよう

な誤動作率，及び不動作となる発生頻度を表１に示す。表１より，本設備の誤動作

によりプラント外乱が発生する頻度及び不動作の発生頻度も十分小さいことから，
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高い信頼性を有している。 

 

なお，誤動作率，不動作の発生頻度の評価の詳細は，参考資料に示す。 

 

表１ 代替自動減圧機能の信頼性評価結果 

 代替自動減圧機能 

６号炉 ７号炉 

誤動作率   

不動作の発生頻度   

※1：代替自動減圧機能が誤動作する頻度 

※2：原子炉減圧機能喪失が発生し，かつ代替自動減圧機能が不動作である事象が

発生する頻度 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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2. 設備概要 

（1）機器仕様 

 a. 代替自動減圧機能 

取付箇所：コントロール建屋 T.M.S.L. 17.3m 

設備概要：原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，設計基準事

故対処設備の原子炉の有する減圧機能が喪失した場合に，炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器破損を防止するため，原子炉水位

低（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ運転状態で逃がし安全弁

４弁を作動させる。 

代替自動減圧機能の主な機能・設備 

・原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ運転状態による代替

自動減圧信号を発信する回路である。 

 

 b. 代替自動減圧機能作動信号 

作動に要する信号：残留熱除去系ポンプ運転中における 

原子炉水位低（レベル１）の“2 out of 3”信号 

 

設定値： 

原子炉水位低（レベル１）：原子炉圧力容器零レベル＊より936cm以上 

＊原子炉圧力容器零レベルは，蒸気乾燥器スカート下端より1224cm下 

 

作動信号：代替自動減圧信号 

        

作動信号を発信させない条件：自動減圧起動の阻止スイッチ 

 

（2）設定根拠 

代替自動減圧機能作動信号の設定値は以下の事項を考慮して決定する。 

 

原子炉水位低（レベル１） 

過渡事象時に高圧注水機能が喪失し，原子炉水位のみ低下していく事象で

は，格納容器圧力高が発生せず，自動減圧系が自動起動しない。そのため，

自動減圧系の代替として，原子炉を減圧させるため，残留熱除去系ポンプ運

転中のみ，自動減圧系と同様の原子炉水位低（レベル１）を設定する。 

 

なお，重大事故時等の有効性評価「高圧注水・減圧機能喪失」において，

上記の設定値（レベル 1）が動作してから 10 分後で逃がし安全弁 4弁が開く

ことで，残留熱除去系を用いた原子炉注水及び除熱を実施することにより，

炉心損傷しないことを確認している。 
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（3）設備概要 

a. 設置場所 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 代替自動減圧機能（盤）設置場所 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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b. 回路構成 

（a）自動減圧系と代替自動減圧機能の回路構成概略及び設計上の考慮 

自動減圧系と代替自動減圧機能のロジック回路は，信号回路を自動減圧系に対

して独立した構成としており，自動減圧系に悪影響を与えない設計＊とする。 

 

＊悪影響を与えない設計に関する説明は「46-11 代替自動減圧機能について 

４．代替自動減圧機能の不具合による自動減圧系への影響防止対策」を参照 

 

 

（b）原子炉圧力を減圧する設備の作動信号のタイマー設定根拠 

 

 
 

図２ タイマー設定根拠 

 

 

代替自動減圧機能は，自動減圧系が不動作時に期待される機能であるため，不要

な動作を回避する観点から，作動信号の発信に対してタイマーを設置している。 

自動減圧系本来の安全機能と干渉しないように，自動減圧系の原子炉水位低（レ

ベル１）後２９秒で成立する減圧信号より遅く起動する必要がある。また，代替自

動減圧機能には，設備誤作動時に原子炉の運転を阻害しないように起動阻止スイッ

チ及びリセット回路を設置している。運転員による起動阻止スイッチ及びリセット

の判断操作の時間的余裕を考慮し，設備作動までに１０分の時間遅れを設ける。こ

れより，代替自動減圧機能ロジック回路タイマー設定値は１０分とする。なお，事

象発生から１０分後に代替自動減圧機能ロジックによる減圧で低圧注水系により

十分な炉心冷却が可能である。 

 

 

表２ 代替自動減圧機能の作動遅れ時間 

 ADS起動遅延 

自動減圧系自動起動信号 29秒※ 

代替自動減圧機能自動起動信号 10分 
※：低圧注水ポンプの確立に要する時間を考慮 
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参考資料 

 

代替自動減圧機能の信頼性評価 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１ 誤動作率評価モデル 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図２ 誤動作率評価フォルトツリー 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図３ アンアベイラビリティ評価モデル 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図４ アンアベイラビリティ評価フォルトツリー 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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SA 設備基準適合性 一覧表 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 47 条：原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
復水移送ポンプ 

類型化 

区分 

第

43

条 

第

1

項 

第

1

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線 
原子炉区域を除く原子炉建屋内及びその他の建屋内 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない） － 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 47-3 配置図、47-8 保管場所図、47-10 その他設備 

第

2

号 

操作性 
中央制御室操作， 

現場操作（操作スイッチ操作） 

Ａ 

Bd 

関連資料 47-4  系統図、47-7 接続図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性、系統構成・外部入力) 
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ 

関連資料 47-5 試験・検査説明資料 

第

4

号 

切り替え性 本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必要 Ａ 

関連資料 47-4 系統図 

第

5

号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 弁等の操作で系統構成 Ａａ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 47-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 中央制御室操作，現場操作 Ａ，Ｂ 

関連資料 47-3 配置図 

第

2

項 

第

1

号 

常設 SA の容量 ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分 Ｂ 

関連資料 47-6 容量設定根拠 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件、自然現象、

外部人為事象、溢水、

火災 

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 本文 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（可搬型） 

第 47 条：原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 
可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

類型化 

区分 

第

43

条 

第

1

項 

第

1

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

環境温度・湿度・圧力／ 

屋外の天候／放射線 
屋外 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない） － 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 47-3 配置図、47-8 保管場所図、47-10 その他設備 

第

2

号 

操作性 
現場操作（設備の運搬・設置） 

現場操作（操作スイッチ操作） 

Bc 

Bd 

関連資料 47-4  系統図、47-7 接続図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性、系統構成・外部入力) 
ポンプ，ファン，圧縮機 Ａ 

関連資料 47-5 試験・検査説明資料 

第

4

号 

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外 

関連資料 47-4 系統図 

第

5

号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ 

その他(飛散物) － 対象外 

関連資料 47-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 現場操作 Ａ 

関連資料 47-3 配置図 

第

3

項 

第

1

号 

可搬 SA の容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 Ａ 

関連資料 47-6 容量設定根拠 

第

2

号 

可搬 SA の接続性 より簡単な接続 Ｃ 

関連資料 47-7 接続図 

第

3

号 

異なる複数の接続箇所の確保 複数の機能で同時に使用 Ａａ 

関連資料 47-3 配置図 

第

4

号 

設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） － 

関連資料 47-3 配置図 

第

5

号 

保管場所 屋外(共通要因の考慮対象設備あり) Ｂａ 

関連資料 47-8 保管場所図 

第

6

号 

アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ 

関連資料 47-9 アクセスルート図 

第

7

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件、自然現象、外部

人為事象、溢水、火災 
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系要因 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 本文 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条：原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備

残留熱除去系（低圧注水モード）

（設計基準拡張）

類型化

区分

第

4

3

条

第

1

項

第

1

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線
二次格納施設内 Ｂ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） －

関連資料 －

第

2

号

操作性 中央制御室操作 Ａ

関連資料 －

第

3

号

試験・検査

(検査性、系統構成・外部入力)
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ

関連資料 －

対象外

関連資料 －

第

4

号

切り替え性
本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必

要
Ａ

関連資料 －

Ｂ

関連資料 －

第

5

号

悪

影

響

防

止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ

その他(飛散物) 対象外

第

2

号

共用の禁止 （共用しない設備）

第

6

号

設置場所 中央制御室操作

Ｃａ

関連資料 －

第

2

項

第

1

号

常設SAの容量
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分

（ＤＢ施設と同仕様の容量で設計）
Ｂ

関連資料 －

対象外

関連資料 －

第

3

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環境条件、自然現象、外部人為事

象、溢水、火災
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第47条：原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

（設計基準拡張）

類型化

区分

第

4

3

条

第

1

項

第

1

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線
二次格納施設内 Ｂ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） －

関連資料 －

第

2

号

操作性 中央制御室操作 Ａ

関連資料 －

第

3

号

試験・検査

(検査性、系統構成・外部入力)
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ

関連資料 －

第

4

号

切り替え性
本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必

要
Ａ

関連資料 －

第

5

号

悪

影

響

防

止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ

その他(飛散物) 対象外 対象外

関連資料 －

第

6

号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ

関連資料 －

第

2

項

第

1

号

常設SAの容量
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分

（ＤＢ施設と同仕様の容量で設計）
Ｂ

関連資料 －

第

2

号

共用の禁止 （共用しない設備）

第

3

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環境条件、自然現象、外部人為事

象、溢水、火災
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ

関連資料 －

対象外

関連資料 －
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単線結線図 
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図１ 単線結線図（6号炉） 
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図２ 単線結線図（7号炉）
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配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１ 配置図（6号炉 原子炉建屋地下 3階） 
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図２ 配置図（7号炉 原子炉建屋地下 3階） 
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図３ 配置図（6/7 号炉 中央制御室(コントロール建屋 2階)） 
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図４ 配置図（6/7 号炉 廃棄物処理建屋地下 3階） 
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図５ 配置図（6号炉 原子炉建屋 1階） 
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図６ 配置図（7号炉 原子炉建屋 1階） 
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図７ 配置図（6/7 号炉 廃棄物処理建屋地下 3階） 
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図８ 配置図（6号炉 原子炉建屋地下 2階） 
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図９ 配置図（6/7 号炉 廃棄物処理建屋地下 3階） 
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図１０ 配置図（6号炉 原子炉建屋 3階） 
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図１１ 配置図（7号炉 原子炉建屋 3階） 
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図１   低圧代替注水系（常設）系統概要図 

        RHR（B）ラインからの低圧代替注水（6号炉） 
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図２  低圧代替注水系（常設）系統概要図 

        RHR（A）ラインからの低圧代替注水（6号炉） 
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図３   低圧代替注水系（可搬型）系統概要図 

        RHR（B）ラインからの低圧代替注水（6号炉） 
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図７  低圧代替注水系（可搬型）系統概要図 
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図８   低圧代替注水系（可搬型）系統概要図 

        RHR（A）ラインからの低圧代替注水（7号炉） 
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・復水移送ポンプを用いた確実な注水について 

 

 

復水移送ポンプを用いた低圧代替注水については，多岐に分岐した復水補給水系を

流路として使用することから，バイパス流を防止する必要がある。低圧代替注水のバ

イパス流を防止するため，低圧代替注水系の主ラインからの分岐部については，主ラ

インから最も近い弁（第一止め弁）で閉止する運用とする。事故時の対応に支障を来

たす等の理由から第一止め弁が閉止できないライン（非常用炉心冷却系ポンプ封水ラ

イン等）についても，低圧代替注水のバイパス流を防止するため，第一止め弁以降の

弁で閉止されたバウンダリ構成とし，このバウンダリ範囲においては，適切な地震荷

重との組合せを考慮した上でバウンダリ機能が喪失しない設計とする。 

 

 

以下に，代替循環冷却運転時の回り込み防止対策として，復水補給水系弁の閉止可

否検討の結果を示す。本対策は，代替循環冷却系の回り込み防止対策だけでなく，低

圧注水系としての回り込み防止対策にもなる。 
 

 

＜代替循環冷却運転時の回り込み防止対応について＞ 
 

 

代替循環冷却系を運用する際，サプレッション・チェンバのプール水を水源とす

るため，炉心損傷した場合については高線量の水が循環することで，周辺エリアの

線量が大きく上昇することが想定される。その為，循環冷却系を運転中，及び，そ

の後の長期的な収束のための各機器の復旧作業に悪影響を及ぼす懸念がある。 

代替循環冷却系の流路を構成する既設の復水補給水系は，プラント運転時に様々

な供給先（負荷）を持っており，主流路からの分岐が多数ある。これらの分岐配管

は耐震性を有する設計とするとともに，分岐先において閉じた系を構成している

（供給先において弁が閉止している）ため，高線量の水が建屋内に溢水することや，

予期しない他の系統に流入することはない。 

しかし，事故後長期の復旧作業への影響を考慮すると，可能な限り高線量の水の

流れる範囲を限定することが必要である。そこで，代替循環冷却系の主流路からの

分岐配管については，可能な限りプラント運転時から，主ラインから最も近い弁（第

一止め弁）にて常時閉止することを検討し，事故時の対応に支障を来たす等の理由

から第一止め弁の閉止が不可能な場合には代替循環冷却系の運転前に弁の閉操作

を実施することを検討した。 

検討の結果を図 9，図 10，表 1～表 4 に示す。分岐配管のうち，非常用炉心冷却

系等の封水供給配管については，弁の閉止により供給先の系統に悪影響(ウォータ

ーハンマーの発生等)を及ぼす可能性があるので，常時閉止運用とすることは不可

と判断した。また，低圧代替注水系や格納容器下部注水系のように事故対応で使用

する弁についても常時閉止運用とすることは不可と判断した。しかし，それ以外の

供給先（負荷）については，分岐部を閉止することが可能である。このため，これ

らの供給先（負荷）に悪影響を及ぼさない箇所については，通常運転中から弁を閉

止することにより，高線量の水が流入することを防止する措置を講じることとする。 
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 図 9 代替循環冷却系 系統図(6 号炉) 
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 図 10 代替循環冷却系 系統図(7 号炉) 
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表１ 代替循環冷却系閉止弁リスト(6号炉) 

※本表の「No.」は，図 1記載の「弁 No.」を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№※ 弁番号 弁名称 対応策 

1 P13-F059 廃スラッジ移送ライン復水元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

2 P13-F056 ＣＵＷろ過脱塩装置補給用等復水元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

3 P13-F085 
Ｄ／Ｗ ＨＣＷサンプ配管洗浄用等復水元

弁 
プラント運転中から全閉運用とする 

4 P13-F054 CUW 逆洗洗浄用復水元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

5 P13-F090 ＣＲＤ補修室等復水元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

6 P13-F023 ＭＵＷＣサンプリング戻り止め弁 プラント運転中から全閉運用とする 

7 P13－F009 復水貯蔵槽常用給水管止め弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

8 P13-MO-F150 Ｔ／Ｂ負荷遮断弁 系統運転時に遠隔で全閉操作を実施 

9 G51-MO-F009 ＳＰＣＵ系ＣＳＰ側吸込弁 系統運転時に遠隔で全閉操作を実施 

10 P13-F403 Ｒｗ／Ｂ復水積算流量計バイパス弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

11 P13-F010 ＣＲＤ復水入口弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

12 P13-F017A 復水移送ポンプ(A)最小流量出口弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

13 P13-F017B 復水移送ポンプ(B)最小流量出口弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

14 P13-F017C 復水移送ポンプ(C)最小流量出口弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

15 E22-F021 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第一元弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

16 E22-F022 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第二元弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

17 E22-F023 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第三元弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 
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表 2 代替循環冷却系閉止不可弁リスト(6号炉) 

 

※本表の「No.」は，図 1記載の「弁 No.」を示す。 

 

 

 

 

 

№※ 弁番号 弁名称 閉止不可理由 

18 P13-F069 FP 系連絡弁後弁 SA 時の消防車による原子炉注水時に使用 

19 P13-F081 RCIC 系統洗浄用等復水元弁 HPAC/RCIC 封水ライン 

20 P13-F058 RHR(B)系統洗浄用等復水元弁 SA 時の代替格納容器スプレイ冷却系で使用 

21 P13-F057 RHR(A)（C)系統洗浄用復水元弁 
HPCF(C)封水ライン 

SA 時の格納容器下部注水系で使用 

22 P13-F061 スキマサージタンク（B)積算流量計入口弁 SFP スキマサージタンクへの自動注水補給で使用 

23 G51-F015 SPCU 系 MUWC 封水弁 SPCU を用いた SFP 注水，原子炉ウェル注水で使用 

24 P13-F096B 
HPCF(B)系統封水用復水減圧オリフィス前

弁 
HPCF(B)封水ライン 

25 E22-F001B HPCF 系 CSP 側吸込弁（B) HPCF(B)吸込みライン（水源） 

26 E22-F030 HPAC ポンプ吸込弁 HPAC 吸込みライン（水源） 

27 E51-F001 RCIC 系 CSP 側吸込弁 RCIC 吸込みライン（水源） 

28 E22-F001C HPCF 系 CSP 側吸込弁（C) HPCF(C)吸込みライン（水源） 
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表 3 代替循環冷却系閉止弁リスト(7号炉) 

№※ 弁番号 弁名称 対応策 

01 P13-F087 ＭＵＷＣ ＣＵＷろ過脱塩器逆洗水供給元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

02 P13-F721 ＨＵＷＣ復水移送ポンプ出口復水資料採取元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

03 P13-F077 MUWC-075 ライン供給元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

04 P13-F105 
ＭＵＷＣ 蒸気乾燥機気水分離器ピット水張用供給

弁 
プラント運転中から全閉運用とする 

05 P13-F110 ＭＵＷＣ Ｒ／Ｂ運転階供給元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

06 P13-F722 ＨＵＷＣ復水移送ポンプ入口復水資料採取元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

07 P13-MO-F029 ＭＵＷＣ Ｔ／Ｂ負荷遮断弁 系統運転時に遠隔で全閉操作を実施 

08 G51-MO-F010 ＳＰＣＵ ＣＳＰ側吸込弁 系統運転時に遠隔で全閉操作を実施 

09 P13-F021 ＭＵＷＣ ＣＲＤ駆動水供給元弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

10 P13-F008A 復水移送ポンプ(A)ミニマムフロー逆止弁後弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

11 P13-F008B 復水移送ポンプ(B)ミニマムフロー逆止弁後弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

12 P13-F008C 復水移送ポンプ(C)ミニマムフロー逆止弁後弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

13 P13－F001 復水補給水系復水貯蔵槽出口弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

14 E22-F028 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第一元弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

15 E22-F029 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第二元弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

16 E22-F030 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第三元弁 系統運転時に現場で全閉操作を実施 

27 P13-F079 MUWC CUW ろ過脱塩器 Yスト洗浄水供給元弁 プラント運転中から全閉運用とする 

28 P13-F075 MUWC CUW 逆洗水ポンプ入口洗浄用供給弁 プラント運転中から全閉運用とする 

※本表の「No.」は，図 2記載の「弁 No.」を示す。 
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表 4 代替循環冷却系閉止不可弁リスト(7号炉) 

№※ 弁番号 弁名称 閉止不可理由 

03 P13-F077 MUWC-075 ライン供給元弁 HPAC 封水ライン 

17 P13-F086 MUWC RO-D032 入口弁 HPCF(C)封水ライン 

18 P13-F093 MUWC 格納容器冷却ライン元弁 SA 時の格納容器下部注水系で使用 

19 P13-F099 MUWC P13-F091 出口弁 SA 時の消防車による原子炉注水時に使用 

20 P13-F101 MUWC-101 ライン供給元弁 SFP スキマサージタンクへの自動注水補給で使用 

21 P13-F083 MUWC-077 ライン供給元弁 
SA 時の代替格納容器スプレイ冷却系で使用 

HPCF(B)封水ライン 

22 E22-F001B HPCF CSP 側吸込弁（B) HPCF(B)吸込みライン（水源） 

23 E22-F023 HPCF HPAC 冷却水ライン隔離弁 HPAC 吸込みライン（水源） 

24 E51-F001 RCIC CSP 側吸込弁 RCIC 吸込みライン（水源） 

25 E22-F001C HPCF CSP 側吸込弁（C) HPCF(C)吸込みライン（水源） 

26 P13-F084 MUWC RO-D030 入口弁 RCIC 封水ライン 

※本表の「No.」は，図 2記載の「弁 No.」を示す。 
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試験及び検査 
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図１ 構造図（復水移送ポンプ） 
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図２ 運転性能検査系統図 

（低圧代替注水系（常設） RHR（B）ラインからの低圧代替注水（6号炉）） 
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図３ 運転性能検査系統図 

（低圧代替注水系（常設） RHR（A）ラインからの低圧代替注水（6号炉）） 
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図４ 運転性能検査系統図 

（低圧代替注水系（常設） RHR（B）ラインからの低圧代替注水（7号炉）） 
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図５ 運転性能検査系統図 

（低圧代替注水系（常設） RHR（A）ラインからの低圧代替注水（7号炉）） 
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図６ 運転性能検査系統図（6 号炉可搬型代替注水ポンプ） 
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図７ 運転性能検査系統図（7 号炉可搬型代替注水ポンプ） 
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容量設定根拠 
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名   称 
復水移送ポンプ 

（低圧代替注水時） 

容量 m3/h/台 150（注 1），（125（注 2）） 

全揚程 m 
6 号炉:70 以上，7号炉:68 以上（注 1） 

（85（注 2）） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 66 

原動機出力 kW/台 
6 号炉:  以上，7号炉:  以上（注 1） 

（55（注 2）） 

機器仕様に関する注記 
注 1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

 

【設 定 根 拠】 

復水移送ポンプは重大事故等時に以下の機能を有する。 

 

低圧代替注水系（常設）として使用する復水移送ポンプは，原子炉冷却材圧

力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原

子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止するために使用する。 

系統構成は，復水貯蔵槽を水源とした復水移送ポンプより，残留熱除去系配

管を経由して，原子炉へ注入することにより炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止する設計とする。 

 

なお，重大事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）として使用する復水移

送ポンプは，1基あたり 3台設置しており，このうち必要台数は最大で 2台で

あり，1台を予備として確保する。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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1.容 量 150 m3/h/台（注１）／125 m3/h/台（注２） 

復水移送ポンプを用いて残留熱除去系配管（B）から原子炉へ注入する場合

の容量は，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンスのうち，高圧・低圧

注水機能喪失，全交流動力電源喪失，崩壊熱除去機能喪失，LOCA 時注水機能

喪失に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）において，

復水移送ポンプ 2台で最大約 300 m3/h であることから，1台あたり約 150m3/h

を必要とする。 

 

また、復水移送ポンプを用いて残留熱除去系配管（A）から原子炉へ注入す

る場合の容量は，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シーケンスのうち，全交

流動力電源喪失(長期 TB，TBU,TBD)に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許

可申請書添付資料十）において，事象発生から 24 時間後の代替原子炉補機冷

却系運転開始後であることから、24 時間後の崩壊熱相当量を注水すれば冠水

を維持することが可能である。そのときの崩壊熱相当量は保守的に見ても約

35m3/h 程度であることから、重大事故等時における低圧代替注水系（常設）と

して必要とされる最大流量としては、復水移送ポンプを用いて残留熱除去系配

管（B）から原子炉へ注入する場合であり、1台あたり約 150m3/h とする。 

 

 

2. 揚 程 6 号炉:70m，7 号炉:68m（注１）／85m（注２） 

原子炉に注入する場合の復水移送ポンプの揚程は，原子炉に注入する場合の

水源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・及び弁類圧損を基に設定す

る。 
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【6 号炉】 

＜残留熱除去系（B）配管からの低圧代替注水＞ 

・移送先の圧力約 0.1MPa（300m3/h 注入可能な炉圧）の場合 

水源と移送先の圧力差 約   m 

静水頭 約   m 

機器及び配管・弁類圧損 約   m  

―――――――――――――――――――― 

合 計 約 70 m 

 

【7 号炉】 

＜残留熱除去系（B）配管からの低圧代替注水＞ 

・移送先の圧力約 0.1MPa（300m3/h 注入可能な炉圧）の場合 

水源と移送先の圧力差 約    m 

静水頭 約    m 

機器及び配管・弁類圧損 約    m 

―――――――――――――――――――― 

合 計 約  68 m 

 

以上より，原子炉に注入する場合の復水移送ポンプの揚程は 6 号炉で 70m、7

号炉で 68m である。 

 

3. 最高使用圧力 1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの最高使用圧力は，ポンプ

締め切り運転時の揚程約  m（約    MPa）に静水頭約    m（約      MPa）

を加えた約      MPa を上回る圧力として 1.37MPa としており、重大事故時に

低圧代替注水系として原子炉に注入する場合の圧力もこれと同等である。 

 

4. 最高使用温度 66℃ 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの最高使用温度は，水源の

復水貯蔵槽の最高使用温度に合わせ 66℃としており、重大事故等時に低圧代

替注水系として原子炉に注入する場合の温度もこれと同様である。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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5.原動機出力 6 号炉:   kW，7 号炉:   kW（注１）／55 kW（注２） 

 

【6 号炉】 

低圧代替注水系（常設）として使用する復水移送ポンプの容量 150m3/h，揚

程 79m，のときの必要軸動力は，以下のとおり約   kW となる。 

 

P= 10^(-3)×ρ×g×（（Q／3,600）×H）／(η／100) 

= 10^(-3)×1,000×9.80665×（（150/3,600）×79）/(   /100) 

=      kW≒    kW 

 

P ： 必要軸動力（kW） 

ρ ： 流体の密度（kg/m3） ＝1,000 

g ： 重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Q ： ポンプ容量（m3/h） ＝150 

H ： ポンプ揚程（m） ＝79（図 1参照） 

η ： ポンプ効率（％）＝約  （図 1参照） 

 

（参考文献：「ターボポンプ用語」（JIS B 0131-2002）） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 復水移送ポンプ性能曲線（6号炉） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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【7 号炉】 

低圧代替注水系（常設）として使用する復水移送ポンプの容量 150m3/h，揚程

84m，のときの必要軸動力は，以下のとおり約   kW となる。 

P= 10^(-3)×ρ×g×（（Q／3,600）×H）／(η／100) 

= 10^(-3)×1,000×9.80665×（（150/3,600）×84）/(   /100) 

=      kW≒    kW 

 

P ： 必要軸動力（kW） 

ρ ： 流体の密度（kg/m3） ＝1,000 

g ： 重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Q ： ポンプ容量（m3/h） ＝150 

H ： ポンプ揚程（m） ＝84（図 2参照） 

η ： ポンプ効率（％）＝約  （図 2参照） 

（参考文献：「ターボポンプ用語」（JIS B 0131-2002）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 復水移送ポンプ性能曲線（7号炉） 

 

以上より，設計基準対処施設として使用する復水移送ポンプの原動機出力の

公称値は 55kW/個であり，低圧代替注水系として使用する復水移送ポンプの揚

程はこの内数であることから同様の 55kW/個とする。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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名   称 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

容量 m3/h/台 45(注１)，（（120（注２）） 

吐出圧力 MPa 1.47(注１)，（0.85（注２）） 

最高使用圧力 MPa 1.74 

最高使用温度 ℃ 40 

原動機出力 kW/台 110 

機器仕様に関する注記 
注１：要求値を示す 

注２：規格値を示す 

 

【設 定 根 拠】 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，重大事故時等に以下の機能を有する。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失

した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ために設置する。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は、防火水槽を水源として原子炉建屋外壁

に設置されている複数の接続口に接続し，復水補給水系配管及び残留熱除去系

配管を経由して，原子炉へ注入することにより炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止する設計とする。 

 

なお，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，重大事故等時において，炉心注水

として原子炉冷却に必要な流量を確保できる容量を有するものを 1 セット 3

台使用する。保有数は 1 基あたり 2 セットで 6 号炉及び 7 号炉を合わせて 12

台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台（共

用）の合計 13 台を分散して保管する。 
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1. 容 量 45m3/h(注１)／120m3/h(注２) 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の容量は，原子炉停止後 8 時間後の崩壊熱

除去に必要な注水量として 45m3/h 以上とする。 

 

これを上回るものとして，可搬搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，消防法に

基づく技術上の規格を満足するものを採用していることから，その規格上要求

される性能である 120m3/h 以上を容量の公称値とする。 

 

2. 揚 程 1.32MPa(注１)／0.85MPa(注２) 

原子炉に低圧注水する場合の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の揚程は，淡

水又は海水を原子炉に注入する場合の、水源と移送先の圧力差（大気開放であ

る防火水槽等と移送先の圧力），静水頭，ホース直線敷設の圧損、ホース湾曲

の影響、配管及び弁類圧損を基に設定する。 

 

6 号炉及び 7号炉の複数ある接続口のうち，使用する消防ホースの圧損，ホ

ース湾曲の影響，建屋内配管圧損等を考慮し，最も保守的となる，7号炉原子

炉建屋東側の接続口へ接続した場合の揚程を以下に示す。 

 

【7 号炉（東側）】 

＜残留熱除去系（B）配管からの低圧代替注水＞ 

・MUWC 可搬型接続口（東）（屋内ホース引き回し）の場合 

 

最終吐出端必要圧力    約      MPa 

静水頭    約      MPa 

ホース圧損    約      MPa ※1 

ホース湾曲による影響    約      MPa ※1 

機器類圧損    約      MPa 

―――――――――――――――――――― 

合 計    約 1.47 MPa 

 

※1 ホースについては保守的な想定で評価したものである。 

湾曲の評価については 47-6-9,10 参照。 

  詳細設計においては，重大事故時のホースの取り回し，作業性， 

  他設備の干渉を考慮し，ポンプ容量を変更しない範囲で適切に 

  選定する。 

 

以上より，低圧代替注水（可搬型）を用いる場合に必要となる吐出圧力は約

1.47MPa となるが，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は消防法に基づく技術上

の規格を満足するものを採用していることから，公称値は規格値の 0.85MPa

とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図 3 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）性能曲線 

 

上記の揚程の確認に加え，使用条件下においてポンプがキャビテーションを

起こさないことを確認するため，ＮＰＳＨの評価を行った。 

 

＜接続口側可搬型代替注水ポンプ＞ 

低圧代替注水（可搬型）を用いる場合に必要となる流量（45m3/h）及び揚程

（1.47MPa）から，ポンプの必要回転数を 3000rpm とする。この回転数におい

て，所定の流量を確保するためのＮＰＳＨ（必要ＮＰＳＨ）は，図 4の水頭に

余裕を見込み，    ｍとする。 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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＜防火水槽側可搬型代替注水ポンプ＞ 

接続口側可搬型代替注水ポンプに必要となる流量（22.5m3/h/台）及び揚程（0.15MPa）

から，ポンプの必要回転数を 2200rpm とする。この回転数において，所定の流量を確

保するためのＮＰＳＨ（必要ＮＰＳＨ）は，図 4 の水頭に余裕を見込み，   ｍとす

る。 

 

一方，有効ＮＰＳＨは，水源となる防火水槽の設置条件から，下記のとおり算出する。 

  有効ＮＰＳＨ＝Ｈａ’＋Ｈｓ’－Ｈｌ’－ｈｓ’ 

        ＝10.3－4.6－   －0.8 

        ＝    ｍ 

   ここで，Ｈａ’：大気圧 

       Ｈｓ’：吸込揚程 

       Ｈｌ’：吸管圧損 

       ｈｓ’：飽和蒸気圧水頭 

 

これらの算出結果から，有効ＮＰＳＨ（    ｍ）＞必要ＮＰＳＨ（    ｍ）を満足

するため，ポンプはキャビテーションを起こすことなく運転することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）ＮＰＳＨ 

 

一方，有効ＮＰＳＨは，水源となる防火水槽の設置条件から，下記のとおり算出する。 

  有効ＮＰＳＨ＝Ｈａ＋Ｈｓ－Ｈｌ－ｈｓ 

 

   ここで，Ｈａ：元車からの吐出圧力 

       Ｈｓ：揚程 

       Ｈｌ：吸込圧損 

       ｈｓ：飽和蒸気圧水頭 

 ポンプにおいてキャビテーションの発生を防ぐため，有効ＮＰＳＨ＞必要ＮＰＳＨ

となるＨａを設定すると，Ｈａは 0.15MPa となる。 
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3.最高使用圧力 1.74MPa 

 低圧代替注水（可搬型）に必要となる吐出圧力は 1.47MPa であるが，可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）を用いた注水先への注水シナリオのうち，吐出圧が最大となるの

は格納容器下部注水にて要求される吐出圧力（1.74MPa）であり，低圧代替注水（可

搬型）に要求される圧力を上回ることから，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の最高

使用圧力は 1.74MPa とする。 

 

 

4. 最高使用温度 40℃ 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の最高使用温度は，水源である淡水及び海水の温

度が常温程度であるため，40℃とする。 

 

 

5.原動機出力 約 110kW/台 

低圧代替注水系（可搬）として使用する可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の原動機

については、必要な性能（消防法に基づく技術上の規格）を発揮する出力を有するも

のとして約 110kW とする。 

 

 

 

 



47-6-9 

 

 

ホースの湾曲による圧力損失に対する考え方について 

 

消防用ホースの圧力損失の評価については，実際に配備するホースのメーカが様々

であること，また，今後のホース調達先や年式等の種別による個体差等を考慮し，最

も一般的な仕様である，『新・消防機器便覧「消防水力学」（東京消防庁監修，東京消

防機器研究会編著）』における理論値を使用する。 

 

消防用ホースの湾曲による圧力損失への影響について 

 

 
 

図１ 想定される消防ホースの引き回しパターン（イメージ） 

 

＜１湾曲（90°）あたりの圧力損失 hc＞ 

hc＝fc×v2/（2g） 

 

〇損失ヘッド fc 

ホースの湾曲による損失ヘッドは新・消防便覧に記載されている曲率半径

1000mm における 90°湾曲時の損失ヘッドである 

fc=0.068･･･［MPa］(ⅰ) 

を引用する。 

 

〇流速 v 

v=Q/A 

・Q=流量について 

流量は各使用条件に合わせた値を用いて評価を行う。 

ここでは，例示として， 90［m3/h］の場合の計算を示す。 

ホース 2 線で送水した場合，1 線あたり 45[m3/h]＝0.75[m3/min]とな

る。 

 

・A＝管路の断面積について 

A＝πr2であることから，75A のホースを使用した場合を想定すると, 

r=0.038［m］となる。よって，A=0.00454[m2] 

 

１湾曲（90°）が４回

発生した場合 
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・流速 v=Q/A より 

v=165.1982[m/min] 

=  2.7533[m/s] ･･･(ⅱ) 

 

〇上記(ⅰ)(ⅱ)より，１湾曲（90°）あたりの圧力損失を求める。 

hc＝fc×v2/(2g)より，重力加速度 9.8[m/s2]を用いて 

hc＝0.068×(2.75332/(2×9.8))×3 

＝0.079[m] 
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接続図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１ 接続図(防火水槽から接続口) 
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図２ 接続図(建屋内接続 6 号炉原子炉建屋 1階)
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図３ 接続図(建屋内接続 建屋内接続 6 号炉原子炉建屋 2階)
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図４ 接続図(建屋内接続 建屋内接続 7 号炉原子炉建屋 1階)
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 図５ 接続図(建屋内接続 建屋内接続 7 号炉原子炉建屋 2階)
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保管場所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１ 保管場所図(位置的分散) 

 



47-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 保管場所図（機器配置） 
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アクセスルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアク

セスルートについて』より抜粋 

 
 

図１ 保管場所およびアクセルルート図 
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図２ 地震・津波発生時のアクセスルート 
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図３ 森林火災発生時のアクセスルート 
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図４ 中央交差点が通行不能時のアクセスルート 
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その他設備 
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原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための自主対策設

備として，以下を整備する。 

 

① 他系の残留熱除去系配管または高圧炉心注水系配管を用いた低圧注水の実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）が喪失

し，残留熱除去系（Ａ）注入ラインまたは残留熱除去系（Ｂ）注入ラインの機

能が喪失した場合においても低圧注水可能とするために，自主対策設備として

残留熱除去系（Ｃ）注入ライン等の他系の残留熱除去系配管，または高圧炉心

注水系配管用いた原子炉注水手段を整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水 

（残留熱除去系(C)注入配管使用）手順の概要図 

（柏崎刈羽原子力発電所 7号炉の例） 

No 弁名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

① 残留熱除去系注入弁（C） 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

② 残留熱除去系洗浄水弁（C） 弁閉→弁開 手動操作 原子炉建屋 1階(管理区域) 

 

 

 

① 
② 
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図２ 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水 

   （高圧炉心注水系(B)注入配管使用）手順の概要図 

（柏崎刈羽原子力発電所 7号炉の例） 

 

 

No 弁名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

③ 高圧炉心注水去系注入弁（B） 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

④ 高圧炉心注水去系洗浄水弁（B） 弁閉→弁開 手動操作 原子炉建屋 1階(管理区域) 

 

 

③ ④ 
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図３ 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水（高圧炉心注水系(C)注入配管使

用）手順の概要図（柏崎刈羽原子力発電所 7号炉の例） 

 

No 弁名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

⑤ 高圧炉心注水去系注入弁（C） 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

⑥ 高圧炉心注水去系洗浄水弁（C） 弁閉→弁開 手動操作 原子炉建屋 1階(管理区域) 

 

 

 

 

 

⑥ ⑤ 
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② 消火系を用いた低圧注水の実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード），復水

移送ポンプ，可搬型代替注水ポンプが喪失した場合，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，自主対策設備として消火系を用いた原子

炉注水手段を整備している。 

消火系を用いた原子炉注水手段については，ディーゼル駆動消火ポンプを用

い，残留熱除去系（低圧注水モード），低圧代替注水系（常設），低圧代替注水

系（可搬型）とは異なるろ過水タンクを水源として消火系，復水補給水系，残

留熱除去系を通じて原子炉へ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 消火系による原子炉注水（残留熱除去系(B)注入配管使用）手順の概要

図（柏崎刈羽原子力発電所 7号炉の例） 

 

No 弁名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

⑦ 復水補給水系消火系第二連絡弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

⑧ 復水補給水系消火系第一連絡弁 弁閉→弁開 スイッチ操作 中央制御室 

 

 

 

 

⑧ ⑦ 
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各号炉の弁名称及び弁番号 
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条文適合性資料本文中の機器名称覧に記載の弁名称については，説明資料の構成上，

略称等が用いられている場合がある。これらの記載名称と各号炉に設置されている弁

の正式名称及び弁番号の関係について，下表の通り整理する。 

 

表 1 機器名称覧に記載の弁名称と，正式名称・弁番号の関係について 
統一名称 

6 号炉 7 号炉 

弁名称 弁番号 弁名称 弁番号 

残留熱除去系注入弁（A） RHR 注入弁（A） E11-MO-F005A RHR 注入隔離弁（A） E11-MO-F005A 

残留熱除去系注入弁（B） RHR 注入弁（B） E11-MO-F005B RHR 注入隔離弁（B） E11-MO-F005B 

残留熱除去系洗浄水弁（A） RHR 系 LPFL 注入ライン洗浄弁（A） E11-MO-F032A RHR 注入ライン洗浄水止め弁（A） E11-MO-F032A 

残留熱除去系洗浄水弁（B） RHR 系 LPFL 注入ライン洗浄弁（B） E11-MO-F032B RHR 注入ライン洗浄水止め弁（B） E11-MO-F032B 

タービン建屋負荷遮断弁 T/B 負荷遮断弁 P13-MO-F150 MUWC T/B 負荷遮断弁 P13-MO-F029 

復水補給水系常／非常用連絡 1 次止め弁 復水貯蔵槽常用，非常用給水管連絡ライン第一止め弁 P13-F011 MUWC 常／非常用連絡管 1 次止め弁 P13-F019 

復水補給水系常／非常用連絡 2 次止め弁 復水貯蔵槽常用，非常用給水管連絡ライン第二止め弁 P13-F012 MUWC 常／非常用連絡管 2 次止め弁 P13-F020 

各接続口付属の弁（屋外） RHR(A)経由 R/B 東側外壁外部注水接続端第一止め弁(1) P13-F130 MUWC 建屋外南側外部注水ライン止め弁 1 P13-F136 

各接続口付属の弁（屋外） RHR(A)経由 R/B 東側外壁外部注水接続端第一止め弁(2) P13-F138 MUWC 建屋外南側外部注水ライン止め弁 2 P13-F141 

各接続口付属の弁（屋外） RHR(B)経由 R/B 南側外壁外部注水接続端第一止め弁(1) P13-F134 MUWC 建屋外北側外部注水ライン止め弁 1 P13-F132 

各接続口付属の弁（屋外） RHR(B)経由 R/B 南側外壁外部注水接続端第一止め弁(2) P13-F139 MUWC 建屋外北側外部注水ライン止め弁 2 P13-F140 

各接続口付属の弁（屋外） R/B 外壁外部注水接続端第一止め弁 P13-F192 MUWC 建屋外東側貫通接続口元弁 P13-F129 

各接続口付属の弁（屋外） 外部注水入口弁 P13-F190 MUWC 建屋内北側外部注水ライン元弁 P13-F124 

各接続口付属の弁（屋外） R/B 外壁外部注水接続端第二止め弁 P13-F193 MUWC 建屋内東側貫通接続口元弁 P13-F131 

各接続口エクステンションジョイント付操作弁 

（屋外） 
RHR(A)経由 R/B 東側外壁外部注水接続端第二止め弁 P13-F131 MUWC 建屋内南側外部注水ライン止め弁 1 P13-F137 

各接続口エクステンションジョイント付操作弁 

（屋内） 
RHR(B)経由 R/B 南側外壁外部注水接続端第二止め弁 P13-F135 MUWC 建屋内北側外部注水ライン止め弁 1 P13-F133 
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SA 設備基準適合性 一覧表 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性一覧（可搬型） 

 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） －

Ａｂ

サポート系要因 対象(サポート系有り)-別の手段 Ｃｂ

第
7
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件、自然現象、外部人為
事象、溢水、火災

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋外

関連資料 本文

Ｂａ

関連資料 補足説明資料9　保管場所図

第
6
号

アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ

関連資料 補足説明資料10　アクセスルート図

Ａｂ

関連資料 補足説明資料8　接続図

第
4
号

設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） －

関連資料 補足説明資料4　配置図

Ａ

関連資料 補足説明資料7　容量設置根拠

第
2
号

可搬SAの接続性 より簡単な接続 Ｃ

関連資料 補足説明資料4　配置図

第
3
項

第
1
号

可搬SAの容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備

第
3
号

異なる複数の接続箇所の確保 単独の機能で使用

第
5
号

保管場所 屋外(共通要因の考慮対象設備あり)

関連資料 補足説明資料5　系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作，現場操作 Ａ，Ｂ

関連資料 補足説明資料4　配置図

系統設計 通常時は隔離又は分離 Ａｂ

その他(飛散物) 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する機器 Ｂａ

（本来の用途として使用） 対象外

関連資料 補足説明資料5　系統図

ポンプ，ファン，圧縮機 Ａ

関連資料 補足説明資料6　試験・検査性説明資料

関連資料 補足説明資料4　配置図

第
2
号

操作性 中央制御室操作，現場操作 Ａ，Ｂ

関連資料 補足説明資料4　配置図

海水 海水を通水又は海で使用 Ⅰ

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

環境温度・湿度・圧力／
屋外の天候／放射線

屋外 Ｄ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

第
4
3
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第
3
号

試験・検査
(検査性、系統構成・外部入力)

第
4
号

切り替え性

第
5
号

悪
影
響
防
止

第48条：
最終ヒートシンクヘ熱を輸送するための設備

代替原子炉補機冷却海水ポンプ
類型化
区分
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性一覧（可搬型） 

 

屋外

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） －

第
4
3
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

第48条：
最終ヒートシンクヘ熱を輸送するための設備

熱交換器ユニット
類型化
区分

Ａ，Ｂ

関連資料

Ｄ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

海水 海水を通水又は海で使用 Ⅰ

環境温度・湿度・圧力／
屋外の天候／放射線

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

関連資料 補足説明資料4　配置図

補足説明資料4　配置図

第
3
号

試験・検査
(検査性、系統構成・外部入力)

熱交換器 Ｄ

関連資料 補足説明資料6　試験・検査性説明資料

第
2
号

操作性 中央制御室操作，現場操作

第
4
号

切り替え性 （本来の用途として使用） 対象外

関連資料 補足説明資料5　系統図

Ａｂ

その他(飛散物) 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する機器 Ｂａ
第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 通常時は隔離又は分離

関連資料 補足説明資料5　系統図

第
6
号

設置場所 中央制御室操作，現場操作 Ａ，Ｂ

関連資料 補足説明資料4　配置図

Ａ

関連資料 補足説明資料7　容量設置根拠

第
2
号

可搬SAの接続性
フランジ接続
より簡単な接続

第
3
項

第
1
号

可搬SAの容量 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備

Ｂ，Ｃ

関連資料 補足説明資料4　配置図

第
3
号

異なる複数の接続箇所の確保 単独の機能で使用 Ａｂ

関連資料 補足説明資料8　接続図

第
4
号

設置場所 （放射線量の高くなるおそれの少ない場所を選定） －

関連資料 補足説明資料4　配置図

第
5
号

保管場所 屋外(共通要因の考慮対象設備あり) Ｂａ

関連資料 補足説明資料9　保管場所図

第
6
号

アクセスルート 屋外アクセスルートの確保 Ｂ

関連資料 補足説明資料10　アクセスルート図

Ａｂ

サポート系要因 対象(サポート系有り)-別の手段 Ｃｂ

第
7
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件、自然現象、外部人為
事象、溢水、火災

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋外

関連資料 本文
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性一覧（常設） 

 

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ

Ａ

関連資料 －

第
3
号

関連資料 ［容量設定根拠］48-7

第
2
号

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外

第
2
項

第
1
号

常設SAの容量 重大事故等への対処を本来の目的として設置するもの

関連資料
［配置図］48-4
［系統図］48-5

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件、自然現象、外部人為
事象、溢水、火災

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

第
6
号

設置場所
現場操作-放射線量が高くなるおそれが少ない

中央制御室操作
Ａａ
Ｂ

関連資料
［配置図］48-4
［系統図］48-5

その他(飛散物) 対象外 対象外
第
5
号

悪
影
響
防
止

系統設計 弁等の操作で系統構成 Ａａ

関連資料 ［系統図］48-5

第
4
号

切り替え性 当該系統の使用にあたり系統の切替操作が不要 Ｂｂ

関連資料 ［系統図］48-5

第
3
号

試験・検査
(検査性、系統構成・外部入力)

－ ー

関連資料
［試験・検査説明資料］48-6　（主要設備ではない設備につい

て記載）

第
2
号

操作性
中央制御室操作

現場操作
Ａ
Ｂ

関連資料 ［配置図］48-4

Ｂ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

（海水を通水しない）

関連資料 ［配置図］48-4

対象外

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） －

第
4
3
条

第
1
項

第
1
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

環境温度・湿度・圧力／
屋外の天候／放射線

二次格納施設内

海水

第48条：最終ヒートシンクへ熱を輸送するための
設備

耐圧強化ベント系
類型化
区分
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性一覧（常設） 

 

－

Ａポンプ

Ｂ
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分

（ＤＢ施設と同仕様のポンプ流量で設計）

Ｂ中央制御室操作

共用の禁止

悪
影
響
防
止

第
5
号

第
1
項

第
2
項

第
1
号

第
2
号

第
3
号

－

第
1
号

Ｃ

第
4
号

その他の建屋内（原子炉建屋の二次格納施設外を含む）

Ａ

－

環境温度・湿度・圧力／
屋外の天候／放射線

中央制御室操作

荷重

海水

第
6
号

第48条：
最終ヒートシンクヘ熱を移送するための設備

原子炉補機冷却系
中間ループ循環ポンプ

類型化
区分

－

第
2
号

第
3
号

第
4
3
条

操作性

関連資料

他設備からの影響

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

関連資料

－

対象外

（有効に機能を発揮する）

（海水を通水しない）

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない）

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない）

設置場所

関連資料

Ａｄ

－

ＤＢ施設と同じ系統構成

Ｂｂ

その他(飛散物)

関連資料

切り替え性

関連資料

試験・検査
(検査性、系統構成・外部入力)

当該系統の使用にあたり系統の切替操作が不要

－

関連資料

系統設計

Ａａ防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内

（共用しない設備）

常設SAの容量

環境条件、自然現象、外部人為事
象、溢水、火災

関連資料

共
通
要
因
故
障
防
止 関連資料 －

－

対象外

関連資料

サポート系故障

－

対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ

－

対象外

－

－
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性一覧（常設） 

 

共用の禁止

悪
影
響
防
止

第
5
号

第
1
項

第
2
項

第
1
号

第
2
号

第
3
号

第
6
号

第48条：
最終ヒートシンクヘ熱を移送するための設備

第
2
号

第
3
号

第
4
3
条

操作性

関連資料

第
1
号

第
4
号

環境温度・湿度・圧力／
屋外の天候／放射線

他設備からの影響

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

関連資料

電磁波による影響

荷重

海水

関連資料

その他(飛散物)

関連資料

切り替え性

関連資料

試験・検査
(検査性、系統構成・外部入力)

関連資料

系統設計

設置場所

関連資料

サポート系故障

常設SAの容量

環境条件、自然現象、外部人為事
象、溢水、火災

関連資料

共
通
要
因
故
障
防
止 関連資料

（有効に機能を発揮する） －

海水を通水又は海で使用 Ⅰ

原子炉補機冷却系
海水ポンプ

類型化
区分

その他の建屋内（原子炉建屋の二次格納施設外を含
む）

Ｃ

－

（電磁波により機能が損なわれない） －

－

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな
い）

中央制御室操作 Ａ

－

ポンプ Ａ

－

当該系統の使用にあたり系統の切替操作が不要 Ｂｂ

－

ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ

－ 対象外

－

中央制御室操作 Ｂ

－

ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分
（ＤＢ施設と同仕様のポンプ流量で設計）

Ｂ

－

（共用しない設備） 対象外

－

－

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性一覧（常設） 

 

－

－

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ

ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分
（ＤＢ施設と同仕様のポンプ流量で設計）

Ｂ

－

（共用しない設備） 対象外

－

中央制御室操作 Ｂ

－

－

ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ

－ 対象外

熱交換器 Ｄ

－

当該系統の使用にあたり系統の切替操作が不要 Ｂｂ

－

中央制御室操作 Ａ

－

(周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがな
い）

－

（電磁波により機能が損なわれない） －

（有効に機能を発揮する） －

淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ

原子炉補機冷却系
熱交換器

類型化
区分

その他の建屋内（原子炉建屋の二次格納施設外を含
む）

Ｃ

常設SAの容量

環境条件、自然現象、外部人為事
象、溢水、火災

関連資料

共
通
要
因
故
障
防
止 関連資料

関連資料

サポート系故障

設置場所

関連資料

その他(飛散物)

関連資料

切り替え性

関連資料

関連資料

系統設計

第
6
号

第48条：
最終ヒートシンクヘ熱を移送するための設備

第
2
号

第
3
号

第
4
3
条

操作性

関連資料

他設備からの影響

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

関連資料

第
4
号

環境温度・湿度・圧力／
屋外の天候／放射線

荷重

海水

電磁波による影響

試験・検査
(検査性、系統構成・外部入力)

共用の禁止

悪
影
響
防
止

第
5
号

第
1
項

第
2
項

第
1
号

第
2
号

第
3
号

第
1
号
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単線結線図 
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電源車

淡
水
ポ
ン
プ
（
A
）

【凡例】

：配線用遮断器

：変圧器

淡
水
ポ
ン
プ
（
B
）

海
水
ポ
ン
プ
（
A
）

海
水
ポ
ン
プ
（
B
）

電源車

移動用
変圧器

代替原子炉

補機冷却系

：断路器

制
御
電
源

 
図 48-2-1 代替原子炉補機冷却系 単線結線図（6号炉（７号炉も同じ）） 

【代替原子炉補機冷却系】 
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図 48-2-2 耐圧強化ベント系 単線結線図（６号炉） 

【耐圧強化ベント系】 

MCC 6C-1-7 AM用MCC 6B MCC 6D-1-7

AM用動力変圧器

D/G D/G

R/B B1F

R/B 4F

R/B B1F

MCC 6C-1-5 MCC 6D-1-5

R/B 3FR/B 3F

非常用所内
電気設備
【区分Ⅱ】

代替所内電気設備

(6B)(6A)

M

R/B 4F

（予備）

R/B B1F
C/B B1F

R/B B1F

動力変圧器 動力変圧器非常用所内
電気設備
【区分Ⅰ】

A
M用
直
流

1
25

V
充
電
器

A
M用
直
流

1
25

V
充
電
器

C/B B1F

（予備）

直流125V分電盤

直
流

1
25

V
充
電
器

AM用直流125V主母線盤

（耐圧強化ベント系負荷）
・空気駆動弁用電磁弁（F002）

MCC 6C-1-3

C/B B1F

交流120Vバイタル
分電盤6B-1

静
止
形

交
直
変
換
器

MCC 6D-1-8

変圧器 予備変圧器

（耐圧強化ベント弁負荷）
・空気駆動弁用電磁弁（F019,F022）

（耐圧強化ベント系負荷）
・電動駆動弁（F070）

CVCF

直
流

1
25

V
充
電
器

（
B
）

（耐圧強化ベント系負荷）
　・計装設備（フィルタ装置水素濃度）

（耐圧強化ベント系負荷）
・計装設備

C/B B1F
C/B
MB2F

直流125V分電盤

直
流

1
25

V
充
電
器

（
A
）

※1

※1

R/B B1F

C/B 2F

緊急用電源切替箱
断路器 ７号炉へ

電源車

電源車

緊急用
電源切替箱
接続装置6B

緊急用
電源切替箱
接続装置6A

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

M

緊急用
高圧母線

GTG
予備

GTG

常設代替
交流電源設備

緊急用
断路器

荒浜側緊急用
高圧母線建屋

　荒浜側常設代替
　交流電源設備
　設置場所

第二ガスタービン発電機

GTG

常設代替
交流電源設備

　７号炉タービン
　建屋南側

第一ガスタービン発電機

GTG
予備

緊急用
断路器

（略語）

R/B ：原子炉建屋

C/B ：コントロール建屋

MCC：モータ・コントロール・センタ

非常用低圧母線 6C-1

非常用
高圧母線 6C

非常用低圧母線 6D-1

非常用
高圧母線 6D
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図 48-2-3 耐圧強化ベント系 単線結線図（７号炉） 

MCC 7C-1-7 AM用MCC 7B MCC 7D-1-7

AM用動力変圧器

D/G D/G

R/B 4F

R/B B1F

C/B B1F

MCC 7C-1-4 MCC 7D-1-4

R/B 3F
R/B 3F

非常用所内
電気設備
【区分Ⅱ】

代替所内電気設備

(7B)(7A)

M

R/B 4F

（予備）

C/B B1F

C/B
MB2F

R/B B1F

動力変圧器 動力変圧器非常用所内
電気設備
【区分Ⅰ】

直流125V分電盤

A
M用
直
流

1
25

V
充
電
器

A
M用
直
流

1
25

V
充
電
器

AM用直流125V主母線盤

C/B B1F

（耐圧強化ベント系負荷）
・計装設備

R/B B1F
MCC
7C-1-3

（耐圧強化ベント系装置）
・計装設備（フィルタ装置水素濃度）

C/B B1F

（予備）

直流125V分電盤

直
流

1
25

V
充
電
器

交流120Vバイタル
分電盤7B-1

静
止
形

交
直
変
換
器

変圧器 予備変圧器

MCC 7D-1-6

R/B 3F

CVCF

R/B 2F

直
流

1
25

V
充
電
器

（
A
） 直
流

1
25

V
充
電
器

（
B
）

※1

（耐圧強化ベント系負荷）
・空気駆動弁用電磁弁（F002）

（耐圧強化ベント系負荷）
・空気駆動弁用電磁弁（F019,F022）

※1

（耐圧強化ベント系負荷）
・電動駆動弁（F070）

MCC
7C-1-1

R/B B1F

C/B 2F

緊急用電源切替箱
断路器

6号炉へ

電源車

電源車

緊急用
電源切替箱
接続装置7B

緊急用
電源切替箱
接続装置7A

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

M

（略語）

R/B ：原子炉建屋

C/B ：コントロール建屋

MCC：モータ・コントロール・センタ

緊急用
高圧母線

GTG
予備

GTG

常設代替
交流電源設備

緊急用
断路器

荒浜側緊急用
高圧母線建屋

　荒浜側常設代替
　交流電源設備
　設置場所

第二ガスタービン発電機

GTG

常設代替
交流電源設備

　７号炉タービン
　建屋南側

第一ガスタービン発電機

GTG
予備

緊急用
断路器

非常用低圧母線 7C-1

非常用
高圧母線 7C

非常用低圧母線 7D-1

非常用
高圧母線 7D
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【耐圧強化ベント系】 
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図 48-3-1   耐圧強化ベント系 計測制御系統図 

 

表 48-3-1 耐圧強化ベント系の計測設備主要仕様 

監視パラメータ 計測範囲 個数 

① 耐圧強化ベント系放射線モニタ 10-2～105mSv/h 2 

② フィルタ装置水素濃度※1 0～100vol% 1 
※1 フィルタ装置水素濃度については，52 条において格納容器内の水素ガスを排出する際に要求される 

ものである。格納容器圧力逃がし装置の水素濃度計と兼用であり，サンプリングラインを切り替え 
ることによって，耐圧強化ベント系も計測可能である。 
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図 48-4-30 6/7 号炉 中央制御室配置図 
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【代替原子炉補機冷却系】 

 
 

図 48-5-1 代替原子炉補機冷却系 系統概要図（6号炉 A系） 
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表 48-5-1 代替原子炉補機冷却系 弁リスト（6号炉 A系） 
No 機器名称 

1 熱交換器ユニット 

2 代替原子炉補機冷却水ポンプ 

3 代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

4 代替冷却系供給ライン北側接続口隔離弁(A) 

5 代替冷却系戻りライン北側接続口隔離弁(A) 

6 代替冷却システム流量調整弁 

7 残留熱除去系熱交換器(A)冷却水出口弁 

8 常用冷却水供給側分離弁(A) 

9 常用冷却水戻り側分離弁(A) 

10 可燃性ガス濃度制御系(A)室空調機冷却水出口弁 

11 燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)室空調機冷却水出口弁 

12 非常用ガス処理系室(A)空調機冷却水出口弁 

13 燃料プール冷却浄化系熱交換機(A)冷却水出口弁 

14 燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)軸受冷却器冷却水出口弁 

15 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)冷却水出口弁 

16 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)冷却水出口弁 

17 サプレッションプール浄化系ポンプ室空調機冷却水出口弁 

18 サプレッションプール浄化系ポンプ軸受冷却器冷却水出口弁 

19 原子炉隔離時冷却系ポンプ室空調機冷却水出口弁 

20 残留熱除去系ポンプ(A)メカニカルシール冷却器冷却水出口弁 

21 格納容器内雰囲気モニタ系冷却器(A)冷却水出口弁 

22 納容器内雰囲気モニタ系(A)室空調機冷却水出口弁 

23 残留熱除去系ポンプ(A)モータ軸受冷却器冷却水出口弁 

24 残留熱除去系ポンプ(A)室空調機冷却水出口弁 

25 原子炉補機冷却水ポンプ(A)吸込弁 

26 原子炉補機冷却水ポンプ(D)吸込弁 

27 サージタンク(A)換気空調補機非常用冷却水系側出口弁 
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図 48-5-2 代替原子炉補機冷却系 系統概要図（7号炉 A系） 
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表 48-5-2 代替原子炉補機冷却系 弁リスト（7号炉 A系） 
No 機器名称 

1 熱交換器ユニット 

2 代替原子炉補機冷却水ポンプ 

3 代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

4 代替冷却水供給止め弁(A) 

5 代替冷却水戻り止め弁(A) 

6 代替原子炉補機冷却系ユニット出口流量調整弁 

7 残留熱除去系熱交換器(A)冷却水出口弁 

8 常用冷却水供給側分離弁(A) 

9 常用冷却水戻り側分離弁(A) 

10 可燃性ガス濃度制御系室空調機(A)出口弁 

11 燃料プール冷却浄化系ポンプ室空調機(A)出口弁 

12 非常用ガス処理系室空調機(A)出口弁 

13 燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)出口弁 

14 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)冷却水温度調節弁後弁 

15 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)冷却水温度調節弁後弁 

16 サプレッションプール浄化系ポンプ室空調機出口弁 

17 原子炉隔離時冷却系ポンプ室空調機出口弁 

18 原子炉補機冷却海水ポンプ(A)電動機軸受出口弁 

19 原子炉補機冷却海水ポンプ(D)電動機軸受出口弁 

20 格納容器内雰囲気モニタラック(A)出口弁 

21 残留熱除去系ポンプ(A)冷却水出口弁 

22 残留熱除去系ポンプ室空調機(A)出口弁 

23 原子炉補機冷却水系ポンプ(A)吸込弁 

24 原子炉補機冷却水系ポンプ(D)吸込弁 

25 サージタンク(A)換気空調補機非常用冷却水系側出口弁 
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図 48-5-3 耐圧強化ベント系 概略構成図 

：重大事故等対処設備（主要設備） 

：重大事故等対処設備（附属設備） 
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表 48-5-3 耐圧強化ベント系 弁リスト 

No. 弁名称 

1 一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側） 

2 一次隔離弁（ドライウェル側） 

3 二次隔離弁 

4 二次隔離弁バイパス弁 

5 フィルタ装置入口弁 

6 耐圧強化ベント弁 

7 非常用ガス処理系 フィルタ装置出口弁(A) 

8 非常用ガス処理系 フィルタ装置出口弁(B) 

9 非常用ガス処理系 第一隔離弁 

10 非常用ガス処理系 第二隔離弁 

11 換気空調系 第一隔離弁 

12 換気空調系 第二隔離弁 

13 非常用ガス処理系 Uシール隔離弁 

14 耐圧強化ベント系 N2パージ用元弁 
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【代替原子炉補機冷却系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 48-6-1 代替原子炉補機冷却系熱交換器図（6号炉） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図 48-6-3 代替原子炉補機冷却系熱交換器図（7号炉） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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 図 48-6-5 代替原子炉補機冷却海水ポンプ図 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図 48-6-6 代替原子炉補機冷却系 運転性能検査（6号炉 A系） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 

図 48-6-7 代替原子炉補機冷却系 運転性能検査（6号炉 B系） 



48-6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 48-6-8 代替原子炉補機冷却系 運転性能検査（7号炉 A系） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図 48-6-9 代替原子炉補機冷却系 運転性能検査（7号炉 B系） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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【耐圧強化ベント系】 

 

プラント停止中に点検及び検査をすることとしており，表48-6-1のとおりである。 

 

表 48-6-1 機械設備の試験・検査内容 

対象機器 点検項目 
点検内容 

本格点検 簡易点検 

配管 1.本体 

 

a.外観点検 
b.フランジ部点検手入れ 

― 

2.機能確認 a.漏えい確認 a.窒素封入圧力確認※1 

b.弁開閉試験時漏えい確認※2 

弁 1.本体 a.弁箱内面点検手入れ 
b.弁体，弁座，弁棒の点検 

手入れ 
c.パッキン類取替 
d.外観点検 

― 

2.機能確認 a.漏えい確認 
b.動作試験 

a.窒素封入圧力確認※1 

b.弁開閉試験時漏えい確 
認※2 

c.動作試験(駆動部付弁) 

可搬型窒素供給 
装置 

1.本体 a.工場点検 ― 

2.機能確認 a.試運転 a.試運転 

   
※1窒素封入圧力及びスクラバ水位は，簡易点検の他にパトロール時等において定期的に確認

を実施する。 
※2 空気駆動弁の電磁弁排気ポートへの駆動空気供給による弁開閉試験時に，空気駆動弁『開』

保持状態（駆動空気を供給している状態）において，駆動空気供給系の漏えい確認を行う。 

※3点検周期の単位はサイクル。 
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図 48-6-11 空気駆動弁構造図 

配管よりフランジを切り離すことにより，

弁の分解点検が可能 

図 48-6-10 電動駆動弁構造図 

配管よりフランジを切り離すことにより，

弁の分解点検が可能 
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図 48-6-12 遠隔手動弁操作設備構造図（例：7号炉 二次隔離弁） 

 

図 48-6-13 可搬型窒素供給装置構造図 

エクステンションジョイント 

二次隔離弁 

遠隔操作機構を構成する機器については分

解点検を行うことが可能な構造とする 

窒素発生装置 
空気圧縮機 

ディーゼル発電機 

車載機器（窒素発生装置，ディーゼル発電

機，空気圧縮機）については個別に点検す

ることが可能 
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容量設定根拠 
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名   称 熱交換器ユニット（その１） 

個数 式 3 

容量（設計熱交換量） MW/式 23.0 

最高使用圧力 MPa 淡水側 1.37 ／ 海水側 0.6 

最高使用温度 ℃ 淡水側 70 または 90／海水側 80 または 50 

伝熱面積 m2/式  

機器仕様に関する注記 
注 1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

【設定根拠】 

 熱交換器ユニット（その１）は，重大事故時の原子炉補機冷却水系統機能喪失時に，残留

熱除去系熱交換器の冷却を行うため設置する。 

 熱交換器ユニット（その１）は 1 式設置し，熱交換器ユニット内に熱交換器 2 基を設置す

る。 

 

1.個数，容量の設定根拠 

熱交換器ユニット（その１）の容量は，保守性を有した評価による原子炉停止 48 時間

経過後の崩壊熱（約 23MW）を 2基の熱交換器で除去する容量として，23.0MW/式とする。 

なお，熱交換器ユニット（その１）の容量を上記のように設定することで，代替原子炉

補機冷却系を使用する有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失）」のシナリオで，

事故発生 20 時間後に代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系によるサプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モード運転で冷却効果が確認されている。   

具体的には，図 48-7-1 に有効性評価シナリオ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失）」

のサプレッション・チェンバ水温を示すように，代替原子炉補機冷却系を使用したサプレ

ッション・チェンバ・プール水冷却モード運転を開始した後に，温度上昇が抑制されてい

ることが確認できている。 
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図 48-7-1 サプレッション・チェンバ水温の推移 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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2.最高使用圧力の設定根拠 

2.1 淡水側 

熱交換器ユニットの淡水側の最高使用圧力は，原子炉補機冷却水系の最高

使用圧力に合わせ，1.37MPa とする。 

 

2.2 海水側 

熱交換器ユニット（その１）の海水側の最高使用圧力は，代替原子炉補機

冷却海水ポンプの締切揚程を考慮し，0.6MPa とする。 

 

3.最高使用温度の設定根拠 

3.1 淡水側 

熱交換器ユニット（その１）出口の最高使用温度は，冷却水の供給温度を

考慮し，70℃とする。熱交換器ユニット（その１）入口の最高使用温度は

冷却水の戻り温度を考慮し，90℃とする。 

 

3.2 海水側 

熱交換器ユニット（その１）出口の最高使用温度は，海水の戻り温度を考

慮し，80℃とする。熱交換器ユニット（その１）入口の最高使用温度は，

原子炉補機冷却海水系に合わせ，50℃とする。 

 

 

4. 伝熱面積の設定根拠 

熱交換器ユニット（その１）に設置される熱交換器 1 基当たりの必要伝熱

面積は，下記のように求める。 

 

 4.1 交換熱量 

  Ｑ＝C1・Wa・ρ1 ・(Ta1-Ta2) 

   ∴Ta1＝65.3 

 Ｑ＝C2・Wb・ρ2 ・(Tb1-Tb2) 

∴Tb1＝54.0 

 

Ｑ ：熱交換器ユニット除熱能力    ＝23.0MW（82,800,000 kJ/h） 

 Wa ：淡水側流量     ＝600m3/h 

 Wb ：海水側流量     ＝840m3/h 

Ta1 ：熱交換器ユニット淡水側入口温度  

Ta2 ：熱交換器ユニット淡水側出口温度  ＝32.0℃ 

  Tb2 ：熱交換器ユニット海水側入口温度  ＝30.0℃ 

  Tb1 ：熱交換器ユニット海水側出口温度  

  ρ1 ：密度（淡水）    ＝990.1kg/m3 

  ρ2 ：密度（海水）    ＝1017kg/m3 

C1 ：比熱（淡水）    ＝4.18kJ/kg・K 

C2 ：比熱（海水）    ＝4.03kJ/kg・K 

 



48-7-4 

 

 

  4.2 対数平均温度差 

⊿t＝{(Ta1-Tb2)-(Ta2-Tb1)}／ln{(Ta1-Tb2)／(Ta2-Tb1)} 

＝5.38K 

 

⊿t ：対数平均温度差 

 

 

4.3 伝熱係数 

  Uc ＝   kW/(m2・K) 

 

 

  4.4 必要伝熱面積 

 

  Ａr ＝Ｑ／⊿t／Uc 

        ＝23000／5.38／     ／2 ＝       m2 ≒     m2  

 

  Ａｒ  ：熱交換器の必要伝熱面積 

 

熱交換器 2基の必要伝熱面積は，   ×2 ＝     m2 

 

 

 以上より，熱交換器ユニット（その１）の伝熱面積は，    m2/式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 



48-7-5 

 

名   称 熱交換器ユニット（その２） 

個数 式 1 

容量（設計熱交換量） MW/式 23.0 

最高使用圧力 MPa 淡水側 1.37 ／ 海水側 1.4 

最高使用温度 ℃ 淡水側 70または90 ／ 海水側 80または40 

伝熱面積 m2/式  

機器仕様に関する注記 
注 1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

【設定根拠】 

 熱交換器ユニット（その２）は，重大事故時の原子炉補機冷却水系統機能喪失時に，残留

熱除去系熱交換器の冷却を行うため設置する。 

 熱交換器ユニット（その２）は 1 式設置し，熱交換器ユニット内に熱交換器 2 基を設置す

る。 

 

1.個数，容量の設定根拠 

熱交換器ユニット（その２）の容量は，保守性を有した評価による原子炉停止 48 時間

経過後の崩壊熱（約 23MW）を 2基の熱交換器で除去する容量として，23.0MW/式とする。 

なお，熱交換器ユニット（その２）の容量を上記のように設定することで，代替原子炉

補機冷却系を使用する有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失）」のシナリオで，

事故発生 20 時間後に代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系によるサプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モード運転で冷却効果が確認されている。   

具体的には，図 48-7-2 に有効性評価シナリオ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失）」

のサプレッション・チェンバ水温を示すように，代替原子炉補機冷却系を使用したサプレ

ッション・チェンバ・プール水冷却モード運転を開始した後に，温度上昇が抑制されてい

ることが確認できている。 
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図 48-7-2 サプレッション・チェンバ水温の推移 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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2.最高使用圧力の設定根拠 

2.1 淡水側 

熱交換器ユニット（その２）の淡水側の最高使用圧力は，原子炉補機冷却

水系の最高使用圧力に合わせ，1.37MPa とする。 

 

2.2 海水側 

熱交換器ユニット（その２）の海水側の最高使用圧力は，代替原子炉補機

冷却海水ポンプの最高使用圧力以上とし，1.4MPa とする。 

 

3.最高使用温度の設定根拠 

3.1 淡水側 

熱交換器ユニット（その２）出口の最高使用温度は，冷却水の供給温度を

考慮し，70℃とする。熱交換器ユニット（その２）入口の最高使用温度は

冷却水の戻り温度を考慮し，90℃とする。 

 

3.2 海水側 

熱交換器ユニット（その２）出口及び入口の最高使用温度は，海水の戻り

温度及び海水の供給温度を考慮し，出口 80℃，入口 40℃とする。 

 

4.伝熱面積の設定根拠 

(1) 必要伝熱面積 

熱交換器ユニット（その２）に設置される熱交換器１基当たりの必要伝熱

面積は，設計熱交換量 11.61MW/基を満足するための性能計算で求められる      

m2/基とする。 

必要伝熱面積は，設計熱交換量，伝熱板熱通過率及び高温側と低温側の温

度差の平均値である対数平均温度差を用いて下記のように求める。 

 

必要伝熱面積 
60.8

10602.11 6

　　　　
＝＝

TK
Q

o

 

2m＝　　　　　　　  ／基 

 

Ｑ ：設計熱交換量（W） ＝11.602×106 (＝11.61MW) 

Ｋｏ ：伝熱板熱通過率（W/(m2･K)） ＝ 

ΔＴ ：対数平均温度差（K） ＝8.60 

（引用文献：「伝熱工学資料 改訂第 4版」（1986 年 日本機械学会）） 

 

 

熱交換器 2基の必要伝熱面積は，   ×2 ＝    m2 

 

 以上より，熱交換器ユニット（その２）の伝熱面積は，   m2/式とする。 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 



48-7-7 

 

 

 

なお，設計基準事故対処設備である残留熱除去系，原子炉補機冷却水系，原子炉補

機冷却海水系を使用した場合の，残留熱除去系熱交換器における交換熱量については，

以下の条件において，約 8.2MW である。 

 ・管側（サプレッション・プール水）流量  ：954m3/h（残留熱除去系定格流量） 

 ・胴側（原子炉補機冷却水）流量      ：1200m3/h 

 ・管側（サプレッション・プール水）入口温度：52℃ 

 ・海水温度                          ：30℃ 

 ・(参考)原子炉補機冷却水系熱交換器伝熱面積：     m2 

 

上記で示した設計基準事故対処設備の交換熱量に対し，重大事故等対処設備である

代替原子炉補機冷却系を使用した場合の，残留熱除去系熱交換器における交換熱量に

ついては，以下の条件において，約 6.5MW である。 

 ・管側（サプレッション・プール水）流量  ：954m3/h（残留熱除去系定格流量） 

 ・胴側（代替原子炉補機冷却水）流量    ：約 600m3/h 

 ・管側（サプレッション・プール水）入口温度：52℃ 

 ・海水温度                          ：30℃ 

 ・（参考）熱交換器ユニット伝熱面積     ：    m2 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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名   称 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１） 

個数 台 2 

容量 m3/h/台 300 以上（注 1）（300（注 2）） 

全揚程 m 以上（注 1）（75（注 2）） 

最高使用圧力 MPa 1.37  

最高使用温度 ℃ 70 

原動機出力 kW/台 以上（注 1）（110（注 2）） 

機器仕様に関する注記 
注 1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

 

【設定根拠】 

 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）は，重大事故時の原子炉補機冷却水系機能

喪失時に，残留熱除去系熱交換器の冷却を行うため設置する。 

 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）は 2台設置する。 

  

 

1.個数，容量の設定根拠 

代替原子炉補機冷却系水ポンプ（その１）の容量は，保守性を有した評価によ

る原子炉停止 48 時間経過後の崩壊熱（約 23MW）を除去するために必要な流量を

600m3/h とし，容量 300 m3/h のポンプを 2台設置する。 

なお，代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）の容量を上記のように設定する

ことで，代替原子炉補機冷却系を使用する有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取

水機能喪失）」のシナリオで，事故発生 20 時間後に代替原子炉補機冷却系を用い

た残留熱除去系によるサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード運転で冷

却効果が確認されている。具体的には，図 48-7-1 に有効性評価シナリオ「崩壊熱

除去機能喪失（取水機能喪失）」のサプレッション・チェンバ水温を示すように，

代替原子炉補機冷却系を使用したサプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド運転を開始した後に，温度上昇が抑制されていることが確認できている。 

 

2.揚程の設定根拠 

  代替原子炉補機冷却系水ポンプ（その１）の揚程は，本系統が閉ループとなって

いることから下記を考慮する。 

 【6 号炉のケース】 

配管・機器圧力損失 ： 約    m 

 

上記から，代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）の揚程は 75m とする。 

 

 

3.最高使用圧力の設定根拠 

 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）の最高使用圧力は，熱交換器ユニット（そ

の１）の最高使用圧力 1.37MPa とする。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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4.最高使用温度の設定根拠 

 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）の最高使用温度は，冷却水の戻り温度を考

慮し，70℃とする。 

 

5.原動機出力の設定根拠 

代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）（容量 300m3/h）の必要軸動力は，以下のと

おり約    kW となる。 

 

P=10^(-3)×ρ×g×（（Q／3,600）×H）／（η／100） 

=10^(-3)×1,000×9.80665×（（300/3,600）×75）/（  /100) 

=      kW 

≒   kW 

 

P ： 必要軸動力（kW） 

ρ ： 流体の密度（kg/m3） ＝1,000 

g ： 重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Q ： ポンプ容量（m3/h） ＝300 

H ： ポンプ揚程（m） ＝75（図 48-7-3 参照） 

η ： ポンプ効率（％）＝  （図 48-7-3 参照） 

（参考文献：「ターボポンプ用語」（JIS B 0131-2002）） 

 

以上より，代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）の原動機出力は 110kW/台とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48-7-3 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その１）性能曲線 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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名   称 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その２） 

個数 台 1 

容量 m3/h/台 600 以上（注 1）（600（注 2）） 

全揚程 m 以上（注 1）（75（注 2）） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 70 

原動機出力 kW/台 以上（注 1）（200（注 2）） 

機器仕様に関する注記 
注 1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

【設定根拠】 

 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その２）は，重大事故時の原子炉補機冷却水系機能

喪失時に，残留熱除去系熱交換器の冷却を行うため設置する。 

 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その２）は 1台設置する。 

  

1.個数，容量の設定根拠 

代替原子炉補機冷却系水ポンプ（その２）の容量は，保守性を有した評価によ

る原子炉停止 48 時間経過後の崩壊熱（約 23MW）を除去するために必要な流量を

600m3/h とし，容量 600 m3/h のポンプを 1台設置する。 

なお，代替原子炉補機冷却水ポンプ（その２）の容量を上記のように設定する

ことで，代替原子炉補機冷却系を使用する有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取

水機能喪失）」のシナリオで，事故発生 20 時間後に代替原子炉補機冷却系を用い

た残留熱除去系によるサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード運転で冷

却効果が確認されている。具体的には，図 48-7-2 に有効性評価シナリオ「崩壊熱

除去機能喪失（取水機能喪失）」のサプレッション・チェンバ水温を示すように，

代替原子炉補機冷却系を使用したサプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド運転を開始した後に，温度上昇が抑制されていることが確認できている。 

 

 

2.揚程の設定根拠 

  代替原子炉補機冷却系水ポンプ（その２）の揚程は，本系統が閉ループとなって

いることから下記を考慮する。 

【6号炉のケース】 

配管・機器圧力損失 ： 約    m 

 

上記から，代替原子炉補機冷却水ポンプ（その２）の揚程は 75m とする。 

 

 

3.最高使用圧力の設定根拠 

 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その２）の最高使用圧力は，熱交換器ユニット（そ

の２）の最高使用圧力に合わせ，1.37MPa とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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4.最高使用温度の設定根拠 

 代替原子炉補機冷却水ポンプ（その２）の最高使用温度は，熱交換器ユニット（そ

の２）出口の最高使用温度に合わせて，70℃とする。 

5.原動機出力の設定根拠 

代替原子炉補機冷却水ポンプ（その２）（容量 600m3/h）の必要軸動力は，以下のと

おり約     kW となる。 

 

P=10^(-3)×ρ×g×（（Q／3,600）×H）／（η／100） 

=10^(-3)×1,000×9.80665×（（600/3,600）×75）/（   /100) 

=       kW 

≒    kW 

 

P ： 必要軸動力（kW） 

ρ ： 流体の密度（kg/m3） ＝1,000 

g ： 重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Q ： ポンプ容量（m3/h） ＝600 

H ： ポンプ揚程（m） ＝75（図 48-7-4 参照） 

η ： ポンプ効率（％）＝約  （図 48-7-4 参照） 

（参考文献：「ターボポンプ用語」（JIS B 0131-2002）） 

 

以上より，代替原子炉補機冷却水ポンプの原動機出力は 200kW/台とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48-7-4 代替原子炉補機冷水ポンプ（その２）性能曲線 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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名   称 代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

個数 台 2 

容量 m3/h/台 420 以上（注 1）（420（注 2）） 

全揚程 m 以上（注 1）（35（注 2）） 

最高使用圧力 MPa 0.5 

最高使用温度 ℃ 40 

原動機出力 kW/台 以上（注 1）（75（注 2）） 

機器仕様に関する注記 
注 1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

 

【設定根拠】 

 代替原子炉補機冷却海水ポンプは，重大事故時の原子炉補機冷却水系機能喪失時

に，残留熱除去系熱交換器の冷却を行うため設置する。 

 代替原子炉補機冷却海水ポンプは 2台設置する。 

 

1.個数，容量の設定根拠 

代替原子炉補機冷却系海水ポンプの容量は，保守性を有した評価による原子炉

停止 48 時間経過後の崩壊熱（約 23MW）を除去するために必要な流量を 840m3/h と

し，容量 420 m3/h のポンプを 2台設置する。 

なお，代替原子炉補機冷却水ポンプの容量を上記のように設定することで，代

替原子炉補機冷却系を使用する有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失）」

のシナリオで，事故発生 20 時間後に代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系

によるサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード運転で冷却効果が確認さ

れている。具体的には，図 48-7-1 に有効性評価シナリオ「崩壊熱除去機能喪失（取

水機能喪失）」のサプレッション・チェンバ水温を示すように，代替原子炉補機冷

却系を使用したサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード運転を開始した

後に，温度上昇が抑制されていることが確認できている。 

 

2.揚程の設定根拠 

  代替原子炉補機冷却系海水ポンプの揚程は，下記を考慮する。 

（6号炉） 

①配管・機器圧力損失      ：  

②水源と熱交換器ユニットの静水頭：  

①，②の合計          ：  

 

（7 号炉） 

①配管・機器圧力損失      ：  

②水源と熱交換器ユニットの静水頭：  

①，②の合計          ：  

上記から，代替原子炉補機冷却海水ポンプの揚程は   m 以上とし，35m とする。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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3.最高使用圧力の設定根拠 

 代替原子炉補機冷却海水ポンプの最高使用圧力は，ポンプ締切圧力を考慮し，

0.5MPa とする。 

 

4.最高使用温度の設定根拠 

 代替原子炉補機冷却海水ポンプの最高使用温度は，海水温度 30℃の余裕を考慮し，

40℃とする。 
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5. 原動機出力の設定根拠 

代替原子炉補機冷却海水ポンプの原動機出力は，下記式よりポンプの軸動力を

考慮し，選定する。 

Ｌｗ＝１／60×10-3×ρ×ｇ×Ｑ×Ｈ 

η＝Ｌｗ／Ｌ×100 

（引用文献：日本工業規格 JIS B 8301(1990)「遠心ポンプ，斜流ポンプ及

び軸流ポンプの試験及び検査方法」） 

Ｌｗ ： 水動力（kW）  

Ｌ ： ポンプ軸動力（kW）  

ρ ： 揚液の密度（kg/m3） ＝1026 

ｇ ： 重力加速度（m/s2） ＝9.81 

Ｑ ： 吐出量（m3/min）  ＝420／60 

Ｈ ： 全揚程（m）  ＝35（図 48-7-5 参照） 

η ： ポンプ効率（%）  ＝  （図 48-7-5 参照） 

 

Ｌｗ＝１／60×10-3×1026×9.81×(420／60)×35＝41.0990 

Ｌ＝Ｌｗ／η×100＝41.0990／  ×100＝      ≒   kW 

 

従って，代替原子炉補機冷却海水ポンプの原動機出力は，ポンプ軸動力を上回る

出力とし，75kW／台とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48-7-5 代替原子炉補機冷却海水ポンプ性能曲線 

  

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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名   称 
耐圧強化ベント系 

（系統容量） 

最高使用圧力 MPa 0.62 

最高使用温度 ℃ 171 

設計流量 kg/s 15.8 

 

(1) 最高使用圧力 

格納容器の最高使用圧力の 2倍である 620kPa[gage]とする。 

炉心損傷前の格納容器ベントは，格納容器圧力が最高使用圧力である 310kPa

に到達後，実施することとなる。そのため，実際にベントが開始できるまでの格

納容器の圧力上昇を考慮しても十分に余裕がある 620kPa[gage]を，耐圧強化ベン

ト系の最高使用圧力とする。 

 

 
図 6 格納容器圧力推移（全交流電源喪失） 

 

 

(2) 最高使用温度 

格納容器の最高使用圧力である 171℃とする。 

なお，有効性評価における炉心損傷前ベントシナリオである全交流電源喪失に

おいて，ベント後の格納容器内雰囲気温度は 171℃以下となることを確認してい

る（図 7参照）。そのため，格納容器に接続される耐圧強化ベント系の温度も 171℃

以下となる。 
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図 7 格納容器温度推移（全交流電源喪失） 

 

 

(3) 設計流量（ベントガス流量） 

原子炉格納容器圧力が最高使用圧力にてベントを実施した際に，原子炉の定格

熱出力の 1%に相当する発生蒸気量 15.8kg/s を排出可能な設計とする。 

  なお，炉心の崩壊熱が定格熱出力の 1%となるのは，原子炉停止から 2～3時間後

であり，その際の原子炉格納容器内における発生蒸気量は 15.8kg/s となる。 

一方，有効性評価シナリオである全交流電源喪失シナリオにおけるベント開始

時間は，原子炉停止から約 16 時間後となっている。そのため，ベント開始時にお

ける格納容器内の発生蒸気量は，耐圧強化ベント系の設計流量よりも小さな値と

なる。 

よって，耐圧強化ベント系を用いて，炉心の崩壊熱を最終ヒートシンクである

大気へ輸送することは可能である。 
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48-8 

接続図 
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図 48-8-1 代替原子炉補機冷却系（可搬設備）配置図 

枠囲みの内容は核物質防護上の機密事項に属しますので公開できません。 
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保管場所図 
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図 48-9-1 屋外保管場所配置図（代替原子炉補機冷却系） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図 48-9-2 屋外保管場所配置図（耐圧強化ベント系） 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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48-10 

アクセスルート図 
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柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアク

セスルートについて』より抜粋 

 
図 48-10-1 保管場所およびアクセルルート図 

 

 
 

図 48-10-2 地震・津波発生時のアクセスルート 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図 48-10-3 森林火災発生時のアクセスルート 

 

 
図 48-10-4 中央交差点が通行不能時のアクセスルート 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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その他設備 
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【自主対策設備】 

代替原子炉補機冷却系海水ポンプによる残留熱除去系除熱手段の整備について 

 

代替原子炉補機冷却海水ポンプによる残留熱除去系除熱手段は，代替原子炉補

機冷却系熱交換器ユニットが機能喪失した際に，代替原子炉補機冷却海水ポンプ

により海水を，外部接続口を通じて原子炉補機冷却系に注水し，残留熱除去系熱

交換器の冷却を行うものであり，残留熱除去系を海水で直接冷却して除熱する手

段を確保する。 

 
図 48-11-1 代替原子炉補機冷却海水ポンプによる除熱（Ａ系の例） 概略系統図 

 

 
 

図 48-11-2 残留熱除去系（Ａ）による原子炉除熱 概略系統図 
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熱交換器ユニットの構造について 

 

 

 代替原子炉補機冷却系（図 48-11-3）の熱交換器ユニットは，図 48-11-4 で示す通

りポンプ２台，熱交換器２基，ストレーナ２基で構成される。熱交換器は，代替原子

炉補機冷却海水ポンプにより通水した海水により冷却される。 

 

残
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系
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交
換
器

原子炉補機冷却系　区分Ⅰ

中間ループ
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熱　交　換　器

熱交換器
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図 48-11-3 代替原子炉補機冷却系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48-11-4 熱交換器ユニット 概要図 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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48-12 

機器名称覧に記載の弁名称と，各号炉の弁名称・弁番号の関係について 
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条文適合性資料本文中の機器名称覧に記載の弁名称については，説明資料の構成上，

略称等が用いられている場合がある。これらの記載名称と各号炉に設置されている弁

の正式名称及び弁番号の関係について，下表の通り整理する。 

 

【代替原子炉補機冷却系】 

表 48-12-1 機器名称覧に記載の弁名称と，正式名称・弁番号の関係について 

弁名称 弁番号 弁名称 弁番号

代替冷却水供給止め弁(A)
代替冷却系供給ライン北側接続
口隔離弁(A)

P21-F266 代替冷却水供給止め弁(A) P21-F144

代替冷却水戻り止め弁(A)
代替冷却系戻りライン北側接続
口隔離弁(A)

P21-F267 代替冷却水戻り止め弁(A) P21-F143

代替冷却系供給ライン西側接続
口隔離弁(A)

代替冷却系供給ライン西側接続
口隔離弁(A)

P21-F262 - -

代替冷却系戻りライン西側接続
口隔離弁(A)

代替冷却系戻りライン西側接続
口隔離弁(A)

P21-F265 - -

代替原子炉補機冷却系ユニット
出口流量調整弁

代替冷却システム流量調整弁 Y61-F002
代替原子炉補機冷却系ユニット
出口流量調整弁

Y61-F004

残留熱除去系熱交換器(A)冷却水
出口弁

残留熱除去系熱交換器(A)冷却水
出口弁

P21-MO-F013A
残留熱除去系熱交換器(A)冷却水
出口弁

P21-MO-F042A

常用冷却水供給側分離弁(A) 常用冷却水供給側分離弁(A) P21-MO-F074A 常用冷却水供給側分離弁(A) P21-MO-F016A

常用冷却水戻り側分離弁(A) 常用冷却水戻り側分離弁(A) P21-MO-F082A 常用冷却水戻り側分離弁(A) P21-MO-F037A

可燃性ガス濃度制御系室空調機
(A)出口弁

可燃性ガス濃度制御系(A)室空調
機冷却水出口弁

P21-F038A
可燃性ガス濃度制御系室空調機
(A)出口弁

P21-F058A

格納容器雰囲気モニタラック(A)
出口弁

格納容器内雰囲気モニタ系冷却
器(A)冷却水出口弁

P21-F034A
格納容器雰囲気モニタラック(A)
出口弁

P21-F132A

格納容器内雰囲気モニタ系(A)室
空調機冷却水出口弁

格納容器内雰囲気モニタ系(A)室
空調機冷却水出口弁

P21-F058A - -

燃料プール冷却浄化系ポンプ室
空調機(A)出口弁

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)
室空調機冷却水出口弁

P21-F032A
燃料プール冷却浄化系ポンプ室
空調機(A)出口弁

P21-F060A

燃料プール冷却浄化系熱交換器
(A)出口弁

燃料プール冷却浄化系熱交換器
(A)冷却水出口弁

P21-F030A
燃料プール冷却浄化系熱交換器
(A)出口弁

P21-F051A

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)
軸受冷却器冷却水出口弁

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)
軸受冷却器冷却水出口弁

P21-F116A - -

非常用ガス処理系室空調機(A)出
口弁

非常用ガス処理系室(A)空調機冷
却水出口弁

P21-F036A
非常用ガス処理系室空調機(A)出
口弁

P21-F062A

残留熱除去系ポンプ室空調機(A)
出口弁

残留熱除去系ポンプ(A)室空調機
冷却水出口弁

P21-F040A
残留熱除去系ポンプ室空調機(A)
出口弁

P21-F045A

残留熱除去系ポンプ(A)冷却水出
口弁

残留熱除去系ポンプ(A)モータ軸
受冷却器冷却水出口弁

P21-F042A
残留熱除去系ポンプ(A)冷却水出
口弁

P21-F202A

残留熱除去系ポンプ(A)メカニカ
ルシール冷却器冷却水出口弁

残留熱除去系ポンプ(A)メカニカ
ルシール冷却器冷却水出口弁

P21-F044A - -

サプレッションプール浄化系ポ
ンプ室空調機出口弁

サプレッションプール浄化系ポ
ンプ室空調機冷却水出口弁

P21-F070A
サプレッションプール浄化系ポ
ンプ室空調機出口弁

P21-F110

サプレッションプール浄化系ポ
ンプ軸受冷却器冷却水出口弁

サプレッションプール浄化系ポ
ンプ軸受冷却器冷却水出口弁

P21-F114 - -

原子炉隔離時冷却系ポンプ室空
調機出口弁

原子炉隔離時冷却系ポンプ室空
調機冷却水出口弁

P21-F046
原子炉隔離時冷却系ポンプ室空
調機出口弁

P21-F112

条文 統一名称
7号炉

48条

6号炉

 
（次頁に続く） 
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弁名称 弁番号 弁名称 弁番号

原子炉補機冷却水系ポンプ(A)吸
込弁

原子炉補機冷却水系ポンプ(A)吸
込弁

P21-F015A
原子炉補機冷却水系ポンプ(A)吸
込弁

P21-F001A

原子炉補機冷却水系ポンプ(D)吸
込弁

原子炉補機冷却水系ポンプ(D)吸
込弁

P21-F015D
原子炉補機冷却水系ポンプ(D)吸
込弁

P21-F001D

換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(A)冷却水温度調節弁後弁

換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(A)冷却水出口弁

P21-F028A
換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(A)冷却水温度調節弁後弁

P21-F055A

換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(C)冷却水温度調節弁後弁

換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(C)冷却水出口弁

P21-F028C
換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(C)冷却水温度調節弁後弁

P21-F055C

原子炉補機冷却海水ポンプ(A)電
動機軸受出口弁

- -
原子炉補機冷却海水ポンプ(A)電
動機軸受出口弁

P21-F222A

原子炉補機冷却海水ポンプ(D)電
動機軸受出口弁

- -
原子炉補機冷却海水ポンプ(D)電
動機軸受出口弁

P21-F222D

サージタンク(A)換気空調補機非
常用冷却水系側出口弁

換気空調補機非常用冷却水系降
水管(A)タイライン止め弁

P21-F053A
サージタンク(A)換気空調補機非
常用冷却水系側出口弁

P21-F067A

代替冷却水供給第二止め弁(B) 代替冷却系供給ライン隔離弁(B) P21-F268 代替冷却水供給第二止め弁(B) P21-F148

代替冷却水戻り第二止め弁(B) 代替冷却系戻りライン隔離弁(B) P21-F269 代替冷却水戻り第二止め弁(B) P21-F147

残留熱除去系熱交換器(B)冷却水
出口弁

残留熱除去系熱交換器(B)冷却水
出口弁

P21-MO-F013B
残留熱除去系熱交換器(B)冷却水
出口弁

P21-MO-F042B

常用冷却水供給側分離弁(B) 常用冷却水供給側分離弁(B) P21-MO-F074B 常用冷却水供給側分離弁(B) P21-MO-F016B

常用冷却水戻り側分離弁(B) 常用冷却水戻り側分離弁(B) P21-MO-F082B 常用冷却水戻り側分離弁(B) P21-MO-F037B

可燃性ガス濃度制御系室空調機
(B)出口弁

可燃性ガス濃度制御系(B)室空調
機冷却水出口弁

P21-F038B
可燃性ガス濃度制御系室空調機
(B)出口弁

P21-F058B

格納容器雰囲気モニタ系ラック
(B)出口弁

格納容器内雰囲気モニタ系冷却
器(B)冷却水出口弁

P21-F034B
格納容器雰囲気モニタ系ラック
(B)出口弁

P21-F132B

燃料プール冷却浄化系ポンプ室
空調機(B)出口弁

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)
室空調機冷却水出口弁

P21-F032B
燃料プール冷却浄化系ポンプ室
空調機(B)出口弁

P21-F060B

燃料プール冷却浄化系熱交換器
(B)出口弁

燃料プール冷却浄化系熱交換器
(B)冷却水出口弁

P21-F030B
燃料プール冷却浄化系熱交換器
(B)出口弁

P21-F051B

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)
軸受冷却器冷却水出口弁

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)
軸受冷却器冷却水出口弁

P21-F116B - -

非常用ガス処理系室空調機(B)出
口弁

非常用ガス処理系室(B)空調機冷
却水出口弁

P21-F036B
非常用ガス処理系室空調機(B)出
口弁

P21-F062B

残留熱除去系ポンプ室空調機(B)
出口弁

残留熱除去系ポンプ(B)室空調機
冷却水出口弁

P21-F040B
残留熱除去系ポンプ室空調機(B)
出口弁

P21-F045B

高圧炉心注水系ポンプ(B)冷却器
冷却水出口弁

高圧炉心注水系ポンプ(B)モータ
軸受冷却器冷却水出口弁

P21-F050B
高圧炉心注水系ポンプ(B)冷却器
冷却水出口弁

P21-F206B

高圧炉心注水系ポンプ室空調機
(B)出口弁

高圧炉心注水系ポンプ(B)室空調
機冷却水出口弁

P21-F048B
高圧炉心注水系ポンプ室空調機
(B)出口弁

P21-F047B

原子炉補機冷却水系ポンプ(B)吸
込弁

原子炉補機冷却水系ポンプ(B)吸
込弁

P21-F015B
原子炉補機冷却水系ポンプ(B)吸
込弁

P21-F001B

原子炉補機冷却水系ポンプ(E)吸
込弁

原子炉補機冷却水系ポンプ(E)吸
込弁

P21-F015E
原子炉補機冷却水系ポンプ(E)吸
込弁

P21-F001E

原子炉補機冷却海水ポンプ(B)電
動機軸受出口弁

- -
原子炉補機冷却海水ポンプ(B)電
動機軸受出口弁

P21-F222B

統一名称
7号炉

条文

48条

6号炉

 
（次頁に続く） 
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弁名称 弁番号 弁名称 弁番号

原子炉補機冷却海水ポンプ(E)電
動機軸受出口弁

- -
原子炉補機冷却海水ポンプ(E)電
動機軸受出口弁

P21-F222E

換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(B)冷却水温度調節弁後弁

換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(B)冷却水出口弁

P21-F028B
換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(B)冷却水温度調節弁後弁

P21-F055B

換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(D)冷却水温度調節弁後弁

換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(D)冷却水出口弁

P21-F028D
換気空調補機非常用冷却水系冷
凍機(D)冷却水温度調節弁後弁

P21-F055D

格納容器内雰囲気モニタ系(B)室
空調機冷却水出口弁

格納容器内雰囲気モニタ系(B)室
空調機冷却水出口弁

P21-F058B - -

残留熱除去系ポンプ(B)モータ軸
受冷却器冷却水出口弁

残留熱除去系ポンプ(B)モータ軸
受冷却器冷却水出口弁

P21-F042B - -

残留熱除去系ポンプ(B)冷却水出
口弁

残留熱除去系ポンプ(B)メカニカ
ルシール冷却器冷却水出口弁

P21-F044B
残留熱除去系ポンプ(B)冷却水出
口弁

P21-F202B

高圧炉心注水系ポンプ(B)メカニ
カルシール冷却器冷却水出口弁

高圧炉心注水系ポンプ(B)メカニ
カルシール冷却器冷却水出口弁

P21-F052B - -

サージタンク(B)換気空調補機非
常用冷却水系側出口弁

換気空調補機非常用冷却水系降
水管(B)タイライン止め弁

P21-F053B
サージタンク(B)換気空調補機非
常用冷却水系側出口弁

P21-F067B

条文 統一名称
7号炉

48条

6号炉
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【格納容器圧力逃がし装置，及び耐圧強化ベント系】 

表 48-12-2 機器名称覧に記載の弁名称と，正式名称・弁番号の関係について 

弁名称 弁番号 弁名称 弁番号

一次隔離弁（サプレッショ
ン・チェンバ側）

S/Cベント用出口隔離弁 T31-F022 AC S/Cベント用出口隔離弁 T31-F022

一次隔離弁（ドライウェル
側）

D/Wベント用出口隔離弁 T31-F019 AC D/Wベント用出口隔離弁 T31-F019

二次隔離弁
PCV耐圧強化ベント用連絡配管
隔離弁

T31-F070
AC PCV耐圧強化ベント用連絡
配管隔離弁

T31-F070

二次隔離弁バイパス弁
PCV耐圧強化ベント用連絡配管
隔離弁バイパス弁

T31-F072
PCV耐圧強化ベント用連絡配管
隔離弁バイパス弁

T31-F072

フィルタ装置入口弁
耐圧強化ベント系PCVベントラ
インフィルタベント側隔離弁

T61-F001
耐圧強化ベント系PCVベントラ
インフィルタベント側隔離弁

T61-F001

耐圧強化ベント弁
耐圧強化ベント系PCVベントラ
イン排気筒側隔離弁

T61-F002
耐圧強化ベント系PCVベントラ
イン排気筒側隔離弁

T61-F002

非常用ガス処理系 フィルタ装
置出口隔離弁 A

SGTSフィルタ装置出口弁(A) T22-F004A SGTS フィルタ装置出口弁(A) T22-F004A

非常用ガス処理系 フィルタ装
置出口隔離弁 B

SGTSフィルタ装置出口弁(B) T22-F004B SGTS フィルタ装置出口弁(B) T22-F004B

非常用ガス処理系 第一隔離弁 SGTS側PCVベント用隔離弁 T31-F020 AC SGTS側PCVベント用隔離弁 T31-F020

非常用ガス処理系 第二隔離弁 SGTS側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040 SGTS側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040

換気空調系 第一隔離弁 HVAC側PCVベント用隔離弁 T31-F021 AC HVAC側PCVベント用隔離弁 T31-F021

換気空調系 第二隔離弁 HVAC側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050 HVAC側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050

非常用ガス処理系　Uシール隔
離弁

SGTS出口ドレン弁 T22-F511 SGTS 出口Uシール元弁 T22-F511

耐圧強化ベント系 N2パージ用
元弁

SGTS PCVベントライン耐圧強
化ベント側N2パージ用管理区
域連絡通路側元弁

T22-F200
SGTS PCVベントライン耐圧強
化ベント側N2パージ用管理区
域連絡通路側元弁

T22-F200

耐圧強化ベント系 N2パージ用
元弁

SGTS PCVベントライン耐圧強
化ベント側N2パージ用原子炉
建屋側元弁

T22-F201
SGTS PCVベントライン耐圧強
化ベント側N2パージ用原子炉
建屋側元弁

T22-F201

7号炉

48条

条文 統一名称
6号炉
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SA 設備基準適合性一覧表 
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 

SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 49 条：原子炉格納容器内の冷却等のための

設備 
復水移送ポンプ 

類型化 

区分 

第

43

条 

第

1

項 

第

1

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

環境温度・湿度・圧力

／屋外の天候／放射線 
原子炉区域を除く原子炉建屋内及びその他の建屋内 Ｄ 

荷重 （有効に機能を発揮する） － 

海水 淡水だけでなく海水も使用 Ⅱ 

他設備からの影響 (周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない） － 

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） － 

関連資料 49-3 配置図、49-7 その他設備 

第

2

号 

操作性 中央制御室操作，現場操作 Ａ，Ｂ 

関連資料 49-4  系統図 

第

3

号 

試験・検査 

(検査性、系統構成・外部入

力) 

ポンプ，弁 Ａ，Ｂ 

関連資料 49-5 試験・検査説明資料 

第

4

号 

切り替え性 本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必要 Ａ 

関連資料 49-4 系統図 

第

5

号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 弁等の操作で系統構成 Ａａ 

その他(飛散物) 対象外 対象外 

関連資料 49-4 系統図 

第

6

号 

設置場所 中央制御室操作，現場操作 Ａ，Ｂ 

関連資料 49-3 配置図 

第

2

項 

第

1

号 

常設 SA の容量 ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分 Ｂ 

関連資料 49-6 容量設定根拠 

第

2

号 

共用の禁止 （共用しない設備） 対象外 

関連資料 － 

第

3

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件、自然現象、

外部人為事象、溢水、

火災 

防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ 

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ 

関連資料 本文 



49-1-2 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第49条：原子炉格納容器内の冷却等のための設備
残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

（設計基準拡張）

類型化

区分

第

4

3

条

第

1

項

第

1

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線
二次格納施設内 Ｂ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） －

関連資料 －

第

2

号

操作性 中央制御室操作 Ａ

関連資料 －

第

3

号

試験・検査

(検査性、系統構成・外部入力)
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ

関連資料 －

第

4

号

切り替え性
本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必

要
Ａ

関連資料 －

第

5

号

悪

影

響

防

止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ

その他(飛散物) 対象外 対象外

関連資料 －

第

6

号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ

関連資料 －

第

2

項

第

1

号

常設SAの容量
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分

（ＤＢ施設と同仕様の容量で設計）
Ｂ

関連資料 －

第

2

号

共用の禁止 （共用しない設備）

第

3

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環境条件、自然現象、外部人為事

象、溢水、火災
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ

関連資料 －

対象外

関連資料 －
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柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設） 

第49条：原子炉格納容器内の冷却等のための設備

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却

モード）

（設計基準拡張）

類型化

区分

第

4

3

条

第

1

項

第

1

号

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性

環境温度・湿度・圧力／

屋外の天候／放射線
二次格納施設内 Ｂ

荷重 （有効に機能を発揮する） －

海水 （海水を通水しない） 対象外

他設備からの影響
(周辺機器等からの悪影響により機能を失う

おそれがない）
－

電磁波による影響 （電磁波により機能が損なわれない） －

関連資料 －

第

2

号

操作性 中央制御室操作 Ａ

関連資料 －

第

3

号

試験・検査

(検査性、系統構成・外部入力)
ポンプ，弁 Ａ，Ｂ

関連資料 －

第

4

号

切り替え性
本来の用途以外の用途として使用するため，切替操作が必

要
Ａ

関連資料 －

第

5

号

悪

影

響

防

止

系統設計 ＤＢ施設と同じ系統構成 Ａｄ

その他(飛散物) 対象外 対象外

関連資料 －

第

6

号

設置場所 中央制御室操作 Ｂ

関連資料 －

第

2

項

第

1

号

常設SAの容量
ＤＢ施設の系統及び機器の容量が十分

（ＤＢ施設と同仕様の容量で設計）
Ｂ

関連資料 －

第

2

号

共用の禁止 （共用しない設備）

第

3

号

共

通

要

因

故

障

防

止

環境条件、自然現象、外部人為事

象、溢水、火災
防止設備-対象(代替対象ＤＢ設備有り)-屋内 Ａａ

サポート系故障 対象(サポート系有り)-異なる駆動源又は冷却源 Ｃａ

関連資料 －

対象外

関連資料 －
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復 水 移 送 ポ ン プ

（ Ｃ ）

復 水 移 送 ポ ン プ

（ Ｂ ）

残 留 熱 除 去 系 格 納 容 器

冷 却 流 量 調 節 弁 （ Ｂ ）

残 留 熱 除 去 系 格 納 容 器

冷 却 ラ イ ン 隔 離 弁 （ Ｂ ）

AM
用
MC

C 
6
B

MC
C
 6
D-

1-
1

P/
C 
6
D-
1

P
/C
 
6C
-
1

非
常

用
M/
C 

6D

AM
用

動
力
変

圧
器

D
/G

D/
G

R
/B
 
4F

R/
B 
B
1F

R
/B
 
3F

M
CC
 

6
C-
1
-5

M
CC
 

6
D-
1-

5

R
/B
 3

F
R
/B
 3

F

非
常

用
所
内

電
気
設

備
【

区
分
Ⅰ

】

非
常

用
所
内

電
気
設

備
【

区
分
Ⅱ

】

代
替
所

内
電
気

設
備

(
6B
)

(6
A) 動

力
変

圧
器

動
力

変
圧
器

【
凡

例
】

：
遮
断

器

：
配

線
用

遮
断
器

：
メ
カ

ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー

ロ
ッ
ク

：
AM

用
直

流
12
5
V

蓄
電

池

：
電

動
切
替

M

計 装 設 備

R
/B
 
4F

AM用直流
125V充電器

AM用直流
125V充電器

(
予

備
) 残 留 熱 除 去 系

洗 浄 水 止 弁 （ Ｂ ）

タ ー ビ ン 建 屋 負 荷 遮 断 弁

R
/B
 
4F

非
常

用
M
/C
 
6C

R
/B
 
B1
F

復 水 移 送 ポ ン プ （ Ａ ）

残 留 熱 除 去 系ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･
ﾁｪﾝﾊﾞ ・ﾌﾟｰﾙｽﾌﾟﾚｲ

注 入 隔 離 弁 （ Ｂ ）

MC
C 

6C
-1
-2

P
/C
 
6E
-
1

非
常

用
M
/C
 6

E

D
/G

(
6C
)

動
力

変
圧
器

非
常

用
所
内

電
気
設

備
【

区
分
Ⅲ

】

R/
B 
B
1F

AM
用
切

替
盤

6B

残 留 熱 除 去 系 ポ ン プ （ Ｂ ）

R/
B
 1
F

R
/B
 
1F

R
/B
 
1F

残 留 熱 除 去 系 ポ ン プ （ Ｃ ）

MC
C
 6
E
-1
-
1

【
色

分
け
】

赤
色

：
非

常
用

系
（
区

分
Ⅰ
）

緑
色

：
非

常
用

系
（
区

分
Ⅱ
）

青
色

：
非

常
用

系
（
区

分
Ⅲ
）

水
色

：
重

大
事

故
等
対

処
設
備

黒
色
：

常
用
系

A
M用

直
流

12
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図２ 単線結線図（7号炉） 
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配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ：設計基準対象施設 

 

  ：重大事故等対処設備を示す 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図１ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る機器（復水移送ポンプ）の配置図 

（６／７号炉 廃棄物処理建屋地下 3階） 
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図２ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る中央制御室操作盤の配置図 

（６／７号炉 コントロール建屋地上２階） 
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図３ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る機器（弁）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地上１階） 
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図４ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る機器（弁）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下１階） 
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図５ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る機器（弁）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地上１階） 
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図６ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る機器（弁）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下１階） 
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図７ 残留熱除去系に係る機器（残留熱除去系ポンプ）の配置図 

（６号炉 原子炉建屋地下 3階） 
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図８ 残留熱除去系に係る機器（残留熱除去系ポンプ）の配置図 

（７号炉 原子炉建屋地下 3階） 
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図９ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る機器（弁）の配置図 

（６／７号炉 廃棄物処理建屋） 
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図１０ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る機器（AM 用切替盤，AM 用操作箱）の 

配置図（６号炉 原子炉建屋地上 3階） 
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図１１ 代替格納容器スプレイ冷却系に係る機器（AM 用切替盤，AM 用操作箱）の 

配置図（７号炉 原子炉建屋地上 3階） 
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系統図 
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 図１ 代替格納容器スプレイ冷却系 系統概要図（6号炉） 
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図２ 代替格納容器スプレイ冷却系 系統概要図（7号炉） 
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試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49-5-1 

 

 
図１ 復水移送ポンプ 構造図 



49-5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 代替格納容スプレイ冷却系運転性能検査系統図（６号炉） 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図３ 代替格納容スプレイ冷却系運転性能検査系統図（７号炉） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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容量設定根拠 
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名   称 
復水移送ポンプ 

(代替格納容器スプレイ冷却系時） 

容量 m3/h/台 70（注 1），（125（注 2）） 

全揚程 m 
6 号炉:96 以上，7号炉:93 以上（注 1） 

（85（注 2）） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 66 

原動機出力 kW/台 
6 号炉：  以上，7号炉：  以上（注 1） 

（55（注 2）） 

機器仕様に関する注記 
注 1：要求値を示す 

注 2：公称値を示す 

 

【設 定 根 拠】 

復水移送ポンプは重大事故等時に以下の機能を有する。 

 

代替格納容器スプレイ系として使用する復水移送ポンプは、設計基準事故対

処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させ炉心の著しい損傷を防止するため使用

する。 

また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下さ

せるために使用する。 

これらの系統構成は、復水貯蔵槽を水源とした復水移送ポンプより、残留熱除

去系統を経由して，原子炉格納容器内にあるスプレイリングのスプレイノズル

より原子炉格納容器内にスプレイすることにより炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止する設計とする。 

 

なお，重大事故防止設備の代替格納容器スプレイ系として使用する復水移送

ポンプは，1基あたり 3台設置しており，このうち必要台数は最大で 2台であ

り，1台を予備として確保する。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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1.容 量 約 125m3/h/台（約 70m3/h/台） 

原子炉格納容器内にスプレイする場合の復水移送ポンプの容量は、炉心損傷

防止の重要事故シーケンスのうち，高圧・低圧注水機能喪失、崩壊熱除去機能

喪失（取水機能喪失、RHR 機能喪失）、中小 LOCA＋ECCS 機能喪失や、格納容器

破損防止の重要事故シーケンスのうち，過温・過圧破損、水素燃焼において、

復水貯蔵槽から、復水、淡水又は海水を原子炉格納容器内にスプレイし、原子

炉格納容器内の圧力を、原子炉格納容器の最高使用圧力近傍で維持するために

必要な容量を基に設定する。 

復水移送ポンプの容量は、上記に示す炉心損傷防止の重要事故シーケンスに

おいて 140m3/h(復水移送ポンプ 2 台)の流量にて評価した結果、代替最終ヒー

トシンクによる格納容器の除熱手段確立までの間、原子炉格納容器内の圧力を

原子炉格納容器の最高使用圧力近傍で維持することが可能であることから，1

台あたり約 70m3/h とする。 

 

2. 揚 程 約 85m (6 号炉 96m，7 号炉 93m) 

原子炉格納容器内にスプレイする場合の復水移送ポンプの揚程は、原子炉格

納容器内にスプレイする場合の水源と移送先の圧力差（大気開放である復水貯

蔵槽と原子炉格納容器の圧力    MPa の圧力差）、静水頭、機器圧損、配管・

及び弁類圧損を基に設定する。 

 

【6 号炉】 

・移送先の圧力約 0.62Pa の場合 

水源と移送先の圧力差 約   m 

静水頭 約   m 

機器及び配管・弁類圧損 約   m 

―――――――――――――――― 

合 計 約 96 m 

 

・移送先の圧力約 0.18MPa の場合 

水源と移送先の圧力差 約   m 

静水頭 約   m 

機器及び配管・弁類圧損 約   m 

―――――――――――――――― 

合 計 約 51 m 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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【7 号炉】 

・移送先の圧力約 0.62Pa の場合 

水源と移送先の圧力差 約   m 

静水頭 約   m 

機器及び配管・弁類圧損 約   m 

――――――――――――――― 

合 計 約 93 m 

 

・移送先の圧力約 0.18MPa の場合 

水源と移送先の圧力差 約   m 

静水頭 約   m 

機器及び配管・弁類圧損 約   m 

――――――――――――――― 

合 計 約 48 m 

 

以上より、代替格納容器スプレイ冷却系として使用する場合の復水移送ポンプ

の揚程は 6号炉で 96m、7 号炉で 93m である。 

 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系は，格納容器下部注水系と同時に使用す

る可能性があるため，同時使用時に各々の必要流量が確保できることを添付

(1)「格納容器下部注水系と代替格納容器スプレイ冷却の同時使用について」

で示す。 

 

3. 最高使用圧力 1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの最高使用圧力は，ポンプ

締め切り運転時の揚程約                  に静水頭約                 を

加えた約        を上回る圧力として 1.37MPa としており、重大事故時に代替

格納容器スプレイ冷却系として原子炉に注入する場合の圧力もこれと同等で

ある。 

 

 

4. 最高使用温度 66℃ 

設計基準対象施設として使用する復水移送ポンプの最高使用温度は，水源の

復水貯蔵槽の最高使用温度に合わせ 66℃としており、重大事故等時に代替格

納容器スプレイ冷却系として原子炉に注入する場合の温度もこれと同様であ

る。 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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5.原動機出力 55kW/台 

（6 号炉） 

代替格納容器スプレイ冷却系として使用する復水移送ポンプの容量 70m3/h，

揚程 98m，のときの必要軸動力は，以下のとおり約   kW となる。 

 

P= 10^(-3)×ρ×g×（（Q／3,600）×H）／（η／100） 

= 10^(-3)×1,000×9.80665×（（70/3,600）×98）/(    /100) 

=      kW ≒    kW 

 

P ： 必要軸動力（kW） 

ρ ： 流体の密度（kg/m3） ＝1,000 

g ： 重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Q ： ポンプ容量（m3/h） ＝70 

H ： ポンプ揚程（m） ＝98（図 49-6-1 参照） 

η ： ポンプ効率（％）＝約  （図 49-6-1 参照） 

（参考文献：「ターボポンプ用語」（JIS B 0131-2002）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 49-6-1 復水移送ポンプ性能曲線（6号炉） 

 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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（7 号炉） 

代替格納容器スプレイ冷却系として使用する復水移送ポンプの容量 70m3/h，

揚程 95m，のときの必要軸動力は，以下のとおり約   kW となる。 

 

P= 10^(-3)×ρ×g×（（Q／3,600）×H）／（η／100） 

= 10^(-3)×1,000×9.80665×（（70/3,600）×95）/(    /100) 

=      kW≒    kW 

 

P ： 必要軸動力（kW） 

ρ ： 流体の密度（kg/m3） ＝1,000 

g ： 重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Q ： ポンプ容量（m3/h） ＝70 

H ： ポンプ揚程（m） ＝95（図 49-6-2 参照） 

η ： ポンプ効率（％）＝約  （図 49-6-2 参照） 

（参考文献：「ターボポンプ用語」（JIS B 0131-2002）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 49-6-2 復水移送ポンプ性能曲線（7号炉） 

 

以上より，設計基準対処施設として使用する復水移送ポンプの原動機出力の

公称値は 55kW/台であり，代替格納容器スプレイ冷却系として使用する復水移

送ポンプの揚程はこの内数であることから同様の 55kW/台とする。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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添付(1) 

 

 

格納容器下部注水と代替格納容器スプレイ冷却の同時使用について 

 

 

格納容器下部注水は，代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイと同時

に行われることを想定している。格納容器下部注水を行う場合において，原子炉圧力

容器の破損前は，格納容器下部注水系により 90m3/h で格納容器下部に注水し水位 2m

の水張りを実施し，同時に代替格納容器スプレイ冷却系により 70m3/h で原子炉格納容

器内にスプレイすることで原子炉格納容器温度の上昇を抑制できることが評価結果

より確認されている。 

また，原子炉圧力容器の破損後は，格納容器下部注水系（常設）により崩壊熱相当

（注水開始時期を考慮すると最大 50m3/h）の注水を行い，原子炉格納容器圧力が

465kPa[gage]に到達した時点で代替格納容器スプレイ冷却系の流量を 130m3/h 以上に

することにより，原子炉格納容器圧力及び温度の上昇を抑制できることが評価結果よ

り確認されている。 

 従って，格納容器下部注水系と代替格納容器スプレイは表 1の通り同時に注水する

ことを考慮している。注水系統図を図 1～2 に示すが，いずれの系統も復水移送ポン

プを用いるため，表 1で示す通りに格納容器下部注水系と代替格納容器スプレイを同

時に注水する能力があることを評価により確認する。評価にあたっては，格納容器圧

力が高く注水特性評価が保守的となる原子炉圧力容器の破損後のケースを用いる。従

って，格納容器下部注水 50m3/h と代替格納容器スプレイ 130m3/h の同時注水の成立性

を確認するために，復水移送ポンプ特性と格納容器下部注水系及び代替格納容器スプ

レイ系の系統圧力損失を考慮して注水特性評価を実施した。注水特性評価結果は図 3

の通りであり，格納容器下部注水が 50m3/h である場合，原子炉格納容器圧力が 2Pd

（620kPa[gage]）時においてでも，代替格納容器スプレイは 130m3/h でスプレイでき

ることが確認できた。 

よって，格納容器下部注水時に必要となる格納容器下部注水系と代替格納容器スプ

レイ系の同時注水について，各々の必要流量が確保可能であることを確認した。 

 

 

 

表 1 格納容器下部注水，代替格納容器スプレイの同時注水時の必要流量 

系統 格納容器下部注水 代替格納容器スプレイ 

原子炉圧力容器の破

損前 
90m3/h 70m3/h 

原子炉圧力容器の破

損後 

崩壊熱相当 

（最大 50m3/h） 
130m3/h 
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図 1 格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」時の 

重大事故等対処設備の概略系統図 
（原子炉圧力容器破損前の原子炉減圧，原子炉格納容器冷却及び格納容器下部注水） 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」時の 

重大事故等対処設備の概略系統図 
（原子炉圧力容器破損後の原子炉減圧，原子炉格納容器冷却及び格納容器下部注水） 
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図 3 D/W スプレイ注水特性（ペデスタル 50m3/h 同時注水時） 
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その他設備 
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原子炉格納容器内を冷却するための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

①  消火系を用いた代替格納容器スプレイ冷却の実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モー

ド），復水移送ポンプが喪失した場合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，自主対策設備として消火系を用いた格納容器スプレイ手段

を整備している。 

消火系を用いた格納容器スプレイ手段については，ディーゼル駆動消火ポンプ

を用い，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード），代替格納容器スプレイ

冷却系とは異なるろ過水タンクを水源として消火系，復水補給水系，残留熱除去

系を通じて格納容器スプレイを行う手順を整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 消火系による格納容器スプレイ 手順の概要図 
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② 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による代替格納容器スプレイ冷却の実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モー

ド），復水移送ポンプが喪失した場合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，自主対策設備として可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用

いた格納容器スプレイ手段を整備している。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用いた格納容器スプレイ手段については，

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用い，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード），代替格納容器スプレイ冷却系とは異なる防火水槽又は淡水貯水池を水

源として復水補給水系，残留熱除去系を通じて格納容器スプレイを行う手順を整

備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 消防車による格納容器スプレイ 手順の概要図 
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③ドライウェル冷却系による格納容器除熱 

 代替格納容器スプレイ及び残留熱除去系ポンプの復旧ができず、格納容器除熱手段

がない場合に、常設代替交流電源により原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却

海水ポンプの電源を復旧し、原子炉格納容器内へ冷却水を通水後、ドライウェル送風

機を起動して格納容器を除熱する。 

 ドライウェル送風機を停止状態としても、原子炉格納容器内への冷却水の通水を継

続することで、ドライウェル冷却系冷却器コイル表面で、原子炉格納容器内部の蒸気

を凝縮し、原子炉格納容器の圧力上昇を緩和することができる。 

 

原子炉格納容器

原
子
炉
圧
力
容
器

海

冷却水

熱交換器

原子炉補機
冷却水ポンプ

ドライウェル冷却器
（送風機及び冷却コイル搭載）

原子炉補機
冷却海水ポンプ

常設代替交流電源により
電源を復旧し起動

 
図３ ドライウェル冷却系による原子炉格納容器からの除熱 概略図 
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各号炉の弁名称及び弁番号 
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条文適合性資料本文中に記載の弁名称については，説明資料の構成上，略称等が用

いられている場合がある。これらの記載名称と各号炉に設置されている弁の正式名称

及び弁番号の関係について，下表の通り整理する。 

 

表１ 各号炉の弁名称及び弁番号 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁名称 弁番号 弁名称 弁番号

残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁（Ｂ） RHR 系格納容器冷却流量調 節弁（B） E11-MO-F017B RHR 格納容器冷却流量調節弁（B） E11-MO-F017B 

残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(Ｂ） RHR 系格納容器冷却ライン隔離弁（B） E11-MO-F018B RHR 格納容器冷却ライン隔離弁（B） E11-MO-F018B 

残留熱除去系洗浄水弁（B） RHR 系 LPFL 注入ライン洗浄弁（B） E11-MO-F032B RHR 注入ライン洗浄水止め弁（B） E11-MO-F032B 

復水補給水系 常／非常用連絡 1 次止め弁 復水貯蔵槽常用 ，非常用給水管連絡ライン第一止め弁 P13-F011 MUWC 常／非常用連絡管 1 次止め弁 P13-F019

復水補給水系 常／非常用連絡 2 次止め弁 復水貯蔵槽常用 ，非常用給水管連絡ライン第二止め弁 P13-F012 MUWC 常／非常用連絡管 2 次止め弁 P13-F020

タービン建屋負荷遮断弁 Ｔ/Ｂ負荷遮断弁 P13-MO-F150 MUWC T/B 負荷遮断弁 P13-MO-F029

統一名称
6 号機 7 号機
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